
 

 

 

 

 

平成２８年１１月定例会 
 

 

 

 

総 務 委 員 会 
 

予 算 決 算 委 員 会 （ 総 務 分 科 会 ） 
 

会  議  録 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長 崎 県 議 会 
 



目    次 
 
  （委員間討議） 
１、開催日時・場所 …………………………………………………………………   １ 
２、出 席 者 …………………………………………………………………   １ 
３、審 査 事 件 …………………………………………………………………   １ 
４、経     過 
≪委員会≫ 
審査内容等に関する委員間討議（協議） ………………………………………   １ 

 
  （１２月８日（経済対策補正審査）） 
１、開催日時・場所 …………………………………………………………………   ２ 
２、出 席 者 …………………………………………………………………   ２ 
３、審 査 事 件 …………………………………………………………………   ２ 
４、経     過 
≪分科会≫ 
危機管理監予算議案説明 ………………………………………………………   ３ 
総務部長予算議案説明 …………………………………………………………   ３ 
企画振興部長予算議案説明 ……………………………………………………   ３ 
文化観光国際部長予算議案説明 ………………………………………………   ４ 
予算議案に対する質疑 …………………………………………………………   ４ 
予算議案に対する討論 …………………………………………………………  １３ 

 
  （第１日目） 
１、開催日時・場所 …………………………………………………………………  １４ 
２、出 席 者 …………………………………………………………………  １４ 
３、審 査 事 件 …………………………………………………………………  １５ 
４、付 託 事 件 …………………………………………………………………  １５ 
５、経     過 
≪分科会（警察本部審査）≫ 
警務部長予算議案説明 …………………………………………………………  １６ 
予算議案に対する質疑 …………………………………………………………  １７ 
予算議案に対する討論 …………………………………………………………  １７ 
≪委員会（警察本部審査）≫ 
警務部長総括説明 ………………………………………………………………  １７ 
議案に対する質疑 ………………………………………………………………  １８ 
議案に対する討論 ………………………………………………………………  ２３ 
決議に基づく提出資料の説明 …………………………………………………  ２３ 
装備施設課長補足説明 …………………………………………………………  ２３ 
陳 情 審 査 …………………………………………………………………  ２５ 
議案外所管事項に対する質問 …………………………………………………  ２８ 
≪分科会（出納局・各種委員会事務局審査）≫ 
会計管理者予算議案説明 ………………………………………………………  ４９ 
監査事務局長予算議案説明 ……………………………………………………  ４９ 
人事委員会事務局長予算議案説明 ……………………………………………  ５０ 



労働委員会事務局長予算議案説明 ……………………………………………  ５０ 
議会事務局長予算議案説明 ……………………………………………………  ５０ 
予算議案に対する質疑 …………………………………………………………  ５１ 
≪委員会（出納局・各種委員会事務局審査）≫ 
人事委員会事務局長所管事項説明 ……………………………………………  ５１ 
労働委員会事務局長所管事項説明 ……………………………………………  ５１ 
決議に基づく提出資料の説明 …………………………………………………  ５２ 
議案外所管事項に対する質問 …………………………………………………  ５２ 
≪分科会（出納局・各種委員会事務局審査）≫ 
予算議案に対する討論 …………………………………………………………  ５５ 

 
  （第２日目） 
１、開催日時・場所 …………………………………………………………………  ５７ 
２、出 席 者 …………………………………………………………………  ５７ 
３、経     過 
≪分科会≫ 
企画振興部長予算議案説明 ……………………………………………………  ５７ 
予算議案に対する質疑 …………………………………………………………  ５８ 
予算議案に対する討論 …………………………………………………………  ５８ 
≪委員会≫ 
企画振興部長総括説明 …………………………………………………………  ５８ 
議案に対する質疑 ………………………………………………………………  ６０ 
議案に対する討論 ………………………………………………………………  ６２ 
決議に基づく提出資料の説明 …………………………………………………  ６２ 
まちづくり推進室長補足説明 …………………………………………………  ６２ 
陳 情 審 査 …………………………………………………………………  ６４ 
議案外所管事項に対する質問 …………………………………………………  ８１ 
「鉄道の安全・安定輸送」及び「地域を支える鉄道の発展」を求める意見 
書審査 …………………………………………………………………………… １２９ 

 
  （第３日目） 
１、開催日時・場所 ………………………………………………………………… １３３ 
２、出 席 者 ………………………………………………………………… １３３ 
３、経     過 
≪分科会・委員会≫ 
文化観光国際部長予算議案及び第１５２号議案説明 ……………………… １３３ 
観光振興課企画監補足説明 …………………………………………………… １３４ 
予算議案及び第１５２号議案に対する質疑 ………………………………… １３５ 

   ≪委員会≫ 
文化観光国際部長総括説明 …………………………………………………… １４４ 
世界遺産登録推進課長補足説明 ……………………………………………… １４７ 
第１４８号議案に対する質疑 ………………………………………………… １４８ 
≪分科会・委員会≫ 
観光振興課企画監補足説明 …………………………………………………… １５７ 
予算議案及び第１５２号議案に対する質疑 ………………………………… １５８ 
予算議案に対する討論 ………………………………………………………… １５９ 



   ≪委員会≫ 
議案に対する討論 ……………………………………………………………… １５９ 
決議に基づく提出資料の説明 ………………………………………………… １５９ 
議案外所管事項に対する質問 ………………………………………………… １５９ 

 
  （第４日目） 
１、開催日時・場所 ………………………………………………………………… ２０３ 
２、出 席 者 ………………………………………………………………… ２０３ 
３、経     過 
≪分科会≫ 
危機管理監予算議案説明 ……………………………………………………… ２０４ 
総務部長予算議案説明 ………………………………………………………… ２０４ 
秘書広報局長予算議案説明 …………………………………………………… ２０５ 
予算議案に対する質疑 ………………………………………………………… ２０５ 
予算議案に対する討論 ………………………………………………………… ２０８ 

   ≪委員会≫ 
危機管理監所管事項説明 ……………………………………………………… ２０８ 
総務部長総括説明 ……………………………………………………………… ２１０ 
秘書広報局長所管事項説明 …………………………………………………… ２１３ 
人事課長補足説明 ……………………………………………………………… ２１３ 
林政課長補足説明 ……………………………………………………………… ２１５ 
議案に対する質疑 ……………………………………………………………… ２１７ 
議案に対する討論 ……………………………………………………………… ２２７ 
決議に基づく提出資料の説明 ………………………………………………… ２２８ 
税務課長補足説明 ……………………………………………………………… ２２９ 
陳 情 審 査 ………………………………………………………………… ２３０ 
議案外所管事項に対する質問 ………………………………………………… ２３７ 
地域防災力の向上と災害に強い防災拠点の整備を求める意見書審査 …… ２７２ 
審査内容報告及び委員会運営に関する委員間協議 ………………………… ２７３ 

４、審査結果報告書 ………………………………………………………………… ２７７ 
 

  （配付資料） 
・分科会関係議案説明資料（経済対策補正先議分） 
・分科会関係議案説明資料 
・委員会関係議案説明資料 
・委員会関係議案説明資料（追加１） 
・委員会関係議案説明資料（追加２） 
・委員会関係議案説明資料（追加３） 
・委員会関係議案説明資料（追加４） 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員間討議 
 

 

 



平成２８年１１月定例会・総務委員会（１１月２８日） 

- 1 - 

１、開催年月日時刻及び場所 

  平成２８年１１月２８日 

自   午前１１時４１分 

至   午前１１時５０分 

於   第 1別館第 1会議室 
 
 
２、出席委員の氏名 

委 員 長 山本 由夫 君 

副 委 員 長 里脇 清隆 君 

委 員 八江 利春 君 

 〃   吉村 庄二 君 

 〃   坂本 智徳 君 

 〃   山田 博司 君 

 〃   髙比良 元 君 

 〃   浅田眞澄美 君 

 〃   西川 克己 君 

 〃   川崎 祥司 君 

 〃   前田 哲也 君 
 
 

３、欠席委員の氏名 

な   し  
 
 

４、委員外出席議員の氏名 

な   し  
 
 
５、審査の経過次のとおり 

 

― 午前１１時４１分 開議 ― 
 

【山本(由)委員長】ただいまから総務委員会を
開会いたします。 
それでは、これより議事に入ります。 
まず会議録署名委員を、慣例によりまして、

私から指名させていただきます。 
 会議録署名委員は、髙比良委員、川崎委員の

ご両人にお願いいたします。 

 次に、審査の方法について、お諮りいたしま

す。 
本日の委員会は、平成28年11月定例会におけ

る本委員会の審査内容を決定するための委員間

討議であります。 
審査方法について、お諮りいたします。 
審査方法は、委員会を協議会に切り替えて行

うことにしたいと思いますが、ご異議ございま

せんか。 
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

ご異議ないようですので、そのように進める

ことにいたします。 
それでは、ただいまから、委員会を協議会に

切り替えます。 
しばらく休憩いたします。 

 
― 午前１１時４２分 休憩 ― 

― 午前１１時５０分 再開 ― 
 

【山本(由)委員長】 委員会を再開します。 
 これをもって総務委員会を閉会いたします。 
大変ご苦労さまでした。 
 

― 午前１１時５０分 散会 ― 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２月８日 
（経済対策補正審査） 
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１、開催年月日時刻及び場所 

  平成２８年１２月８日 

自  午後 １時３０分 

至  午後 ２時１３分 

於  第1別館第1会議室 

 
 

２、出席委員の氏名 

分 科 会 長 山本 由夫 君 

副 会 長 里脇 清隆 君 

委 員 八江 利春 君 

 〃   吉村 庄二 君 

 〃   坂本 智徳 君 

 〃   山田 博司 君 

 〃   髙比良 元 君 

 〃   浅田眞澄美 君 

 〃   西川 克己 君 

 〃   川崎 祥司 君 

 〃   前田 哲也 君 

 
 

３、欠席委員の氏名 

な  し  

 
 

４、委員外出席議員の氏名 

な  し  
 
 

５、県側出席者の氏名 

危 機 管 理 監 西浦 泰治 君 

危 機 管 理 課 長 陣野 和弘 君 

 
 

総 務 部 長 上田 裕司 君 

財 政 課 長 前田 茂人 君 

 
 

企 画 振 興 部 長 辻本 政美 君 

政 策 企 画 課 長 柿本 敏晶 君 

 
 

文化観光国際部長 松川 久和 君 

観 光 振 興 課 長 浦  真樹 君 
 
 

６、審査事件の件名 

○予算決算委員会（総務分科会） 

第 135 号議案 

 平成28年度長崎県一般会計補正予算（第5号）

（関係分） 
 
 

７、審査の経過次のとおり 
 

― 午後 １時３０分 開会 ― 
 

【山本(由)分科会長】 ただいまから、予算決算

委員会総務分科会を開会いたします。 

 これより、議事に入ります。 

 本日、本分科会として審査いたします案件は、

第135号議案「平成28年度長崎県一般会計補正

予算（第5号）」のうち関係部分であります。 

 審査方法についてお諮りします。 

 補正予算の審査は、早期事業着手のため即日

審議する必要がありますので、第135号議案に

限って審査を行うこととしたいと存じますが、

ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)分科会長】 ご異議ないようですので、

そのように進めることにいたします。 

 なお、理事者の出席については、第135号議

案に関係する範囲で、お手元に配付しておりま

す配席表のとおり決定したいと存じますので、

ご了承をお願いいたします。 

 それでは、これより審査に入ります。 

 予算議案を議題といたします。 

 危機管理監より、予算議案の説明を求めます。 
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【西浦危機管理監】 危機管理監関係の議案につ

いて、ご説明いたします。 

 「予算決算委員会総務分科会関係議案説明資

料（経済対策補正先議分）」の「危機管理監」

の1ページをご覧ください。 

 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第135号議案「平成28年度長崎県一般会計補正

予算（第5号）」のうち関係部分であります。 

 今回の補正予算は、「未来への投資を実現す

る経済対策」等に伴う国の補正予算に適切に対

処するため、必要な予算を追加しようとするも

のであります。 

 歳入予算は合計で11億7,900万円の増、歳出

予算は合計で11億7,900万円の増となっており、

原子力災害発生時に即時避難が困難な離島にお

ける国内退避施設の放射線防護対策、資機材整

備及び物資の備蓄に要する経費を助成するため

の経費を増額いたしております。 

 以上をもちまして、危機管理監関係の説明を

終わります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。 

【山本(由)分科会長】 ありがとうございました。 

 次に、総務部長より、予算議案の説明を求め

ます。 

【上田総務部長】 総務部関係の議案について、

ご説明いたします。 

 「予算決算委員会総務分科会関係議案説明資

料（経済対策補正先議分）」の「総務部」をお

開きください。 

 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第135号議案「平成28年度長崎県一般会計補正

予算（第5号）」のうち関係部分であります。 

 今回の補正予算は、「未来への投資を実現す

る経済対策」等に伴う国の補正予算に適切に対

処するため、必要な予算を追加しようとするも

のであります。 

 歳入予算は、繰入金4億5,353万6,000円の増、

県債93億4,060万円の増、合計97億9,413万

6,000円の増となっております。 

 以上をもちまして、総務部関係の説明を終わ

ります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。 

【山本(由)分科会長】 次に、企画振興部長より

予算議案の説明を求めます。 

【辻本企画振興部長】 企画振興部関係の議案に

ついて、ご説明いたします。 

 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第135号議案「平成28年度長崎県一般会計補正

予算（第5号）」のうち関係部分でございます。 

 今回の補正予算は、「未来への投資を実現す

る経済対策」等に伴う国の補正予算に適切に対

処するため、必要な予算を追加しようとするも

のであります。 

 補正予算は、歳入予算で国庫支出金6,490万円

の増、合計6,490万円の増を計上いたしておりま

す。 

 この歳入予算の内容につきましては、昨年度、

国において創設された地方創生加速化交付金の

第3次募集に対応するものでございます。 

 以上をもちまして、企画振興部関係の説明を

終わります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。 

【山本(由)分科会長】 次に、文化観光国際部長

より、予算議案の説明を求めます。 

【松川文化観光国際部長】 文化観光国際部関係

の議案について、ご説明いたします。 

 今回、ご審議を願いいたしておりますのは、
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第135号議案「平成28年度長崎県一般会計補正

予算（第5号）」のうち関係部分であります。 

 今回の補正予算は、「未来への投資を実現す

る経済対策」等に伴う国の補正予算に適切に対

処するため、必要な予算を追加しようとするも

のであります。 

 予算額は、歳出予算で2,490万円の増となって

おり、韓国との間のＬＣＣ就航に合わせ、個人

観光客対策として、二次交通対策強化など着地

型観光等による周遊・滞在促進に向けた事業実

施を図るための経費を計上いたしております。 

 以上をもちまして、文化観光国際部関係の説

明を終わります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。 

【山本(由)分科会長】 ありがとうございました。 

 以上で説明が終わりましたので、これより予

算議案に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

【西川委員】 危機管理監の予算ですけど、全額

シェルターの分だと思いますが、確認です。こ

れで全部、長崎県関係、特に離島のシェルター

及び防護施設などは完備するんでしょうか。 

【陣野危機管理課長】 西川委員のご質問でござ

いますが、今回11億7,900万円、補正予算で提

出させていただいております。整備個所といた

しましては、松浦市の飛島、壱岐市の原島と長

島、以上3カ所の屋内退避施設の防護対策及び

資機材の整備の予算でございます。 

 今回3カ所でございますが、これまでに、現

在完成しておりますのが5カ所。具体的に申し

上げますと、松浦市の鷹島、福島、黒島、平戸

市の的山大島、度島で、5カ所完成しておりま

す。現在整備中が松浦市の青島と壱岐市の大島

で、今回、先ほど申し上げた3カ所ということ

で、県内10カ所の整備が進んでおります。 

 今後の整備でございますが、現在は10カ所整

備をしておりまして、基本的には二次離島のと

ころを整備しております。今後、壱岐の本島自

体のところをどう整備していくのかということ

が課題になっておりまして、これにつきまして

は現在、壱岐市と協議を進めているところでご

ざいます。 

【山本(由)分科会長】 ほかに質疑はございませ

んか。 

【山田(博)委員】 危機管理課にお尋ねしますけ

れども、原子力災害対策整備事業費で、壱岐市

と協議しているということでありましたけれど

も、今後、壱岐市と協議した分が幾らかまた必

要な額が、整備が増えてくるのか、まずそれを

お答えいただきたいと思います。 

【陣野危機管理課長】 山田(博)委員のご質問で

ございますが、今後、壱岐市と協議を進めると

いうことでございますけれども、壱岐市はかな

り人口が多いしまでございますので、どういっ

た形で施設を整備していいのか、場所もござい

ますし、施設の規模等もございます。 

 今回は二次離島ということで、比較的人数が

少ないしまでございますけれども、今後、壱岐

本島のところを整備していくとなりますと、か

なりの事業費が見込まれます。これにつきまし

ては今後、国とも協議を進めていきたいと存じ

ます。 

【山田(博)委員】 それは大体いつごろ明らかに

なって、今後どのようにスケジュール化してい

くというのは大体決まっているんですか。 

【陣野危機管理課長】 現在、壱岐市と協議を進

めているところでございますが、何ぶん、先ほ

ど申し上げましたけど、壱岐の人口が非常に多

うございますので、どこから整備を進めていく
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のか、例えば、避難の時に支援が要るような方

のところから進めていくのかというところもご

ざいますので、スケジュール的なものも含めて

壱岐市と協議を進めているところでございます。 

 壱岐市につきましては、ＵＰＺ30キロ圏内に

入っておりますのは壱岐市の南部の地区でござ

います。そういった形で、基本的な計画としま

しては南部から北部へ避難していただくという

のが現在の避難計画でございますけれども、そ

ういった中で屋内退避施設をどう整備していく

のか、先ほど申し上げましたように、どういっ

た対象にするのか、南部のＵＰＺ圏内の方々を

全部屋内退避施設に入れるのか、避難に時間が

かかる方だけにするのかというところも含めて、

今後、壱岐市と協議を進めていこうと思ってお

ります。具体的なスケジュール感につきまして

は、まだ協議をしている状況ですので、具体的

にめどというのはまだ立たない状況でございま

す。 

【山田(博)委員】 今から協議して、スケジュー

ルもどうなるかわからないと、規模もわからな

いということでありますけど、対応に関して国

からしっかり支援の確約ができているかどうか、

そこだけお答えいただけますか。 

【陣野危機管理課長】 現在、こういった補助金

の制度は10分の10、オール国庫で原子力災害時

の対策の施設整備の補助金はあっているところ

でございます。これにつきましては私どもも、

引き続き制度を維持していただきたいと毎年、

政府施策要望もさせていただいているところで

ございます。 

 国からまだ確約というところまではございま

せんが、原子力災害対策につきましては国全体

の施策に関わることでございまして、絶対に必

要な制度と思っておりますので、こういった制

度につきましては引き続き、私ども自治体がこ

ういった対策に必要な予算につきましては、確

保とともに制度の維持をお願いしているところ

でございます。 

【山田(博)委員】 これに関しては最後にします

けど、ぜひですね。安全対策でこういうふうに

対策をしますと、そうしますと予算がこれだけ

要りますというにもかかわらず、国はできませ

んでは話にならないわけですから、ぜひそれは

しっかりと頑張っていただきたいと思っており

ます。 

 観光振興課にお尋ねします。事業の中身を読

みますと、韓国のＬＣＣ就航に関して、旅行商

品を設けたりとか、いろいろありますけど、島

原半島内における交通アクセス強化とかありま

す、説明内容にですね。島原半島に特化してい

るということなんですか、これは。そこを説明

していただけますか。 

【浦観光振興課長】 今回の補正予算で計上して

いる事業概要でございますが、基本的に現在、

本県でも海外からの誘客に力を注いでいる中で、

非常に個人観光客が増えてきている状況がござ

います。その観光客をしっかり取り込んでいく

ためには県内の二次交通の整備、あるいは着地

での観光客の方の満足度を高めていく、そうい

った仕掛けが必要になってくるんだろうと思っ

ております。そういったものを具体的に、現在

課題となっているところを一つのモデルとして

実証的に取り組んでみようということで、今回、

国の交付金を活用する事業でございます。 

 具体的には、エアソウルの就航が一つの大き

な契機となりまして、なおかつ韓国人につきま

しては、非常に市場が成熟して個人観光客の割

合が高い、全国的に見てもＦＩＴが8割を超え

ているという状況にございます。 
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 そういった市場を対象に、実証的な事業とい

たしまして、まずは今、非常に空港からのアク

セスの悪い島原半島、特に雲仙・小浜には直行

便がないということでございますので、まずは

そういった二次交通の整備を試みるということ

で、今回、初めて直接的な貸切バスを運行する

ということで、島原半島を一つの対象としたモ

デル事業、実証事業として取り組もうというも

のでございます。 

【山田(博)委員】 観光振興課長にお尋ねします

けど、島原半島だけが問題があって、ほかのと

ころはないということですか。一つの例として、

ほかにもあるんだけれども、まずはここをして、

次はどこ、どこというのならわかるけれどもね。 

 島原半島にすることは大いに結構なんですよ。

しちゃいかんと言っているわけではない、大い

にやってもらいたい。ほかには問題がないのか

どうかというのをお尋ねしたい。 

 やっぱりあるんでしょう。離島はどういった

問題がある、どこはどういった問題があると、

それを把握して、次はスケジュールが決まって

いるわけですね。まずは島原半島をやって、次

は離島をやるとか、県北をやるとか、そういっ

たスケジュールは決まっているわけですか。 

【浦観光振興課長】 今回は一つの大きなモデル

として、特に大きなネックになっている空港か

らのアクセスの部分の改善を図ることによって、

具体的なＦＩＴの取り込みにどういう形でつな

げていけるのか、どういう課題があるのか、そ

ういったものを検証しようということで、空港

から島原半島へ直行の貸切バスを運行して、そ

この検証をやっていこうということで取り組む

ものでございます。 

 委員ご指摘のように、県内の二次交通につい

て島原半島だけが問題があるかというと、決し

てそうではありません。県内いろんなところで

あります。大きなところは空港からのアクセス

もございますし、離島で申し上げれば、離島に

渡った後の島内での周遊をどういうふうに足を

確保するかという問題もございます。あるいは、

列島の中でしまとしまの移動をどういうふうに

やっていくかということもございます。 

 そういった細かなところまで含めますと、そ

れぞれのエリアで二次交通の問題、課題はある

というふうには十分認識しておりますけれども、

今回の地方創生につながる加速化交付金を使っ

た実証事業としては、まずはその大きなところ

の空港からのアクセスの改善を一度実証的にや

ってみようということで、島原半島を対象にや

るというものでございます。 

 したがいまして、今後順次、エリアを分けて

やっていくという計画は現在ございませんけれ

ども、考え方としては、今申し上げたような考

え方で今回の事業を組み立てたところでござい

ます。 

【山田(博)委員】 これは島原半島の問題として

取り組むのは大いに結構だと思うんです。今回、

実証を、地方創生加速化交付金を使ってやりま

すと。やるのであれば、次はどこをやります、

ここをやりますといったプランがあれば私も納

得するわけです。ね、文化観光国際部長。まず

島原半島をやるのは大いに結構です。次はどこ

を順番でやっていくかというのをしっかりと取

り組んでいただきたいと思うんですよ。島原半

島をやるのは大いに結構ですけれども、島原半

島をやって、次はやらないのか。 

 この交付金の募集があれば、次は交付金を使

ってやっていくということで理解していいのか

どうか、それだけ聞いて、これに関して質問を

終わりたいと思います。部長、お答えいただけ
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ますか。 

【松川文化観光国際部長】 今回の事業は、先ほ

ど観光振興課長が答弁いたしましたとおり、実

証事業として島原半島、特に本土地区で二次交

通の整備が不十分な地域について取り組むわけ

でございます。 

 今後の計画ですが、まずはこれをやらせてい

ただきまして、その効果を検証しながら、ゆく

ゆくは継続的にやっていかなくてはいけません

ので、いずれは県の支援がなくとも永続的に続

けられるような形までもっていかなきゃいけな

いと思っています。 

 その後は、各地域の二次交通の問題はありま

すから、次にまた取り掛かってまいりますし、

また、今回の事例が成功という形になりました

ら、これを同じような形で移行できないかとい

うことも当然検討していかねばならないという

ことでございます。 

【山田(博)委員】 ぜひ、そういうふうにですね。

ここが終わってこれで終わりじゃなくて、これ

っきりじゃなくて、いろんな地域で。 

 これは大変いいことだと思うんですよ。さす

が観光振興課長ですよ。大変、なかなかすばら

しいこと。ましてや、要求して満額もらったん

でしょう、これ。違いましたか。とにかく、要

求して確保したわけだから、ぜひこういった政

策を頑張っていただきたいと思います。 

 最後に財政課長にお尋ねしますけど、繰入金

というのは、結局県債が発行されたと理解して

いいんですね。どうですか。それだけをまずお

答えいただけますか。 

【前田財政課長】 今回、繰入金が4億5,000万

円と県債が93億4,000万円ということで、歳入

予算を計上しております。 

 県債については、特に公共事業関係の事業で

必要になるものであります。 

 繰入金については、財政調整基金の取り崩し

ということで、県債が充てられない、例えば急

傾斜地の基礎調査とか、そういった事業の財源

として活用させていただくということで考えて

おります。 

【山田(博)委員】 要は財政課長、繰入金という

のは、4億5,000万円というのは県債と理解して

いいのかどうかだけ。 

【前田財政課長】 繰入金は県債ではありません。

財政調整基金からの取り崩しになります。 

【山田(博)委員】 ちなみに県債は、今年度は93

億円になっていますけど、全体でどれぐらいあ

るんですか。わかりますか。 

【前田財政課長】 平成27年度末の県債の残高

は、1兆2,188億円になっております。 

【山田(博)委員】 1兆円以上あるわけですね。

県の1年間の予算は7,000億円で、借金が1兆円

以上と、大変厳しい状況ですね。健全な財政運

営をしっかり頑張っていただきたいと思います。

わかりました。終わります。 

【吉村(庄)委員】 先ほどの観光振興の部分です。

例えば、長崎空港－佐世保間はシャトルバスが

ないんですよ。直通は9人乗りのジャンボタク

シーが1時間おきぐらいに走っていると、こう

いう状況があるんです。私は佐世保ですから、

住んでいるところも出身も。東京に行ったり何

かするのに空港を利用する、東京ばかりではな

くてね。直通はないんですよ。 

 前はあった、民間バスで。今でも空港行きと

いうのはあるんです、佐世保から。あるいはま

た空港から佐世保行き、あるいは佐々とあるん

です、県北はね。しかし、途中で必ずハウステ

ンボスに寄ります。ハウステンボスとの間で直

通バスがあったんです、昔は。佐世保－空港間
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の直通。ただ、試験場だけ寄りますが。 

 そういう状況下で島原を頑張りますよと。そ

れは構わんですけれども、そういう全体的なも

のを見ていく必要があるというのは、山田(博)

委員と私は同じ意見ですから、考え方があった

ら聞かせてください。 

【浦観光振興課長】 先ほど佐世保のお話も出ま

したけれども、例えば佐世保の乗り合いのジャ

ンボタクシー、今運行されているものにつきま

しても、当初は空港から県北への誘客を図ると、

空港の利用を増やすということで、これも社会

実験による運行過程を経て、現在の事業者によ

る事業化につながってきた経過がございます。 

 今回の島原半島につきましても、エリアで県

北、あるいは長崎、島原半島を見た時に、まず

は島原半島に、雲仙・小浜には直行バスがない

ということでございますので、こういったとこ

ろを仮に運行してみた時にどういった課題があ

るのかを検証いたします。 

 別にこれが即事業化につながるということで

はございませんので、まずはこれで島原半島の

観光連盟が事業主体になって貸切バスの運行を

やってみて、具体的に、例えば運行時間であっ

たり、料金であったり、経路であったり、そう

いったところの課題をいろいろ検証しながら、

今後の継続的な運行につなげていくためにどう

していくか、ということを検証しようというこ

とでやっておりますので、決して島原半島だけ

に問題意識を持ってやっているということでは

ございませんので、それぞれのエリアにおいて、

エリアの実態に応じていろんな実証実験なども

やりながら取り組んできているということがご

ざいます。その中で今回は、交付金を活用して

島原半島を対象に実施するということでござい

ます。 

【吉村(庄)委員】 社会実験なのもちゃんと存じ

上げておりますよ。 

 今のジャンボタクシー、いつも満杯なんです

よ。それかといって、空港行きのハウステンボ

ス経由の民間バスを利用したら、時間が全然違

うんですよ。そういう問題をあなたたちは認識

をしていると思う。今までやったから、現在の

利用状況などもね、ほかのところも含めて。 

 例えば雲仙・島原と空港間も、私は少ないん

じゃないかと思います。長崎空港－長崎市内間

は、民間バスを含めて何便ありますか。たくさ

んある。 

 例えば県北の平戸とか松浦とかと考えた場合

には、佐世保との関係はもっと考えていただか

ねばいかんと、私は、さっきの話を聞きながら

思っておりました。それだけ言っておきます。 

 島原はだめだと言っているわけではありませ

ん。島原だって非常に不便ですよ、雲仙も、空

港との関係で言ったら。現在でも佐世保－雲仙

間というのは非常に不便ですから。だから、空

港の問題を考えてみて、第二次交通の問題を考

えてみてもあれですけどね。 

 それから、財政課長でしょうか、繰入金です。

これを繰り入れた時点では、財政調整3基金は

幾ら残っているんですか。 

【前田財政課長】 9月補正後時点での3基金の

残高が78億円ございます。今回の経済対策分で

4億円ということなので、74億円の残高になり

ます。 

【吉村(庄)委員】 そういう状況を見ながら、中

期財政計画ですか、財政の見通しを含めた対策

をすることになっていますから、これは十分し

ていただかないといかんと思います。 

 それから、先ほど1兆幾らというのがありま

したが、これはあなた方がよく言っている、臨



平成２８年１１月定例会・予算決算委員会（総務分科会）（１２月８日） 

- 9 - 

時財政対策債などの後年度負担がくるので、狭

い意味の真水的な借金は、県債は7,000億円ぐら

いという話もありますが、やっぱり1兆円を超

えているというのは、私は、心しておかなけれ

ばいかんと、こういうふうに思っております。

この点については、あまり議論をすることはや

めたいと思いますが。 

 そこで、今回、歳入として補正が上がってい

るのが、生活福祉債から農林、水産、土木、教

育債ですね。一番はやっぱり農林、水産が117

億6,300万円ですか、いや、失礼、20億1,700万

円だ、補正はね。土木は61億円、教育が11億円、

生活福祉は2,300万円ですか。こういう補正があ

るんですね。 

 この中で、事業によると思いますが、地方交

付税の算定基準の中に、後年度に有利と言った

らおかしいですけれども、有利に基準財政需要

額の中に算定されるのが、あるとすれば例示を

幾つかしていただきたいと思います。 

【前田財政課長】 通常、国の補正予算に対応す

る県債については、いろんな名目がありますけ

れども、補正予算債といって、基本的には起債

額の半分が交付税措置をされるような起債で、

通常だと例えば公共事業であれば起債額の

20％が交付税措置されるものが多いですけれ

ども、そういった意味ではかなり有利な起債に

今回はなります。 

【吉村(庄)委員】 公共事業の補正をずっとやっ

ておられますね、各部門で。それに対応する県

債を発行するということだろうと、土木部でい

うと補正が61億円、道路橋りょうが幾らと、こ

ういうふうになっているんですけれども、それ

はそれでいいんですけどね。 

 それで、私たちの理解としては、今度の補正

というのは、いわゆる当面の経済対策として国

が示してきたところに、公共事業などを含めて

経済対策という言われ方をしていますが、ほか

の分野も幾つかありますね。先ほどの観光の事

業なども含めてね。 

 そういうふうに国が、いわゆる経済対策とし

て総合的に考えた結果として今のが出ていると

いう意味で理解していいのか。それとも、通常

の補正の時に2割ぐらいのところが5割だと、後

で交付税に算定される、そういうふうに考えて

いいのか、今度のものは特別というふうに考え

ればいいのか、そこら辺はどういう状況でしょ

うか。本当はそれは事前にお尋ねしておけばわ

かることですけれども、大変申し訳ないですが、

不勉強で。 

【前田財政課長】 一般的に国が補正予算を打つ

時は、経済対策といった意味合いで打つことが

多いです。特に公共事業が、その時には大きな

金額を占めることが多いです。 

 その場合には、先ほど申し上げた補正予算債

ということで、大体毎回、通常よりも有利な交

付税措置がつくような形で、国の経済対策に、

地方が厳しい財源の中でかなり手厚い支援をす

るので、地方もついてきてくださいというよう

な意味合いでやっているものでございます。 

【吉村(庄)委員】 企画振興部長、担当課長でも

結構ですが、補正予算、地方創生加速化交付金

第3次募集と書いてありますね。今までの第2次

までも含めて、第3次募集というのは、県内の

それぞれの事業ということになると思いますが、

この中身はどういうものが第3次に当たってい

るのか、もう既に募集して決まって、予定して

いるから6,490万円の増をやったと思うんです

が、そのほかに、例えば県内のそれぞれの地域

のそれぞれの自治体が計画をするとかなんとか

という状況があるのかどうか、聞かせてくださ
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い。 

【柿本政策企画課長】 地方創生加速化交付金に

ついてのお尋ねですけれども、この交付金は、

平成27年度の国の予算で措置をされまして、ま

ず最初に1次募集ということで3月に交付決定

が行われております。その際に県におきまして

は、約6億5,500万円、13件の事業が採択になっ

ております。その際に、併せまして県内の市町

分につきましては、34事業で8億1,400万円が採

択をされております。 

 そしてその後、2次募集ということで、こち

らは市町だけを対象にして募集が行われまして、

県内では4事業、約5,900万円が採択をされてお

ります。 

 そして今回、3次募集ということで、今回は

都道府県だけが対象となっておりまして、長崎

県につきましては、産業労働部の大学生の県内

企業魅力発信プロジェクトと観光のＦＩＴ等需

要開拓・着地型観光推進事業、この2事業が採

択されているという状況でございます。 

【吉村(庄)委員】 これも予算総括で質問等あっ

ていましたから、その中身についてはいろいろ

あるんですけれども、私は省略をさせていただ

きます。 

 経済対策ということで言うと、国の対策では

ここで大体、一応の補正が終わったというふう

に理解をいたしますが、さきの国会でどうなる

かというのもあるかと思いますが、どういう見

通しになっているかだけお知らせください。も

う今以上にはないのか、まだ予定されるものが

あるのかどうかわかりませんけど。 

【前田財政課長】 国の追加の補正ですけれども、

報道では少し、そういったお話も聞こえてきて

はいるところですが、実際にどうなるかはちょ

っとまだわからないと考えております。 

【川崎委員】 ＦＩＴ等需要開拓・着地型観光推

進事業費についてお尋ねします。総括質疑でも

伺いましたし、今の質疑も踏まえた上で。 

 まず、韓国との間のＬＣＣ就航、この期間に

合わせてということでしょうが、この期間にお

ける事業というところでよろしいんですよね。

まず、具体的にいつまでの期間で取り組むのか

ということをお知らせください。 

【浦観光振興課長】 今回の事業につきましては、

現在予算を計上させていただきまして、この議

会での議論を経て、明日採決とお伺いしており

ますので、予算が決定後、今年度いっぱい、3

月いっぱいの事業として実施をしていくことに

しております。 

【川崎委員】 そうしましたら、対象は韓国、こ

のＬＣＣを利用して来られる方、その個人客が

対象と、そこに限定されるということになりま

すか。 

【浦観光振興課長】 今回の実証事業は、特に空

港から島原半島、雲仙・小浜への直行貸切バス

の運行事業につきましては、一つにはＬＣＣの

就航を機に、そちらからの韓国人の、特に多い

個人観光客の利用促進を図るということで考え

ております。 

 それと併せまして国内線の旅客につきまして

も、週末の金・土・日の3日間、国内の旅客向

けに1日に1往復から2往復のバスを同様に島原

半島に走らせて、実証を行ってまいりたいと思

っております。 

【川崎委員】 もう少し具体的に事業計画をお知

らせいただきたいんです。私は、この説明だけ

聞いていると、韓国の方と限らないでしょうけ

ど、ＬＣＣを利用される方のみと思っていまし

たが、今の話では国内の便についても1～2便と

いうようなことであります。 
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 もうちょっと具体的に、1日に何本設定して

運行されるのか、それが今後の定期便といいま

すか、そういったことにつながるような実験に

資するようなものなのか、詳しくお知らせいた

だきたいと思います。 

【浦観光振興課長】 まず、韓国のＬＣＣの就航

に合わせる形といたしましては、現在週4便、

韓国と長崎を結ぶ便が就航しておりますので、

長崎空港への週4便の発着に合わせ、島原半島

の雲仙・小浜とを結ぶ直行の貸切バスを実証的

に運行したいと思っております。 

 それから、国内の旅客向けには、週末の金・

土・日を対象といたしまして、1日1往復から2

往復の運行を行いたいと思っております。 

 これにつきましては、いずれも島原半島の観

光連盟が事業主体となって運行をしていくこと

としておりますけれども、当然利用客につきま

して、旅行会社、宿泊施設の協力をいただいて、

アンケートという形で実際の効果を検証してい

きたいと思っています。どういう課題がある、

あるいはどういう利便性の向上が図られる、そ

ういったところをしっかりアンケート等をもと

に検証をすることによって、今後の継続運行に

向けた取組につなげていきたいと思っていると

ころでございます。 

【川崎委員】 少し実務的な話ですけど、個人の

お客さまであり着地型ということであれば、お

着きになって初めて、その便があると認識され

るということになるんじゃないかと思いますが。 

 大体、出発の時点でさまざまな情報を得て、

この長崎に来られるということであれば、実験

になるんでしょうかね。事前にお知らせをする、

そういった告知までこの予算の中に入っている

んですか。 

【浦観光振興課長】 事前の告知の問題ですけれ

ども、韓国からのお客様につきましては、個人

で手配をされる場合、旅行会社を通してホテル

とエアラインだけを手配して、あとは現地はフ

リーで動くという個人の観光客の方もいらっし

ゃいます。そういった旅行会社で手配をする際

に、この空港からの直行バスも商品の中に組み

込んで販売をしていただくことによりまして、

事前にお客さまのほうで、空港からの直行バス

を利用する事前予約という形でお客様の利用を

押さえることができるというふうに思っており

ます。 

 また、国内客につきましても、基本的には事

前の予約制をとりたいと思っております。そう

なってきますと、委員ご指摘のように事前の周

知が大変重要になってまいりますので、そこは

事業開始後、いろんなウェブ上、あるいは直接

旅館・ホテルに予約をとられるお客様もいらっ

しゃると思いますので、そういった方々には旅

館・ホテルの方から空港からの直行バスの紹介

をしていただく中で予約をとっていただく、い

ろんなチャンネルを使って情報発信、周知、告

知をしていくことで、利用客の方に利用しやす

い形をとっていきたいというふうに思っており

ます。 

【川崎委員】 12月中旬からスタートして来年3

月まで、3カ月ちょっとということでしょう。

周知をし、予約制であり、そういった中で次の

ステップに向けてのデータが積み上げられるの

かと、正直疑問に思っているんです。 

 というのが、4年ほど前でしょうかね、雲仙

という温泉地は、国内の方でも年齢が高めの方

には非常に人気の場所であるけれども、なかな

か行きづらい、空港から行きづらいということ

もあって、地元の旅館の方とか旅館組合さん

等々、3団体くらいだったでしょうか、企画振
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興部長と、二次交通についての要望活動をやら

せてもらったことがあるんです。 

 その時に、実は何回もやったんですと。当時

ですよ、4年ほど前。何回もやったんです、何

回もやったけれども、うまくいかなかったから、

お客さまがつかなかったから、結果、今、定期

便の設定はないんですよと。それでもう、さら

っと終わってしまった経緯があるんです。恐ら

く過去に何度もやっておられるんじゃないかと

思います。実証実験ということではですね。 

 やっていただくことについては何ら否定する

話でもなく、どんどん状況も変わっているわけ

ですから、とりわけインバウンド促進もやって

いるわけですから、全く否定するものではあり

ませんが、本当に次のステップに向けて取り組

んでいこうといったものなのかどうなのかと考

えると、3カ月ちょっとぐらいで、果たして積

み上げられるのかなと。周知、告知は今からと

いう中において、結果1日数名しか利用されま

せんでした、だから、需要がないから先に進め

ませんよと、何かまた同じようなことの繰り返

しかなというような感じが見えてならないんで

す。 

 ですから、二次交通アクセスをしっかりと整

備していくという前提のもとに、どうすれば需

要を開拓できるかということについて、少し予

算もつぎ込んでいきながら、周知もやっていっ

て、利便性を遡求していって、とりわけこのＬ

ＣＣはもう期間限定でしょうから、ある意味で

は国内の方の需要を開拓していって結びつける

ように、定期便が設置できるようにもっていく

ということが非常に大事な点かと思うんですけ

どね。 

 それはぜひ、文化観光国際部と企画振興部と

両方から見解を賜りたいと思います。 

【浦観光振興課長】 この実証実験、特に島原半

島に向けた空港からのアクセスで、過去に実証

実験をやってきたというお話がございました。 

 確かに平成21年度に一度実証をしておりま

す。この時には、空港から愛野の展望台のとこ

ろまではバスで行って、そこからはジャンボタ

クシーに乗り換えということで、必ずしも直行

バスではなかったということがございます。 

 それから、平成24年度には、ハウステンボス

と雲仙とを空港を経由して結ぶ、そういったバ

スの運行についての実証実験もされてきたとこ

ろでございます。 

 確かにその中では、委員ご指摘のように、な

かなか利用者の実績が上がらなかったという結

果となっております。その一つの大きな要因と

しては、事前の周知、告知が十分ではなかった

のではないかということも整理をされていると

認識をしております。 

 今回の場合も、確かに事業の実施期間として

は大変短い期間の中で実施をしていくことにな

りますけれども、決して単に利用者の数だけで

はなくて、今回は地元の半島観光連盟を絡める

形で事業主体になっていただいて、いかに地元

が関わりを持つ中で空港から島原半島への、特

に雲仙・小浜地区への直行のアクセスをうまく

運用していくかというところでの実証事業と考

えておりますので、もちろん利用者数を増やす

ということもありますけれども、その運行に当

たっての具体的な課題の把握も地元を巻き込ん

でやっていきたいというふうに思っております。

限られた時間の中ではありますけれども、少し

でもその事業効果が得られるようしっかり取り

組んでまいりたいと思っているところでござい

ます。 

【辻本企画振興部長】 空港から島原半島に向け
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た交通網であるとか島原半島内での二次交通の

対策につきましては、現在、関係市、それから

島原鉄道のバス部門、県も入りまして交通体系

の在り方を協議しているところでございます。 

 そういった意味では、観光、物産の方と一緒

に、データを合わせながら検討を続けていきた

いと思っております。 

【川崎委員】 意見として、要望として、この二

次交通アクセスをしっかりと整備していこうと

いう前提のもとに、ぜひこの事業を取り組んで

いただきたいと思います。 

 結果、少なかったからもうだめですよ、もう

あり得ませんよと、そういった立場でこの事業

を推進することだけは、ぜひやめていただきた

いと思いますので、よろしくお願いします。 

【山本(由)分科会長】 ほかに質疑はございませ

んか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)分科会長】 それでは、質疑がないよ

うですので、これをもって質疑を終了いたしま

す。 

 次に討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)分科会長】 討論がないようですので、

これをもって討論を終了いたします。 

 予算議案に対する質疑・討論が終了しました

ので、採決を行います。 

 第135号議案のうち関係部分は、原案のとお

り可決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)分科会長】 ご異議なしと認めます。 

 よって、予算議案は原案のとおり可決すべき

ものと決定されました。 

 審査結果について整理したいと思います。 

 しばらく休憩いたします。 

 

― 午後 ２時１１分 休憩 ― 

― 午後 ２時１２分 再開 ― 

 

【山本(由)分科会長】 分科会を再開いたします。 

 これをもって、予算決算委員会総務分科会を

閉会いたします。 

 お疲れさまでした。 
 

― 午後 ２時１３分 閉会 ― 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 １ 日 目 
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１、開催年月日時刻及び場所 

  平成２８年１２月９日 

自  午後 １時３０分 

至  午後 ４時５８分 

於  第1別館第1会議室 

 
 

２、出席委員の氏名 

委員長(分科会長) 山本 由夫 君 

副委員長(副会長) 里脇 清隆 君 

委 員 八江 利春 君 

 〃   吉村 庄二 君 

 〃   坂本 智徳 君 

 〃   山田 博司 君 

 〃   髙比良 元 君 

 〃   浅田眞澄美 君 

 〃   西川 克己 君 

 〃   川崎 祥司 君 

 〃   前田 哲也 君 

 
 

３、欠席委員の氏名 

な  し  

 
 

４、委員外出席議員の氏名 

な  し  
 
 

５、県側出席者の氏名 

警 務 部 長 壱岐 恭秀 君 

首 席 監 察 官 池田 秀明 君 

総 務 課 長 森﨑 辰則 君 

広 報 相 談 課 長 草野 和幸 君 

会 計 課 長 髙橋 雄二 君 

警 務 課 長 田尻 弘久 君 

装 備 施 設 課 長 久保 宗一 君 

監 察 課 長 北村 秀明 君 

教 養 課 長 近藤 生 君 

厚 生 課 長 山上 信弘 君 

留 置 管 理 課 長 吉永  靖 君 

生 活 安 全 部 長 駒田 敏郎 君 

生活安全企画課長 福山 康博 君 

地 域 課 長 赤瀬 幸利 君 

少 年 課 長 平戸 雄一 君 

生 活 環 境 課 長 古田  豊 君 

刑 事 部 長 平 新一郎 君 

刑 事 総 務 課 長 宮崎 光法 君 

捜 査 第 一 課 長 平尾 公徳 君 

捜 査 第 二 課 長 山口 善之 君 

組織犯罪対策課長 細田 茂則 君 

交 通 部 長 秋泉 尚寿 君 

交 通 企 画 課 長 井川光一郎 君 

交 通 指 導 課 長 佐々 靖弘 君 

交 通 規 制 課 長 大塚 祥央 君 

運転免許管理課長 式場 龍明 君 

警 備 部 長 長谷川伸彦 君 

公 安 課 長 原口 泰英 君 

警 備 課 長 池園 直隆 君 

外 事 課 長 鷺池 満治 君 

 
 

会 計 管 理 者 新井 忠洋 君 

会 計 課 長 馬場 直英 君 

物 品 管 理 室 長 吉野ゆき子 君 

出 納 室 長 友田 卓志 君 

 
 

監 査 事 務 局 長 辻  亮二 君 

監査事務局次長 
兼 監 査 課 長 

神崎  治 君 
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人事委員会事務局長 大串 祐子 君 

職 員 課 長 松尾 康弘 君 

 
 

労働委員会事務局長(併任) 大串 祐子 君 

調 整 審 査 課 長 山田  健 君 

 
 

議 会 事 務 局 長 山田 芳則 君 

総 務 課 長 高見  浩 君 

議 事 課 長 篠原みゆき 君 

政 務 調 査 課 長 本田 和人 君 

 
 

 
 

６、審査事件の件名 

○予算決算委員会（総務分科会） 

第 131 号議案 

平成 28 年度長崎県一般会計補正予算（第 4

号）（関係部分） 

第 137 号議案 

平成 28 年度長崎県一般会計補正予算（第 6

号）（関係部分） 

 
 

７、付託事件の件名 

○総務委員会 

（1）議 案 

第 141 号議案 

職員の退職手当に関する条例の一部を改正

する条例（関係分） 

第 142 号議案 

職員の退職手当に関する条例等の一部を改

正する条例（関係分） 

第 143 号議案 

合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販

売機関等の所有する自動車に対する自動車

税の徴収の特例に関する条例の一部を改正

する条例 

第 144 号議案 

長崎県税条例の一部を改正する条例 

第 145 号議案 

ながさき森林環境税条例の一部を改正する

条例 

第 146 号議案 

長崎県行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律に基

づく個人番号の利用及び特定個人情報の提

供に関する条例の一部を改正する条例 

第 147 号議案 

 長崎県の事務処理の特例に関する条例の一

部を改正する条例（関係部分） 

第 148 号議案 

 長崎の教会群とキリスト教関連遺産基金条

例の一部を改正する条例 

第 149 号議案 

 長崎県警察関係手数料条例の一部を改正す

る条例 

第 152 号議案 

 公の施設の指定管理者の指定について 

第 153 号議案 

 和解及び損害賠償の額の決定について 

第 154 号議案 

 当せん金付証票の販売について 

第 163 号議案 

 和解及び損害賠償の額の決定について 

（2）陳 情 

・要望書（海洋再生可能エネルギーによる島づ

くりへの支援について 外） 

・平成 29 年度 離島・過疎地域の振興施策に

対する要望書 

・平成 29 年度 簡易水道の整備促進に関する

要望書 
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・長崎県に対する要望書（地域高規格道路島原

道路の整備について 外） 

・要望書（道路の整備について 外） 

・要望書（地域高規格道路（島原・天草・長島

連絡道路）の早期事業化について 外） 

（3）請 願 

  な  し 

 
 

８、審査の経過次のとおり 
 

― 午後 １時３０分 開会 ― 
 

【山本(由)委員長】 それでは、ただいまから、

総務委員会及び予算決算委員会総務分科会を開

会いたします。 

 これより議事に入ります。 

 今回、本委員会に付託されました案件は、第

141号議案「職員の退職手当に関する条例の一

部を改正する条例」のうち関係部分ほか12件で

あります。 

 そのほか陳情6件の送付を受けております。 

 なお、予算議案につきましては、予算決算委

員会に付託されました予算議案の関係部分を総

務分科会において審査することになっておりま

すので、本分科会として審査いたします案件は、

第131号議案「平成28年度長崎県一般会計補正

予算（第4号）」のうち関係部分ほか1件であり

ます。 

 次に、審査方法についてお諮りいたします。 

 審査は、従来どおり分科会審査、委員会審査

の順に行うこととし、各部局ごとに、お手元に

お配りしております審査順序のとおり行いたい

と思いますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)委員長】 ご異議ないようですので、

そのように進めることといたします。 

 なお、本日は警察本部、それから出納局、各

種委員会の審査を行う予定になっておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

 これより、警察本部関係の審査を行います。 

 審査に入ります前に、平尾捜査第一課長から、

本委員会及び分科会を欠席する旨の届けが出て

おりますので、ご了承をお願いいたします。 

【山本(由)分科会長】 まず、分科会による審査

を行います。 

 予算議案を議題といたします。 

 警務部長より、予算議案説明をお願いします。 

【壱岐警務部長】 警察本部関係の議案について

ご説明をいたします。 

 「予算決算委員会総務分科会関係議案説明資

料」の「警察本部」をお開き願います。 

 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第131号議案「平成28年度長崎県一般会計補正

予算（第4号）」のうち関係部分、第137号議案

「平成28年度長崎県一般会計補正予算（第6

号）」のうち関係部分でございます。 

 はじめに、第131号議案「平成28年度長崎県

一般会計補正予算（第4号）」のうち関係部分

について、ご説明いたします。 

 歳出予算は合計で、警察管理費4億2,577万

5,000円の減となっております。 

 これは、職員給与費について、既定予算の過

不足調整に要する経費でございます。 

 次に、第137号議案「平成28年度長崎県一般

会計補正予算（第6号）」のうち関係部分につ

いて、ご説明いたします。 

 歳出予算は、合計で警察管理費1億8,812万

9,000円の増となっております。これは、職員の

給与改定に要する経費でございます。 

 以上をもちまして、警察本部関係の説明を終

わります。 



平成２８年１１月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（１２月９日） 

- 17 - 

 よろしくご審議を賜りますよう、お願い申し

上げます。 

【山本(由)分科会長】 ありがとうございました。 

 以上で説明が終わりましたので、これより予

算議案に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)分科会長】 よろしいでしょうか。 

 質疑がないようですので、これをもって質疑

を終了いたします。 

 次に、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)分科会長】 討論がないようですので、

これをもって討論を終了いたします。 

 予算議案に対する質疑・討論が終了しました

ので、採決を行います。 

 第131号議案のうち関係部分及び第137号議

案のうち関係部分は、原案のとおり、それぞれ

可決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)分科会長】 ご異議なしと認めます。 

 よって、予算議案は原案のとおり、それぞれ

可決すべきものと決定をされました。 

【山本(由)委員長】 次に、委員会による審査を

行います。 

 議案を議題といたします。 

 警務部長より総括説明をお願いいたします。 

【壱岐警務部長】 警察本部関係の議案について

ご説明いたします。 

 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

条例議案1件、事件議案1件であります。 

 はじめに、条例議案についてご説明いたしま

す。 

 横長の「総務委員会説明資料」、「警察本部」

の1ページをご覧願います。 

 第149号議案は、道路交通法施行令等の改正

により、準中型自動車免許の運転免許試験、臨

時高齢者講習等に係る手数料の額が定められた

ことから、これに伴う改正をしようとするもの

であります。 

 なお、本条例の施行期日は、関係法令の施行

期日に合わせて、平成29年3月12日を予定して

おります。 

 次に、事件議案についてご説明いたします。 

 同じく資料の3ページをご覧願います。 

 第153号議案は、平成28年2月5日、諫早市長

野町の国道上において、警察本部の職員が捜査

用の車両で捜査中、路外から国道に左折進入し

た際、右方向の安全不確認により、右方向から

直進中の普通乗用車と衝突したものであり、警

察側の過失80％と認定されたことに基づき、賠

償金209万9,968円について、和解及び損害賠償

の額を決定しようとするものであります。 

 なお、この損害賠償金につきましては、152

万8,064円が保険から支払われ、残る57万1,904

円が県費から支払われることになっております。 

 次に、議案外の報告事項についてご説明いた

します。 

 同じく資料の4ページをご覧願います。 

 これは、公用車による交通事故について和解

が成立いたしました7件、及び損害賠償事案2件

の合計101万5,431円を支払うため、11月14日付

けで専決処分をさせていただいたものでありま

す。 

 このうち損害賠償事案2件につきましては、

長崎警察署の署員が、相手方が手紙とともに同

封していた800円の切手に気づかずに細断した

事案及び、諫早警察署の職員が、交通事故現場

に徒歩で臨場中に駐車中の普通乗用車のサイド
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ミラーに左肘を接触させて損傷させた事案にな

ります。 

 この損害賠償事案2件分の1万1,600円は、全

額県費から支払われることになっております。 

 公用車による交通事故を減少させるため、交

通事故内容を分析した上で運転技能が未熟な若

手職員等に対する技能訓練のほか、運転管理者

に対する指導教養を実施するなどして事故防止

に取り組んでおります。 

 今後も引き続き、交通事故をはじめとする損

害賠償事案を起こすことのないよう、指導を徹

底してまいりますので、ご理解のほどよろしく

お願い申し上げます。 

 このほか、犯罪の一般概況について、ストー

カー及び配偶者等暴力事案の認知状況について、

特殊詐欺の被害防止対策について、暴力団対策

について、少年非行の概況について、生活経済

事犯の取締り状況について、交通事故の発生状

況について、新長崎警察署（仮称）実施設計の

概要について、事務事業評価の実施について、

施策評価の実施についてにつきましては、縦長

の総務委員会関係議案説明資料に記載したとお

りとなっております。 

 なお、新長崎警察署（仮称）実施設計の概要

につきましては、別途、装備施設課長から補足

説明をさせていただきたいと思います。 

 以上をもちまして、警察本部関係の説明を終

わります。 

 よろしくご審議を賜りますよう、お願い申し

上げます。 

【山本(由)委員長】 以上で説明が終わりました

ので、これより議案に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

【山田(博)委員】 それでは、第153号議案につ

いてお尋ねしたいと思います。 

 今回、損害賠償金の152万8,064円が保険から

支払われて、57万1,904円が県費から支払われ

るということでありますけど、和解及び損害賠

償の額におきまして、県費で毎年大体幾らお支

払いされているか、わかりますか。 

 現時点で、過去何年間で、残念なことに県警

の職員の方のこういった事故で、毎年大体どれ

ぐらいを損害賠償として支払われて、そのうち

に県費でどれだけ支払われているかというのを

お聞きしたいと思うんですが、今すぐ出ますか。

出ませんかね。 

【北村監察課長】 委員のご質問の関係ですけれ

ども、私の手元にございますのは、公用車の加

害事故の賠償報告をいたしました関係で、県費

の賠償額につきましては、本年度が約57万円、

平成26年、平成27年はございませんで、平成25

年度に155万円を県費からの持ち出しというこ

とで、あとは保険契約で保険金から支払われて

いるという状況でございます。 

【山田(博)委員】 今回の場合、賠償金となって

いますけど、これは認められない、過失。なぜ。

ほとんど今まではなかったんですけど、今回の

案件で、私がお聞きしたいのは、県費で支払わ

ないといけない理由を詳しく説明していただけ

ますか。 

【北村監察課長】 保険の賠償額は、人身で1,000

万円、対物で100万円でございまして、それを

超える分につきましては、県費を持ち出しをさ

せていただいてお支払いをしているということ

でございます。 

【山田(博)委員】 物損が100万円、人身が1,000

万円ということですけど、他県の県警でも、こ

ういった保険の基準は大体同じようになってい

るんですか。 

【北村監察課長】 まことに申し訳ありませんが、
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他県が幾らまで保障されているのかというとこ

ろは、今、私の手持ちにございませんので、後

ほど調べましてご報告差し上げたいと思います

が。 

【山田(博)委員】 人身が1,000万円、物損が100

万円ということでありますけど、保険の契約と

いうのは、この金額にしたのは、これでいいだ

ろうということでなったんですか。 

【久保装備施設課長】 任意保険の契約の関係で、

私からご説明させていただきますけれども、保

険の金額は、他県の状況と大きなへだたりはな

い金額で契約していると認識しておりまして、

過去の交通事故による補償額を見た場合に、ほ

とんどが対人で1,000万円以内、対物で100万円

以内という状況があるものですから、その金額

で契約を行っている状況でございます。 

【山田(博)委員】 隣の吉村(庄)委員が、警察庁

の基準はないか聞いてくれんかと言うから、あ

りますか。隣で吉村(庄)委員が、警察庁の基準

はないだろうか、聞いてくれんかと言うもので

すからですね。小声で言うものだから、自分で

質問すればいいのに、私に質問してくれと言う

ものですから。あるか、ないかでいいんですよ。

警察庁もあるんですか。 

 要はですね、今、長崎県警は物損で100万円、

人身で1,000万円としています。長崎県は、過去

の事例からするとそれで大体はいいだろうと思

っていたということですけど、当該の吉村(庄)

委員が、違うんじゃないかと、警察庁の基準が

あるんじゃないかと聞いてくれと私の耳元で言

うものですからね。聞いてくれと言うものです

から、自分で聞けばいいのにですね、私が代弁

しているわけですよ。恥ずかしいのか、言いた

くないのか知りませんけど、聞いてくれと言う

から聞いているわけでございます、申し訳ござ

いませんが。 

【久保装備施設課長】 警察庁の基準については、

ないと把握をしております。 

【山田(博)委員】 吉村(庄)委員、そういうこと

ですのでね。ないということで把握しているわ

けですね。わかりました。 

 今回、これだけの県費が支払われるというこ

とでありますけれども、県警としては、過去の

事件とか事故を参考にして、こういった保険の

賠償をしているということがわかりました。 

 できるだけ県費負担がないように、また事故

が起こらないような活動をしながら、極力、今

こういうふうにやっているということを理解し

ましたので、どうもありがとうございました。 

 いずれにしても、こういった事故がないよう

に、職務にしっかりと励んでいただきたいと思

いますので、よろしくお願いします。（「関連」

と呼ぶ者あり） 

【浅田委員】 同じく第153号議案ですが、ちょ

っと気になったのでお調べいただいたら、平成

24年度からの5年間で、あまり推移していない。

専決処分でも22、22、16、22、18という形で

事故があっていまして、事故の原因も大体、前

方不注意、そういうものがほとんどなんですね。

5年間見てみますと、右方不注意、前方不注意、

わき見、そういう形で。 

 確かに県費は、この5年間で2回、57万円、155

万円で200万円ちょっとの使用ではあるんです

が、かなりな度合いで保険等々も使われていて、

保険も県費で出されているわけですから、この

県費以外でも使われている金額はもっともっと

ありますよね。そのあたりの把握はどういう感

じになっているんでしょうか。 

【北村監察課長】 公用車加害事故賠償の関係に

つきましては、本年度は約1,580万円、賠償をや
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っている中で、先ほどご説明しましたように県

費の持ち出しは57万円ということでございま

す。 

【浅田委員】 それはわかっているんです。今年

度は1,579万円、昨年度は679万円とありますが、

保険でとは言っても、保険料ももちろん県で出

されているものですよね、全部。警察で、こう

いう保険に関してどれぐらいの金額を注いでい

るのかというのをお伺いしました。県費で賠償

額がどれぐらいかというのは把握しているんで

すけれども、それ以外の、そもそも論としての

保険金額。 

【髙橋会計課長】 保険契約の金額についてのお

尋ねであります。私どもでは、対人1,000万円、

対物100万円という契約内容のもと、約1,100台

の車両に対して、平成28年度におきましては

1,378万円余の保険契約を締結しているところ

でございます。 

【浅田委員】 わかりました。いずれにしても、

事故が増えれば増えるほど、そういう部分がま

た付加されるということになりますので、ご注

意をいただくしかないんですが。 

 確かに警察の方々、台数も出ているというこ

とはあるんですけれども、不注意、不注意、不

注意ということで、長崎警察は、ほかのことに

関してはすごく、全国的に見ても県警はかなり

頑張っておられて、県民の安全・安心を守って

いただいているという意味においては、長崎の

誇るべきところだというふうに私は思っている

んです。先日も、暴力団もすぐ逮捕されるとか、

速やかな動きをしていただいているんですけど、

いかんせん、ご自分のところのこういう不注意

というのがあまりにも度重なると非常に。やっ

ぱり気を引き締めていただかなければならない

点であると思うんですけれども。 

 講習会をしていると、初期の方の講習をして

いるみたいなことが書いてあったんですけれど

も、年度的に見て、割と新しい警察官の方が起

こしている事故なのか、世代的にとか、そうい

う分析はどうなっているのか。初年度の割と新

しい方に関してはそういう講習をやっていると

書いているんですけれども、そこにとどまって

いるのかどうなのか。いろんな意味で幅広く事

故が起こっているのかどうなのか。その辺の数

字がわからないので、もし分析しているのであ

れば、また詳しく教えていただければと思いま

す。 

【北村監察課長】 監察課におきまして、原因別、

年齢別、業務別、警察部門、交通部とか刑事部

とかありますので、その部門別等々におきまし

て分析を行っております。 

 手持ちにありますのが平成27年の分析であ

りますが、先ほど委員がご指摘のとおり、後方

安全不確認が非常に高い割合を占めておったと

いうこと、それから、20代が48％という高い割

合を占めていたということから、若手に対する

対策、それから後方、バックをする時に対する

対策を今年は重点的に対応をしてまいりました。 

 そのように、今年も当然分析をやりながら、

どこに原因があるのかというのを踏まえながら、

1件でも事故を減らしていきたいということで

取り組んでおりますけれども、なかなか減らな

いということで、まことに申し訳ないと思って

おります。 

【川崎委員】 第149号議案について、お尋ねを

いたします。 

 内容そのものは道交法の施行令の一部改正に

伴うものですから、細かい数字の点はいいんで

すが、準中型自動車免許というのが今度、新た

に3月から採用されるわけですね。 
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 まず、準中型免許がなぜ新設をされるのかと

いう社会的な背景を一つ確認をしていきたい。 

 併せて、これに伴って警察の所管するさまざ

まな施設に対する改修というか、設備投資だと

か、またソフト面の対応だとか、そういったも

のがあれば、お伝えいただきたいと思います。 

【式場運転免許管理課長】 準中型の新設、改正

の背景ということでございます。 

 最近における貨物自動車の交通事故実態を踏

まえつつ、社会的要請にも応えた運転免許制度

とするため、自動車の種類として準中型自動車

が、免許の種類として準中型自動車免許が新設

されたものです。 

 もう1点の施設面の改修ですけれども、準中

型免許の技能試験がございますので、準中型免

許に対応して、試験場内の後退時の接触するポ

ールとか、クランクとか、そういったものの改

修を行っております。 

【川崎委員】 最初の質問について、あまりにも

アバウト過ぎて。もう少し具体的にですね。も

っと深い意味があるはずですよ。いつ、何才か

らこれが受験できるように、取得できるように

なるんですか。そういったことも新たな問題。 

 今までは、普通免許を持たないと次の免許を

取れないというステップがあったと思いますが、

今度は、免許を持たない人が取得できるように

変わるわけでしょう。なぜそういうふうなこと

になったのかという社会的な背景。 

 免許を持たなかった人が中型にトライをする

ということになれば、今までは小さな車から段

階的にスタートしたのが、大きな車からいきな

りいくと。例えば高校卒業の方が、就職のため

にすぐ必要な免許ということでしょうから、そ

ういった車を、社会に出てすぐ運転するという

ことになるわけですよね。そうすると、また新

たな交通事故の問題だとか、そういったことも

懸念されるわけです。それを踏まえてご説明い

ただきたいと思います。 

【式場運転免許管理課長】 準中型の免許は、

18歳から取れるようになります。高校を卒業し

てすぐに取れるようになります。 

 運輸業界に就職される方がいらっしゃいます

が、今までは普通免許を取ってから中型免許と

いう順番だったんですけど、準中型免許を真っ

直ぐとれますので、業界からの、高校卒業生か

らもありますけれども、そういった社会的要請

に応えてつくられた免許であります。 

【川崎委員】 私が先ほど申し上げた不安の部分、

準中型免許を取得して、高校を卒業して社会に

出て、大きな車を回す新卒の方が出てくるとい

うことですよね。そういったことに対して、警

察として不安に思っていることはないのか。 

 また、試験を受けさせる時の、例えば免許取

得した後の指導とか、そういったことに対して

何か配慮があるのか、お尋ねいたします。 

【式場運転免許管理課長】 新しく準中型免許が

できますので、取得時に各自動車学校でも、取

得に向けたマニュアルに沿った教習をやってお

ります。 

 試験場でも、試験場に真っ直ぐいらっしゃい

ますので、それに対した準中型免許に沿った指

導をやっております。 

 新しく大きな免許を取られますので、今まで

の普通免許と違って車が大きいものですから、

車の運転に不安がある方がいらっしゃると思い

ますので、各種講習会とか、試験場での講習と

か、こういったものを通じて事故防止を図って

いきたいと思っております。 

【川崎委員】 そうしたら、設備投資については

後退時のポール等の若干の改修があるというこ
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とでしたけど、試験官として増員を図らなけれ

ばいけないとか、試験官がまた新たな研修を受

けてスキルを上げるとか、そういった必要性が

あるのか、お尋ねいたします。 

【式場運転免許管理課長】 指定自動車学校につ

いては、準中型講習の指導員になるための講習

を既に実施しておりまして、各自動車学校にお

いても施設の改修に努めております。 

 試験場においても、準中型免許の技能検定に

向けて新しく講習を、教養を続けているところ

であります。 

【川崎委員】 新たな準中型の試験が採用される

ことによって、要員不足が生じることはありま

せんか。試験官の要員不足が生じることはない

かという質問です。 

【式場運転免許管理課長】 確かに新しく試験が

できますので、試験担当官の時間的、人的不足

はありますけれども、現在のところは今の体制

でやっていきたいと思っております。 

【山本(由)委員長】 ほかに質問はありませんか。 

【里脇副委員長】 第153号議案で、いわゆる過

失割合が8割ということで209万円と。物損で

100万円ということで、要はこれは人身事故だ

ったんですか。 

 それで、向こう側から2割分、警察車両の修

理代のうち2割を向こうから負担をしていただ

くと。警察車両についての修理代って、幾らぐ

らいかかったものか。 

 警察の方については、けがとかなんとかはな

かったんですか。 

【久保装備施設課長】 第153号議案の事故の関

係の公用車の修理費につきましては144万円、

過失相殺した後の額で修理費用を払っていると

いう状況でございます。 

【里脇副委員長】 144万円が車の修理費、その

うちの2割分を相手方からいただいたというこ

とですか。そうじゃなくて、相手方からいただ

いた分が144万円ですか。 

【久保装備施設課長】 まず保険で支払う部分が

ございまして、公用車の損害、修理につきまし

ては、その保険の中に入っていないと。別の県

費でその金額を支払っているという状況でござ

います。 

【里脇副委員長】 別の予算になるんでしょうけ

ど、県費から出したのが幾らという話があった

ものですから、要するに、保険外で相手の分に

対しての賠償分の57万1,900円が県費から払わ

れたというんですけど、実際にこの事故に関わ

る県費の支出は、自分の車両の修理費も別途に

出ているということですね。その分がトータル

したら幾らぐらい出ているのかというのが気に

なったものですから。（「休憩を」と呼ぶ者あ

り） 

【山本(由)委員長】 暫時休憩します。 

 

― 午後 ２時 １分 休憩 ― 

― 午後 ２時 ２分 再開 ― 

 

【山本(由)委員長】 委員会を再開します。 

【久保装備施設課長】 公用車の修理費というこ

とで、全体で修理総額は180万円になります。

過失割合が80対20ということで、相手方から36

万円が支払われて、残りを県費で支払っている

という状況でございます。 

【里脇副委員長】 今回の場合は和解の損害賠償

の額ということで、相手に払う分について県費

から57万円払っていますということですけど、

県費から出す分であるならば、補足で付けるの

か何か知らないですけど、自車の修理代として

県費からどのくらい出しているということもわ

かったほうがいいんじゃないかなと思いますの



平成２８年１１月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（１２月９日） 

- 23 - 

で、よろしくお願いします。 

【山本(由)委員長】 ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)委員長】 質疑がないようですので、

これをもって質疑を終了いたします。 

 次に、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)委員長】 討論がないようですので、

これをもって討論を終了いたします。 

 議案に対する質疑・討論が終了しましたので、

採決を行います。 

 第149号議案及び第153号議案は、原案のとお

り、それぞれ可決することにご異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)委員長】 ご異議なしと認めます。 

 よって、各議案は原案のとおり、それぞれ可

決すべきものと決定されました。 

 次に、提出のありました政策等決定過程の透

明性等の確保などに関する資料について、説明

を求めます。 

【壱岐警務部長】 「政策等決定過程の透明性等

の確保及び県議会・議員との協議等の拡充に関

する決議」に基づき、本委員会に提出いたしま

した警察本部関係の資料について、ご説明いた

します。 

 1,000万円以上の契約状況につきましては、9

月から10月までの実績は、資料に記載のとおり

23件となっております。 

 このうち、運転免許証作成システム改修委託

1件を随意契約しているところであります。 

 また、今回、陳情・要望で回答するものは、

「平成29年度 離島・過疎地域の振興施策に対

する要望書」のうち、自動車運転免許試験の受

験機会の回数増についての1件であり、ご要望

に対する回答につきましては記載のとおりでご

ざいます。 

 以上をもちまして、警察本部関係の説明を終

わります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。 

【山本(由)委員長】 次に、装備施設課長より補

足説明の申し出があっておりますので、これを

受けることにいたします。 

【久保装備施設課長】 それでは、私からご説明

をいたします。 

 新長崎警察署実施計画の概要につきましては、

お手元にお配りしております資料に沿ってご説

明をさせていただきます。 

 長崎警察署新庁舎の整備につきましては、現

在、設計業務を行っているところでございまし

て、本年12月20日までに実施設計を完了するこ

ととしております。 

 はじめに、資料の1ページをご覧ください。 

 新庁舎は、長崎市尾上町に建設予定でありま

して、位置的には新ＪＲ長崎駅舎の北西部にな

ります。 

 資料1ページと2ページには、それぞれ外観イ

メージを掲載しております。1ページは敷地の

北東部の新ＪＲ長崎駅の在来線側から見たイメ

ージとなっております。2ページは、上段部が

敷地の北西側、浦上川線から見たものでありま

して、下段部が敷地の東側、新設予定でありま

すＪＲ長崎駅西通りから見たイメージとなって

おります。 

 新長崎警察署につきましては、防災・治安の

活動拠点の施設として機能を満たすことはもち

ろんでございますけれども、今後、長崎駅周辺

に新しく整備される建築物がいろいろございま
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すが、このリーディングケースになるようなデ

ザインを目指して設計をしている状況でござい

ます。 

 次に、資料の3ページをご覧ください。この

ページには計画の概要を記載しております。 

 新長崎署の敷地面積は3,950平方メートルあ

ります。現在地の約2.6倍を確保しております。

また、延床面積は8,791平方メートルございまし

て、現庁舎の約2.4倍となる計画で、建設工事費

につきましては約40億円を想定しております。 

 今後のスケジュールにつきましては、先ほど

触れましたけれども、本年12月20日までに実施

設計を完了いたしまして、来年度からの建設工

事の発注手続、着工予定でありまして、平成32

年4月の開庁を目指して計画を進めているとい

う状況でございます。 

 続きまして、資料の4ページをご覧ください。 

 新長崎警察署は、各種災害に対する安全性を

確保し、災害発生直後においても防災・治安の

活動拠点として業務を継続できる計画とすると

ともに新ＪＲ長崎駅舎の北西部に位置するエリ

アの顔となる庁舎、これを基本コンセプトとし

て設計をいたしております。 

 資料4ページと5ページには、配置・動線計画、

防災計画、デザイン計画と設計の際の基本計画

の内容をそれぞれ記載しております。 

 まず、資料4ページでございますが、3－01に

記載しております配置・動線計画につきまして

は、新たに併設を予定しております運転免許証

の即時交付に係る施設、いわゆる免許センター

の出入口と警察署の出入口を明確に区分した計

画としております。 

 また、緊急時の出動に備え、新長崎警察署は

東西と北部が道路に面するという形になってお

りますので、これら全てにアクセス可能な公用

車動線を確保することとしております。 

 次に、3－02に記載の防災計画でございます

が、防災・治安の活動拠点施設として機能を発

揮できる庁舎とするために、庁舎の耐震性につ

いては、震度6強から7程度の大地震発生後にお

いても特別の補修なく建物を継続使用できるよ

うな、国が定める最高ランクのものを採用する

とともに、耐震構造の建物としております。 

 さらに、地震に伴う液状化対策としまして表

層改良を実施するほか、大地震発生時の津波に

対処するために、庁舎1階の床レベルを標高4.1

メートル程度とし、主要な機械室については、

さらに安全性を確保するために7階に配置する

こととしております。 

 次に、資料の5ページをご覧ください。 

 3－03に記載しておりますデザイン計画でご

ざいますが、新長崎警察署は、警察署としての

機能を重視しつつ、九州新幹線西九州ルートの

開業など、今後、長崎駅周辺の新しいまちづく

り、景観づくりに配意したデザイン計画として

おりまして、外観のルーバー素材として、長崎

にゆかりのあるレンガを用いるほか、エントラ

ンスには県産材の活用を考えているところでご

ざいます。 

 次に、3－04記載にあります環境への配慮に

ついてでございますが、居住域の受ける熱負荷

の軽減とか、太陽光発電や雨水、自然光、自然

通風などの再生可能エネルギーの利用、ＬＥＤ

照明や人感センサーによる照明制御により、建

物の消費エネルギーを抑えた計画としておりま

す。 

 次に、3－05記載の平面計画でございますが、

警察署や免許センター及び留置エリアの区分を

明確にしまして、わかりやすく機能的な計画と

するとともに、セキュリティ及びプライバシー
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を確保した計画としております。 

 次に、3－06記載の断面構成につきましては、

来庁者が多いエリアを１階と2階に配置をして

いるほか、高さが必要な道場とか講堂は6階に

配置する計画としております。 

 次に、資料の6ページをご覧ください。この

ページは平面図を記載しております。 

 警察専用スペースと来庁者サービススペース

を色分けして整理をしておりますが、先ほど5

ページの断面構成図でもご説明をいたしました

ように、赤色部分の来庁者サービススペースを

1階と2階に集約した設計としております。 

 次に、資料の7ページをご覧ください。 

 最後になりますが、このページには断面図を

掲載しております。建物を東西と南北で分断し

たもので、建物東側には免許センターの出入り

口、建物北側には警察署の出入り口をそれぞれ

設けることとしておりまして、屋上には太陽光

パネルの設置をする、これらの計画で進めてい

くこととしております。 

 以上で、実施計画の概要についてのご説明を

終わります。 

【山本(由)委員長】 ありがとうございました。 

 以上で説明が終わりましたので、まず、陳情

審査を行います。 

 配付しております陳情書一覧表のとおり、陳

情書の送付を受けておりますので、ご覧願いま

す。 

 審査対象の陳情番号は39番でございます。 

 陳情書について、何かご質問はありませんか。 

【山田(博)委員】 陳情書の39番、自動車運転免

許試験場の受験機会の回数増についてというこ

とでですね。 

 今、県警の方でも鋭意、この陳情に関して努

力しているというふうにお聞きしているわけで

すが、こういった要望を踏まえて、以前からこ

ういった要望は上がっているんですが、要望に

関してどのような取り組みをされて、以前から

このような話が上がっている中で、どのような

取り組みをされているかというのを、まず説明

をいただきたいと思いますので、よろしくお願

いします。 

【式場運転免許管理課長】 離島での出張試験の

関係ですけれども、記載のとおり、1回の出張

試験期間中に2回の受験ができるように日程を

調整しまして、平成26年2月からこれを開始し

ております。 

 平成28年からは1月と2月に拡大し、さらに同

年に、五島地区を含む全ての離島出張試験で、

1月と2月に2回の受験を可能としたところであ

ります。 

 しかしながら、12月及び3月については、高

等学校卒業予定者等により運転免許試験場の受

験者が急増する時期であるため、運転免許管理

課の試験官の体制上、この期間の出張試験を月

1回から2回に回数を増やすことは、現状では困

難であります。 

 離島での受験種目、自動車の中型、大型、こ

ういった種目を増やしてほしいという要望がご

ざいました。これについては、技能試験を伴う

免許車種を増やすためには、技能試験の実施場

所となる自動車教習所において、新たな試験コ

ース及び試験車両を整備する必要がございまし

て、平成26年、平成28年に回数を2回に増やし

て、離島の受験生の利便の向上を図っていると

ころであります。 

【山田(博)委員】 12月と3月には、高校卒業生

が急増するということで、離島に2回に増やす

のは困難ということですけど、運転免許管理課

の試験官の体制がどのようになっているかとい
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うのを説明していただけますか。（「休憩をお

願いします」と呼ぶ者あり） 

【山本(由)委員長】 暫時休憩します。 

 

― 午後 ２時１７分 休憩 ― 

― 午後 ２時１８分 再開 ― 

 

【山本(由)委員長】 委員会を再開します。 

【式場運転免許管理課長】 運転免許試験場の技

能試験官は、通常は5名体制でやっております。

12月から3月までのいわゆる繁忙期は、別の係

から技能検定員の資格を持つ者を増員しまして、

体制を9名に増やして対応しているところであ

ります。 

【山田(博)委員】 離島には12月、3月には行け

ないということですね。なぜ行けないのかとい

うことを詳しくですね。 

 運転免許管理課の試験官が、常時は5名いら

っしゃるわけですね。繁忙期になったら、ほか

のところからかき集めて9名にしているわけで

すね。9名で繁忙期は対応しているけれども、

12月と3月には、それでも人数が足りないから

離島には行けないということと理解していいで

すか。 

【式場運転免許管理課長】 12月は、特に仮免

許の受験が、後半に試験場に来る方が急増しま

す。3月は最終的な本免許で、高校を卒業する

方が集中しますので、この体制でもう手いっぱ

いという形で、2月、1月は若干行ける余裕があ

るということでやっているところであります。 

【山田(博)委員】 じゃあ、資格を持っている人

は県警の中に何人いらっしゃるんですか。 

 この試験官ですか、運転免許の試験官の資格

を持っている人が9名で、臨時でするわけでし

ょう。常時は5名いらっしゃるんですけど、繁

忙期になったら臨時に来てもらって9名でやっ

ているわけですね。9名でやっていて、離島に

行く時間がとれないというのはわかるんです。 

 そうしたら、これをもっと増やすことができ

るか、できないかというのをお尋ねしたいんで

す。それはどうなんですか、できないんですか。 

【式場運転免許管理課長】 応援の4名について

も、繁忙期に関しましては各係とも忙しい時期

でございます。その上で受験生の受験第一と考

えてやっているところでありますので、これ以

上、人数を増やすことは困難だと思います。 

 県全体の資格者の数については、ただいま手

持ちはございません。県全体の資格保持者の数

については、後ほど回答します。 

【山田(博)委員】 交通部長は、五島警察署にい

らっしゃったから十分わかると思うんです。確

かにほかの部も忙しいと思う、年末とかなんか

はですね。 

 実際、私も文教厚生委員会にいましたら、卒

業する時に、長崎県で免許を取得できなくて卒

業する方がたくさんいらっしゃるんですよ。自

動車学校から、ほとんど毎年要望がきているん

です。それはなんでかというと、地元で免許を

取れないんです。取れなくて、ほかのところに

行っているんです。できるだけ長崎県で、地産

地消で取れるようにしてもらいたいわけです。 

 今聞いたら、確かに忙しいかもしれませんけ

れども、交通部長、これはほかの、ひょっとし

たら、刑事にはおらんでしょうね、多分、資格

を持っている人はですね。おらんでしょうけど、

生活安全部にいるかもしれないですね。これ、

縦割り行政ではなくて、交通部と生活安全部で

話し合って、ぜひ、そういったことがないよう

にですね。 

 実際に多いんですよ。私も手持ち資料はあり

ませんけれども、具体的には言えませんけれど
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も、何百人もたしか毎年いたと記憶しているん

です。ぜひここは、運転免許管理課の試験官が

常時は5名ですけど、忙しくなったら9名に増員

しているということでありますけど、ほかの部

にも資格者がいらっしゃったら、臨時で、この

時期に何とかやりくりをしてもらいながら、こ

の体制をしっかりやってもらいたいと。 

 恐らく、犯罪とかなんかの抑止で駆けずり回

っていると思うんですよ。事件、事故とかがあ

ったら急行したりしているんですけれども、実

際にそういったことがあるということで、ここ

は交通部で一生懸命やっているんでしょうけど、

ひょっとしたら生活安全部にいるかもしれませ

んので、そこは連携してやっていただけないか

なと思うわけです。 

 これは、交通部長が答えるか、生活安全部長

が答えるか、警務部長が答えるかはわかりませ

んけれども、誰に答えていただいたらいいのか

わかりませんけど、そこはちょっと、今の運転

免許管理課長が答えるには、ちょっとしんどい

んじゃないのかなと思うわけです。そこは交通

部長か、生活安全部長か、どちらが答えるのか。 

 警務部長でしょうね、警務部長じゃないです

かね、やっぱりこの中のトップですから。警務

部長、これはぜひですね。交通部長ですか、交

通部長、お答えできますか。どっちに答えても

らっても構いませんけれども、前向きな答弁を

いただきたいと思うんです。 

 私も、総務委員会はこれで最後になりますか

ら、ぜひ、地域の皆さん方の声を県政に届けた

いということで、今、議席で毎日頑張っている

わけでございますので、どうぞ前向きな答弁を。 

 交通部長は五島警察署長でいらっしゃいまし

たから、離島のことは十分わかっていると思い

ますので、よろしくお願いしたいと思います。 

【秋泉交通部長】 山田(博)委員がおっしゃいま

したように、年々、離島での試験も強化してま

いったところでありまして、先ほど運転免許管

理課長からもありましたように、繁忙期には他

係からも、猫の手を借りるような感じで集めて

対応しているところでございます。 

 そして、この技能試験の資格というのも、例

えば同じ交通部におりましても、そこの仕事を

離れますと、どれぐらいの期間か、今は確かに

は覚えていませんが、何年か離れますと、また

資格を取り直す。それには63時間の講習を受け

ないといけないということで、人を養成するの

にかなり時間がかかります。 

 ですから、現実的には、他部門の方をという

のはちょっと無理があるんじゃないかと思いま

すが、運転免許管理課でも、極力離島の方にご

不便がないようにやってきているところですが、

そこはまた検討しながら、例えば月間、月をず

っととかじゃなくてできるものか、多少ずらし

てでもできるものか、そういったことで対応さ

せていただけたらと思っております。 

【山田(博)委員】 交通部長、かつては五島警察

署で署長として活躍されて、特に離島のことは

よくおわかりと思いますので、ぜひお願いした

いと思っております。 

 実際、地元の地域の皆さん方から、五島自動

車学校は、高校と話し合いをしながら、早く早

く自動車学校に来てもらうようにしているわけ

です。ああいった形をほかの自動車学校は見習

って、県警の交通部の皆さん方に負担がかから

ないように取り組むべきじゃないかと思います。

模範ですよ、あれは。ぜひ、それを参考にしな

がらですね。 

 別に私は、県警の交通部に負担をかけること

ばかりを言っているんじゃないですよ。こうい
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うふうに頑張っているんですけど、やっぱり手

が届かないところもありますので、ぜひやって

いただきたいと思っているわけでございますの

で。 

 交通部長、私にとっては一歩二歩、前向きな

答弁をいただいたと思っておりますので、運転

免許管理課長が、先ほど汗を拭きながら一生懸

命頑張っていましたので、交通部長、ぜひよろ

しくお願いしたいと思いますので。これは、長

崎県の地域経済とか、子どもの教育上も大切な

問題でありますので、ぜひよろしくお願いした

いと思います。 

【山本(由)委員長】 ほかに、陳情に関して質問

はありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)委員長】 ほかに質問がないようです

ので、陳情につきましては承っておくこととい

たします。 

 次に、議案外の所管事務一般に対する質問を

行うことといたします。 

 まず、政策等決定過程の透明性等の確保など

に関する資料について、質問はありませんか。 

【山田(博)委員】 資料の中に、入札のところで

あったんですが、保険の契約のところがありま

すね。この保険の契約が何ページかというと、

先ほど吉村(庄)委員が隣でぶつぶつ言うもので

すから、どこにいったかわからんようになって

ですね。（発言する者あり）何ページですか。

この人は私を邪魔しているんですよ。 

 7ページに、保険会社が委任状未提出による

未入札とありますが、どういったことでこうな

ったのか、詳しく説明していただけますか。 

【髙橋会計課長】 車両の任意保険契約における

委任状未提出による未入札の件についてでござ

いますが、入札につきましては、ご案内のとお

り参加資格を有している代表者本人が参加すべ

きものでございますが、都合により代理人の方

が参加する場合がございます。その際、代表者

の方から委任を受けている旨の委任状の提出が

必要になりますが、今回、ご指摘のございまし

た業者は委任状の提出がなかったということで、

本件入札においては未入札の扱いとさせていた

だいたところでございます。 

【山田(博)委員】 ということは、一応金額は入

れたけれども、その提出がなかったから入札に

参加していないことになったと理解していいん

ですか。 

【髙橋会計課長】 委任状をお持ちいただかなか

ったので、入札そのものに参加することができ

なかったということでございます。 

【山田(博)委員】 じゃあ、これは向こうの単純

なミスだったんですか。この会社と実際に契約

をしたことがあるのか、ないのか。単なるミス

だったんですか。まさか県警が不親切なことを

するわけないと思いますけど、どうだったんで

しょうか。 

【髙橋会計課長】 今回のこの業者につきまして

は、委任状の作成そのものを失念してしまった

ということでありまして、非常にレアなケース

であったというふうに認識をいたしております。 

 通常、持ち込むのを忘れたという程度のもの

であれば、例えば、他の参加業者の同意を得た

上で待つという手続もできなくはないんですが、

今回の場合は作成そのものを忘れてしまったと

いうことですので、やむを得ず未入札扱いとさ

せていただいたところでございます。 

【山田(博)委員】 そうであれば、こういった単

純なミスをするということであれば、大丈夫だ

ろうかと、ほかのところも大丈夫だろうかと。 

 最近は、警備会社が銀行の夜間金庫を預かっ
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ておきながら、それを着服した事件が発生しま

したからね。あれは、あってはならないことな

んですよ。安全・安心と警備会社に預けておっ

たら、その人が着服しておったんですから、大

問題なんですよね。 

 だから、こういったことがあるということは、

私は思いますけど、どこの会社とは言いません

けど、こういったことは注意をですね。もし県

警がこの保険会社と何か契約をしているのであ

れば、大丈夫だろうかと普通は思わないのかと

思うんです。会計課長、いかがですか。 

【髙橋会計課長】 入札に際しましては、入札の

説明の段階で、必要な書類とか手続もろもろに

ついてご説明を差し上げておりますので、そう

いったことを引き続き行うことで、こういった

ようなケアレスミスが起きないような体制づく

りに努めてまいりたいと考えております。 

【山田(博)委員】 そうですよね。今回、こうい

ったことがありましたから、県警、警察行政と

いうのは、事件が発生してからやるだけじゃな

くて、事件・事故発生防止にも取り組むんです

よね。 

 私も以前、実際15年前にいろいろ経験をさせ

てもらって、当時に大変お世話になった方も後

ろの方にいらっしゃってですね。ちょっと話を

しにくいところありますけど、事件とか事故が

ないように取り組まないといけないわけですか

ら、この機会にですね。 

 委任状の未提出で入札に参加できなかったと

いうことは、会社としてよほどの失態ですから、

ましてや、こういったことが他の契約でもない

かどうか、しっかりと調査、研究していただき

たいということを、この事例をもって会計課長

にお尋ねしているわけでございますので、今後

ともしっかりと頑張っていただきたいと思いま

す。 

【山本(由)委員長】 ほかに、政策等決定過程の

透明性等の確保に関する資料について、質問は

ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)委員長】 それでは、政策等決定過程

の透明性等の確保に関する資料については、終

了いたします。 

 次に、議案外所管事務一般について、ご質問

はありませんか。 

【前田委員】 1点だけ、報告があっていますけ

ど、ストーカーの案件の認知状況について質問

させてください。 

 1月から9月末で191件を認知ということです

けれども、1年間を通してではないので、まず

は昨年度の実績としての認知件数を。 

 ここにストーカー規制法による検挙が5件、

書面検挙が38件と対応を書いていますね。その

件数、昨年度の実績をお知らせください。（「休

憩してください」と呼ぶ者あり） 

【山本(由)委員長】 暫時休憩します。 

 

― 午後 ２時３４分 休憩 ― 

― 午後 ２時３５分 再開 ― 

 

【山本(由)委員長】 委員会を再開します。 

【福山生活安全企画課長】 ストーカー事案の取

扱い、昨年は1年間で263件を認知しております。

その中で警告を53件、禁止命令を2件、ストー

カー規制法による検挙を6件、その他刑法犯な

どの他法令検挙が23件という状況でございま

す。 

【前田委員】 今回の報告の中では、前年度と比

較して8件減少ということですけれども、お聞

きしたいのは、191件を認知と、この認知の定

義というか、何をもって認知という形になるの
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か、そこをまずお知らせいただけますか。 

【福山生活安全企画課長】 ストーカー規制法で

いうストーカーの定義、いわゆる付きまとい行

為で8類型が規定されておりますので、その類

型に当たる行為がある相談については全て、ス

トーカー事案ということで対応をしております。 

【前田委員】 わかりました。その上で191件を

今年認知されていて、そのうちの63件が何らか

の形で、ストーカー規制法による検挙が5件、

書面による警告が38件、禁止命令が3件、脅迫・

暴行等他法令による検挙が17件ということで、

計算したら63件になっているんです。 

 そうしたら、8つの項目にかかるのが認知さ

れるという話があったんですけれども、この

191件から63件以外の案件はどんな対応をされ

ているのか、そのあたりをお知らせいただきた

いと思います。 

 昨年度から実績というか件数が今年にまたが

った場合は、その件数も把握されているんです

か。この191件の中に、昨年度も認知されてい

て今年度も認知されているという件数がもしお

わかりであるならば、お知らせいただきたいと

思います。 

【福山生活安全企画課長】 年をまたいで何件あ

るかということまで詳細把握しておりませんが、

基本的に、昨年認知して今年まで継続している

部分については、認知の件数は昨年の部分に計

上しております。例えば、本年に警告をした場

合は、本年の警告件数に計上するという統計の

取り方をしております。 

 また、ストーカーやＤＶあたりでは、完結と

いいまして、危険な状況がなくなったというこ

とで被害者の了解をとりまして、一応ストーカ

ーでの処理の継続を中止しております。しかし、

その後また、同じような案件が再燃した場合に

は新たに認知ということで、統計上でも、ある

いは取扱い上でも新たに認知して対応をしてい

るという状況でございます。 

【山本(由)委員長】 63件以外はどう対応されて

いるのですか。 

【福山生活安全企画課長】 検挙以外の対応につ

きましては、加害者に対しての口頭警告、被害

者に対してはストーカーの状況に応じまして一

時的に避難をさせたり、防犯資器材を貸し出し

たり、あるいは自宅あたりに防犯カメラを設置

するなどして、被害者の保護対策に万全を期す

るよう対応をとっております。 

【前田委員】 ぜひお願いしたいのは、63件以

外の分についても、被害者の連絡先等がわかっ

ているんでしょうから、定期的に、組織の体制

にもよるんでしょうけれども、継続しながら、

何かないですか、その後はどうですか、みたい

なことをやられているとは思うんですけれども、

そこを徹底してほしいとお願いしたいのと、少

しスパンが長くなって、年がまたがったりとい

うことについても十分な注意をしてほしいと思

うんです。 

 私もそういう相談を受けて、警察に一度つな

げたことがありますが、被害者の方がどこに相

談するかといったら、当然警察ということにな

ると思うんですけれども、まずは手短といった

ら失礼ですけれども、♯9110はまだあるんです

よね。それは年間にどれぐらい通報がきている

んですか。 

 私の感覚でいけば、♯9110の認知というか告

知があまりできていないような気がするんです

けれども、件数をお聞きする中で、少しそこが

足りないとするならば、♯9110をもう少し強く

打ち出してほしいと思っておりますが、そのあ

たりの実績等もお知らせいただければ。 
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【福山生活安全企画課長】 ♯9110の利用状況

については、今調べているところですので。 

 ストーカーの部分につきましては、ＤＶも同

じですけれども、県警ではプロテクションコン

トロールシステムを導入しまして、認知の段階

から危険性、切迫性、いわゆる被害者に対して

どれだけ危険が高いかということを相談の段階

で即座に判断しまして、ランクをつけながら、

短くても3カ月、長ければ1年以上をかけて、ス

トーカーの加害が起こる状況を勘案しながら、

定期的に被害者に対して連絡をとっているとこ

ろでございます。 

【草野広報相談課長】 委員ご質問の♯9110に

関する件数については、今、手元にございませ

んので、調べてご報告させていただきたいと思

っております。 

【前田委員】 これは私だけじゃなくて、♯9110

というのは、一般市民の方はほとんど知らない

と思いますよ。そのあたりの件数、実績もわか

らないということですけれども、警察の中では

十分活用できていると、そういう認識ですか。

正確な数字は後からもらうとして、実際に♯

9110で処理しているものが、担当として認識が

あられますか。そこらあたりを確認させてもら

いたいと思います。（「休憩をお願いします」

と呼ぶ者あり） 

【山本(由)委員長】 暫時休憩します。 

 

― 午後 ２時４２分 休憩 ― 

― 午後 ２時４３分 再開 ― 

 

【山本(由)委員長】 委員会を再開します。 

【草野広報相談課長】 ♯9110の数字につきま

しては、先ほどご説明したとおり、後でという

ことでございますけど、警察の相談件数につき

ましては、♯9110も含めまして、今年10月末現

在で2万2,244件を受理いたしております。♯

9110でも相談を受け付けておりますので、その

中に入っているものと思っております。 

 また、♯9110の認識につきましては、毎年9

月11日を警察相談の日と定めておりまして、相

談業務の広報と利用促進につきまして、そうい

う活動を推進しております。 

 広報事項といたしましては、9月11日を警察

相談の日、また、警察は、犯罪等による被害の

未然防止に関する相談その他国民の安全と平穏

に関する相談に応じること、その中で警察安全

相談室に設置中であります♯9110、警察相談専

用電話に関することにつきましても、広報をや

って認知を広めているところでございます。 

【前田委員】 これにとどめますけど、今の答弁

をお聞きすると、♯9110以外にも、いろんな方

法で警察に相談することができますということ

で、その総計としての2万数千件というお話だ

と思うんですけれども、♯9110をスタートさせ

たというか、それがあるということは、もっと

相談しやすい環境をつくるということで♯

9110があると思っていて、そうであるならば、

市民の方がどのくらいそこを認識しているかも

含めて、もう少しＰＲが必要だろうし、もしか

すると、他県と比較して、他県の実績を確認す

る中で本県は♯9110の件数が少ないとするな

らば、やはりそこはもう少し広報に努めていた

だくことを要望しておきたいと思います。 

 事前通告をしていないので急なことでしょう

けれども、実績の数値を持たないということ自

体が、果たしてどうなのかなという気持ちも正

直あります。 

 なんでこんなことを言うかというと、ストー

カーについて、なかなか相談できない方も多分

いらっしゃると思っていて、そういうところの
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相談する環境を整えてあげたい、もしくは周囲

の方からの連絡も含めてですね。周囲の方々が、

自分じゃないけれどもという話の中で、警察に

相談できるかというと、なかなかしづらいです

よね。そういう時に♯9110は活用できるんじゃ

ないかなという気もいたしておりますので、改

めて。 

 いろんな報道等を見ると、特定の人物からと

いうことではなくて、ネット等も含めて、今は

サイバーストーカーみたいな言葉があるみたい

ですので、随分と深刻な現状にあるのかなと思

っています。 

 ここに出てきている認知件数はこれだけであ

るけれども、その背後には悩んでいる方々がま

だかなりいらっしゃると思うし、先ほどの対応

で十分結構だと思いますけれども、ぜひ、痛ま

しい事件が二度と長崎でも起こらないような形

で頑張っていただきたいという期待も込めて、

質問を終わりたいと思います。後ほど数字だけ

はお知らせください。 

【吉村(庄)委員】 説明があったことに関連して、

新長崎警察署をつくるという話、こういう資料

を出してきています。 

 先ほどちょっと聞き漏らしたんですけど、3

ページの一番下に、開庁は平成32年度と書いて

いますが、さっき、34年という言葉が出ていた

ような感じですが、平成32年度に開庁ですか。

平成32年度の初めですか、終わりですか、まず

聞かせてください、予定として。 

【久保装備施設課長】 新長崎警察署の開庁につ

きましては平成32年度になります。4月の開庁

を目指しております。 

【吉村(庄)委員】 平成32年度とおっしゃったで

すが、左側に書いていますが、今のそこが必要

なんですよ、4月ごろ。平成31年度の年度内に

完成させて、平成32年4月から開庁と、そうい

う予定は大体もう立っていると思うんですがね。

そうでしょう。先ほど、34という数字を聞いた

ように思いましたから、確認をさせていただき

ました。 

 この前、資料ももらいましたが、警察署の建

て替えですね、老朽化しているところについて。

似たようなところが、大きなものとしては佐世

保警察署が築45年です。長崎警察署、今やろう

としているのは築48年です。まだほかのところ

にも古いのがあるかどうかわかりませんが、建

替え計画について、今の時点で、ある程度予定

を立てられているのか、いないのか、そういう

ところについて。 

 皆さん方の中にも佐世保警察署につい最近ま

でおられた方もいらっしゃいますが、佐世保警

察署はものすごく古いです。45年といったって

ね。全部が築45年なのかどうか、私も確認はし

ておりませんが、相当古いです。 

 ということであれば、長崎警察署を建て替え

るならば、今から3年ぐらいかかって建て替え

るわけですから、佐世保警察署の建て替えが、

ほかのところもあるかもしれませんけど、計画

にのっとっていいんじゃないかと思うんですが

ね。要するに、建て替え計画をどういうふうに

しているのか、佐世保はどうなるんだろうかと

いうことについて、今の時点で見解があれば、

考え方があれば聞かせていただきたいと思いま

す。 

【久保装備施設課長】 今、吉村(庄)委員から意

見をいただいたとおり、警察署の中では、今、

最も古いのは長崎警察署、次に古いのが佐世保

警察署になります。 

 庁舎の建て替えにつきましては、基本的に耐

用年数の経過に基づいて計画を策定して整備を
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進めている状況がありまして、長崎警察署の後

につきましては、まだ具体的な取り組みはござ

いませんが、佐世保警察署の建て替えについて

検討をしていきたいとは思っております。 

【吉村(庄)委員】 私もずっと以前から佐世保警

察署は出入りをさせていただいております。お

願いをしたり、いろいろなことでお世話になっ

ていることもありますが、古いという状況でご

ざいます。 

 40年ぐらい経っているものはほかにはない

んですか。私もチェックはしておりませんけれ

ども、あるとすればどこら辺があるのか。最近

建ったのは私もよく覚えておりますが、どうい

う状況か。 

 それで、佐世保警察署は検討していると、築

年数が古いから検討はしていると言いますが、

いつごろになると、そういうところまで検討が

されているかどうか聞かせてください。 

【久保装備施設課長】 佐世保警察署につきまし

ては、耐用年数から次と考えて、まだ具体的に

公表できるような状況ではございません。 

 耐用年数に関係しまして、大浦警察署が古い、

40数年は経過しているということで、順次、同

じように耐用年数等を考慮して整備を進めてい

きたいと考えております。 

【吉村(庄)委員】 私の所在が佐世保でございま

すので、佐世保警察署もよろしくお願いします

よ。そういうことでお願いしますがね。 

 これは、私も不勉強で申し訳ないですが、新

庁舎の県警警察棟を造っておりますね。今度、

新長崎署を造る。今までも幾つかされているん

ですが、この財源措置としては、40億円ぐらい

かかるというのがありますが、国の費用とか、

こういう問題等々があるのか。 

 財源的には、例えば建築計画では新長崎署は

建設工事費約40億円、その他も入れるとプラス

があるかもしれません、設計とかなんとか含め

てですね。建築工事は40億円と、全部入ってい

るかどうかはわからんですがね。 

 とにかく、財源はこういう場合にどうなって

いるのかを教えていただけませんか。国の費用

がある、ない、そういうことを含めてよろしく。 

【久保装備施設課長】 警察署の整備財源につき

ましては、県費と国庫補助金を財源にして整備

を今進めている状況でございます。 

【吉村(庄)委員】 予定が、建設工事費は40億円

と書いてありますから、長崎署の場合は概略、

全体でどのくらいかかって、国の補助金が幾ら

ある、県費持ち出しは幾らある、あるいは県債

を使うかどうかわかりませんが、そういう部分

についてはありますか。あれば出していただき

たい。どのくらい、どういうふうになるのか、

割合でも結構です。 

【久保装備施設課長】 長崎署の整備計画につき

ましては、総事業費で55億円から60億円ぐらい

を見込んでいる状況で、補助金につきましては、

国庫補助ということで現在、国に請求をしてい

ると、現段階においてまだ具体的な数字をここ

でお示しすることができません。 

 あとは県費の持ち出しという形になるんです

けれども、ここについて県費で財源を確保する

という状況で、今答弁できる状況ではございま

せん。 

【吉村(庄)委員】 今、国と交渉していると、そ

れはいいですよ。いいけれども、例えば55億円

かかったとする。70億円でも40億円でも構わん

のですが、数字は。そのうちの何割ぐらいが国

の補助金で賄われるんだと、県費はどのくらい

だと、こういうのがあって初めて建設計画を作

っていくというふうに私は思うんですが、この
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点についてはいかがですか。わかっている範囲

で教えください。何か事情があって言えないな

ら構わんですけれども、大体、国の補助金は何

分の幾らという話はね。 

【髙橋会計課長】 都道府県警察に要する経費と

いいますか、補助の制度については、警察法と

いう法律の中で規定をされておりまして、その

中で、施設の建物に関する補助については、国

が算定をした所要額の10分の5を補助するとい

う制度になっております。 

 ただ、誤解があってはいけませんので、確認

的にお話をいたしますが、あくまでこれは国が

算定した所要額ということで、実事業費ではな

いものですから、必ずしもその半分がくるとい

うわけではないと、そういう制度になっており

ます。 

【山田(博)委員】 事前に通告をしておりますけ

ど、若干通告外になりましたらお許しいただき

たいと思いますので、よろしくお願いしたいと

思います。 

 まず最初に、長崎県の建設工事暴力団対策要

綱に基づいてお尋ねしたいと思います。長崎県

の暴力団対策要綱では、有資格業者が暴力団ま

たは暴力団関係者から不当要求を受けたにもか

かわらず警察へ届けなかった時とか、県発注の

建設工事等に関して有資格者が暴力団、または

暴力団関係者から不当な要求を受けたにもかか

わらず警察に届け出をせず、かつ発注機関へ報

告しなかった時は指名停止になると、ものすご

く厳しいんですね。 

 そこでお尋ねしますけれども、そこがまだ周

知されていないんです、実はですね。されてい

ないところもありまして、例えば、暴力団また

は暴力団関係者というのは、県から、照会を受

けた時にどこまでの情報ができるかというのを

ですね。確認というか、例えばこの人が亡くな

っている場合とかですね。過去に例えば自分た

ちがこの。 

 改めて今、実はこれを県で周知徹底をしても

らうようにしているんですよ。この人が暴力団

か、暴力団じゃないかというのは、県の方に言

っても、県の方からくるわけですね。その時に、

例えば亡くなっている人もいれば、行方不明の

人もいるわけで、そういったのはどのような形

で照会できるかというのをまずお尋ねしたいと

思います。 

【細田組織犯罪対策課長】 今の質問が、かなり

の項目が入っておりまして、私も、どれから答

えていいか、ちょっと迷ったんですけれども。 

 前回、委員とお話をしまして、そういうこと

が網羅されていないと。いわゆる暴力団排除要

綱の中には、長崎県建設工事暴力団対策要綱と

長崎県が行う各種契約からの暴力団等排除要綱

と承知しております。この中で、建設工事の方

はしっかりとなっているんですけれども、各種

契約の方は抜けがあるというか、抜けがあるの

はおかしいのですけど、現在ないというところ

を、山田(博)委員から前回指摘され、危機管理

監が主管となって、検討中であることを聞いて

おります。 

 私ども警察といたしましても、暴力団は何ぞ

やとかということで必要な助言指導は行ってお

ります。この要綱等については、県がつくった

ものを今、変えようとして、実は本日も担当者

が集まって会議をしており、前向きに作業を進

めていると聞いております。その辺の部分を周

知徹底というよりも、もっと盛り込んでいこう

とか、そういう煮詰めが今進んでおりますので、

その点はそれでご了承していただきたいと思い

ます。 
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 2点目の、亡くなった方が暴力団だったのか

どうかということで、今の排除要綱等につきま

して、例えば建設工事暴力団対策要綱にしても、

公共工事にそういうやからが来て不正行為をし

てはならんと、ましてやそれに仕事をやっては

いかん。目的は、今言ったように公共工事とか

物品購入など、公共契約の相手に反社会勢力の

者を入れてはいかんと、これはおかしいと、だ

めだと。排除しないといけない。 

 ところが、もう亡くなった方はその対象にな

りませんので、最初から照会、回答の対象にな

りません。亡くなった人は、もう該当はないと

いうことで、その問議に入りません。生存者の

みです。 

【山田(博)委員】 実は、私が県議会でこの質問

をした時、地元の人から相談があって、以前親

しくしていた人が暴力団と疑われたと。万が一、

そういったことで確認をした時にどうなるんだ

ろうかということで、聞いてもらえんだろうか

と。周りから、あの人は暴力団じゃなかったか

とかと言われて、それを県の方に届けた時に、

その人が暴力団だろうか、暴力団でないだろう

か、どういうふうになるんだろうかと心配があ

って聞いたと。 

 要するに、生存者のみが関係すると、対象に

なるということで間違いないのか、それだけ確

認をしたいと思います。 

【細田組織犯罪対策課長】 先ほどの要綱等にき

ちんと入っている部分で、そこから排除する部

分は当然生きた人間しかありませんけれども、

委員がおっしゃるのは、生きておろうが死んで

おろうが、暴力団というものを、「暴力団に該

当するんですか」と聞いてこられた場合と捉え

てお答えいたします。 

 今言われた、私の知り合いのあの人は暴力団

じゃないだろうかとか、特定の個人について、

暴力団でしょうかと私にきても、それは回答い

たしません。例えば、うわさで、あの人は暴力

団ですよねとか、隣に来たおじさんは小指がな

かったけど、どうですかと、これには回答しま

せん。 

 要綱とか法律、条例に基づいて回答しないと

いけない。しかし、個人間であっても、私の土

地に暴力団の事務所ができそうであるとか、そ

ういう公益性、公共性とか、暴力団の威力を抑

えないといけないとか、犯罪を防止する必要が

ある場合は、原則回答する場合もございます。 

 だから、一般の方の、あれは誰でしょうかと

いうのには回答いたしません。 

【山田(博)委員】 わかりました。回答はするけ

れども、回答はあくまでも条例、要綱とかに基

づいて回答すると。なおかつそれは、あくまで

も生存者のみが対象になるのであって、亡くな

ったとかなんとかは、資料とかがないものです

からお答えがないということで理解していいん

ですか。 

 資料は、県は5年とか10年とか規定がありま

すけど、亡くなった人はどうなるんでしょうか、

そういったものはですね。それをお答えいただ

けますか。 

【細田組織犯罪対策課長】 死者の情報の提供に

ついては、広報相談課長の方から回答していた

だければと思いますけど。 

【草野広報相談課長】 一般論ということでお答

えさせていただきますけど、ご質問が、死者の

個人情報を教えてほしいと言われた時に警察の

対応はというようなご質問かということでお答

えさせていただきますけど、死者の個人情報は、

長崎県個人情報保護条例により保護の対象とな

っております。その取扱いにつきましては、条
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例に基づき適正に対応させていただきたいと思

っております。 

 なお、個人から開示請求がなされた場合は、

条例に基づきまして、条例に照らしまして、開

示、不開示の判断を適切にさせていただくとい

うことになっております。 

【山田(博)委員】 だから、亡くなった人ですよ、

亡くなった人に関して照会があった時の記録と

いうのはどうなるのかとお尋ねしているんです。

個人情報というのはわかるんですよ。例えばこ

ういった条例に基づいて照会があった時に、亡

くなった人の場合のことを私はお尋ねしていま

す。 

【草野広報相談課長】 個人情報保護条例の解釈

基準というのがございまして、死者に関する個

人情報につきましても条例の保護の対象になり

ます。 

 その理由は、死者の個人情報を対象にしなけ

れば、生存する遺族のプライバシーが侵害され

るおそれがあることのほか、刑法や著作権法で

死者の名誉や著作権が保護されていることを考

慮して、条例の保護の対象になっているという

ことでございます。 

【山田(博)委員】 組織犯罪対策課長にお尋ねし

ますけど、亡くなっている人が暴力団か、暴力

団じゃないかということは、組織犯罪対策課と

しては、その人が生きていればお答えしますけ

ど、生きていない場合にはお答えしないと。 

 しかし、先ほど広報相談課長としては、個人

情報保護条例に基づいてお答えしないというこ

とです。そこの意味がよくわからないものです

からね。 

 亡くなっている人は、最初からもう書類等が

ないからお答えしようがないのか、記録はある

けれども、もともと個人情報でお答えができな

いようになっているのか、どっちなのかお尋ね

したいと思います。 

【細田組織犯罪対策課長】 死者につきましても、

これは一緒です。生きておろうが、生きてなか

ろうが、特定の個人についてはお答えいたしま

せん。 

 要綱は、現に事業とか契約とかというものが

ありますので、それは生存者ですから、その人

が生きている、死んでいるではなくて、まず、

生存者のみに規定するものです。 

 もっと平たく言えば、さっき言われたように、

死んだ人にも人権はありますよと、個人情報は

保護しますよと。例えば、死んでから、「やく

ざだった」と、もし言った時に、家族や遺族も

いっぱいいます。ほかの意味の情報、プライバ

シーがありますので、いずれにしても、一般の

方が、「あの人はやくざだろうか、死んだけど」

と言ってきても、それについては答えないとい

うことです。 

【山田(博)委員】 確認というか、ちょっとわか

らなかったので。 

 じゃあ、一般論からすると、県警本部に、例

えば、こういった条例とか裁判所に基づいても、

かつてこの人が暴力団だろうか、暴力団じゃな

かったかとかと照会があったとして、亡くなっ

た人は記録がないからお答えしようがないのか、

記録はあるけれども保護条例で答えないのか、

亡くなった時点で書類がなくなるから答えよう

がないのか、それだけお尋ねしたいと思います。 

 それから、この条例なり裁判所とかなんかか

ら問い合わせがあった場合をお尋ねしたいと思

います。 

【細田組織犯罪対策課長】 そうなってきますと、

この規定、法律、条例並びに、それに該当する

部分、個人情報保護法のですね。一般論として
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お答えさせていただきますが、民事の裁判にお

いては原告、被告がありまして、その状況を把

握して、個々具体的に勘案しないとお答えがで

きません。そういうものが来ましたら、真摯に

受け止めて適正な処理をしてまいります。 

【平刑事部長】 ちょっと補足をさせていただき

ます。 

 個人が、その者が当時、例えばある指定暴力

団の構成員であったと、実際に現在は故人であ

るといった場合に、その者が生存当時、暴力団

構成員であったかどうかの記録が警察に残って

いる場合があるのかどうかという問題ですけれ

ども、これは当然残っている場合もあります。 

 それはどういうことかといいますと、例えば、

10年前に暴力団の対立抗争等の事件がござい

まして、それが現在でも未決になっている、捜

査が解決していない。もしくは、警察で保有し

ている各種の書類等の中で、その者、例えばＡ

男という暴力団構成員が当時その事案に関わっ

ていて、その書類は今現在残さなきゃいけない

といった場合には、当然その者が生存中、その

当時、暴力団構成員であったという記録は残っ

ている場合があります。 

 しかし、先ほど組織犯罪対策課長が答弁しま

したように、広報相談課長もそうですけれども、

その者に対して、亡くなった後に照会があった

場合は、もう現在は故人ですから、照会回答の

対象になりません。 

 これは刑法上、その暴力団構成員等に対して、

亡くなった者であったとしても、刑法上の名誉

棄損罪とかあった場合には死者の尊厳、名誉、

もしくはその遺族に対するプライバシーの問題

もありますので、刑法上は死者であっても、そ

の尊厳、名誉の関係で事件は成立します。死者

に対する名誉棄損罪という事件は成立します。

そういった構成になっているんです。 

 ですから、先ほど言いましたように、警察に

記録が残っている場合もありますけれども、今

現在、そういった照会があった場合には、照会

回答の対象とならないということでございます。 

【山田(博)委員】 ご丁寧に回答いただきまして。 

 要するに、故人でもいろいろと名誉もあるの

で、照会があっても亡くなった人の場合にはお

答えはしないということで理解をしていいわけ

ですね。 

 私も、頭が刑事部長のように明瞭じゃないも

のですから、そういうことでしょうか。 

【平刑事部長】 今私が余計なことを言ったもの

で、あれなんですけれども、暴力団構成員は、

警察の資料に基づいて暴力団構成員と当然認定

をしていくんですけれども、例えば1年前にそ

の者が暴力団構成員であったとしても、今日現

在、その者が暴力団構成員であるかどうかとい

うのは、警察の資料がないと認定できません。

ですから、日々刻々と変わってきているという

ことであります。 

 警察で回答する場合には、ブラック、グレー、

ホワイトとありますけれども、ブラックの場合

にほとんど回答をしていると。それはどういう

ことかといいますと、警察を相手に、自分は暴

力団構成員ではないと訴訟で訴えた場合に、こ

れだけ資料がありますよと十分に対抗できる場

合に、それは警察として当然いろいろ要件を満

たす場合には回答をしていると。 

 ですから、名誉棄損というのは、先ほど言っ

たように死者であっても名誉棄損罪は成立する

ということで、そういう理由で死者に対しては

照会回答しないということではなくて、現在、

故人に対しては、警察が回答する場合には、そ

の者、それでもっても対象にならない。なぜか
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というと、今現在、暴力団構成員ではないから

です。ブラックではないからということです。

そういうことでございます。 

【山田(博)委員】 わかりました。ありがとうご

ざいます。 

 じゃあ、続きまして質問させていただきたい

と思うんですが、今年から子供自転車運転免許

制度の導入の検討に入っているんですが、来年

度からは、どのような方針でやられていくかと

いうのをお尋ねしたいと思います。 

【井川交通企画課長】 子供自転車免許の関係で、

現在の進捗状況を説明いたします。 

 県下では、5つの小学校をモデル校としてや

っているんですけれども、雲仙の神代小学校に

つきましては、8月25日に学科試験と実技試験

を行いました。10月27日に免許証を交付してお

ります。 

 諫早警察署管内の森山東小学校につきまして

は、7月19日に学科試験を行い、8月19日に実技

試験を実施しまして、9月1日に免許証を交付し

ております。 

 大村警察署管内の東大村小学校については、

今月の16日に講習を実施し、その後、修了証を

交付すると聞いております。 

 それから五島警察署管内の福江小学校につき

ましては、第１回目が7月22日、29日、2回目が

8月18日、25日。受講できなかった子供たちに

対しては、9月、10月、11月、最終的には11月

30日に講習が終了しております。ここは修了証

を交付するんですけれども、修了証については

現在、うちで作成しております。290名を超え

ますので、ちょっと時間がかかっております。 

 それから対馬南署は、鶏鳴小学校で5月に実

技試験をして、9月6日に学科試験をしておりま

す。 

 こういうようなことで、現在、実施をした小

学校の児童、保護者、教諭に対してアンケート

をとっております。今のところ、完全に終わっ

たのが2校ですので、2校のアンケートの途中経

過ですけれども、子供たちからは非常に評判が

いいです。保護者からもいいです。 

 ただ、小学校の教頭、校長、教諭も含めて、

やはり授業時間に影響がありますと。それから

日程調整、時間の確保が難しいですと。それか

ら、講習をして修了証を交付してもらいたいと

いう意見がございます。 

 この制度を試行する前に、学校の先生たちに

お願いをしたんですけれども、その時の意見の

中に、免許制度とした場合に試験を行いますけ

れども、この試験に落ちた生徒と試験に合格し

た生徒、この間にグループ化するなどのいろい

ろな問題が発生しないか心配であるという意見

がございました。 

 そのため、免許試験を実施して免許証を交付

するか、それとも講習をある程度の時間行って

受講者全員に修了証を交付するかについては、

今後、アンケート結果を見て、最終的には慎重

に検討する必要があると考えております。 

【山本(由)委員長】 しばらく休憩します。 

 

― 午後 ３時１７分 休憩 ― 

― 午後 ３時２５分 再開 ― 

 

【山本(由)委員長】 委員会を再開します。 

【草野広報相談課長】 先ほど、前田委員からの

ご質問にございました♯9110の件数でござい

ますけど、平成27年は合計1,783件、平成28年

10月末現在で、合計1,396件でございます。 

【山本(由)委員長】 議案外の質問はありません

か。 

【八江委員】 最近、高速道路とか一方通行とか、
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そういうところを逆走したり、いろんな事件が

発生しております。交通事故も含めてですね。

最近、認知症が非常に増えてきていることも事

実ですし、我々の周辺を見ていますと、認知症

がやたらに増えてきたなという感じもします。 

 この資料を見ますと、高齢者の交通事故の件

数は、長崎県は随分減っているようですから、

そういう面では他県と比べて少なくなってきて

いるのかなと思いながらも、非常にそういった

ものに危惧をしている関係から、警察で事件に

なっているといいますか、認知症の人たちが、

各警察署において検挙というよりも迷惑をかけ

ているというか、他人に迷惑をかけているため

に、いろんなことが事件として発覚していると

いうこともあるんじゃないかと思ったりしてで

すね。 

 我々、高齢者になってくるとだんだん、そう

いうものが目についてくるものですから、認知

症対策について、警察としてどのような対応を

していただいているのか、そして、現在どのよ

うな状況にあるのかをお尋ねしたいと思います。

いかがでしょうか。 

【式場運転免許管理課長】 認知症の方の運転免

許の関係ですけれども、認知症と疑いがもたれ

た方が、本人とかご家族から相談がございます

ので、県警の職員が相談を受けまして、認知症

の疑いがある場合には診断書の提出を求めてい

るところです。 

 また、75歳以上の方で認知症のおそれが高い

方、第１分類といいますけれども、その方が更

新後に違反をした場合は、臨時適性検査を受け

ることとなっております。臨時適性検査を受け

てもらって認知症と判断されれば取り消しにな

りますし、その前の過程におきまして自主返納

を勧めております。そういうことで認知症対策

は進めております。 

【八江委員】 運転技術等については、今のよう

に免許証の返納ということがあっています。そ

れがかなり進んできていると聞いておりますけ

ど、返納していない人たちも、まだまだという

か、かなり運転が未熟になってきているという

か、大変厳しい状況になってきていることも事

実だと思います。そういうことが一つ。 

 それからもう一つが、夜中に、あるいは普通

の日も徘徊をして回ると。自分の行き先がわか

らないで徘徊して回るから、警察の指導などを

受けている者が相当増えているんじゃないかと

思いますし、またそういった者が事件に関わっ

てくることも相当出てきているんじゃないかな

と思います。そこを確認して終わりたいと思い

ますけど、いかがでしょうか。 

【福山生活安全企画課長】 認知症による行方不

明者の受理状況でございますが、本年10月末現

在、行方不明者の総受理件数は631人であり、

そのうち認知症が原因での行方不明者は49人

となっております。 

【川崎委員】 今、認知症のお話がございました

が、関連してお尋ねいたします。 

 先ほど、課長からは第1分類の話がありまし

たが、第1から第3まであろうかと思います。昨

年度の実績でもいいんですが、どの分類に何名

の方が分類されたか、それをまずお知らせいた

だきたいと思います。 

【式場運転免許管理課長】 平成27年、昨年で

ございますが、第1分類が583人で全体の3％で

す。第2分類が5,649人、第3分類が1万1,937人

となっています。 

 本年10月末でございますが、第1分類が415

人で、これも同じく全体の3％です。第2分類が

4,227人、第3分類が9,565人となっております。 
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【川崎委員】 相当数の方がおられますね。 

 第1分類というのは、認知症のおそれがある

ということですね。ですから、事故、違反を起

こしたら診察を受けるということになっている

わけですね。 

 来年3月に法改正が行われて、第1分類の方の

措置が変わってきます。厳格化されると思いま

すが、どういうことになるのか、また、警察と

して、法改正に合わせてどういう対応、対策を

とっていかれるのか、お尋ねいたします。 

【式場運転免許管理課長】 来年の道路交通法改

正の関係ですけれども、運転免許の更新時に、

75歳以上の全ての方に認知機能検査を受けて

いただきます。その中で認知症のおそれが高い

ということで第1分類になった方については、

もう先に診断書を提出してもらうという形にな

ります。診断書を提出していただいて、認知症

であれば取り消しになりますし、認知症でなけ

ればそのまま運転という形になります。 

 さらに、75歳以上の全員の方は、第2分類と

第3分類を含めて、一定の違反をした方全てが

臨時適性検査の対象になります。違反をした時

点で臨時適性検査の対象になりますので、違反

をされた時点で、これも全て診断書提出の対象

となります。 

 来年の体制で、問題は認知症の方を診断する

医者の確保なんですけれども、現在、医師会と

連携を図りまして、医師会に所属されている精

神科関係の学会の方、認知症サポート医の方、

既に県警で臨時適性検査の依頼をしたことがあ

る方、これらを含めまして136名の方に対して

協力を要請しているところでございます。 

【川崎委員】 136名の方に要請ということでし

たが、医師の診察ですから、医師じゃないと対

応できないんじゃないんですかね。医師じゃな

いと、診察はできないでしょう。サポーターと

いう方は対象じゃないと私は思うんですが。 

 今年の10月末までで第1分類415名、このまま

の数字ということではないかもわかりませんが、

そういった方々に診察をしていただいて、診断

書を持ってきていただくと、そこまで免許を更

新しないということになるんですかね。 

 問題は、整理して言いますと、お医者さんが

本当に足りるのかどうかということと、診断書

を持ってきて、「大丈夫、あなたは認知症では

ないですよ」と確認してはじめて免許の更新と、

それまでのタイムラグがあるものなのかどうな

のか。運転できなければ、その方も生活に困る

と思うんですが、そういったところについて実

務がどうなるのか、説明をお願いしたいと思い

ます。 

【式場運転免許管理課長】 先ほど言ったのは認

知症サポート医でございます。医者です。サポ

ート医の方は、各医師に対して認知症に関する

助言、アドバイスをできる資格を持った方であ

ります。 

 去年は診断書提出に至った数が41人だった

んですけど、来年は約700人に増えます。約16

倍です。特に、先ほど言いましたとおり、医者

の体制確保が最も課題でございますけれども、

運転免許管理課の体制は、臨時適性検査を担当

する人間を増員しまして対応することとしてお

ります。 

 タイムラグの関係ですけれども、認知症の診

断については、更新をする前に認知機能検査を

受けます。ですから、更新時にはもう既にわか

っています。それまでの間に運転できるか否か

を判断しておりますので、タイムラグは生じな

いと思います。 

 今、高齢者が増えておりますので、指定自動
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車学校で講習、予備検査を受ける日程が2カ月

待ちぐらいになっているんです。今度の臨時認

知機能検査と臨時高齢者講習については、県警

の運転免許管理課でも体制を強化しまして、足

りない分について対応していきますので、なる

だけタイムラグが生じないようにしたいと思っ

ております。 

【山本(由)委員長】 ほかに、議案外の質疑はあ

りませんか。 

【髙比良委員】 交通関係ですが、最近、全国的

に異常と思えるような、交通事故といったらい

いのか、建物の中に車が突っ込んで、中におら

れる方を巻き込んで殺してしまうと。あるいは、

通学路に突っ込んでいって子どもたちが悲惨な

事故に遭うと、そういうケースが多発をしてい

るでしょう。ご案内のとおりですよ。 

 以前もこういうことをきっかけとして、通学

路の安全対策の総点検をやったと思っているん

です。信号だ、横断歩道だ、ガードレールだと

いうようなことをしたと思うんです。そこは道

路管理者がそれぞれ施工していくことになりま

すが、その総点検をした後の施工の進捗状況が

どうかということは、警察本部として把握して

いますでしょうか。あるいは、そこの進捗を促

すような取組をしておられるのか、確認をした

いと思います。 

【大塚交通規制課長】 今ご指摘いただきました

件は、平成24年4月に京都府亀岡市で発生しま

した集団登校中の児童が多数死傷する交通事故

を受けまして、文部科学省、国土交通省、警察

庁から、通学路の緊急合同点検に関する通知が

ありまして、それに基づきまして学校、教育委

員会が主体となりまして、警察と道路管理者が

連携した通学路の緊急合同点検を県下1,043カ

所で実施をしまして、その結果、警察において

はハード面の対策を124カ所で、ソフト面の対

策を261カ所でそれぞれ実施することとなりま

した。 

 その後、警察におきましては、合同点検の結

果を踏まえまして、学校関係者、教育委員会及

び道路管理者と連携しまして、信号機や横断歩

道の整備等のハード面の対策を123カ所で実施

をいたしまして、併せて登下校時間帯における

保護誘導活動、交通指導取締り、安全教育等の

ソフト面の対策にも積極的に取り組んでいると

ころでございます。 

 合同点検以降も、通学路交通安全プログラム

というのを各市町で策定をしていただきまして、

学校教育委員会、道路管理者と連携しまして定

期的な合同点検と必要な対策を実施していると

ころでございます。 

 警察におきましては、対策が未完了の残り1

カ所を含め、通学路の緊急合同点検、交通安全

総点検、交通事故の現場診断等の結果、通学路

において交通上の危険が認められ、ハード面の

対策を実施することになった箇所については、

早期に対策を完了できるよう関係機関、団体等

に働きかけるとともに、先ほど申し上げました

保護誘導活動や交通指導取締りによる規範意識

の高揚等のソフト面の対策を積極的に行いまし

て、通学路の安全確保に向けた取組の更なる推

進に努めているところであります。 

【髙比良委員】 非常に結構だと思うんですが、

本当に異常ですよね、今の全国的な話題になる

ような交通事故というのは。信頼の原則が成り

立たないような、そういうものですよね、いわ

ばね。想定外ということだけで片付けるわけに

はいかんと思うんですよ。だから、今いろいろ

対策も講じていると思うんですが、さらにね。 

 例えば、交通量の多い繁華街で、道路に隣接
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をしているというか、直面をしているような施

設の周りには一定ガードレールをしっかりつく

るとかですね。そういったところまで広げて、

今やらなきゃいかんという対策を、もう少し広

く捉えていただいて、そこは道路管理者とさら

に協議をする。 

 もっと言えば、そこの進捗がなかなか進まな

いのであれば、県警本部長で知事に対して、あ

るいは市町の市長、町長に対して要請書を出す

とか、それぐらいの強い姿勢でぜひ臨んでもら

いたいというふうに思います。いかがですか。 

【大塚交通規制課長】 道路管理者におきまして

も、積極的に本件につきまして取組を進めてい

ただいているところでございまして、なかなか

事業が進まない事情として、予算面も絶対ない

とは言い切れないとは思いますけれども、なか

なか用地を確保するのがですね。例えば、歩道

を整備するにしても道路を拡幅する必要があっ

て、なかなか道路を広げることが難しいという

ような状況もあるというふうに伺っておりまし

て、そこは道路管理者もやる必要性については

十分に認識しておりまして取組を進めていただ

いておりますので、そこは引き続き、警察とし

て必要な申し入れを行いつつ、我々も道路管理

者と連携を図りながら、通学路の安全確保に努

めてまいりたいと考えております。 

【髙比良委員】 通学路だけに限らず、交通量が

多くて危険性が高いと思料できるようなエリア

も含めたところで推進を図ってもらいたいと思

います。 

 確かに歩道が狭隘で、なかなか物理的なもの

の設置は難しいという箇所はたくさんあります。

そこは歩道の拡幅とか道路改良をやっていかな

ければならないので、一定計画的にやるとして

も、とにかく今、現状で例えば歩道が2メート

ルあるところでガードレールのないところも

多々あろうと思うんです。だから、できるとこ

ろから、さらにさらに取組を加速させると、そ

ういうふうな対応をぜひ県警としても、道路管

理者の尻を叩いて促進するようにお願いをした

いというふうに思います。よろしくお願いしま

す。 

【山本(由)委員長】 ほかにございませんか。 

【浅田委員】 先ほど、ストーカーの質問などが

あっていたんですが、先日の新聞で、サポート

ながさきが開設されて8カ月たった中で、昨年

度までの性犯罪の相談件数は延べ14件、今年度

は4月から10月までで延べ187件という数字が

出ています。 

 その内訳が、強制わいせつが50件、虐待が31

件、強姦が25件というふうに記事には出ていた

んですけど、これと先ほどのストーカーとの件

数のかぶりはないのか、全く別ものというふう

に捉えていいんでしょうか。そもそも論から教

えてください。 

【福山生活安全企画課長】 別々のものと捉えて

いただければと思っております。 

【浅田委員】 全く別ということで、ここにかな

りな、私たちから考えると凶悪的な犯罪がある

というふうに捉えられると思うんですが、この

187件は、強姦とかとなっているんですけど、

相談件数、検挙率はどういう感じなんでしょう

か。（「休憩を」と呼ぶ者あり） 

【山本(由)委員長】 暫時休憩します。 

 

― 午後 ３時４７分 休憩 ― 

― 午後 ３時４８分 再開 ― 

 

【山本(由)委員長】 委員会を再開します。 

【平刑事部長】 性犯罪の検挙状況ですけれども、

相談があった件数と実際に警察が認知して検挙
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した件数は大きく違います。 

 それはなぜかといいますと、性犯罪の場合は

特殊な犯罪でありまして、これは刑法上は親告

罪ということで、告訴がないと公訴提起ができ

ないということがございまして、逆に公訴提起

をされますと、先ほどの名誉棄損も同じなんで

すけれども、被害者が非常に精神的にダメージ

を受けるということです。 

 警察は、性犯罪の被害者の方からきちっとそ

ういった告訴がなされて、それを検挙している

ということですけれども、これは毎年ほとんど

100％という形で検挙をしている状況でありま

す。 

 ただ、いわゆる路上、街頭犯罪の強制わいせ

つ事件は、はっきり申し上げまして、そこまで

高い検挙率ではございません。ほとんど50％ぐ

らいで推移をしておりまして、強制わいせつ事

件については、まだ捜査を強化しなければいけ

ないと考えておりますけれども、先ほどの相談

のあった件数とは、少しかけ離れていると考え

ております。 

【浅田委員】 確かに被害者の方の負担が大きい

事案であると思います。だからこそ、まずは安

心して話せる場ということで、全国的にこうい

うサポートセンターを開設しているかと思いま

す。 

 中にはストーカーというか、自分の家族だっ

たりとか、会社の人だったりということで訴え

づらい等々が多くあろうということは想像でき

るところですけれども、それでは187件の中で

強制わいせつが50件、虐待が30件、強姦が20

件と。別ものとして考えた場合に、長崎では今

年、強姦でどれぐらいの人が検挙されたか、数

字を教えていただけますか。 

【平刑事部長】 今年11月末現在で、強姦の認

知が4件です。検挙は8件ということです。これ

は、前年からずっと未決になっている分を今年

に検挙したということで、ちょっとパーセント

が上がっているということであります。 

 それから、強制わいせつにつきましては、今

年11月末現在で34件、検挙件数は18件、検挙率

が52.9％です。前年が70％ぐらいでありました。 

 先ほど申しましたように、強姦罪については

きちっと検挙していますけど、街頭犯罪が多い

強制わいせつについては、なかなか検挙が伸び

ていないという現状であります。 

【浅田委員】 街頭犯罪が多い地域とか、そうい

うものの特定的な分析とかはしっかりなさって

いると思うんですけれども、どういう状況でし

ょうか。 

 それを告知というと変ですけれども、検挙は

されていないけど、そういう犯罪が実際に起こ

っているわけですよね。女性側としては非常に

気をつけなければいけない事案であるという意

味において、これ以上の被害者が増えないよう

に、県警としては、そこをどういうふうに今な

さっているんでしょうか。 

【平刑事部長】 犯罪抑止については生活安全部

で対策をやっているんですけれども、強制わい

せつにつきましては、県下でどの地域が多いと

いうことではなくて、郡部でも繁華街等でも、

警察署管内でいえば大規模署管内でもあるし、

小規模管内でも発生はしています。 

 一番特徴的なのは連続発生をすると。連続発

生をするというのは、1人の被疑者が何件も犯

しているという場合がありますので、突発的に

その地区で連続発生する場合が結構多い。 

 それから、例えば長崎市内でいえば、大学生

とか若い女性がいるところで連続発生する場合

もあるんですけれども、そういった場合につい
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ては、各署垣根を越えて情報を共有して、あと

は地域、それから自動車警ら隊とか、機動捜査

隊とか、24時間で活動している警察と所轄の捜

査員、併せて生活安全部の抑止対策も含めて、

そういったところは情報を共有して、これ以上

犯罪が発生しないように、もしくは、連続発生

ですから、そういった被疑者の早期検挙に向け

て努力しているということでご理解をお願いし

たいと思っています。 

【福山生活安全企画課長】 性犯罪に関する情報

発信の状況ですが、県警では「安心メール・キ

ャッチくん」を活用しており、電子メールにて、

声かけ事案や痴漢等に対する発生状況について

はその都度、認知した段階で情報を発信してお

ります。 

 ちなみに、本年10月までの総発信回数は336

件で、うち、痴漢や声かけ、いわゆる子供や女

性が被害に遭うような事案の発生情報について

は、197件の情報をメールにて発信をしており

ます。 

【浅田委員】 なんで聞いたかというと、最近、

千葉とかで、とても卑劣な事件がありまして、

こうやってサポートながさきができて、これだ

けのものすごい件数が、伸びてはいけない数字

がこれだけ増えているんだなと感じましたし、

相談できる場所があるというのは非常にいいこ

とだと思うんですけど、何よりも相談する人が

減ってもらわなければならない問題で、相談す

る人が増え続けていては、それだけ犯罪が増え

ているということのあらわれでもありますし、

学生を含めて、子どもたちを含めて多くのとこ

ろで、例えば繁華街とか、ああいう場合におい

てもお店でそういうことが行われるというよう

な事件が起きておりますので、いろんな形で周

知徹底等、そういう被害者がこれ以上、特に長

崎で増えないよう、ぜひ見回りを含めてしっか

りとやっていただければと。特に若い女性が狙

われることが多々、お酒の席でというのもある

かと思いますので、そこをよろしくお願いした

いと思います。 

【山本(由)委員長】 ほかに、議案外について質

疑はありませんか。 

【山田(博)委員】 先ほど、子供の自転車運転免

許制度について、途中だったので。 

 今、アンケートをしているんですが、来年度

の方向性は、現時点でどのように取り組んでい

かれるお考えがあるか、聞かせていただきたい

と思います。 

【井川交通企画課長】 今、アンケートを集計し

ている段階ですけれども、自転車で通学できる

中学校に進学する子供たちを対象にしたいと考

えております。 

 それを調査しましたところ、70校の中学校が

許可をしているということです。ただ、70校を

調べましたところ、長崎市内、佐世保市内は自

転車通学は許可していないと。ですから、中学

校70校にぶら下がる小学校が157校あるんです

けれども、これを全校やるというのはちょっと、

警察の体制上無理ではないかと考えております。 

 したがいまして、できるならば警察署1署に

対して1校から始めて、あとは学校にお願いを

して学校でしてもらうという形に将来はもって

いきたいと考えております。 

【山田(博)委員】 ぜひですね。今日はマスコミ

の方も唯一、長崎新聞社が来て、ちゃんと聞い

ていただいていると思うんです。今のところは

大切なところなんですよね。大切なところなん

です。 

 自転車通学をしている中学校が70校あって、

それにぶら下がっている小学校は157校あると。
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その157校全てに自転車運転の免許をすると大

変な労力になるので、どういった形がいいかと

いうのをぜひ検討していただきたいと思うんで

す。ＯＢの方もいらっしゃいますし、地域によ

っては五島には交通安全協会もありますから、

ぜひそういったことを活用してですね。 

 現職の方がやるとなかなか、負担が大きいと

思うんですけど、優秀なＯＢの方もいらっしゃ

るからですね。ね、交通部長、ぜひそういった

ＯＢの方を活用してですね。 

 どうなんですかね、会計課長、ＯＢの方を委

嘱して再雇用することは、できないことはない

わけでしょう。いかがですか。再任用というの

は、県警はあるんですよね。ぜひそういったの

を活用していただきたいと思うんですよ。 

 知事部局では積極的に活用しているわけです

から、再任用を活用していただいてですね。技

術の伝承にもなるわけですから、退職したら「は

い、バイバイ」じゃなくて、再任用をしっかり

と検討していただきたいと思うんですが、会計

課長、いかがですか。そういったものは会計課

長だと思うんですが、違うんですね。適切な人

にお答えいただきたいと思います。 

【田尻警務課長】 再任用については、警察にお

いても実施をしております。委員ご指摘のとお

り、人よりも優れた技術とか知識とか技能を持

った方には、退職後も再任用という形で警察に

お勤めいただいております。 

【山田(博)委員】 ぜひ、警務課長、やっていた

だきたいと思うんです。再任用を積極的に活用

していただきたいと思います。 

 長崎県の公共施設等総合管理基本方針とあり

ますけれども、この中にも、警察が所有する職

員公舎が187棟あって、そのうち1,246戸のうち

の70％が築30年以上たっているということで

ありますけど、この建て替えは今、どのように

取り組んでいこうとするのか。また来年度以降

にどのような考えをもっていこうとされている

か、それをお尋ねしたいと思います。 

【久保装備施設課長】 施設の整備につきまして

は、施設の耐用年数というのがありまして、こ

れを基準に現在、10カ年のスパンで整備計画を

策定して、随時、耐用年数、老朽化等のぐあい

を見極めた上で整備を進めているところでござ

います。 

 今後につきましては、現在、県で公共施設等

総合管理基本方針というのを進めているところ

でございまして、県警としましても、平成30年

までに新たな公舎の維持管理の計画を個々に定

めて整備を進めていくということで整理をして

いこうと考えております。 

【山田(博)委員】 警察が所有する警察署とか交

番、駐在所が約250棟あって、このうちの40棟

が築30年以上経過していると。 

 お隣の吉村(庄)委員が先ほど、佐世保警察署

のことをおっしゃっていましたけど、吉村(庄)

委員はこれを見ているか、見ていないかは別と

して、多分見ていなくて言っているんじゃない

かと思うんですけれどもね。 

 吉村(庄)委員と気持ちは一緒なんですよ。い

ろんな事業とかを活用して、ぜひ取り組んでい

ただきたいと思っております。他県の状況はど

のように取り組んでいるか、調査、研究をして

しっかりとやっていただきたいと思います。 

 会計課長、頑張っておりますか。会計課長、

しっかりやってくださいね。 

 じゃないんですね。こういったものは会計課

長と思ったけど、これは装備施設課長なんです

ね。大変失礼しました。お答えいただきたいと

思います。 
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【久保装備施設課長】 施設の整備につきまして

は、今、委員がご指摘いただいたように、他県

の状況等も視察させていただいて、ＰＦＩ、民

間活力導入、またはリース方式と、このような

あらゆる適正な管理について研究しながら、今

後、整備を進めていきたいと考えております。 

【山田(博)委員】 隣の吉村(庄)委員が、私にま

たメモを渡して、佐世保警察署は昭和46年8月

31日に建築されて築45年ですと、よろしくお願

いしますと言ってくれと言っていますから、一

応言っておきたいと思いますので、よろしくお

願いします。 

 続きまして、長崎県の重点戦略とありますね。

この重点戦略に県警の分は入っていないんです

ね。県警は入っていないんですけど、もともと

重点戦略はないのか、もともと捜査上の問題で

入れないのか、それはどっちなんですか。これ

は私はよくわからないんですけどね。それはな

んでですかね。こういったものがあるんですよ。

ご存じですか。ご存じでなければ、この質問を

終わりたいと思いますけど。私はもう最後の委

員会で、言いたいことはしっかりと言っておき

たいと思ってですね。わからなかったらお答え

は結構です。会計課長、お答えになるんだった

ら答えてもらって結構なんですよ。（発言する

者あり） 

【壱岐警務部長】 承知をしておりませんので、

確認をさせていただきたいと思います。 

【山田(博)委員】 警務部長にお答えいただいて、

びっくりいたしました。 

 長崎県には重点戦略というのがありまして、

各部がどういったことに取り組んでいくかとい

うことを出しているわけです。今の時期に出し

て、来年の2月の予算に反映するということで

ありますので、ぜひですね。 

 財政課がそちらに教えていなかったというの

であれば、言語道断でございますので、ぜひこ

れは載せて、警察本部の予算確保をしっかりと

頑張っていただきたいと思っております。 

 続きまして、サイバー対策についてお尋ねし

たいと思うんです。 

 今、インターネットとかいろいろやっており

ますけど、インターネットに関して、私は公人

ですから、批判を受けるのは甘んじて受けると

ころは受けるし、名誉を傷つけられたところは

しっかりと名誉棄損なりで裁判に訴えるわけで

すけれども、それ以外の方も大変被害を受けて

いるわけですね。 

 こういったサイバーとかインターネットの対

策について、どのように取り組まれているかと

いうのをお尋ねしたいと思います。 

【古田生活環境課長】 サイバー犯罪に対する取

締りの状況につきましては、生活環境課の中に

サイバー犯罪対策室というものを設置しまして、

その中にサイバー犯罪を特別に捜査する特捜班

を設置して捜査をしております。 

 具体的には、いろんな被害者の方からの被害

申告であったり、相談であったり、あるいはサ

イバーパトロールというものを繰り返しながら

端緒を入手しまして、捜査を行っているという

ふうな状況でございます。 

【山田(博)委員】 そういったサイバーに対する

相談件数が何件あって、それで逮捕とか検挙と

か、そういった数字が出ますか。出なければ後

日で結構ですけどね。いいんですよ、今お答え

しなくてもですね。今答えにくかったら、別の

機会でもいいんですけど。 

【古田生活環境課長】 サイバー犯罪対策室に、

ネットを通じましてメールかれこれで相談を寄

せるサイバー相談というのを設置しております。
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その相談の受理状況につきましては、平成27年

10月末で2,242件、平成28年10月末で2,206件と

なっております。 

 一番多いのは、詐欺、悪質商法関係というこ

とで、ワンクリックでお金を払えと言ってきた

けれどもどうしたらいいのかとか、あるいは、

ネットショッピングで注文したけれども品物が

送ってこないとか、そういう場合にどういう対

応をしたらいいんでしょうかというふうな相談

が寄せられている状況でございます。 

【山田(博)委員】 ネットでも相談を受けるよう

になっているわけですね。 

 先ほど、前田委員からあった♯9110でしたか、

ああいったものも周知をしていただきたいと思

っているんです。周知はしているんでしょうけ

ど、ただ単に私が知らないか、勉強不足かでし

ょうけど、ぜひですね。 

 しかし、二千数件もあるということは、ある

程度認知もあると思いますので、さらに周知を

徹底して、サイバー対策にしっかりと取り組ん

でいただきたいと思っております。 

 続きまして、県警の職員の皆さんの退職金で

す。長崎県の場合は平成33年にピークを迎えて、

165億円ぐらいの退職金を用意しないといけな

いということで、県は財政的にその時は厳しい

と言われていますけど、県警ではそういったも

のはどのような状況になっているか、お答えい

ただきたいと思います。 

【髙橋会計課長】 警察職員にかかる退職手当の

状況でありますけど、私どもの場合、平成19年

度に1回、大きなピークが起きておりました。

その後、推移をいたしまして平成29年に再び、

一つのピークを迎えます。その後、平成34年度

ごろまでは概ね20億円前後の退職手当が必要

になってくるといった状況でございます。 

【山田(博)委員】 平成29年とは来年ですね。長

崎県の場合は退職手当債というのが、算定が変

わりまして、長崎県は平成33年に165億円、退

職手当が発生すると。そのうち62億円を今まで

だったら手当債ができたんですけど、見直しを

されて16億円しかできないということで、平成

33年が長崎県としては大きなピークを迎える

ということでありましたけど、長崎県警は来年

なんですね。 

 私は県議会議員ですから、4年に1回の選挙で

生きるか死ぬかなんですけど、それは自己資金

ですけど、皆さん方はずっと頑張ってきて、退

職金をしっかりもらわないといけないわけだ。 

 県議会議員はないんですからね、今は。年金

もありませんからね。それはいいんですけど。 

 大丈夫ですか、平成29年度の予算は、会計課

長、あなたがいるかどうかは別としてですよ。

どうなんですか、大丈夫ですか。しっかりよろ

しくお願いします。 

【髙橋会計課長】 人件費につきましては、必要

な予算を獲得できるように、財政当局と調整を

してまいりたいと考えております。 

【山田(博)委員】 それはそうでしょうけど、何

かどうも。県当局に、とにかく現物というか、

退職手当債が発行できないから、県税から持ち

出さないといけないということになっておりま

すので。 

 わかりました、それはこれ以上言ったってで

すね。財政当局に後で話を聞いていきたいと思

いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 それで、私がお聞きしたいのは大体終わりま

して、最後に、県警本部の警務部長をはじめ皆

さん方に、私は、委員として2年間、大変お世

話になりました。来期は、この総務委員会に来

たくても、議会のルール上、在籍することはで
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きません。私は、腹いっぱいというか、思いの

たけを地域の皆さん方からお聞きしたんですけ

ど、ぜひこれからも頑張っていただきたいと思

っております。 

 最後に、私の地元の人から言われたんですけ

ど、警察署の説明資料にもありましたけれども、

麻薬犯罪ですか、大麻とか違法ドラッグがあり

ますね。地元に帰った時に言われたんですけれ

ども、以前は、大麻を栽培をしている人はたく

さんいらっしゃったと。今は違法だということ

になって、時間が過ぎて、そういったのは、大

麻がどういったものかというのは知らない人が

多いと。しかし、以前は大麻を平気で栽培した

人がおったと。極端に言うと、自分の土手とか

なんかにも大麻草があるんだよと言われたんで

す。 

 だから、ぜひ警務部長、私も知りません、大

麻草がどういったものかわかりません。要する

に野焼きをしておって、枯れたのを焼いて、そ

れが大麻かもしれないんです。これは青少年育

成の上でも、ぜひそういったものをきちんと、

大麻草はどういったものかというのをですね。

こういったものが大麻草なんだと周知をしっか

りとして、そういった犯罪から子どもたちを守

って頑張っていただきたいと思っております。

ぜひ、安全・安心なまちづくりのために、皆さ

ん方の警察本部の警察力を活かして、よりよい

長崎県をつくっていただきたいと思いますので、

よろしくお願いします。 

 また、機会があれば、次の機会にまた総務委

員会に所属して、皆さん方としっかりと議論を

していきたいと思います。2年間ありがとうご

ざいました。 

【山本(由)委員長】 ほかに、よろしいでしょう

か。（発言する者あり） 

【式場運転免許管理課長】 山田(博)委員からお

尋ねがありました、運転免許の技能試験官の数

ですけれども、県下全体で33人おります。これ

は、運転免許試験場で資格をとった後、異動を

しておりまして、現在は警務部門とか生活安全

部門に配置されております。 

 新規に資格を取るために訓練、教養が680時

間必要であります。過去に技能官をしていた人

間が再配置された時は、63時間が必要となりま

す。 

 現在、警察官は職員ですので、異動等がつき

ものであって退職もありますので、試験官の数

を保つように、新しく入った人間も積極的に技

能試験官の資格を取るように努めているところ

であります。 

 今後、繁忙期の他係の業務とのバランスを考

えながら、離島の方の免許取得のニーズに応え

ていきたいと思っております。 

【山田(博)委員】 何かタイミングがですね、い

いタイミングで終わろうとしたら、生活安全部

長、交通部長、いい、すばらしい部下ですね。

私もこれですっと終わろうと思ったんですけど、

前向きな答弁をいただきまして、本当にありが

とうございました。 

【山本(由)委員長】 よろしいでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)委員長】 それでは、ほかに質問がな

いようですので、警察関係の議案外の質問を終

わり、警察本部関係の審査結果について整理し

たいと思います。 

 しばらく休憩します。 

 

― 午後 ４時１４分 休憩 ― 

― 午後 ４時１５分 再開 ― 

 

【山本(由)委員長】 委員会を再開いたします。 
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 これをもちまして、警察本部関係の審査を終

了します。 

 引き続き、出納局及び各種委員会事務局関係

の審査を行います。 

 しばらく休憩し、4時30分より再開いたしま

す。 

 

― 午後 ４時１６分 休憩 ― 

― 午後 ４時３０分 再開 ― 

 

【山本(由)委員長】 委員会及び分科会を再開い

たします。 

 これより、出納局及び各種委員会事務局関係

の審査を行います。 

【山本(由)分科会長】 まず、分科会による審査

を行います。 

 予算議案を議題とします。 

 会計管理者より、予算議案説明をお願いしま

す。 

【新井会計管理者】 出納局関係の議案について、

ご説明をいたします。 

 「予算決算委員会総務分科会関係議案説明資

料」の「出納局・各種委員会事務局」の1ペー

ジをお開きください。 

 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第131号議案「平成28年度長崎県一般会計補正

予算（第4号）」のうち関係部分、第137号議案

「平成28年度長崎県一般会計補正予算（第6

号）」のうち関係部分であります。 

 まず、第131号議案「平成28年度長崎県一般

会計補正予算（第4号）」のうち関係部分につ

いて、ご説明いたします。 

 歳出予算で、目、一般管理費652万6,000円の

減を計上いたしておりますが、これは、職員給

与費について、既定予算の過不足の調整に要す

る経費であります。 

 次に、第137号議案「平成28年度長崎県一般

会計補正予算（第6号）」のうち関係部分につ

いて、ご説明をいたします。 

 歳出予算で、目、一般管理費128万5,000円の

増を計上いたしておりますが、これは、職員の

給与改定に要する経費であります。 

 以上をもちまして、出納局関係の説明を終わ

ります。 

 よろしくご審議を賜りますよう、お願い申し

上げます。 

【山本(由)委員長】 次に、監査事務局長より予

算議案説明をお願いいたします。 

【辻監査事務局長】 監査事務局関係の議案につ

いてご説明いたします。 

 同じく資料の2ページをお開きください。 

 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第131号議案「平成28年度長崎県一般会計補正

予算（第4号）」のうち関係部分と、第137号議

案「平成28年度長崎県一般会計補正予算（第6

号）」のうち関係部分であります。 

 まず、第131号議案「平成28年度長崎県一般

会計補正予算（第4号）」のうち関係部分につ

いては、歳出予算で、目、事務局費1,330万7,000

円の増を計上いたしておりますが、これは、職

員給与費について、既定予算の過不足の調整に

要する経費であります。 

 次に、第137号議案「平成28年度長崎県一般

会計補正予算（第6号）」のうち関係部分につ

いては、歳出予算で、目、事務局費85万9,000

円の増を計上いたしておりますが、これは職員

の給与改定に要する経費であります。 

 以上をもちまして、監査事務局関係の説明を

終わります。 

 よろしくご審議を賜りますよう、お願い申し

上げます。 
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【山本(由)分科会長】 次に、人事委員会事務局

より予算議案説明をお願いいたします。 

【大串人事委員会事務局長】 人事委員会事務局

関係の議案についてご説明いたします。 

 同資料の3ページをお開きください。 

 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

まず、第131号議案「平成28年度長崎県一般会

計補正予算（第4号）」のうち関係部分であり

ます。 

 歳出予算で、目、事務局費264万6,000円の減

を計上いたしておりますが、これは、職員給与

費について、既定予算の過不足の調整に要する

経費であります。 

 次に、第137号議案「平成28年度長崎県一般

会計補正予算（第6号）」のうち関係部分につ

いて、ご説明いたします。 

 歳出予算で、目、事務局費67万2,000円の増

を計上いたしておりますが、これは、職員の給

与改定に要する経費であります。 

 以上をもちまして、人事委員会事務局関係の

説明を終わります。 

 よろしく、ご審議を賜りますようお願い申し

上げます。 

【山本(由)分科会長】 次に、労働委員会事務局

長より、予算議案説明をお願いいたします。 

【大串労働委員会事務局長】 労働委員会事務局

関係の議案についてご説明いたします。 

 同資料の4ページをお開きください。 

 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

まず、第131号議案「平成28年度長崎県一般会

計補正予算（第4号）」のうち関係部分であり

ます。 

 歳出予算で、目、事務局費24万2,000円の減

を計上いたしておりますが、これは、職員給与

費について、既定予算の過不足の調整に要する

経費であります。 

 次に、第137号議案「平成28年度長崎県一般

会計補正予算（第6号）」のうち関係部分につ

いて、ご説明いたします。 

 歳出予算で、目、事務局費32万9,000円の増

を計上いたしておりますが、これは、職員の給

与改定に要する経費であります。 

 以上をもちまして、労働委員会事務局関係の

説明を終わります。 

 よろしくご審議を賜りますよう、お願い申し

上げます。 

【山本(由)分科会長】 次に、議会事務局長より

予算議案説明をお願いいたします。 

【山田議会事務局長】 議会事務局関係の議案に

ついて、ご説明いたします。 

 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第131号議案「平成28年度長崎県一般会計補正

予算（第4号）」のうち関係部分、第137号議案

「平成28年度長崎県一般会計補正予算（第6

号）」のうち関係部分であります。 

 まず、第131号議案「平成28年度長崎県一般

会計補正予算（第4号）」のうち関係部分につ

いて、ご説明いたします。 

 歳出予算で、目、事務局費701万2,000円の増

を計上いたしておりますが、これは、職員給与

費について、既定予算の過不足の調整に要する

経費であります。 

 次に、第137号議案「平成28年度長崎県一般

会計補正予算（第6号）」のうち関係部分につ

いて、ご説明いたします。 

 歳出予算で、目、議会費510万6,000円の増を

計上いたしておりますが、これは、議員の期末

手当改定に要する経費であります。 

 目、事務局費157万8,000円の増を計上いたし

ておりますが、これは、職員の給与改定に要す
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る経費であります。 

 以上をもちまして、議会事務局関係の説明を

終わります。 

 よろしくご審議を賜りますよう、お願い申し

上げます。 

【山本(由)分科会長】 以上で説明が終わりまし

たので、これより予算議案に対する質疑を行い

ます。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)分科会長】 質疑がないようですので、

これをもって質疑を終了いたします。 

 これより、本来であれば予算議案に関する討

論、採決に入るところですが、現在、前田委員

が、請願審査の紹介議員として農水経済委員会

に出席をしておりますので、討論及び採決を一

時保留し、先に委員会を進めさせていただき、

議案外所管事務一般に対する質問終了後に討論、

採決を行いたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

【山本(由)委員長】 それでは、次に、委員会に

よる審査を行います。 

 出納局及び各種委員会事務局においては、委

員会付託議案がないことから、所管事項につい

て説明を受けた後、所管事項についての質問を

行うことといたします。 

 まず、人事委員会事務局長より、所管事項説

明をお願いいたします。 

【大串人事委員会事務局長】 人事委員会事務局

関係の所管事項について、ご報告いたします。 

 「総務委員会関係議案説明資料」の「出納局・

各種委員会事務局」、1ページをお開きくださ

い。 

 まず、平成28年度長崎県職員採用試験につい

てでありますが、短大卒業程度及び高校卒業程

度の各試験を実施し、最終合格者を発表いたし

ました。 

 警察官Ⅲ類（男性・女性）及び身体障害者を

対象とした採用選考（一般事務・教育事務）の

各試験の実施状況及び合格者発表予定につきま

しては、それぞれ記載のとおりであります。 

 次に、職員の給与等に関する報告及び勧告に

ついてでありますが、本委員会は、去る10月7

日、地方公務員法の規定に基づき、県議会議長

及び知事に対して、職員の給与等に関する報告

及び勧告を行いました。 

 以上をもちまして、人事委員会事務局関係の

報告を終わります。 

【山本(由)委員長】 次に、労働委員会事務局長

より、所管事項説明をお願いいたします。 

【大串労働委員会事務局長】 労働委員会事務局

関係の所管事項について、ご報告いたします。 

 同資料の3ページと、同資料（追加1）、「出

納局・各種委員会事務局」の1ページをお開き

ください。 

 調整事件について、前回報告以降、新たに申

請があった事件は2件であり、この間、1件は打

切りにより終結しており、現在調整中の事件は

1件であります。 

 審査事件について、新たに申し立てられた事

件はなく、この間、1件は関与和解により終結

しており、現在審査中の事件は3件であります。 

 個別的労使紛争について、新たに申し出があ

った事件は1件であり、この間、解決により終

結しており、現在調整中の事件はありません。 

 以上をもちまして、労働委員会事務局関係の

報告を終わります。 

【山本(由)委員長】 ありがとうございました。 

 次に、提出のありました政策等決定過程の透

明性等の確保などに関する資料について、説明
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を求めます。 

【馬場会計課長】 「政策等決定過程の透明性等

の確保及び県議会・議員との協議等の拡充に関

する決議」に基づき、本委員会に提出いたしま

した出納局・各種委員会事務局の資料について、

ご説明申し上げます。 

 資料の1ページをご覧ください。 

 1,000万円以上の契約について、本年9月から

10月の実績は、記載のとおり4件となっており

ます。 

 以上でございます。 

【山本(由)委員長】 それでは、所管事務一般に

対する質問を行うことといたします。 

 まず、政策等決定過程の透明性等の確保など

に関する資料について、質問はありませんか。 

【山田(博)委員】 先ほど会計課長から、1,000

万円以上の契約状況の説明がありましたけれど

も、実際、会計課というのは、どこまでこうい

った入札をする際の関与をしているかというの

をお尋ねしたいと思うんです。入札する際、た

だ単に事務だけ受け付けているのか、どこまで

受け付けというか関与しているかというのを説

明していただけますか。 

【馬場会計課長】 会計課としましては、それぞ

れの契約につきましては各所管課でやっている

ものですから、それぞれの実際の事務手続につ

いて会計課で携わるということはございません。 

【吉野物品管理室長】 こちらにあります4件に

つきましては物品管理室で入札を行っておりま

すけれども、実際の事務につきましては、仕様

書の作成、購入請求までは購入請求課で行いま

して、その後の入札と契約、支払い事務を物品

管理室で担当しております。 

【山田(博)委員】 ということは、あくまでも事

務的なことであって、入札の手続の仕様書とか

なんかは所管課でやっていて、それをやってい

るだけだということなんですね。じゃあ、入札

の適正な仕様書とかなんとかというのは、もう

全部、発注課に任せていると理解していいんで

すか。 

【吉野物品管理室長】 仕様書の作成につきまし

ては、もともとの購入請求課でつくられますが、

それを受けて物品管理室で、広く多くの人が参

加できるような仕様書になっているかというこ

とをチェックし、購入請求課と協議の上で入札

にかけております。 

【山田(博)委員】 特定の業者に限らないように、

仕様書はチェックをしているということであり

ますけど、それでも大体2者とか3者なんですね。

物品とかを入札する時に、1,000万円以上は大体

2者か3者とかが平均的な数になっているわけ

ですか。 

【吉野物品管理室長】 2者から5者ぐらいが大

体平均になっております。 

【山田(博)委員】 これは2者よりも3者、3者よ

りも4者と競争性が高まるわけですね。やっぱ

りそこはある程度基準をつくって、最低でも見

積りは3者以上とるわけですから、3者以上が少

なくも参加できるような仕様書にですね。 

 実際に2者しか参加できない内容になってい

るのか、そこは専門的なことですけど、裏を返

せば、よく物品管理室でチェックをされている

なと思っているんです。仕様書の細かい数字と

かなんとかというのを、そこまで見てチェック

しているわけですか。それは確認をさせていた

だきたいと思います。 

【吉野物品管理室長】 物品管理室で、特定のメ

ーカーだけの仕様書になっていないかというこ

とは、一つひとつチェックをさせていただいて

いるところです。 
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【山田(博)委員】 特定のメーカーですね。私た

ちは専門じゃないからですね。そちらもある程

度の専門的な知識を得ていると思うんですけど、

その時は、同じ業種とかメーカーに聞く場合も

あるんですか。それとも、自分たちの知識でや

っていると理解していいんですか。 

【吉野物品管理室長】 購入請求課にお尋ねする

場合と、こちらで判断をさせていただく場合と

ケース・バイ・ケースでやっております。 

【山田(博)委員】 ということは、そうなってい

るか、なっていないかというのは、仕様書をつ

くった課に確認をして、これは違うんですよと、

1者じゃないんですよと、2者ですよとか、3者

ですよと確認をして、それで発注をかけている

と理解していいわけですね。 

【吉野物品管理室長】 はい。委員ご指摘のとお

りです。 

【山田(博)委員】 そうであれば、今後はぜひで

すね。そういうふうにならないように頑張って

いるんでしょうけど、さらに物品管理室で、調

査なり研究をして頑張っていただきたいと思っ

ております。 

 実際問題、年間に2,000件でしたかね、物品管

理室長、2,500件でしたかね、年間に取り扱って

いるのがですね。それを細かくというのはなか

なか難しいでしょうけど、ぜひ頑張って、でき

れば2者よりも3者、3者よりも4者と、参加する

会社が多いほうがいいわけですからね。 

 最後にちょっとお尋ねしますけど、こういっ

た入札が終わった後の物品がどのように使われ

ているかというのは、最終的にはどうなんです

か、これはその課で管理している形ですかね。 

【吉野物品管理室長】 管理は請求課、もしくは

請求されたところでの管理ということになりま

す。 

【山田(博)委員】 そういうことになるわけです

ね。いろいろな監査とか、いろんな資料を見た

ら、3年したら、高額な4,000万円とか何千万円

の機械が、全く使われていなくてほこりをかぶ

っていたというのがですね。監査課長、こうい

ったことはしょっちゅうあるでしょう。時々出

てきていませんか。どうですか。 

【神崎監査事務局次長兼監査課長】 委員ご指摘

の件につきましては、時々、定期監査の中でそ

ういった点は見られるという状況でございます。 

【山田(博)委員】 見られるのであれば、それは

どのようにして改善していくかというのはやっ

ぱりせんといかんわけですね。それは監査課長

として指摘はした。指摘して、今後、そうなら

ないためにですね。限られた予算の中でやって

いるわけですから、監査としてはどのように指

導しているかというのをお尋ねしたいと思いま

す。 

【神崎監査事務局次長兼監査課長】 指摘した事

項につきましては、翌年度、措置状況を報告さ

せておりまして、その中身についてはしっかり

確認をいたしております。 

【山田(博)委員】 これはずっと続くんですよね。

これはやっぱり制度的にやらないといけないと

思うんです。なぜかというと、今の監査課長か

らの話であると、ずっと続いているわけですね、

いまだに。続いているということは、制度的に

きちんとやらないといけないわけですね。 

 それは監査として、どのようにして取り組ま

ないといけないかと、そこは考えているのか、

考えていないのか。考えているのであれば明ら

かにしていただきたいと思います。 

【神崎監査事務局次長兼監査課長】 個々に指摘

した事項につきましては、措置状況について報

告をしていただいて、その改善が見られるまで
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毎年毎年フォローアップをしております。 

 制度全体的に必要があれば、意見という形で

報告書の中に盛り込むケースもございます。そ

ういった形で改善を図っていきたいと考えてお

ります。 

【山田(博)委員】 これは監査事務局長、今の話、

最後にですね、この質問は終わりたいと思うん

ですけど、これじゃあ、きりがないわけですね。

指導してもまた同じことを繰り返していてはい

けませんので、何らかの、全体的にですね。 

 監査事務局としては、指導だけしかできない

のか、指摘しかできないのか。制度的に提言と

かなんとかというのはできないのかどうか含め

て、お答えいただきたいと思います。 

【辻監査事務局長】 委員ご指摘のように我々は

定期監査の中で、高額物品であるとか、自動車

とか、使用頻度が極端に少ないものについては、

先ほど監査課長から答弁いたしましたように、

報告を求め、その理由、なぜこんなに少ないの

かということをお伺いした上で、やはりこれは

改善を要するということについては指摘なり指

導なりという形でやっています。 

 制度的なことで言いますと、そういう事例が

あまりにも散見というか度重なるようであれば、

意見という形で県当局に、見直しをしてほしい

という形で述べることもあります。制度的には、

今はそういうふうな形で、個別の監査で、そう

いうのがたび重なれば意見という形で対応して

いるという状況でございます。 

 使われない、使用頻度が非常に低い理由も物

によってさまざまございますので、なかなか一

律にこうすべきだとは言えないという現状があ

りますので、今の段階では、先ほど申し上げま

したような制度の中で対応していきたいと考え

ております。 

【山田(博)委員】 実際にはなかなか、ケース・

バイ・ケースであって難しいわけですね。 

 そうしますと、いかに監査事務局が大きなポ

イントというか、ウエートを占めているかとい

うことになりますから、せっかく厳しい予算の

中で入札をして購入したものが、年に1回か2回

しか使われないような状態ではいけませんので、

改めて監査事務局の立場が、長崎県の行政の上

で大きなポイントを占めているかと痛感した次

第でございますので、ぜひ頑張っていただきた

いと思っております。終わります。 

【山本(由)委員長】 ほかに、政策等決定過程に

関して、質問はありませんでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)委員長】 それでは、次に、所管事務

一般について、ご質問はありませんか。 

【山田(博)委員】 1つだけですね。私は総務委

員会は2年連続で、来期はできませんので、1つ

だけですね。 

 これは会計課になるんですかね、出納局です

かね。基金とかなんかの運用です。県の土地開

発公社とか、預金とかなんとかありますけれど

も、できるだけスケールメリットを生かしてや

っていただきたいんです。この改善を。あまり

改善が見られませんので、ぜひそれはしっかり

とね。出たり入ったりするのが必要だというの

はありますけど、年間どれだけ必要かというの

は大体わかるわけですから、そこはしっかりと、

基準なりつくって取り組んでいただきたいと思

うんです。そこまでやらないと。 

 というのは、平成33年が一番、退職金の手当

がピークにきまして、その時の支払いをどのよ

うにしていくかというのは財政当局も大変頭を

悩ましているところなんです。警察本部におい

ては来期が一番、退職金の手当がピークを迎え
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るということで、大変な状態になっていますの

で、少しでも財源を確保するとなると、そうい

ったところに限られてくるわけですから、ここ

をしっかりと取り組んでいただきたいと思うん

ですが、いかがですか。 

【馬場会計課長】 基金の運用につきましては、

各課で扱っております基金につきまして、原則

1年未満の運用ができるものについては、会計

課に依頼をいただきまして、運用をまとめて行

うようにしております。そういう規模のメリッ

トを生かしながら、しかも、ある程度まとまっ

た基金につきまして、最近の状況、金利の動向

を見ながら運用をしているところでございます。 

 最近の金利の低迷で非常に厳しい状況ではご

ざいますが、委員ご指摘のとおり、そこはしっ

かりと見極めながら運用をしてまいりたいと思

っております。 

【山田(博)委員】 私は、これは長崎県の財政当

局において取り組まれる大きな課題と思います

ので、会計課長、別にこれをやったからといっ

て、私が評価が上がるか下がるかは別として、

これはぜひ取り組んでいただきたいと思うんで

す。 

 これは、いずれの機会に、来期の本会議で質

問したいと思います。一般質問になるか、別の

機会の質問になるかね。 

 だから、各課のほうに、各部局においては、

委員からこういった指摘があったので、取り組

まないといけないと、困るということを伝えて

いただいて、しっかりと運用を会計課で頑張っ

ていただきたいと思いますので、よろしくお願

いします。 

 できれば、一般質問の前に基準なりつくって

取り組んでいただきたいと思いますので、よろ

しくお願いします。終わります。 

【山本(由)委員長】 ほかに質問はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)委員長】 それでは、ほかに質問がな

いようですので、これをもって議案外所管事務

一般に対する質問を終了いたします。 

【山本(由)分科会長】 これより、先ほど保留し

ておりました予算議案に対する討論及び採決を

行います。 

 予算議案に対しまして、討論はございません

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)分科会長】 討論がないようですので、

採決をいたします。 

 第131号議案のうち関係部分、及び第137号議

案のうち関係部分は、原案のとおり可決するこ

とにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)分科会長】 ご異議なしと認めます。 

 よって、予算議案は原案のとおり、それぞれ

可決すべきものと決定します。 

【山本(由)委員長】 ほかに質問がないようです

ので、出納局及び各種委員会事務局関係の審査

結果について整理したいと思います。 

 しばらく休憩します。 

 

― 午後 ４時５７分 休憩 ― 

― 午後 ４時５７分 再開 ― 

 

【山本(由)委員長】 委員会を再開いたします。 

 これをもちまして、出納局及び各種委員会事

務局関係の審査を終了いたします。 

 本日の審査はこれにとどめ、12月12日は午前

10時から委員会を再開し、企画振興部関係の審

査を行います。 

 本日は、これにて散会いたします。 

 お疲れさまでした。 
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― 午後 ４時５８分 散会 ― 
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１、開催年月日時刻及び場所 

  平成２８年１２月１２日 

自   午前１０時 ０分 

至   午後 ５時１２分 

於   第 1 別館第 1 会議室 

 
 

２、出席委員の氏名 

委員長(分科会長) 山本 由夫 君 

副委員長(副会長) 里脇 清隆 君 

委 員 八江 利春 君 

 〃   坂本 智徳 君 

 〃   吉村 庄二 君 

 〃   山田 博司 君 

 〃   髙比良 元 君 

 〃   浅田眞澄美 君 

 〃   西川 克己 君 

 〃   川崎 祥司 君 

 〃   前田 哲也 君 

 
 

３、欠席委員の氏名 

な   し  

 
 

４、委員外出席議員の氏名 

な   し  

 
 

５、県側出席者の氏名 

企 画 振 興 部 長 辻本 政美 君 

企画振興部政策監 
（ 離 島 ･ 半 島 ･ 
過疎対策担当） 

野嶋 克哉 君 

企画振興部次長 廣畑 健次 君 

企画振興部参事監 
(まちづくり担当) 

髙宮 茂隆 君 

政 策 企 画 課 長 柿本 敏晶 君 

政策企画課企画監 
（ Ｉ Ｒ 担 当 ） 

北嶋 弘記 君 

地域づくり推進課長 渡辺 大祐 君 

地域づくり推進課企画監 
(離島振興対策担当) 

坂本  剛 君 

ス ポ ー ツ 振 興 課 長 井上 和広 君 

市 町 村 課 長 黒﨑  勇 君 

土 地 対 策 室 長 林田 則利 君 

新幹線･総合交通対策課長 早稲田智仁 君 

新幹線･総合交通対策課 
企画監(航空路線担当) 

松尾  剛 君 

まちづくり推進室長 前川 謙介 君 

 

人 事 課 長 松尾 誠司 君 

 
 

６、審査の経過次のとおり 
 

― 午前１０時 ０分 開議 ― 
 

【山本(由)委員長】 委員会を再開いたします。 

 これより、企画振興部関係の審査を行います。 

【山本(由)分科会長】 まず、分科会による審査

を行います。 

 予算議案を議題といたします。 

 企画振興部長より、予算議案説明をお願いい

たします。 

【辻本企画振興部長】 企画振興部関係の議案に

ついて、ご説明いたします。 

 今回ご審議をお願いいたしておりますのは、

第131号議案「平成28年度長崎県一般会計補正

予算（第4号）」のうち関係部分、第137号議案

「平成28年度長崎県一般会計補正予算（第6

号）」のうち関係部分であります。 

 はじめに、第131号議案「平成28年度長崎県

一般会計補正予算（第4号）」のうち、企画振

興部関係についてご説明いたします。 

 今回の補正予算は、歳出予算で、総務管理費

1,405万8,000円の減、企画費4,807万円の減、

市町村振興費551万円の増、選挙費117万2,000

円の減、都市計画費41万1,000円の増、合計

5,737万9,000円の減を計上いたしております。 
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 これは、職員給与費について、既定予算の過

不足の調整に要する経費であります。 

 次に、第137号議案「平成28年度長崎県一般

会計補正予算（第6号）」のうち、企画振興部

関係についてご説明いたします。 

 今回の補正予算は、歳出予算で、総務管理費

703万2,000円の増、企画費485万6,000円の増、

市町村振興費80万円の増、選挙費23万円の増、

都市計画費37万円の増、合計1,328万8,000円の

増を計上いたしております。 

 これは、職員の給与改定に要する経費であり

ます。 

 以上をもちまして、企画振興部関係の説明を

終わります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。 

【山本(由)分科会長】 ありがとうございました。 

 以上で説明が終わりましたので、これより予

算議案に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)分科会長】 質疑がないようですので、

これをもって質疑を終了します。 

 次に、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)分科会長】 討論がないようですので、

これをもって討論を終了いたします。 

 予算議案に対する質疑・討論が終了しました

ので、採決を行います。 

 第131号議案のうち関係部分、及び第137号議

案のうち関係部分は、原案のとおり、それぞれ

可決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)分科会長】 ご異議なしと認めます。 

 よって、予算議案は、原案のとおり、それぞ

れ可決すべきものと決定されました。 

 しばらく休憩いたします。 

 

― 午前１０時 ３分 休憩 ― 

― 午前１０時 ３分 再開 ― 

 

【山本(由)委員長】 委員会を再開いたします。 

 議案を議題といたします。 

 企画振興部長より総括説明をお願いいたしま

す。 

【辻本企画振興部長】 企画振興部関係の議案に

ついてご説明いたします。 

 お手元の「総務委員会関係議案説明資料」及

び「総務委員会関係議案説明資料（追加2）」

をお開きください。 

 今回、ご審議をお願いいたしますものは、第

147号議案「長崎県の事務処理の特例に関する

条例の一部を改正する条例」のうち関係部分、

第163号議案「和解及び損害賠償の額の決定に

ついて」であります。 

 はじめに、条例議案についてご説明いたしま

す。 

 第147号議案「長崎県の事務処理の特例に関

する条例の一部を改正する条例」のうち関係部

分につきましては、知事の権限に属する事務の

一部を市町において処理することに関して、あ

らたに生じた土地の確認に係る事務について、

平成29年度から新たに、西海市、時津町へ権限

移譲することに伴い、所要の改正をしようとす

るものであります。 

 次に、事件議案についてご説明いたします。 

 第163号議案「和解及び損害賠償の額の決定

について」につきましては、元県臨時職員が、

県及び県の外郭団体との間で短期雇用が交互に

行われたことにより、社会保険等の適用が受け



平成２８年１１月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（１２月１２日） 

- 59 - 

られなかったとして提訴された事案について、

県は、第一審判決について一部不服があるので

福岡高等裁判所へ控訴したところ、同裁判所か

ら和解案が示されたので、県の雇用については

違法性がないとの主張を維持した上で、早期円

満解決の観点から、これに従い和解し、解決金

50万円を支払おうとするものであります。 

 次に、議案以外の報告事項についてご説明い

たします。 

 「和解及び損害賠償の額の決定について」で

すが、これは、公用車による交通事故のうち和

解が成立いたしました2件について、損害賠償

金合計29万4,423円を支払うため、去る11月14

日付けで専決処分をさせていただいたものであ

ります。 

 次に、議案以外の所管事項について今回ご報

告いたしますのは、平成29年度の重点施策ほか

9項目であります。このうち、新たな動きなど

についてご説明いたします。 

 「総務委員会関係議案説明資料（追加1）」

の「企画振興部」の1ページをお開きください。 

 まず、「平成29年度の重点施策」でございま

すが、平成29年度の予算編成に向けて「長崎県

重点戦略（素案）」を策定いたしました。これ

は、平成29年度に重点的に取り組もうとする施

策について、主要な事業を中心にお示ししたも

のであります。このうち、企画振興部の予算編

成における基本方針及び主要事業については、

先にお配りしている資料のとおりでございます。 

 これらの事業につきましては、県議会からの

ご意見などを十分踏まえながら、予算編成の中

で更に検討を加えてまいりたいと考えておりま

す。 

 2ページをお開きください。 

 次に、「ＣＣＲＣ（生涯活躍のまち）の推進

について」でございますが、県議会や官民の関

係各分野からなる県ＣＣＲＣ推進協議会でご意

見をいただきながら検討を進めてきた長崎県Ｃ

ＣＲＣ基本指針につきましては、去る11月28日

に策定、公表をしたところです。 

 今後は、同指針を踏まえながら、本県地域の

特性や地域資源を活用したＣＣＲＣの実現に向

けた市町の取組を積極的に後押ししてまいりま

す。 

 再び、「総務委員会関係議案説明資料」の「企

画振興部」の2ページをお開きください。 

 次に、「国際女子バレーボール大会への長崎

県チームの出場について」でございますが、去

る10月8日から15日にかけてベトナムのハナム

省で開催されました「第13回国際女子バレーボ

ール大会」に初めて本県がご招待いただき、ホ

ストタウン事業の一環として、鎮西学院高等学

校の女子バレーボール部に出場していただきま

した。鎮西学院チームは粘り強いバレーで検討

し、フェアプレー賞を獲得するなど地元では大

きな話題となりました。 

 また、本県の知名度向上に大きく貢献してい

ただいたほか、試合だけではなく、他国の選手

や地元の一般住民の方々との交流も深められ、

貴重な国際交流の機会にもなりました。 

 県としましては、引き続き、ベトナムをはじ

め海外代表チームのキャンプ誘致に取り組むと

ともに、スポーツをはじめとした様々な交流の

拡大に努めてまいります。 

 「総務委員会関係議案説明資料（追加1）」

の「企画振興部」3ページをお開きください。 

 次に、「九州新幹線西九州ルート（長崎ルー

ト）の推進について」でございますが、去る11

月18日、国の軌間可変技術評価委員会が開催さ

れ、フリーゲージトレイン（ＦＧＴ）の不具合
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対策と今後の技術開発の進め方について、審議

が行われたところであります。 

 その結果、現時点においては、耐久走行試験

に移行する条件は満たされていないとの評価が

示され、今後、「検証走行試験等の実施」と「コ

スト削減策の検討」に取り組み、平成29年初夏

を目途にとりまとめた上で、改めて、軌間可変

技術評価委員会を開催し、耐久走行試験の再開

を判断することとされました。 

 県としては、今後とも、重大な関心をもって、

ＦＧＴの開発状況を注視してまいります。 

 再び、「総務委員会関係議案説明資料」の「企

画振興部」の5ページをお開きください。 

 次に、「地方創生の推進について」でござい

ますが、昨年度からスタートした「長崎県まち・

ひと・しごと創生総合戦略」につきましては、

外部有識者の方々のご意見もお聞きしながら、

平成27年度における総合戦略に基づく事業等

の評価・検証を行っております。 

 総合戦略に掲げる全94項目のＫＰＩ（重要業

績評価指標）のうち、現時点で実績が把握可能

な59項目の平均達成率は91%となっておりま

すが、18の基本的方向別に見ると、「地域に根

ざした製造業を育てる」や「地域の特色を活か

した地域活性化策を推進する」など、全てのＫ

ＰＩを達成している分野がある一方、「「人財

県長崎」の実現により「ひと」と「しごと」の

好循環するを生み出す」など、進捗が不十分な

分野も見られる状況にあります。 

 次年度に向けては、本県人口減少の最大の要

因である若年者の転出超過も依然5,000人弱の

状態が続いていることから、良質な雇用創出と

併せて、進学や就職等を契機に一度県外に出て

いる方へのアプローチの強化・充実など、本県

の創生に向けた取組の更なる加速化を図ってま

いります。 

 総務委員会関係議案説明資料（追加3）の1ペ

ージをお開きください。 

 次に、「特定複合観光施設区域の整備の推進

に関する法律（ＩＲ推進法）について」でござ

いますが、ＩＲ推進法案は昨年4月に国会へ再

提出され、継続審議中でありましたが、12月6

日の衆議院本会議において可決され、現在参議

院で審議が行われています。 

 地方へのＩＲ導入は、大きな経済波及効果を

もたらし、新たな雇用や人の流れを創出するま

たとない機会であることから、今国会での成立

に期待いたしますとともに、これからも治安や

ギャンブル依存症など、懸念される事項への影

響を最小化するための具体策を検討しながら、

ＩＲ誘致の実現に向けて、佐世保市や経済団体

と引き続き努力してまいりたいと考えておりま

す。 

 以上をもちまして、企画振興部関係の説明を

終わります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。 

【山本(由)委員長】 ありがとうございました。 

 以上で説明が終わりましたので、これより議

案に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

【吉村(庄)委員】 先ほどの損害賠償の和解案も

いいですかね。 

 人事課も含めてお尋ねすることになりますが、

和解案のことで議案にして出してあるわけです

ね。これでもうやろうと、こういうことですか

ら。両方とも地裁から高裁に上がって、控訴を

してこの結果になったということです。 

 人事課長、これは企画振興部全体もそうかも

しれないですけれど、人事課が中心のところも
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ありましょうけど、和解案に応じていこうとい

うことで議案を出したということは、県側につ

いても一定、過失とは言わんけれども、問題な

しとしなかったと、こういう理解に結果的には、

相手の言い分が全部認められたわけでもないで

しょうし、一審では、地裁ではそれぞれの主張

をずっとやってきて上に上げたと、こういうこ

とでしょうからね。高裁のところから和解の案

が示されてこういう状態になった、これはもう

説明のとおりですね。 

 だから、私がお尋ねしたいのは、県側にも、

少しやっぱり不都合なところがあったのかどう

かということについて、こういう雇い方という

のは、私も労働組合出身で、自治体の組合出身

でございますから、やっぱりいろんな問題を含

んでおるというふうに思いますから、そういう

観点でお尋ねをしているんです。お答え願いま

す。 

【松尾人事課長】 今回の事案につきましては、

雇用そのもののお話で、当時の臨職の雇用の中

で、2カ月で25日以内の短期雇用をしてきたと

いうことについては、法律上問題なかったと、

違法性はないというふうなことを一貫して、私

どもとしては主張しておりまして、今回の和解

に当たっても、相手方が言う、繰り返し雇用云々

ということについては違法性はないというふう

なことを前提にしながら、ただ一方で、運用面

の話の中で、雇用通知書が出されていなかった

というふうなこともございました。さらには、

高裁のほうから、円満早期解決ということでど

うかというふうなご提案がございましたので、

そのあたりを総合的に勘案しながら、今回、判

断させていただいたところでございます。 

【吉村(庄)委員】 私は、総務のところでお尋ね

しようかなというふうに思っていましたが、こ

こに出ましたから、先にお尋ねします。総務で

はほかのことがありますから。 

 今の話は、違法性はなかったけれども、運用

上でちょっとやっぱり、言葉としては出なかっ

たんですけれども、運用上の問題というのはや

っぱりあったんではないかというふうに受け取

れたんですが、そういうふうに理解していいん

ですか。 

 それと、前段では、もちろんこういう問題に

ついてはずうっと争って最高裁までいくと、こ

ういうのはあまり考えないほうがお互いいいと

私も思いますが、結局、高裁としては和解案を

出して、早急にこういう問題について解決して、

円満にいくべきだと、こういうところがあった

ということですから、それはそれなりに理解し

ますが、要するに違法性はなかったけれども、

運用上少々問題があったと、少々という言い方

は別にしてね。そういう認識でいいんですか、

そこのところがわかりにくいんですよ。 

【松尾人事課長】 申しわけございません。 

 今申し上げたように、和解の文案の中でも書

かれています、原告は違法である、私どもは違

法性はないとの主張を維持しながらも、やはり

雇用通知書を毎回交付していなかったというこ

とで、説明不足や伝達不足の部分があるという

ふうなことがございましたので、高裁からのお

話もあって、今回、早期に円満解決に向けた取

組をしたいというふうに思ったところでござい

ます。 

【吉村(庄)委員】 委員長、結構です。そこから

先は言いにくいでしょう。 

【山本(由)委員長】 ほかに、議案について質疑

はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)委員長】 ほかに質疑がないようです
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ので、これをもって質疑を終了いたします。 

 次に、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)委員長】 討論がないようですので、

これをもって討論を終了いたします。 

 議案に対する質疑・討論が終了しましたので、

採決を行います。 

 第147号議案のうち関係部分及び第163号議

案は、原案のとおり、それぞれ可決することに

ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)委員長】 ご異議なしと認めます。 

 よって、各議案は原案のとおり、それぞれ可

決すべきものと決定されました。 

 しばらく休憩いたします。 

 

― 午前１０時１８分 休憩 ― 

― 午前１０時１８分 再開 ― 

 

【山本(由)委員長】 委員会を再開いたします。 

 次に、提出のありました「政策等決定過程の

透明性等の確保などに関する資料」について説

明を求めます。 

【柿本政策企画課長】 「政策等決定過程の透明

性等の確保及び県議会・議員との協議等の拡充

に関する決議」に基づき、本委員会に提出して

おります企画振興部関係の資料について、ご説

明いたします。 

 資料の1ページをお開き願います。 

 1,000万円以上の契約案件につきましては、9

月から10月までの実績は、記載のとおり、長崎

県地域創生人材育成事業業務委託の2件となっ

ております。 

 次に、2ページをお開き願います。 

 陳情・要望に対する対応状況でございますけ

れども、知事及び部局長等に対する陳情・要望

のうち、9月から10月までに県議会議長宛てに

も同様の要望が行われたものは、長崎市などか

らの要望書など計23項目となっております。 

 それに対する県の取り扱いは、資料の2ペー

ジから44ページに記載をしているとおりでご

ざいます。 

 次に、45ページをお開き願います。 

 附属機関等の会議結果でございますけれども、

9月から10月までの実績は、第2回まち・ひと・

しごと創生対策懇話会の1件となっております。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

【山本(由)委員長】 ありがとうございました。 

 次に、まちづくり推進室長より補足説明の申

し出があっておりますので、これを受けること

にいたします。 

【前川まちづくり推進室長】 事前にお配りして

おります、左肩に四角囲みで、「平成28年11月

定例県議会 総務委員会補足説明資料」、右肩

にまちづくり推進室と記載させていただいてい

る資料をご覧いただきたいと思います。 

 まず、1ページでございます。 

 県庁舎跡地活用に係る交通機能の検討状況に

ついて、説明をさせていただきたいと存じます。 

 附帯機能として検討しておりますバスの乗降

場や駐車場など交通機能につきましては、その

整備の実現可能性や課題につきまして整理をい

たした上で、今後の方向性についての判断材料

とするために調査を実施いたしております。 

 調査結果を参考に、今後、県議会をはじめ交

通事業者など関係者とも十分協議をしながら、

具体的な検討を進めてまいりたいと考えており

ます。 

 2ページまでは9月定例会本委員会におきま

して、経過報告として説明させていただいたも
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のとほぼ同内容の要約でございますので、簡単

に説明させていただきます。 

 1の調査結果を踏まえた考察といたしまして

は、交通量を考慮いたしますと、交通機能の整

備は、県庁坂通り側よりも江戸町通り、すなわ

ち、出島側が望ましいということ。その際には、

長久橋交差点を先頭にした渋滞への対応等につ

いて考慮が必要であること。 

 2の検討における基本的な考え方の①につき

ましてですが、江戸町通りで整備可能なバスベ

イにつきましては、道路に隣接して確保可能な

バスベイは2台程度と想定されることが記載さ

れております。 

 続きまして、2ページをお開きいただきたい

と思います。 

 利用者の乗降を考えますと、バスベイにつき

ましては、路線バス・高速バスの利用とし、観

光バスにつきましては、県庁舎跡地の敷地内、

もしくは出島側で検討中のバスベイでの対応が

望ましいことなどにつきまして、2ページの中

段の検討状況図も含めて、9月定例会でご報告

申し上げたところでございます。 

 その後の検討内容といたしまして、下段①の

「駐車場の規模」以降となりますが、まず規模

につきましては、出島との連携もございますこ

とから、一定程度の観光バスの駐停車スペース

が必要と考えております。 

 あわせまして、普通車等の駐車スペースにつ

きましても、将来の交通需要、長崎市の附置義

務条例を満たす駐車台数、周辺の民間駐車場の

状況等を考慮する必要があると考えております。 

 3ページでございます。 

 ②では、駐車場出入口の設置パターン等の比

較検討を行っております。これにつきましては、

整備する機能の規模や配置がどうなるのかとい

うことが大きくかかわってまいりますので、こ

こにおいては、出入口の設置箇所や交通処理方

法等について、十数パターンの比較検討を行い、

その中で、3～4ページでお示ししております4

つのパターンに優位性があるとの結果が得られ

ましたので、それについてご説明をいたします。 

 パターン1につきましては、出入口を1カ所と

した場合でございます。この場合は、江戸町通

りに設置した上で、出入りの方向を「左折イン・

左折アウト」という形で規制する方法を想定い

たしております。 

 パターン2からパターン4までは、出入口を2

カ所とした場合でございまして、まず、パター

ン2につきましては、江戸町通りに入口、江戸

町公園側の市道に出口を設置いたしまして、入

口のみ「左折イン」の規制を行うということを

想定したものでございます。 

 4ページをお開きください。 

 パターン3は、江戸町通りに大型車の出入口、

江戸町公園側の市道に小型車の出入口を設置し、

ともに出入りの方向を「左折イン・左折アウト」

ということで規制することを想定いたしたもの

でございます。 

 パターン4につきましては、大型車、小型車

の区別はなく、江戸町通りに入口・出口を分離

して設置し、出入りの方向を「入口左折イン、

出口左折アウト」という形で規制することを想

定したものでございます。 

 5ページに表を記載しておりますけれども、

記載した評価項目で、先ほど申し上げました十

数パターンを比較いたしまして、「○」印の評

価が相対的に多かった4つのパターンで比較が

あったということで、ご報告申し上げているも

のでございます。 

 それでは、6ページをお開きください。 
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 4の周辺道路への影響の整理のうち、①の駐

車場を出庫後、大半の車両が長久橋交差点方面

へ向かう場合につきましては、9月定例会本委

員会において留意すべき点といたしておりまし

たけれども、長久橋交差点で信号待ちする車両

の増加数等を考慮した上で検証いたしました結

果、普通車の場合であれば、現状と比較して、

常時大きな影響を及ぼすことはないというふう

に推定をされております。 

 一方で、江戸町通りにおいて、駐車場の入口

付近で駐車待ちする車両がバスベイを塞いだ場

合、路線バス等がバスベイに駐車できず、利用

者が安全に乗降できない懸念というものは残る

ものと考えております。 

 5の今後の交通機能検討に向けての留意点に

おきまして、上記4でお示しした懸念への対応

を整理いたしておりまして、周辺の駐車場情報

の提供、敷地内での車両動線の確保、必要に応

じた監視員による誘導の実施、駐車場出入口と

バスベイとの間に十分な距離を確保していくな

ど、今後検討していく必要があろうかと考えて

おります。 

 これから、敷地内の主要機能の規模等の検討

とあわせまして、今回の比較検討パターンを含

め、全体の配置を検討してまいりたいと考えて

おります。 

 続きまして7ページ、2の県警本部跡地の活用

に係る検討状況につきましては、7ページから9

ページまでは、9月定例会でご報告した内容と

ほぼ同じ内容でございますので、説明は割愛さ

せていただきたいと存じます。 

 最後に、10ページでございます。 

 仮に、民間活力を導入する場合、その事業ス

キームの想定を比較いたしております。今回は、

可能性についての事業者ヒアリングの結果でご

ざいますので、今後、本館敷地の検討とあわせ

まして、両者の相乗効果が得られるような活用

につきまして、県議会においてもご議論いただ

きながら、さらに検討を進めてまいりたいと考

えております。 

 以上で、補足説明を終わらせていただきます。 

 ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

【山本(由)委員長】 ありがとうございました。 

 以上で説明が終わりましたので、まず陳情審

査を行います。 

 配付しております陳情書一覧表のとおり送付

を受けておりますので、ご覧願います。 

 陳情書について、何か質問はありませんか。 

【坂本(智)委員】 陳情番号39番でございますが、

次年度の離島・過疎地域の振興施策に対する要

望書というものが、県の離島振興協議会、ある

いは過疎地域自立促進協議会から連名で出てお

ります。 

 そこの3番目に、「有人国境離島地域の保全

及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維

持に関する特別措置法」に基づく政策の推進に

ついて、ということで要望書が出ておるわけで

ありますが、言うまでもなく、これまた、今議

会の冒頭に知事の説明でもございました。自由

民主党の谷川弥一自民党離島振興特別委員会委

員長が中心となって、関係の国会議員の皆様方

のお力添えで4月に成立した法律であるわけで

ありますが、来年の4月からスタートするわけ

であります。 

 国境離島の議員の一人として、このことにつ

いて、8日の日でございましたか、予算委員会

の折に中村委員長から、里見副知事が、関係都

道県で要望に行っているから今日は休みという

ような報告があったわけでありますが、非常に

気になっているところでございます。 
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 国に要望したというふうに聞いておりますが、

その経緯、あるいはその内容等についておわか

りでしたら、お示しをいただきたいというふう

に思います。 

【坂本地域づくり推進課企画監】 今、委員から

お話がありましたように、12月8日に要望を行

っているところですが、まず、その経緯ですけ

れども、国においては、8月に法律に基づく、

仮称でございますが、地域社会維持推進交付金

50億円などの概算要求が行われております。 

 現在、関係国会議員の先生や国において、そ

の額の確保にご尽力いただいていると聞いてい

ますが、地方においても、地方の声を伝え、予

算額の確保と地方が使いやすい制度としていた

だくために、関係県で要望するに至ったもので

ございます。 

 要望は、予算額と地方財政措置の十分な確保

をはじめ、運賃低廉化の観光客等への拡充、創

業や事業拡大に対する支援の対象事業や交付限

度額についての柔軟な制度設計などについて、

内閣官房の杉田副長官に、島根県知事、本県の

副知事ほか関係6都道県で行った次第でござい

ます。 

 杉田官房副長官につきましては、丁寧に我々

の要望をお聞きいただき、しっかりご理解いた

だいたものと理解しております。 

【坂本(智)委員】 ありがとうございます。「国

境離島」という文言は、公の場で多々出てくる

わけでありますが、なかなか国の情報が我々に

伝わってこない。それだけ熱心に検討がなされ

ているところだろうというふうに思いますけれ

ども、どういう検討状況なのか、あるいは今後

の予定といいますか、そこら辺おわかりでした

ら、もちろんわかる範囲で結構です。お示しく

ださい。 

【坂本地域づくり推進課企画監】 国においてど

ういう検討を行っているのか、わかる範囲での

予定はどうなっているのかというふうなご質問

だと思います。 

 現在、国においては、概算要求に基づき財務

省と折衝中であり、詳細はまだ明らかにされて

いない状況になっております。 

 また、法律では、国の基本方針に基づき、県

計画を策定することになっておりますが、国の

基本方針は、関係省庁との調整や有識会議を踏

まえながら、来年4月の法施行後、速やかに決

定できるよう鋭意取り組んでいるところとお聞

きしており、県としても、国の検討状況を踏ま

えながら、遅滞なく県計画が策定できるよう準

備してまいりたいと考えております。 

【坂本(智)委員】 今から準備をしてまいりたい

というお話でございますが、これまではどうい

うことをなさっているのか。国から正式に示さ

れないので、県としてもどうしていいかわから

ないというような状況なんでしょうか。間に合

いますか、このスケジュールで。何か検討され

ているようなことが県であるんでしょうか、な

いんでしょうか。全くないんですか、どうなん

でしょうか。 

【坂本地域づくり推進課企画監】 現在の作業内

容でございますが、国の制度の詳細が決まらな

いことから、具体的な事業予算の設計には至っ

ていないところでございます。ただ、関係部局

による施策の検討を現在行っており、並行して

関係市町を交えての協議は行っているところで

ございます。 

 ただ、国の制度がまだはっきり明らかにされ

ていない中、制度が国から示され次第、速やか

に予算設計を行うよう、鋭意努力していきたい

と考えております。 
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【坂本(智)委員】 国が細かいところまでお示し

がないのでできないということでございますが、

本当に、来年4月からですからね。もう12月で

すよ。間に合うのかなという心配がございます。 

 一応、以前新聞で、飛行機の運賃が安くなる

んだ、このくらいの金額になるのかなというよ

うな報道がございましたけれども、それだけで

はなくて、大きな目的の一つに、やはり雇用を

生んでしまの人口を減らさない施策というもの

が、大きな目的があるわけでございますので、

そこら辺を考えるとなかなか時間的な余裕がど

うなのかなという気がいたしますが、部長か政

策監か、何かございませんか。 

【野嶋企画振興部政策監】 概略につきましては、

今、企画監がご答弁したとおりでございます。 

 なかなか国の制度の詳細が決まらない、検討

中で見えないところがございますが、法律につ

いては来年4月からということでございますの

で、来年から事業に取り組めるように、時間は

非常に厳しゅうございますが、しっかり取り組

むようにしていきたいと考えております。よろ

しくお願いいたします。 

【坂本(智)委員】 もうこれ以上申し上げません

が、ぜひひとつ時間内にちゃんとした、県が計

画をつくって上げるというふうになっておるよ

うでございますので、そこら辺をしっかりとお

願いいたします。 

 それから、もう一点、対馬市から要望が出て

おります43番の5でございます。9ページ、「対

馬（厳原）～壱岐～博多航路への支援について」

ということで、以前私は、離島・半島地域振興

特別委員会で申し上げたことがあるような気が

いたしますが、中段よりちょっと下のほうから、

「昭和60年に建造された「ヴィーナス」は、既

に船齢が30年を超え、更新の時期にさしかかっ

ておりますが、船価が高額となっているため」

云々と書いてありますが、このとおりでござい

まして、九州郵船、あるいは東海汽船とか佐渡

汽船の社長さんたちと東京でお話をしたりして

おりますが、まだあと数年あるからとかという

ようなこと等々もあって、話が先に進んでいる

のか、進んでいないのか、その情報すら入って

こないわけであります。 

 ジェットフォイルがなくなる、あるいは走れ

なくなるということを考えたら、考えただけで

も恐ろしくなるわけでありまして、島民の強力

な足として、絶対なくてはなならないものとい

うことは、これは言うまでもないことでありま

す。 

 つくられた当時、27～28億円から30億円ぐら

いだったというふうに言われておりますが、現

在つくると50億円ぐらいかかるんだと。とても

じゃないが、船会社としては、運航会社として

はこれをつくることはできないというような話

がそれぞれあるわけでありますが、国のほう、

あるいは県としましても、担当といろいろと協

議をなさっているのかどうなのか。そして、な

さっているとすれば、その進捗状況をお示しく

ださい。 

【早稲田新幹線・総合交通対策課長】 ジェット

フォイルに関しましては、住民の生活の足とい

うだけでなくて、観光産業のための重要な役割

を果たしているということで認識をしておりま

す。 

 現在、ご指摘がありましたように、ジェット

フォイルの船価が非常に高いということを言わ

れておりまして、航路事業者のみで更新を行う

ことはなかなか難しいのではないかということ

で考えられております。 

 そのため、県といたしましても、平成29年度
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政府施策要望において、ジェットフォイルの建

造・更新を促進するための補助制度新設という

ものを要望したところであります。 

 また、関係県ございますので、本年の8月に

は、長崎県のほうから関係自治体にお声がけを

しまして、新潟県、東京都、島根県、鹿児島県

にお集まりいただいて、保有されているジェッ

トフォイルの更新の今後の状況というものにつ

いて意見交換をさせていただきました。 

 一つは、船価を下げて建造しやすくする体制

も必要ということですので、いかに連続して更

新を行っていくかというのも大切でありますの

で、その情報交換を含めて意見交換をさせてい

ただき、引き続き関係県で集まっていろいろな

連絡・調整を行って、国に対しても意見を申し

ていきたいと考えております。 

【坂本(智)委員】 わかりました。ジェットフォ

イル1艘で、エンジンで、どのくらい部品の数

があるのかわかりません。全く素人でわかりま

せんが、保有している部品の取り換えだけで済

むのであったらいいんですけれども、ひょっと

して、手持ちがない部品が万一壊れた場合は、

ジェットフォイルはもう走れないわけですね。

それを考えたら、もう恐ろしくなってきます。 

 不勉強で大変申しわけないんですが、そうい

うない部品があるのかどうかということすら、

まだ確認はいたしておりませんけれども、素人

考えで、100あって100とも部品を倉庫に持って

いるよということなのかどうかわかりませんが、

飛行機よりも少ないと思いますけれども、本当

に考えただけで恐ろしい気がいたしております。

まだ時間があるからということではなくて、具

体的に一つひとつ協議を重ねて、国ともよく協

議をし、運航会社とも一緒になって、今お話が

ありましたけれども、さらに踏み込んで、それ

ぞれ新しいいいスタートが切れるように。 

 恐らく、今、全国で20艘近く走っているんで

すかね。ＪＲ九州の「ビートル」は別としまし

ても、結構いるわけでありまして、まさに、先

ほどおっしゃったように、島民の足、あるいは

観光客、これこそ国境離島新法の交通手段の最

たるものでありますので、ぜひひとつよろしく

お願いしたいというふうに、この機会に申し上

げておきたいと思います。 

【山本(由)委員長】 ほかに、陳情について質疑

はございませんか。 

【山田(博)委員】 まず最初に、陳情の中で、五

島市のほうから上がっている、「しま留学生受

入事業充実に必要な支援措置について」とある

んですけれども、これに関して、県の現在の考

え方をお聞かせ願いたいと思います。 

【坂本地域づくり推進課企画監】 五島市からの

しま留学制度の必要な支援措置についての要望

についてですが、現在、下に書いてありますよ

うに、国の離島活性化交付金のメニューに、今

年度から、離島留学の支援についても盛り込ま

れておりまして、その制度の中身につきまして

は、例えば里親・寄宿舎委託料等、または帰省

費について、地方自治体が負担する額を限度に

おいて、国が2分の1以内を支援するという離島

活性化交付金の制度でございます。 

 五島市では、現在、この交付金を活用して、

久賀島小学校で実施をしており、平成28年度、

今年度に3名ほど受け入れているというふうに

お聞きしています。 

 また、五島市におきましては、来年度も奈留

小中学校に離島留学の制度を実施していきたい

というふうなことを聞いているところでござい

ます。 

 県といたしましては、こういった離島活性化
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交付金等のメニューがありますので、国の制度

をしっかり活用していただきたいと考えている

ところでございます。 

【山田(博)委員】 ということは、今の答弁であ

りましたら、来年度から前向きに取り組んでい

くということで、平成30年に五島南高校と奈留

高校が離島留学制度を本格的に始めていくわけ

ですね、これは全国からね。今までは小学校、

中学校でしたけど、今度は高校生も入るわけで

すね。企画監もご存じのとおり、高校は県立高

校ですから、県立高校を支援する上でも取り組

んでいただきたいと思うんです。最低でも平成

30年から万全の体制で取り組んでいただきた

いと、そのように私は思うわけでございます。 

 なおかつ、できるだけ自己負担が軽減できる

ように取り組んでいただきたいわけですね。し

まの留学制度の中で、特に子どもたちのために、

ぜひこの自己負担が軽減できるよう、2つのこ

とを踏まえた上で、再度答弁いただきたいと思

います。 

【坂本地域づくり推進課企画監】 今、委員から

お話がありましたように、先ほど離島活性化交

付金のメニューに今年度から入りましたという

お話をさせていただいたところなんですが、そ

れはあくまでも、今のところ小中校となってお

ります。 

 現在、教育庁のほうでは、平成29年度で対

馬・壱岐・五島高校の3校で留学生受け入れを

推進しておりまして、そういった広報とか情報

発信という部分につきまして、今、離島活性化

交付金を使ってバックアップと申しますか、そ

ういうことをやっております。 

 今、委員からご指摘がありましたように、今

後、高校まで広げていくのかということにつき

ましては、教育庁とも少しその辺も踏まえて検

討させていただきまして、今後どうやっていく

かということにつきましては、話をしていきた

いなと思っております。 

【山田(博)委員】 ということは、教育庁のほう

は、離島留学のほうは広報とか情報発信に使っ

ているんですよと。それもさることながら、じ

ゃあ、里親の寄宿舎というんですか、これも実

際使おうと思ったら使われるんですよと。だか

ら、それは教育庁の考え次第だと理解していい

んですか。 

【坂本地域づくり推進課企画監】 すみません。

ちょっと私の舌足らずだったと思います。 

 今の離島活性化交付金のメニューの中では、

小中学校の帰省とか、寄宿舎の委託費等につい

ては、今年度からつくられているんですけれど

も、先ほど私が話をしました高校の広報とか、

そういう離島留学については、交流促進事業と

いうもう一つ別のメニューでやっておりまして、

離島留学の制度については、今のところ高校に

ついてはメニューの中に入っていないという状

況でございます。 

 その辺も踏まえて、国にどう働きかけていく

かも含めて、教育庁のほうとも話をしていきた

いと思っているところでございます。 

【山田(博)委員】 これは県立高校の存続ですね、

または、地域の大事な問題につながりますので、

ぜひこれは、企画振興部長は五島振興局長だっ

たですね。五島南高校や奈留高校はよくご存じ

だと思うんですけれども、企画監と話をしなが

ら、これは交付金のメニューにない部分も、平

成30年ですから、平成30年にはスタートできる

ように取り組んでいただきたいと思います。し

まの留学生受入事業について、市のほうから、

県にもぜひ取り組んでいただきたいとあります

ので、これは、できれば自己負担の軽減につな



平成２８年１１月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（１２月１２日） 

- 69 - 

がるようなことを含めて取り組んでいただきた

いと思います。 

 これについて、最後に、部長のほうから前向

きな答弁をいただきたいと思います。 

【辻本企画振興部長】 ただいまの件につきまし

ては、教育庁とよく相談しながら、検討してま

いりたいと思います。 

【山田(博)委員】 ぜひお願いしたいと思います。 

 続きまして、対馬のほうからも上がっており

ます国境離島新法について、お尋ねしたいと思

います。 

 先ほど企画監は、国でまだ十分な議論がされ

ていないと言っていましたけれども、企画振興

部の総務委員会提出資料の政策等決定過程の資

料の15ページ、この中に、新たな交付金の内容

ということで、航路・航空路の離島住民運賃に

ついて、ＪＲ運賃並みのということで、引き下

げの支援と、滞在型観光の促進に対する支援と、

また、一定の地元産品に関する輸送コストの低

廉化の支援と、あと、創業・事業拡大とか事業

資金等の支援をするという4つの項目が挙がっ

ているわけです。 

 ここに記載されているのは、企画監、これは

大体こういうふうになろうと、今しているわけ

ですか。それをお答えいただけますか。 

【坂本地域づくり推進課企画監】 今、委員のほ

うからお話がありました、15ページの国境離島

関係の参考というところの4項目についてです

が、ここに挙げている4項目につきましては、

有人国境離島法に基づく施策について、国が概

算要求を8月末にしておりますが、そのときに、

この4項目については概算要求をしているとい

うことは明らかにされております。 

 ただ、この中身について、まだ国のほうが、

今、財務省と折衝中ということで、詳細が明ら

かにされていないという状況でございます。 

 この4項目については、概算要求で要求され

ている状況ということでございます。 

【山田(博)委員】 それは、4項目が挙がってい

るんだったら、坂本(智)委員が質問されている

時に、少なくともこの4項目は挙がっています

と言わないといかんと思いますよ。私は、離島

選出の県議会議員として、坂本(智)委員がこん

な立派な質問をしているのに、少なくともこの

4項目が挙がって、それは概算要求しておりま

すと、詳細は決まっていませんということを言

わないと、やっぱりそれは失礼極まりないです

よ。坂本(智)委員は穏和な人だから、私はこう

いった質問されたら怒るよ、絶対怒る。これは

言語道断ですよ。ちゃんとこういうふうに挙が

っているんだったら、こういうふうに言わない

といけませんよ、企画監。以後、気をつけてく

ださい。私だったら、ちょっとどうかと思いま

したけど。 

 じゃ、お尋ねしますけれども、この4項目に

おいて、県当局でどこまで、少なくとも概算で

すから、国は50億円を用意している。じゃ、長

崎県もある程度の負担をしないといけないわけ

ですね。予算的にある程度の、少なくとも4項

目に関して、県当局はどれぐらいの予算を確保

して今やられているのか、それを聞かせていた

だきたいと思います。 

【坂本地域づくり推進課企画監】 県のほうの予

算についてという話ですが、今、国のほうでこ

の4項目について概算要求をされ、財務省との

折衝の中で詳細な制度を今つくっているという

ふうに聞いております。 

 県といたしましては、現段階では中身がまだ

わからないものですから、予算計上額というの

は、まだ設計をしていない状況です。県といた
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しましては、中身がしっかり示された後、速や

かに予算計上をやっていきたいと考えていると

ころでございます。 

【山田(博)委員】 じゃ、企画監、お尋ねします

ね。そうしますと、国は大体50億円用意してい

ますよと。じゃ、長崎県は、今詳細が決まって

いませんから、わかりませんから、来たら速や

かにやりますと言いますけど、じゃ、来年の2

月に大体、年明けには決まるでしょう。少なく

とも、大体どれだけの予算を用意しておかない

とやることもできないんじゃないかと言ってい

るわけよ、私は。全くゼロなんですか。何も、

全く用意してないんですか。部として、地域づ

くり推進課として、財政当局に、少なくともこ

の4項目において、じゃ、どれだけの予算を確

保して用意をしているかというのは、準備を全

くしていないということですか。それをちょっ

とお尋ねしたいと思います。 

【坂本地域づくり推進課企画監】 財政当局との

話の中では、まだ制度設計がしっかりしていな

いということで、今回も、本来であれば県議会

議員の皆様にも、県民にも当初予算として示す

時期というのが来ているとは承知しているとこ

ろなんですが、制度がはっきりしていない中で

額が幾らというのをなかなか言える状況ではな

いと思っていますし、実際、制度設計もできて

いないという状況でございますので、そこは申

しわけございませんけれども、まだ額が幾らと、

あるいは幾ら積み上げているというのは、話が

できるような状況ではないと思っております。 

【山田(博)委員】 そうしたら、企画監、長崎県

としては、今からずっと財政が厳しいわけです

ね。そうしますと、国が、例えば2月とか3月に

決まりましたと、方針が決まりましたと。その

ときに、長崎県としては、来年の4月1日からそ

れが速やかにできるわけですね。 

 今まで私もずうっと県議会議員、もう10年以

上させていただいておりますけれども、こうい

ったのはまれですよ。私は県議会議員をしてい

て、こんなことはなかったよ。企画監、どうで

すか、ないでしょう、こんなことは。来年の4

月からというのに、制度設計も決まっていない、

予算の概算もできない。今まであなたも県庁に、

あなたのほうも年季が入って、企画監という立

場ですから、どうですか。今までこういったこ

とがあったか、なかったか、それだけお答えく

ださい。 

【坂本地域づくり推進課企画監】 私もなかなか

こういったことは、企画監になって今年が1年

目なんですが、私のこれまでの経験はどうかと

いうふうなお話なので、私の経験上、こういう

事例というのは、私は承知していない状況です。 

【山田(博)委員】 これは大変なことで、企画監

の上司は政策監かな。政策監も対馬におりまし

たね。部長は五島振興局長、政策監は対馬振興

局長、両方並んで、あと壱岐がいないんですね。

壱岐がおればよかったんですけど。 

 それで、政策監、お尋ねしますけど、この状

態で私が一番心配しているのは、有人国境離島

新法というのは超党派でできたんです。超党派

で、議員立法でできたんですね。これが来年の

4月1日に施行で、速やかにスタートができる状

況にあるかないかというと、大変心配している

んですよ、企画監も。 

 政策監、今、長崎県としては、少なくともこ

の4項目においても概算のめどもついていない。

なぜかというと、国の詳細な制度設計が提示さ

れていない、できていないと。その中で、来年

の4月1日から制度設計が速やかにできるかど

うか、率直な見解を聞かせていただきたいと思
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います。 

【野嶋企画振興部政策監】 企画監が答弁してお

りますように、詳細な制度設計ができておりま

せんので、実際、具体的な予算の積み上げがま

だできていないということでございます。 

 ただ、国においても、制度設計について検討

を進められております。そんなに遠くないとこ

ろで示されると思いますので、先ほどご答弁い

たしましたように、来年度の当初予算にはしっ

かり提示できるように取組をしていきたいと考

えております。 

【山田(博)委員】 実際、今、決意を語っていた

だきましたけれども、制度設計がきちんとされ

ていない。その中で、こういうような4項目は

つくっていますけれども、長崎県としても概算

は、予算の確保もできていない状況ということ

であれば、本当に企画振興部長をはじめ、現場

では企画監、職員の皆さんは大変だと思います

よ、これは。大変厳しい作業になると思います

けれども、体調を崩さないように頑張っていた

だきたいと思っております。本当にあなたたち

は大変だと思いますよ。私も県議会議員になっ

て、こんなことは初めてだもん。私ははっきり

言って、何をやっているのかと、立派な制度を

つくっていて、これはどうなるんだろうかと、

心配でならないですよ。 

 いずれにしたって、企画振興部長が五島振興

局長、政策監は対馬振興局長でしたから、離島

のことを十分わかっているワン・ツーがいるわ

けですから、実際、大変な作業になっていくと

思いますけれども、職員と一丸となって頑張っ

ていただきたいと思っております。 

 最後に、陳情の中に、先ほど対馬のほうでも

ありましたジェットフォイルですね、これは新

幹線・総合交通対策課として、関係の自治体と

取り組んで、さすがに前向きに取り組んで立派

だと思って感心して聞いていたんですが、これ

は実際の運航会社の状況なりを聞いて、どうい

うふうになっているのかと。先ほどの話によれ

ば、会社によっては足並みがそろわないところ

もあって、ちょっとどうかなと思いますけど、

会社の足並みは別として、長崎県内におけるジ

ェットフォイルを運航している2社のジェット

フォイルの状況というのはどこまで把握してい

るかというのを、まずはお聞かせください。 

【早稲田新幹線・総合交通対策課長】 ジェット

フォイルの件ですけれども、本県で運航されて

おりますのが4隻ございます。船舶会社2事業者、

2隻ずつということでございます。 

 船齢で申しますと、大体26年から30年ぐらい

の間という形になりまして、全国的に見ますと、

一番古いところでは新潟県ですとか、東京都あ

たりになりますと、もう35年を超えているとい

う形になっております。そのため、まず、新潟

県とか東京都のほうが先行して検討されている

という状況でございます。 

 本県におきましては、まだ数年以上、5年間

程度は余裕があるんですけれども、県議会の中

でも、先ほどご議論がありましたように、早め

早めの対応が必要だということで、本県のほう

からお声がけをさせていただいて、関係県が集

まりまして早めの対応をしたいということで、

現在、調整を進めているということでございま

す。 

【山田(博)委員】 呼びかけというのは、自治体

と、あと、運航会社を含めて大規模にやってい

かないといけないと思うんですね。それはどの

ような考えで会をつくって、またスケジュール

をどのようにしているかというのをお答えいた

だけますか。 
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【早稲田新幹線・総合交通対策課長】 本年8月

に開きましたのは、ジェットフォイルに関しま

して更新期限が今後迫ってくるということで、

まず、各県の状況を調べようと、それから、各

県が抱えているような課題というものを洗い出

して意見交換を率直にさせていただくというこ

とで設けております。 

 まず、第1回目を開いたんですけれども、今

後、建造に向けて具体的に、各県が各事業者と

どのような協議を行っていくのかというところ

を、まず1点押さえます。 

 それから、幅広くお声がけをさせていただい

た中には、やはり連続して建造する体制をつく

れば、船価がより抑えられるという形がありま

すので、なるべく船価を抑えて発注に持ってい

く。それから、実際の船舶をつくります造船の

事業者の方々にも意見を聞きながらそれに取り

組んでいくということがありますので、どうい

う建造で計画が立てられているか、それから、

実際に発注を受けられるほうがどのような考え

を持たれているかというのをいろいろと意見を

お聞きしながら検討してまいりたいということ

で、この会を立ち上げて検討を進めているとこ

ろでございます。 

【山田(博)委員】 それ以上の具体的なスケジュ

ールは、例えば発注者、製造者と自治体と協議

会を開いて、第2回なり開いて、じゃ、今後は

どのようにしていくかとか、例えば国にいつ、

また要望していくとか、また、全国的な集会を

開くとか、協議会をつくるとか、そういったと

ころまでは踏み込んでいるのかいないのか、い

るんだったら、説明していただけますか。 

【早稲田新幹線・総合交通対策課長】 現在の段

階では、委員ご指摘のようなところまで、まだ

踏み込んで実施はしていないという形で、現在

は状況把握、それから、造船事業者の状況もあ

わせて把握しているという段階でございます。 

【山田(博)委員】 新幹線・総合交通対策課長、

そういった状況を調べるのは大変いいことなん

ですね。国境離島新法というのを、確かに自民

党の先生方はつくって、政権・与党でばっとや

れるかと思ったら、できなかったと。それは議

員立法という形でやらないといけなかったと。

何でもかんでも政権・与党でできるというわけ

ではないというのがわかったわけですね。 

 といいますのは、やはりそうであれば、日本

全国、国民の世論を理解してもらわないといか

んということになるわけですね。そうしますと、

新幹線・総合交通対策課長、ただ長崎県だけで

はだめだと。新潟県、東京都、この2県と1都で

話し合いをして盛り上がっていかないといかん

と。その橋渡しを課長がするのか、これは次長

がするのかな。誰がするのかは別として、やっ

ぱりその旗振り役をせんといかんわけですよ。 

 これは大変大きな事業になりますので、まず

は長崎県からそういった期成会をつくって、そ

れから全国に呼びかけるという形で取り組んで

いただきたいと思うんですね。次長、これはそ

ういうふうに段階、段階やっていかないといけ

ないと思うんですよ。ぜひそういった形で取り

組んでいただきたいと思うのですが、いかがで

すか。 

【廣畑企画振興部次長】 前回の8月の関係自治

体との意見交換会、私も出席させていただきま

した。 

 どの県もいろんな課題を抱えていまして、置

かれた状況も若干違ってくるものですから、ま

ずは置かれている状況の確認と、それからどの

自治体も、やはりジェットフォイルという交通

の足は非常に重要視しておられまして、なくな
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るということはやはり問題だという問題意識は

同じように抱えております。特に我々長崎県の

場合は離島を多く抱えておりまして、ジェット

フォイルの数も多うございますので、できる限

り長崎県は率先して、自治体を巻き込んで積極

的に取り組んでいきたいと思います。 

【山田(博)委員】 これは、いいですか、次長、

西日本新聞の1面に出たんたですよ。長崎新聞

に出てなかったんですよ。西日本新聞の1面に

出たんですよ。びっくりしましたよ、これは。

地元紙じゃなくて西日本新聞に出たんです。こ

れはいかに、ああいった西日本新聞でも、九州

の大きな新聞社でも取り上げるかということ、

大きな問題になっているわけです。 

 これは、ですから、ぜひ次長、さっき言った

ように、長崎県からまず期成会をつくって、そ

れから全国に波及するような取組をしてもらい

たいと思うんです。いかがですか、次長。それ

ぐらいはやってくださいよ、ぜひ。あなたはま

だ来たばかりだろう。あと2年あるでしょう。

十分時間がある。あなたならやれる。どうです

か。私はあなたの能力をかっているんですから、

いかがですか。 

【廣畑企画振興部次長】 どの自治体も、長崎県

と同様に、ジェットフォイルの維持更新につい

ては、一定の課題を捉えているところでありま

すので、長崎県は率先して、順調な、円滑な更

新のための仕組みづくりを検討していきたいと

思います。 

【山田(博)委員】 私たちも、先輩である離島選

出の議員に関しても、場合によっては、この問

題に関して議員の懇話会なり、議員連盟をお願

いして立ち上げて、これは全国的に持っていこ

うと、議会問題としても取り組んでいこうと思

っているわけです。ぜひ次長、しっかり取り組

んでいただきたいと思っております。 

 私ばかり質問できませんので、一旦陳情に関

しての質問を終わりたいと思います。 

【山本(由)委員長】 ほかに陳情についてありま

せんか。 

【前田委員】 地元の選挙区の委員が質問してい

るので遠慮していたんですが、党活動としても、

この有人国境離島新法については、地元の方々

との意見交換も定期的に行っておりますので、

お二人の委員の質疑に対する政策監と企画監の

答弁に対して確認をさせてください。 

 今話したように、党活動で各しまを回って、

自民党として意見交換をやっています。そうし

た中で、成立に尽力した国会議員の方から、法

案は成立したけれども、このままでは予算が流

れるんじゃないかという非常に危機感を持った

発言がなされておりまして、それに対して、県

や市がもっと知恵を出して汗をかくべきじゃな

いかという意見が出ておりますけれども、今の

答弁を聞くと、なかなか国の制度設計の中身が

見えてこないので、手つかずというか、進まな

いんですよというような答弁に聞こえてきてい

るんですが、果たしてそうなんですか。そこの

ところを、まず1点、確認させてください。 

 予算の積み上げは積み上げでいいんですよ、

必要な時期にやってもらえば。それはそれとし

ながらも、その手前で、いつでも出せるような

準備というか、その作業というのを、ここに書

いているような、市町の皆さんと十分に協議を

行いながらと言っていますが、どの程度進んで

いるんですか。それをちょっとお尋ねしたいと

思います。 

【坂本地域づくり推進課企画監】 先ほどお話し

しておりますように、まだ制度設計が明らかに

されていない中ではございますが、関係市町、
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あるいは県の内部でも、まだまだ制度設計はど

ういったものというのがない中ではございます

けれども、今わかっている、推測をしながら、

どういった事業ができるかというところを、県

の内部でもＰＴをつくりながら話し合っている

ところでございますし、各市町においても同じ

ように協議を進めながら、一定そういった情報、

今の情報については交換をしているような状況

でございます。 

【前田委員】 であるならば、県でやっている検

討、市町でやっている検討と、県市で話し合っ

ていることを一遍出してもらえませんかね。 

 なぜこんなことを言うかというと、タイムス

ケジュールは間に合うんですか。政策監が言わ

れました、2月定例会に間に合わせるようにと

いうことで。そうしたら、この議会が終わって、

これから2月定例会までの間に、国とのやりと

りを含めてどんなタイムスケジュールになって

いるんですか。タイムスケジュールだけ確認し

たいので、押さえさせてください。どんな手順

になっているの、今から。 

【野嶋企画振興部政策監】 今、企画監が申し上

げたように、制度がなかなか決まらない中でご

ざいますが、ここにありますように、創業や事

業拡大に対しての支援という項目もございます

ので、創業や事業拡大の可能性、それができる

ような事業、制度は見えませんけれども、はっ

きり言ってどういうものがあるかについては、

先ほど企画監が申したように、庁内での業務と

いいますか、そういうことは、今進めていると

ころでございます。ただ、予算としてどうなる

かというのはなかなかわからないところでござ

いますが、検討は進めているところでございま

す。 

 そういうことをしておりますこともございま

すので、国の制度が明らかになった段階で、予

算としてしっかりと上げていくというふうな段

取りで考えております。 

【前田委員】 当然、該当する県がほかにもある

わけで、他県においてどういう作業をしている

のかというのは、私たちはわからないんですけ

れども、要は、予算の枠がある中で、そこでど

れだけ、こういう言い方をすれば、端的にどれ

だけとってこられるかという話の中では、他県

の作業にも注視しながら、しっかりしないとい

けないのかなと。なんでかというと、要は他県

のほうが進んでいるぞというような指摘も受け

ておりますので。 

 それと、今言ったような制度設計の中身が見

えないというのは、他県も同じ状況であるでし

ょうから、その中で最大限のやれることという

のは、期間は短いですが、しっかりと詰めてい

ただいて、年明けを含めて、2月までもう議会

がありませんけれども、その途中、途中で随時

報告をいただくような形で進めてほしいし、地

元の声をしっかりと国につないでほしいという

ことを要望しておきます。 

【山本(由)委員長】 ほかに、陳情について質問

はございませんか。 

【吉村(庄)委員】 今、ずっと出ているところと

関連があるかもしれませんが、あなた方の資料

で、12ページの離島振興協議会から出た分の補

助航路、それからもう一つ、31ページの離島に

おけるバスです。特に航路の問題について言え

ば、私は佐世保出身でございますけれども、私

のところも西海市との関係かれこれ、ずっと前

から意見を求めてこさせていただいていたわけ

です。 

 それで、ここの31ページと12ページの問題に

ついて、どうも国境離島の問題は、一定のこと
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がずっと措置されることになるかもしれません、

今も話があっておりましたが。現行状態で、現

場の困っている状況と国の補助対象というのが

少しちぐはぐになっているように、実は思うん

ですね。 

 例えば航路の場合で言うと、私もこの総務委

員会の中でもたびたび指摘をしておりますが、

競合路線がどうだとかこういう問題が、新たな

参入があって競合路線になった場合にどうなる

かとか、リプレイスする時の条件がどうだとか、

こういう話が一つあるしですね。 

 それから、バスのところもそうでしょう。国

の補助制度は乗客の分ですね、貨物じゃなくて

人の場合ですね。「輸送量（15人以上）の基準

が県単独補助基準（9人以上）よりも高いため」

云々、やっぱり実態はそういう状況にあるもの

だから、県としては考えなきゃいかん。 

 そうすると、国のところと、補助対象という

ところについて言うと、ちょっと差があるわけ

ですから、現実の現場の状況から言うと、やっ

ぱり県の基準というのが優先をされるような内

容に、具体的な補助はどうするかは別にして、

内容としては、15人というのは非常に厳しい状

況なんですね。やっぱり9人必要だから、県は9

人であると。 

 それから、先ほどの航路の問題も、競合路線

だから、リプレイスの問題等について国の十分

な対応がしにくいと、国の事業との関係でね。

こういうものがあるから、私は前から言ってお

るんですけれども、ここら辺について、やっぱ

り国の制度自体を現場の要望に、あるいは現場

の実態に合わせたような形でもっと緩和をして

いただかないと、いろんな状況を考えながら緩

和をしていただかないと、これはどうにも、非

常に困った状態がずうっと続くと、こういうこ

とになるんですよね。 

 だから、そこら辺を国に対して要望は、実は

施策的な要望は、毎年、毎年の施策要望でして

おられることは承知をしておりますが、ここら

辺のことをやっぱり真剣に国にも考えていただ

かないと、長崎県の離島だけじゃなくて。長崎

県は特に離島が多いところなんですがね、こう

いう状況をどういうふうにあなたたちは考えて

いるのか。国としてもっと真剣に考えていただ

かないとというふうに私は思って、そのつもり

で県は要望しているということでしょうけれど

も、全国的な場で言いますと、必ずしもそこは

すぐうまくいかないと、こういうことであると

思うんですね。ここら辺のことについて、基本

的にどういうふうに思っておられるのか、お聞

かせを願いたいと思います。 

【早稲田新幹線・総合交通対策課長】 ご指摘が

ありました離島の補助航路の問題ですとか、地

方バスの路線の再編の関係で、やはり人口減少

社会の中で路線の人員が減る中で、国の基準が

そのままになっておりますので、そういった部

分については、政府施策要望などを通じて見直

しを申し上げているところです。 

 離島航路についても、同じような形で制度の

見直しを申し上げているところですけれども、

全国的な課題の中では、やはり埋もれてしまう

可能性がございますので、我々県としましては、

個別の課題を持って、実際に国の本省のほうに

当たりまして、事例を持って説明して、対応し

ていただくような形での取組というのも行って

おります。 

 それから、離島の補助航路につきましては、

例えば事業者の方におかれましても、競合他社

が参入されますと、補助航路がなくなり、それ

があってなかなか新船建造に踏み切れないとい
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うこともございますので、やはり複数の航路が

あって、一つの航路で船舶を走らせている場合

は、その部分の更新ができないのか、事業者の

方とも意見交換しながら直接行ってきている現

状でございます。 

【吉村(庄)委員】 それで、12ページに関連して、

航路の問題ですが、県北地区の佐世保～上五島

関係を含めて、そこだけじゃないですけれども、

幾つか今までに航路改善事業協議会を開催して、

一定の方向を出して進んでおると思うんですが、

経過的に言えば、あるいは展望的に言えば、そ

ういうところとの関係でなかなか非常に厳しい。

もちろんリプレイス、更新していく時あたりに

は、船会社の経営状況も当然影響してきますし、

それができたとしても、一方では、住民の皆さ

ん方に低廉化をするお約束のところもあるよう

な、それはそれでいいんですけれども、なかな

か進まないんじゃないかと思いますが、県北地

区の先ほど言いました、幾つかの航路改善事業

の問題について、具体的にどういうふうになっ

ているか、お伺いしたい。 

【早稲田新幹線・総合交通対策課長】 現在の、

例えば佐世保～上五島航路の現状で申しますと、

当時、船舶の更新というものを一つ、高速船の

導入ですとか、フェリーの更新というものを計

画されておりました。 

 ただし、航路改善計画の中で、やはり委員ご

指摘がありましたように、他社の参入があった

場合は、運営が容易ではなくなるので、そこは

考慮していただきたいというような話がござい

まして、今年度、政府施策要望でも取り上げま

したとおり、例えば新船建造をした後で参入が

あった場合は、船舶の減価償却費は適切に見て

いただきたいというようなことをこちらのほう

も、事業者とともに国にお話をしたところでご

ざいます。 

 それから、あわせまして、例えば離島・半島

地域振興特別委員会の中でも、佐世保～上五島

航路のご議論があったんですけれども、フェリ

ーの「なるしお」ということで、小値賀町に行

っておりますフェリーがございますけれども、

ここは、今現在、1航路1船舶で運航しており、

現在参入がございませんので、ここの部分は、

更新できないのかということで事業者の方にお

話をしたりということで、先日も我々はお伺い

したところでございます。 

【吉村(庄)委員】 具体的なことは、詳細は後で

個別に聞かせていただきたいと思いますが、部

長、今言いましたように、国の基準と現場の実

態が非常に乖離していると私は思っているんで

すよ。だから、そこら辺をどうしていくのかと

いうのは、一定、先ほどありましたように、部

分的にというか、基本的なところに関連するか

もしれないですけれども、県としては、政府に

対する要望の中で、こういうところは考えてく

れよというふうに言っているというのは、私も

承知しておりますが、要するに、国の基準が、

長崎県のようなところでは、県が考えているよ

うな内容との関係の中で、やっぱり乖離してい

ると。こういうところについて、部長はどうい

うふうな考え方を持って、施策要望しておられ

るのは私は承知しておりますが、基本的な考え

方を聞かせてください。 

【辻本企画振興部長】 委員ご指摘のとおり、や

はり中央のほうと地方と、特に離島地区の交通

事情というのは違っているということで、我々

としても毎年、政府施策要望を上げているとこ

ろでございます。 

 具体的に、どのようにしてほしいという姿も

示しながらやっているところでありますので、
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県単でやっていくということにつきましては、

予算的にも多額になりますので、ぜひ国のほう

で取り上げていただいて、基準緩和についてご

検討していただくということについて、粘り強

く取り組んでいきたいと思っているところでご

ざいます。 

【山本(由)委員長】 ほかに、陳情についてあり

ませんか。 

【川崎委員】 私も38番のしま留学について、

お尋ねをいたします。 

 先ほど質疑がありましたので、経済的なスキ

ームは確認ができましたが、この陳情に対して、

対応要旨というほうのペーパーでは、県も財政

が厳しいから、なかなか難しいですよというご

回答のようですが、まず、この事業の事業効果

を十分に検討する必要があるということであり

ますが、現段階でどのようにこの事業効果を捉

えておられるのか、まずお尋ねいたします。 

【坂本地域づくり推進課企画監】 しま留学の支

援措置について、五島市からの要望についてで

ございますが、県の対応と書いているところに

つきましては、小中学生が対象の留学制度につ

いてご回答させていただいておりまして、現在、

今年度からですけれども、先ほどご説明いたし

ましたように、離島留学制度について、離島活

性化交付金のメニューの一つになったというこ

とで、五島市が今活用しているところでござい

ます。 

 現在の効果ということなんですけれども、今

年から五島市がそういう形で、久賀小中学校に

3名の生徒さんを離島留学でされているんです

けれども、効果がいかにあったのかということ

を踏まえて、県もあわせてやるとした場合につ

いては、そういったことも含めて考えていかな

いといけないということで、ここに回答させて

いただいておりまして、まだ今年から始まった

ばかりですので、その効果についても、今年度、

五島市のほうに、どういう効果があったのかと

いうのをしっかり執行管理と確認はさせていた

だきたいと思っているところでございます。 

【川崎委員】 確かに、例えば支援をすると決定

する場合には、それがどういう状況なのか、効

果はどうなのかということを検証するのはもち

ろんですが、今、3名受け入れをされていて、

翌年は久賀が5名、奈留で3名、合計8名と倍以

上の受け入れを検討されているということ、こ

ういうふうな形で五島市教育委員会、もしくは

地元の協議会が踏み込みをされたということに

ついては、十分効果がある。 

 効果というのは何だろうかという話なんです

が、やっぱり地元の方は学校の存続というのを

非常に大事に思っておられて、後でＣＣＲＣも

いろいろ検討しようかなと思っているんですが、

つまり、移住にしても何にしても、学校がない

と、子どもさんを連れた家庭の方が、まずそち

らに行こうとすることはあり得ないんですね。

そういった地域のそもそも論の課題から、こう

いったことにしっかり取り組んでいこうという

ところで、皆さん知恵を出し、汗を出し頑張っ

ておられるところなんですね。 

 だから、皆さんも人口減少に一生懸命取り組

んでおられる中において、大きなくくりでやる

のも大事でしょうけど、一つひとつ個々に見て

いけば、こんなに事業効果が高いところはない

ですよ。わずか3名と思っておられるかもわか

りませんが、結果3名の方を受け入れただけで、

お申し込みの段階ではもっとたくさんいらっし

ゃったと聞きました。しかも、それもいろんな

積極的なＰＲをやっているわけではなく、ホー

ムページに掲載された程度で、それでも問い合
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わせが多く、そして面接の結果、3名という形

になったということで、私も現地に行って聞か

せていただきましたので、そういうのが現地に

おける事業効果といいますか、非常に関心が高

いと。 

 そもそもなんでそういうふうな状況になって

きたかという背景は、ここから先は教育委員会

にお尋ねするような話ではあるんでしょうが、

文部科学省の「問題行動調査」というのが2015

年度にあって、そこのところで、全国で不登校

が12万6,000人おられて、その中で90日以上欠

席している方が57.4％、7万2,000人もいらっし

ゃる。これは小学校、中学校です。出席ゼロ、

つまり全く学校に行っていないお子さんは、そ

のうち4,400人もいらっしゃるという状況の中

において、やっぱり助けを、とにかく何とかし

てこのお子さんをしっかりともう一回、学校に

も行かせてあげたい、友達もつくってあげたい

という思いから、地元じゃなじめないんでとい

うことで、本当に助けを求めた形で、こういう

離島留学という制度を利用されているというこ

とが背景にあるということをまず押さえていた

だいて、そして、そういったものを求めておら

れる方、そして一方では、離島では学校存続を

何とかしていかないといけないと、そういった

双方の思いが合致した、マッチングしたいい事

業じゃないかなと思うんですね。 

 じゃ、問題を抱えているから、受けるのも大

変かとなると、結果、お子さんは見事によみが

えっておられるんですね。離島という、ああい

う人間関係と自然の中において、わずかな期間

です。今年から始まった事業ですから、わずか

な期間において、見違えるほど元気になって、

そして、1年の事業だから、来年どうなるかわ

からないんですね。「どうなの？」と聞いたら、

「自分は残りたい」とおっしゃるんですよ。残

りたいとおっしゃっても、今度はまた、次の問

題なんですけど、問題は受け入れ側なんですね。 

 一番苦労されたのは、やっぱり里親と言われ

ていました。お二人の方が里親で、3名受け入

れていらっしゃるということは、つまり、お一

人で2名受け入れていらっしゃる方がおられる

ということなんですよ。そういったことから、

なかなか里親の方を探すのも大変だったし、そ

してやっぱり、言えば赤の他人のお子さんをお

預かりしてやるわけで、その辺は非常に神経も

使うし、そういった中で、このような形で存続

するのはどうなのかなという、また新たな課題

もあったのも事実です。 

 そういった中において、これだけ見ると、何

とか財政を支援してくださいというような書き

方ではあるものの、もっともっと事業効果と、

そして、介在する課題を明確にしていきながら、

そこを解決することによって、離島振興・移住

促進について、つながっていく可能性というの

は十分に秘めていると思いますよ。来年度はそ

のように、奈留も取り組むわけでしょう。平成

30年度の計画を見れば、さらに奈留も増やして

いって、久賀島と合わせれば10名、平成30年度

にはやっていくと。高校も平成30年度に取り組

むということから考えますと、これだけ目に見

えて成果が出ている事業はないと思うんです。 

 そういった角度で、県も事業効果を検討する

と書かれていますから、しっかりと押さえてい

ただきながら、しかるべき支援を検討いただき

たいと思うのですが、いま一度、今後に向けて

の県のお考えについて確認したいと思います。 

【坂本地域づくり推進課企画監】 今、委員から

お話がありましたように、久賀島のほうでは、

私も久賀島に一度お寄りしたことがあるんです
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が、3人の子どもは結構元気になられて、今は

みんなと仲良くやっているような状況というの

も校長先生からお聞きしているところです。 

 また、そういった方々が来られることで、小

中学校が地域のコミュニティーの灯台になるん

だということも校長先生がおっしゃっておられ

ました。 

 そういった意味で、私も効果があるものだと

いうふうに感じておりますが、小中学校という

ことで、義務教育ということもありまして、ま

ずは市町にこういう活性化交付金を使ってやっ

ていただきたいと思っております。 

 ここに、「必要性や事業効果」というような

書き方をされておりますが、今、川崎委員から

お話がありましたような効果というのは重々わ

かっておりますが、久賀島以外にも大きく広が

っていくような状況、そういう事業であれば、

我々もしっかり離島全体を見据えながら、どう

いう支援ができるかも含めて検討していく必要

があるのかなと思っています。 

 また、久賀島、奈留ということで、五島に限

った話ですので、まずは第一義に、離島活性化

交付金を活用して、市町でまずはやっていただ

くというのが基本かなと、今のところは思って

おります。 

【山本(由)委員長】 ほかに陳情でございません

か。 

【山田(博)委員】 先ほど吉村(庄)委員から話が

あった、地方バスの路線の関係です。 

 これは要は、陳情の中身というのは、地方の

バス路線が大変経営が厳しいと、何らかの支援

策をしていただきたいということになっている

わけですが、この中に、離島活性化交付金を使

って、特に交流促進事業という項目で、企画監、

離島においては団体客がバスで来ますね。地元

の離島のバスを使う場合に、バスに関して支援

をしているわけですね。1団体幾ら幾らと、10

何人以上だったら何万円とかですね。この前も、

特別委員会がありましたけれども、やはり旅行

会社のほうからも、離島に行く時に、バスにで

も、団体客に対して補助金があればまた行きや

すいという話も出ていたんですね。 

 バスは交流人口促進にもつながるし、バス会

社の経営にもつながるし、または地域の経済も

発展するから、一石二鳥、三鳥につながるわけ

ですね。それはだめですよ、島外から来たバス

会社にしたら、意味がないわけですから。島内

のバス会社を使って団体で来るところに、これ

は地方交流促進事業につながるわけですから、

ぜひ活用していただきたいと思うのですが、い

かがですか。 

 今初めて聞いたかもしれませんけれども、あ

なたは頭がいいから、こう言えばぴんとか、か

んとかくるでしょうから、すぐひらめくでしょ

うから、いかがですか。 

【坂本地域づくり推進課企画監】 今、委員のほ

うからお話がありましたように、しまへ団体客

の方が来られる。その方々がバスとかを活用す

るのに、離島活性化交付金を活用できないかと

いうふうなお話だったと思うんですけれども、

離島活性化交付金は、今回、改正離島法ができ

て、ソフト事業に重点が置かれた交付金でござ

いまして、使い勝手がいい交付金というふうに

考えております。 

 そうした中で交流人口の拡大事業というのが

ありますので、具体的に市町のほうから、どう

いった事業、どういったことをやっていくのか

というのをもう少し具体的にお聞きした中で、

国のほうにもこういった事業ができないかとい

うのをご相談していきたいと思っております。
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離島活性化交付金のメニューの中にも交流事業

の拡大事業というのがしっかりうたってありま

すので、補助率は、国が3分の1、民間3分の1、

市町あるいは地方自治体3分の1というふうな

率になっておりますけれども、その事業内容を

しっかりお聞きした中で、国のほうにも話がで

きればなと思っております。 

【山田(博)委員】 実際、北海道のほうで採用し

ているんですね。企画監はどこだと言わずに、

企画監はもうご存じでしょうから、実際それを

やっているところもあるということで調べまし

たので、ぜひ調査研究して、前向きに取り組ん

でいただきたいと思いますので、よろしくお願

いしたいと思います。 

 終わります。 

【八江委員】 終わろうかなと思ったら、大分続

いているようですから、私からも一言お願いし

たいと思います。 

 陳情の41番です。その中にあります一般国道

57号線のことなんですが、実は、島原から諫早

間の高規格道路の計画を進めて、国道57号の拡

幅については順調に進めていただいております

が、これも森山拡幅と言われて30年間かかって

ようやく工事が見えてきたと。一部では、251

号のバイパス工事として、県が途中で入って、

そこは順調に進んだんですけれども、この中で

一番大きな問題があります。 

 今後の問題としてぜひ取り組んでいただきた

いというのは、ここには愛野小浜間ということ

でありますけれども、そうじゃなくて、長野尾

崎間というのが途中にあるんです。これは2キ

ロの区間です。これをなんで申し上げるかとい

うと、平面交差の中で森山拡幅の工事が、既に

2キロ区間済んでおります。済んでおりますけ

ど、諫早貝津島原間の高規格道路を持ってくる

と、車専用道路としてやってきている中で、2

キロ区間が平面交差になってきている。だから、

それはちょうど今の新幹線のフリーゲージと同

じように、武雄―新鳥栖間の並行在来線を走っ

てきて130キロでしか走られない区間と全く同

じように、途中の2キロ区間が平面交差で、お

りてきて、そのあいなかに5つぐらい交差点が

あります。だから、80キロか90キロか、その辺

は幾らで計画されているかわかりませんけど、

走ってきて、尾崎長野間というのは、2キロ区

間が平面交差になりますと、その間だけでも、

80キロぐらいでおりても、そこで恐らく時速30

キロ、5つの交差点をクリアしていかなければ

なりませんから、そうすると、時速の維持がで

きない、計画どおりの維持ができない。 

 そのことを今からやっておかなければ、ちょ

っと大変だなと。ほかの地域ができ上がっても、

その区間だけは、一旦でき上がって平面交差と

いうことになっておりますから、そのことは今

から国に強く求めておかなければならない。こ

れは一般質問で私どもは申し上げたし、この間

も出ておりましたが、その区間は、ぜひ長崎県

の政策の道路計画の中できちんと位置づけなが

らやってほしいと思うんですけれども、そのこ

とは認識をしていただいているかどうか、それ

はどうですか。 

【山本(由)委員長】 しばらく休憩します。 
 

― 午前１１時３８分 休憩 ― 

― 午前１１時３８分 再開 ― 

 

【山本(由)委員長】 委員会を再開します。 

 陳情について、ほかによろしいでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)委員長】 それでは、ほかに質問がな

いようですので、陳情につきましては、承って
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おくことといたします。 

 次に、議案外の所管事務一般に対する質問を

行うことといたします。 

 まず、「政策等決定過程の透明性等の確保な

どに関する資料」について、質問はありません

か。 

【川崎委員】 資料の6ページ、陳情・要望の対

応のことなんですが、ノンストップバスの時刻

表への表示について、障害者団体の皆様から要

望が上がっていた内容ですが、県の対応として

説明があっています。 

 まず、インターネットにおけるノンステップ

バスの時刻表検索といった先進地事例を研究し、

県バス協会を通じ、県内バス事業者に対し前向

きに取り組んでいただくよう促してまいります

と、動きはいかがでしょうか。 

【早稲田新幹線・総合交通対策課長】 こちらの

回答のほうに記載しておりますけれども、イン

ターネットでのノンステップバスの時刻検索と

いった先進地事例というのは、例えば都市部と

かでは複数ございます。広域的になりますと、

なかなか見当たらないところもありますので、

現在、都市部におけるインターネットでノンス

テップバスがどこを走っているかというような

ところが、どういうふうなシステムの構築にな

っているのかというのを調べているところでご

ざいます。 

 都市部においてノンステップバスがあるとい

うのは、ノンステップバスの割合がかなり多い

ことから、そういうシステム構築が可能になっ

ているというのが一つ判明しておりますので、

そのノンステップバスの割合なども含めたとこ

ろで検討していきたいというふうに考えており

ます。 

【川崎委員】 割合でいくと、その下の参考のと

ころに、低床バスがノンステップバスになるの

かどうなのか、そこをちょっと確認しながらで

すけれども、約32％弱ということは、3分の1に

足りないところの状況なんですね。恐らく今の

法律が改正された後は、新車についてはノンス

テップバスですか、低床バスになるということ

になっているんでしょうが、いずれバスも更新

をして新しくなってくれば、黙っておけば

100％になるんでしょう。いつになったらそう

なるのかというようなこと、相当時間もかかる

話だなと思っているんですが、そう考えますと、

県の対応のお話について、いつになったら、本

当にこれを欲しておられる方に適正な情報が届

けられるのかということについては非常に疑問

に思うんですね。含めた形でご説明いただきた

いと思います。 

【早稲田新幹線・総合交通対策課長】 低床バス

の部分ですけれども、ここはノンステップバス

とワンステップバスも含められたところでの割

合という形になります。 

 ここに掲げられておりますノンステップバス

のみという形になると、やはりワンステップと

ノンステップバスが混在する状況になりますの

で、システム構築をどのようにしていくかとい

う課題がございますので、ノンステップバスだ

けの場合だとどういう動きをシステム上やって

いくのか、それから、ワンステップバスが混在

した時にどういう動きをやっていくのかという

のを見極めながら、現時点では、いつまでにこ

うなるというのはまだお示しできないんですけ

れども、研究をしていきたいと考えております。 

【川崎委員】 そうしたら、全部低床バスになれ

ば、ある意味、全部が車いすでの乗り降りが可

能になるんでしょうから、どの時刻が乗られる

かということについてわざわざお示しする必要
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がないわけですから、それについて、じゃ、い

つになったら100％になるのか。いつのことか

なというのはありますけど、それはぜひヒアリ

ングをしていただきながら、きちんと押さえて

いただきたいと思います。 

 あと、インターネットということでしたけど、

インターネットも100人が100人ともやってい

るとは限らないわけで、そういった現実的に、

先進事例をとおっしゃっておられますけど、本

当にそういった形が実現できるのかと。現実的

なところで考えていただきたいんですよね。い

ま一度、そう考えていくと、本当に研究します、

検討しますが、もう研究しましたけど、それは

無理ですねと、何かそういうのが見えてくるん

ですね。本当にこれをやる気があるかのかどう

なのか、この辺の決意のほどをお聞かせいただ

きたいと思います。 

【早稲田新幹線・総合交通対策課長】 低床バス

におきましては、ノンステップバス、それから

ワンステップバスという2種類があるものです

から、例えばノンステップバスだけですと、い

ろんな時刻表での表示ですとか、インターネッ

トの表示というものが、ダイヤ表示でわかりや

すく表示できるというのがございます。 

 現在の状況としましては、バリアフリーの状

況では、ノンステップバスも含めたところで低

床バスという形になっているものですので、課

題としては、先ほどお話ししましたけれども、

低床バスのうちノンステップが走っている、そ

れからワンステップが走っている、そこのダイ

ヤの状況に応じて、例えば時刻表で、インター

ネットだけじゃなくて、時刻表に張り出す場合

においても、このダイヤで、この時間でノンス

テップ、これがワンステップというところの表

示が必要になってまいりますので、そこについ

て事業者の検討を要するということになってく

ると思います。 

【川崎委員】 じゃ、今現在、何もされてないん

ですかね。何かちゃんと動きがあるんだったら、

それをきちんと、どういうふうな形で事業者の

方が一定おられるのか。だから、本当に現実、

実現できるのかという話なんですよ。 

【早稲田新幹線・総合交通対策課長】 低床バス

のダイヤの編成に関しましては、先ほど2つの

パターンのノンステップとワンステップの課題

がありますので、事業者の方にお尋ねしたとこ

ろ、やはりノンステップだけ動く部分というの

は、時刻表とかに表示できるのは可能なんです

けれど、そこをワンストップとどうダイヤを組

み合わせるかというところの技術的な課題とか

ありますので、そこについて意見交換をさせて

いただいているという状況でございます。 

 そういう部分がどうクリアできるのかといっ

たところで、モデル的に、じゃ、ノンステップ

だけを表示するのかというところを含めたとこ

ろで話をしているところでございます。 

【川崎委員】 そうしたら、少し協議が進んでい

って、研究が進んでいっているんだったら、例

えばタイムスケジュールでいついつまでにどう

いう表示でサービスを向上していくということ

について、あってしかるべきだと思いますが、

ぜひそういったスケジュール化をお尋ねしたい

と思います。 

【早稲田新幹線・総合交通対策課長】 一つはノ

ンステップバスの状況に応じたところでどのよ

うなことができるのかというのは、ダイヤ改正、

それから、具体的に都市部を走っているノンス

テップバスを見た上で判断したいと考えており

まして、そこについては協議を行っていきたい

と思っております。 



平成２８年１１月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（１２月１２日） 

- 83 - 

 ただ、いつまでにこれができるのかというの

は、事業者の方のダイヤの調整とかがあります

ので、そこは明言できないんですけれども、そ

こについては実験的にできないかというのは考

えているところでございます。 

【川崎委員】 最後、要望ですけれども、「障害

がある人もない人もともに生きる平和な長崎県

づくり条例」をつくって、もう3年目ですかね。

そうなってくると、共生社会の実現に向けて取

り組む、ある意味象徴的な部分だと思うんです。

非常にお困りになっておられる方が、何度も何

度も陳情に行くけれども、なかなかそれは解決

できないよという形で県に持ってこられた内容

かと思うんですね。そう考えていくと、やはり

条例も制定したわけですから、そこはスケジュ

ール化ぐらい持って取り組んでいくというのは

大事なことかと思いますけれども、それはより

深く突っ込んで協議を進めていただければと思

います。 

 よろしくお願いいたします。 

【山本(由)委員長】 しばらく休憩いたします。 
 

― 午前１１時４７分 休憩 ― 

― 午前１１時４８分 再開 ― 

 

【山本(由)委員長】 委員会を再開いたします。 

【山田(博)委員】 これは市町村課長にお尋ねし

たいと思います。 

 身体障害者の団体から来ていることに関連し

て、私も実際、今、五島市内の公民館ごとに県

政報告会をさせていただいているんですね。た

だ、地域の皆さん方から要望が出てきているの

が、特に強く最近出てきているのは、参議院選

挙とか、国政選挙とかいろんな選挙で投票率を

上げてくれ、上げてくれていって地域の人が行

くわけですね。そうしたら、車で行ったら、投

票所は階段があるものだから、車いすがあれば

いいんだけれども、車いすもない。あげくの果

ては、手すりとかもないと。それで、お年寄り、

おじいちゃん、おばあちゃん、障害者の方々も

大変苦労されていると。車いすはないのに、ど

うやって投票所まで行くのかと。実際、何とか

車で来て、タクシーに乗ってきたけれども、大

変な苦労があるということで、これは市町村課

長、そういった状況は把握されておりますか。

いかがですか。 

【黒﨑市町村課長】 たしか参議院選については、

900カ所程度の投票所で執行させていただいて

おりますけれども、その一つひとつについて、

障害者に対するバリアフリーの程度がどうかと

いうところの詳細なデータまではまだ持ち合わ

せておりません。ただ、市町村のほうからの報

告等が上がっている部分はございます。 

 今のところ、統一的な把握はいたしておりま

せんが、一つひとつ問題が出てきたものについ

ては、個々に対応させていただいているという

状況でございまして、今、法律等でいろんな投

票率向上のための施策が幅広に出てきておりま

す。先ほど委員がおっしゃったような歩行の困

難な方々への配慮というものにつきましては、

実は、移動投票所とかいったようなものもでき

ておりますので、積極的に市町のほうに検討を

働きかけてまいりたいと思っております。 

【山田(博)委員】 各選挙管理委員会において、

投票所がバリアフリーになっていないか、まず

は、特に高齢者が多いところは、そういった車

いすを用意すべきではないかと、そういった調

査項目をつくって、改めて検証して取り組むよ

うな形をとっていただきたいと思うんですね。

やはりなかなか気づかないことは多々あると思

うんです。そういった点で、しっかりそういっ



平成２８年１１月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（１２月１２日） 

- 84 - 

たことに取り組んでいただきたいと思うわけで

ございます。そういった取組をしていただきた

いと思うのですが、いかがですか。 

【黒﨑市町村課長】 今、長期にわたって、各選

挙の投票率が低下傾向にございます。18歳選挙

権もできたところでございますが、これもなか

なか厳しいものがございますので、障害のある

方々への配慮も含めまして、ぜひ投票率の底上

げが図れるような施策を検討していかなければ

いけませんので、先ほどのご指摘も踏まえて対

応させていただきたいと思います。 

【山田(博)委員】 ぜひそういったアンケート調

査をして取り組んでいただきたいと思います。 

 そして、後日、市町村課長、それは参考まで

に、調査なりした結果を示していただきたいと

思いますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

 要望して終わりたいと思います。 

【山本(由)委員長】 ほかに、政策等決定過程に

ついては、よろしいでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)委員長】 それでは、「政策等決定過

程の透明性等の確保などに関する資料」につい

ての質疑をここで終了いたします。 

 それでは、午前中の審議はこれにとどめまし

て、午後は1時30分より、まず、一般議案外の

中で、九州新幹線西九州ルートにつきまして質

疑を行いたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

 しばらく休憩します。 

 

― 午前１１時５３分 休憩 ― 

― 午後 １時３２分 再開 ― 

 

【山本(由)委員長】 委員会を再開します。 

 次に、九州新幹線西九州ルート（長崎ルート）

に関し、国土交通省の「軌間可変技術評価委員

会」の開催結果に係る地元説明会の概要等につ

いて、説明をお願いいたします。 

【廣畑企画振興部次長】 それでは、お手元に配

付しております、表紙に国土交通省のプレスリ

リースがついている資料の束がお手元にあると

思います。そちらに基づきまして、技術評価委

員会の結果と地元説明会の概要について、ご説

明させていただきます。 

 11月18日におきまして、フリーゲージトレイ

ンの不具合対策の検証結果が、「軌間可変技術

評価委員会」において報告されました。 

 もともと平成27年12月に技術評価委員会が

開催されて、その際に、不具合の原因対策案が

了承されて、その後、平成28年にかけて不具合

対策の検証試験等が進められてまいりました。

その結果が報告されたということになります。 

 具体的には、後ろにつけております、鉄道・

運輸機構の横長の資料、「フリーゲージトレイ

ンの不具合対策と今後の技術開発の進め方につ

いて」という資料に沿ってご説明させていただ

きます。 

 1枚めくっていただきまして、不具合対策の

ポイントは3つございます。資料の構成の1.車軸

の摩耗対策が1点目、2点目として、2.高速走行

安定性についてというもの、3点目として、3.

経済性の検討についてというものが3つの柱に

なっています。 

 車軸の摩耗対策につきましては、2ページ目

で評価されております。 

 摩耗対策につきましては、昨年の不具合対策

の結果を踏まえまして、平成28年5月から、改

良された台車による試験が行われてまいりまし

た。上の年表のところの5月の青い点線で囲ん

でいるもの、あと、赤い点線で囲んでいるもの
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でございます。台車試験条件①、条件②、条件

③、条件④と、徐々に条件を過酷にしていって

検証が行われてまいりました。条件①から条件

③につきましては室内の試験で、時速130キロ

から270キロまで高めていって対策の検証を行

ったものでございます。 

 その結果として、2ページの左下の写真でご

ざいますけれども、試験条件の①～③を終えた

後の車軸で、これはちょっとわかりにくいんで

すけれども、鏡面化と言っていますけれども、

表面が磨かれている状態ではありましたけれど

も摩耗は確認されていないので、一定の摩耗対

策効果が確認されたということです。 

 条件④、荷重を1.3倍に負荷した時に、時速

270キロで室内で台車を回してみたというその

結果が、右下の写真のほうでございます。その

結果として、全周にわたり摩耗して0.033ミリメ

ッキが剥げて、車軸の母材が露出しているとい

うことで、摩耗が見られたということでござい

ます。 

 そもそも1.3倍に荷重を増加したというのが、

平成26年の耐久走行試験で観測された上下運

動、実際の走行の際の台車の上下運動の観測結

果によると、瞬間的になりますけれども、荷重

の2倍ぐらいの負荷がかかったということで、

それを室内で模倣するために1.3倍の荷重を常

にかけてみたというところのようでございます。 

 その結果として、下の黄色のところでござい

ますけれども、今回の摩耗対策に一定の効果は

認められるけれども、営業線における高速走行

時の実際の上下振動により摩耗が促進される可

能性も否定できない。なので、現時点で60万キ

ロ走行できる耐久性を有すると判断するのは難

しいということです。そのため、実際の営業線

で検証のための走行試験を行うことで、摩耗の

対策効果を最終的に確認してまいりたいという

のが摩耗対策の結果でございます。 

 続きまして、2点目、3ページ目の2.高速走行

安定性でございます。 

 高速走行安定性試験といいますのが、台車を

強制的に横からの力をかけて横揺れさせるとい

うものです。通常であれば、横揺れさせたとし

ても、台車が中心に安定してくる、真ん中にあ

ります緑色のグラフのように、一旦揺らしたと

しても真ん中に寄ってくるものでございます。 

 ただ、今回のフリーゲージの台車の試験で、

右上の写真にありますが、ヨーダンパと呼ばれ

る、横揺れを防止する装置、油圧バネのような

ものだそうですけれども、それが1つの台車の

中に片側2本で、向こう側にも2本ついていて、

合計4本ついているという状況。試験として、1

本が不具合を生じたという状況を想定して、こ

のバネを1本外した状態で台車を横揺れさせた

時に、赤色のグラフにあるように不安定な状況、

一旦横揺れをさせると、横揺れが止まらなくな

った状況が見られたということで、この横揺れ

の状況は、どうしてもフリーゲージトレインの

仕組みとして、車軸と車輪がスライドするため

にすき間があるという状態、機能的なものです

けれども、そういうことから横揺れが収束しな

い状況になっている可能性があるので、検証走

行試験のほうで詳細にモニタリングしながら調

査を行っていくという対策になります。 

 続きまして、4ページ目、3.経済性の検討、コ

スト面でございます。 

 フリーゲージトレインとしては、通常のフル

規格車両と比べてコストが高く出ています。特

別な機構を備えていることから、コストが高く

出ているということです。車体についても軽量

化の対策はとらてれいるので、その部材も高価
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なものを使っておりますし、特に台車でござい

ます。軌間可変の車軸と、あと、車輪を固定す

るロック機構が、フル規格車両と比べて特別な

部品になっております。なので、メンテナンス

も、通常の新幹線と比べるとより必要になって

きますし、部品の交換も必要になってまいりま

す。 

 次の5ページ目でございますけれども、どの

程度の経済性になったかというと、試算の結果

としまして、上の表ですけれども、一般の新幹

線と比べて車軸の交換周期が240万キロの場合

は2.5倍程度、60万キロで交換するとすれば3倍

程度という形になっておりまして、まだ実用化

に向けてはコストが高いという状況になってお

ります。なので、先ほどの摩耗対策として、行

われる検証走行試験と並行してコストの削減を

行っていく必要があるというところで、5ペー

ジ目の下側に、コスト削減の主なメニューとあ

りますけれども、特にフリーゲージ特有の高価

な部品というものを再利用するなどして、車軸

は交換するんですけれども、部品は再利用する

ということでコスト削減が図られないかという

ところを検討していくということです。 

 6ページ目に、これまでのまとめがございま

す。 

 まとめとしまして、車軸摩耗対策は、一定の

効果は認められるけれども、まだ60万キロ走行

できる耐久性を有すると判断するのは難しい。

真ん中のところです。高速走行安定性の評価で

は、より詳細な検討が必要ということ。経済性

の検討では、さらなるコスト削減が必要という

ことで、現時点においては、このまま耐久走行

試験に移行する条件は満たされていないという

ところでございます。 

 したがいまして、濃いピンク色の部分ですけ

れども、検証走行試験というのを実施します。

半年間、約1万キロメートル程度の検証走行試

験を実施するととも、コスト削減策を検討して

いくということです。 

 今後のスケジュールが7ページ目でございま

す。 

 当初、6者合意の前提として予定しておりま

したスケジュールでは、表の上段でございます

けれども、技術評価委員会が秋ごろ、11月に開

かれて、順調にいけば、構内走行試験、性能確

認試験とあって、耐久走行試験が年明けぐらい

から始まる予定でございました。それが、まだ

そこに至れないということで、下のほうです。

濃いピンク色のところですけれども、検証走行

試験というものを1万キロ程度行って、並行し

てコスト削減策を検討すると。初夏と言ってい

ますが、5月から6月にかけて、初夏に技術評価

委員会を開催しまして、耐久走行試験に移れる

かどうか判断がなされるというところになりま

す。 

 一番後ろのほうに、国土交通省による地元説

明会の結果をつけております。国の評価委員会

が行われた後の週の11月21日の月曜日に、地元

説明会が開催されました。国土交通省鉄道局の

ほうからは、水嶋次長ほか3名と、長崎県側と

しては中村知事、田中議長、あと八江新幹線議

連会長ほか関係市・市議会の方々にご出席いた

だきまして、説明会が開催されました。 

 説明会の内容としましては、4.の（2）にあり

ますとおりですけれども、主な内容としまして

は、中村知事のほうからは、本県の願いとして

は、新幹線により関西・中国圏と結ばれ、産業

振興や交流人口の拡大、西九州地域全体の活性

化を図り、開業効果を早期に発現していくこと

が大事だと。③のところですけれども、「これ



平成２８年１１月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（１２月１２日） 

- 87 - 

から行う検証走行試験等やコスト削減の検討の

結果が思わしくない場合、さらに技術的な改良

を時間をかけて検討していこうとされているの

か、それとも、技術的にはもう一応限界に近い

状態にあるとして、西九州ルートの整備につい

て他の選択肢を含めて検討していかないといけ

ないとお考えなのか」と問うたところ、2ペー

ジ目の③でございます。国としては、「次の検

証走行試験の結果を早く見極めて、経済性も含

めて次の段階に進めるよう努力していく。今の

対策がベストと考えており、半年間は今考えう

る最善の方策をとり、フリーゲージトレインの

技術開発と経済性の検討を進める。この半年は

それに尽きる」という回答がありました。 

 また、八江委員のほうからご質問されたのは、

「今回、フリーゲージは無理だから方針転換せ

ざるを得ないという発表がなされるのかと思っ

ていた。武雄温泉～新鳥栖間の地盤改良等を考

えると費用もかさんでくる。それを考えると、

フリーゲージより全国へ走れる路線、列車をつ

くってほしいというのが正直なところである。

6者合意は皆さんの任務でそれは遂行していた

だくが、その後は、これらも含めて考えていた

だきたいがいかがか」というご質問がありまし

て、国土交通省のほうからは、「いろんな議論

を重ね、3月に6者合意となった。その実現に向

けて最大限の努力をしていく。また、県民のい

ろんなご意見を聞き、県議会議員の皆様がいろ

いろなご議論をされていることは想像に難くな

いが、本日の説明としては、技術評価委員会の

検証を経て、今後半年間、技術開発と経済性の

検討を進めていくということでご理解を賜りた

い」とのことでございました。 

 最後、3ページ目でございますけれども、最

後に中村知事のほうから、「これ以上大きな遅

れが生じると、さまざまな影響も懸念される。

ぜひ、国におかれても、しっかりと今後のスケ

ジュールに沿ってご努力をいただき、所期の姿

の実現に全力を注いでいただくよう心からお願

いする」との発言がございました。 

 評価委員会の結果につきましては、以上でご

ざいます。 

【山本(由)委員長】 説明が終わりましたので、

この九州新幹線西九州ルートにつきましての質

疑をお受けしたいと思います。 

 質疑はございませんか。 

【山田(博)委員】 それでは、私の方から幾つか

お尋ねしたいと思います。 

 まず、今、技術評価委員会の結果が、来年の

夏に向けてやるということであっていますけど、

これで企画振興部の新幹線・総合交通対策課の

ほうは幾つかの想定に基づいて今後取り組む過

程を想定していると思うのですが、それで、状

況について、私の方から幾つか質問していきた

いと思いますので、よろしくお願いしたいと思

います。 

 先般、長崎新聞の方で、ＪＲ九州の社長さん

との一問一答のやり取りがあっているわけです

が、その中でお尋ねしたいことがあります。 

 フリーゲージが来年の夏に向けて、技術評価

の検査をするわけでございますけれども、その

中で技術的な安全性の問題がクリアするか、ク

リアされないか、これが大きなポイントなんで

すね。これがクリアできなかった場合、県当局

としては、今後どのように取り組まれていくの

か、見解をまず聞かせていただきたいと思いま

す。 

【廣畑企画振興部次長】 技術的な点がクリアで

きない場合は、フリーゲージの開発が難航する

ということになりますので、そうならないよう
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に、国に対してしっかり対応していただくよう

求めていきたいと思います。 

【山田(博)委員】 技術的なことでだめですよと

なった時ですね、やってくださいと言っていて、

できないものはできないと言ったら、それは話

にならないでしょう、これ。 

 じゃ、次長、あなたは国土交通省から来られ

て、それ以上答えられないということで理解し

ていいんですか。技術的にだめですよと言われ

た時に、それでもフリーゲージをお願いします

と言うのか、技術的にお願いしますということ

でお願いするわけですか。お答えいただけませ

んか。 

【廣畑企画振興部次長】 もちろん技術的にだめ

にならないように求めていくんですけれども、

そもそも西九州ルートの前提として、山陽新幹

線に直通運転するというのが所期の姿でありま

すので、その実現に向けて取り組んでいくとい

うことになります。 

【山田(博)委員】 これは大事なところだから。

技術的にだめだと言っているのに、それを何と

か求めるというのは、これは話にならないわけ

よ。部長も同じような考えなんですか。技術的

にだめと言うのに、それをそのままだめですよ

と。それをまた、ずうっとその開発をお願いす

るということで理解していいんですか。 

【辻本企画振興部長】 その点につきましては、

11月21日の国土交通省がお見えになった時に、

知事の方からも、そういった技術開発について、

「限界に来た時に別の選択肢もあるのか」とい

うふうなお尋ねをさせていただいています。 

 その際に、国土交通省の方から、「今とって

いる技術開発がベストであるので、今、6者合

意で決めている姿を実現できるように最大限努

力をする」ということでありますので、そうい

った取組について、県としては見守っていくと

いうことで考えているところでございます。 

【山田(博)委員】 じゃ、次の形でね。 

 じゃ、技術的に何とかクリアしても、費用対

効果というのがありますね、ランニングコスト

ですね。このランニングコストに関しては、安

全性をある程度何とか確保するように努力して

いくということであって、今度は経済面ですね、

ランニングコストですね。この点に関しては、

技術的なことはもう技術屋さんにお任せして、

ランニングコストがかかりますよね。それに関

しては、県のほうとしては、ある一定程度の費

用負担を考えているのか、考えていないのか、

まずそれをお尋ねしたいと思います。 

【廣畑企画振興部次長】 ランニングコストに関

しましては、ＪＲ九州が運行主体となりますの

で、県が負担するものではないと考えておりま

す。 

【山田(博)委員】 じゃ、お尋ねします。県は負

担することはないと。ＪＲ九州の社長は、費用

対効果が守られないとだめだと言っているわけ

ですね。じゃ、これは国にも要望することはな

いということで理解していいんですか。県は負

担しませんよと。じゃ、国も負担することはな

いということで理解していいんですか。それは

どうですか、次長。次長は国から来たから、言

いにくいかもしらんけど、それはどうですか。 

【廣畑企画振興部次長】 運行主体がランニング

コストを負担していくものですので、国におき

ましては、この半年間、コスト削減の方策を検

討するというので、国に対しては、そのコスト

削減の検討をぜひしっかりやっていただきたい

と求めていくということになります。 

【山田(博)委員】 ちょっと次長、あなたは品が

よかけん、ちょっと聞こえんとよね。もうちょ
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っとはっきり物を言ってもらわないと、わから

んわけよ。もう一度言いますね。いいですか。 

 県は負担はしないと言うけれども、じゃ、国

において、ある程度の費用を負担していくよう

に求めるか、求めないかというのをお尋ねした

い。 

【廣畑企画振興部次長】 今、原則としては、ラ

ンニングコストというのは、営業主体たるＪＲ

各社が負担しているというのが今のスキームで

ございます。 

 国におきましては、この半年間、コスト削減

の取組を並行して全力でやるということでござ

います。なので、そのコスト削減の取組をしっ

かりやってもらうよう求めていくということに

なります。 

【山田(博)委員】 コスト削減をね。 

 じゃ、続きましてお尋ねしたいんですけど、

リレー方式をやっていく中でも、長崎―武雄温

泉間約66キロの新幹線のランニングコストが

非常に高いということになっているんですね。

これが未来永劫やられたら、とんでもないとい

う話。つまり、この社長が言いたいのは、ラン

ニングコストもかかるんですよと。しばらくだ

ったら我慢できても、これは未来永劫だったら、

もうとんでもないと。極端に何が見え隠れする

かというと、もうしませんよということを含ん

でいるんじゃないかと思うぐらいなんですよ。

ここには、とんでもない話と言っていますから。

乗りかえを未来永劫やるのはとんでもないとい

うことで書いていますけど。 

 これは、じゃ、新幹線のリレー方式におきま

して、県はランニングコストを負担するのか、

しないのか。先ほどと同じ質問です。県として

は、国に対して費用負担を要望するのか、しな

いのか、その点を2つお答えください。 

【廣畑企画振興部次長】 リレー方式のもとにお

きましても、ランニングコストは事業者が責任

持って負担していただくものですので、県が負

担するという予定は今のところございません。 

 あと、リレー方式のもとでも、長崎新聞の記

事にも最後にありますけれども、ＪＲ九州のほ

うでも、「安全性と経済性が確認できれば、フ

リーゲージトレインを導入する」というふうに

言っています。国においてコスト削減をしっか

りやるというふうに国のほうは言っていますの

で、それを我々県としても、強くやってもらう

ようにお願いしていくということになると思い

ます。 

【山田(博)委員】 そうしますと、いいですか、

そういった今のやり取りを聞いた中でお尋ねし

ます。 

 次長、このフリーゲージなり、新幹線の開発

というのは国主導でやっているんですね。国で

やっているんでしょう。それ間違いございませ

んか、それだけお答えください。 

【廣畑企画振興部次長】 委員ご指摘のとおり、

国主導でやっております。 

【山田(博)委員】 ということは、国主導でやっ

ているということは国の責任に基づいて新幹線

の開発、つまり新幹線、フリーゲージというの

はやられているわけでしょう。それをお答えく

ださい。 

【廣畑企画振興部次長】 委員のご指摘のとおり

でございます。 

【山田(博)委員】 いいですか、県民の皆さんか

らすると、フリーゲージなり、新幹線の開発と

いうのは、国の主導で責任持ってやっているん

です。それで、今、技術的に安全性は確保でき

ました。しかし、運転費用はこれだけかかりま

すよと。それをしなさいと。 
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 しかし、ＪＲはですね、いいですか、フリー

ゲージができるまではリレー方式で我慢しなさ

いということになっているんです。これはなぜ

かというと、国のほうから言われているんです。

国のほうから言われているんですよ。いいです

か、これは国のほうから、こうしなさい、ああ

しなさいと言われているというのは間違いあり

ませんね。次長、お答えください。 

【廣畑企画振興部次長】 リレー方式で暫定的に

開業するというのは、3月の6者合意で確定され

たことでございます。国のほかにも長崎県、佐

賀県も含めて、鉄道・運輸機構とＪＲ九州も含

めて合意したものでございます。 

【山田(博)委員】 合意したとしても、いいです

か、このフリーゲージなり、新幹線は国の主導

で責任持ってやっているんです。それで、ラン

ニングコストがこれだけかかっても、全部ＪＲ

九州に負担しなさいというのはあまりにも理不

尽じゃないですかと、私は言っているわけです。

それは誰が聞いても、誰が見てもそう思うと思

いますよ。新幹線なり、フリーゲージの規格で

すね、技術の安全性、経済性、コストは、今次

長がおっしゃったように、国の責任に基づいて

やっているんですね。そうしますと、それをも

らったＪＲは、あとのランニングコストはあな

たが全部負担しなさいというのは理不尽じゃな

いですかと言っているんです。それは県は負担

しませんよと。国もしませんよと。じゃ、全部

ＪＲ九州に押しつけるのかとなるんですよ。誰

が聞いても、誰が見ても理不尽じゃないかと思

いますよ。ここはどのようにして解決していく

かということになったら、コスト削減をずっと

国にお願いするだけですよと。できなかったら、

ＪＲに全部負担してもらうと。ＪＲはできませ

んとなった時にどうなるのかと。そうしたら、

ＪＲが言うのは当たり前なんですよ。できませ

んよと。普通、誰が考えてもそうなるんです。

次長、ここを私は聞きたいんですよ。県民の皆

さん、聞いているんですよ。 

 この長崎新聞の、安全性、費用対効果でＪＲ

九州の社長が言うのはごく当たり前なんですよ。

私はごく当たり前のことを聞いているんだけど、

全部ＪＲが負担するんですか、これは理不尽な

話じゃないかと言っているわけですよ。それは

県も負担しなさい、しません。国は、そのラン

ニングコストは削減するんですよと。結局はＪ

Ｒに全部押しつけているんですかということな

んですよ。これはあんまり理不尽じゃないです

かと、私は言っているわけです。 

 この解決方法について、次長、今のところは

何もないということで理解していいんですか。

じゃ、ずっとＪＲにこれをお願いすることで理

解していいんですか。 

【廣畑企画振興部次長】 先ほど来申し上げたと

おり、部品の再利用だとか、コスト削減の検討

を進めていって、検討の結果、幾らか下がると。

下がったものをＪＲ九州と協議して、営業ベー

スに乗るかという検証を国とＪＲの方で行って

いくということなので、ＪＲが理不尽に過度な

負担を課されるというほどではないと思います。 

【山田(博)委員】 ＪＲが、国から言われて、こ

れをしてくださいといって過度な負担はかける

ことはないということでありましたけど、じゃ、

国としては、ＪＲがフリーゲージにしたり、あ

くまでもリレー方式にしても、ＪＲ九州として

は開業が間に合うように、国の方で責任持って

やっていただくということで理解していいわけ

ですね。 

 今の次長の話でありますと、別にあなたを個

人的に責めているわけじゃないですよ。あなた
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しか答える人がいないんだから、ただ単に私は

聞いているだけであって、あなたにはこれから

東京へ行って出世してもらいたいわけだから、

ここでぴしゃっと鍛えてもらって、東京へ行っ

たら、また長崎県でお世話になって、また長崎

県のために頑張ろうという気持ちを、愛を込め

て私は質問しているわけで、別にあなたをいろ

いろ個人攻撃しているわけじゃありませんので、

ご理解いただきたいと思うんですけど、そうい

うことで理解していいんですか。 

【廣畑企画振興部次長】 国のほうで半年間しっ

かりコスト削減策をやっているというふうに説

明会でも申しておりましたし、知事からの質問

への回答にもそういうふうに言っておりました

ので、そこをちゃんと見極めていって、ぜひと

もコスト削減を図っていただきたいと思います。 

【山田(博)委員】 一旦終わります。 

【浅田委員】 1点だけ確認させてください。 

 この間の定例会の中でも質問が出ていました

けれども、ＪＲ九州やＪＲ西日本の社長が乗り

入れができない、難色を示していることに関し

て、県が確認したのでは、そうではないような

趣旨の答弁がありました。あのあたりのことを

もう少しきっちりと、県民の方にとっては、経

済界の方にとっても乗り入れができるのか、で

きないのか。本来であればフル規格を求めてい

る流れの中においても、知事が「フル規格は、

現時点では困難」ということを答えております。

そういう意味では、あちら側の社長の言った、

言わないというところが非常にまだまだひとり

歩きをしているのか、果たしてそうではなかっ

たのか、どういう形で県が確認をなさったのか、

その点だけ明確にお答えいただければと思いま

す。 

【廣畑企画振興部次長】 11月21日に、ＪＲ西

日本社長の記者会見の報道がございました。そ

の発言の趣旨について、ＪＲ西日本にも確認し

ましたところ、その趣旨は、一般論として、走

行性能が違う車両の相互の乗り入れにかかるダ

イヤ設定というものは課題があると。工夫が必

要、課題があるということを述べたものであっ

て、しかも、フリーゲージトレインというのは、

現時点で国において技術面の検証をまだ実施し

ている段階なので、ＪＲ西日本としては、フリ

ーゲージが乗り入れることについての具体的な

検討が行われているわけではなく、乗り入れの

実現性の可否を示したものではないというふう

に確認しております。 

【浅田委員】 知事が確認したところもそこまで

ということですか。 

 それぞれにおいて、実際、当然あちらとして

も、まだ本当にどうなるかわからないところな

ので、はっきり協議ができないとＪＲ側が言っ

ている流れの中で、しかしながら、そうできな

ければ乗り入れることは困難だということを言

っていることは間違いないわけですよね、一般

論であったにしても。そこがきちんとなされな

い限りでは、今までも何度も何度も流れの中で、

できます、できますということがずっとずっと

延びてきている。これに関しては、8年後には

必ずできると言いながら延びている。検査自体

も延びているという状況の中で、採算性がとれ

なければ、企業体としてはやっぱり無理なこと

は無理だと思うんですね。今、山田(博)委員も

おっしゃっていましたけれども。そのようなこ

とをしっかり踏まえた上で、県として確認をな

さったんでしょうか。 

 ただ単に、記者会見で言った言葉尻の問題の

一般論についてだけでの確認だったのか、県と

して、ＪＲとして、6者協議はしているけれど
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も、その合意のもとだけではないところにおい

て、これだけ県民や経済界にも不安を与えてい

る中で、言葉尻ではない、しっかり言葉として

の確証をとったぐらいのことで、次長、これは

聞きおいていてもいいんでしょうか。 

 そういうことは言ってないんだと、ＪＲの方

は、それに関しては、乗り入れるか、乗り入れ

ないかは無理ですと言っているわけではないと。

まだまだ当然可能性はあるということを言って

いるということをきちんと明言なさったと感じ

てもよろしいんでしょうか。 

【廣畑企画振興部次長】 ＪＲ九州ですけれども、

前から言っておりますけれども、特に事業者と

して、フリーゲージトレインを採用するに当た

っては安全性がしっかりしたものでなければな

らない、あと、経済的にも事業化できるような

ものになってなければならないということは

前々から言われております。なので、それが実

現できるように技術評価委員会で検証、あと国

において半年間の検証を行われるものでありま

して、それができれば、この新聞記事にもあり

ますように、ＦＧＴを導入するというふうに言

っておられるのは確認しております。 

【浅田委員】 ＪＲ西日本は、まだそれが難しい

判断の中においてはということを言っています。 

 11月21日に行われた記者会見の議事録とい

うのはいただくことはできるんでしょうか。 

【廣畑企画振興部次長】 我々は、ＪＲ西日本の

社長の議事録までは有しておりません。 

【浅田委員】 じゃ、それをご覧になった、何ら

かで見た、こういう話があったからこそ確認し

たというにとどまっているということですか。

そういう話が新聞各社から出ていますよね。ネ

ットとかでも出ている。それを見て、県民が不

安になっている。じゃ、その不安をどう取り除

くかというところで、実際問題、ＪＲ西日本に

確認をしてということですか。 

【廣畑企画振興部次長】 委員おっしゃるとおり

でして、新聞記事を見て、我々もその内容を確

かめる必要があるというふうに認識しましたの

で、ＪＲ西日本に問合わせたところでございま

す。 

【浅田委員】 それでは、乗り入れが今の段階で

困難とは決して言っていないと、簡単に明言さ

れると、困難とは言っていませんよということ

が確認できたということですか。 

【廣畑企画振興部次長】 委員のおっしゃるとお

り、フリーゲージトレインを乗り入れさせない

といった判断を述べたものではなくて、一般論

として、ダイヤの設定には課題があるという点

と、あと、フリーゲージはまだ技術検証段階な

ので、乗り入れの可否を判断できる段階にはな

いということでございます。 

【浅田委員】 大きな事業をやる上の企業体にお

いて、一般論、一般論だけではもう語れるよう

な時期は終わっているんじゃないかと思うんで

すね。正直言って、まさしく目の前にあって、

これは何年も議論をしていることで、一般論だ

けで企業さんだって言えるような状況ではない。

県も、もうまさしくそういう状況じゃないのに、

お互いが一般論として、一般論としてだけをず

っと追及し合っていて、じゃ、国の今度の6月

を信用していて、それでまた違ってきたら、ま

た一般論でということに、次長、なるんでしょ

うか。 

【廣畑企画振興部次長】 すみません。ちょっと

私の説明が下手くそだったかもしれませんけど、

ＪＲ西日本としては、まだフリーゲージの技術

水準が確認できないので、乗り入れることにつ

いて、乗り入れができないとか、できるのかと
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いうのを意思決定している段階ではないという

ことでございます。 

【浅田委員】 なぜ新聞各社がこういうふうに書

いたのか、どういうふうな現状だったのか、私

は本当は議事録でも確かめて、それを私たちが

納得できるように配って、これを皆さんが見て

いただいたとおり、読んでいただいたとおり、

一般論というところで、そこまで県民に心配は

負わせる必要性はないですよというところまで、

きちんと示していただくということがもう重要

な時期ではないかと思っていますが、いかがで

すか。 

【廣畑企画振興部次長】 ＪＲ西日本の社長会見

については、たしか時間をずらしてホームペー

ジに公開されていたと記憶しておりますので、

そこは公開されたら、確認してお示ししたいと

思います。 

【浅田委員】 ＪＲ西日本の記者、先ほども確認

したんですけれども、ネットに載っているとこ

ろでは、その議題がないところまでじゃないで

すか、載っていますか。ごめんなさい、私もそ

れをずっと確認していたんですけれども、多分

21日のがまだ載っていなかったので、それを県

としては、ホームページで明かす前に、きちん

とした、こちらとしても主体的なところで動か

なきゃいけないので、そういったところまでも

一般の、私が一般のと言うのはどうかと思いま

すが、県民が見てわかるような状況になる前の

ことをやっぱり調べてお伝えをしていただく必

要性があるのではないかと思います。これは行

ったり来たりになるかと思いますので、この質

問に関しては、もう時間だと思うので、とどめ

ます。 

【廣畑企画振興部次長】 私もホームページは確

認してみます。また、ＪＲ西日本にも問い合わ

せをしてみたいと思います。 

【浅田委員】 後でわかったら教えてください。 

【山本(由)委員長】 ほかに新幹線に関しまして、

質疑ありませんか。 

【川崎委員】 資料に基づきお尋ねいたしますが、

3つの大きな問題について、今から実証実験が

進んでいくんでしょうが、とりあえず1点目の

車軸の摩耗対策の件で、実際の営業線において、

今から1万キロ程度検証実験を行うということ

なんですが、知事も冒頭、一番最初に質問をさ

れておられますけれども、要するに、室内の中

においてやった時には一定の効果があったけど、

荷重を3割増にかけると摩耗が発生したと。そ

の状態で、実際にそれはやってみないと、あく

までも屋内の分は模擬的なのかもわからないと

いうような、ちょっとにわかに信じがたいよう

な回答があっているんですね。このままでやっ

ていきますという意味が本当にあるのかなと、

正直疑問なんですよ。こう言わしめる根拠とい

うのは、一体、国はどういうふうに思っておら

れるんでしょうか。 

【廣畑企画振興部次長】 委員ご指摘の点は、や

っぱり知事も疑問に思っておられるところで質

問されたわけですけれども、私のほうも国に問

合わせたところ、条件④、1.3倍の負荷をかけた

というのが、なぜそんな実験をやったかという

と、さきの耐久走行試験で、瞬間的に上下振動

で2倍ぐらいの荷重が瞬間的にかかったという

ことが観測されていると。ただ、上下振動とい

うのは室内の台車試験では完全に再現ができな

いわけです、瞬間的過ぎて。なので、瞬間的に

2倍ぐらいの負荷を室内で実現するためにはど

うしたらいいかというふうにいろいろ評価委員

会の委員の人たちが考えたのが、室内で1.3倍ぐ

らいの負荷を常にかけ続ければ、瞬間的な2倍



平成２８年１１月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（１２月１２日） 

- 94 - 

よりもより厳しい条件になるだろうというので、

室内試験で再現するのに1.3倍の負荷をかけた

と。 

 ただ、国の方ほうは、やはりこの1.3倍の負荷

というのはかなり苛酷な状況なんだそうなんで

すね、現実的にはなかなかあり得ない。常に1.3

倍の負荷がかかるという状況はあり得ない状況

なので、実際の摩耗対策が本当に営業線で効果

を有するかどうかは、やっぱり営業線で走らせ

てみないと最終的にはわからないということに

なっています。これが条件④で削れていなけれ

ば、営業線でも問題なくいけたんでしょうけど、

負荷の高い、より苛酷な条件の④で摩耗が見ら

れたというので、じゃ、実際の営業線で同じよ

うなことが起こるか、もしかしたら条件が苛酷

過ぎて、実際の営業では何も削れてないという

状況があるのかもしれないので、検証の走行試

験を行うということと聞いております。 

【川崎委員】 そうすると、屋内はあくまでも屋

内ですし、実際走らせるのとは振動が違う、そ

れはわかりますが、過度に荷重をかけてＦＧＴ

の実験を行っていったということなんですね。

実際ではあり得ないぐらいの1.3倍という荷重

をかけていったということですね。 

 ただ、そういうことをこのご専門の方たちが

想定をされてやって、そこで摩耗が発生してし

まったと。実際とはまた違うから、実際走らせ

てみないとわかりませんよというのは、まあ、

何でしょうね。払拭するための手法なのかどう

なのかわかりませんが、室内でうまくいかなか

ったのが屋外でというのは、ちょっとにわかに

信じがたいというのがありまして、この動きに

ついては非常に注視をしていきたいと思います。 

 もう一点、経済性の話なんですけど、先ほど

もありましたので少し理解をいたしましたが、

経済面については、価格の部分についてはどの

程度かということは、国のほうからは示す段階

ではないということでしたので、具体的な数字

は示されていないんでしょうが、車軸というと

ころから考えると、心臓部でしょうから、もの

すごくやはり開発費なり、メンテナンスコスト

がかかってくるんじゃないかということは容易

に想像ができるわけです。 

 一点、11月に行われましたシンポジウムで藤

井先生に来ていただいて講義がありました。そ

のときに、ＦＧＴ車体そのものに高価な部品を

使っていることもさることながら、乗り入れを

想定されているＪＲ西日本側の博多から大阪ま

で、この線路に対する荷重についても問題なん

だよと。ＦＧＴが、重い車体が走っていけば、

そこに荷重がかかって、そこのメンテナンス費

用は誰が見るのかという問題もあるんですよと

いう指摘がありましたが、こういったものは事

実ですか。 

【廣畑企画振興部次長】 すみません。藤井先生

のフリーゲージの車体が重いというのはどこか

らの情報かは定かではありませんけれども、た

だ、今のフリーゲージの車両自体は軽量化を図

っているので、最新の新幹線車両Ｎ700系とほ

ぼ同じぐらいの車重になっているというふうに

聞いております。 

【川崎委員】 そうしますと、ＪＲ西日本が乗り

入れを考えるに当たっては、スピードの問題が

ありましたが、そこの荷重のことについては問

題はないと。そこはダイヤ編成の検討とか、コ

ストの部分でのさまざまな検証とか、そういっ

たことの対象にはならないということで理解し

ていいですか。 

【廣畑企画振興部次長】 はい、Ｎ700系とほぼ

同じぐらいの車重ということは、フリーゲージ
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が走行に与える負荷というものも同じ程度だと

思いますので、そこの課題は恐らくないのでは

ないかと。今現在、そういう課題があるという

のは聞いておりません。 

【川崎委員】 最後の質問ですけど、今回のこと

は佐賀県のほうにも説明に行かれているんです

よね。佐賀のほうの反応、県サイド、あとは議

会サイド、県民、どういったお声が上がってい

たのか、お聞かせいただきたいと思います。 

【廣畑企画振興部次長】 国のほうの説明会は佐

賀でも開かれておりまして、佐賀のほうから直

接反応を聞いたというわけではありませんけれ

ども、佐賀県知事としても、フリーゲージの開

発をしっかりやってもらいたいというふうにお

っしゃっていると聞いております。 

【川崎委員】 そうしましたら、そういうことで

しょうね。そういうふうにしかおっしゃらない

でしょうね。わかりました。 

 そうしましたら、今さまざま議論をしても、

結果、半年待たないと何とも言えませんよとい

うのが恐らく正直なところかなと思うんですけ

れど、仮に、仮にの話はあまりしたくはないん

ですが、最悪、リレー方式が固定するというこ

とが最悪のシナリオで、そういったときのため

のさまざまな準備ということは、当然県として

も考えておかなければいけないと思います。お

尋ねしても出てくる答えはあまりないのかもわ

かりませんが、今どういったことが県の中で議

論されているのか、最後お尋ねして終わりにし

たいと思います。 

【廣畑企画振興部次長】 国として、この半年間、

今取り得る最善の策をとって、検証走行試験と

コストの検討を行っていくということでござい

ましたものですから、県としては、検証走行試

験とか、あとコスト削減の状況を見極めていっ

て、状況の変化に応じては必要な対応をしてい

くべきものと考えます。 

【八江委員】 「ＪＲ西日本、ＪＲ九州の乗り入

れ難しい」というようなタイトルで新聞にも出

ておったことが今話題になっておりましたが、

どうでしょうね。今の次長の話では、この間の

知事の答弁も、私はどうかなと思って聞いてい

たんですけど、そういったものが新聞の記事に

出てくるのかなと。知事はじめ、今の次長の話

など、いわば違うんだという話のように聞こえ

たけど、私たちがこれまで新幹線に関係をして

きて、ＪＲ西日本へは乗り入れは難しいんだと

いうのは、もう数年前から話が出ておったこと

なんです。それを最近、今のようにご発言をさ

れると、ちょっとそれはどうなっているのかと

疑いたくなるわけですよ。 

 ですから、その点はやっぱり発言は発言とし

て、記事は記事として、素直に認めるべきじゃ

ないかと私は思うんですけど、先ほどの話は間

違いないんですかね。議事録とかなんとかは別

としても、まず、そのあたりをしておかないと、

うそ言うたことを書いたと。あるいは、うそを

書いてしまったというようなことに受け止めら

れると、記事の信頼性にもかかわってくるんで

すけど、その点はいかがですか。 

【廣畑企画振興部次長】 先ほども答弁させてい

ただきましたけれども、11月21日の発言の趣旨

をＪＲ西日本に確認しましたところ、一般論と

しては、走行性能が違う車両の相互乗り入れに

かかるダイヤ設定については課題があるという

ことであって、あと、フリーゲージトレインと

いうものは、現時点では国で技術面の検証を行

っているという段階なので、ＪＲ西日本として

は、フリーゲージトレインが乗り入れるという

ことについての具体的な検討が行われているわ
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けではなくて、乗り入れの実現性の可否を示し

たものではないというふうに聞いております。 

【八江委員】 言葉の使い方で受け止め方も若干

違うことも事実だろうと思いますけど、我々は

あの新聞報道、あるいは今まで長い間、歴史の

中でずっとそういったことを積み重ねてきてお

りますので、私たちはそちらのほうを信用した

いと思うのが通例じゃないかと思います。こち

らのほうがうそを言っているとか言いきれませ

んけど、その点はしっかりと、訂正をさせるた

めにとか思って言われたら、それは我々は心外

だということだけ申し上げておきたいと思いま

す。 

 それで、フリーゲージの試験を今後していく

か、していかないかという問題もありますが、

先ほどから、安全性はいいけど経済性がもうひ

とつ、今から検討していくということですけど、

安全性が保たれないから、やっているんじゃな

いですか。全く安全性が見えない。安全性が見

えるなら、ＪＲ九州だって、あるいは我々だっ

て、受け止め方は随分違ってくるんです。難し

いから、人的な輸送をやっていくのに安全性が

見届けられないから、今のところ、安全性を確

認すると、そういう意味だと思ったんですけど、

私の聞き違いですか。安全性はいいけど経済性

が悪いという意味ですか、どっちですか。 

【廣畑企画振興部次長】 八江委員おっしゃると

おりです。安全性も経済性も両方確立してもら

う必要がありますし、この半年間、検証走行試

験を行うというのも、これは安全性の確保のた

めに必要なことでございます。並行して経済性

を確保するために、コスト削減策の検討を行う

ということでございます。 

【八江委員】 両方だと私も思いますし、先ほど

の安全性がいいということではないと、はっき

りここで私からも申し上げておきたいと思いま

す。 

 それで、来年の6月にその結果が出るとか、

評価委員会を開くとか、そこで結論出すとかな

っていますけど、この前も知事にご質問した時

に、私はそれはアウトだと。まあ言えば、でき

ないはずだと私は言いました。知事はどう思い

ますかということだったけど、知事は、検討委

員会が発表するのを待ちたいということだった

んじゃないかなと思いますけどね。 

 私は、それは両方捉えられると思いますけど、

我々が気にしているのは、ずっと待って、今ま

でも3年待ってきました。また待って、また待

ってと、二度あることは三度あるということも

申し上げておりますけれども、なされてずっと

ずれた時に、長崎ルートの開業が遅れてくる。

あるいは、ほかに転換する時に間に合わないと、

そういうタイムスケジュールがあるから、早い

立場で切り替えるべきじゃないかという思いを

持って申し上げておったんですけど、その点は、

先ほどの答弁も6月まで待たざるを得ないと、

知事の答弁も同じことだし、次長、部長の答弁

もそのようなことだろうと思います。 

 そこで、私はそういう中で理由だけはこれま

で何回も申し上げたかと思いますけど、幾つか

申し上げておきたいと思いますのは、フリーゲ

ージの開発が成功しても、あるいは安全が確認

できたとしても、最高速度は270キロなんです。

フル規格の路線を走った時の話ですね。片や、

山陽新幹線は300キロで走っている、あるいは

300キロ以上で走ることにもなるだろうと思い

ます。このような時に、フリーゲージを博多か

ら山陽新幹線で新大阪に乗り入れ運転がされる

だろうかというのが疑問で、そういうことから、

ＪＲ西日本の社長が非常に厳しいんだというよ
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うな話。それは仮に、ＪＲ西日本の配慮により、

何本か直通できたとしても、営業を妨害してし

まうのではないか。営業を妨害するということ

は、こだま級の運転にしかならないんじゃない

かと。これでは、佐賀―新大阪を5時間ぐらい

で走らないといかんことになると言われており

ます。したがって、博多で乗り換えることはで

きないということと同じように、デメリットば

かりあってメリットはないと思います。 

 それともう一つ、重量も重い、5割近くが重

いと言われております。かつ、精巧な軌間変換

装置のために、長崎本線などになっても路盤改

良とか、ロングレール化が必要だと言われてお

りまして、その工事費は800億円ないし1,000億

円強がかかると言われておるわけですけど、そ

のことをどのように次長、もしくは部長はお考

えなのか、お答えをいただきたいと思います。 

【廣畑企画振興部次長】 まず、フリーゲージト

レインの車体につきましては、累次の技術開発

によって軽量化が図られておりまして、今のＮ

700系と遜色ない同程度の重さというふうに聞

いております。 

 あと、武雄温泉から新鳥栖間の路盤改良の必

要性につきましては、先般の国による評価委員

会の結果の後のぶら下がりの記者会見で、国の

ほうが言っておりましたけれども、在来線の区

間の肥前山口から新鳥栖間につきましては、ロ

ングレール化とかＰＣ枕木化というものも高規

格なものになっておりますし、バラストの厚さ

も25センチあって、それについてはフリーゲー

ジトレインが走っても問題ないというふうに考

えているとのことでございました。 

 あと、佐世保線のところにつきましては、複

線化を必要としますけれども、複線化の工事の

中で同じようにロングレール化とＰＣ枕木化を

行って、今のスキームでも行うということにな

っておりますので、大規模な地盤改良というの

は想定していないですと、国のほうから回答が

なされております。 

【八江委員】 時間がないから、飛ばしながら申

し上げますけど、また車両も、先ほど話が出て

おったように、メンテ費用が普通の新幹線の2.5

倍～3倍ということ。先ほど60万キロ走った時

に2.5倍とかありましたね。だから、そういった

ものをクリアするため、相当の経費削減を図っ

ていく努力をしていかなければならないと思い

ますし、そしてまた、在来線のほうは貨物列車

も走っているんですよね、鍋島までの。新鳥栖

から肥前山口の方面はですね。そういったもの

の輻輳したことも出てきます。 

 そういったものへの対応と、もう一つは、先

ほど申し上げたことをフルに切り替えた時に考

えれば、佐賀―新大阪は、先ほど5時間近くか

かるということだったけど、これは2時間50分

ぐらいで行けるということに大体想定されてお

ります。長崎から新大阪までは3時間20分、こ

うなってくるともう雲泥の差ということになる。

そうなれば、どちらを選ぶかというのは、当然

ながらフル規格を選ぶのが県民の一つの大きな

願いだと思います。決まったことについてはい

ろいろありますが、背景には、6者協議、リレ

ー方式が決まりました。しかし、これを未来永

劫にわたってリレー方式をなされては困るとい

うこともあります。それをなされるためには、

一日も早くフル規格に転換してやっていくべき

じゃないかと思います。 

 そこで、財源の問題もいろいろ騒がれており

ますが、佐賀の51キロ区間を想定すると約

5,000億円かかるんじゃないかと言われており

ますが、私がちょっと計算してみれば、66キロ
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ぐらいある長崎から武雄までが実際かかるのは

3,700億円、それに列車が入ってくると思います

けど、それが66キロですよ。そしたら51キロで

計算をすると、15キロぐらい短くなりますから、

3,700億円から約600億円ぐらい引けば、大体

3,100億円ぐらいの想定する路線ででき上がる

ということになります。そして、フル規格であ

れば、鹿児島新幹線で走っている列車が活用で

きますので、新たな車両の製作費は必要ないと

いうことになってくると、大きなメリットが出

てくるから、そこに切り替えたって大した負担

にはならないんじゃないかということです。 

 そして、財源の問題については、今申し上げ

たいのは、ＪＲの株式の売却がありました、

5,000億円近くの売却でした。それから、ＪＲの

法人税として年間3,000億円ぐらいを払ってい

ます。財政投融資、全国の整備新幹線の貸付料、

これを一括して3,000億円、つい先月、全部一括

返納されたそうです。その3,000億円を返納した

ものが、全国の整備新幹線に使われるというこ

とになる。それは北陸新幹線、北海道新幹線、

あるいは長崎新幹線にも一部回ってくるかどう

か。それを今度、敦賀―小浜ルートですか、京

都ルートが正式に決定するようになってくれば、

いち早くそちらのほうに財源が回っていくんじ

ゃないかということを心配されておるから、

我々は早く結論を出してやるべきじゃないかと

いうのを申し上げておりますので、それはぜひ

頭の中に置いて活動をしていただきたいという

ことであります。 

 それから、山陽新幹線の直通運転ができない

ということは、もともとから山陽新幹線に乗れ

ますよ、新大阪も行けますよと説明してずっと

きた国の立場、県の立場があります。そうなっ

てくると、これは約束違反になるんじゃないか

と、こういうように思います。 

 ですから、そこは十分検討しながらやってい

くべきじゃないか、このように思いますけど、

今の財源等も含めて的確な質問だったのか、あ

るいは、幾らかオーバーな質問だったかもしれ

ませんけど、国に対する考え方なり、答弁いた

だきたいと思います。 

【廣畑企画振興部次長】 幾つか質問ございまし

たけど、すべてお答えできないかもしれません

が、委員がおっしゃった新幹線の整備費用です

ね、長崎から武雄温泉の整備費が3,700億円とお

っしゃいました。ただ、今、総事業費として国

のほうで予定されているのは5,000億円となっ

ております。恐らく工事実施計画のその1、土

木工事の部分だけ委員は捉えられているのかも

しれないというふうに感じました。 

 あと、財源スキームの話ですけれども、ＪＲ

九州の新幹線貸付料3,000億円を民営化に当た

って一括に支払ったというものですけれども、

整備新幹線の貸付料につきましては、鹿児島ル

ート、また北海道、北陸ルートも含めて、今の

整備区間、既着工区間、すべてその貸付料は既

に財源に充てられておりますので、一括で支払

ってもらったとしても、それが新たな財源とい

うふうにはなってこないと考えております。 

 あと、ＪＲ九州の株の売却益の話でございま

すけれども、株式を売却して鉄道・運輸機構の

特例勘定のほうに収入として入ってまいります。

ただ、こちらの特例勘定のほうは、使い道とし

ては、国鉄職員の年金給付などに充てられると

いうことになっておりますので、また整備財源

として余りがあるのかどうかというのも含めて、

国の方で検討が必要で、法改正が必要になって

くるものと思います。 

 あと、ＪＲ各社からの法人税収です。法人税、
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これも財源として使うには、また税法改正が必

要になってまいります。特に個別の会社の一般

財源としての法人税を特定の目的に充てられる

のかということについては、国のほうで慎重な

議論が必要かと思います。 

 あと、もちろんフル規格に転換するという話、

八江委員も従来からおっしゃっているのは十分

承知しています。ただ、過去からの歴史的経緯

もあって、スーパー特急方式からフリーゲージ

トレイン方式になっているところでございます

ので、直ちに、またフル規格を検討するという

話になると、地元負担の話とか、並行在来線の

問題など、新たな課題がまた生じてくることか

ら、関係者の合意形成が不可欠になってきます。

今はそういう環境にないというふうに知事も申

しておりましたし、そのようになると思います。 

【八江委員】 時間がないから、一つ要望だけ申

し上げるのは、飛躍した話かもしれませんけど、

もうそれを考える時期にきているんだと思うん

です。今の試験をやった結果が仮によかっても、

今申し上げたとおりの結果しか出ない。そうす

ると、一生、末代までフリーゲージで長崎県、

あるいは佐賀県の県民は乗って行かないといか

ん。我々に与えられた任務で、それでいいのか

というのを考えれば、ここでしっかり考えて方

向転換するべき時が出てくる。それは国に強く

求めていく。県、佐賀県、あるいはＪＲを含め

て6者協議なんかで決めてきたことでもありま

すから、その辺はきちんと正論で長崎県民をそ

れに誘導していく義務が県はあると思いますの

で、そういうことを申し上げ、またリニアの問

題もありますので、そういうことを申し上げて、

一旦終わりたいと思います。 

【髙比良委員】 八江委員の質問の趣旨と私もや

っぱり合致をするんだろうと思っているんです

が、まず、そこに至る前段として、少し議論を

したいと思うんですが、この新幹線については

これだけやっぱり不透明というか、不安な状況

が続いているわけですから、県として、国がこ

う言うからという待ちの姿勢じゃなくて、先を

見極めて、そして新幹線建設の意義の発揚につ

いて、あるべき取組を主張していく、そういう

能動的な姿勢で政策提言をするというような、

そういう立ち方をぜひやってもらいたいと思う

んですよ。 

 これまで、この議論についてはすべて事務的

な答弁だけですよ、国がこう言うという話を。

知事にぶつけた時には、それは着工認可の条件

がどうだからというだけの話ですよ。現時点に

おいては、そういう答弁やむなしというところ

もありますけれども、じゃ、ずっと国の言うが

ままに待っとって、しかし、本県として、思う

に任せないような状況ができてきた時にどうす

るのか。そこはひとり国の責任ですよ、取り組

み方いかんの問題だったんですよということで

は、これは県民は納得しないですよ。これは末

代までの失政として、非常に大きな禍根を残し

てしまう。それくらいの覚悟で、政策官庁とし

ての県がしっかり頑張るというような、そうい

う姿勢をもうそろそろ腹をくくってやっていく

べきだと思っているんですよ。 

 そのためには、例えば、その意味で来年夏ご

ろ予定されている技術評価委員会での審査結果

をただ単に待つ、すなわち国の考え方を待つと

いうことにとどまらないで、いろんなシミュレ

ーションをしながら、地元の県としての考え方

をまとめていく、あるいは条件整備をしていく

といったことに腐心をする、そういう主体的な

取組をしていかないと、全体が5,000億円か、

3,800億円か、3,700億円かわかりませんけれど



平成２８年１１月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（１２月１２日） 

- 100 - 

も、いずれにしろ700億円か800億円、いっぱい

県民の税金から支出をしていっている。これだ

けの大型事業をやっていくことについての責任

を果たすということになっていかないんじゃな

いかと思うんです。 

 それで、この説明の中にも、再開を国の方は

することにしましたと。それに対して、県とし

ては、これ以上大きな遅れが生じることがない

よう訴えたところでありますとありますよね。

これは、次長、部長の説明もあわせてそのとお

りなんだけれども。 

 それじゃ、お尋ねしますけれども、長崎県と

してどういった要因が生じれば、あるいは講じ

られなければ、大きな遅れが生じることになる

と思料しますか。まず、そこからお答えくださ

い。 

【廣畑企画振興部次長】 これ以上の遅れという

点でございますけれども、まず技術開発の面で

は、国のほうは、これが考えられる最良の形で

の台車による検証走行試験という話になってお

りますので、ここからまた、もしも不具合が出

てくるとすれば、その改良にはまだ時間がかか

るというので、またこれ以上の遅れが出てくる

と思います。 

 あと、コスト削減についても並行して検証し

て、ＪＲ九州と協議をしていくということです

ので、その協議が調わなかったら、これ以上の

遅れになると思います。 

【髙比良委員】 それだけじゃないんですよ。要

するに、その運行方法が、いろいろ約束してい

たことや計画していたこと、これがすべて実現

をしていかないと、そのことがそろった時が初

めて、3年間は本当に苦渋の選択で、これは耐

え忍ばなければなりませんけれども、それ以上

の遅れを生じさせないという条件は整備できな

い。そこはね、今言った技術的な問題で、トラ

イボロジーの技術が確立しない。要するに、だ

から安全走行ができないという話ですよね。車

軸の問題、技術的な問題、あなたが言うとおり。 

 もう一つは、やっぱり経済性の問題。経済性

の問題は、さっきからずっと議論があっていま

す。これはやっぱり営業運転するわけですから、

事業主体としてのＪＲ九州が、これは収支採算

がとれないという話だったら、やるはずがない

んですよ、いくら技術が確立したって。だから、

それに補助をするなんて、そんなばかな話はな

いんであってね。だから、今、この間のインタ

ビューに答えておられる2.5倍から3倍するよう

な、そういうふうな車両というか、メンテ経費

も含めた中でそれぐらいコストがかかるのであ

れば、これは現実の水準を超えていると、そう

言っているわけです。 

 だから、現実の水準を超えているということ

を、いかに現実の枠組みの中でできるか、これ

は大変な問題ですよ。何となれば、その安全性

について一定の改良ができて、メンテナンスコ

ストも軽減をしたって、そもそもこの車両自体

が可変軸を持ったりとか、いろんなそういうと

ころの装置を持ったりとか、あるいは軽量化と

か、いろんなことがあって、通常の新幹線より

も莫大に価格がかかるわけよ。そういう状況の

中で、60万キロだったら3倍、240万キロだった

ら2.5倍という話になる。それは1.何倍に近づけ

ることができるかというと、ほとんど私は不可

能だというふうに思っていますが、ほとんど不

可能だと、これが現実だと思っていますが、そ

れは置いておいても、経済性が確立しないこと

にはできない、それは2点目ですよね。だから、

それは今まで問題になっている。 

 それに加えて、新大阪まで乗り入れると、こ
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こを国として約束してやってきたと。そこらは、

やっぱり非常に不透明な話じゃないですか。こ

れもだから、国が言ったことを甘受するんじゃ

なくて、能動的にもっといろいろなシミュレー

ションもしながら、国に県としても主張せよと、

そこに一つあると思うんだけれども、要するに、

さっきから話を聞いてみて、本格的には正式に

その後の検証というか、議論をしてないという

か、そういう話でしょう。今、技術開発中でも

あるしと。こういう条件の場合は、こうだ、あ

あだという尾ひれがついてくるんですけれども、

国は博多まで運行する便のそのうちの幾らか、

数字は忘れましたが、20本ぐらい、これは新大

阪に直結しますよ、直行しますよといったこと

を言ってはばからんわけでしょう。ところが、

運行主体はそういう状況になってきている。こ

れもだから、そのままうのみにして黙って見て

いていいのかという話の一つですよ。そこまで

の運行は確約できるのかといったことをとらな

いと、大幅な遅れを生じさせる要因が払拭でき

なかったという話になりますよ。もう一つは、

さっき言ったＪＲ九州の採算性の問題。 

 それと加えて、これはＦＧＴの開発のことに

ついて隠れがちだけれども、整備新幹線のスキ

ームの中では、武雄温泉から肥前山口まで複線

化をするということが入っている。それとあわ

せて、これはＦＧＴですから、当然にアクセス

というか、アプローチ線の整備も必要になって

くる。こういったことの実態がどうなっていま

すかという話ですよ。 

 例えば、だから、武雄温泉から肥前山口まで

複線化、これはどこまで進捗をしているのか、

そうでしょう。3年後に間に合うような工事の

進捗になっていますか。国は、そういう取組を

してないじゃないですか。だから、これもうそ

じゃないか。それはフリーゲージトレインの開

発が遅れになっているから、アプローチ線のこ

とについてはあまり話題にならないけれども、

これだってやっぱりあわせたところで技術開発、

要するに車両の開発とあわせたところで当然並

行してやってこなければいけなかった。これだ

ってやっていない、めどをつけていなかった。 

 そうすると、さっきから言ったＦＧＴそのも

のの問題もあるけれども、要するにＦＧＴを動

かしていくインフラの問題、そしてそれを運行

するやり方の問題、これがすべて曖昧なままで

すよ。こういうものを全部黙ってみておってい

いのかという話ですよ。 

 私は、幾ら軌間可変技術評価委員会がと言っ

ても、今言ったもろもろの問題、オールマイテ

ィーでもないわけですから、これは本当に来年

の夏、どうするかという、遅れを生じさせない

ということを本当に確約できるよう、そしてそ

れについてのアクションプログラムはきちんと

できるかというと、非常に疑わしいし、はっき

り言って、私はできないと思うんです。 

 だから、そうであれば、県として、やっぱり

政策官庁として黙って来年の夏までを見るんじ

ゃなくて、いろんなシミュレーションをして、

その中には、例えばフル規格でやるんだったら

ば、おっしゃるとおり、着工認可条件は違って

きますよ。あるいは並行在来線の問題もある、

地元負担金の問題があるさ。 

 じゃ、佐賀県が幾ら負担になるのかと、その

ことに対して、今の地方が負担する財源のスキ

ームを変えさせる努力をしていくとか、あるい

は場合によっては、長崎県が幾ら負担をすると

いうことだって、そういう政治決断があっても

いいと私は思っているんですよ、ここまでくれ

ば。そういうことを含めてシミュレーションを
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やる。こういった取組こそが必要だというふう

に思いますが、どのようにお考えですか。 

【廣畑企画振興部次長】 幾つか委員から課題を、

ご質問がございました。特に、今の工事の状況

は不透明というご指摘もございました。 

 新鳥栖アプローチと武雄温泉アプローチは、

耐久走行試験が再開できるとならないと、工事

に着手しないというふうになっております。 

 ただ一方で、佐世保線の複線化は6者合意に

基づいて、対面乗換方式でも、大町―高橋間で

すが、中間部分を先行して複線化工事をすると

いう話になっておりまして、そこは環境アセス

メントと地元説明、調査説明が行われて設計調

査を行っているという段階と聞いております。 

 あと、山陽新幹線への乗り入れは、委員おっ

しゃるとおり、これは西九州ルートの大前提で

ございまして、そこについては、これまでも西

九州ルートが想定した姿を実現してもらうよう

国に対して要望してきて、国のほうでも、山陽

新幹線への乗り入れについては重要な課題と認

識しているというふうなコメントもありますし、

そこは何としても実現してもらわなければなら

ないことだと思います。 

 ただ、なかなか今直ちに方針転換というふう

には至らないわけでございまして、それは委員

も課題と認識しておられますとおり、地元負担

の問題ですとか過去の歴史的経緯もありますし、

並行在来線の問題等もございます。なので、長

崎県が方針転換をしたとしても、それがすぐ直

ちに実現するというものではないと思います。 

 なので、今はまだ、国のほうで開発を引き続

き行うということですので、それはきっちり行

っていただいて、それを我々としても情報収集

をきめ細かにやりながら、今後の対応を考えて

いかなければならないと思います。 

【髙比良委員】 時間がないから、いろいろ議論

ができなくて残念だけれども、今言われたＦＧ

Ｔの開発の見通しが立たないと、武雄温泉と肥

前山口の間について、その複線化について云々

と、なかなか難しいという話をしたけど、私は

それはうそだと思いますよ。アプローチ線のと

ころは確かにそうかもしれない。新鳥栖もあわ

せたところで。しかし、その間の部分について

は、これは複線化をするという整備新幹線のス

キームの中で上げているわけだから、できると

ころから、そこの工事にかかっておかなきゃい

かんはずですよ。 

 そういうことすらやってないということは、

本気でこれに対して取り組みをしようというよ

うな姿勢が見ることができないと、うのみのま

まにしておってはいかんと。だから、そこは声

を上げる必要があるというようなことの一例と

して言っているんです。 

 それと、一番大事なことを忘れてもらっては

困るのは、利用者にとって、今やろうとしてい

ることが、利便性が向上して本当に求められる

というか、望まれるようなものになるのかとい

うことですよ。 

 例えば、利用料金がうんと高くなってしまう

みたいな話になると、一定時間短縮がそこに何

分かあったとしても、そんなのは利用しません

よ。今の「かもめ」でいいと、あるいは並行在

来線の鹿島のほうを通って行きますよという話

になりますよ。あるいは、九州急行のバスを使

って行きますよという話になる。それは、利用

見込みとか、うんと変わってきますよ。 

 ところが、そういう利用料金が幾らになるか

というのは、いつまでたっても示されない。示

せないとおっしゃるけども、示さない、示そう

としない。時間短縮もどうなるかわからない。 
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 さっき言ったＦＧＴで行った場合に、さっき

の区間も複線化をした中で、時間短縮は最速で

こうだという説明をするけれども、ところが、

実際、着工も何もしていない。仮に新幹線で武

雄温泉まで行ったとしても、今、あなたたち皆

さんが、あるいは国が示すようなそういう時間

短縮効果は絶対に生まれない。だって、インフ

ラができてないんだから。これだってうそでし

ょう。うそというのは言い過ぎかもしれないけ

れども、曖昧なんですよ。 

 だから、そういうことをしっかり踏まえて、

県として主張すべき、そういう取組をそろそろ

本腰を入れて、いろんな関係者、このことに賛

同する人たちも力を合わせて訴えていきません

かと。 

 着工認可条件を直ちに変えるというのは、そ

れは難しいさ。しかし、そこに向かってどんど

ん進めていくというイニシアチブを一つ持って

いくと。本県にとっての新幹線ですよ、何とい

っても。そういう取り組み方が今こそ必要では

ないかなというふうに思っています。 

 直ちにやれという話ではない。そこに向かっ

て進む、そこの助走期間として、来年の夏まで

の間に頑張って、そういう姿勢に持っていった

らどうですか。持っていくべきだというふうに

私は主張をしたいんだけれども。 

 企画振興部長、基本的な考え方だけ聞いて終

わりますから。 

【辻本企画振興部長】 現在の九州新幹線西九州

ルートのスキームにつきましては、お隣の佐賀

県であるとかＪＲ九州、鉄道・運輸機構、それ

から国との合意の上で進められているものであ

りまして、フリーゲージトレインの技術開発に

つきましても、来年の夏までに検証走行試験を

し、そこで技術評価委員会の結論を待って、耐

久走行試験のほうに入っていくかどうかという

ものを判断していくというスキームであります

ので、先ほどから申し上げていますように、た

だいまの県のスタンスとしましては、現在の検

証走行試験の行方を見守っていくということで

ございます。 

【前田委員】 確認だけさせてください。 

 コスト削減を今から検討するということで、

これが来年の夏まで。コスト削減の成果によっ

て、当然ＪＲ九州の収支が変わってくるわけで

すよね。 

 今まで当然、安全性が第一として議論されて

きたと思うんですが、ＪＲ九州がフリーゲージ

採用の前提条件としての経済性、収支、いわゆ

る費用対効果という発言をしたのは、これは最

近、直近のことですか。それとも、どの時点で

されているんですか。そこだけ確認をまずさせ

てください。 

【廣畑企画振興部次長】 コスト面の検討につき

ましては、昨年12月の技術評価委員会で、摩耗

の対策とともに並行してコストの検証を行うよ

う、技術評価委員会で言われております。耐久

走行試験の条件としてですね。 

 なので、コスト削減の検討は、昨年12月以降、

この秋まで鉄道・運輸機構とＪＲ九州とで協議

を重ねて検討が進められてきたということでご

ざいます。 

【前田委員】 すみません、ちょっとわかりづら

かったですね。 

 ＪＲ九州が、収支も見極めるんですよという

話をしたのはいつかという話は、今の答弁なん

ですか。収支によっても当然導入の可否は出て

きますよというのは、いつの発言ですか。今の

が答えですかね、違うよね。 

【廣畑企画振興部次長】 ＪＲ九州のコメントと
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しては、技術評価委員会が開催された後に、与

党のＰＴが開かれておりまして、その場でＰＴ

の西九州ルート検討委員会が開かれておりまし

て、そこでＪＲ九州が呼ばれております。それ

でコメントを求められていまして、その内容で

ＪＲ九州のほうから、2.5倍とか3倍というコス

トでは営業ベースに乗せられないというふうな

コメントがあったというふうに聞いております。 

【前田委員】 髙比良委員もおっしゃっていまし

たが、企業だから当たり前の話として、収支が

合わなきゃやらないということがあるわけです

よね。開発ができても、ＪＲ九州として収支が

合わないから、西九州ルートでの採用は断念す

るという可能性があるということですよね。そ

れは、そういう理解をしていいですか。 

【廣畑企画振興部次長】 コスト削減が、検討の

結果として収支が合わないとＪＲ九州が判断さ

れれば、断念されると思います。 

【前田委員】 ということはですよ、その安全性、

技術開発とあわせて収支も大前提と、前提条件

だよということになるならば、ＪＲ九州がそう

いうコメントも出しているのであれば、この際、

ＪＲ九州に対して、ＪＲ西日本への乗り入れを

前提として当然出しているんでしょうから、今

現在の収支の内容というか、収支見込みという

のを県は求めるべきだと思うんですよね。それ

をやっていかないと、どういう料金設定で収支

計画を立てているのかも今はわからない状況じ

ゃないですか、正直言って。6,000円なのか、

7,000円なのか全然わからないという話で、ＪＲ

自身がどこを採算ラインとして、どれぐらいの

お客さんがいた時に、このくらいの料金設定で

収支がフリーゲージトレインでも合うんですよ

というのが多分あるはずなんですよね。そうい

うことについて、多分、今まで県としては一度

も求めていないと私は思っているんです。だか

ら、ＪＲ九州が収支が前提ですよということを

はっきり発言しているのであれば、今後、この

6カ月の期間の中で、一旦そこは求めるべきだ

と思いますが、その点はいかがなのかというこ

と。 

 来年の夏まで、この状態でいけば待つしかな

いんでしょう、多分。しかし、7ページの、来

年の夏の技術評価委員会の結論が出た時に、さ

っき一般論と言って、私も納得しませんけれど

も、その時点でＪＲ西日本への乗り入れの可否

と収支の可否が出そろうと、結果が。 

 技術評価委員会として、走行試験でも安全性

が確保できましたよということと、コストも削

減できましたよというのが望むべき形だと思う

んだけれども、そういう発表が夏にあった時に

は、当然その時点でＪＲ西日本への乗り入れの

可否もはっきりしてもらわなければいけないし、

収支も明らかにしてもらわなきゃいけないと思

うんです。そうじゃないと、技術評価委員会は

オーケーしたけれども、さっき私が言った2つ

のことがオーケーがとれなかったら、耐久走行

試験中にまたそこの検討をするというような状

態で、決定しないですよね。 

 言っている意味はわかりますか。だから、耐

久走行試験に入る前の技術評価委員会の時には、

乗り入れの可否と収支の可否を明らかにするべ

きだと私は思うんですが、その点はいかがです

か。言っている意味はわかりますか。 

【廣畑企画振興部次長】 はい。夏の技術評価委

員会で、摩耗対策の結果とコスト削減策の検討

結果が示される予定です。 

 コスト削減の方は、ＪＲ九州と国とで協議を

図っていくはずですので、そこで収支見通しと

いうものが出ると思います。ただ、数字はいつ
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出るのかというのは、恐らく、今後の部品の調

達とか企業間の交渉事項になってくるので、具

体的な費用、数字的には多分出てこないと思い

ますけれども、ＪＲ九州として受け入れられる

かどうかというのは判断されると思います。 

 ただ、山陽新幹線の乗り入れについては、こ

れは確認はまだしてないんですけれども、この

秋の評価委員会の結果で仮に耐久走行試験に移

行できたとした場合のスケジュールがあって、

そうすると、耐久走行試験の中間40万キロの時

点で基本的な性能を確認して、そこから、例え

ば鹿児島ルートへの乗り入れのためのシステム

改修が行われるとか、そういうふうな動きにな

ってくる予定でした。それは、耐久走行試験が

先延ばしされたとしても、同じく40万キロで基

本的な性能が確認されて、システムの改修が行

われるというふうに聞いております。 

 なので、山陽新幹線に乗り入れられるかどう

かというのは、耐久走行試験の60万キロのうち

の40万キロの時点で一定の判断がなされるの

ではないかと思います。 

【前田委員】 以前の表でも40万キロと出てい

ましたもんね。 

 ということは、今、一般論として話が出てい

ることは、ＪＲ西日本への乗り入れができるか

できないかということは、私が言っている夏は

到底無理だということで、実は無理だと思って

いて聞いているんだけれども、ということは、

40万キロが達成したその何年後かな、あれは普

通に走れば、多分2年ぐらいかかるんじゃない

のかな。（「2年ぐらいです」と呼ぶ者あり） 

 そうしたら、技術評価委員会の結論は出て、

そこで少なくともＪＲ九州は一定、何か結論と

いうか、方向性を出すとしても、乗り入れにつ

いては、そこから2年後にしか判断がつかない

ということですよね。そういう理解でいいです

か。 

【廣畑企画振興部次長】 乗り入れの検討、検証、

協議がどういったスケジュールで進むか、私も

確固たるものはありませんけれども、少なくと

も40万キロ時点で鹿児島ルートの乗り入れの

可否、システム改修がなされるとすれば、それ

以降になると思われます。 

【前田委員】 ということは、半年後の結論を待

ったとしても、その時点でも西日本に乗り入れ

られるのかがわからないということは、県民目

線から言っても、なかなかそこで理解はされな

いのかなと思っています。 

 最後に、このまま進むと2年間近くリレー方

式での運行になるんですよね。今現在、長崎―

博多の移動手段というのは、ＪＲだけではなく

て、自家用車、バス、ＪＲとなっていて、その

比率は以前、どこかで一般に話されたと思うん

だけれども、この2年間、ある意味県民に不利

益というか、利便性は全く向上しないで、逆に

手間がかかるわけですよね。時間短縮と料金と

乗り換えるということを考えた時にどうなのか

といった時に、その2年間のＪＲの利用客がど

う変わるかというのは、見込みとして何か数字

を持っているんですか。 

 西日本まで守備範囲を広げると、3回乗り換

えることになるんですよね。リレー方式で1回

乗り換えて、博多で2回目を乗り換えて、関西

の方に行きますと。その逆もしかりで、関西か

ら来る時も博多で1回乗り換えて、武雄で乗り

換えて長崎に来るということですね。 

 だから、この2年間は、相互の交流という意

味での利用というのはどれぐらいだと今見てい

るんですか、県としては。 

【廣畑企画振興部次長】 リレー方式での暫定開
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業時の交通移動については、検証をしておりま

せん。 

【前田委員】 そこは検証しないのか。リレー方

式が、当然未来永劫あってはもちろん、これは

固定化しては困るんだけれども、そこの検証は

一度した方がいいんじゃないですか、この2年

間。2年間というスパンでいいけど、その辺は

どうですか。 

【廣畑企画振興部次長】 もちろんリレー方式の

もとでのＢ／Ｃというものになってくるかと思

いますけれども、停車駅の想定等がないもので

すから、今つくっている経済効果とかは国の想

定をもとに決めているものでして、リレー方式

のもとでは停車駅、詳細な所要時間等は、短縮

効果は、時間短縮の数字は出ていますけれども、

詳細な停車駅間の走行パターンというのは示さ

れないものですから、なかなか不透明な状況で

の経済効果を出すのは不適切と考えております。 

【前田委員】 しかし、そこはやはり暫定とはい

え、リレー方式という期間が存在するわけです

から、一度そこは、議会の方から質疑も出たと

いうことで、一度国と話し合ってみて、出せる

のか出せないのか、改めてまたご返答いただき

たいと思います。 

 一旦終わります。 

【山本(由)委員長】 それでは、九州新幹線に関

してはよろしいでしょうか。（発言する者あり） 

 ちょっと休憩します。 

 

― 午後 ３時 ６分 休憩 ― 

― 午後 ３時 ６分 再開 ― 
 

【山本(由)委員長】 委員会を再開します。 

【吉村(庄)委員】 私は知事にも申し上げたいで

すが、県全体の問題としてね。新幹線問題、私

は全体的に全国のこと、それから西九州ルート

についても必ずしももろ手を挙げておるわけで

はないですけれども、今の進め方からいったら、

非常に問題が残ると思います。 

 私は、髙比良元委員がおっしゃったとおりだ

と思うんですよ。もう、今のような状況の中で、

技術評価委員会を待つとか待たないとか、それ

から、さっきの乗り入れの問題かれこれも含め

て、そんなことを言っておったら、ものすごく

時間が、できたとしても時間がかかりますよ。 

 そして、本当ならばというか、やっていくの

ならば、やっぱり思い切って国とのこと、全体

のことを考えて、もう政策変更をしなきゃ。も

うやれませんよ、できませんよ。 

 だって、フリーゲージトレインの技術的な改

良は、私はもうできないと思っているんです。

60万キロの走行試験に入れないと思っていま

すから、来年の話も。今のような状況の中で。 

 そして、前田委員からコスト論があったんで

すけど、コスト論を技術評価委員会で言ってい

るのは、通常、ＦＧＴを使った場合にメンテナ

ンス等はどうなっているのかというのが技術評

価委員会で出てくるけれども、全体のことにつ

いては、あなたたちだって、今、出してないで

しょう、さっきの話じゃないけど。 

 だから、そういうふうにしていただかないと、

私は新幹線はどうでもいいとは言わないけれど

も、そういう状況の中で、佐世保線については、

早岐、佐世保まで含めて、ＦＧＴを使う時には

ＦＧＴでやると、こういうふうな話になってい

るんです。当初は、スーパー特急が長崎に入れ

ばそれでやる。あるいは、フルが入ればフルで

やると、こういう約束がされた中で、今の肥前

山口―武雄ルートができ上がってきた経過があ

りますからね。これも書いてありますよ、検討

委員会をするというのは。 
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 これもまたずうっと、いつのことになるかわ

からない。そして、今まで全く手をつけていな

いんですよ、いろんな会合をやっているんです

けど。ものすごく難しいんですよ、費用もかか

るんですよ、カーブのことだとかなんだとか、

ＦＧＴを入れるためには。単線であっても。 

 だから、そういうところも検討が進んでない

という状況ですから、そういうものをいつまで

かかってやろうとしているのか、全く見えない。

前段のＦＧＴのところにかかっている新幹線の

問題が、そこで止まっている。武雄―長崎の着

工のところはそういう条件だったと言うけれど

も、5,000億円ぐらいかかるということに全体で

なっているんですけれども、佐賀の問題を含め

て、フルならフルでどうするかという時に、や

っぱり髙比良元委員が言われるように、少なく

とももう政策変更していかないと。 

 なぜかというと、北海道新幹線の問題が出て

きたでしょう。その後、金沢が出てきたでしょ

う。今は与党ＰＴでは、敦賀―大阪、こういう

話ももう決定しているんだ、フルでやると。 

 うちのほうは、いつまでたっても今のような

状況じゃないですか。そういうことを考えたら、

今のような状況を続けていけばいくほど、ほか

のところは進んで、長崎県の西九州ルートにつ

いては後ざりにされると、こういう状況になり

ますから、あなたたちが将来のことを考えて、

長崎県民のことを考えていくと、そういう意味

で考えていくというのは、私はそれがすべてだ

とは思わないけれども、しかし、やる以上はそ

のことをちゃんとやっていかないと。 

 八江委員も、そういうことでフルにちゃんと

やってやり直すべきだと、こういう話があるわ

けですから、そのことをやっていかないとだめ

だと、こういうふうなことを私は意見として申

し上げて終わりたいと思います。時間がないか

ら、終わり。 

【八江委員】 時間がないので、幾らかアプロー

チの件について、先ほど話が出ておりましたが、

来年度着工しないと間に合わないと、こういう

話があります。そしてまた、それもさらに複線

化もそうしなければならない。来年度予算化さ

れてしまうと、フル規格はもう永遠に消滅して

しまうと、こういうことも言われております。 

 まさしくそういうこともあり得ると思います。

だから慎重に、予算化をするかしないかは、企

画振興部の中の予算確保は、確保といいますか、

予算については慎重にやらなければならないと

いうことだけ強く申し上げておきたい。 

 アプローチの共通経費については、長崎県が

共通費が多いんです。長崎県が3で、佐賀県が1、

そして、佐賀―武雄温泉のアプローチは35億円

ないし40億円かかると言われております。その

中の長崎県の負担が10億円とも言われており

ます。 

 それで、複線化が約600億円かかると。肥前

山口から武雄間の問題ですけど、これは路盤改

良とかロングレール化などを含めてですね。そ

して、長崎県の負担が150億円とも言われてお

ります。そして、それは平成34年までの、長崎

県はフリーゲージのためには、全体をすると

160億円の負担をしていかなきゃならない。し

かも、フリーゲージを導入するためのものだと

いうことです。 

 それから、私たちが一番心配する、先ほど話

が出ておった新大阪までのことについて、全く

数字的なことは出ていなかったけど、これにお

およそ500億円が要求されるだろうと、乗り入

れするために500億円。これは誰が払うんです

か。ＪＲ九州が払うんでしょうか、国が払うん
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でしょうか。恐らくそれを求めないと乗り入れ

はできませんよということを、ＪＲ西日本が言

われるのではないかと。 

 こういったことを考えれば、もういよいよ、

今の話ではないけど、政策転換を図る時期なん

ですよ。今しなければ、出遅れてしまうという

ふうに思います。 

 もう一つ加えれば、東京―大阪間のリニアが

開通するのが8年間前倒しでできるようになり

ますけど、名古屋までは平成39年に開通して

500キロのスピード、ないしは600キロで走って

くる。そういうのが新大阪に来れば、もう話は

聞いていると。長崎県におられた方で、中央で

かなり格付けのある人が言うことでは、もう大

阪から福岡、鹿児島行きの「さくら」に全部な

ってしまいます、佐賀、長崎には行く機会はあ

りませんと。これはフリーゲージならなおさら

ですよ。 

 だから、そういうのも想定して、いいのかと

いうのを申し上げて、今まで長々いろいろ申し

上げてきているんですけど、そのことについて、

部長、もう長くは言われませんから、これで私

の今日の最後の質問にしたいと思いますが、い

かがでしょうか。 

【辻本企画振興部長】 何度も申し上げるようで

申しわけございませんけど、まずはやっぱりフ

リーゲージトレインの技術開発が当初の予定よ

りも遅れているということが、県民の皆様方、

あるいは議会の方々からのいろんなご意見を頂

戴している原因だろうと思っています。そうい

った意味では、国の技術開発をしっかり見守っ

ていきたいと思っています。 

 ただ、方針転換となりますと、いろんな方の

ご理解が必要だということで、これまでもお隣

の佐賀県であるとか、与党の先生方であるとか、

あるいは国のお考えとか、そういったいろいろ

なもののご理解を得ながら、次のステップへと

いうふうなことをこの間なされてきたわけでご

ざいますので、現在の立場としましては、やは

り国の夏に行われます技術評価委員会の結果を

見て、それまで国にしっかり対応していただく

というのが、今現在の県の姿であるというふう

に思っております。 

【山田(博)委員】 部長、八江委員は新幹線議員

連盟の会長をされているわけで、私もその一員

であるんですけど、一つだけですね、私は今日

まで至るに当たっては、来年の夏が一つの大き

な時期を迎えると。そこまでじっとしているの

か、それでまたいろいろ考えていくのか。 

 備えあれば憂いなしで、やはり最悪のシナリ

オを考えて、準備はせんといかんと思うんです

よ、準備は。その準備を進めても、来年の夏を

踏まえた上でということで理解していいんです

か。それだけお尋ねしたいと思います。 

【辻本企画振興部長】 ただいまの国の動きであ

るとか、そういったものはしっかり我々として

も情報収集をしまして、公表できるものについ

ては県のほうから出していくと、国のほうから

説明をいただく時には、国のほうからしっかり

説明をしていただくということは取り組んでい

きたいというふうに思っています。 

【山田(博)委員】 国の動向というのは大変だと

あるんですけれども、次長、あなたが実質やっ

ているわけですけれども、私は、今から準備は

やっぱりすべきだと思うんです。しかし、国の

状況を見ながらやるというのであればね。 

 別に、方針転換をせよと言っているんじゃな

いんですよ。転換をせよと言うんじゃないんで

す。準備をしたらどうかと言っているわけです、

準備を。 
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 しかし、それでもね、準備をしたら方針転換

ということで、転換をしたんじゃないかと誤解

を招くから、そういうこともしないんじゃない

かと思ったわけですけど、まあ、準備をきちん

としておった方がいいんじゃないかと私は思う

わけでございます。 

 これを言っても、時間が堂々巡りでしょうか

ら、終わりたいと思います。 

【山本(由)委員長】 よろしいでしょうか。ほか

によろしいですね。 

 そうしたら、九州新幹線西九州ルートに関す

る質疑を、これにて終了させていただきます。 

 しばらく休憩します。 

 

― 午後 ３時１７分 休憩 ― 

― 午後 ３時２９分 再開 ― 
 

【山本(由)委員長】 委員会を再開します。 

 その他の議案外所管事務一般について、質疑

をお受けいたします。 

【川崎委員】 手短に2つほど。 

 先議審査でやった観光振興課のＦＩＴ等需要

開拓着地型観光推進事業費のことで、企画振興

部長からご答弁をいただきましたが、事業その

ものは、確かに韓国のＬＣＣ便の受け入れの島

原ほうにおけるモデル的事業ということで説明

があったんですが、これは次のステップとして、

二次交通の整備に向けてのデータ確認というこ

ともあったかと思いますが、本当に危惧してい

るのは、3カ月ちょっとしかないという事業期

間の中において、果たして、次のステップに向

けたデータの積み上げが可能なのかどうなのか、

非常に疑問なわけですね。所管そのものは観光

振興課なんでしょうが、交通政策を担う課とし

て、この事業に対してどういうふうな認識を持

ち、どういったデータに基づいて次のステップ

に臨もうとされるのか、お尋ねいたします。 

【早稲田新幹線・総合交通対策課長】 先議事項

でございました、ＦＩＴ等需要開拓着地型観光

振興推進事業費でございます。 

 バスの直行の部分ということで、今回計画さ

れておりますのが、長崎空港から小浜・雲仙方

面ということで計画をされております。 

 こちらの着目点としましては、長崎～ソウル

間のエアソウル就航を機に、同路線の週4便の

発着に合わせて、島原半島の観光連盟が事業主

体となって、長崎空港と小浜・雲仙を結ぶ貸切

バスを実証的に運行しまして、韓国の個人旅行

客を対象とした旅行商品にも組み込むこととし

ているものでございます。 

 あくまでも、今回、事業期間としまして2月

ということでの実証運行という形になりまして、

この事例をもって直ちに、地域の実証が、もし

利用率が低いから、これがそのままはね返るん

じゃないかとか、ここの周知が少なかったので

利用者が伸びなかったんじゃないかとかという

データではなくて、エアソウルに関しましては、

この実証実験のことを一つの参考にさせていた

だきたいと考えております。 

 それから、例えば空港から小浜・雲仙方面の

運行を考える時には、利用率のみを参考にする

のではなくて、広域的な地域の意見や、それか

ら生活交通としての意見、そして空港の発着で

は東京便からの大きな発着というのがあります

ので、そういった発着状況を見ながら総合的に

考えることが必要ではないかと考えております。 

【川崎委員】 それを聞いて安心をいたしました

が、本当に、わずか3カ月ちょっとぐらいで劇

的な結果が出るというふうには思えなくて、あ

くまでもそういった目で見ていただきたいのと、

そして、仮にこの事業があってもなくても、今
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から観光振興を担っていく、地域振興を担って

いく上では、やはり二次アクセスというのは非

常に大事なことかと思いますので、再三再四、

地域の方からもご要望があっているかと思いま

す。ぜひ前向きにいろんなことを検討し、進め

ていただきたいと思います。 

 もう一点、これも交通の関係なんですが、一

般質問で、地域包括ケアシステムの確立のため

に、ぜひ地域におけるコミュニティーを形成す

るための公共交通の充実という観点で質問させ

ていただきました。 

 一定のご答弁はいただいたところであります

が、これを具体的に進めていくのは、やはりコ

ミュニティーバスですから、恐らく市町の役割

だと思うんですけれども、やはり県も一体とな

ってこの辺のところをぜひ、地域包括ケアシス

テムの確立のためにも、役に立つ公共交通の整

備になりますので、福祉の面と交通政策の面と

横断的に、ぜひ意見を交わしていきながら進め

ていただきたいと思うんです。今まで地域包括

ケアシステムには、公共交通というような観点

は全くないというのが、この前よくわかりまし

た。 

 そういった意味で言っても、家でしか生活が

できないぐらい、身体的にさまざまな課題を抱

えた高齢者の皆様だったら、在宅医療だとか買

い物、いわゆる移動スーパーが来て生活必需品

を届けるとか、そういった考え方になろうとは

思うんですが、ちょうどそのはざまに置かれて

いる方々というのは、歩いて行ける方はどんど

ん外に行ってしかるべきだと思うんですね。そ

ういった方々が、今ちょうどお困りの時期にだ

んだんきているという状況かと思います。そう

いった方々が元気に地域を移動できるというこ

とを考えれば、コミュニティーバスの形成とい

うのは、非常に大事な分野かと思います。 

 ぜひそういった観点で、整備についてご検討

を進めていただきたいと思いますが、県の見解

を賜りたいと思います。 

【早稲田新幹線・総合交通対策課長】 高齢化が

進む中では、本会議のほうでもご答弁申し上げ

ましたけれども、やはりまちづくりと一体とな

った地域公共交通のネットワークの形成という

のは重要な課題と認識しております。 

 そのため、県におきましても、現在、地域公

共交通網の形成計画はまだ取り組まれていない、

例えば長崎地域におきまして、先般、去る10月、

長崎地域の交通連絡会議というのを設置させて

いただきまして、長崎運輸支局にも入っていた

だき、関係市町、それから県と一体となって取

り組んで進めようとしているところでございま

す。 

 この中では、やはり住民の皆様の移動手段と

して欠かせない、近年のモータリゼーションの

進展というのがありますけれども、地域公共交

通というのもあわせて考えていかなければいけ

ないと。そこには、やっぱり健康福祉の部分、

教育の部分、環境などさまざまな要素がかかわ

っておりますので、委員ご指摘にありました、

地域包括ケアシステムの観点に関しましても、

やはりこういった会議の中で取り上げて考えて

いくべきだろうというふうに考えております。 

 その中で、連絡会議におきましても、その目

的としましては、地域公共交通の活性化ですと

か、再生に向けた意見交換です。それから、国

の公共交通政策に関する情報収集なども含めま

して、運輸支局からも紹介をいただきました。

なおかつ、運輸支局のほうから、実際の県の事

例ですとか、他県の事例、公共交通の形成網に

かかる部分についても事例紹介をいただきまし
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て、実際にどういうふうに取り組んでいくのか

というのを具体的にご指導いただいたところで

あります。 

 例えば長崎市におかれても、今回、公共事業

者、交通関係団体等で構成する長崎市の公共交

通連絡調整会議を長崎市の中で設けられるとい

うふうにお伺いしておりまして、そういった取

組と連携して、県のほうでもしっかりと進めて

いきたいと考えております。 

【川崎委員】 確認です。連絡調整会議には、県

は参加されたんでしょうか。それはどうかとい

うことと、今後どうかかわっていくのか。 

 恐らく、調整会議は法定協議会じゃないと思

うんですが、その格上げといいますか、きちん

とそういったものの道筋が見えた調整会議だっ

たのか。 

 もしそうでなければ、交通網形成計画ができ

ないと具現化できないわけでしょうか。そこは、

やっぱり進めていくのは大事なことかと思うん

ですね。そういった観点でご意見を賜りたいと

思います。 

【早稲田新幹線・総合交通対策課長】 長崎市の

公共交通連絡調整会議の部分に関しましては、

県のほうでは参画はしておりませんで、市で交

通事業者、交通関係団体等でいろいろご議論が

あった部分は、先ほどお話ししました長崎地域

の広域的な会議を設けておりますので、そうい

った場でいろいろと披露していただいたり、意

見交換をさせていただければというふうに考え

ております。 

 それから市のほうで、今後、地域公共交通網

の形成計画をどう進めていかれるかということ

にもつながっていくかと思うんですけれども、

現在、市のほうではコンパクトシティーの関係

で、立地適正化計画というのを策定されており

ます。その中で、持続可能な公共交通のあり方

というのも検討されておりますので、この立地

適正化計画の策定、それから、先ほど申しまし

た長崎市の公共交通連絡調整会議、こういった

状況を踏まえて、次のステップとして地域公共

交通網の形成計画の検討というのにも移られる

のではないかというふうに考えておりますので、

引き続き県としましては、長崎市とも連絡調整

を図りながら対応したいと考えております。 

【山本(由)委員長】 ほかに、一般議案外で質問

はございませんか。 

【前田委員】 ＩＲについて質問させていただき

たいと思います。 

 今、国会で議論がなされていますけれども、

国会の議論を見ていておかしいなと思っている

のは、民主党政権時代に民主党は、民間事業者

によるカジノ解禁を党としての方針として、国

土交通省の成長戦略の中でも2～3年後の実現

を目指すということで、負の副次的な効果につ

いては、外国人参入、もしくはクルーズ船上で

のカジノに限るということで、そこも一定線引

きをし、ＩＲ、特に参入企業による外資企業に

ついても慎重に検討し、制度設計をつけ、ライ

センス供与による特別立法を立ち上げるという

ことで、地方創生の起爆剤として、2～3年後の

実施を目指すというのが、当時の民主党政権時

代の認識だったんだけれども、政党名が変わっ

たから反対になったのかなと思ったりもしてい

るんです。 

 そのことはさておき、お尋ねしたいのは、今

回、ＩＲ法がもし仮に成立したという場合、来

年度の予算編成も含めたところで、やはり今は

東京、横浜、大阪、そして地方においては北海

道、沖縄がほぼ辞退しつつありますから、長崎

と、長崎も有力候補ですが、一旦法律が、現実



平成２８年１１月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（１２月１２日） 

- 112 - 

性が見えてくると、そこはまた、手がたくさん

挙がってくると思うんですよ。 

 そうした中で、今の法案自体がどんな内容か

というのを、まず簡単に説明いただいて、今後

の県としての課題というか、また、来年度予算

についてどんなふうな予算編成を考えているの

か、少しその点をご答弁いただきたいと思いま

す。 

【北嶋政策企画課企画監】 今回のＩＲ法案は、

二段階の法の構成になっておりまして、このＩ

Ｒ推進法が施行後1年以内をめどとして、政府

から国会にＩＲの具体的な制度を定めるＩＲ実

施法案が提出されまして、その実施法案が成立

してはじめて、日本でカジノを含むＩＲ（統合

型リゾート）が可能となるということでござい

ます。 

 したがって、まずは、今後も引き続いて、Ｉ

Ｒ実現に必要な法整備の早期実現、それから、

法整備に当たって、地方へのＩＲの導入など、

地方創生に資する内容としていただくこと。そ

れから、ギャンブル依存症などの懸念事項に対

して、実行力のある対策を盛り込んでいただく

というようなことを国にも求めていくべきかな

と思っております。 

 それから、今後、県のほうの予算措置でござ

いますけれども、国のほうの対策は当然いただ

くんですが、県は県として、より現場に即した

対応が必要になってまいります。ＩＲ実施法案

の中身がわかりますと、その内容に沿ってＩＲ

構想の策定をしてまいりますので、その時期に

ＩＲ事業者との意見交換とか、コンセプトを募

集してまいります。その予算につきましては、

平成26年度にスタートしたんですけれども、そ

の当時に、ＩＲ構想の策定とか、それに必要と

なる有識者会議とか、そういう予算については

一定確保しておりまして、長崎県と佐世保市が

共同で設置しておりますＩＲ推進協議会の中で、

平成26年度から一定の予算を繰り越して確保

しておりますので、本年度、来年度の予算、ま

た新たな予算については、今のところは考えて

おりません。 

【前田委員】 二段階方式で、1年以内に制度を

定める実施法案が国会に上程されるということ

なんでしょうけれども、さっき言ったように、

ＩＲが本当にやれるのかどうかということで、

自治体としても見極めていたと思うんですね。

そうする中で、今現在、地方において、長崎県

は一歩先行した形で優位性を持って取り組んで

いると思います。ギャンブル症の対策も含めて

ですね。 

 しかしながら、そうやって形で正式に法案と

した時に、やはりよその県、よその市において

も、地方創生の一つの切り札として手を挙げて

くるというようなことは、当然考えられるわけ

でありまして、そうしたときに、今ご答弁のあ

ったような推進協議会等はこれまでも設けてい

るということは、それはそれで理解はするんで

すけれども、やはり県民の賛否のアンケート等

では、十分に中身を理解されていないことも含

めて、懸念される声がたくさんあるわけじゃな

いですか、ギャンブル依存症とかに対してです

ね。ですから、私は、この際改めて推進協議会

で、この2～3年は協議をし、推進という立場の

中で検討しているのであれば、もう一歩さらに

踏み込んだ形での長崎県としての取組や課題と

いうものを鮮明にすべきだと思いますが、その

点はいかがですか。 

【北嶋政策企画課企画監】 長崎県では、既に「長

崎ＩＲ構想骨子」というものをつくり上げてお

りまして、それ自体も他県に先駆けた取組でご
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ざいますし、海外で開かれているカジノ関係の

国際見本市にも出展して、海外のＩＲ事業等と

のかかわりといいましょうか、そういったもの

をつくっておると、そういうのも先駆的な取組

でございます。 

 今、リードしている点をさらに伸ばすのはど

ういった点が必要なのか。これについては、佐

世保市とか佐世保商工会議所とは定期的に協議

会を開いておりますので、この中でも検討して

まいりたいと思っています。 

【前田委員】 最後にしますけれども、先行して

いる分で頑張っていただく部分と、そこでの課

題、取組というのと、もちろん、これは県とし

て、私も統合型リゾートとして推進の立場です

ので、そういう観点に立った時に、やはりさっ

き言ったように、アンケートと世論調査を見る

中では、まだまだ反対のご意見をお持ちの方は

多いんですから、そういう機運の醸成というの

は大切なことだと思うし、そこが、ひいては、

世界遺産も一緒ですけれども、最終的な、どこ

でやろうかという判断の一つの要因にもなるわ

けですから、そこは早速、やれることですから、

まずは長崎県が考えている、そして、長崎県が

つくり上げたものをしっかりと県民に理解して

もらうというようなことを早急に、これは予算

立ても一つだと私は思っているんですけれども、

取り組んでいただくことを要望しておきたいと

思います。 

【山田(博)委員】 先ほど前田委員のほうからＩ

Ｒの関係が、国会で議論されるわけですけれど

も、それは長崎県も今取り組んでいるわけでご

ざいますから、企画監、しっかりと頑張ってく

ださいね。 

 私は15分をめいっぱい使いますから、間違え

ても般若心経を読むことはありませんから、安

心していただきたいと思いますので、よろしく

お願いしたいと思います。 

 それでは、私のほうからお尋ねしたいことは、

先般、国のほうで277離島が、今年度に国有財

産に登録されたということがあっていますけれ

ども、国の登録した中に長崎県のしまがあるか

ないか、まずそれをお答えいただきたいと思い

ます。 

【坂本地域づくり推進課企画監】 国境離島のし

ま27島の登録についてですが、日本経済新聞等

に12月3日に出ておりまして、その中身により

ますと、登録されたではなくて、登録に向けて

の準備をしていますというような記事の内容に

なっておりましたので、ここについては逐次、

内閣官房のほうにもお聞きしておりまして、そ

の内容について確認をしております。 

 国に12月9日に確認したんですが、「国にお

いては、国庫に帰属すべきことが判明した277

の無人島について、国有財産への登録に必要な

データの整理を行っているところであり、速や

かに登録ができるよう取り組んでいるところ」

との回答でありまして、今までは、「国有財産

としての登録にあたり必要な所在、地籍の記載

の内容等に係る調査を関係省庁と行っている」

というふうなことを内閣官房のほうはずっと言

っていたんですが、今回、少し前進した感があ

るなと思っております。 

 本県の場合についても確認しております。本

県のしまが含まれているかどうかについても確

認しましたが、「現在、国において事務を進め

ているところであり、現段階でどのしまを国有

財産に登録するかを回答することはまだできな

い」というようなご回答でございました。 

 県といたしましては、平成26年8月に名称が

付与されたしまが8つありますので、今後も情
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報収集に努めてまいりたいと思っています。 

【山田(博)委員】 そうすると、企画監、8つの

しまがありましたね。その8つのしまは無人島

であって、名称がなかったわけですね。その名

称がなかったしまは、要するに、所有者がいな

かったんですね。それをまずお答えいただけま

すか。 

 企画監、わかりますか。私の質問は、以前、

尖閣を含む158の無人島があったんですね。そ

の名称を決めたんです。その名称を決めたのが、

五島市と対馬市です。それを合計したら、8つ

のしまがあったんですね。今の話によりますと、

この8つはその中に入るということになるわけ

ですね、考えたら。というのは、所有者もいな

い、名称もつけてなかったから名称をつけたん

ですね。普通だったら、そういった島々を国有

財産にしてないといけないわけです。そうする

と、必然的に、さっきの8つのしまが国有財産

になると考えていいのかどうか、それをお答え

いただきたいと思います。 

【坂本地域づくり推進課企画監】 8つのしまに

つきましては、委員のお話にもありましたよう

に、平成26年8月1日に名称が付与され、所有者

の確認についても、国のほうが実際行っており

まして、今回、277の無人島ということで、国

のほうが国有財産化する手続の準備を今やって

いますということなんですが、その中に8つの

しまが入っていますかというふうなことをお聞

きしましたところ、「今の段階ではお話しでき

ない」というふうな回答でございましたので、

今の時点では、事実としてそこまでしか把握で

きていない状況になっております。 

【山田(博)委員】 わかりました。それでは引き

続き、国も、別にそんな隠すことではないと思

うんですけど、わかりました。そういったこと

だったら、いたし方ありませんからね。 

 それでは、政策企画課長、以前、五島の沖に

巨大潜水艦伊402型が沈んでいるということで、

これを今いろいろ勉強をさせてもらったら、離

島活性化交付金の交流促進事業の中で活用でき

るんじゃないかと。こういった眠れるものを観

光資源として活かして、交流人口促進していく

という考えもできるんじゃないかと私は思うわ

けですが、それを含めて、政策企画課長として、

この五島沖に眠る巨大潜水艦の伊420型に関し

ての取組状況を説明していただけますか。 

【柿本政策企画課長】 潜水艦の伊402型の関係

につきましては、今年度、さまざまな国の機関

等にも意見を聞きまして調査を進めてきており

ますけれども、所有権については九州財務局が

有するということ。そして、海上保安庁や防衛

省等にも問い合わせを行いましたけれども、今

のところ国のほうとしては、特段これを活用す

る動きや考えはないというふうなことをお聞き

しております。 

 それから、所有権が九州財務局にあるという

ことで、これに関して何らかの活用を図るとい

うことになりますと、国のほうに対して、そう

いった活用についての協議が必要になってくる

ということもお聞きしております。 

 そういった中で、この活用をするということ

にもしなってまいりますと、それについてのい

ろんな基礎的な資料等が必要といいますか、そ

ういった確認が必要ということで考えまして、

建造されたＳＳＫでありますとかに確認をとり

ましたけれども、現在、資料が現存していない

というふうなことでありました。 

 それから、県の学芸員のほうにも、歴史的、

教育的な観点から、どういった価値があるかと

いうことを問い合わせをしておりますけれども、
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なかなか詳細な資料がないということで、不明

な点も多いということでございます。 

 今後、活用を検討するということにもしなっ

てまいりますと、まずそういった歴史的な視点、

教育的な視点などから、どういった価値がある

のか、それから、活用をする場合に、それに対

する経費というのも必要になってまいりますの

で、その辺まで含めて活用ができるのかといっ

た点の検討が必要だと思っております。 

 今後、関係する市あたりにも、またそういっ

た点について意見を聞いてみたいと思っていま

す。 

【山田(博)委員】 政策企画課長、本当にありが

とうございます。今あなたの答弁を聞きました

ら、しっかりとね、できる範囲内いろいろやる

というのをお聞きしまして、感謝したいと思い

ます。政策企画課長、見直しました。本当にあ

りがとうございます。これからも引き続き、取

り組んでいただきたいなと思っております。 

 続きまして、長崎県新船建造費等検証委員会

におきまして、以前このあり方をどのようにし

ていくかということで質問していたわけですが、

今後どのように取り組んでいくかというのを、

まずは説明していただけますか。 

【早稲田新幹線・総合交通対策課長】 船舶の長

寿命化修繕に関するご質問の部分ですけれども、

船舶の新船建造費等検証委員会の中において議

論がなされております。 

 県におきましては、委員会の中でもご議論が

ありました、エンジン部分についてどのような

取り扱いをするのかということも一つの議題と

して上げまして、幅広く委員の皆様から意見を

伺うこととしております。 

 具体的に申しますと、事業者の方々からも意

見を聴取しまして、どのようなエンジンの整備

の概要がなされるかというのがございますので、

そこの部分の聴取、それから、そこを踏まえま

して、新船の建造に係る検証委員会でのご議論

をいただきまして、取り扱いというのをどうす

るかということになりますので、大体12月から

1月にかけて事業者の方々の意見聴取、それか

ら2月におきまして新船建造費等検証委員会の

委員の皆様のご議論というのを踏まえまして、

取り扱いの一つの柱というものを3月には策定

したいと考えております。 

【山田(博)委員】 検証委員会のほうの議論の進

め方においてのルールづくりを今からやるわけ

ですね。あと、ルールづくりをやっていきます

よと。その上で、今度は委員会のメンバーはど

のようにしていくか。もとをただせば、専門家

の先生方が、極端に言うと、少なくともルール

は、同じ船にエンジンを2回も換えるようなこ

とを認めたこと自体が大体問題だったんです、

私からすれば。私はそう思うんですよ。そこの

委員会のメンバーのほうはどうされるかをお尋

ねしたいと思います。 

【早稲田新幹線・総合交通対策課長】 委員の皆

様におかれましては、さまざまな事業者の専門

的な部分の船舶建造にかかる部分、それから、

理論的な、学術的な部分の委員の皆様というの

もいらっしゃいます。 

 船舶におきまして、エンジンが、今回2回交

換、短期間でされたじゃないかというのがある

んですけれども、ランニングコストを見た部分

におきまして低廉化される部分があるので、例

えば、本来であれば7～8年後の分を前倒しで5

年後にしたと。それはメンテナンス費用が、7

年後に換えるよりも5年後に換えたほうが安い

という部分とかの意見も、委員の皆様はありま

したので、そこは、一概に委員の皆様だけの判
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断というものではなくて、そこは幅広く、県の

ほうとしても意見を募って考えていきたいとい

うふうに考えています。 

【山田(博)委員】 ということは、ルールづくり

だけ、要するに議題に上げる前のルールだけを

して、専門的なことを聞いて、だから、極端に

言うと、もうこういった同じようなことは二度

とないようにルールをつくってやっていくとい

うことで理解していいんですか。 

 技術的、専門的だけですね、これがいいか悪

いか、極端に言うと×か○かというのを聞くだ

けであって、その議題に上げるまでのチェック

というのは、県当局でするルールをつくってや

ってしまうということで理解していいわけです

ね。そこだけお答えください。 

【早稲田新幹線・総合交通対策課長】 エンジン

の換装に関しましても、例えばエンジンをその

まま換える事例ですとか、エンジン半分を更新

する事例、それから部品、パーツを換えていく

部分というのがございますので、そういった部

分も事業者の方々などから、どういう事例があ

るのかというのを網羅的に把握をいたしまして、

そこの部分を、専門家であります鉄道・運輸機

構の方々ですとか、大学の先生方とかにお尋ね

しまして、そういう基準的な取り扱いの部分を

決めていくということで、それにあわせて、じ

ゃ、次のエンジンの部分がどうなるかというの

をより深めた部分の、いわゆる単一ゼロか100

かじゃなくて、どういう基準によるといろんな

エンジンの取り扱い事例が網羅的にされるかと

いうような判断基準というものは、ひとつ考え

ていきたいというふうに考えております。 

【山田(博)委員】 いずれにしても、今回、同じ

船に1億円近くも、エンジンを換えるんですか

らね。二度とこういったことがないように、し

っかりとお願いしたいと思います。 

 時間がきましたので、一旦終わりたいと思い

ます。 

【山本(由)委員長】 ほかに、一般議案外であり

ませんか。 

【西川委員】 Ｖ・ファーレン長崎のことについ

てお尋ねします。 

 今までプロチーム立ち上げから、県は幾らお

金を出してきたのか。そして、年間どれくらい

出しているか。指定管理者制度、それから、い

ろんなふれあい事業みたいなものをやっていま

すけど、そういうのも含めてお答えください。 

 それと、近年、各種スポーツにおきまして、

高校生、そして一般はもとより中学生、小学生

と、全国的にも優秀な成績を上げているスポー

ツ、また、人口減の中で競技人口のすそ野が完

璧に広がっているスポーツ、例えばソフトボー

ルは、高校男女とも全国的なチームがおります

し、中学生も小学生も全国的に頑張っておりま

す。また、私もちょっとは関係しているんです

けど、剣道につきましても、高校生、それから

中学生、小学生も相当な成績を上げております

し、すそ野も広がっております。 

 剣道、柔道、空手は武道ですけど、スポーツ

についての力の入れ方と、プロスポーツに対す

る力の入れ方のあり方について、どう考えてい

るのか。 

 また、最近、諫早出身の内村さんがプロ化を

宣言しましたが、そういう長崎県ゆかりの選手

に対してのプロ化に対する支援、つまり長崎県

の宣伝等としての価値はあると思いますが、そ

れをどういうふうに考えておられるのか。また、

ほかにも何かいろんな目につくような、また、

ためになるような事業など考えていたら、お示

しください。 
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【山本(由)委員長】 しばらく休憩します。 

 

― 午後 ４時 ５分 休憩 ― 

― 午後 ４時 ５分 再開 ― 
 

【山本(由)委員長】 委員会を再開します。 

 それでは、先にほかの方の質問を受けたいと

思います。 

【吉村(庄)委員】 時間もありませんので、単刀

直入に聞きます。 

 ＩＲ、カジノ法案ね、中央でもいろいろ賛否

が、先ほどもいろいろ話がありましたが、政権・

与党の中にも態度がいろいろ分かれているよう

な状況です。つまり、それは以前からいろんな

動きがありましたが、国民の皆さん方は、やっ

ぱり心配しているところがたくさんあるという

ことと、それの審議が十分なされていないと、

こういうふうなところがやっぱり問題視されて

いますから。 

 それで、今の時点でギャンブル依存症対策は、

国としてはどういうふうに考えているというふ

うに認識をされていますか。 

【北嶋政策企画課企画監】 ギャンブル依存症へ

の対応なんですが、公営競技とか遊技とかに対

する依存症がございますけれども、依存症の治

療プログラムについても、例えばアルコール依

存症の治療プログラムを使うとかということが

なされておりまして、体系的なギャンブル依存

症の対策はやられていないと考えておりまして、

今回、カジノを含む統合型リゾートの関係の法

制化の議論の中で、法律をつくる中で依存症対

策、カジノだけではない、遊技を含めたところ

の依存症対策、これもこの際しっかりと立てて、

予算的にも確保していくという方向性が示され

ておりますので、依存症対策を強化するために

もいい機会であるかなというふうに認識してお

ります。 

【吉村(庄)委員】 いやいや、それは認識はいい

ですよ。そう言うけれども、あなたたちの資料

でも、韓国の問題云々ということで資料を出し

てあるでしょう。日本の推計値、2014年でも536

万人と、こういうふうにあなたたちの資料でな

っているんですよ。だから、これについていろ

いろ議論があって、それは十分ではないんじゃ

ないかと、私はカジノ自体について反対なんで

すけれどもね。 

 そういう状況なんだけれども、要するに、依

存症対策がはっきりしてないじゃないかという

のが、例えばこの前からの国会の問責でしたか

ね、採決の時の理由、こういうところにある部

分がいろいろ、新聞報道等でも、当然ですけれ

ども言われているしね。 

 今、国はどこまで、依存症対策についてどう

考えているのかというのを、どういうふうに捉

えているのかというのを聞いている。許可する

とかなんとかというのは、それは言っているか

ら、そういう捉え方はいいんですけど、具体的

なところでどうしようというふうにしていると

いうふうに捉えているかということをお尋ねし

ている。 

【北嶋政策企画課企画監】 今、配付いたしまし

た資料の裏側の下のほうに書いておりますけれ

ども、国立国会図書館の調査であったり、内閣

官房委託の調査であったり、国のほうも諸外国

の制度を調査しておりますので、これをもとに、

世界でも最高水準の対策を立てておるというふ

うに認識しております。 

【吉村(庄)委員】 この前、ラスベガスを見させ

ていただいた時に、カルガリーの県人会の何周

年でしたか、ラスベガスに行かせていただきま

した。このときにきちんとあったのは、こうい
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うことなんですよ。テキサス州大学の、これは

州立だと思いますが、依存症対策の関係につい

ては、医学的な見地からの研究機関はアメリカ

でもちゃんとつくってあると、これが一点です。 

 それからもう一つ、あなたたちは知っている、

一生懸命進められているというのは、進められ

ているように思いますがね、さっきの佐世保と

か県のＩＲ推進協議会では。それはカジノだけ

ではないですよ。ＩＲ、総合というふうに言わ

れていますから、それは私も承知をいたしてお

りますが、今、全世界の中でも、カジノ自体に

ついては、例えば5年前、10年前としたら、少

し開設して増えた時期もありましたけれども、

全体的には幾つか、ずうっと閉鎖しているんで

すよ。そういう事実についても、あなたたちは

知っておられるでしょう。 

 だから、例えばここで、たまたま韓国のギャ

ンブル依存症対策が出してありますけれども、

日本国政府としてはどこまでどうやるかという

のは、まだ具体的には出てないと、そういう対

策を強化しなきゃいかんと。だから、国民の皆

さんあたりにもそういう点はしっかりやって説

明していく必要があるというふうには言ってい

るけれども、具体的には私は示していなと思っ

ているんですが、そういう認識は間違いですか。 

【北嶋政策企画課企画監】 一定、厚生労働省の

ほうでもギャンブル依存症対策の調査を今年も

やっておるようですが、先ほど申しましたよう

に、諸外国の制度を調査されておりますので、

今後、1年以内をめどに国のほうから提案され

る実施法の中で示されるというふうに思ってい

ます。 

【吉村(庄)委員】 長崎県は積極的にやっていこ

うと、推進機構の中で言っているんですけれど

も、そういうところをきちんとされてないのに、

していこう、していこうと、これは私は問題だ

と思うんですよ。 

 それから、国に対しても、あなたたちはして

いこうという意思はあるわけでしょう。ＩＲ、

総合も含めて、カジノ問題も含めてやろうとし

て、推進していこうという姿勢があるんですか

ら、そういうところについて、どこまでどうだ

というのもちゃんと求めていかなければ。あな

たたちの推進機構の中でもその対策は必要であ

るというのはされて、いろんな議論が専門部会

でもされているのは承知をいたしておりますが、

十分な体制は、私はまだできていないと思いま

すから、1年以内、本当はそういうものがあっ

て初めて、結果的に進めるかどうか、あるいは

国に対してはそこまでしないと、法律を加勢し

て、具体的なところは1年以内と、こういうこ

とになっているんですが、問題だと、やっぱり

言っていくぐらいの意思がないと、私は県民の

意思、そういうところに応えることにならない

し、あるいは県民の生活と命、こういうところ

をきちんと守っていくことにならないんじゃな

いかと思います。これは意見として申し上げて

おきます。 

 次に、資料としてきております、生涯活躍の

まち（ＣＣＲＣ）、何かしらんけれども、とに

かく横文字が好きですね。ＣＣＲＣと言ったっ

て、いろいろ説明をしていても、県民の皆さん

方はあまりぴんときませんよ。今からやってい

くことですけれどもね。 

 この中で、今も進めている、例えば定住対策

がされているのは、私は、方向としてはだめだ

というふうなことは言いませんけれども、ここ

にある、例えば5ページにあるところだけにつ

いて考えて言いますと、今だってそういう施策

をほかの施策と一緒に、地域活性化ということ
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でやっているわけでしょう。例えば、空き家対

策とかの利用とか。 

 そういうことの中で、一番最初にありますよ

うに、高齢者等を中心にして移ってもらうんだ

というところが、従来は、介護状態になってか

ら選択して、生活アクセスのまちに云々という

ことが、生涯活躍のまちという構想の中では、

健康な時から選択して、やっぱり定住してもら

いたい、よそから来てもと。こういうことの中

で、人口減少が進む中での対応というものを国

自体もしておりますし、それに基づいて、長崎

県ＣＣＲＣ基本方針ということでされているん

ですね。 

 この中の5ページのところに事業主体を書い

てあるでしょう。地域再生推進法人を、今の国

の法律の中でつくっていこうという考え方は、

それはそれでだめだと私は言いませんが、実際

に、今、地域が主体となって進めている、こう

いうものの構想、計画。具体的に、例えばＡ町

というところでもやっているかもしれないし、

Ａ市でもやっているかもしれないし、ＣＣＲＣ

はやっているからと。そういうことの関係の整

理は、やっぱりそういうところについても地域

再生法、推進法をつくり直してやっていけと、

こういうふうなところまであなたたちは検討し

て、こういうのを出しているのかどうか。 

 今から決めていくということですね、部長。

今までやってきたこととの関係における推進主

体というか、そういうものについての結びつき

というか、これをあなたたちとしては、今の段

階では基本的にどういうふうに考えているのか。

今から用意していきますから、これをしていた

ら、ずうっと時間が要りますので、そこだけ聞

かせてください。 

【渡辺地域づくり推進課長】 ＣＣＲＣ（生涯活

躍のまち）についてのお尋ねでございます。 

 先般、11月の末に、県としての基本指針を出

させていただきましたけれども、今、具現化に

向けた取組手順というところで、従来の地域の

取組でありますとか、いろんな計画とか、そう

いったものとの整合性をどうやって図っていく

のかということでございます。 

 ＣＣＲＣにつきましては、今後、市町の中で

具体化をしていく中で、今、委員おっしゃられ

ましたような医療の関係ですとか、介護とか、

地域包括ケアとか、そういったものとの関連性

を整理しながら、地域再生計画というものを市

町においてつくっていただくということになり

ますので、そこの中で、我々もいろんな関係部

局とも連携しながら、アドバイスなどもしなが

ら取組を進めてまいりたいと考えております。 

【吉村(庄)委員】 今の段階で、あなたが言って

いることについて、私は了解をします。 

 それと、もう一つ私は、部長、いつも言って

いることなんですが、県で言えば企画振興部を

中心にして、佐世保市あたりも企画何とかとあ

りますが、そういうところを中心にして、ある

いは国のところも全体の地域の発展というもの

を見て、例えば長崎のようなところでは、こう

いう体制も必要であるというふうに考えていく

のはいいんですけれども。 

 だから、例えば5ページを見ても、それから1

ページを見ても、一番最初の推進の意義、人口

減少もと書いてあるでしょう。私はそのとおり

だと思うんですよ。特に長崎のようなところで

は人口減はどんどん進んでいる。なおさら、佐

世保は全国の都市の中でも流出率が一番だと。

大変申しわけないけれども、周辺の離島などを

中心として、あるいは過疎地域になっているよ

うなところについては、今までもずうっと減少
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して、長崎県の市町、自治体の中でも安定して

このくらいだというふうに言っているところ、

あるいは若干でも増えているというのは数える

ぐらいしかないんですから。長崎、佐世保、大

都市、長崎の中心的な都市ですら、やっぱり減

少している。県では、減少は年間幾らだと、そ

ういうのがずっと続いていますから。 

 それはいいんですけど、やっぱりこういうの

をずっとしていく時には、少なくとも一定の成

果を自分たちでつくり上げるんだと。自分たち

でというのは、みんなと一緒にね、当然ですよ。

事業主体だとか、その地域の皆さん方と一緒に

ね。 

 そういう成果の中で、やっぱりここに住んで

よかったとか、住みたくなるよねと。それから、

先に地域が、それは人口がすぐ増えるというこ

とはないですよ。増えるかもしれないけれども、

減る中でも希望が持てるとか、こういうふうな

ことに具体的になっていただかなくちゃ、ぐあ

い悪いと思う。 

 計画は、構想はいつもたくさんあるんですよ。

今までだってそう。だから、それを具体化する

ことについて、今までより新しいＣＣＲＣ基本

方針ということでやると、長崎県版をつくって、

概要ということでいろいろ説明してあるけど、

それを先に進めると。そして、本当に少しでも

身にならせると、こういうことをやっぱりやっ

ていくことに、私は企画振興部を中心として県

全体が、そのほかのことも含めて、横断的なと

ころも含めて、それから、それぞれの担当部も

含めて、やっぱり農林水産なんかも含めて、あ

るいは足を守る交通なんかも含めて、やっぱり

きちんとやって、少しでも前進させるというこ

とにしていただきたいと思うんですよ。 

 こういうのを国の方針に基づいて上げました

と。上げたばかりで、いいことが書いてあるよ。

書いてあるけど、先に進まないと。こういう状

況では、私たちもそれは努力をしなきゃいかん

ですけど、ぜひそういうこともお願いして、要

望して終わります。 

【井上スポーツ振興課長】 大変遅くなりまして

すみませんでした。 

 先ほど西川委員からご質問いただきました、

Ｖ・ファーレン長崎に対するこれまでの支援の

総額は幾らなのかということですけれども、ま

ず、これまで、平成28年度の分も含めましてで

すけれども、トータルで約41億6,000万円でご

ざいます。 

 今年度、平成28年度単年度に絞って言います

と、まず、施設の使用料の軽減措置で1,557万

6,000円です。そして、県民応援デーの開催経費

として150万円を計上いたしております。 

 それから、Ｖ・ファーレン長崎による経済効

果ということですけれども、平成27年度の入場

者数の実績に基づいて算定しておりますけれど

も、約15億6,000万円、これは平成27年度の単

年度分になります。Ｖ・ファーレン長崎に関し

ては以上です。 

 次に、近年、優秀なスポーツ選手が長崎県は

いろんな種目で輩出しているのではないかとい

うふうなお尋ねがあったかと思います。私のほ

うで把握している限りですけれども、先ほど西

川委員がおっしゃったように、剣道であったり、

あるいは長崎の射撃、アーチェリー、あとボル

ダリング、こういったところで非常に優秀な成

績を上げていらっしゃるのではないかと思いま

すけれども、こういった選手の強化の関連は教

育庁の体育保健課のほうで所管をしているもの

ですから、申しわけございません。詳細につい

ては、私は把握をしているところではないんで
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すけれども、以上のとおりでございます。 

 それと、プロスポーツとアマチュアスポーツ

へどういうふうな力の入れ方をするのかという

ことですけれども、アマチュア選手の強化につ

きましては、教育庁の体育保健課のほうで頑張

っていただいているところですけれども、プロ

スポーツに関しては、やはり地域活性化に一定

の貢献をしていただいているということで、先

ほど申し上げたとおり、長崎県としましても、

Ｖ・ファーレン長崎のほうにご支援をしてきて

いるところでございます。 

 それから、体操の内村選手がプロになられる

ということで、県として何か支援を考えている

のかということですけれども、今のところは検

討は、特に具体的にはしておりません。 

【西川委員】 通算41億6,000万円もＶ・ファー

レンにつぎ込んで、そしてまた、それぞれ議員

も年間1万円の会費とか、その他の県民もいっ

ぱいしていると思いますよ。だから、平成27年

度に15億円の経済波及効果、費用対効果という

か、それがあったとしても、相当、ある意味で

は県民が支えている、犠牲になっているという

面もあると思うんですね。だから、少し弱体化

しているＶ・ファーレンにもう少し頑張っても

らうような施策もしなければならない。県民が

離れますよ。特に離島、県北とか端々は、試合

も見られない、わざわざ行かないと。そういう

暇もなし、金もない、そういうふうな状態にな

っていますから、Ｖ・ファーレンの活躍を周知

徹底するためのテレビ放映のこととか、Ｖ・フ

ァーレン長崎ニュースとかをするからには、そ

ういう効果的なことも必要だと思いますし、も

っと長崎県内出身の選手をとるとか、県もある

程度のお金を出しているので、そういう口も出

していいんじゃないですか。 

 それから、今ごろはゴルファーも、ボーリン

グの選手とかもプロはおります。そして、世界

的に有名なスポーツ選手が出れば、プロに近い

ようなこともあります。それで、プロスポーツ

を活用した長崎県の宣伝、そして、その種目の

レベルアップ、また、県民に対する感動、そし

てやる気とか、ファィト、そういうようなのを

与えるためにも、私はスポーツに対する力、ア

マスポーツは教育関係のほうでやっております

が、そういう予算の、収入の仕方も考えて、長

い目で考えていただければと思います。 

 終わります。 

【山本(由)委員長】 しばらく休憩します。 

 

― 午後 ４時２４分 休憩 ― 

― 午後 ４時２５分 再開 ― 
 

【山本(由)委員長】 委員会を再開します。 

【井上スポーツ振興課長】 大変申しわけありま

せんでした。先ほど41億円と申し上げましたけ

れども、4億1,000万円の間違いでございました。

訂正しておわびします。 

【西川委員】 それで経済効果が、単年度で15

億円あったという計算ですね。これの主な根拠

は、何が幾ら、何が幾らと、入場料収入とか、

物品販売とか、交通関係の売上とか、そういう

ものまで含めてですか。できれば、それもちょ

っと言ってください。 

【井上スポーツ振興課長】 すみません。詳細に

ついては、後ほど報告させていただきます。 

【山本(由)委員長】 ほかに質疑はございません

か。 

【浅田委員】 県庁跡地についてお伺いをしたい

と思います。 

 長崎市の現状等々を踏まえて、なかなかに

遅々として進まないような状況でありますが、
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改めて今の状況というのをまずは教えてくださ

い。 

【前川まちづくり推進室長】 県庁舎の跡地活用

につきましては、本年2月定例会に3つの方向性

を中心に検討させていただくというふうにご説

明をさせていただきましてから、これまで附帯

機能ですとか、県警察本部の跡地に関する検討

等につきましては、長崎市との協議経過なども

含めまして、逐次ご報告してきたつもりでござ

いますけれども、主要機能につきましては、本

定例会まで、特に検討が進んだ形ではご説明で

きていないところでございます。 

 これにつきましては、かねてご説明しており

ますとおり、長崎市における交流拠点施設用地

をはじめとする大型プロジェクトとの機能重複

がないようにということで、そのほか、長崎市

内におきましては、市民団体等の動きもありま

したので、なかなか検討が進まなかったという

ところでございまして、この点はご理解をいた

だければと思っております。 

 しかしながら、11月の長崎市議会の中で、交

流拠点施設用地につきましては、ＭＩＣＥ機能

を中核とした複合施設として活用するという市

の方針に対しまして、事業者の公募選定の予算

審議を通じて、市議会のほうでも一定の方向性

を示される形になるのではないかと報道等もな

されているところでございますので、まだ現在

は、県、市ともに議会が会期中でございますか

ら、11月定例会終了後に市議会での議論等を改

めて確認した上で、県といたしましては、県の

考え方も十分市に伝えた上で、県が考える跡地

のコンセプトに合致するようであれば、また、

跡地全体として相乗効果が図れるのであれば、

市と連携していくことも含めて協議を進めてま

いりたいと考えております。 

【浅田委員】 市が掲げておりますＭＩＣＥにつ

いては、前から、こちらの県が言っているホー

ルのあり方と、ＭＩＣＥの平土間のあり方で随

分と違うというようなご説明はあったんですね。

私がその中で一番心配しているのは、なかなか

に市も、市民の声を全くもって無視した感じで、

今回、住民投票にもならず、公会堂を壊して、

そこに市役所が移転すると。 

 そうなった場合に、市役所の跡地の問題が出

てきていると。県との協議が進まない限りにお

いては、長崎市は3月までに、市役所の跡地を

ホールにするというお話もありますよね。とい

うことは、それがものすごいスピードで話し合

いを進めていただかないと、議論をしていただ

かないと、どうなるのかなという心配がありま

す。 

 仮に市が、先に3月に、県との協議が進まな

いという流れにおいては、もしも市役所跡地を

公会堂の代替案にするとなったならば、今まで

県が掲げてきていた、採算性がとれるホール、

1,000名程度というようなすべての案件が、県の

ほうが狂ってしまうことになります。そのあた

りをどのようにお考えでしょうか。 

【前川まちづくり推進室長】 いまだ協議を行っ

ている段階で、予断を持った考え方というのは

なかなかお示しできないと思いますけれども、

特に検討の状況をご説明してきた文化芸術ホー

ルにつきましては、1,000席のホールの優位性と

いうところも含めまして、あくまでも長崎市か

ら財政負担も含めたご提案を受けたというとこ

ろを前提といたしておりますし、また、県とし

ましては、文化ホールにつきましては、以前、

文化施設整備基金を廃止した段階で、アルカス

ＳＡＳＥＢОの整備をもって新たなホール整備

は行わないという方針をお出ししているという
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こと。 

 あと、結果として、文化芸術ホールにつきま

しては、市の公会堂の代替機能という形になる

ことは否めないということでございますので、

その前提がなくなったということであれば、そ

の前提がないということでの検討になろうかと

思っております。 

【浅田委員】 県としては、そういうような施設

は今後はつくらないというようなことをずっと

言ってきたと。市が応分の負担をするのであれ

ば、考える余地はあるということで。 

 ただ、これは仮定ではありますが、長崎市も

そんなに裕福な自治体ではない流れの中で、Ｍ

ＩＣＥをつくって、ホール1,000席程度を応分の

負担をし、今後の維持費も含めてということに

なると、かなりな度合いで議会とも議論をして

いただいて、その後進めていかなければいけな

い状況で、これはもちろん室長の責任ではなく

て、市の今までのＭＩＣＥの状況とか、住民団

体の状況等々があったので、県としては悩まし

いところではありますが、しかしながら、長年

において知事も、これはずっと、前田委員とか

も議会の中で質問してきた際に、「跡地活用に

関しては切れ目ない政策を必ずやります」とい

うことを長年にわたって訴えてきた。 

 そんな中で、ある一方で、決まらなかったら、

一時公園か何かで、そのまましばらくは据え置

いてもいいんじゃないかというようなうわさが

流れているということも、ちょっと耳にしたり

します。 

 というのが、例えばアーバンルネッサンス計

画の後に、水辺の森とかも一定期間、公園にし

てきた。似たような形で、県庁跡地もそうなる

のではないかと、このかいわいの人たちの間で

すごく住民の不安の声が増えているんですね。

そのあたりを、市が、市がと言いながら、され

ど県の事業として、どれぐらいの覚悟を持って、

これから11月定例会が終わって、年が明けて、

次の議会までの短い期間で、どれぐらいの覚悟

を持って本気でやられるおつもりなのか。うわ

さどおりに、しばらく公園とかということにな

ってしまっても困るでしょうし、バスの駐車場

の話等々は、先ほど来から出てきている流れの

中で、どこまで本当に覚悟を持っておやりなの

か、まず教えてください。 

【前川まちづくり推進室長】 来年度には新県庁

舎も完成いたしまして、新庁舎への移転が予定

されている中で、跡地の方向性をお示ししてい

く時期にきているということは十分承知してい

るところでございます。 

 こうした状況を十分認識しながら、まずは2

月定例会でどこまでお示しできるのか、そこを

目指して、引き続きしっかりと検討を進めてま

いりたいと思っています。 

【浅田委員】 部長、ここは一度ご答弁をいただ

きたいんですけれども、市のほうで一定、前議

会の中で、3月議会までは示さなければ長崎市

の跡地につくるということまで言われておりま

す。そんなになった場合に、今までの前提が崩

れてしまう可能性がありますよね。県は今まで

3つの方向性で行くと言ってきた。でも、採算

性がとれるのは1,000席以上となった。だけど、

ホールというのをずっと言ってきた。じゃ、ホ

ールは採算性がとれないものをつくるのか、そ

れともまた、別のものになるのかであれば、今

までずっと、例えばここに長崎市役所をつくっ

たらどうかというような市民の声等々があって

も、ずっと提言に基づいてやっていると、頑な

にそこできております。 

 そういったものをどう考えるか。すごくそこ
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は市民、県民の不安、じゃ、長崎市役所がどう

なるかによって全然変わってくるわけですよね、

ＭＩＣＥの方針だったり。そこは市が、市がだ

けではなくて、3月にそこのお答えをどうなの

かというところを言われておりますので、あと、

たかだか2カ月でそこの議論をどこまで進める

おつもりなのか。これがずれてしまうと、すべ

ての案がずれてしまうことになるんです。その

あたりを、部長としては、どこまで覚悟を持っ

て挑んでいくつもりなのか、お答えください。 

【辻本企画振興部長】 当初示しておりました内

容に基づいたものの達成に向けて、市と今後、

緊張感を持って取り組んでいきたいと思ってい

るところであります。 

【浅田委員】 いやいや、緊張感なんて、今まで

も持っていただかないと困ってしまうわけです

よ。私たちにとっては非常に重要な、大切な土

地なわけです。それを切れ目なく、切れ目なく

というのを、もう何年にもわたってこの議論は

なされています。 

 私は、間2年間いませんでした。その間にも

う少し進むかなと思ったら、また同じような議

論なわけですよ。そうやってＭＩＣＥがどうだ

となってきたからといって、それを市だけの問

題じゃなくて、やっぱり県としてもある一定の

方向性を示さないといけない時に、1,000席程度

が優位だと言ってしまった手前もあります。 

 そういうことを踏まえて、ＭＩＣＥが先なの

か、本当に県庁跡地をどう思うかというところ

を、向こうの様子だけを見るのではなくて、ま

して、1カ月に1回とかとの話だったら、すぐ次

の議会はきてしまうわけです。そういうときに、

いやいや、なかなか市がでは進まないんですね。

部長の言う緊張感というのはどれぐらいをもっ

てして、こちらからしっかりと県に議論を投げ

かけて、打ち合わせの期間を持って、部長対部

長なのか。それは副知事と副市長なのか、知事

と市長なのか、どこまでの状況を緊張感とおっ

しゃるのか、本当にいま一度お聞かせいただけ

ればと思います。 

【辻本企画振興部長】 本年度中にも数回、市の

部長ともご相談をしながら、現在の状況、それ

から今後の取組についてはしっかりと議論して

いきたいと思っています。 

【浅田委員】 今回、一定程度のお示しをという

ことだったが、それができなかった状況があり

ます。次の2月定例会では、なかなかまた示せ

ませんでした、次の議会というふうにはならな

いというふうに信じていていいわけですよね。

ある一定の、3月議会には、あちらは市の跡地

にするかどうしようかというのを明確にすると

長崎市は言っています。そうなった場合、県も

自分たちがどうするかという案を出さなきゃい

けない。切れ目ないということはそういうこと

だと思いますが、いかがでしょうか。 

【辻本企画振興部長】 その辺は、市のお考えも

十分に把握しながら、県の内部における検討事

務も踏まえながら、精力的に市役所と協議を進

めていきたいというふうに思っています。 

【浅田委員】 とにかく長崎市民、長崎県民に負

を課せないようなことをしっかりとやっていた

だきたいと思っていますので、今までずうっと

何年にもわたって切れ目ないということを言っ

てきた。確かに、まちづくりの皆さんや部長た

ちが一生懸命これに取り組んでいる中で、市の

状況が変わってきたということは、私も理解は

しているつもりですが、それは県民には通用し

ませんから、やっぱりそこはしっかりと挑んで

いただければと思います。 

 あと3分しかないので、この案件を終わって、
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1項目だけお伺いしたいと思います。 

 スポーツに関してですが、スポーツ振興に関

して、長崎はこれからしっかりとやっていくと

いう流れの中で、スポーツコミッションが立ち

上がりました。スポーツコミッション、スポー

ツビジョンの中を見ても、これから県は観光政

策にしても、地域づくり、人づくりというもの

をスポーツを大きな柱でやっていくという流れ

の中で、今、スポーツマネジメント人材育成講

座というのが行われています。27名の方々が受

けておられ、企画振興部の方ではないんですが、

県の方の中にでも、思いがある方が独自でこれ

を受講しております。 

 そういう中で、これは3月まであるんですね。

毎週土曜日、いろんな科目で受けているわけな

んですけれども、この後、こういう人材をどの

ように県としては活用しようとしているのか。

スポーツコミッションに丸投げなのか、県とし

てどういう状況の中でやろうとしているかを教

えてください。 

【井上スポーツ振興課長】 スポーツマネジメン

ト人材育成講座で育成された方をどういうふう

に、今後活用していくのかということだと思い

ます。 

 まず、こちらのほうで考えておりましたのは、

やはりスポーツマネジメント、人・もの・金・

情報ですね、どういうふうに扱われるのか、こ

ういったことに関して専門的な知識を持ってら

っしゃる方が、やはり県内に少ないということ

で、こういった方々が各自治体、あるいは競技

団体等で、スポーツイベントの企画運営やチー

ムの経営、こういったものに携わっていただけ

るのであれば、今後ますますスポーツ振興に役

立つのではないかという思い、これはまず一つ

あります。 

 それともう一つは、なかなか難しいとは思い

ますけれども、スポーツ関連産業の起業であっ

たりとか、そういうふうなスポーツ関連産業に

ご就職をしていただくことによって、長崎県の

中でスポーツを使って何か産業なりを立ち上げ

られないものなのかと、そういったところでの

期待もありまして、今回、具体的にカリキュラ

ムの中にもスポーツマネジメント、スポーツに

よる起業というものも入れているところでござ

います。 

 県としましては、今後、こういった団体の皆

様方が各市町、あるいは競技団体に戻られて、

あるいはいろんな組合、団体に戻られた折に、

各団体の中での情報を共有していただくととも

に、我々県も、スポーツコミッションも、皆様

方からいろんな情報をいただいて、今後の県の

スポーツ振興のためにいろんなアイデアをそこ

の中で出せていけたらなというふうに考えてい

るところでございます。 

【髙比良委員】 県庁舎の跡地活用の問題なんだ

けれども、隣に浅田委員がおられて、大変恐縮

だけれど、ちょっと私は考え方が違う。 

 あとまた、この委員会で議論ができるのか、

今度改選になるものだから、なかなか難しいの

で、私の考え方、こういうこともあると、浅田

委員が言うのがいいのか、私が今から言わせて

もらうのがいいのか、それはいろいろ見解があ

ると思うので、その辺は十分に多角的に、今後、

議論を内部でしていただきたいと、こんなこと

で述べさせていただきます。 

 私は、今の状況を鑑みる時に、さっき室長が

言われたこと、それから部長が言われたことを

そこに肯定する必要はないと思っていますよ。

というのは、来年の2月までの間に、県として、

特にホールのことについての整備の基本方針と
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いうのを固めると、そういうスケジュール感を

持って進めていきたいということは、答弁でず

っとおっしゃっていたんだけれども、ただ、そ

れを整理するに当たっての与条件というのは、

そこはきちんとやってきてもらいたい。 

 今まで切れ目なく、跡地活用についても、だ

から計画的にやっていきますといったような時

に、そこを打ち出した時には、基本的にそうあ

ってほしいんだけれども、長崎市からのああい

う申し入れというのは、基本的になかった。提

言があった3つの機能について、県としてどう

つくることが一番ベターかということについて、

県の内部で独自に検討していこうとしていた。 

 そのときのホールのあり方というのは、室長

も言ったけれども、文化振興基金を一度やめま

したと、一度というか、もうやめましたと。そ

のときに、一定県の箱ものについての劇場型の

文化ホールについての整備についてのそこの取

り組み方というのはきちんと整理をされたと。

それを踏まえた上で、わかっておって、新たに

ホールをつくろうというのだったらば、当然に、

今まで取り組んできたような内容のものとは違

うということが前提であって考えてしかるべき

という意見の求め方をしておった。 

 ところが、長崎市のほうからいろいろ、お家

の事情でしょう。県に対しても申し入れがあっ

てきたから、それはむげに門前払いをするとい

うことじゃなくて、多角的に検討する必要があ

るということも手伝って、一定検討の俎上に上

げるというか、検討材料の一つとして俎上に上

げるという意味で取り扱ってきたわけですよ。 

 そのときに、1,000席が云々というのは、仮に

劇場型のホールとして、興行収入という観点か

ら考えればスケールメリットがあって、1,000

ぐらいの席がいいというだけの話をしたわけで

あって、そこは基本的に、さっき言った文化振

興基金の取り扱い、こことはやっぱり違う話な

んですよ。 

 それと、やっぱり肝心なことは、ＭＩＣＥが

どう整備されるかという話。これは平土間式の

平面、フラットと、そういうことばかり主張す

るけれども、じゃ、一般的に考えて、メッセが

365日そこでされるのかと、収入が。そんな話

じゃないですよ。何百億円もかけてするような

もの、これはやっぱりその機能を果たすように、

いろんな活用の方策を図る。そうすると、じゃ、

いすの配置とかをどうするかと、今からその事

業者を募集するということだから、いろいろ知

恵が出てくるかもしれないけれども、少なくと

もそことのすみ分けをするといったことを、今

まで県としては堂々と主張してきたわけだから、

ここの内容はしっかりまず踏まえた上で、県と

して、さっき言ったこれまでの経緯も、それこ

そ、常に皆さんおっしゃるでしょう。これまで

の経緯はこういう経緯だって。だったら、そこ

に原則立ち返って、というか、そこを踏まえた

中であるべき姿というものを県主導で考えてい

く。そういう方針で臨んでもらいたいし、そう

あるべきというのが本筋だと思うんですよ。 

 だから、条件が一定、検討していく条件が整

理をされないままに結論は出せませんから、一

定期間がかかってもしようがない。その間に、

3月までに結論が出なかったらば、自分のとこ

ろの庁舎の跡地につくりますよと、こんな失礼

なことを言うことに対しては耳を貸す必要はな

いですよ。そんなことを言うんだったら、県に

言うてくるなって。冗談じゃないですよ、何様

だって言いたいんだ。市の責任でやれって。そ

うしたらば、県としてはもっと早く、それこそ

年度末までに結論というか、一定の方針が示せ
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るはずなんだ。そうでしょう。振り回される必

要はないですよ。 

 県として、そこら辺の与条件をしっかり踏ま

えた中であるべき姿を出す。そこは時期を見な

がら、事宜に応じた中でやっていく。そういう

姿勢でぜひ臨んでもらいたいというふうに思っ

ています。これは答弁は要らない。 

【山本(由)委員長】 ほかにございませんか。 

 一応、先ほど5時までにというふうな形で申

し上げました。2回目の方がいらっしゃれば、

その時間内でという形で考えたいと思いますけ

れども、ほかによろしいですか。 

 そうしたら、一応5分という形でよろしいで

すか。よろしくお願いいたします。 

【山田(博)委員】 5分という短い時間でござい

ますので、では、スポーツ振興課長、先ほどス

ポーツ関連産業の件を私は聞きたかったんです

けれども、今後、そういったスポーツコミッシ

ョンとか、私は県議会本会議でそういった提言

をしたわけですね。それで、今日に至っている

わけですが、スポーツ振興課として、今後、ス

ポーツ関連産業をどのように発展させていこう

としているのか、目標なりをまず示していただ

きたいと思います。 

 そんなに難しい質問じゃないんですね。私は

大体そんなに頭がいいわけじゃないから、簡単

な質問です。お答えいただけますか。 

【井上スポーツ振興課長】 スポーツ関連産業、

スポーツビジネスですけれども、一番大きなの

はスポーツツーリズム、観光とスポーツを結び

つけた産業ということで、いろんな旅行関係と

かそういったものがあると思いますけれども、

今後、2020年、東京オリンピックに向けていろ

んなスポーツに対する関心が高まってくると思

われますので、長崎県内でもさまざまなツーリ

ズム、それからスポーツ関連のフィットネスク

ラブだとか、そういったものを立ち上げていけ

るような環境づくりをしていく、人材面でして

いきたいと思っています。 

【山田(博)委員】 スポーツ振興課長、やっぱり

費用対効果とあるわけですね。今、スポーツコ

ミッションをして、Ｖ・ファーレン長崎を含め

てこのスポーツ関連で経済波及効果は、何年度

にどれだけの金額を目標として設定しているか

というのを示していただきたいと思います。 

【井上スポーツ振興課長】 スポーツ産業に関し

ての数値目標ということですけれども、今のと

ころ、具体的にはまだ数値は定めておりません。 

【山田(博)委員】 しっかり頑張っていただかな

いと、歴史と伝統のある三菱重工野球部は、100

年を迎えようとして休部になったわけですね。

Ｖ・ファーレン長崎も、いつまでも長崎県が支

援すると、大間違いなんですよ。しっかりと成

績を残していただかないとだめなんです。それ

だけの危機感を持ってやっていただきたいんで

すよ。どうですか、スポーツ振興課長、お答え

いただけますか。Ｖ・ファーレン長崎の社長の

気持ちも込めてお答えいただきたいと思います。 

【井上スポーツ振興課長】 委員おっしゃるとお

り、Ｖ・ファーレン長崎につきましては、今シ

ーズンは非常に厳しいものがありました。来シ

ーズンに向けては、必ずやＪ1に上がるという

ことで社長さんからもお話をお聞きしていると

ころです。我々もぜひそうなるように、いろん

な支援をしていきたいと思っております。 

【山田(博)委員】 今、経済的に大変冷え切った

中で、Ｖ・ファーレン長崎というのは、県民に

元気を与える大きな糧であるわけですね。これ

を失いたくないわけです。しかし、いろんな財

政が厳しい中で、いつまでも支援できるとは限
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りませんから、皆さん方が支援すべきだという

ことを思われるような活躍をしていただきたい

わけで、その激励を込めて、今質問しているわ

けでございます。 

 企画振興部長、私も来期は、議会の運営上で、

この部にはいませんけれども、私は皆さん方と

いろんな議論をさせていただいて、大変勉強に

なりました。この部においては、五島振興局長

と対馬振興局長をされた両部長に、離島振興に

これから頑張っていただきたいと思っておりま

す。特に、国境離島新法の明確な基準がない中

で、大変なご苦労をされていると思うんです。

いろんなところから、どうなっているんだと言

いながら、担当課を含めて、いろんな厳しい面

もあるかもしれませんけど、離島振興なくして

長崎県の発展はないわけですから、ぜひ頑張っ

ていただきたいと思っておりますので、よろし

くお願いしたいと思います。 

【浅田委員】 先ほどの答弁の続きですが、スポ

ーツコミッションなんですが、今受講している

人材をいろんなところに活躍させたいと。スポ

ーツ産業にも就職させたい。多分、課長はおわ

かりだと思うんですけれども、27名のうち学生

はすごく少なくて、割と自治体の方が多いんで

すね。私は、実は受けておりますので、毎週、

毎週行っていて、かなり役に立つ内容を勉強さ

せていただいているなというのは実感としてあ

るんですが、それがそこだけで終わってしまっ

てはだめでしょうし、それぞれが、自分が入っ

ている所属団体の協会とかに持ち帰っていろい

ろやるということは当然のこととしてあろうか

と思うんですが、やっぱり県がしっかりと、せ

っかくやる事業の中なので、そこも見て、次に

つなげていかないと、私はスポーツツーリズム

は大きな可能性があると思って、今回この講座

を受けているんですけれども、もっともっと県

がしっかりと関与していく姿というのが必要で

はないか。じゃないと、今回のせっかくのマネ

ジメント人材育成講座、これで終わってしまう

んじゃないか、2回、3回に続いていかないんじ

ゃないかなという心配があったので、先ほど質

問をさせていただきました。 

 そういう意味において可能性と、よく外部団

体を間に入れてしまうと、そこで切り離された

ようになってしまうことがあるんですね。スポ

ーツコミッションの中でも、ある一定の限られ

た競技団体のアスリートマネジメントがいたり

というような状況の中で、県全体のスポーツ振

興を上げるということを、せっかくならば、も

っとしっかりと活用していかないと、それぞれ、

受けている27人がばらばらになって、何となく

知識を得たけれども、終わってしまうという残

念な結果になろうと思いますので、そこはもう

少し県の関与というものもある一定あっていい

のではないかと思いますが、いかがでしょうか。 

【井上スポーツ振興課長】 おっしゃるとおりか

と思います。浅田委員にはいつも熱心に参加し

ていただいて、ありがとうございます。 

 スポーツコミッションとの連携という意味で

は、今回、この人材育成講座をつくるに当たっ

ては、県としてもコミッションと何度も議論を

やっております。コミッションにすべて任せて

いるわけではございませんし、今後、どういう

ふうな発展をするのかというのも、もちろんコ

ミッションといろいろ意見交換をしながら、検

討してまいりたいと思っています。 

 おっしゃったようなことで、注意をして進め

ていきたいと思っています。 

【山本(由)委員長】 それでは、これで議案外質

疑を終了いたします。 
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 次に、改革21会派から、「「鉄道の安全・安

定輸送」及び「地域を支える鉄道の発展」を求

める意見書（案）」提出の提案があっておりま

す。 

 ここで、吉村(庄)委員より、意見書提出につ

いての趣旨説明等をお願いいたします。 

【吉村(庄)委員】 時間が切迫いたしております

が、ここに書いてあるように、「鉄道の安全・

安定輸送」及び「地域を支える鉄道の発展」を

求める意見書ということで、県としては、国土

交通省ですか、政府に対して、関係部局におい

て意見書を出してもらいたいと、こういうこと

なんです。 

 実は、これは中心的にはＪＲ九州を指して改

正しております。ＪＲ九州は、10月25日に株式

上場をいたしましたが、一定のところをまずし

ているという状況はございますが、やっぱり鉄

道部門では非常に問題を抱えているわけですね。

今でも熊本地震の関係でいけば、ある路線につ

いては運休というか、災害復旧が成り立ってい

ない、休んでいると、こういう状況でもござい

ますが、そういう意味で、1、2、3、4ですね、

1番は自然災害、2番もそういうところの関係の

中で予防の立場、3番は、かなり老朽化が進ん

でいるところがたくさんございますから。4番

は全体的な問題なんです、ＪＲ九州に限ったこ

とではございませんけれどもね。 

 同じような状況にあるのが、ＪＲ九州、ＪＲ

四国、あるいはＪＲ北海道です。ここら辺が、

今までは、実は固定資産税などについて政府の

軽減措置がございました。これについて、ＪＲ

九州は株式上場をするということになりました

から、一定の時期にここのところの軽減措置が

なくなると、こういうことはあるわけです。 

 そういう状況の中で、しかし、そうは言って

も、熊本地震等にあらわれているような部分が、

ＪＲ九州は非常に大きな問題として抱えていま

すから。それからまた、地盤軟弱、山岳地帯が

多いということの中で、2番等を含めてですね。

それから、ＪＲ九州もそれぞれの地域について

は、皆さんもご存じだと思いますけれども、老

朽化が進んでいる。 

 こういう状況の中では、ＪＲ北海道は、持っ

ている路線のうちかなりの部分で、もうなかな

か採算がとれないとか、こういう状況も新聞等

で報道されておりますが、今のところ、ＪＲ九

州自体については、株式上場するところまでは

こさせていただいておる。しかし、自然災害そ

の他について言うと、非常に大きな負担を強い

られている。 

 こういうことの中で、この意見書をぜひ採択

をしていただきますようにお願いを申し上げて

提案説明と、十分ではございませんけど、ひと

つよろしくお願い申し上げます。 

【山本(由)委員長】 ただいま説明がありました

「「鉄道の安全・安定輸送」及び「地域を支え

る鉄道の発展」を求める意見書（案）」につい

て、ご質問、ご意見はありませんか。 

【前田委員】 反対の立場で意見を述べさせてい

ただきます。 

 そもそも国鉄の分割、民営化、経営基盤の確

立状況が整い次第、できるだけ早期に完全民営

化するということで順次行われた中で、今般、

ＪＲ九州は連結決算でおおむね200億円規模の

安定した経常利益を計上しております。一般的

な民間会社と比べても遜色ない数字で推移して

いるということで、今般、完全民営化したとい

う認識をいたしております。 

 その上に立って、平成27年12月、鉄道局関係

の税制改革要望事項の結果も踏まえ、2016年の
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税制改正大綱の中で、ＪＲ九州に対する税制の

特例措置、これを主に固定資産税や事業税ほか、

各種の税に対する特例措置を設けており、その

目的としては、ここに書かれているような要望

事項を踏まえた上での特例措置になっておりま

す。その上で、平成28年度は現行どおり措置す

るとともに、平成30年まで一定の激変緩和措置

を設けたものということになっているというこ

とを、まずはベースとしてご認識いただきたい

と思います。 

 その上で、この内容というのは、新たな財政

支出を伴う内容が多く拝見され、今後、民間企

業のそういうところを生かしながら、生活の足

として鉄道網を整備していくとした国鉄分割民

営化の理念と異なる内容が多いものと考えます。 

 あわせて、もう一つ言うならば、先ほど北海

道の事例を挙げましたが、この要望項目自体は、

そもそもＪＲの連合、働く方たちのほうから出

ているという認識のもとで、やはり民営化され

た中では、そこは独自の努力として、当然、大

規模災害等の対応というものはしっかりと考え

ていかなければなりませんが、そういうことも

含めた中で、今までの経緯、また、今現在の税

制の優遇措置等を含めたことを勘案した時に、

この意見書というものを採択することは適当で

ないということをもって、私たちの反対意見と

させていただきます。 

【山本(由)委員長】 ほかにご質問・ご意見はあ

りませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)委員長】 それでは、質問・ご意見を

とどめまして、しばらく休憩します。 

 

― 午後 ４時４９分 休憩 ― 

― 午後 ４時４９分 再開 ― 
 

【山本(由)委員長】 委員会を再開します。 

【山田(博)委員】 この改革21から出されました

意見書なんですけれども、4項目は、なるほど

なと思うわけですね。こういった詳しい内容が

含まれているわけでございますが、事の発端と

いうのはどういったことからきたんですか。 

【吉村(庄)委員】 事の発端は、実は、前田委員

からもご指摘があったんですけれども、先ほど

申し上げました、北海道、四国、九州について

特例がありました。しかし、さっきの話の中で、

株式上場ということの中で、私どもはこの意見

書採択の場合は、2018年度末をもって特例が廃

止されると。だから、そういうものを延長して

もらいたいというのはあるんですけれども、実

は、そういうものについては、株式上場したと

いうことの中では、やっぱり問題がある。しか

し、九州は特に、熊本地方を中心にした災害の

問題、ここはまだひどくて、もちろん災害復旧

というのは国の支援の中でありますよ。ありま

すが、それに附帯されたこと、何とかというの

が非常にＪＲ九州ではきつい状態になっており

まして、まだ見通しが立たないという状況です。 

 ここについては、当然、普通の災害復旧のほ

かに、やっぱりＪＲ九州の置かれている立場を

考えていただきたいというので、実は労働組合

のほう、ＪＲ総連のほうからこういう依頼が来

ています。 

 そして、先ほどの特例については、もう政府

のほうとしては、3島と言っていたんですが、

北海道やＪＲ四国の2島に限られてくると、こ

ういうふうな税制の改革を法律の改正等からし

た中で取り扱いを決められつつありますから、

ここのところについては、特例的なことは、Ｊ

Ｒ九州については株式上場しているということ

の中ではもうないと、こういうふうに考えて、
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災害対策その他できちんとしてもらう必要があ

るんじゃないか、こういうことから出発をさせ

ていただきました。 

【山田(博)委員】 ということは、株式上場とか、

利益が幾ら幾ら上がったというよりも、私たち

が知らない中で、実際老朽化している在来線と

かがあると。吉村(庄)委員、ＪＲ九州の従業員

ですね、働いている方々の声としては大変な状

況があるという声が届いたと。私も一応改革

21・五島だけれども、私に届かなかったわけで

すね。私は書類をぽっともらって、これに賛同

してくれとかなんとかと一言も言わずに、来て

くれと言うから、よく見たら、そうだなとわか

ったわけですね。 

 しかし、私も、先ほど前田委員が言うのもご

もっともだし、吉村(庄)委員が言うのもごもっ

ともだけれども、実際は利益を上げた、上場し

たといえども、やはり働いている現場の人たち

の声というのは深刻だということで、働いてい

る方はうそは言わないでしょうからね、まさか

吉村(庄)委員に対して。言わないでしょうから、

吉村(庄)委員と従業員の声を信じて、私はこれ

に、本来であれば新幹線の問題もありますけれ

ども、文言をつけ加えてもらいたいんと思いま

すけれども、まずはこれにしっかり取り組むべ

きだという思いもわかりましたので、そういっ

たことで、私の意見というか、質問を終わりた

いと思います。 

【山本(由)委員長】 ほかに意見はありませんか。 

〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕 

【髙比良委員】 公明党からの意見書も出される

んでしょう。この4点について、総務部のとこ

ろで。そういうのは、一括して採決というのは

できないのかな。 

【山本(由)委員長】 しばらく休憩します。 

 

― 午後 ５時 ４分 休憩 ― 

― 午後 ５時 ７分 再開 ― 
 

【山本(由)委員長】 委員会を再開します。 

【髙比良委員】 背景はよくわかりましたけれど

も、特に2番の治山・治水対策の拡充・強化を

せろという話になると、通常の急傾斜地の崩壊

防止対策の事業とか、治水対策事業とか、ある

いはのり面工事とか、一定パイが限られた中で

の公共工事をやっているという基本的なスキー

ムを全部見直しをせんといかんことになる。公

共工事の実施要件そのものを全部見直すという

話になるから、これはなかなかそう簡単ではな

い。 

 だから、そういう意味では、手順を踏みなが

らやったほうがいいというふうに思いますから、

これを全部そのままというのは、なかなか現実

的には難しい話かなというふうに思います。 

【山本(由)委員長】 ほかによろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)委員長】 ほかにご質問等もないよう

ですので、意見書の提出について採決を行いま

す。 

 「「鉄道の安全・安定輸送」及び「地域を支

える発展」を求める意見書」を提出することに

賛成の委員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

【山本(由)委員長】 起立少数。よって、「「鉄

道の安全・安定輸送」及び「地域を支える発展」

を求める意見書」については、提出しないこと

に決定されました。 

 しばらく休憩します。 

 

― 午後 ５時 ８分 休憩 ― 

― 午後 ５時１０分 再開 ― 
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【山本(由)委員長】 委員会を再開いたします。 

 ほかに質問がないようですので、企画振興部

関係の審査結果について、整理したいと思いま

す。 

 しばらく休憩します。 

 

― 午後 ５時１１分 休憩 ― 

― 午後 ５時１１分 再開 ― 
 

【山本(由)委員長】 委員会を再開いたします。 

 これをもちまして、企画振興部関係の審査を

終了します。 

 本日の審査はこれにてとどめ、明日は、午前

10時から委員会を再開し、文化観光国際部関係

の審査を行います。 

 本日は、これをもって散会いたします。 

 お疲れさまでした。 
 

― 午後 ５時１２分 散会 ― 
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１、開催年月日時刻及び場所 

  平成２８年１２月１３日 

自   午前１０時 ０分 

至   午後 ４時４２分 

於   第 1 別館第 1 会議室 
 
 

２、出席委員の氏名 

委員長（分科会長） 山本 由夫 君 

副委員長（副会長） 里脇 清隆 君 

委 員 八江 利春 君 

 〃   吉村 庄二 君 

 〃   坂本 智徳 君 

 〃   山田 博司 君 

 〃   髙比良 元 君 

 〃   浅田眞澄美 君 

 〃   西川 克己 君 

 〃   川崎 祥司 君 

 〃   前田 哲也 君 
 
 

３、欠席委員の氏名 

な   し  
 
 

４、委員外出席議員の氏名 

な   し  
 
 

５、県側出席者の氏名 

文化観光国際部長 松川 久和 君 

文化観光国際部次長 岩田 正嗣 君 

文 化 振 興 課 長 古謝 玄太 君 

世界遺産登録推進課長 村田 利博 君 

観 光 振 興 課 長 浦  真樹 君 

観光振興課企画監 
（観光計画・植物園担当） 

村山 弘司 君 

物産ブランド推進課長 永橋 勝巳 君 

国 際 課 長 大安 哲也 君 

国 際 課 企 画 監 
（平和・国際協力担当） 

佐古 竜二 君 

 
 

６、審査の経過次のとおり 
 

― 午前１０時 ０分 開議 ― 
 

【山本(由)委員長】 おはようございます。 

 分科会を再開いたします。 

 これより、文化観光国際部関係の審査を行い

ます。 

 分科会に入ります前に、委員の皆様にお諮り

します。 

 本日審議を行います一般会計補正予算の議案

と第152号議案「公の施設の指定管理者の指定

について」は、関連があることから、まず予算

議案及び第152号議案について説明を受け、一

括して質疑を行い、その後、予算議案について

の討論、採決を行い、委員会再開後に第148号

議案についての説明、質疑、第148号議案及び

第152号議案についての討論・採決を行うこと

にしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)委員長】 それでは、そのように進め

させていただきます。 

【山本(由)分科会長】 まず、分科会による審査

を行います。 

 文化観光国際部長より、予算議案及び第152

号議案について説明をお願いします。 

【松川文化観光国際部長】 おはようございます。 

 文化観光国際部関係の議案についてご説明い

たします。 

 「予算決算委員会総務分科会関係議案説明資

料」の「文化観光国際部」をお開き願います。 

 今回、ご審議をお願いしておりますのは、第

131号議案「平成28年度長崎県一般会計補正予

算（第4号）」のうち関係部分、第137号議案「平
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成28年度長崎県一般会計補正予算（第6号）」

のうち関係部分であります。 

 はじめに、第131号議案「平成28年度長崎県

一般会計補正予算（第4号）」の関係部分につ

いてご説明いたします。 

 予算内容につきましては、歳出予算で780万

4,000円の増であり、これは文化観光国際部職員

の給与費について、今年度の既定予算の過不足

の調整に要する経費であります。 

 次に、平成29年度以降の債務負担を行うもの

についてご説明いたします。 

 長崎県伊王島リゾート公園管理運営負担金に

係る平成29年度から平成31年度までの債務負

担行為として381万2,000円を計上いたしてお

ります。 

 次に、第137号議案「平成28年度長崎県一般

会計補正予算（第6号）」のうち関係部分につ

いてご説明いたします。 

 予算の内容につきましては、歳出予算で535

万5,000円の増であり、これは文化観光国際部職

員の給与改定に要する経費であります。 

 続きまして、「総務委員会関係議案説明資料」

の「文化観光国際部」をお開き願います。 

 今回、ご審議をお願いいたしますものは、第

152号議案「公の施設の指定管理者の指定につ

いて」であります。 

 これは、「長崎県伊王島リゾート公園」の指

定管理者として「株式会社ＫＰＧ ＨОＴＥＬ

＆ＲＥＳОＲＴ」を指定するものであります。 

 この件並びに債務負担の関係につきましては、

後ほど、観光振興課企画監から補足説明をさせ

ていただきたいと存じます。 

 以上をもちまして、文化観光国際部関係の説

明を終わります。 

 よろしくご審議賜りますようお願い申し上げ

ます。 

【山本(由)分科会長】 次に、観光振興課企画監

より補足説明を求めます。 

【村山観光振興課企画監】 第152号議案「公の

施設の指定管理者の指定について」、補足して

ご説明申し上げます。 

 お配りいたしております「総務委員会補足説

明資料」の後半部分をご覧いただきたいと思い

ます。「公の施設の指定管理者の指定について」

という見出しがついてございますが、1ページ

をご覧いただきたいと思います。 

 「長崎県伊王島リゾート公園」は、旧ルネサ

ンス長崎伊王島、これは現在の「やすらぎ伊王

島」でございますけれども、この施設開設にか

かります環境整備事業の一環として整備をされ

た施設でございます。芝生広場と植栽帯からな

る施設でございます。 

 位置関係につきましては、資料の3ページに

記載してございます。当公園は、伊王島港から

歩いてすぐの場所に、「株式会社ＫＰＧ ＨО

ＴＥＬ＆ＲＥＳОＲＴ」が、長崎市から指定管

理を受けて営業しております「やすらぎ伊王島」

に隣接する位置になっております。 

 面積でございますけれども、資料の1ページ

をご覧いただきたいと思います。面積、芝生公

園が1万4,609.72平米、植栽帯が1,400平米とな

ってございます。当公園内には、そのほか付帯

設備として照明灯や花壇、ベンチのほか、管理

植物が約700本程度ございます。 

 次に、管理運営の業務内容でございますけれ

ども、芝生の管理、植栽の管理のほか、付帯設

備である照明灯やベンチなどの維持・保全が主

な業務内容でございます。 

 次に、指定管理者候補者でございますけれど

も、今回、指定管理者候補者となってございま
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す「株式会社ＫＰＧ ＨОＴＥＬ＆ＲＥＳОＲ

Ｔ」につきましては、当公園の現在の指定管理

者であります。また、隣接する長崎市の宿泊施

設「やすらぎ伊王島」の指定管理者でもござい

ます。 

 なお、ご承知のとおり長崎市が所有いたしま

す「やすらぎ伊王島」につきましては、「株式

会社ＫＰＧ ＨОＴＥＬ＆ＲＥＳОＲＴ」に移

譲され、本年度末で長崎市の指定管理者制度に

よる運営を終了いたしまして、来年の4月から

は民間ベースでの運営になるということで伺っ

てございます。 

 次に、指定の期間と県の負担金でございます

けれども、次期指定管理期間を来年の平成29年

4月1日から平成32年3月31日までの3年間とい

たしておりまして、指定管理に伴う負担金につ

きましては、記載のとおり3年間の総額で381万

2,000円としてございます。 

 次に、選定の経過でございますけれども、平

成28年8月18日から9月20日までの34日間、当

公園の指定管理者の応募を行った結果、「株式

会社ＫＰＧ ＨОＴＥＬ＆ＲＥＳОＲＴ」の1

者から応募があり、去る平成28年10月6日に記

載の3名の選定委員からなる長崎県伊王島リゾ

ート公園指定管理者選定委員会を開催いたしま

して、応募者によりますプレゼンテーション、

質疑応答、選定委員による採点審議を経て指定

管理者候補が選定をされたところでございます。 

 選定の理由につきましては、資料の2ページ

に記載しておりますが、これまで隣接するリゾ

ート施設「やすらぎ伊王島」と一体的に利用・

管理されてきた実績等を総合に評価した結果、

申請者が引き続き管理した方が効率的で、かつ

経済的であると判断し、選定されたものでござ

いまして、県といたしましても、選定委員会の

意見を妥当と判断しているところでございます。 

 説明は以上でございます。 

 よろしくご審議のほどをお願いいたします。 

【山本(由)分科会長】 以上で説明が終わりまし

たので、これより予算議案及び第152号議案に

対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

【吉村(庄)委員】 今話がありました指定管理者

の件ですが、これは経過としてはどのようにな

っていますか。今までもずっとあったんだと思

いますけど、最近の部分だけでも結構ですので

経過を教えてください。 

【村山観光振興課企画監】 長崎県伊王島リゾー

ト公園のこれまでの経過でございますけれども、

これは、当初、長崎県と旧伊王島町が旧伊王島

をいわゆるリゾートの島という構想で位置づけ、

当初は松早グループが関係します会社がこのリ

ゾート施設を運営をしておったところなんです

が、その運営自体が破たんをしたということで

ございまして、それを旧伊王島町が施設・建物

を、いわゆる過疎債を充当して購入した。その

結果、その施設については公の施設ということ

で、旧伊王島町が取得する経過になっておりま

す。 

 その後、市町村合併によりまして、長崎市が

引き続きこのやすらぎ伊王島については取得し

ておりますけれども、その宿泊施設と一体とな

った公園として、当初から宿泊施設の環境整備

の一環としてこの公園は設置されたものでござ

います。その経過上、公園については県が整備

をし、その管理については旧伊王島町が無償で

管理をするという形で運営をしてきたところで

ございますけれども、市町村合併と同時に、長

崎市については無償での管理は受けないという

判断がございまして、指定管理に移行したとい
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う経過がございます。 

【髙比良委員】 加藤さんのところに指定管理を

するんですが、これは3カ年ということになっ

ているんだけれども、加藤さんのところは、説

明があったように、市の指定管理から施設自体

を譲り受けてから独自で運営すると、そういう

方針になっているわけです。 

 それで、まず、公園の方なんだけれども、芝

生公園、ここに今後、業務拡張に伴う施設整備

をやりたいというようなことで、買収をしたい

といったことが出てきた時には、これは少なく

とも3カ年は動かせないといった方針で臨むの

か、どうするのか。 

【村山観光振興課企画監】 長崎市が、このやす

らぎ伊王島を移譲するというような方針を固め

たのが、実は本年の2月の議会でございます。

その後、6月の議会で正式に議決が調って、来

年の4月からの民間移譲への準備が既に着々と

進んでいるという状況でございますけれども、

長崎市が民間移譲を議会で議決した後に、県と

いたしましても、この芝生公園を含めて植栽帯

の公園をどうするかということを部内で検討い

たしました。 

 これまでも宿泊施設と一体的に管理をされて

きた、利用されてきたということもあって、部

内では、県といたしましては民間へ移譲すると

いうのが適当ではないのかという方針を一つは

固めてございます。 

 今後、この土地の民間移譲に向けて、ＫＰＧ

側と交渉を進めてまいりますが、このＫＰＧ側

と交渉するとともに、一般の公募も含めて、ど

ういった移譲の仕方が適切なのかという部分を

含めて、民間移譲の方針については今後も進め

ていきたいと思ってございます。 

 今後、3年間の指定管理の計画になってござ

いますけれども、協定を結ぶ段階では、民間移

譲する際には、それについては指定を取りやめ

るという条項を設けて、条件を付けるような形

で指定管理を継続したいと考えてございます。 

【髙比良委員】 民間移譲ということも視野に置

きながら、とりあえず指定管理をやっていくと

いうことですね。わかりました。 

 この公園の利用許可、これは、今、許可をや

っているんですか。そこだけ最後に聞かせてく

ださい。 

【村山観光振興課企画監】 業務の中に公園の利

用の許可に関する業務というのを一つ入れてご

ざいます。 

 ご承知のとおり、これは、一般的にこの公園

利用というのは、やすらぎ伊王島にお泊りにな

ったお客様が、通常、やすらぎ伊王島の敷地と

同等の形になってございますので、ご利用いた

だく形態が多うございますし、町民の方、ある

いは市民の方がそこに訪れる場合もございます。

一般的には無償の公園でございますので、特に

必要な許可というのはございませんけれども、

例えば、終日を通して何かのイベントをするだ

とか、一般の方々の利用を妨げるようなイベン

トを実施する場合については一定の許可の権限

を指定管理者に与えているということでござい

ます。 

【山田(博)委員】 この152号議案の公の施設の

指定管理者の指定についてお尋ねしたいと思い

ます。 

 まず最初に、県側に立ったというか、指定の

あり方について質問と、先ほど髙比良委員は加

藤さんと言っていましたけど、えらい親しい間

柄なんだなと。すごいなと思って、私は会った

こともないんだけどね。昔からということで、

すごいなと思ってですね、さすが髙比良 元さ
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んだなと思いました。 

 それで、まず募集のあり方についてお尋ねし

たいんですが、別にこの「ＫＰＧ ＨＯＴＥＬ

＆ＲＥＳＯＲＴ」がされることは、今までもさ

れていたわけですから結構なんですけれども、

まず、県の方の募集の仕方として、この募集期

間が34日間と言われますけど、これはもともと

そういうふうにしているんですか。 

 もう一つは、この利用者の方からすると、3

年間とありますね。ほかのところは5年間とか

あるんですけれども、なぜここは3年間にした

のか。その2点についてお答えいただけますか。 

【村山観光振興課企画監】 まず、1点目の指定

管理者の募集期間でございますけれども、34日

間ということで募集期間を定めてございます。

これは県が定めますガイドラインの方で、募集

期間については1カ月以上ということになって

ございまして、その期間を参考に定めたもので

ございます。 

 それから、指定管理者の指定期間でございま

すけれども、一般的には3年ないし5年が多かろ

うかと思います。これについても、ガイドライ

ン上は実態に合わせて各所管の方で定めるとい

うことになってございまして、これまでの経過

でも3年間を期間として指定管理を定めてござ

いますものですから、それに伴う更新というこ

とで3年間ということで設定をしてございます。 

【山田(博)委員】 観光振興課企画監、このガイ

ドラインの募集期間は1カ月以上と、指定管理

は3年から5年の間と。要するにこれはガイドラ

インの一番最低をもってきているわけね、最低

を。いいですか。まず、よりよい募集を、広め

ようと思ったら、普通だったらもっと期間を設

けないといけないんじゃないかと。なおかつ、

期間も3年よりも5年の方が指定管理者は、これ

は発注者側に立って指摘をしているわけです。 

 今度は別の視点で質問しますけれども、これ

について明確にお答えいただけますか。本来で

あれば、たくさんの募集者があるように期間を

延ばした方がいいわけですから。ほかのところ

だって、美術館だって1カ月じゃないですよ。2

カ月、3カ月して、広く募集しているわけです

よ。 

 じゃ、以前も、このように1カ月で、3年にし

ていたんですか。募集期間は1カ月にして、指

定管理も3年にしていたんですか。今までこう

いうふうにしていたのかどうかを含めてお答え

いただけますか。 

【村山観光振興課企画監】 指定管理の期間でご

ざいますけれども、この3年間については過去

からの経過も3年間でございまして、ガイドラ

インの方には指定期間の設定として、より安定

的な管理が必要で、業務に専門性が見られる場

合については5年以内、それ以外の場合は3年以

内というふうな記載もございまして、芝生公園

の芝の剪定、あるいは植栽の剪定、それとやす

らぎ伊王島が管理をしてございます敷地と一体

的に管理をされているという経過を考えた時に、

さほど専門性があるような業務ではないという

判断もありまして、この指定期間については3

年ということで設定をいたしてございます。 

 募集期間については、過去の経過はちょっと

手元に資料がございませんのでわかりませんけ

れども、事務的に3年ごとに更新をしてござい

ます。そのスケジュールに沿った取り扱いをし

てございますので、1カ月以上は設定をしてい

るものと考えてございます。 

【山田(博)委員】 じゃ、企画監は、ずっと今ま

で事務的にやっていたわけですね、ここは。事

務的にやっていたから、今日までこうしていた
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んですよというのは、ちょっとどうかと思いま

すよ。 

 これは部長、指定管理者というのは事務的に

今までここの部分はやっていたわけですね。ど

うかと思いますよ、事務的ですから。これ以上

言葉じりを捉えてはいけませんから、人気も悪

くなるからここでやめますよ、この件に関して

は。 

 じゃ、別の面で話をさせてもらいますけど、

この指定管理者側に立って質問したいと思うん

ですね。いいですか。この指定管理者側からす

ると、3年よりも5年の方が長く、今後運営する

側とってはいいんじゃないかと。さっき髙比良

委員が言われたように、これを譲渡してもらい

たいと言われたらどうするんですかと聞いたら、

指定管理者でそれを考えるとありましたけれど

も、これは企画監、いいですか。そうであれば、

隣接しているホテルが、もう市から譲渡された

わけですから、この土地をよかったら購入しま

せんかとかいう話はしたか、してないか、それ

をお答えください。 

【村山観光振興課企画監】 先ほど申し上げたと

おり、2月に長崎市の移譲が決定しましたのを

受けて、これまでＫＰＧ側の総支配人に対して、

民間移譲を、仮にこの公園をしようとした時に、

ＫＰＧ側として購入の意思があるのかどうかと

いう確認はいたしております。ただ、これにつ

きましては、例えば土地の最終的な画定測量だ

とか、土地の鑑定評価も含めて、実は来年度の

予算にも上げまして評価をするようにいたして

おります。 

 これはＫＰＧ側が購入する意思があるか、な

いかにかかわらず、県としましては、やすらぎ

伊王島が既に長崎市から民間に移譲された状況

の中で、この公園のみを公共公園として今後運

営していくべきかどうかという部分につきまし

ては、そういった公共性というのは非常に限定

的になってくるところもございますので、移譲

に向けた取組の一環といたしまして、来年度測

量の画定と売買評価を確定するための不動産鑑

定をするように予定してございます。 

【山田(博)委員】 いいですか、移譲というのは、

どういう形になるんですか。どう考えているん

ですか。無償なのか、有償なのか、どういうこ

とを想定しているんですか。 

【村山観光振興課企画監】 土地の鑑定評価を実

施いたしますので、当然有償というふうに考え

てございます。 

【山田(博)委員】 そうすると、有償という形で

譲渡するとなると、今、債務負担行為でこれは

381万2,000円ですね。この381万2,000円を3年

間ということでありますけど、指定管理者と協

議して途中で切り替えることができるというこ

とでありましたけれども、そういうふうに年度

ごとに切り替えることができるという契約の案

が、もうできているということで理解していい

んですか。 

【村山観光振興課企画監】 平成29年4月から指

定管理者を更新しますけれども、その基本協定

の中にその条項を盛り込むということで予定し

てございます。 

【山田(博)委員】 それは企画監、ガイドライン

にもそういうことはうたっているわけですか。

指定管理者のガイドラインにもそういうのをう

たっているか、うたってないか、それをお答え

ください。 

【村山観光振興課企画監】 来年度以降、基本協

定で結ぶ案といたしましては、その指定期間の

2条の中で、甲は長崎県で、乙が加藤プレジャ

ーでございますけれども、甲が乙を指定管理者
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として指定する期間は、失礼しました。これは

平成26年からの基本協定の中に既に条項は定

められておりまして、現在の指定管理者の条項

の基本協定の中に、平成26年4月1日から平成29

年3月31日までとすると。ただし、甲が公園を

譲渡した時には、乙に報告の上、指定管理期間

を変更できるものとするということで、現行の

協定の中にもそういった条項が盛り込まれてご

ざいます。 

【山田(博)委員】 企画監、私が聞いているのは、

ガイドラインにそういったものを盛り込んでい

いというのが載っているか、載ってないかとい

うのをお聞きしているんです。お願いします。 

【村山観光振興課企画監】 手元にガイドライン

がございます。指定管理の期間の中には、具体

的にそういった条項について記載をするだとか、

そういう部分については載ってないものです。 

【山田(博)委員】 部長、いいですか、今、指定

管理者の募集に当たっては、ガイドラインに基

づいてやりますよという話だったですね。しか

し、いいですか、ガイドラインに載ってないこ

とを基本協定に結んでいるわけですよ。 

 そこで、委員長、いいですか。募集は全部ガ

イドラインに基づいてやっていると言うんです。

しかし、基本協定の中に、ガイドラインや、そ

ういったのを譲渡していいかどうかというのは、

載ってないことを今やっているということです

ね。なんでそこまでやらないといかんのかと。

これがガイドラインに載っていて、そういうふ

うに規則でしていいんですよというならいいん

ですよ。しかし、それを逸脱しているようなこ

とをしていることになっているわけでしょう、

部長。 

 いいですか。今回の指定管理者というのは、

全てガイドラインに基づいてやっているという

ことを言われたんですね、今。しかし、この基

本協定の中には、ガイドラインにのっとってそ

ういったことをやっているんですかと言ったら

違うというわけです。 

 ガイドラインに載ってないことをするという

ことになると、どのような形でやってきたかと

いうのをきちんと明らかにしないといかんわけ

だから。これは大切なところだから。別に、先

ほど髙比良委員が言われたように、ほしいと言

ったら、もう隣接しているから、それは当然、

誰が考えてもそういうふうにするのがベストだ

と思うんですよ。しかし、契約のあり方として

はどうかということです。企画監、ありました

か。じゃ、お答えください。 

【村山観光振興課企画監】 大変失礼しました。

ガイドラインの中には、一応指定管理期間につ

いて、ただし書きを設けることについての妥当

性を表現したところはございませんが、現在の

基本協定書については、民間譲渡が将来起こる

ということを想定したものでは決してございま

せんので、恐らく基本協定を当初から結んだ時

からこの条項は結んでいたものというふうに理

解してございますし、恐らくはこの指定管理の

期間についてはＫＰＧ、やすらぎ伊王島の公園

だけではなくて、一般的に指定管理期間を変更

できる旨の条項については定められているもの

ではないかなと考えてございます。これは確認

をいたします。 

【山田(博)委員】 まず、いいですか、委員の皆

さん方に、今まで結んでいた基本協定の中の譲

渡する、どこが甲と印がわかるようにして、委

員長に休憩していただいて、ほかの議案は進め

てもらって、この議案に対してはきちんと確認

しないといかんわけですから。 

 このガイドラインは新行政推進室ですね、そ
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こに確認をして、そこはどういうふうになって

いるか。書いてないことをしているわけですか

ら、もう一度確認して、企画監自体がそれを明

確に答弁できないわけですから、そこは答弁で

きるようにしっかりと妥当性をうたってもらわ

ないといかんわけですから。 

 これは別にこの案じゃなくて、協定として結

んでいるわけですから、しっかりとそこは確認

しないといかんわけですから。 

 別に、この「ＫＰＧ ＨＯＴＥＬ＆ＲＥＳＯ

ＲＴ」のことをいろいろ言っているわけじゃな

いんですよ。県の契約のあり方を私は言ってい

るわけですから、それは誤解のないように。し

っかりと答弁してもらいたいと思いますので、

この件に関しては、先ほど言ったように資料の

提出と、なおかつガイドラインの妥当性をきち

っと答弁できるような状況をもっていただきた

いと思いますので、よろしくお願いしたいと思

います。 

【山本(由)分科会長】 しばらく休憩します。 
 

― 午前１０時２８分 休憩 ― 

― 午前１０時３３分 再開 ― 
 

【山本(由)分科会長】 分科会を再開します。 

 ほかに質疑はありませんか。 

【前田委員】 ＫＰＧへの指定管理は、これは何

回目の指定管理になるんですか。 

【山本(由)分科会長】 しばらく休憩します。 
 

― 午前１０時３４分 休憩 ― 

― 午前１０時３４分 再開 ― 
 

【山本(由)分科会長】 分科会を再開します。 

【村山観光振興課企画監】 これまで3回の指定

管理の更新をしてございます。 

【前田委員】 指定管理を結んで、3カ年で区切

って、毎年、協定書に基づいて、お互い1年1年

話し合いながら、公園の状態とかを確認しなが

ら進めていくんだと思うんです。今回、この区

切りの中で次の指定管理の案件が出てきていま

すが、現時点でこの公園に対しての状態という

か、何か指定管理者側の方、もしくは行政の方

から、植栽等の改植というんですか、そういう

予算というのは、この3年間含めて上がってい

るんですか。特にないわけですか。 

【村山観光振興課企画監】 今、この芝生公園に

ついて、新たに改植するための予算というのは

ございません。管理にかかる経費のみでござい

ます。 

【前田委員】 そうしたら、現状においてもＫＰ

Ｇが引き続きやれるという判断なんでしょうけ

れども、1点気になったのは、3回やられて、前

回の総合評価も、この事務事業の評価結果を見

るとＡということで非常によく成果が出ている

となっているんです。1者であっても、本当は

ずっときちんとやれているから、今回の指定管

理に対しては公募じゃなくて随契でもいいのか

なという判断も多分、私個人としては思ったん

ですが、それをあえて公平性を保つ中で募集し

たというのは、そこは評価します。 

 ただ、選定結果がＡという判断の中で、300

点満点のうち192点しか出てないというのは、

何が足りなかったという評価をされているんで

すか。 

 それと、いつも指定管理で言っているんです

けれども、とれて終わりではないので、足らざ

る点、よかった点をきちんと先方に伝えること

が次の指定管理の質の向上につながると思って

いるんですが、この192点という評価は、ほか

の指定管理の応募団体がない中で、どんな評価

を行政としてしているんでしょうか。 
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【村山観光振興課企画監】 お尋ねの指定管理の

評価でございますけれども、300点満点中192

点ということで、必ずしも高い評価ではなかっ

たという現状がございます。 

 これまで指定管理を3回行ってきている中で、

ＫＰＧ側としては、予算120万円の指定管理料

でございますけれども、この中でその実績を見

ますと、ぎりぎり足りていた年もあれば、何十

万円か程度の赤字も覚悟しながらやっていると

ころもございます。 

 選定委員会の時には、そういった収支の状況

を説明する際に、指定管理者の申請側がちょっ

と説明に窮したこともありまして、赤字まで出

してやる必要があるのかといった意見もござい

まして、そういった評価に結びついているもの

と考えてございます。 

【前田委員】 今の答弁は、なかなか納得いかな

いですね。良質な管理をする中で、さっき言っ

たように、毎年毎年話し合うのであれば、前期

どれぐらいの額で債務負担行為、県負担金を出

したのかわかりませんが、前期も多分変わらな

いぐらいの金額だと思うんですね。 

 そうした中で、赤字まで出してとか、足りな

いとか、足りるというやりとりを多分毎年やら

れているはずです。であるならば、むしろ公園

の質を維持するという意味では、本当に必要で

あるならば、そこの予算を見直すというか、そ

ういう検討も多分するべきだと思っているんだ

けれども、赤字まで出してやるべきだから評価

が192点だったというのは、いろんな項目が分

かれているはずですよね。それで、今の説明が

主の中で192点という評価にはならないんじゃ

ないですか。もっと違うところで足らざる部分

があったり、課題があったりしたから、平均し

て六十数点、3名ですからね。むしろ、足りな

かったところを指摘してあげること、課題とし

て上げることが本来の姿じゃないかと思います。

赤字のところで点数が低かったというのは、全

くもって納得いかないですね。その辺はどうで

すか。 

【村山観光振興課企画監】 その指定管理の業務

でございますけれども、維持管理要求水準とい

うのを定めてございまして、例えばごみの収集

は週に1回、芝刈り・草刈りについては年30回

程度、あるいは樹木の剪定でありますと年18回

程度という水準を設けてございます。これを超

えて維持管理する分については、何ら県として

は差し支えないわけですけれども、ＫＰＧ側と

しては「やすらぎ伊王島」の植栽管理とあわせ

て実施をするということで、この指定管理に定

めた水準以上の実施をされていたこともありま

して、その結果を受けて、年によっては例えば

5万6,000円程度の赤字になったりだとか、プラ

スの年は10万円程度のプラスになったりだと

か、トータルすると若干の赤字になっていると

いう経過もございました。そういった説明をし

た折に、赤字まで出して受ける必要があるのか

というご質問が選定委員からなされました。最

終的に選定委員会としては、もともと公園と一

体的に環境整備がされた指定管理であるのであ

れば、そもそも指定管理そのものがこの管理に

ついてはふさわしくないのではなかろうかとい

うような意見もございまして、それについては

一旦選定委員の意見を県としても承っている状

況でございます。 

 過去3回の指定管理の中で、実は、非公募に

よります指定管理が過去2回ございます。ただ、

その2回の非公募の指定管理の中で、実は3回目、

公募にした経過につきましては、包括外部監査

の指摘を受けまして公募にしたわけでございま
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すけれども、本来、もともとが宿泊施設と一体

的に環境整備された公園であって、その指定管

理者が一体的に管理運営するのが適切であると

すると、本来、指定管理そのものがなじまない

ということも十分検討しなければいけない材料

かなと考えてございます。 

【前田委員】 その評価の点数は別としながらも、

今のような答弁をお聞きすると、そもそも公共

公園でありながら一体としての活用の中で、赤

字まで出してだったら、本当は「やすらぎ伊王

島」、ＫＰＧが手を挙げないという選択肢もあ

ったんでしょう。しかし、それは自分たちの営

業的なところも含めて手を挙げられたというこ

とであるならば、やっぱり今おっしゃったよう

に公共公園として維持するべきかどうかという

議論に行き着くのかなと思うので、そこはまた、

これから検討してほしいと思いますが。 

 1点だけ確認させてほしいのは、そうやって

仮に移譲の方向も今視野にある中で、仮に移譲

した場合に、公園として使わないというような、

何か条件を付けるんですか。 

 一つ気になっているのは、地区の方々のいろ

んな行事、イベントをやる際に、ここが民間に

なった時に、どこかほかに代替としてそういう

空間があるんですか。今までも地域の行事でそ

の公園を利用していますよね。そのあたりがち

ょっと気になっているので答弁いただきたいと

思います。 

【村山観光振興課企画監】 ご質問の住民の方々

が、例えば公園として利用される際の実態的な

ものですが、資料の3ページに位置図がござい

ますけれども、この位置図の中に管理用地の植

栽帯にかかる分、伊王島リゾート公園の植栽帯

と記したところに隣接する楕円形の部分につい

ては、実は長崎市が管理いたします市のグラン

ドでございます。一般の住民の方々の利用は、

ここが一般的にあるというふうに考えてござい

ます。 

 それと、仮に民間移譲、ＫＰＧ側にするとし

た時に、今の形態について条件を付することも

当然あるのかなと考えてございまして、例えば、

ここにコンビニをつくったりだとか、いきなり

マンションをつくったりだとか、そういったこ

とについては本来、指定管理のこれまでの経過

を考えた時に非常に問題があることでございま

すので、やっぱりＫＰＧの側がこれまで伊王島

の活性化という役割を担う中で、あそこの宿泊

施設、あるいはヴィラ施設を運営してきた経過

がございますので、仮にＫＰＧの側に移譲する

としても、そういった地域の活性化に資するよ

うな目的に見合うような使途条件をつけて移譲

するということが一つの選択肢ではなかろうか

と思ってございます。 

【前田委員】 地域の活性化に資するというのは、

ちょっとこう、考え方によっては随分と解釈が

違ってくるので、お願いしたいのは、民間移譲

することは先ほどの答弁を聞くと個人的には妥

当なのかなと思っています。しかし、公園とし

て、グランドとして地域の方々が活用している

という現状があるならば、そこがしっかり担保

できるというか、保障できるような形の民間移

譲の条件付けができるのかどうか、そこも含め

てしっかりとこれから検討し、また先方とも協

議、調整してほしいということを要望しておき

ます。 

【里脇副会長】 今、ちょうど前田委員が質問し

ようとしたのとちょっとかぶってくるんですけ

れども、要するに、まずは、県の方針としては

もう手放したいという方針でずっと進まれるん

でしょうけれども、企業としては公園としての
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位置づけのままで買うなんてことはしないです

よ。今のままだったら、5万円、10万円赤字で

も、年間百何十万円は管理費としてくるわけで

すから。そのままの形態で、金出してまで買う

ことはないと思うんですよね。ずっと指定管理

のままであった方が企業としては得なんですか

ら。これが半分は赤字だろうが、その方が得な

んですから。 

 その中に事業拡張なり、何か用途変更を目的

としてここを変えたいというふうなことで売っ

てほしい、譲ってほしいという話に絶対のって

くるんじゃないかなと、そうなるんじゃないか

なと、それが普通だと思うんですよ。当然のこ

とだと思うんですよ。 

 そういう中で、県としては、ただ単に、指定

管理でずっとするのはめんどくさいし、もうこ

こは非公募的な、この企業の宿泊施設の付帯施

設みたいなものだから、もう移譲したいという

思いはわかるけれども、それじゃ、先に絶対進

まないんじゃないかなと。ここを本当に伊王島

リゾートの全体的なことを考えた時に、この会

社がもっとお客を呼ぶためにこういう事業展開

をしたいんだ、そのためにここの公園を違う用

途で使いたいんだということであれば、これは

いわゆる観光誘致の目的であるならば、そうい

う考え方も検討の中に入れないと。 

 今の答弁でいくと、用途はこのままで話し合

っていくんですよという県の方針を打ち出すと、

これはずっとそのままになるんじゃないかなと

いう思いがします。その辺のところも含めて、

やはり検討すべきじゃないのかなと思うんです

ね。 

 そういう中にあって、じゃ、この公園は用途

変更が可能な公園か。要するに、都市公園とか、

もう面積が決められて指定されているので用途

変更ができない公園なのか。それとも、普通に

用途変更が可能な公園なのか、まず、その辺の

ところはどういう位置づけになっていますか。 

【村山観光振興課企画監】 現在の公園の条例の

中には、いわゆる一般の方、県民が憩う公園と

いう目的で条例化されておりますので、それ以

上のことについては目的として定めておりませ

ん。 

 今後、民間移譲を検討するに当たっては、副

会長おっしゃった内容については十分理解した

上で検討を進めていきたいと考えております。 

【里脇副会長】 であるならば、今の答弁、先ほ

どの答弁、要するにこの公園としての位置づけ

の中で協議を進めていくという、条件をつけて

いくという部分は今のうちに撤廃して、よりよ

い観光誘致に向けて、この伊王島の発展に寄与

するならば、それも企業側の要請に応じて、そ

の時に相談をしながら検討していくという答弁

に変えられておいた方がいいと思いますよ。 

【村山観光振興課企画監】 今、副会長がご説明

いただいた部分については、実は我々、ＫＰＧ

側とお話をする際にも俎上に上がってきた内容

でございます。当初私が申し上げた一定の制限

というのは、期間を定めた制限であったりだと

か、あるいはその目的についても、いわゆる伊

王島リゾートに資する、そういった大きな意味

の活性化に資するものであれば、例えば今の公

園をホテルのコテージにするだとか、伊王島全

体がリゾートの地として、その全体の活性化に

資するような内容であれば、その条件の中で、

計画を見せていただいて承認をするというよう

な手続ができるというところまで内部的には検

討をしてございますので、十分そういったもの

を理解した上でこの移譲に向けての検討を重ね

ていきたいと思います。 
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【前田委員】 今の答弁で行けば、私の答弁と全

然整合性がないじゃないですか。暫時休憩して、

答弁を整理してください。 

【山本(由)分科会長】 しばらく休憩します。 
 

― 午前１０時４９分 休憩 ― 

― 午前１０時５１分 再開 ― 
 

【山本(由)分科会長】 再開します。 

【村山観光振興課企画監】 まず、伊王島リゾー

ト公園の芝生広場については、記載しておりま

す位置図の右側、丸で囲った部分のエリアでご

ざしいます。それから、伊王島リゾート公園の

植栽帯部分については、その上の部分に黒い線

で、太枠で囲っている部分でございまして、左

側にある楕円形のグランドについては指定管理

の用地ではございませんで、ここは長崎市の多

目的広場のグランドでございます。 

 一般の方の芝生広場のご利用というのは、当

初申し上げたとおり、ホテルの方の利用が一般

的に多うございますが、仮にこの芝生広場が民

間移譲されたとした時に、地域の方の利用とし

てはこの長崎市が管理いたします多目的広場の

利用は引き続き継続されるものというふうに考

えてございます。 

 民間移譲をするに当たって、この芝生広場に

当たる部分の目的を今後どのように設定するか

につきましては、設定する時の条件として、伊

王島リゾート公園がいわゆるリゾートの島とし

て全体的に観光客の方、あるいはリゾートに親

しむ方々の利用に資するような芝生広場の公園

の利用が仮にできるのであれば、そういった整

備条件を県が承認するような形で、その目的を

芝生広場から変えるということも一つの選択肢

として検討しているということでございます。 

【吉村(庄)委員】 先ほどちょっと留保されまし

たね、ガイドラインとの関係とかね。ここで募

集してあるでしょう。今の法律の中で指定管理

の制度をとることができるとなっているんです、

法律は。問題は、指定管理者をどういう形です

るかというところはガイドラインとかなんかが

あるけど、そことの関係の整理を、あなたたち

が具体的に指定するわけだから、整理をしてお

かないといかん。そこのところが少し曖昧にな

っているから、きちんとされて、公募によらな

いで指定管理者にすることもできるかどうかと

いう問題も含めて、きちっと新行政推進室と打

ち合わせて回答してください。 

【山本(由)分科会長】 それでは、先ほどの部分

は留保して、先に進めさせていただきたいと思

いますが、ほかに予算議案と152号議案に対す

る質疑はございませんか。 

 しばらく休憩します。 
 

― 午前１０時５４分 休憩 ― 

― 午前１０時５５分 再開 ― 
 

【山本(由)分科会長】 再開します。 

【山本(由)委員長】 次に、委員会による審査を

行います。 

 文化観光国際部長より、総括説明をお願いし

ます。 

【松川文化観光国際部長】 文化観光国際部関係

の議案について、ご説明いたします。 

 「総務委員会関係議案説明資料」及び同資料

（追加1）の「文化観光国際部」をお開き願い

ます。 

 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第148号議案「長崎の教会群とキリスト教関連

遺産基金条例の一部を改正する条例」でありま

す。 

 この条例は、世界遺産候補「長崎の教会群と
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キリスト教関連遺産」の名称が「長崎と天草地

方の潜伏キリシタン関連遺産」に変更されたこ

とに伴い、同基金条例の名称を変更するもので

あります。 

 次に、議案外の所管事項についてご説明いた

します。 

 今回、ご報告いたしますのは、長崎県名誉県

民 故松尾敏男先生を偲ぶ会のほか10項目で

ございます。そのうち、新たな動きなどについ

てご説明いたします。 

 資料の4ページ、及び（追加1）の1ページを

お開き願います。 

 まず、観光の振興についてでございます。 

 本県の宿泊客の動向につきましては、県観光

動向調査によりますと、熊本地震が発生した直

後の3カ月間の延べ宿泊者数は、対前年同期比

で21.6％の減でありましたが、7月から9月の3

カ月間においては、速報値では記載のとおり

9.0％の減でございました。先日公表いたしまし

た数値では9.2％の減という引き続き厳しい状

況にあるものの、徐々に回復に向かっていると

ころでございます。 

 熊本地震により減少した宿泊者数を早期に回

復するために取り組んでいる「九州ふっこう割」

事業では、第2期の10月から12月につきまして

も、約12万4,000人泊分の助成を予定しており、

第1期分を合わせ、合計31万1,000人泊分の助成

を行うこととしており、目標であります「24.6

万人泊」を達成できる見込みであります。 

 「長崎デスティネーションキャンペーン」に

つきましては、10月1日から実施中であります

が、オープニングに併せた関西からの約400名

の団体ツアーをはじめ、雲仙の夜の紅葉や日本

遺産に認定された焼き物、また、長崎検番など

の特別企画のツアーが各地で行われ、いずれも

観光客の皆さん方に好評を得ているところでご

ざいます。 

 また、ＪＲ九州と連携し、来年3月まで取り

組んでいる「ＫＩＳＳ ＭＹ ＮＡＧＡＳＡＫ

Ｉ」キャンペーンにつきましても、人気アイド

ル「Ｋis－Ｍy－Ｆt2」による本県の7つの観光

スポットをメーンとしたテレビＣＭなどが九州

域内で大々的に展開されており、ＣＭに登場す

る長崎市内のカフェや雲仙小浜町の温泉、波佐

見焼の産地にはファンを中心として多くの観光

客が訪れるなど、話題性があり、旅行需要を喚

起するキャンペーンとなっており、誘客効果も

大いに期待しているところでございます。 

 海外からの観光客の誘客につきましては、長

崎～ソウル間の国際定期航空路線において、ア

シアナ航空の子会社であるエアソウルが、去る

10月18日から週4便で就航いたしました。イン

バウンド利用促進策として、10月18日から11

月20日までの間に本路線を利用した韓国人観

光客を対象に、就航記念キャンペーンの実施、

韓国温泉専門誌への観光情報の掲載や、現地テ

レビショッピングによる商品販売の助成、さら

にはパワーブロガーの招聘等を実施するなど、

週3便から週4便へと増便になり、より身近で便

利になった観光地長崎を韓国市場に訴求するこ

とで、路線の定着化を図ってまいります。 

 次に、説明資料の7ページをお開き願います。 

 中国との交流促進についてでございます。 

 去る11月14日から16日までの3日間、長崎県

と上海市との友好交流関係樹立20周年を記念

して、知事を団長として、田中県議会議長をは

じめ県議会の皆様、市町議会、経済界などの民

間の方々とともに、総勢約100名の訪問団で上

海市を訪問してまいりました。 

 上海市では、楊雄市長と会見し、クルーズ船
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の盛んな往来や長崎鮮魚の輸出、高校生の中国

語研修、孫文と梅屋庄吉関連事業など、これま

で上海市の協力や支援のもとさまざまな分野に

おいて交流が行われていることについて感謝を

申し上げ、今後さらに本県と上海市との友好交

流の絆を強固なものにしていくことを確認いた

しました。 

 県としましては、これまで先人の皆様により

長年築かれてきた上海市との友好交流の絆を大

切にしながら、友好親善はもとより、観光や物

産等の経済交流など、さらなる交流の拡大に努

めてまいります。 

 次に、平和行政に推進についてでございます。 

 11月上旬から中旬にかけて、世界各国の指導

者等による被爆地訪問が行われました。ロシア

連邦連邦院のヴァレンチナ・イヴァノヴナ・マ

トヴィエンコ議長、赤十字国際委員会のペータ

ー・マウラー総裁、ドイツ連邦共和国のヨアヒ

ム・ガウク大統領が、いずれも初めて本県を訪

問されました。 

 世界各国の指導者等に被爆の実相に触れてい

ただいたことは大変意義深いことであり、核兵

器のない世界の実現に向けた取組が進むことを

期待いたしますとともに、今後も、一人でも多

くの世界各国の皆様に被爆地を訪問していただ

き、原爆の悲惨さや非人道性を理解していただ

くよう訴え続けてまいります。 

 また、12月11日から14日にかけて、「核兵器

のない世界へ 長崎国際会議」が開催されてお

ります。同会議は、世界各国の政府関係者や軍

縮専門家などが参加し、個人の立場から核兵器

のない世界の実現に向けた議論を行うものであ

り、被爆地長崎から世界に向けたアピールがな

されるものと期待いたしております。 

 政府においては、これら一連の会議を先進7

か国外相による広島会合やオバマ米国大統領の

被爆地訪問が実現した本年の締め括りになる重

要な会議として位置付けており、県といたしま

しても、会議開催を契機として、県民の悲願で

ある核兵器の廃絶と世界恒久平和の実現に向け

て、より一層努力してまいります。 

 最後に、説明資料（追加1）の1ページをお開

き願います。 

 平成29年度の重点施策でございます。 

 平成29年度の予算編成に向けて、「長崎県重

点戦略（素案）」を策定いたしました。 

 これは、来年度が2年目となる長崎県総合計

画チャレンジ2020に掲げる目標の実現に向け

て、平成29年度に重点的に取り組もうとする施

策について、新規事業を中心にお示ししたもの

であります。このうち、文化観光国際部の予算

編成における基本方針及び主要事業についてご

説明いたします。 

 平成29年度は、「長崎県総合計画 チャレン

ジ2020」及び「まち・ひと・しごと創生総合戦

略」の着実な推進を加速化する取組に加え、国

境離島新法施行による地域社会維持に係る計画

も始動することから、国の支援施策を最大限に

活用してさらなる交流人口の拡大を実現し、観

光による「稼ぐ仕組み」をつくり上げながら地

域の持続的発展を目指してまいります。文化、

国際、物産、観光の部門が一層連携して、本県

の多様で魅力ある風土や地域資源の活用を深化

させ、歴史文化を活かした交流促進やブランド

力強化によって総合的な売り込みを行い、国内

外から観光客獲得や観光消費額の増大、県産品

の販路拡大など実需の創出につなげてまいりま

す。 

 以上をもちまして、文化観光国際部関係の説

明を終わります。 
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 よろしくご審議賜りますようお願い申し上げ

ます。 

【山本(由)委員長】 ありがとうございます。 

 次に、世界遺産登録推進課長より、補足説明

を求めます。 

【村田世界遺産登録推進課長】 第148号議案

「長崎の教会群とキリスト教関連遺産基金条例

の一部を改正する条例」につきまして、補足し

てご説明させていただきます。 

 お手元の「総務委員会補足説明資料」の1ペ

ージ目をお開きください。 

 この基金につきましては、構成資産の保護に

当たり、行政や所有者のみならず、世界の宝物

として広く地域全体で支えていくことが大変重

要でございますため、個人や企業などの民間の

方々から広く寄附を募り、将来的に修復事業に

必要となる財源を確保するものとして、昨年11

月の議会におきましてご承認をいただき、設置

させていただいたものでございます。 

 現在、世界遺産候補の名称を「長崎と天草地

方の潜伏キリシタン関連遺産」に見直し、世界

遺産登録に向けた取組を進めておりますけれど

も、この基金の名称につきましても、世界遺産

候補の名称にあわせて変更させていただくため、

今議会の議案として上程させていただいたもの

でございます。 

 「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」

の構成資産につきましては、その多くが離島や

半島にあり、それぞれの地域の方々が大切に守

っておられますけれども、人口減少や高齢化が

進み、修復費用の負担が大きな課題となってご

ざいます。 

 現在、構成資産の文化財修復事業におきまし

ては、民間所有者の負担軽減のため、国や県教

育委員会の所管である補助がございますけれど

も、これに加えて、この基金を活用して上乗せ

補助を行うものでございます。 

 当面の寄附の目標額を3億円としており、現

在の累計額は約860万円でございます。この目

標額の3億円につきましては、構成資産の民間

所有の文化財を全て修復する場合の試算に基づ

くものでございまして、一度に3億円が必要と

なるものではございませんけれども、できるだ

け早期に目標額を達成できるよう努めてまいり

たいと考えております。 

 また、幅広く寄附をいただくに当たってのタ

イミングというのも非常に重要と考えておりま

すので、例えば登録前後などの皆様の関心が大

きく高まるような時期に併せて多くの寄附をい

ただけるよう、これまでも先月の長崎ゆかりの

交流会、あるいは出前講座などで事業説明の折

にお願いを呼びかけるなどしておりますし、ま

たパンフレットや広報媒体を活用しながら、さ

まざまな機会を捉えて、今後とも協力を呼びか

けてまいりたいと考えております。 

 次に、資料の2ページをお開きください。 

 こちらは議案ではございませんけれども、世

界遺産候補の名称変更に関連するものとして併

せてご説明をさせていただきたいと存じます。 

 長崎と天草地方には、構成資産以外にも多く

のキリスト教関連の貴重な文化遺産がございま

すので、これらを一体的に「長崎の教会とキリ

スト教関連の歴史文化遺産群」、いわゆる「歴

史文化遺産群」として位置付けて広く発信を行

っております。 

 この「歴史文化遺産群」についても、このた

びの世界遺産候補の名称の変更と同様、天草地

方を加えるなどの文言を整理し、「長崎と天草

地方のキリスト教関連歴史文化遺産群」に名称

を変更させていただくものでございます。また、
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通称でございます「歴史文化遺産群」でござい

ますけれども、これまでどういう歴史文化遺産

群なのかが通称からはわかりにくいというご意

見もございましたので、今後は「キリスト教文

化遺産群」という通称にて周知・啓発に努めて

まいりたいと考えております。 

 この「キリスト教文化遺産群」は、世界遺産

候補のように、禁教期に焦点を当てているもの

ではなく、長崎と天草地方に残るキリスト教の

伝播と普及、禁教下の継承、解禁後の信仰期と

いう歴史にかかる教会堂や聖地、それらを展示

する施設などを対象とし、これらを登録資産と

して「おらしょ－こころ旅」というホームペー

ジの中で統一的なコンセプトのもと一体感を持

った情報発信を行い、各地への周遊につなげて

まいりたいと考えております。 

 以上が補足説明となります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。 

【山本(由)委員長】 ありがとうございました。 

 以上で説明が終わりましたので、ここでは第

148号議案に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

【吉村(庄)委員】 基金の名称を変えるというの

は了解しました。しかし、関連して今も説明が

ありましたから、3億円を目標にしているでし

ょう。いつ頃までにということですか。今、累

計で859万円。これをいつ頃までどうだという

ふうな見通しを持っているかどうかということ。

今、859万円ですね。27年度428、400、こうい

うふうなところで今のような状況なんですが。 

 それから、当課による補助を行うということ

になっていますからね、そこら辺の見通し、わ

かっていれば教えてください。一定の見通し、

どういうふうにしていくのか。とにかく3億円

の目標をいつまでに達成していこうというふう

に、まずはしているのか、ここら辺からお願い

します。 

【村田世界遺産登録推進課長】 この3億円とい

う目標額につきましては、構成資産の中の文化

財を全て補修した場合ということでございます。

直ちに3億円が必要ということではございませ

んから、いつまでにという目標は立てておりま

せんけれども、積極的に寄附を募りながら、で

きるだけ早期に集めるように努めてまいりたい

と考えているところでございます。 

【吉村(庄)委員】 もう一つ、当課による補助を

行うとしているでしょう。まず学芸文化課等の

補助に加えて当課による補助を行うとしていま

すが、ここら辺は見通しでどういうふうにして

いるのか。例えば、平成29年度あたりどういう

ふうにしていくかというのがあるとすれば、教

えてください。まだ今から検討なら検討中と。 

【村田世界遺産登録推進課長】 現在把握してお

りますのは2件ございまして、1点は江上天主堂

の修復事業でございます。こちらは今年度修復

をする予定でございまして、全体経費が3,250

万円を予定されております。このうち、基金の

方で助成しますのが162万5,000円という予定

にしております。 

 それから、黒島天主堂につきましては、主に

耐震補強工事をされるということで、これは来

年度から3年間かけて実施されるという予定で

ございまして、現状でいけば全体の事業費とし

て約5億3,000万円、そのうち基金の助成として

2,600万円程度ということで予定しております。 

【山田(博)委員】 世界遺産登録推進課長、今、

黒島の天主堂が5億円ぐらいかかって、3年間で

この基金から2,600万円出すという話でした。そ

れは間違いないわけですか。 
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【村田世界遺産登録推進課長】 この基金の助成

として2,600万円、3年間の合計になります。 

【山田(博)委員】 そうすると、基金が今、約860

万円しかないでしょう。基金は約860万円しか

ないと。浦上に162万円出しますよと。そうす

ると、黒島天主堂を今から改修するにしたって、

3年間で2,600万円出すと言われますが、どこか

らそのお金をもってくるんですか。 

【村田世界遺産登録推進課長】 一つは、ここに

寄附の状況というのを記載させていただいてお

りますけれども、ここに平成27年度実績という

ことでイオングループがあります。今年度の実

績のところにあります長崎空港ビルディングに

つきましては、昨年から10年間の支援をしてい

ただけるというお話をいただいておりますし、

イオングループさんについては県との包括的な

協定の中で、こういうふうな取組をしていただ

いているということもございます。 

 それから、2,600万円の経費についても30年、

31年ということで、30年の登録前後に工事をさ

れるということもございますので、その中で協

力を呼びかけまして、この2,600万円を確保して

まいりたいと考えております。 

【山田(博)委員】 部長、いいですか。私は地元

に教会群があるから、県当局には大変お世話に

なっております。頑張っていただいていると思

います。私は、今の話を聞いていたら、どうな

っているのかと。一般の県民の皆さん方だった

ら、いいですか、今約860万円しかないんです

よと。それで、浦上天主堂に162万円出します。

いいですか、黒島に2,600万円、平成30年から

出しますと。 

 そうしたら、いいですか、この基金というの

は3億円集めますよと。しかし、それをいつま

でに集めるかという目標はないんですよと。こ

んな状態で平成30年から2,600万円出すよとい

うことになれば、いいですか。世界遺産登録の

ユネスコで正式に会議があるのが平成30年。つ

まり、平成30年にこの世界遺産登録になるとい

うところを目標にして3億円集めますと言うの

ならわかるんですよ。目標もないのにお金をい

ついつ出すんですよとか、こんな計画性がない

基金があるもんですか。小学生が見たって怒る

よ。もうちょっとしっかりやっていただかない

と。 

 部長、これはしっかりやってくださいよ。こ

れは、私が前回の委員会でも質問したでしょう、

幾らあるんですかと。3億円目標で800万円しか

ありませんと。その中で何とか頑張っていきま

すと。ぜひ頑張ってくださいよ。お願いします

よ。 

 しかし、出すのはいついつと決めていて、集

めるのはいつまでか決まっていませんとか、こ

んなでたらめがあるもんですか。ほかの委員会

では、知事に出てこいとか何か言っていました

が、私はそこまで言いませんけどね。あまりに

もずさん過ぎますよ。ちょっと吉村(庄)委員が

説明不足と言ったけれども、説明不足じゃない

んですよ。もうちょっと、知事もなかなか全部

局に目がいかないかもしれませんけれども、部

として最低限ですよ、これは。ましてや、私は、

前もこの名称の件だって言ったでしょう。もう

ちょっとしっかりしてほしいんですよ。本来で

あれば、名称が変わった時点で、もう私も言い

たくなかったけども、名称が変わりました、承

認を得ました、それと同時に、9月議会で基金

の名称変更を出さないといけなかったわけです

よ。私もいろいろ言いたくなかったけど、余り

にもひどすぎるよ、これは。頑張ってください

よ、部長。それについて見解を聞かせてくださ
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い。よろしくお願いします。 

【岩田文化観光国際部次長】 委員ご指摘のとお

り、昨年、ちょうどこの基金をつくる際にも、

山田(博)委員の方からもいつぐらいまでに集め

るのかというご質問もありまして、世界遺産の

登録の前後、一番機運が盛り上がる時までには

何とかしたいという答弁をさせていただきまし

た。委員の方からは、部長と言わず、知事を筆

頭に、本当にしっかり集めるようにというご指

摘もいただいたところでございます。 

 その後、本年の1月から回ろうとしていたと

ころに、一旦取り下げをするということもあり

ましたものですから、この間、なかなか各企業

をはじめ、基金への寄附のお願いというのがで

きませんでしたが、今度、新たに国内の推薦を

いただき、予定でいきますと1月には閣議了解

の上、国内推薦が正式に決定します。これを機

に、もっと企業の方にもお願いに参りまして、

それで基金の積み立てを順調に進めてまいりた

いと考えております。 

 これは、昨年、答弁をいたしましたように、

世界遺産の登録というところが一番機運が盛り

上がるということもございますので、それまで

の間に基本的にはその目標とするところの大部

分の積み立てをしていきたいというふうには考

えているところでございます。 

【山田(博)委員】 頃とか何とかではなくて、こ

れは文化観光国際部次長、岩田さんがずっと頑

張ってこられて、随分ご苦労されたというのは

わかるんです。今、引き続いてやっていると。

これは紆余曲折あって大変ご苦労されたという

のは私もわかります。 

 大変苦労されたというのはわかるんですけれ

ども、この基金に関してはもう明言をして、平

成30年の7月ぐらいに世界遺産登録審議が始ま

るわけだから、少なくともそれまでに必ず3億

円集めますと。これはしっかりと明言をして、

目標を持ってやってもらわないと困りますよ。

それについて曖昧だったから、もう一度お尋ね

したいと思います。 

【岩田文化観光国際部次長】 来年1月の国内推

薦をいただき、その上で部長以下、私も含めま

して全力を尽くしてまいりたいと考えていると

ころでございます。 

【山田(博)委員】 全力を尽くすのはわかるんで

すよ。いいですか。平成30年7月に世界遺産登

録の審議が始まるんだから、それまでに、いつ

いつ頃まで、この平成30年7月までには必ず3億

円集めますと、部長、ここまで答弁してもらわ

ないとやってられないよ、この審議は。 

【松川文化観光国際部長】 今、次長が答弁いた

しました、平成30年の夏が登録でございます。

今後が大きな山になります。それで、先ほど世

界遺産登録推進課長が答弁いたしましたように、

これから先、将来にわたって寄附をいただける

ところもございます。またはふるさと納税等々

もございます。そういったものを考慮しながら、

その平成30年の夏前後、30年いっぱい、ここの

ところまでには所要額、目標額の3億円という

のを私どもは何としても達成に向けて努力をし

たいと考えております。 

【山田(博)委員】 いろいろご苦労されていると

いうのはわかるんですよ。これはぜひ頑張って

いただきたいと思うんですよ。 

 そこの中でちょっとお尋ねしたいんですが、

これはそこに目標があって、今度ちょっと調査

についてお尋ねしたいと思うんです。今、次長

がしているバッジがあるでしょう。このバッジ

とかなんかも、以前の「長崎の教会群とキリス

ト教関連遺産」の関係のバッジだった。名称も
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変わればポスターも全部いろいろしていかない

といけないわけでしょう。そういうものをどう

していくのか。名称が変わった。今度それに関

するグッズとかポスターとか、今まであったわ

けでしょう。それをどのようにしていくかとい

うのは、大変大切なところなんですね。ある担

当者に言えば、「いや、これを私は気に入って

いるから、これを変えたくない」というのもあ

ったんだけれども、そういうのもしっかりやっ

ていかないといけないわけですね。それをどの

ように考えていらっしゃるのかというのをお尋

ねしたいと思います。 

【村田世界遺産登録推進課長】 まず、バッジの

件につきましては、名称が変更になりまして、

今は同じデザインで名称を変えて委員の皆様方

にもお配りしたかと思いますけれども、そのよ

うにしております。これは市や町とも相談しま

して、実際の絵柄も教会だけではなくて、もと

もと集落等も入っておりましたので、そういっ

たものも含めた形でデザインされていたもので

ございます。 

 それで、先ほどちょっと市町とも話をしたと

いうことであったんですが、これはかなり浸透

しておりまして、市町の方からもぜひこれでい

かせてほしいという声を、いろんな方々から話

を受けているということもございまして、我々

としても中身的にも今回の「潜伏キリシタン関

連遺産」として使っても差し支えないというこ

とを考えましてそのようにしております。 

 ポスターなどについては、順次といいますか、

貼り替え等は行っております。デザインについ

ては、まずは今のデザインで名称を変えた形で

ポスターなどは作成しておりますが、今後、ポ

スターのデザイン等については少し検討させて

いただきたいと考えているところでございます。 

【山田(博)委員】 そういうふうに順次やってい

ただきたいと思います。 

 それで、先ほど吉村(庄)委員からも話があっ

た当課による補助とありますけれども、委員長、

この補助要綱の規程を出していただきたいと思

うんです。先ほど、浦上天主堂は162万円とか、

黒島天主堂は2,600万円とか言われましたけれ

ども、この補助要綱というのは制定されている

わけでしょう。まずは口頭でどのようになって

いるか説明していただけますか。 

【村田世界遺産登録推進課長】 当課による補助

を行うという部分でございますけれども、まず、

県においては、全体の制度を説明しますと、全

体事業費に対して国がまず2分の1の助成をし

ます。それから、学芸文化課が所管になります

けれども、そちらで残りの3分の1、全体で言え

ば6分の1を助成します。 

 それに加えて世界遺産候補につきましては、

県の一般財源から30分の1を、基金から20分の1

を合わせて補助するという制度にしております。 

 それと、私の先ほど説明が悪かったのかもし

れませんが、今年度、補修事業を予定しており

ますのは江上天主堂でございます。 

【山田(博)委員】 江上天主堂といったら私の地

元じゃないですか。早く言ってくださいよ。そ

うしたら、質問もあんまりしなかったかもしれ

ません。早く言ってくださいよ。間違ったらだ

めですよ、大切なところを。江上なんですね。

早くやってくださいよ、しっかりとですね。江

上だったらちょっとまたあれですけど。 

 では、一般財源で30分の1を出すというのは、

何ですか。基金の要綱の中にそういった規定が

入っているわけですか。どうなっているんです

か。30分の1というのは要綱かなんかに出てい

るんですか。説明していただけますか。 
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【岩田文化観光国際部次長】 これにつきまして

は、昨年の委員会でも表と一緒にご説明させて

いただきましたが、改めてご説明させていただ

きます。 

 文化財の補助につきましては、民間所有の場

合、国が2分の1、残り2分の1のうち3分の1ずつ

が県、市町、民間所有者でございます。つまり、

国が2分の1、県6分の1、市町6分の1、民間所有

者が6分の1というのが通常の民間所有の文化

財の補助のスキームでございまして、この時の

県の6分の1につきましては学芸文化課の方が

予算措置をいたします。 

 一方、市町所有の場合につきましては、国が

2分の1、それから県が10分の2、市町が10分の3

ということで、全体の20％までが県が負担をす

るということになっております。 

 民間所有者の場合は県が6分の1ということ

で、そこで若干差が生じます。県の方が少なく

負担をするということで、この部分につきまし

ては市町所有の分まで県が嵩上げをしようとい

うことで、その差の30分の1を世界遺産登録推

進課で予算措置をいたして補助をするというこ

とになっております。 

 それにしましても、まだまだ民間所有者の方

の負担が多いということで、民間所有者の方の

6分の1の負担を、最終これを12分の1まで、そ

の半額までしようということで、その差でござ

います20分の1というものを、基金の方に積み

立ててそれを取り崩して補助をしていくという

ことを考えておりまして、結果、県で財政措置

をする30分の1、それから基金で積み立てをい

たしまして補助をする20分の1、これを足しま

して民間所有者の方に助成をしていこうとする

ものでございます。 

【山田(博)委員】 次長、前回説明があったとい

うことでございますけれども、私はあなたみた

いに優秀じゃないから、記憶力がないものです

から、申し訳ございませんでした。 

 それで、要綱に決まっていてこれだけの負担

をしているのであれば、なおさら、さっき言っ

た目標の金額は早急に集めないといけないとい

うことを私は言いたかったわけです。ぜひご理

解を賜りたいと思います。 

 イオングループとか長崎空港ビルディングさ

んが、今後何年間やるからといって、あんまり

あてにしてはだめなんですよ、やっぱり薄く広

く皆さん方から寄附を集めるようにしないとで

すね。世界遺産登録推進課長は、長崎空港ビル

ディングが出してくれます、イオングループが

出してくれますとか言われましたが、出してく

れるのはありがたいですけれども、あくまでも

善意ですから、それをあんまりあてにするのは

どうかなと思います。 

 続きまして、「長崎と天草地方のキリスト教

関連文化遺産群」とあるんですけど、これも一

体的にやるということなんですね。ポスターも

一体的にやるということでありますけれども、

ぜひ今回の「長崎と天草地方の潜伏キリシタン

関連遺産」から漏れた施設もしっかりこういっ

た形でしていただきたいと思います。 

 これは、今後どういった形でやっていくのか、

それも関連して説明していただけますか。 

【村田世界遺産登録推進課長】 今回、名称を改

めまして、「キリスト教文化遺産群」としてお

りますけれども、これにつきましては、先ほど

も少しご説明させていただきましたように、今、

県内にはたくさんの貴重なキリスト教の関連遺

産というのは構成資産以外にもございます。こ

れらを構成資産と一体的に情報発信することに

よりまして、この世界遺産登録推進事業の効果
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を県下一円に波及させるということを目的とし

ております。 

 具体的には、「おらしょ－こころ旅」という

名称でホームページをつくっております。その

中で各登録資産の紹介でありますとか、あとは

周遊ルートといいますか、散策ルートというよ

うなものなどをご紹介するということで情報発

信を進めているところでございます。 

 これにつきましては、市町の皆様にもぜひ使

っていただきたいということで、連携して取り

組んでいくということで考えております。 

【山田(博)委員】 ホームページや散策ルートと

いう話がありましたけれども、それ以外に冊子

とかパンフレット等をつくって、これも一緒に

やっていくんですか。 

 それと、ここは先ほどの基金で整備する対象

に入るのか入らないのか、2点お答えいただけ

ますか。 

【村田世界遺産登録推進課長】 この「キリスト

教文化遺産群」につきましては、現在のところ、

ホームページによる情報発信が中心となってお

りますけれども、当然パンフレットとか冊子と

いうのは、今検討しているところではございま

す。 

 それから、基金の対象となるものでございま

すけれども、あくまでも世界遺産の構成資産と

いうことでございますので、基金の対象となり

ますのは、世界遺産の構成資産である12資産の

うち、文化財の建造物ということで考えており

ます。 

【山田(博)委員】 というと、この「長崎と天草

地方のキリスト教関連歴史文化遺産群」は、先

ほどの基金による整備の対象にならないという

ことで理解していいんですか。 

【村田世界遺産登録推進課長】 「キリスト教文

化遺産群」の中には、世界遺産の候補も入って

いるものですから、そういう話をしてしまった

んですけれども、世界遺産の候補を対象とした

基金になりますので、それ以外の文化財につい

ては対象としておりません。 

【山田(博)委員】 そうですか。これは関係市町

とも話して、そういったことになったわけです

ね、基金はあくまでも12資産だけですよと。ほ

かのところは対象になりませんよということに

なっているんですね。これは世界遺産登録に向

けて、いろんな関係者のご協力やご理解をいた

だいていますけれども、そこは理解した上でこ

ういうふうに決まったと理解していいわけです

か。 

 というのは、いいですか、世界遺産登録に向

けて、ずっときていたわけでしょう。それなの

に文化遺産群はだめですよとか言うのもどうか

なと思ったわけですね、一緒にやってきたわけ

ですから。それで本当に納得できたのかなと思

っているわけです。 

 結局、例えば、五島に来て江上教会に行きま

した、五輪教会に行きました、そしたらもう一

つ水の浦教会に行きましょうか、福江教会に行

きましょうかとなるわけですね。そうなってく

るわけですよ。そうすると、頻度も出てくるわ

けですから、別にここも一緒にしてもらいたい

という声が上がってくると思うんです、必然的

に。その時になっても、さっきの12資産だけし

かしないのかという声が高まるおそれがあるわ

けですね。それはもう皆さん了解済みでそうい

うことになったのかどうか、再度確認したいと

思います。 

【村田世界遺産登録推進課長】 この件につきま

しては、市町とも十分協議をした上で制度を構

築しておりますので、皆さん十分理解はいただ



平成２８年１１月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（１２月１３日） 

- 154 - 

いております。 

 構成資産以外の文化財でございますと、先ほ

どから申し上げております国の補助であります

とか、県の補助というのは通常ございますので、

そういったことをご活用いただくということに

なろうかと考えております。 

【山田(博)委員】 最後に、この名称の基金も議

会で承認した後に、いつ頃を目途にするのか。

基金の目標は決めましたと。これで大規模なキ

ャンペーンなりをするというのは、いつ頃から

してくかというのをお尋ねしたいと思います。 

【村田世界遺産登録推進課長】 まずは、当面の

目標といたしましては、来月行われます閣議の

了解をいただくということでございます。閣議

の了解をいただきますと、正式に日本の推薦資

産ということが決定いたしますので、その後に

こういった情報発信というのは強めてまいると

いうことで考えております。 

【山田(博)委員】 では、閣議で了解をいただい

た後に、基金の名称の変更も議会で承認を得ら

れたら、閣議の了解の後の具体的なスケジュー

ルをしっかりと明確に答えていただけませんか。

今後、どのようにしていくのか。 

【村田世界遺産登録推進課長】 スケジュールと

いたしましては、来月の中旬頃に閣議了解が行

われまして、1月の下旬までに推薦書の正式版

というのを提出いたします。その後については、

来年の秋にイコモスという調査機関が調査を行

うわけですけれども、こういった情報発信事業

につきましては、例えばシンポジウムでありま

すとか、そういったことを開催することを調整、

検討しているところでございます。 

【山田(博)委員】 いろんな情報を発信して機運

を高めていただいて、目標の基金が平成30年の

夏頃にはきちんと3億円集まるように、今は約

860万円しかないんですね。3億円を集めるとい

うのは並大抵の努力ではなり得ませんから、ぜ

ひ頑張っていただきたいと思います。 

 一旦終わります。 

【前田委員】 今までの答弁は了としながら質問

させてもらいます。 

 確認の意味で、この3億円の額の設定はどん

な根拠でやられたんでしたか、積み上げは。ま

ず、その点をお伺いします。 

【村田世界遺産登録推進課長】 この3億円の基

礎となるものということでございますけれども、

これは構成資産である、主に教会堂でございま

すけれども、これが100年以上経つ歴史的なも

のでございます。そういった文化財というのは、

全国にございますので、そういった全国の同類

の修復事業を参考にしまして、その全体の修復

事業というのを算出し、3億円というのを設定

しているところでございます。 

【前田委員】 構成資産を有する市町は、今、県

下に幾つですか。7つですよね。 

 それで、思っていることは、まず山田(博)委

員からも指摘がありましたけれども、やっぱり

情勢が非常に厳しい中で、今からが多分スター

トだと思っているんですね。そこは勘案して、

額自体は今の時点ではどうこうないんですけれ

ども、その内容として大手の企業の寄附だけと

いうふうな見方しかできなくて、県下で各地元

の企業とか、県民の方にこの基金の趣旨とかお

願いというのが十分浸透しているかというと、

多分まだできていなくて、これが今からの課題

だと思うんですよ。ですから、そこはこれから

として、特に経済界関係含めてしっかり、世界

遺産を目指しているわけですから、連携をとっ

てほしいし、構成資産を抱える市町との連携と

いうのも必要かと思っているんですけれども、
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そのあたりはどんなふうに今考えていらっしゃ

いますか。 

【村田世界遺産登録推進課長】 まず、経済界で

ございます。経済界の方々につきましては、9

月に開催いたしました世界遺産県民会議でも知

事から寄附の呼びかけをしていただきまして、

県民会議の決議としましても、そういった保全

活動に積極的に取り組んでいくという決議をい

ただいたところでございます。 

 市町につきましても、私ども市町調整会議と

いうのを設けておりまして、その調整会議の中

でこの基金についての寄附のお願いを市町から

もしてほしいという依頼はしております。県と

しても、例えば全世帯広報誌でありますとか、

そういったところに寄附の呼びかけなどをして

いきたいと考えております。 

【前田委員】 目標の時限というか、平成30年

の夏ということで、部長が3億円頑張りますと

いうような答弁がありましたけれども、私は、

目標は目標として掲げて結構ですけれども、も

っと長いスパンで物事を見ていいのかなと思っ

ていて、やっぱりほかの傾向を見た時に、世界

遺産に決まってからの方が寄附は集まりやすい

と思うんですね、実際に軍艦島もそうですし。

そう考えた時に、その線引きは線引きでいいで

すけども、3億円集まるかということを考えた

時、そして、その算定根拠が全ての構成資産の

修復等に資するということであれば、長いスパ

ンで見たところの算定根拠になっているんでし

ょうから、低い目標はどうかと思うけれども、

高過ぎる目標にしたらお金を集めることに一生

懸命になってしまって、なかなか県民の理解を

得るところが難しいのかなと思うので、そこは

一点要望しておきたいと思います。 

 それと、基金を昨年、これは条例ですから議

会として認めていますから、その時は私は当然

了としたんですが、その後の動きとして今のよ

うな教会群の少し立ち止まった部分があったと

いうことと併せて、長崎市に関して言えば、軍

艦島の基金を集めているんですね、市は市とし

て。さっき市と連携をとると言ったけれども、

長崎市は軍艦島の基金を集めていて、実はこの

平成27年の実績は、市としては目標を900万円

上回って5,700万円寄附金を集めているという

ことが出ています。それで、平成37年までに6

億円を集めるという目標があって、企業が集ま

っているというか、長崎市が一番人口が多い中

で、企業も多い中で、長崎市の中では軍艦島の

基金を集めるのにこれから一生懸命取り組むわ

けですよ。それと、県は県でキリスト教関連遺

産の基金をお願いすると。お願いするところは

一緒になるんですよね。 

 そう考えた時に、果たして県はキリスト教の

関連遺産の基金を集めますよ、長崎市は軍艦島

の基金を集めますよ、ほかの市については多分

自分のところの構成資産に資する基金を、もし

かすると設置しているのかどうかちょっとわか

りませんけれども、やっぱり自分の市に所有す

る構成資産に対して集めていこうとすると思う

んですね。 

 そう考えた時に、市と県でばらばらにやるん

じゃなくて、世界遺産という一括りの中で基金

を集めるやり方の方が、もしかすると県民に対

して、企業に対してはお願いがしやすいんじゃ

ないかということも思ったりするんですが、こ

れは基金条例設置以降の動きとしてそういう動

きがあるという中で、状況や環境が変わったと

いうことを含めて、私はもう一度再考していい

んじゃないかと思うんですが、そのあたりは今、

具体的には長崎市との話ですけれども、協議と
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か、すみ分けというのはできているんでしょう

か。まだ再考の余地があるのかどうか、お尋ね

したいと思います。 

【村田世界遺産登録推進課長】 この「潜伏キリ

シタン関連遺産」の基金につきましては、もと

もと市町と協議をしまして、各自治体ごとにつ

くるということではなくて、県で一体的に一括

して基金をつくって支援をしていくということ

で設置の検討をしてきた経緯がございます。 

 それから、端島とのすみ分けというご質問で

ございましたけれども、ここにつきましては確

かにご指摘のようなことがあろうかとは思いま

すが、基本的に我々も端島の関係で寄附をした

いというお話があれば長崎市の基金をご紹介し

ようと考えておりますし、長崎市の方にも、も

し潜伏キリシタン関係で寄附をしたいというお

話があれば、こちらの基金をご利用いただきた

いということで話をしていただくという状況で

ございます。 

【前田委員】 やっぱりキリスト教、今回の潜伏

キリシタンの関連遺産の基金にお願いするのと、

軍艦島でお願いするというのは、非常に訴える

力としたら軍艦島の方が非常にわかりやすいん

ですね。ましてや、保存が大変だということも

出ていますし、多額のお金が要るんだというこ

とを言っているので、その訴求力というか、訴

える力というのはそっちの方が強いと思ってい

ます。しかし、受け手側である企業にしてみた

ら、両方から来た時に、そこは非常に悩ましい

と思っていて、両方ちょっとずつしますという

こともあるのかもしれないけれども、それがお

つき合いみたいな感じになってしまうと、全く

意味がない話になってくるので、そこらは、今

おっしゃったけれども、もう一遍再考する余地

があるのかなと思っているのと、仕組みとして

軍艦島の場合は上陸料の一部が基金に回ってい

ますよね。教会の場合は、一部を除いたらほと

んど無料であったり、仮に入場料を取ったとし

ても、それが基金に回るような仕組みになって

ないじゃないですか。そういう意味では見に来

られた方の受益者の負担、受益者が出すお金か

ら基金に回すような仕組みもつくっていかない

と、なかなかこの額も増えていかないのかなと

も思ったりしていますので、今スタートした話

ですから、これから、今のような意見も含めて

十分、進めていく中で、やっぱり私が懸念した

ようなことが出てくるとするならば、改めて目

標の年度もろもろ含めたところで話し合いなが

ら、とにかく目標としては世界遺産をしっかり

と守っていくということが大きな目標なんでし

ょうから、その目標は変わらないわけですから、

十分これから検討してほしいということを要望

しておきます。何かコメントがあったら。 

【松川文化観光国際部長】 先ほど基金の目標、

平成30年の夏の登録というのは一つの大きな

目標であることは間違いないと思っていますが、

その中で、先ほど山田(博)委員のご質問に答弁

した際にお答えしましたが、今後のふるさと納

税とか、今後継続的にご寄附いただけるような

ところ、そういったところも勘案しながら、や

はり長い目で見てずっと継続的にご支援いただ

くというのは大変大事かと思っています。そう

いったことを見通しながら、平成30年の段階で

おおよそ目標額が達成できるという見込みが立

つような集め方をしなくてはいけないと思って

おります。そういった意味で平成30年を目標と

したいと思っております。 

 また、今、前田委員からございました長崎市

の軍艦島の基金と競合してはいけないのではな

いかと。これは確かにご指摘のとおりだと思い
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ます。ここは長崎市とよくお話をしまして、回

り方とか、そういったことにつきましてもよく

協調しながら進めていきたいと思っております。 

【岩田文化観光国際部次長】 今、部長の答弁に

補足してご説明をさせていただきます。 

 この県が持っております基金につきましては、

基本的には民間所有の方々に対して負担を軽減

するということを目的に一つはつくっています。

軍艦島につきましては、長崎市所有でございま

して、基本的にここで集めても民間所有者の方

の負担軽減にはつながらないというのが一つ。 

 それと、端島につきましては、今お金が多額

にかかるということを言われておりますけれど

も、これは国の史跡としての部分でありまして、

いわゆる世界遺産に本当にコアの部分というと

ころよりも、それ以外の住居部分についての費

用が多額にかかるということでございまして、

ここについては史跡としての補助というのは当

然国、県もやっていくということでございます

が、これを一つに集めて、そういったところに

寄附をどうするかというところについては、調

整がまたさらに必要になってくるということも

あろうかと思います。 

 また、長崎市は出島の基金もまた別に集めて

おられるということで、基金をいっぱい行政が

つくるということがもう一つございますけれど

も、今後、そういった集めた民間からいただき

ました浄財を基金に積んでどう使っていけるの

かというところまで基本的に考えていかないと、

なかなかこれを一つにするということも難しか

ろうということも思っております。 

 そうはいえ、実際に回られる方の企業につい

てもやはり大変なご負担というところもござい

ますので、そういったところも今後どうしてい

けばいいのかと、集め方とか、補助の仕方とか、

こういったところも総合的には今後、長崎市、

それから他の構成市町とも検討してまいりたい

と考えております。 

【山本(由)委員長】 ほかに、第148号議案に関

する質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)委員長】 それでは、第148号議案に

対する質疑を終了いたします。 

 先ほどのガイドラインに関する答弁は可能で

しょうか。準備はできましたでしょうか。 

 しばらく休憩します。 
 

― 午前１１時５２分 休憩 ― 

― 午前１１時５３分 再開 ― 
 

【山本(由)分科会長】 分科会を再開します。 

【村山観光振興課企画監】 ただいま、新行政推

進室が出しております指定管理者制度の運用に

関するガイドラインというのをお配りさせてい

ただきました。 

 1ページをご覧いただきたいと思います。 

 ガイドラインの趣旨ということで記載がござ

います。このガイドラインは、指定管理者制度

の導入及び運用について、基本的な考え方や具

体的な取扱い等を定め、取りまとめたものでご

ざいますというふうなくだりがございます。 

 具体的に伊王島リゾート公園の基本協定につ

いては、最後のページに付けてございますので

ご覧いただきたいと思います。 

 指定期間ということで第2条に明記してござ

います。「甲が乙を指定管理者として指定する

期間は、平成26年4月1日から平成29年3月31日

までとする」と。「ただし、甲が公園を譲渡し

た時は、乙に報告のうえ指定期間を変更できる

ものとする」というふうな明記をしてございま

す。 
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 この取扱いについて、新行政推進室に確認し

たところ、ただし書きを盛り込むことについて

は差し支えないと、双方の合意であれば差し支

えないということで確認してございます。 

【山本(由)分科会長】 今、説明がありましたけ

れども、これも含めて質疑はありませんか。 

【山田(博)委員】 これは基本協定書に、「甲が

譲渡した時は乙に報告のうえ指定期間を変更で

きるものとする」とありますよね。 

 それは、ガイドラインのどこに基づいている

のか、ちょっと聞き取りにくかったものですか

ら。どこにありますか、説明してください。 

【村山観光振興課企画監】 具体的に指定期間に

つきましては、ガイドラインには2ページの

（３）というところで下段の方に明記がござい

ますけれども、指定管理期間については3年以

内、5年以内、その下にただし書きがございま

す。このただし書きの中で、「施設の効果的・

効率的かつ安定的な管理運営ならびに指定管理

者による計画的な管理運営等の視点から、個々

の施設の目的や実情を踏まえ、適切な期間を設

定することができるものとする。」ということ

で、具体的に伊王島リゾート公園のただし書き

について規定したものではございませんけれど

も、3年ないし5年という期間につきましても、

こういった形で弾力的、いわゆる一応の目安と

いうことの中で、双方が合意をすれば明記がで

きるということで、この協定書のただし書きを

記載したところでございます。 

【山田(博)委員】 これは3年から5年ということ

ですね。 

 では、企画監、これは譲渡した場合というこ

とでありますけれども、これは新行政推進室に、

こういった変更する時、大体これは各部各課で

指定管理者の規定というのを自分でつくって、

自分の部の責任に基づいてやっているというこ

とで理解していいんですか。ガイドラインをつ

くっている新行政推進室の方に確認したりしな

がらやっているか、やっていないか、それを含

めて答弁していただけますか。 

【村山観光振興課企画監】 この基本協定書の締

結に当たっては、新行政推進室に合議をしてご

ざいます。決裁を取る段階で新行政推進室にも

決裁を一緒に取るということでございます。 

【山田(博)委員】 そうしたら、企画監、私から

話があるのは、そういったことであれば、きち

んとその時にこうやっていますよということを

話をしてもらいたかったわけですよ。あまりに

も指定管理者の方の管理なりガイドラインをし

ながらやっている経過というのを、あまりにも

ちょっと、企画監がこれを専門でやっているで

しょう。違うんですか。そうなんでしょう。素

人の私からすると、もうちょっとしっかりして

もらいたいということですよ。素人の私から言

われて、十分答えきれないというのはどうかと

いうことですよ、私が言いたいのは。もうちょ

っとしっかりとやっていただきたいということ

です、これは。いいですか。ガイドラインに基

づいてやって、この基本協定も新行政推進室に

見てもらいながらきちんとやりましたと言った

ら、別に私も聞かなかったわけですよ。曖昧過

ぎたからどうなっているんですかと聞いたわけ

ですよ。別に企画監の足を引っ張ろうとか、い

ろいろ考えてないですよ。企画監の答弁が曖昧

だったから聞いているだけですから。ご理解い

ただきたいと思います。そういったことでよろ

しくお願いします。終わります。 

【山本(由)分科会長】 ほかに質疑はございませ

んか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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【山本(由)分科会長】 それでは、予算議案、そ

れから議案に対する質疑を終了します。 

次に、予算議案に対する討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)分科会長】 討論がないようですので、

これをもって討論を終了します。 

 予算議案に対する質疑・討論が終了しました

ので、採決を行います。 

 第131号議案のうち関係部分及び第137号議

案のうち関係部分は、原案のとおり可決するこ

とにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)分科会長】 ご異議なしと認めます。 

 よって、予算議案は、原案のとおりそれぞれ

可決すべきものと決定されました。 

【山本(由)委員長】 次に、委員会による審査の

件ですけれども、第148号議案及び第152号議案

に対する討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)委員長】 討論がないようですので、

討論を終了します。 

 質疑・討論が終了しましたので、採決を行い

ます。 

 第148号議案及び第152号議案は、原案のとお

り可決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)委員長】 ご異議なしと認めます。 

 よって、各議案は、原案のとおりそれぞれ可

決すべきものと決定されました。 

 それでは、午前中の審査はこれにてとどめ、

午後は1時30分より再開いたします。 

 しばらく休憩します。 
 

― 午後 零時 ０分 休憩 ― 

― 午後 １時３０分 再開 ― 
 

【山本(由)委員長】 それでは、休憩前に引き続

き会議を再開します。 

 次に、提出のありました「政策等決定過程の

透明性等の確保などに関する資料」について説

明を求めます。 

【古謝文化振興課長】 それでは、「政策等決定

過程の透明性等の確保及び県議会・議員との協

議等の拡充に関する決議」に基づきまして本委

員会に提出いたしております文化観光国際部関

係の資料についてご説明申し上げます。 

 資料の1ページをお開きください。 

 まず、知事及び部局長等に対する陳情・要望

でございますけれども、本年9月から10月まで

に県議会議長あてにも同様の要望が行われたも

のは、長崎市からの要望でございます。 

 それぞれの要望内容に対する県の取扱いにつ

きましては、資料の1ページから6ページにかけ

て記載のとおりでございます。 

 次に、資料の7ページをお開きください。 

 附属機関等会議結果報告でございますが、本

年9月から10月までに開催した会議は、10月17

日に開催した観光審議会の1件でございまして、

その会議結果につきましては、資料の8ページ

に記載のとおりでございます。 

 以上でございます。 

 よろしくご審議賜りますようお願いいたしま

す。 

【山本(由)委員長】 それでは、所管事務一般に

対する質問を行うことといたします。 

 まず、政策等決定過程の透明性等の確保など

に関する資料について、質問はありませんか。 

【川崎委員】 資料の3ページ、長崎市からの要
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望について確認をさせていただきたいと思いま

す。 

 「観光立国ショーケースの取組に関わる連携

強化について」という長崎市からの要望に対し

て、まずは具体的なことを、何を県に求めてい

るのかということと、そして県としてどういう

ふうな対応を図っていこうとされているのか、

お尋ねいたします。 

【浦観光振興課長】 長崎市からの要望の関係で

ございますけれども、観光立国ショーケースの

取組に関わります連携強化についてということ

で長崎市から要望が出ております。 

 具体的な要望内容といたしましては、基本的

にこの観光立国ショーケースというのは、国の

方が平成27年に策定いたしました日本再興戦

略の中で、訪日外国人旅行者を地方へ呼び込む、

その姿を体現する地域をつくっていこうという

ことで、全国で3カ所選定をされたものでござ

います。北海道の釧路、石川県の金沢、それと

長崎県の長崎市ということで3カ所選ばれまし

た。 

 この観光立国ショーケースに選ばれた地域に

つきましては、具体的にＤＭО化を目指してい

く、そういう中で訪日外国人観光客の受け入れ

に向けた体制をとっていく、進めていく、それ

に対して国が集中的な、各省庁連携した支援を

やっていくということで制度設計されているも

のでございます。 

 今回の要望につきましては、長崎市が国の支

援等も受けながら、今後、ＤＭО化を含め、訪

日外国人観光客の受け入れ地として体制を整え

ていく中で、ぜひ県の方にもいろんな計画づく

りであったり、協議の場に参画をいただいて、

県としても具体的な知恵出しを含め、協力、参

画をいただきたいということでの要望だという

ふうに私どもは理解をしております。 

 それにつきましては、県としても機会あるご

とに積極的に参画をしていきたいということで

お答えをしているところでございます。 

【川崎委員】 ありがとうございました。時にＤ

ＭО、いつもお聞きしているんですけれども、

個別具体ですね。委員会の視察で島原に行かせ

ていただいて、複数ある観光協会等の団体が一

つになってコンベンションビューローですか、

島原で取組をされました。地域的な括りでもち

ょうどよかったのかもしれませんが、話の中で

島原半島全体ということもあったことはあった

んでしょうが、要するにぐっとまとまって事を

進めていくということについては、その理念に

合致した形で取り組まれているということは確

認できたところです。 

 特に、長崎市に関していろいろ支援を求めて

いるんでしょうが、ＤＭОの確立というような

ことについて、どういったＤＭО組成に対する

相談が県の方にあっているのか。私は基本的に、

自分たち市がきちんとやっていくべきことだと

思っているんですが、どういったことを具体に

求められているのか、お尋ねをいたします。 

【浦観光振興課長】 長崎市におきますＤＭО化

の取組につきましては、長崎の国際観光コンベ

ンション協会が中心となった、まずはＤＭОに

向けての候補法人の登録ということで、今、国

に登録をされているところでございます。 

 具体的には、今、委員が言われましたように、

基本的には長崎市の方で主体的に今後のＤＭО

化を進めていくに当たってのいろんな課題の洗

い出し、それから、そういった課題に対する対

応については検討を進められているところでご

ざいます。 

 そういう中で、例えば外国人観光客の受け入
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れにしても、具体的なまちづくりを進めていく

中で県と市の具体的な連携がどういったところ

が必要になってくるのか。あるいは県としてど

ういう後押しができるのか。あるいは、ＤＭО

の体制づくりに向けての県としての支援が何か

できないのかといったようなお話は伺っており

ます。今、具体的に県としてはＤＭОの候補法

人になる前に、その段階までにつきましては具

体的な補助制度を設けて、候補法人を目指す団

体に対しては人材の育成であったり、セミナー

の開催であったり、そういったものに対する支

援制度を設けておりますけれども、基本的に候

補法人になった後の財政面での支援につきまし

ては、国の方で交付金等を活用した支援がなさ

れるということになっておりますので、そうい

った部分に対しての県の支援というのは、今の

ところ予定はしておりませんけれども、そうい

ったスキームづくり、体制づくりにおいてのい

ろんないろんな意見交換の場に、県もぜひ参画

をしていただきたいということで要請を受けて

いるという状況でございます。 

【山本(由)委員長】 ほかに政策等決定過程に関

して質疑はございませんか。 

【前田委員】 何度もこれまでも質問してきてい

るんですけれども、改めてまた要望で上がって

いるので、長崎県21世紀まちづくり推進総合補

助金の見直しについては、私も過去何度も意見

を述べてまいりました。 

 一つには立ち上げのためのものであるから、

継続的なものはおかしいというか、どうなのか

ということと、それと支援を総合補助金の対象

となる自治体が観光計画を策定したところとい

うことになれば、策定していないところを含め

て早期に計画を策定させるべきであり、もっと

あまねく広く、有効に各自治体の立ち上げにつ

いての本来の補助金であってほしいということ

を話しております。 

 それで、昨年の4月だったと思うんですけれ

ども、長崎市と協議する中で、県が結局予算を

確定した後に、市の表現を使えば一方的な形で

補助額が減らされていたという話が出てきたの

で、何の案件かと尋ねたところ、まさしくこの

21世紀まちづくりの話を出されておりました。

そういうことも含めまして、十分市としては改

めての継続の要望になっておりますけれども、

このことについては一定結論を出す時期だと思

っておりますので、どういう対応、2月議会で

予算化されるでしょうから、そのことについて

ご答弁いただきたいと思います。 

【浦観光振興課長】 この21世紀まちづくり補

助金のあり方ですけれども、特にイベント補助

について今ご指摘がございました。これにつき

ましては、従前から県議会におきましても、前

田委員はじめ、イベント補助への長期間の支援

というものの必要性についてご議論いただいて

きた経緯もございます。 

 そういう中で、私どももやはりイベントの補

助については基本的には立ち上げ支援だという

ことは当初から想定しておりました。それと、

特に今、これだけ観光客が増えてきている中で、

特に、観光まちづくりをしっかり受け入れ体制

をつくっていくということが非常に求められる

ということで、真に各地域の観光まちづくりに

資するような事業に特化していく形でこのまち

づくり補助金を運用していきたいと考えており

ます。 

 そういう中で、この長期にわたっているイベ

ント補助につきましては、一定見直しをしたい

ということで、先般、各市町の観光担当課長、

それから担当者を集めた会議の場でも、一応こ
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のイベント補助のあり方については見直す方向

で検討するということで頭出しをさせていただ

きました。具体的には、今、制度の詳細につい

て、県の方でも詰めを行っておりますので、こ

れにつきましては事前に関係する市とも十分協

議を、説明をしながら、あり方について見直し

をしていきたいと思っているところでございま

す。 

【前田委員】 結果どうなったにしても、お互い

が理解するような形で、さっき言ったような形

で一方的にということにならないようにしても

らわなければいけないわけですが、私も長崎市

の選出ですので、ここに該当するところについ

ては何らかの応援をしてほしいという気持ちは

あります。 

 ただ、市と話したのは、このまちづくり推進

総合補助金の目的は、お互いやりとりしている

ような内容でありますよと。そういうことから

すれば、やっぱり見直しは私はいたし方ないと

思っていると。ただし、市は、この事業につい

ては長崎市だけではなくて、長崎市に資するだ

けではなくて、県下全域に対しての効果が発生

しているじゃないかということも言っています

ので、そうであるならば、別の形で何らかの補

助というか、そういう事業支援の協議をすべき

じゃないかという話をしたんですが、その点に

ついては別途改めて協議されておりますか。 

【浦観光振興課長】 補助金のあり方、制度その

ものについて、具体的に突っ込んだ議論という

のは、まだ市の方とは十分できておりません。

これから県の方でも考え方を整理して、市と議

論していきたいと思っております。 

【西川委員】 今の前田委員の質問に関連してで

すけれども、実は私は、補助はしてないかもわ

かりませんが、今回の一般質問で土木部の道路

維持費の中の盆の精霊流しの清掃費のことで質

問しました。もう何十年も出して当たり前と。

もちろん道路管理者としては、道路が汚れたら

掃除しなければならない。つまり、爆竹の跡で

すね。そういうことでやっています。それがも

う自然になっているわけですね。 

 それは置いておいて、このランタンフェステ

ィバルは、確かに県外からも来ておりますし、

市外からも来ております。また、帆船祭りも海

に白い帆が、または帆柱が見えたりして、すば

らしいムード満点の長崎らしさを醸し出してお

りますし、ペーロンも長崎らしさだと思います。

佐世保の「ＹОＳＡＫОＩ佐世保祭り」、「き

らきらフェスタ」もそうですけれども、そんな

にしていたら、例えば諫早の「のんのこ祭り」

とか、大村の何だ、どこどこの何だとなります

よ。それで、やはり3年か5年かという区切りは

ある程度守らなければ。 

 そういうことで、県下各地区の全体的に見た

振興のために、こういうことは、やむを得ない

時は切らないと仕方ないと思います。また、補

助をしていないところ、対馬、壱岐、五島など

離島にもいろんな祭りとか、地域活性化の行事

があります。そういうことで、再考をお願いし

たいと思います。何かコメントがあったらお願

いします。 

【浦観光振興課長】 地域のまちづくりに対する

補助金ですけれども、まさに今、委員言われま

したように、特定のイベントだけに長期間の支

援をするという、その規模は確かに大きいもの

がありますけれども、それを長期間継続すると

いうことについては我々も疑問を感じておりま

して、一定そこは見直しをしたいということで

先ほど申し上げたとおりでございます。 

 今後は、地域の本当にまちづくりを進める上
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で必要と思われるような景観の整備であったり、

施設の整備であったり、そういったところに重

点的な支援をしていくということで考えていき

たいと思っておりますので、ご理解いただきた

いと思います。 

【山本(由)委員長】 ほかに、政策等決定過程に

ついて質問はありませんか。 

 それでは、政策等決定過程については、これ

にとどめさせていただきます。 

 次に、議案外の所管事務一般につきまして、

質疑を受けたいと思います。 

 質問はありませんか。 

【山田(博)委員】 観光振興課長にお尋ねしたい

と思いますが、離島の方に今、大型客船が年間、

壱岐、対馬、五島それぞれどれぐらい寄港され

ているかというのがわかると思うんです。その

寄港の支援として補助制度がありますね。その

制度について、含めてお答えいただけますか。 

【浦観光振興課長】 離島へのクルーズの寄港の

状況でございますけれども、平成28年で申し上

げますと、これは国内のクルーズ船になります

けれども、五島市に4回、それから新上五島町

に6回、対馬市に1回、いずれも国内の邦船のク

ルーズを予定しているところでございます。 

 離島のクルーズに対します補助金につきまし

ては、離島に入港する際には船社の方でタグボ

ートを手配していますので、その手配経費につ

いて助成をするということで制度を設けており

ます。離島に3回以上入港する場合に、インセ

ンティブを働かせるという意味合いから離島に

3回以上入港するクルーズ船に対しましてタグ

ボートの手配費用を助成するということで現在

制度をつくっているところでございます。 

【山田(博)委員】 事業名を正式に言ってもらう

のと年間の予算がどれぐらいあるか、また、タ

グボートの補助割合も含めて答えていただけま

すか。 

【山本(由)委員長】 しばらく休憩します。 
 

― 午後 １時４６分 休憩 ― 

― 午後 １時４７分 再開 ― 
 

【山本(由)委員長】 委員会を再開します。 

【浦観光振興課長】 まず、事業名ですけれども、

長崎の離島寄港クルーズ促進事業ということで

事業名はうたっております。支援内容といたし

ましては、先ほど申し上げました、離島に3回

以上寄港する場合のタグボートの手配費用の支

援ということで、3回以上入港する場合、3～4

回目につきましては1回当たり30万円、それか

ら、5回目以上につきましては1回当たり40万円

の支援をするということにしておりまして、全

体の予算といたしましては約200万円を計上さ

せていただいているところでございます。 

【山田(博)委員】 それで、これは離島に大型客

船を誘致するということでありましたけれども、

この前、旅行会社の方々が、観光振興課長も後

ろの方で聞いていたかどうかわかりませんけれ

ども、旅行会社の方々と話し合いをしたんです

ね。そうしましたら、旅行会社のＪＴＢとか、

日本旅行の支店長さんに来てもらって話したら、

離島に誘致をするには何かというと、団体に対

する支援があれば呼びやすいというわけですね。

そうすると、例えば、バスなどの支援があれば

ということだったわけですね。 

 それで、私は、この大型客船並びに旅行会社

を呼ぶ時には、ぜひ長崎県離島クルーズ誘致支

援事業ですか、これにおきまして、タグボート

もさることながら、団体を呼ぶ時にぜひバスの、

離島のバス会社ですよ、いいですか、本土から

連れてきたバスじゃなくて、離島のそれぞれの
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バス会社を使った場合に支援をしていただきた

い。だから、タグボートのみならず、これはク

ルーズ船のみならず、団体客の誘致をするとい

うことで、タグボートなり、また、バスにも支

援をしてもらうようにメニューの改正をしてい

ただきたいと思うんです。実際、誘致をする団

体の人がそういうふうに言っているわけですか

ら、それはぜひやっていただきたいということ

でありましたが、それはどうですか。このタグ

ボートのみならず、団体客なり、大型客船を誘

致する上でも有効な手段となると思うんですが、

いかがですか。 

【浦観光振興課長】 離島のクルーズの誘致に当

たりましては、特にタグボートの手配を補助し

ている、イメージとしましては非常に費用がこ

れはかかるということで現場の方からも声をい

ただいておりまして、こういった補助制度を設

けてきたという経緯がございます。 

 今、団体のバスの手配費用に対する支援とい

うご提案がありましたけれども、限られた予算

の中でどういう形が一番効果的に執行できるか

ということを考えていく必要があろうかと思い

ますので、ご意見として承りまして、今後の全

体の補助制度を考えていく中で検討させていた

だきたいと思います。 

【山田(博)委員】 検討というのは、観光振興課

長、前向きか後ろ向きか、どっちですか。 

【浦観光振興課長】 基本的に予算が、全体が限

られた中で離島のクルーズの支援、それからも

ちろん本土地区の港への支援、国内外クルーズ

に対する支援、いろんな支援を検討していく必

要があろうかと思いますので、その中で費用対

効果の一番高いと考えられる手法を私どもとし

ては選んでいきたいと思っておりますので、そ

の中で先ほど委員からご提案のあったバスに対

する支援というのがどういう位置づけになるの

か、そういったところを含めて考えていきたい

と思っております。 

【山田(博)委員】 離島活性化交付金を使ったり、

今のクルーズの200万円を、タグボートの方に

してもらいたいのか、バスの方にしてもらいた

いのかというメニューをつくって、選択制とい

う形でもとるようにぜひやっていただきたいと

思うんですね。これは調べましたら、実際、他

県でもやっていますから、北海道でやっていま

すから、ぜひ取り組んでいただきたいと思うん

です。この件に関しての質問は最後にしたいと

思いますが、それだけお答えください。 

【浦観光振興課長】 繰り返しになりますけれど

も、全体の中で、もちろん現場の方のご意見等

もしっかりお聞きしながら、予算の中でどうい

う形で執行できるのか、検討させていただきた

いと思います。 

【山田(博)委員】 続きましてお尋ねしたいのが、

サンゴです。サンゴは文化観光国際部も所管し

ているんですね。違いますか。大変失礼しまし

た。 

 それでは、別のお尋ねをしますけれども、観

光振興課長、この前、旅行会社の方々と話した

ら、長崎県に修学旅行を誘致する上で、長崎県

としては修学旅行を誘致する時に、目玉は何か

と言ったら平和学習と言ったわけです。極端に

言うと、平和学習以外に何もないんですよとい

うことがあったわけですね。そうじゃないと私

は言ったわけです。何ですかと。諫早湾干拓が

日本全国でこれだけ大きな政治的な問題になっ

ているんです。どこが問題になっているのか。

開門反対、開門賛成とかあるわけです。これが

なぜこれだけ問題になっているかと、子どもた

ちにしっかり勉強させたらいいんじゃないかと。 
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 それともう一つ、カネミ油症です。実際私が、

福岡から五島に野球の合宿に来る方がいらっし

ゃいます、毎年30人。ぜひこのカネミ油症のこ

とを話してくれと言うわけです。どうしてです

かと言ったら、自分たちは食べ物は何でも食べ

るんだと。違うんだと、かつて45年前にこうい

ったカネミ油症の問題があったということを教

えるのは大変子どもの教育上いいんだよと。そ

の野球教室の先生が言うわけですよ。それを旅

行会社の方々に話したら、目からうろこでした

と、なるほどですねと、長崎県というのは平和

学習だけじゃないんだと。 

 今、発想の転換をして、それをプラスの方向

に持っていって、これを新たな観光資源にして

いくんだと、学習、誘致する上で。これは観光

振興課長、私がそれを話したら、旅行会社の支

店長の方が3人おられましたけど、なるほどな

と、ぜひ取り組んでいきたいと思っております

ということなんです。これは観光振興課長、率

直な意見を聞かせていただきたいと思います。 

 ただ単に長崎県は、諫早湾干拓の政治的な問

題があって、それを問題じゃなくていい方向に

持っていって、資産として、観光資源としても

っていくというのも、これは一つの手法じゃな

いかと思うんですが、いかがですか。 

【浦観光振興課長】 修学旅行の誘致に当たりま

しては、学習テーマのお話でございますけれど

も、確かに今、修学旅行は平和学習ということ

になっております。ただ、文部科学省の方も今、

子どもたちの教育に関しましてアクティブラー

ニングといいますか、体験学習とか、そういっ

た現場での学習も非常に推奨されていると伺っ

ております。 

 今、具体的にご提案のありました諫干の問題

でありますとか、カネミ油症の話、ちょっとま

だ私どもは具体的にそういったものをイメージ

しての修学旅行の学習テーマ、あるいは誘致活

動に活用しているところではございませんけれ

ども、今ご提案いただきましたので、ちょっと

研究をさせていただきたいと思います。 

【山田(博)委員】 研究なんですか。取り組むの

か、取り組まないのか、大体研究というのは行

政用語ではしないというのが多いんだよ。それ

じゃだめなんですよ。私は、これは真剣に考え

ているんです。観光振興課長、これは観光振興

等対策特別委員会で議論があったというのはご

存じなかったんですか。まず、特別委員会でこ

ういったやりとりがあったんです。それを課長

は知っていたか、知らなかったのか、それだけ

お答えください。 

【浦観光振興課長】 観光振興等対策特別委員会

に私も出ておりますので、そういった議論があ

るというのは存じ上げております。 

【山田(博)委員】 知っていたでしょう。知って

いて、今、研究じゃないじゃないですか、観光

振興課長。時は一刻を争うんですよ。あの時、

あれだけの議論をしておきながら、参考人招致

して話をして、それで旅行会社の人たちが前向

きな見解を示したのを記憶があるかないか、そ

れだけお答えください。 

【浦観光振興課長】 参考人の方々との意見交換

の場には私はおりませんでしたので、後で概要

は少しお聞きしたところでございますので、詳

細具体のやりとりは、その場で私は聞いており

ませんでした。ただ、その研究テーマにつきま

しては、いろんな学校関係者のご意見等も聞い

て検討していきたいという意味で研究してまい

りたいというお答えをさせていただいた次第で

ございます。 

【山田(博)委員】 観光振興課長、私たちもだて
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や酔狂で特別委員会に籍を置いているわけじゃ

ないんですよ。そこは観光振興課長、そういっ

たやりとりがあっていて、聞いておりますと、

その特別委員会において旅行会社の各支店長さ

ん方が前向きな話し合いをしたというのは、知

っているか、知らないか、それだけお答えくだ

さい。前向きな話があったかどうかというのを

聞いているか、聞いてないか、そこだけお答え

ください。 

【浦観光振興課長】 その場の雰囲気が前向きな

ものであったかどうかというのは、承知はして

おりません。 

【山田(博)委員】 じゃ、委員長、ちょっとすみ

ませんけど、一旦休憩して、議会事務局にお願

いして、その時の会議録をいただいて、それで

話をしたいと思います。私は、これは真剣にや

っているんですよ。その会議録を取り寄せても

らって、話をしたいと思いますので、一旦私の

質問はこれで終わりたいと思います。 

【山本(由)委員長】 しばらく休憩します。 
 

― 午後 １時５８分 休憩 ― 

― 午後 ２時 ０分 再開 ― 
 

【山本(由)委員長】 委員会を再開します。 

 ほかに議案外の質問はございませんか。 

【前田委員】 1点だけです。観光振興はそれぞ

れ積極的に頑張っているという評価はしていま

す。 

 その上で「長崎県まち・ひと・しごと創生総

合戦略評価調書」を見させていただいたんです

が、その31ページです。結局、観光振興が目指

すべき目標というのは、数値的にはまず交流人

口を増やすということもあろうかと思いますし、

一番は中村知事が掲げる県民所得の向上だと思

うんですね。観光産業に携わっている方の所得

をどれだけ上げきれるか、労働生産性をどう上

げるかという話だと思うんですが、この31番の

ところの個別施策1、観光産業の充実強化等、

そこに検証としてうたってあるのは、「観光客

数や観光消費額に一定の効果が見られるが、本

県の観光産業における雇用環境や客単価は低迷

しており、（観光消費額全体では前年比11.3％

の増）だが、宿泊客一人当たりの単価は前年度

比4.6％の増にすぎない。」いわゆる観光客は増

えているけれども、消費増になかなかつながっ

ていないということが一つ。 

 それから、「魅力ある雇用環境の創出やビジ

ネス展開の促進といった観光産業の活性化まで

は至っていない。」 

 その次に、「全国中位程度の宿泊数を数える

一方で、宿泊業の労働生産性は下位である。長

崎県が一人当たり187万円、全国平均223万

7,000円に低迷している」と。「本県における観

光関連産業は、稼げる産業や若年者の雇用の受

け皿になれていない状況である」という検証を

されていて、その前のページの29ページを見る

と、特に未達成として目立ったのは、宿泊施設

の従業員数正社員が、基準値が7,615人、これは

平成26年の基準年に対して目標7,800人と立て

ていて、実績値は5,716人という大幅な従業員数

減の状況になっているということですね。 

 いろんなことを積み上げていって頑張ってい

るなと思うけれども、最終的な目標数値として、

やはり労働生産性が下位であるということ、上

がっていないということと、やっぱり雇用につ

ながっていない、むしろ雇用が下がっていると

いうことは非常に大きな問題だと思っているの

で、そこの原因と認識。 

 それから、じゃ、これからどうするかという

取組については、こういう状況がある中で次年
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度、これをどう展開していくかということにつ

いて、少しこれは大きな話になると思いますけ

れども、部長も含めて答弁をいただきたいと思

います。 

【浦観光振興課長】 今、総合戦略評価につきま

して、ご指摘、ご質問がございました。特に、

観光産業の底上げを図るという意味では、消費

額を高め、しっかりと良質な雇用の場をつくっ

ていくということが、今まさに委員からご指摘

がありましたように、私どもが目指すべき姿だ

と思い取り組んでいるところでございます。 

 一つご指摘がございました宿泊施設の正規の

従業員数でございますけれども、目標の7,800

人に対して5,716人ということで下回っている

ということでございました。私ども、今、分析

しているところでございますけれども、もとも

とこの基準値につきましては、厚生労働省の勤

労統計調査という統計のデータを、指標を使わ

せていただいているところでございます。実際、

毎月ごとに追えるデータというのがこれしかな

かったものですから、このデータを基準値とし

て置いているところでございます。 

 その中で勤労統計調査が、常時5人以上の労

働者を雇用する500事業所を対象にして国の方

が調査をやっているということで、その中にも

例えば30人以上の規模の事業者は3年に1回対

象を見直しているという状況もございまして、

要は対象施設が年によって変わるという実態も

ございます。同じ施設で常時統計をとっている

わけではないというような実態もございまして、

特に平成27年の1月には30人以上の規模の事業

者が総入れ替えをされたという実態もございま

して、私どもが把握をしようとしているデータ

と、この統計データが、なかなか整合性がとれ

ない部分もあるのではなかろうかということで、

こういったところにつきましては改めて県の方

でも宿泊施設の実態調査を、よりきめ細かな実

態調査をやって、再度データをとりたいと思っ

ております。 

 ただ、そういう中でこういう数字が今出てお

りますので、私どもとしてはしっかりとさらな

る分析をしていきたいと思っておりますけれど

も、一つ考えられますのはお客様が増えて、仕

事も増える中で、その対応を正規でやるのか、

パートタイム等の従業員の方で対応するのかと

いう正規化でやるのか、パートの方で非正規で

やるのかといったところの経営者側の判断もあ

ろうかと思います。ただ、私どもとしては、目

指すところはやはり正規を増やしていくという、

そういった雇用の場をつくっていくということ

でございますので、そういった視点はしっかり

持ちながら、観光客の量を増やすことはもちろ

んですけれども、質を高めることによって宿泊

単価を上げる。それによって従業員の処遇等の

雇用環境もよくしていく。それに伴って雇用も

増えていく。そういった観光産業の中での好循

環をつくっていきたいと思っていまして、そう

いった思いでこれからも取り組んでいきたいと

考えております。 

【松川文化観光国際部長】 観光産業の高度化、

ステップアップということでございます。こう

した中、従業員者数、正社員の数が統計のデー

タのこともあるかもしれませんが、目標に達し

てない。ここは十分分析しなければいけないと

思っています。 

 ただ、正規と非正規を合わせたところの過去

のトレンドを見ますと、従業員数と延べ宿泊者

数につきましては、ほぼ正の相関関係できてお

ります。概ね宿泊者数500名に対して従業員数

が大体1名増えていくという格好になっていま
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す。ここの部分をいかに一人で多くのお客様に

対応していくか、そういう労働生産性の向上と

宿泊者数全体の増を目指していくという両方を

にらみながら我々は目指さないといけないと考

えております。 

 一方で、先ほど言いました正規と非正規、や

はり我々は正規職員を増やしたいというのが基

本にございます。そうした場合は、先進的な宿

泊施設、いわゆる労働生産性が高い施設におき

ましては、一人の方がマルチタスクというよう

なやり方をして生産性を上げる、そういうこと

も進めております。そうした取組を進めるため

に、産業労働部の方の事業になりますが、宿泊

業の生産性向上の対策事業ということを今進め

ております。繰り返しになりますが、労働生産

性を高めていくのにどうやって進めていくか。

また、一方で、一人当たりの客単価の高いお客

様に来ていただくためには施設のありようも今

後変わってくるのではないかと。そういったグ

レードの高いホテルも誘致を進めていかなけれ

ばいけないということで、またそれにふさわし

い人材育成ということでホテルコンシェルジュ

の育成等も行っているところでございます。 

 いずれにしましても、この労働生産性を高め

ながら、一人当たりの売り上げを伸ばし、正規

職員も増やしていく、この2つを何とか目指し

てまいりたいということで今取り組んでいると

ころでございます。 

【前田委員】 前段で数値の捉え方についての観

光振興課長の答弁がありましたけれども、それ

はそれとしながら、であるならば、より実態を

きちんと知る上で、どんな資料をもとにし、ど

ういうふうに統計をとっていくかというのは研

究課題だろうかと思っています。 

 ただ、今の取り方ではこういう数値になって

いるから、そもそもこの指標のありようが適正

なのか、望ましいのかというのはまた研究して

ほしいと思います。 

 しかし、そういった中でやはり実態をきちん

と把握しないといけないということが今出てき

ましたから、これは来年度どういう形であれ、

この際ですからいろんな項目をつけながら、実

態調査をするための予算をつけて、県下一円の

ところで実態調査に取りかかるんだということ

で、まず確認させてもらっていいですか。 

【浦観光振興課長】 宿泊施設の実態調査につき

ましては、今年度詳細をやろうと思っておりま

す。その中でこういった従業員の雇用の状況、

実態でありますとか、具体的なものはできるだ

けきめ細かに、本年度やりたいと思っておりま

す。 

【前田委員】 そうしたら、それを集計する中で、

私は、ある意味その数値をしっかりつかむとい

うことよりも、そのことによってアンケートを

とった宿泊施設がどんなニーズがあるかという

のをしっかり探ってほしいんですね。やっぱり

長崎市内だけ見ていても、まず部屋数が足りな

い状況にきているんじゃないかということで、

結構その日その日の予約が本当に高い金額でし

か取れない。これは望ましいのかどうかわかり

ませんけれども、そういう現状にあるのが一つ

あるから、まさしく設備投資をする時期だと思

っているんですよ。そういうことを実態調査と

してニーズが出てくるならば、それに対する設

備資金とかの支援等が、また新たなメニューが

多分出てくると思いますので、そこはしっかり

とした分析をしていただきたいということを思

っています。 

 もう一つには、今、部長が言われましたが、

宿泊単価を上げてくるという中で、私は長崎市
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ぐらいしか見てないんですけれども、やっぱり

富裕層というか、少し旅行に対してお金をかけ

ていいという人の宿泊施設、ホテルのグレード

の高いものが絶対的に不足していると思ってい

ます。そういうことも含めて、やはりそういう

ニーズ調査をかけてほしいなと思っています。

これは要望しておきますので、コメントがあっ

たら答弁してください。 

 ただ、後段、部長が話した、さりとて労働生

産性が、一方宿泊者数が中位であるのに労働生

産性が下位であるという、この全国平均と比べ

て一人当たり40万円ぐらい開きがあるという

ことは、もう少ししっかりした分析が必要かと

思っていますけれども。正直言って、全国平均

を下回っているということが、本県はある意味

観光が基幹産業の位置づけをする中で、ここで

稼がないとどこで稼ぐんだという思いがあるん

ですが、このことについてはもう少し詳しい分

析とか、原因の調査が要るんじゃないですか。

その点、もう一遍答弁いただきたいと思います。 

【浦観光振興課長】 宿泊施設の労働生産性の全

国下位の問題でありますとか、実態につきまし

てきめ細やかな分析をということでございます。

今年度予定しております宿泊施設の実態調査の

中でも、先ほど申し上げた具体的な数字のお話

と、あと委員からも先ほど少しお話がありまし

たけれども、経営者側のマインド調査というか、

そういったもの、あるいは労働者、雇用者側の

マインド調査、そういったものを併せてできれ

ばと思っております。 

 全国の統計の中での労働生産性の位置づけに

つきましては、詳細はまだ分析できておりませ

んので、そこはそういったところの分析という

のはしっかり何らかの形でやっていきたいと思

っております。 

【前田委員】 こういうデータが出る中で、最後

にですけれども、県民所得向上3カ年が終わっ

て、1度目が終わって、観光産業においても目

標は十分達成できたんだと言っていましたよね。

次の3カ年でまた新たな額を設定していますけ

れども、こういうデータが出てくると、本当に

昨年評価した額というのは達成していたのかな

という思いがするんですけれども、そのあたり

は振り返ってどうですか。 

【浦観光振興課長】 県民所得向上の目標値につ

きましては、観光業の場合は観光消費額、それ

から観光客数、それをもとに既存の統計での考

え方、産業連関表等に当てはめた経済効果を出

して、それを県民所得に換算して目標設定して

きたということで、考え方としては今の統計上

の取り方としては一定の理論のもとでの目標設

定であったと思います。ただ、それが確かに基

準値の部分でありますとか、非常に急激に観光

客が増えてきた中で実態に合っているかという

ところは、もう少し、確かに詳細な分析は要る

んだと思います。目標としては一定達成したと

いうふうに私は思っておりますけれども、その

辺のデータの取り方、それから目標設定の仕方

については、引き続きしっかりと検証していき

たいと思います。 

【前田委員】 それでは、要望しておきますけれ

ども、県民所得の向上の目標額をセットしても、

最終的な数値が出るのは、その目標年度から2

年先の数字になりますよね。そうした時に、大

変申し訳ないけれども、今、浦課長がおっしゃ

ったように、いい数字を引っこ抜いてくれば、

確かに数字は出るんですよ。出るんだけれども、

本当の意味で総合的に達成できたか。もっと言

えば、一人ひとりの実感として、県民所得は向

上したかなということを見た時に、こういう数
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字を見た時に、そこはやっぱり十分じゃないと

いうことにつながると私は思っているので、皆

さん方が捉える数字の達成は、私は達成できて

むしろ当たり前だと思っていて、それ以外の数

値を追いかける、もしくはもっと、今おっしゃ

ったような実態を調査する中で、もう踏み込ん

で本当に給料が上がっているんですかというと

ころまで含めて調査をかけるようなやり方まで

検討しながら、しっかりとこれから施策の推進

に努めてほしいということを最後に要望してお

きます。 

【山本(由)委員長】 しばらく休憩します。 
 

― 午後 ２時１６分 休憩 ― 

― 午後 ２時１６分 再開 ― 
 

【山本(由)委員長】 委員会を再開します。 

【山田(博)委員】 観光振興課長、先ほど、平和

学習以外に新たな長崎県の学習の一つとしてカ

ネミ油症とか、諫早湾干拓がなぜこうなってい

るかというのを子どもたちにしっかりと理解し

ていただくために、意義というのは協議会の形

式であったとしても、観光振興課は十分聞いて

いたと思うわけですね。それを聞いていたにも

かかわらず、それをあんまり、今から調査研究

してと、今初めて聞いたようなことを言うから

私はどうかと思ったわけですよ。だてや酔狂で

やっているわけじゃないんだから。そこは私た

ちもしっかり真剣にやっているわけですから、

観光振興課長、私は改めてお尋ねしますけれど

も、幾ら協議会とはいえ、場合によっては当時

の委員長は深堀委員長だから、私が聞き取り調

査して、あなたにこれを持ってきて今からいっ

てもいいんだけれども、それぐらい私は真剣に

取り組んでいるわけですよ。私たち県議会議員

というのは、4年が任期でございます。この任

期の間にどれだけ皆さん方の負託を受けて、ど

れだけ取り組んでいくかというのが私たちの使

命なんですよ。そこをしっかりご理解いただい

て、観光振興課長というのは誰でもなれないわ

けですから、あなたもその職責をしっかりと全

うしていただきたいということで話をしている

わけでございますので、すみませんけど、もう

一度よろしくお願いします。 

【浦観光振興課長】 議論の詳細を把握してなか

ったということもございますけれども、あと、

そういった研究、修学旅行の学習テーマ等につ

いては、旅行会社、それから、逆に学校現場の

方々、教育の専門家の方々のご意見等も十分お

聞きしていく必要があろうかと思いますので、

そういったことはしっかりやっていきたいと思

います。 

【山田(博)委員】 それと、今回建て替えをする

自然災害記念館もあるわけです。こういったも

のを含めて、長崎県には埋もれた観光資源があ

るわけです。発想の転換をして、そういったも

のにぜひ取り組んでいただきたいと思うわけで

す。 

 例えば、文化振興課長、私は五島の沖に眠る

巨大潜水艦「伊402型」、これが沈んでいると

いうことをご存じですか。まず、知っているか、

知っていないか、それをお答えください。 

【古謝文化振興課長】 話は聞いたことがござい

ます。 

【山田(博)委員】 聞いたことはあるでしょう。

呉市には戦艦ヤマトのヤマトミュージアムとい

うのがあるんですが、これをさらに国民の皆さ

ん方に、呉市の都市のブランドとさらなる賑わ

いの創出ということで戦艦ヤマトが沈んでいる

海域を調査しているわけです。 

 私は、五島沖に沈んでいる「伊402型」のこ
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とをしっかりと取り組んでいただきたいと思っ

ているんです。私はいつも思うんです。先ほど

観光振興課長に話をしたのは、長崎県内にはい

ろんな観光資源につながるようなものがたくさ

ん眠っているんです。これを発掘してもらいた

いわけです、しっかりと。私もずっと地域回り

をしておりますけれども、まだまだこういうの

があるんだなということがたくさん出てくるわ

けですね。それは物産ブランドも一緒でござい

ます。 

 そこで、文化振興課長、こういった長崎県の

新たな観光資源になるものとか、地域の魅力を

発信するものを発掘するようしっかり取り組ん

でいただきたいと思うんですね。そういった取

組はやってくれていますか。しっかりやってく

ださいよ。見解を聞かせていただきたいと思い

ます。 

【古謝文化振興課長】 県内にあるさまざまな埋

もれているというか、あまり光が当たっていな

い観光、また文化素材につきまして光を当てる

取組ができないかということにつきましては、

この総務委員会や観光振興等対策特別委員会で

山田(博)委員からたびたびご提案があっている

ところでして、前回答弁をさせていただいたか

と思いますけれども、現在、文化振興課の方で

そういった取組をしようと計画をしております。 

 具体的には、なかなか県が主体でこれを発掘

しようということは言えないわけでございます

ので、それなら一般から募集をしてはどうかと

いうことを考えております。ホームページ上で

何かしら長崎のテーマを決めて、一定期間一般

から長崎の新たな素材ということで募集し、集

まった素材に対して、これもまた一般からの投

票でベストテンというのを決めて、それを情報

発信していくという取組を今検討中でございま

して、1月中ぐらいにはプレスリリースをして

進めていければというふうに思っております。 

【山田(博)委員】 何ですか、その1月中に発表

したいというのは、ある程度事業名なりを決め

てするんですか。私は早くやってもらいたいと

言ったわけですよ。文化観光国際部長、世界遺

産登録も大切だけれども、それと違うものがた

くさんあるわけですから。文化振興課長、事業

名とか何かは、ある程度仮称なり決まったんで

すか。 

【古謝文化振興課長】 今現在、ホームページを

改修しているところでございまして、また、県

内市町や振興局ともしっかり協議をして進めた

い、そういった準備がございますので1月とい

うことで考えております。 

 名称につきましては、プレスリリースの時に

発表した方がいいかと考えております。 

【山本(由)委員長】 ほかに、議案外の所管事務

一般について、質疑はございませんか。 

【西川委員】 海外、特に東南アジア諸国からの

長崎県内への入り込み、その中でも宿泊客が大

分伸びております。目標値57万9,000人に対し

て74万5,000人が宿泊しているといいますか、

これはどこから来ているのか、国別、また宿泊

した地域別の数値がわかったら詳しく教えてく

ださい。 

 あと一つは、それぞれ担当部署の皆さん、特

に前列に座っている皆さんは、相当各国へ誘客、

また長崎県のＰＲを頑張っていただいていると

思いますが、お一人ずつ、この1年間に何カ国、

どこに行ったか教えていただければと思います。 

【浦観光振興課長】 まず、最初に私の方から外

国人がどこから、どれだけ、どの地域にという

ことでお尋ねがございましたのでお答え申し上

げます。 
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 全体の延べ宿泊者数が74万5,000人でござい

ます。 

 まず、韓国でございますけれども、韓国が全

体で26万3,000人の延べ宿泊者数になっており

ます。このうち最も多いのが対馬市で11万

3,000人、その次、長崎市で9万5,000人、その

次、佐世保市で2万1,000人ということでござい

ます。主なところはそういったところでござい

ます。 

 続きまして台湾でございます。台湾が16万

2,000人でございます。そのうち最も多いのが佐

世保市で10万1,000人、その次、長崎市で4万

9,000人というところが主でございます。 

 それから、中国でございますけれども、延べ

宿泊者数で約6万人でございます。最も多いの

が長崎市で4万1,000人でございます。その次は

佐世保市で約6,000人ということでございます。

これは宿泊ですので、クルーズ客等は当然入っ

ておりません。 

 それから、香港でございますけれども、全体

で3万2,000人、そのうち最も多いのが佐世保市

で1万9,000人、その次、長崎市で9,000人、そ

の次、雲仙市で約2,500人という状況でございま

す。大体東アジアの4市場ではそういったとこ

ろでございます。 

【村山観光振興課企画監】 この1年を通して国

外に行った実績等については、私の場合、ござ

いません。所管が観光振興課の中でも植物園と

観光まちづくりということで、業務上はござい

ません。 

【浦観光振興課長】 この1年で申し上げますと、

中国、それから台湾、香港等に私参りまして、

セールス等々してきたところでございます。 

【村田世界遺産登録推進課長】 世界遺産登録推

進課としましては、今年度はどちらかといいま

すと国内での業務が中心でございましたので、

海外の出張はございませんでした。 

 昨年度につきましては、海外でのＰＲ事業等

もございましたので、当時の課長が出張してお

ります。 

【岩田文化観光国際部次長】 私は、今年度は香

港、それから中国の吉林省、遼寧省に行ってお

ります。香港につきましては、香港の旅行会社

へのセールス、それから中国吉林省、遼寧省に

つきましては今後の留学生の誘致に対する中国

の省との協議ということで行ってまいりました。 

【松川文化観光国際部長】 今年度に入りまして、

まず中国が2回でございます。1回は、先般の知

事の上海市との友好交流関係樹立20周年記念

の訪中団でございます。もう一回はその前に観

光関係の営業で回っております。 

 また、韓国に1回ございますが、これは日韓

海峡沿岸知事会議ということで、これに私も同

席をしております。 

 また、ベトナムにも1回ございます。これに

つきましては、ダナンで開催されました越日文

化交流フェスティバル、また、日本語スピーチ

コンテスト等々に出席いたしております。 

 もう一カ国フィリピンでございますが、今回、

これは初めてでございますが、観光関係、特に

「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」

への巡礼ツアーの誘致ということで観光関係者

を回っております。 

【古謝文化振興課長】 私は4月から文化振興課

長になっておりますけれども、文化振興課に来

てからは4月に台湾に西川委員と同行させてい

ただきました1回でございます。 

【永橋物産ブランド推進課長】 私も4月から課

長を務めておりますけれども、今年度になりま

して香港、韓国、中国、中国は上海と厦門に行
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ってまいりました。 

 香港につきましては、陶磁器、県産品の取扱

い業者との商談とかバイヤー招聘を行っており

ます。 

 韓国につきましては、これもバイヤー招聘を

行いまして、県産品の取扱いに向けての協議、

商談を行っております。 

 中国におきましては、先般の20周年記念事業

と、貿易公社と連携しました商談会の開催、厦

門につきましても同じように商談会の開催をし

てきております。 

【大安国際課長】 私は、今年度におきまして、

中国、上海に4回行っております。種々の業務

はありますけれども、基本は今回の長崎県と上

海市との友好交流関係樹立20周年の訪問関係

の業務が主となっております。 

 それから、韓国の方に2回行っております。1

つは5月にありました朝鮮通信使祭りの関係、

また、先ほど部長も言われましたけれども、日

韓海峡沿岸知事会議が済州島で今回開催されて

おります。そちらへの会議ということで1回と

いうことでございます。 

【佐古国際課企画監】 私は、ベトナムに1回で

す。ベトナムにつきましては、夏場に、部長か

ら申し上げましたダナンでのフェスティバルに

合わせまして、長崎県に留学をされて帰国され

ている方、それから海外技術研修員で長崎に来

られて、また戻られた方、この方たちの同窓会

をつくっておりますので、同窓会との意見交換

をしております。 

 それから、中国に2回です。中国につきまし

ては、岩田次長が申し上げた吉林省と遼寧省で

の留学生拡大の取組ということになります。 

【西川委員】 2列目の方でもほかにいっぱい行

っていると思いますが、実は水産部、そして農

林部も、相当あちこち行って長崎県産品のＰＲ

をしていただいておりますが、こうして文化観

光国際部がこれだけ本年度行って頑張っていた

だいたということに感謝したいと思いますし、

もっと南の方にも行っていいんじゃないかと思

います。フィリピン、それからインドネシアな

ど、人口が多く、また少し遅れてですが、経済

発展が今インドネシア、フィリピン、そして、

ベトナムなども、順次歯車がかみ合ってきたよ

うです。インドまでとは言いませんが、そうい

う東南アジアで日本、特に長崎の特徴をＰＲし

ていただけるのは皆様方だと思います。ジェト

ロとか産業振興の皆さん方と一緒に頑張ってい

ただければと思います。 

 もっと言いたいことはいっぱいありますが、

一般質問のようになりますので、これくらいに

しておきます。答弁ありがとうございました。 

【川崎委員】 まず、亜熱帯植物園のことでお尋

ねをいたします。 

 前回、さまざまな意見を述べさせていただき、

そして、現地も委員会で視察をさせていただい

たところでありますが、前回、部長の方に質問

し、研究的もしくは教育的観点から活用につい

て庁内で検討を行っていくという答弁をいただ

きました。検討がどういったことがなされたの

か、お尋ねいたします。 

【村山観光振興課企画監】 前回の9月の総務委

員会で、いわゆる活性化という視点にかえて、

植物の研究施設としてといった視点で、いわゆ

る観光振興課だけではなくて、教育委員会、あ

るいは土木部、環境部、その他の所管と連携を

しながら、そういった目線で植物の活用につい

て研究してはどうかというご提案があり、部長

の方からは希少な資源をどうするかという視点

に立って保全するという観点で関係部局の意見
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を聞いてみるという答弁を差し上げたところで

ございます。 

 委員会終了後、教育庁、環境部、農林部、土

木部の関係所属の方の意見を聞き合わせたとこ

ろ、現状におきましては、県においてそうした

研究施設の計画は持っておりませんで、専門の

研究者がいる大学等での機関で検討されるのが

よいのではないかという意見を環境部の方から

いただいております。 

 もともと植物の標本庫でございますけれども、

県内の分布する植物の学術的な標本資料の保存

を目的とする施設ということで認識をしており

まして、他県では大学、あるいは県の博物館等

において植物の標本庫が設置をされているとい

うことを伺ってございます。 

 本県におきましては、数年前までは長崎大学

の環境科学部と教育学部でそれぞれ1万点以上

の標本があったということをお聞きしておりま

すけれども、現在は大学もスペース上の問題で

なくなっており、廃止をされているということ

を聞いております。現在、大学を退官されまし

た教授が、個人として約1万5,000点の標本を所

有されているということでございます。 

 植物標本庫につきましては、県内に分布する

植物の学術的な標本資料という性質を持ってい

ることから、基本的には植物の研究者がおられ

る大学等の研究機関が設置されるのがふさわし

いのではないかと考えてございます。 

【川崎委員】 今のご答弁であると、なかなか現

地における展開もさることながら、希少植物を

しっかりと保管をしていく、研究していく対象

としていくということについては、なかなか県

としての取組は難しいような感じで理解をいた

しましたが、これはもう最終結論でしょうか。

こういう形で進んでいくという認識になってい

くわけでしょうか、確認をさせてください。 

【村山観光振興課企画監】 植物の亜熱帯植物園

の営業見直しに伴う標本庫の整備という意味に

おいては、県の方ではそういった標本庫の設置

についての検討は現在のところ考えていないと

いうことでございます。 

【川崎委員】 あの時も委員会でさまざまな意見

があったと思います。とりたてて議事録に残し

た集約ということはなかったのかもわかりませ

んが、やはり皆さんも現物を見て、非常にこう

いったものをきちんと残していかないといけな

いという意見は多分にあったのは事実かと思う

んです。我々は県民の代表ですので、そういっ

た意見を述べさせていただきましたし、地域に

おける振興策ということについては、今から議

論されるわけでしょうが、非常に残念な思いで

ならないんですね。今のがもし最終結論という

ことであれば、もっともっと、もうちょっと時

間をかけて、まだ営業中であり、閉まったから

といって、突然それが全部撤去ということでは

ないわけですから、もっと議論していただきた

いと思うんですよね。 

 例えば、長崎大学という大学がありますが、

先ほどのご答弁もありましたし、もう手いっぱ

いということもあったかもわかりませんが、何

がし、もう少し視野を広げた形で検討の余地、

幾らかまだ期間的に余裕もあろうかと思います

けれども、もう少し県内における活用について

議論していただくわけにはいかないんでしょう

か。お願いレベルになるかもわかりませんが、

見解を求めたいと思います。 

【村山観光振興課企画監】 いわゆる植物園の営

業見直し後の植物につきましては、来年度から

2年間をかけて、県内の例えば県有施設、都市

公園、県民の森、あるいは市町所有の動植物園、
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そういった関係機関の方に移譲できないかとい

うことで今検討を加えておりますし、仮にそう

いった受け入れ施設でかなわない場合について

は、民間の類似施設につきましても移譲の受け

皿ということで今協議を進めているところでご

ざいます。そういった県内での植物の移譲とい

うものを第一前提に考えながら、それでもなか

なか受け入れ先が決まらないものについては、

都道府県を広げて、全国的な植物園も含めて幅

広に移譲をしていくということも考えながら、

できるだけ多くの植物が移譲先とマッチングし

て移譲できるような形をとっていきたいと考え

てございます。 

【川崎委員】 では、今後は検討を見守っていき

たいと思います。 

 次の質問ですが、観光振興です。デスティネ

ーションキャンペーンについて、部長説明もあ

りましたが、いま一度確認します。 

 まず、全体事業費というのがどういった額に

なっているのかということ。そして、その中に

おける県の予算。それから、自治体とＪＲグル

ープと共同でやるキャンペーンということは承

知しておりますが、ＪＲが大体どういった役割

を担ってこのキャンペーンが展開をされている

のか、お尋ねいたします。 

【浦観光振興課長】 まず、ＤＣの全体の事業費

ですけれども、大体2カ年で約1億2,000万円の

全体の事業費ということで考えております。 

 そのうち、県の負担分といたしましては、2

年間で約半分の5,750万円が県の負担分でござ

います。市町が約4割の4,600万円、それから民

間事業者の方から約10％になります1,150万円

ということで、あと残りはいろんな会議等の参

加負担金等々、販促会議の参加負担金等を取る

ということで、トータル約1億2,000万円でこの

デスティネーションキャンペーンの協議会の全

体の事業費ということになっております。 

 その中でＪＲの役割でございますけれども、

基本的にＪＲ関連の媒体を利用した広告、これ

をＪＲの方では積極的にやっていただくという

ことで、全国の主要駅での連貼りのポスターで

ありますとか、ＪＲ車内での中吊り広告、それ

からテレビ番組でのＣＭ、あるいは雑誌、新聞

等での掲載、こういったところで主にＪＲの関

連媒体を活用した広告をＪＲの方では主に取り

組んでいただくということで、これまでやって

きているところでございます。 

【川崎委員】 ＪＲさんにはご協力いただきなが

ら長崎県のＰＲをやっていただくわけですから、

どこまで協力を求めていくかという程度はあろ

うかと思いますけれども、この期間に視察等の

機会もあって東京の電車に乗ったりしているん

ですが、この「たびさきは長崎」というポスタ

ーなりをなかなか目にすることがなかったんで

すね。正直こんなものなのかなというふうに思

ったところがあります。もう少し具体的に、Ｊ

Ｒさんはどこでどういうふうな取組をしていた

だいているのか。結構そういった意識を持って

ずっと見ていたんですけれども、全くと言って

よいほど目につかなかったんですね。具体的に

ＪＲの取組がわかりますか。 

【浦観光振興課長】 先ほど申し上げました主要

駅での連貼りポスターは、10月スタート前の9

月までに集中的にＪＲの方でやっていただいた

ということがございます。その後は別の1枚の

ポスターを、すみません、どこの駅でどれだけ

というのは今申し上げることはできませんけれ

ども、基本的にはそういったポスター、それか

らＤＣキャンペーンのパンフレットを駅のラッ

クの方に並べていただくとか、あと車内の中吊
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り、こういったところをＪＲの駅、車内の関係

ではやっていただいているということで私ども

は理解をしているところでございます。 

【川崎委員】 そうですね、少しヒアリングをし

て調べて教えていただけませんか。あれだけ広

いエリア、例えば東京首都圏の広いエリアでど

の程度ポスター、チラシを置かれたのかという

のはよくわかりませんが、わかればそこで判断

もつこうかと思いますけど、そういった意識を

もって見ても、なかなか目につかなかったとい

うのが正直なところ、率直な意見として述べさ

せていただきたいと思います。 

 逆にＪＲさんとすれば、このデスティネーシ

ョンキャンペーンをやることによって、ご自身

で長崎をＰＲしたことによって、いわゆる輸送

の方が中心になってこようかと思いますが、評

価をされる予定なのでしょうか。また、それを

県の方に報告があるとか、そういった計画にな

っていますか。 

【浦観光振興課長】 ＪＲの方でも、この期間中

にＪＲを利用してのそういった旅行商品を使っ

ての利用者数がどれだけあったかということは、

当然前年比較等されることになろうかと思いま

すので、そういった数字はこちらの方としても

きちっと把握はさせていただきたいと思ってお

ります。 

【川崎委員】 それは、もともとそういう予定に

なってなかったんですか、こちらの方に数字を

いただくように。 

【浦観光振興課長】 それはこれまで他の地域で

のＤＣキャンペーンにおきましても、そういっ

た数字というのは出していただいていますので、

当然私どももそういった数字はいただくという

ことで考えておりました。 

【川崎委員】 そうしたら、しっかりと検証して、

まだ期間中であるでしょうから、終了次第お知

らせいただきたいと思います。 

 長崎でのぼりを立てて、観光スポットのとこ

ろがあるのはお見受けはしております。これも

ばあっと立っているようにも思えなくて、告知

の部分ということであれば、この計画、先ほど

2カ年間ということで言われていましたけれど

も、非常に期待を持ってこの期間を待っていた

わけですが、ふたを開けてみると、さほど感じ

ないのが正直なところでして、もっともっとそ

ういった意味でいけば、この告知というところ

に力を入れていくべきかなというのを率直に思

っているところです。 

 次に、長崎～ソウルの国際定期航空路線のこ

とでお尋ねいたします。 

 10月からスタートいたしましたが、インバウ

ンドの促進をされているということは、この報

告でも承知をいたしておりますが、アウトバウ

ンド、両方あってはじめてこの定期就航便もず

っと続けていただけるのかなと思っているんで

すが、アウトバウンドの取組についてはいかが

でしょうか。 

【浦観光振興課長】 エアソウルの利用促進に関

しまして、一応現時点では、インバウンドにつ

きましては私ども観光部署の方で積極的に韓国

からのお客様の呼び込みということで、今、取

り組んでおりまして、アウトにつきましては、

今年度については企画振興部の方で取り組むと

いう役割になっておりまして、いろんな関係団

体、あるいは教育関係、そういったところに対

するセールスといいますか、呼びかけはそちら

の方でもしっかりやっているということは私も

話としては聞いております。 

【川崎委員】 入り込み促進は観光振興課で、出

しは交通政策課の方と分けてやっておられるん
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ですね。旅行ということでいけば、両方とも所

管されるのかなと思いましたが、もうそのよう

に分けられているんだったら、これ以上聞いて

もなかなかわからないと思いますので、改めて

担当の所管にお尋ねしてみたいと思います。 

 現在のアウトバウンドの実績もお持ちではな

いですか。 

【浦観光振興課長】 エアソウルの長崎～ソウル

線の利用率、搭乗率の状況でございますけれど

も、長崎からソウルで申し上げますと、10月の

利用率が52.4％、それから、11月が同じく長崎

からソウルで48.3％という状況というふうに把

握しております。 

【川崎委員】 こちらの部長説明資料では、10

月の利用率が56.7％、11月は途中ですが、41％。

大体往復で利用されるんでしょうか。 

【浦観光振興課長】 先ほど私が申し上げた数字

は、長崎からソウルのアウトの数字でございま

す。部長の説明書の中に書いておりますのは、

イン・アウト、双方トータルでの利用率という

ことで56.7％という数字が出ておるところでご

ざいます。 

【川崎委員】 イン・アウトのトータルが10月

は56.7％、往復で56.7％ですね。アウト52.4％

ということは、長崎からソウルに向かう人が

52.4％でしょう。これは裏返しもそういうこと

なんですか、今おっしゃったのは。もう少し詳

しく説明をお願いします。 

【浦観光振興課長】 まず、10月の数字で申し

上げますと、ソウルから長崎、インの数字です

けれども、ソウル発の便を利用された方が利用

率といたしまして60.8％でございます。それか

ら、長崎発ソウル行きを利用されたお客様が10

月で52.4％、トータルで56.7％という数字にな

っております。 

 必ずしも全く同じ方がインとアウトを利用す

るという、例えばインは長崎を使って、アウト

は福岡を使うとか、そういうケースももちろん

ございますので、必ずしもインとアウトの数が

全く一致するということはございませんけれど

も、おおむねそういう数字になっているという

ことでございます。 

【川崎委員】 わかりました。もう少し詳しいこ

とは所管課に聞きましょう。実際、このアウト、

国内の方がどれだけ利用されたかということが

大事な視点だと思いますので、また確認したい

と思います。 

 最後に文化の振興についてです。奇しくも昨

日イベントがあったので行かせてもらったんで

すが、ＯＭＵＲＡ室内合奏団、県内唯一のプロ

の音楽集団があります。いろいろ話を聞いてい

ましたら、九州には2つしかなくて、もう一つ

は九州交響楽団で、これは非常に大きな楽団で

すから、それはもう別格で除くと、本当に地域

の中から出るそういった文化振興のグループと

いえば、プロ集団は一つしかないということで

誇りに思っているところなんですね。 

 県として、このＯＭＵＲＡ室内合奏団、どの

ような支援をされてきたのかという実績と、今

後、どういったご予定があるのか、また具体的

に何かオファーがきているのか、お尋ねいたし

ます。 

【古謝文化振興課長】 ＯＭＵＲＡ室内合奏団に

つきましてでございますけれども、創設、また

運営について県の方から支援をしたということ

はございません。ただ、県内で有数の楽団とい

うことで、一つは文化振興課の事業でながさき

文化のちから創生事業というものがございまし

て、離島・半島地域で文化を担う人材育成の事

業をしておりますけれども、その中で平戸市の
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方で例年ＯＭＵＲＡ室内合奏団をお招きしまし

て、平戸市内の小中学校の吹奏楽部への指導、

そしてミニコンサートの開催をしております。

それは地域の実行委員会が主催しているんです

けれども、その開催に当たっては、県の方から

支援をしているという状況でございます。 

【川崎委員】 具体に何の補助をですか。どうい

った補助で、いかほど出されているのか。 

【古謝文化振興課長】 ＯＭＵＲＡ室内合奏団に

よるブラスクリニック、指導とミニコンサート

の開催に要する経費につきまして、今年度で言

いますと60万円の補助をしているところでご

ざいます。 

【川崎委員】 ありがとうございました。もう終

わりにします。 

 県としては、いわゆる何かオファーがあると、

その都度いろいろ検討して取り組んでいくと、

そういった姿勢であると認識していいですか。

それとも、何かルートに乗っかったもので定期

的に今後さまざまな支援を取り組むということ

があるのか、確認させてください。 

【古謝文化振興課長】 そういった各地における

文化事業で県が絡む事業、地域との話し合いの

中でＯＭＵＲＡ室内合奏団を活用するというこ

とになれば、それは支援をしていきたいと思っ

ておりますけれども、ＯＭＵＲＡ室内合奏団の

活動そのものに対して常に関わっているかと言

われると、そういう状況ではございません。 

【山本(由)委員長】 ここで一旦休憩をとらせて

いただき、3時5分から再開いたします。 

 しばらく休憩します。 
 

― 午後 ２時５３分 休憩 ― 

― 午後 ３時 ６分 再開 ― 
 

【山本(由)委員長】 委員会を再開します。 

【八江委員】 私は、物産ブランド、県産品のブ

ランド化と販路拡大についてなんですけれども、

県の方はいろいろアンテナショップなどをつく

り、たくさんの集客をしながら、金もかけなが

らやっていただいて、ここにも書いてあります

ように27万4,000人の方が来館されたというこ

とで立派なことだと思います。しかし、売上は

1億2,000万円ですからほんのわずかだなと、こ

う思います。 

 それで、いろんな工夫を、スーパーや百貨店、

高級料理店とか何とかにいろいろ仕掛けてもら

っていることは非常にありがたいことだと思い

ます、一般から見てもですね。 

 ところが、その割には、生産者、ブランドを

もらった方、指名されたところがほとんど活動

をしていないんじゃないか。全部県が売ってく

れると思って、そこにのっかかっているような

雰囲気がするんですよ。もう少し企業努力とか、

そういったものに目を向けさせないとだめじゃ

ないかというのをつくづく感じているわけです。

輸送費とか、幾らかそういったものの補助はい

いんですけど、営業活動を怠っているのではな

いかと。だから、売上がなかなか確立できない

し、私の経験から言えば、日本中を小さい企業

ながら回りまわって、1年中回って、そしてあ

そこだ、ここだというのを戦略を立てながら回

ってきて、そして自社のブランドを確立してき

たわけですよ。 

 ところが、県がやってくれるという思いで、

あそこの百貨店に行って売れ、今度スーパーで

展示会をするからと、そこに行ってあなたは何

品出すねという感じでしている。それだけでは

続きませんよ。その時、その時の打ち上げ花火

と一緒なんです。だから、もう少しブランドを

確立できたら、そこの営業施策に対してどのよ
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うにしていくか、そのあたりの指導がないと、

長崎県のブランドに指定されたものが全然増え

ていかないと。定置できないという感じがする

んですけれど、それはどのように物産ブランド

推進課長は思っていますか。 

【永橋物産ブランド推進課長】 委員ご指摘のブ

ランド化の取組につきましては、まず流通戦略

本部というのをつくっておりまして、生産団体、

特に農林水産につきましては漁連でありますと

か、全農とか、そういうところと一緒に取り組

んでおります。 

 今ご指摘の分につきましては、恐らく企業、

各加工品をつくっている企業のことだと思いま

すけれども、確かにこの企業につきましては、

なかなか今まで中小企業というところは営業力

がないということで、県が率先して引っ張って

きたという事実はございます。これを高めてい

くということは、県内の県民所得を向上してい

くためにどうしても必要な施策ということで、

県としましては、商談会の設置であるとか、バ

イヤー招聘を行っておりますけれども、その際

には全ての企業に情報を流して、やる気のある

企業にまず集まっていただいて実際の商談をし

ていただくと。その商談の後については、企業

努力で物流を大きくするような取組をやってい

ただくということを行っております。 

 また、中小企業でそういった企業マインドと

いいますか、醸成されるところにつきましては

セミナーを開催しており、どうやって物を売っ

ていったらいいのか、今委員からご指摘があり

ましたように、企業努力をどういうふうにすべ

きかというところを、講師を呼んでセミナーな

ども開催させていただいております。ちなみに、

今年度は長崎市と佐世保市で2回開催させてい

ただきまして、このセミナーに参加した企業の

中から、県産品の営業にますます力を入れてい

っていただきたいと考えているところでござい

ます。 

【八江委員】 きっかけをつくっていただくのは、

小さい企業、小さな団体、生産団体はなかなか

全国展開はできないですよ。だから、そのきっ

かけをつくってもらうのは結構なんですけど、

ずっと後まで面倒を見る、県が手先で営業マン

になって売るということも、それは一部は必要

でしょう。ところが、あとは移していかなけれ

ば、県が最後まで面倒を見きれるはずがないん

ですよ。だから、そのやり方を教えるというこ

とだけど、もう少しプロパーの人たちをつかま

えながらやっていかないと、今のままずっとし

ていくと、県を頼りにして、物産課、あるいは

農林水産のそれぞれのイベントに参加していけ

ば売れると思ってしまうんですけど、そうでは

ないんだということをしっかりさせておかない

とだめですよ。やっぱり団体にしても、個人企

業にしても自ら汗をかかないといけない。 

 私が一番気にしているのは、長崎県の人たち

は、特に長崎市の人に一番言えるんですけれど

も、殿様商売なんですよ。昔、どちらかという

と、南蛮貿易、医学もそうですし、いろんな物

産もそうです。長崎に買いに来にゃいかん。売

ってあげますよという感じのもので、長崎県の

営業関係は他県に比べてあんまり上手じゃない

んですよ。だから、そういったものがずっと積

み重なってくると今のようなことになって、だ

んだんほかのところから取り残されてしまうか

ら、早くきっかけをつくってやって、そこに営

業活動ができるアドバイスをしながら、もう少

し切り替えてほしいなということを私は強く求

めたいんです。 

 その点、先ほどの話は同じようなことを言わ
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れたつもりだけど、私たちから見れば、もっと

もっと足りないじゃないと。あんまり期待され

て、県民の営業マンを全部県が請け負う必要は

ないんだと。だから、そうすれば指導してどの

ように物を売っていくかというのをしっかりと、

それが県に求められていると思うから、間違わ

ないようにしてほしいと思うんですが、いかが

ですか。 

【永橋物産ブランド推進課長】 委員ご指摘のと

おりだと思っております。 

 県としましては、県と市町、生産団体、企業

と一体となって長崎県産品のブランド化、販売、

販路拡大に取り組んでいくべきと考えておりま

すし、私どもが行っておりますのは、やはり県

として長崎の物産の魅力をＰＲ、プロモーショ

ンしていく。そこはやはり長崎県にはこういっ

た気候の中でこういった生産者の方がいいもの

をつくっていますよというのを県がプロモーシ

ョンしていく中に、生産団体が、例えばそうめ

んでいけば、そうめんはうちのがおいしいです

よというような売り込みを、今度は企業間競争

の中でしっかり取り組んでいただきたいという

ことで、まず、県、市町、団体で大きな穴をほ

がしながら、新しいところを見つければそこを

広げていくのは民間団体という形で、民間団体

はＢtoＢでしっかりと自分たちの取引相手をつ

なげていくという取組をやっていただきたいと

考えておりまして、そういった方針で事業を組

み立ててまいりたいと思っております。 

【八江委員】 先ほど、殿様商売みたいなことを

今までやってきていると言いました。それはず

っと私も何回かこれまでも言ってきましたが、

そういうことにはならないように、やっぱり県

と一体となってしていかなければなりません。

そのきっかけをつくっていくのも中小企業団体

とか、商工業者とかは大変なんですよ。それは

全国への発信能力はないかもわかりません。し

かし、自分が日本一の商品を持っているんだと

か、地域に負けないものがあるんだと言うなら

ば、もう少し知恵を絞りながら、それをどのよ

うに拡販していけばいいのか、どこに拠点を求

めていけばいいのか。関西なのか、関東なのか、

あるいは福岡なのかというのも、その辺に示唆

を与えていかないとできないと思うんです。 

 私は、経験上、何十年と日本中を回って自社

の商品を売って回りました。だから、徹底的に、

1年に何回か訪問しながら、そこに特徴を出し

ながら販売をしてきた。その経験があって、い

まだにそれを忘れきれません、いろんなところ

をね。だから、一遍つながればずっとつながっ

ていくと思いますから、その指導に徹していた

だきたい。必ずしもその人たちが悪いという意

味じゃないんですよ、それは誤解をしないよう

にですね。能力がないとか何とか言うつもりは

全くありませんから。そういうことを指導して

いくのが県の役割だから、少し方向転換を、若

干そちらの方に向けてほしいという要望をして

おきたいと思います。これは部長が一番わかっ

ているんじゃないですか。 

【松川文化観光国際部長】 今、委員ご指摘の点

につきましては、私どもも非常に大切なことだ

と認識しておりまして、やはり県は、なかなか

県内の事業者、特に中小の皆さんが門をたたけ

ない大手百貨店とか大手スーパーとか、そうい

ったところに県という信用でもって門を開くこ

とはできますけれども、そこから先続けていけ

るかどうかは、やはりその企業の努力が必要で

す。中にはうまくいっているところ、いってい

ないところやっぱりあります。うまくいってい

るところは、その後も足しげく通って、向こう
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のオーダーに対してすぐさま対応して商品を改

良するなり、いろんなリクエスト、スペックに

応えていくということをやっております。 

 一方で、できないところはついつい億劫にな

って、営業がおろそかになって、そのまま1回

だけ、まさしく打ち上げ花火で終わっていると

いうところもございます。 

 それではいけないということで、先ほど物産

ブランド推進課長が答弁いたしましたが、「営

業力強化セミナー」ということで、どうすれば

売れるかとか、どういう商品づくりだったらい

いのか、その提案の仕方、営業の仕方、それと

エントリーシートといいますか、商品提案書、

また、商品台帳の作り方、こういったことも実

践的に細かく、我々ではなくて、専門家の先生

をお呼びしまして、もともとそういうバイヤー、

バイイングをされた方から、買いたくなるよう

な商品づくり、ストーリーづくり、そういった

ものについての講習会をやって、ぜひ皆さんの

営業力をアップしていただこう、そして、でき

るだけ売上を伸ばし、そして行く行くは雇用を

増やしていきたいと。中にはそうやって着実に

伸びてきている企業もございますので、そうい

ったものを一つひとつ大切に、私どもが言うの

もちょっと語弊がありますが、そういうふうに

大きくなっていただきたいと思っているところ

でございます。 

【吉村(庄)委員】 観光振興のことについてお尋

ねいたします。 

 ついせんだって、ちょっと前でしたか、松浦

市鷹島の阿翁でしたか、私の知り合いの飲食店

のところから電話がかかりまして、「吉村さん、

モンゴル村は閉鎖するというですばい。たまっ

たもんじゃないですよ」とこういう話がありま

した。それから、その前後でしたか、新生オラ

ンダ村、西海市が出資をしたところについても

行き詰ってしまったというような状況がありま

す。それから、あなた方のところでは地すべり

とか、そういう地盤の関係の中で亜熱帯植物園

がもう廃園の方にいくと、こういう話が当然あ

ります。 

 ホテル関係でいいますと、佐世保では昔から

非常に有名な万松楼が閉鎖をされると。倒産な

んですけどね。それから、平戸では旗松亭が民

事再生法による再生を申請したと、こういう話

がありますね。 

 もう一つは、佐世保にもそういうのがあるん

ですけれども、平戸の蘭風ですか、経営者が変

わるとか、佐世保も何カ所か代わったのがあり

ますね。長崎もそういうのはあるかもしれませ

んが。 

 こういう状況の中で、特に私が心配をいたし

ておりますのは、県北の地域のいわゆる観光資

源は資源であるんだけれども、その中で振興し

ていこうとか、あるいはまた客も呼ぼうと、こ

ういう状況の中であなたたちは観光振興計画に

ついても一定の考え方をつくりながらしてある

わけですね。もちろん、これは人口流出を止め

るとか、いわゆるもっと別の意味の政策的なも

のも実はあるんですよね。 

 こういう点について、県としてはそういう事

態をどういうふうに受け止めて、そういう対応

策がどうだというのはなかなか難しいのかもし

れないけれども、まずこういう現状認識につい

てどういうふうに認識しているかというのを、

具体的にどうだ、こうだということよりも、そ

ういう非常に厳しい場面が出てきていると。こ

ういうことを踏まえながら、今後の観光振興と

いうことを考えていくのに、どういう視点で考

えていくのかというのを、どういうふうに思っ
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ておられるかということをお尋ねしたいんです

けれども、いかがですか。 

【浦観光振興課長】 県北の観光振興についての

お尋ねでございますけれども、委員ご指摘がご

ざいましたように鷹島のモンゴル村でございま

すとか、西彼の方のポートホールン、こういっ

たところが厳しい状況にあるというのは、私ど

もも承知しております。 

 全体といたしまして、観光客の状況につきま

しても、動向につきましても、特に、例えば平

戸などにつきましては、なかなか思うように数

が伸びないというような状況にあるということ

も承知をしております。 

 そういう中で県北の観光をどういうふうに進

めていくかということでございますけれども、

私ども今申し上げておりますのは、とにかく県

内の周遊観光を促進していこうということで、

特にこれまでの伸びはやはり長崎の世界遺産、

産業革命遺産、あるいは長崎市の新三大夜景、

それからハウステンボス、こういったところが

牽引役となって、長崎、佐世保に集中的に今お

客さんが来ていたという状況もございます。で

きるだけそういったところを広く周遊させてい

くというのが、まずあろうかと思います。 

 特に、キリシタン関連遺産につきましては、

県北の方にもそういった構成資産がございます

ので、まずはそういったものを活用した受け地

づくり、まちづくりを進めていくというのが一

つ。 

 それから、今、ＭＲを活用したＭＲ沿線の活

性化、そういったものにも佐賀県などと連携し

ながら、また県北振興局も中心となりながら、

そういった活性化策に取り組んでいるという状

況もございます。 

 そういう中で県北地域での県内観光客の周

遊・滞在を増やしていこうということで、現在

取り組んでおりまして、そういった取組は引き

続きしっかりと進めていきたいと思っていると

ころでございます。 

【吉村(庄)委員】 そういう意味で言うと、私は

松浦市を中心にした、島も入っているかもしれ

ません、高校生なんかの体験云々というところ

も非常に現場が努力をされていますから。小さ

いところで言えば、県北の北九十九島、いわゆ

る小佐々、鹿町、こういうところとか、江迎の

山の中といったら失礼ですけれども、こういう

ところについても自然環境で学ぶところがちゃ

んとありますから、こういうところに一つ焦点

を当てていただくというのは私は非常に大事だ

と、こういうふうに思うんですね。 

 また、平戸あたりでは、田平の天主堂、それ

から世界遺産候補には漏れているところも、候

補に入っているところもありますが、平戸、キ

リスト教関係の隠れ云々もありますし、それに

付随した宝亀の教会だとか、そういうところも

ありますから。それから、平戸では、いわゆる

昔、中国との関係、こういった部分もあります

から、そういうところで物語をつくるとかとい

うことを含めて、多様な考え方をやっていただ

くというのが非常に大事ではないかと、私はこ

ういうふうに思うんですね。 

 それから、佐世保も長崎もそうかもしれない

けれども、クルーズ船、これが増えたというこ

とで、あんまり評判がいいことばっかりじゃな

いですよ。例えば、佐世保についても岸壁を延

長してつくり上げて、年間何十隻という目標を

しているということですが、例えば今日も私は

朝から話をさせていただいたんです。たまたま

具合が悪いので私はタクシーに乗って県庁にき

たんですけれども、タクシーの運転手さんに、
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佐世保もそうですし、長崎もそうなんですが、

あのクルーズ船というのが大分来るけれども、

ほとんど貸切バスで云々と、こういうところも

ありまして、タクシーの利用というのは進まん

のですよと。景気が悪くて人口が減っている、

長崎も佐世保も一緒なんですけどもと、こうい

う話があってみたりしていますね。 

 やっぱりある意味では観光産業、あるいは観

光振興ということをずっとやっていくというこ

とになって、そこでは一定の成果もあっている

けれども、やっぱり少し格差というか、格差と

いったらおかしいけれども、そういうところま

ではいわゆる効果が及ばないといいますか、そ

ういうものが、人数は、あるいはクルーズ船は

もう100隻以上でどうだこうだという話があっ

ている。佐世保でも来年は80隻とかという話も

あっていますが、そういうところの問題との関

係ですね。大体そういうふうにしていけば、も

っと違った形で外国人観光客が来るとなれば、

例えばホテルのことだとか何だとかという問題

もかなり違ってくるんですけれども、今のよう

な状況でクルーズ船、さあいらっしゃい、いら

っしゃい、岸壁つくりますよと、こういうこと

だけでは問題が残っていくと、こういうふうに

思うんですね。 

 だから、私は、そういう部分についても頑張

っていかなくてはいかんけれども、県の政策と

しても頑張っていくし、民間の皆さん方、地域

の皆さん方も頑張っていかなければいかんけれ

ども、もう少し工夫をするような体制をやって

いただくことは非常に大事だと思います。 

 例えば、鷹島のモンゴル村問題は、まだほか

に海中に沈んでいた船のことなどもありますか

ら、昔の蒙古軍ですか、そういうことでちゃん

とありますから、そういう部分をもっと県と市

と地域と一緒になってＰＲの体制に使うとか、

こういうものがずっと出てきているわけですか

ら、やっぱりそういうものについてきちっとし

ていただく。 

 私は、例えば佐世保で言うと黒島の問題、こ

れはある時点では、ほかのところもそうなんで

すけれども、教会だけを中心にしておられまし

たね。今はもう集落ということになりましたか

ら、佐世保市も地域おこし協力隊の隊員を配置

して、全体として、黒島というのは人口が少な

いですけれども、こういうところでどうしてい

くかというのをやっぱり考えて、地元の市も県

と一緒になって考えていただいているというよ

うなところですから、そういう視点をそれぞれ

のところに当てていくということは非常に私は

大事ではないかと、こういうふうに思っている

んですよね。 

 そうしないと、やっぱりある意味では、クル

ーズ船を増やすのも結構。結構だけれども、や

っぱり効果が及ばないところが残っているとい

う認識を新たにしてもらいたいという部分があ

りますから、こういうところについて、基本的

に県の観光振興に対する考え方として一体どう

いうふうな状況で、いつも言っておられるから

必ずしもサイクルにする必要はないと思います

けれども、市長にも私は聞いていきたいと思い

ますから、できれば部長見解を聞かせていただ

きたいと思います。 

【浦観光振興課長】 観光振興につきましては、

先ほども申し上げましたけれども、できるだけ

県内周遊・滞在を増やしていこうということで

考えています。そのためには、地域のそれぞれ

の隠れた素材、そういったものもしっかり掘り

起こしをしていきながら、そこでストーリー性

もつくりながら、観光客の方に満足いただける、
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そして、しっかりお金を落としていただける、

そういう仕組みをつくっていかないといけない

と、それに対して県と市が協力してやっていか

なければならないと思っています。 

 先ほど、佐世保のクルーズのお話がございま

したけれども、確かに佐世保のクルーズは今年

からかなり増えてきております。今年が64回程

度、来年は80回見込まれるということです。た

だ、佐世保港の場合は、どうしても現状はほと

んどが中国系のクルーズ船ということになって

おりますので、今の中国のクルーズの旅行形態

としては、どうしても着いたら、寄港後は大型

バスに分かれて貸切バスでのツアーという形に

なっておりますけれども、これがだんだん、今、

旅行会社等のお話からしても、やはり観光客の

ニーズというのは変わってきていまして、バス

で連れられていくだけのツアーではなくて、自

分たちで好きなところを見て回るようなツアー

も希望されるということで、次第にクルーズ客

の寄港後のツアーも形態が変わってくるものと

思っております。そういったところを上手に取

り込んで、地域にしっかり経済効果をもたらし

ていくことが大事だと思っていますので、その

ためには県と、それから地元市町などとそうい

った受け皿がしっかりできるように今後取り組

んでいきたいと思っております。 

【吉村(庄)委員】 今度は、「長崎と天草地方の

潜伏キリシタン関連遺産」と名前が変わった基

金の問題です。一定、例えば登録年には3億円

という目標について努力するという話がありま

したように、ここら辺、やっぱりそれはもちろ

ん長崎市所有の軍艦島の問題との関係における

基金、公的なところですね。今、私たちが皆さ

ん方と一緒にしているのは、いわゆる12資産と

いうことが中心なんですけれども、そういうも

のについての民間施設というか、教会というと

民間ということになるんですが、ここら辺は区

分けをして結構だと思いますよ。 

 しかし、この3億円というのはきちっと確実

に見通しを立てて、そういう話がありましたか

ら、そういうふうに理解をさせていただきます

が、そういうことできちっと成し遂げることを

ぜひ私としては申し上げたいと、こういうふう

に思います。 

 それから、直接は企画振興部なんですけれど

も、先ほど言いました佐世保市の黒島の問題に

しても、あるいは五島の教会群なんかにしても、

例えば長崎と五島間の航路の問題とか何とか、

非常に厳しい問題もありますから、こういうと

ころについて文化観光国際部としても配慮して、

担当のところと一緒になって、あるいは船会社

との関係その他の問題でいろんな条件がありま

す。それから、例えば島を周遊しようと思うな

らば、五島でも壱岐でも対馬でも、やっぱり島

内のバスの問題等交通手段もあります。五島で

はＥＶの関係もございます。 

 こういうところについて、全体として恩恵が

行き渡るようなことに結果的になれば一番いい

んですけれども、そういうところに視点を当て

て、観光のところでも努力をしていただくこと

が必要だとこういうふうに思います。この点あ

たりを含めて、部長、先ほど私が申し上げまし

た観光振興について、そしてキリスト教のこと

なんかについても、隠れキリシタン等ありまし

たが、この前もありました。結果的に人が集ま

ってきて、そして遺産の意義は徹底してもらう、

こういうことでやるけれども、そういう地域の

振興につなげていくと、こういう話もありまし

たから、それはそれとして、全体的に見て、や

っぱり私はさっき言ったように、一部の地域と
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か、一部の皆さん方については効果が薄いとこ

ろがありますから、ここら辺は十分頭に入れて

していただきたいんですが、ここのところの基

本的な考え方を部長から示してください。 

【松川文化観光国際部長】 私ども観光振興、集

客面での基本的な考え方につきましては、やは

り長崎はたくさんの観光素材が各地域、地域に

すばらしいものがたくさんあります。逆にあり

過ぎて、どれを選べばいいかわからないという

お声もありまして、それで私どもは「光と祈り」

というテーマに絞り込んでＰＲをさせていただ

いております。その中で、県内にいかに周遊し

ていただくかということを基本的な考え方とし

て持っています。 

 そうしますと、長崎に来ていただいた後にど

ういう楽しいところ、または行きたくなるよう

なところがあるかということで、今、特にもう

一方で集客数だけではなくて、先ほど前田委員

のお話にありました、いかに客単価を上げてい

くかというところもございますので、そのため

にはお金を使っていただく場所を増やさなきゃ

いけない。また、お金を使っていただくような

観光商品、地元に着きましてからのサービス、

こういったものをつくらないといけないという

ことで、例えば平戸松浦家の秘宝の特別公開で

すとか、平戸神楽の特別公開、そういったもの

を考えております。そういった仕組みを地域と

一緒になってつくっていくのが一つ。 

 そして、世界遺産の関係では、地域交通の問

題がどうしても大きな課題となってまいります。

例えば五島につきましては、五島キリシタンク

ルーズといった地域交通事業者とともに組んだ

観光商品、着地型の観光商品を造成しておりま

す。こういった仕組みをもっと広げていくこと。

また、今、各地域でも潜伏キリシタン関連遺産

の再推薦決定、来年の正式な推薦という流れが

大きく県民の皆様にも伝わってまいりまして、

改めて地域によっていろんな料飲施設の開業で

すとか、民宿、ホテルの開業といった動きも出

てきております。こういった動きをしっかりと

私どもも地域の方々と一緒になって進めていく

ことで観光の客単価と、そして観光客数の両方

を追及していきたいと思っております。 

 そのため、今、特に世界遺産に関連しまして

は、県内の交通事業者、観光事業者、それから

市町、そして、県の関係部局がそれの受け入れ

体制の組織をつくっておりまして、これを定期

的に開催して、課題をしっかりと把握し、そし

てそれぞれが責任を持っていつまでにどうやる

かということを今確認しながら進めているとこ

ろでございます。 

【吉村(庄)委員】 国際課にお尋ねすることでも

ないですが、最近、今日もですか、昨日もです

か、国連軍縮関係の会議が長崎であっておりま

す。これは、核軍縮の条約の再検討会議という

のが来年開かれるんですが、これに向けたいろ

んな話がされているんですけれども、新聞等で

もあるように、なかなかアメリカグループとい

ったらおかしいんですけれども、ほかの例えば

オーストラリアなんかが提案している内容と、

条約発効について、かなりいろんな微妙な関係

が報じられております。 

 例えば、日本政府はアメリカと一緒になって、

この条約発効をもっと考え直さないといかんと。

そのものを考え直すわけじゃないんですけれど

も、すぐ発効させることについてどうだとか、

こういう話があっておりますね。 

 そこで、委員長、私たちは会派提出で、今度

の決議案、前の決議案にいろいろ物申したいと

いうことで意見書を出すようにしておりますが、
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これは動議として議運に発議させていただく、

こういうことに実はしておりまして、今日の委

員会での意見書という形の取扱いは、事前に事

務局、あるいはまた、議運とも話をしてもらい

ながら、そういった形をとりたいと、こういう

ふうに思っています。 

 私は国際課にも求めたいんですが、いろいろ

そういう状況で、ちょっと日本政府・アメリカ

グループと言ったがいいのかどうかは別にして、

そういう基本的なところで対立もありますから

ね。被爆県長崎としては、やっぱりこういうと

ころについてどういう態度をとっていくべきな

のかということを、日頃、知事も含めて考えて

いただかなくちゃいかん、こういうふうに思っ

ていますが、そのことだけ申し上げて、私の質

疑は終わりたいと思います。 

【山本(由)委員長】 ほかにありませんか。 

【浅田委員】 もう各委員からいろんな質問が出

ましたが、数点私もお伺いしたいことがありま

す。 

 まず1点目が、本来であれば文教厚生委員会

の方になるのかと思うんですが、今、長崎で遺

構について話題になっている件で部長もご存じ

かと思うんですが、小島養生所の遺構が出てま

いりました。これは長崎市の小学校の統廃合に

基づく流れの調査の中で出てきたものでありま

す。文化財等々に関しては文教厚生委員会であ

るということは理解できるんですが、文化観光、

ましてや養生所というのが国際的な意味合いも

非常に含む場所であります。こういうところの

遺構が今、長崎市の中では、学校が決まったか

らということで埋め戻そうとしているような状

態でございます。そういったことに関して、今

現在、観光の促進面、文化振興の促進面からど

のようにお考えかをまずお聞かせいただけます

でしょうか。 

【古謝文化振興課長】 文化財ですとか、文化的

な遺構も含めて、これを活用し、地域活性化に

結びつけていくというのは当課を含め当部の職

務でございまして、例えば日本遺産というもの

は、これまで保存に目が向いていた文化財をい

かに地域活性化に結びつけていくかという観点

で創設された制度ではございますが、県内に多

数ある文化的な遺構等の文化財について、活用

するか、活用しないかも含めての判断は、まず

はそれぞれの市町において判断がなされるもの

かと思っております。 

 小島養生所につきましては、現在、市の方で

対応を検討中ということで聞いておりますけれ

ども、例えばこれを国指定の史跡にしたいとい

うことであれば県の学芸文化課の方が対応いた

しますし、それを保存して、かつ公開して観光

の拠点にしたい、あるいは日本遺産を目指した

いということであれば文化観光国際部の方で対

応したいと考えております。 

【浅田委員】 所管が違う中での質問で大変恐縮

なんですけれども、長崎県の観光的な側面から

言っても非常に大きなものだと思うんですね。

日本の近代医学の発祥というか、最初の近代病

院でもありますし、それをなぜ私が今お伺いし

ているかというと、ずっと先ほど来から世界遺

産の質問がきております。近代化遺産に関して

も、それが残っていたからこそ、こうやって今

世界遺産になるという状況がある中で、もちろ

んそれぞれの遺産、史跡に対しては、各市町が

まずはというところはあろうと思うんですけれ

ども、やっぱり県としても大事なものに関して

は、それがこれから未来に非常に重要なもので

あるとするならば、黙っていたらなくなってし

まうこともありますので、市町の判断が誤って
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いるというのはちょっと言葉が適切ではないか

もしれませんが、そういうこともあり得ると思

うんですね。そういう場合にたくさんの、数多

くある資産や遺跡かもしれないですけれども、

そういうものに関して、とりあえず市町から上

がってこない限りにおいては待つしかないとい

う状況でいいのかどうなのか、県としての考え

として、今後、これからもっともっと長崎を多

くの交流拠点とする中においては、私はもっと

市町頼み、市町任せではなくて、県としてもこ

れは非常に使える資産なのではないかというこ

とをやっぱり一歩踏み出して言うようなことも、

時としては必要なのではないかと思っているん

ですが、しつこく言うのも何なので、この点に

関して、部長、ご見解があればお話しいただけ

ればと思います。 

【松川文化観光国際部長】 この件につきまして、

私も長崎市と直接まだお話をしたことはござい

ませんが、新聞報道の答弁等を読ませていただ

きますと、市におかれても文化審議会の方で価

値判断をされるというふうになっておりますの

で、決して市だけの判断だけじゃなくて、しか

るべき識者の判断を仰ぐということをしており

ます。私どもとしては、その市の調査といった

ものを待ちたいと思います。 

 浅田委員おっしゃるように、こういったもの

は今後、いろんな利活用の方法というのがある

かと思いますが、まずはその価値判断をしっか

りと報告いただいて判断したいと思います。 

【浅田委員】 ぜひとも県としても、県内に数多

くのいろんなものがあるかと思うんですけれど

も、残ったからこそ、今活かすべきもの、県と

しても非常に活用できるものがあると思うんで

すね。 

 なぜ小島養生所に拘っているかというと、2

つの学校の流れの中で、どっちにつくってもま

だいい状況で、片方ができていない中で、せっ

かくすばらしい遺産が出てきたということがあ

りますので、もっと総体的に県全体としても捉

えるようなことがあってしかるべきかなという

ことで今日は質問させていただきました。また、

これは今後の動向を見て、県としてもご見解を

いただければと思っています。 

 続いての質問ですが、過去にこれは部長にも

ご答弁いただいたりしていたんですけれども、

出島ワーフの活かし方の流れの中で、港湾部局

と観光の側面と、ワーフとか三角公園とか、そ

れもいろいろ活かし方があると。港湾的な判断

から見ると、私は前からマリーナをつくって、

もっともっと観光的側面で活かしてほしいと言

いました。ただし、港湾的にはあそこにタグボ

ートが必要だという流れがありました。 

 その中で、過去にも三角広場とか、もっとも

っと観光的なもの、物産的なものでの活かし方

をもっと踏み込んだ形で港湾ともお話をしてほ

しいとお願いしたところ、そういうことも今後

協議もしていきたいということをもう1年ちょ

っと前にお話をいただいているんですけれども、

その件に関しての現状というか、進みぐあいと

いうのがあれば教えてください。 

【松川文化観光国際部長】 出島ワーフのタグボ

ートの部分も含めたご意見を浅田委員からいた

だきまして、その後、土木部長とも私は話を直

接いたしました。 

 土木部長の見解としましては、やはり港は、

もちろんマリーナ的な要素もあれば、港湾の機

能の大事な部分としてタグボート、いわゆる働

く船の部分、そういったものが一体となって港

というのは景観も形成されている。土木部から

見た場合に、決してタグボートの船が景観的に
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どうかということではなくて、やはり一体的に

それぞれ、限られた海面ですから、また係留施

設ですから、そこを合理的に利用していくとい

うことが望ましいという考えでありました。で

すから、そういった意味で、直ちにあれを、ご

意見がありましたようにどちらかに移してとい

うことまでは、なかなかこれは難しいという見

解でございました。 

【浅田委員】 なぜ私がそれをしつこく聞いてい

るかというと、戸町の方にタグボートを移動す

るというような話が過去に出ていたという経緯

があって、全くそういうものを無視しているの

ではなくて、特に来年からクルーズ船がもっと

もっと増えて、外国の方からも、あんなに近い

マリーナの存在というのは全国でも稀有なとこ

ろでございますので、もちろん離島航路がある

長崎ということもわかっているんですけれども、

もっと全体的な長崎らしさを活かせる場所とい

うのを観光の促進でもっともっと進めていただ

ければというふうに考えておりますので、これ

はまた今後も。 

 三角広場等に関しては、あそこにまた県の建

物が、今駐車場になっているところにできてき

て、あそこの今後の動きとか、駐車のスペース

の問題等々もまた出てきています。それが観光

客とか、あのワーフの人の交流拠点としての活

かし方というところにも大きくかかわり合いを

持ってくるところが出ておりますので、そうい

ったところをちょっと、今回、委員会はこれで

最後になるんですけれども、ぜひともそのあた

りも横の部局間を通して、あそこを物産ブラン

ドとかもよく活用したりしておりますので、そ

ういう流れ、駐車の問題とか、いろんな問題を

ぜひとも進めていただければと思います。 

 続いての質問は、世界遺産の関係ですけれど

も、これは前にも質問させていただきました。

映画「沈黙・サイレンス」が来年公開されます。

前回質問した時には、そういうところにアプロ

ーチは何もしていないということでした。しか

し、日本での公開が1月に決まった流れとして、

県としてその映画とのタイアップだったり、動

きだったり、あれからまた進んだかどうかを教

えてください。 

【浦観光振興課長】 映画「サイレンス」を活用

した長崎の情報発信というところでございます

けれども、いろいろご意見もいただく中で、配

給会社でございます角川の担当の方にもこちら

長崎にもお越しいただいて、何度か打ち合わせ

もさせていただいております。私ども、あるい

は観光連盟も打ち合わせさせていただいており

まして、例えば、具体的に今話が進んでおりま

すのは、サイレンスのパンフレットをつくりま

して、その中に長崎の情報を、例えば長崎の世

界遺産関係の情報を入れるとか、それ以外のキ

リシタン関連遺産の情報、その周辺のマップ等

を沿えて入れるパンフレットを、国内であれば

国内の上映される全ての映画館、約60万部ほど

つくりまして、そういうのを全映画館で配布さ

せていただくとか、あるいはポスターでも、「長

崎」という文字の発信ができないかということ

で、今、会社の方とも協議をさせていただいて

おります。具体的にはそういった配給会社等と

タイアップした形での情報発信については、今

現在、話を進めさせていただいているところで

ございます。 

【浅田委員】 ありがたい話だと思います。 

 日本の中で、コンテンツツーリズム、いろん

なところでの発信があって、それがはやりとな

り、交流人口を増やしている流れの中で、特に

外海地区というのはバス等でも行きづらかった
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り、なかなか個人旅行の方とかも行きづらい部

分があると思うんですね。しかしながら、見る

べきところ、すばらしい食文化、いろんなもの

がいっぱい混在しているところでありますので、

これを契機にという意味も含めて、それがひい

ては世界遺産にも、もちろん大きな形でつなが

っていきますので、これはもっともっと積極的

にやっていただければと思っています。 

 併せて、その映画を活用してのコンテンツツ

ーリズムという中で、もう一方でスポーツもこ

こでお伺いしたいんですけれども、昨日、企画

振興部の方で質問をし、今からいろんな形での

コンベンション機能を含めたスポーツ誘致、合

宿誘致をしていく流れの中で、これがまたツー

リズムとしての発信の仕方というのがあると思

うんですね。 

 スポーツ振興課の方でそれをすごく強化をし

ようとしている中で、そのタイアップの仕方、

連携のとり方というのはどういうふうになって

いますでしょうか。 

【浦観光振興課長】 基本的にスポーツ合宿の誘

致でありますとか、スポーツの大会の誘致、そ

ういったスポーツコンベンションの誘致に関し

ましては、企画振興部のスポーツ振興課の方で

補助制度なども構えながら現在対応していると

ころでございまして、そういったコンベンショ

ン全体の状況の把握等につきましては、私ども

の方でもさせていただいておりますけれども、

第一義的にはそういった誘致活動についてはス

ポーツ振興課の方でさせていただいているとこ

ろでございます。 

【浅田委員】 その後の話ですね。合宿や誘致を

活用した後で、いかにそれをツーリズムの方に

観光の政策の中で進めていくかというところを

どのようにお話しになっているか、もっと観光

面に踏み込んだところでご答弁いただければと

思います。 

【浦観光振興課長】 スポーツ合宿については、

恐らく、来られた選手たち、関係者が観光ツー

リズムというのはなかなか難しい面もあろうか

と思いますが、スポーツ大会なんかで来られる

方々については、当然参加される方々に対して

長崎の観光の情報をうまく発信をするとか、そ

ういったことは当然必要になってこようかと思

いますので、そういった取組は連携の形の中で

やっていければと思っておりますけれども、直

接的に今、大きなつながりというか、取組が形

となっているというものは、まだ今のところは

っきりとはお示しはできないなと思っています。 

【浅田委員】 ぜひこれを活用してください。今、

さまざまなところで誘致をなさっている、スポ

ーツイベントをなさっているというのは、そこ

にまた交流人口、その場だけではなくて、それ

からさらに観光の面に拡大させようという目的

でやっているところが全国的に多くございます

ので、そこをひけをとらず、長崎だからこそ選

ばれる場所になることも多くあるので、ぜひ観

光面で活かしていただければと思います。その

あたりをもっともっと踏み込んだ形で、何かや

っぱり観光だけという形になるのではなくて、

世界遺産、スポーツ、いろんなコンテンツ、映

画、それが小説でも何でもいろんなものがつな

がるところにいっぱいあると思うんですね。そ

れを積極的にやっていかないと、なんかこう点

になっているような感じがしています。 

 今、正直残念だなと思ったのが、スポーツの

方で誘致は頑張っていますけどというところで

踏みとどまりましたけれども、例えばラグビー

ワールドカップがあります。長崎市にはスコッ

トランドから合宿とかが来る。去年は何人も選
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手の方たちが来てくれた。それをいかに増やし

ていくか、それが世界にも発信します。 

 2019年にはハンドボールの女子の大会が大

分であります。こういったものをそこから、大

分から長崎に観光によそから来た人を入れ込ん

でいくという積極性がないと、合宿に来てもら

っていたみたいですねで終わってしまうと思い

ますが、どうでしょうか。 

【浦観光振興課長】 スポーツコンベンション等

で来県いただいた方々を観光の視点からもしっ

かり取り組んでいくというのは、まさにご指摘

のとおりだと思います。 

 また、そういう形でしっかり長崎の情報、魅

力というのを与えることで、またリピーターに

つながるという可能性もございますし、おっし

ゃるように情報が拡散していって、新たな誘客

にもつながるということもございますので、実

際、これまでも大きな大会でいえば国体であっ

たり、今年のねんりんピックであったり、そう

いう場面でも情報発信等はさせていただいたと

ころでございますけれども、関係部局とよくし

っかり連携しながら、そういった観光客の取り

込み、あるいはリピーター化、あるいは情報の

拡散、そういったことにつながるような形のや

り方をしっかり工夫はしてまいりたいと思いま

す。 

【浅田委員】 子どもたちにもおもてなしの心を

ということで、これから長崎は頑張って育てて

いくという状況がある中で、教育の側面からし

ても、先ほど部長が、長崎はたくさんあり過ぎ

て、悩ましいところもあると言われました。そ

ういうぜいたくな悩みもあろうとは思うんです

けれども、観光というのを軸にしながら、いろ

んなことをやっていただくという意味で、この

課に課されている責務というのは非常に大きい

とは思うんです。そこをもっとしっかり頑張っ

ていただいて、また来年度につなげていただけ

ればと思います。 

【髙比良委員】 観光のオンパレードになって大

変恐縮だけれども、来年度の重点施策について、

部長説明の（追加1）の2ページに記載をされて

いることについて幾つかお尋ねいたします。 

 もう改選になるものだから、少しふりが広い

話になるかもしれないけれども、先ほど吉村

(庄)委員の方から話があったことと少し重複す

るかもしれないけれども、3点ほどお尋ねをし

たいと思います。 

 1行目2行目に「地域資源を活用した観光まち

づくりを一層促進する」という記載があります。

具体的にどういうことに重点を置いてやってい

くのかといったことについて、まず簡単に説明

をしてください。 

【浦観光振興課長】 観光まちづくりについては、

これまでもあちこちでご指摘を受けております

し、県の大きな課題だと受け止めておりまして、

当然各地域にいろんな観光素材がございます。

ただ、それが、それぞれの点として存在するの

ではなくて、しっかりそこにストーリーをつく

りながら誘客につながる、収入につなげていく

ということが必要になってまいりますので、一

つにはそういったコンテンツのストーリーづく

りというのを地域と一緒になってやっていかな

いといけないと思っています。 

 そういう形で、そういったものをしっかり情

報発信をしてお客様に来ていただく。来ていた

だいたお客様に、次はしっかり満足いただいて、

なおかつお金を落としていただかないといけま

せんので、そういうところでは行政だけではで

きない、あるいは観光セクションだけではでき

ない部分もございます。例えば、いろんな体験
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事業であれば農林水産業、あるいは民間の事業

者の方、そういった方々をどんどん巻き込んで

いかないといけないと思っていますし、食に関

して言えば、やはり地元の旬な食材を提供する

ということからすると、やはり地元のそういっ

た食材の提供の仕組みというのもつくっていか

ないといけない。そういったところを地域が一

体となって、関係者をどんどん巻き込んでいき

ながら、観光客の受け入れ体制、そして満足で

きるサービス、付加価値の高いサービスを提供

できるようなそういう観光地づくり、地域づく

りを進めていきたいというふうに思っておりま

して、それを県、市町一緒になって、民間事業

者を巻き込みながら仕掛けをしていきたいと思

っているところでございます。 

【髙比良委員】 そういうふうな説明になるんだ

けれども、ただ、そこの取り組み方は多としつ

つも、それだけだったなら、やっぱりオールジ

ャパンの中で長崎が観光のデスティネーション

として選択できる俎上に上がってくるという地

位がどんどん下がってくると私は思っているん

です。圧倒的な観光のターゲットになるような

ものが、じゃ、本県にあるのかというと、それ

はハウステンボスぐらいしかないですよ。だと

思うんだよ。自然がどうだと言うけど、日本全

国どこも自然がよくて、どこも料理がおいしい

という話でしょう。幾つかのいろんな素材がこ

ろがっていますよという話になっている。 

 だから、今、観光振興課長が答弁をしたのは、

今、長崎にあるものをいかにうまく付加価値を

高めつつ売り出そうかという話なんだよね。だ

から、そこはいいんだけど、そこでとどまって

いると、観光立県としての地位は、私はますま

す下がってくるんじゃないかと思っているんで

すよ。 

 というのは、やっぱり観光という切り口で地

域振興というか、長崎県づくりの全体を考えて

いくという取組こそが必要だと思うんです。こ

れはソフトにかかわらず、ハードも必要です。

例えば、嬬恋とか、あるいは湯布院とか、その

他もあるんだけれども、行ってみたいなと思わ

せる観光地というのは、そこに独特の人の琴線

に触れさせるような街並みがあったり、雰囲気

がある。そういう意味で、観光まちづくりとい

う時には、そういう面整備、本当に長崎の特徴

を活かした、他と比べての差異性と、それにつ

いての価値の認識を訴え得るような、ある意味

見せるものが必要だと思うんだよ。そこは、も

っと言えば、まちに磨きをかけるという話だし、

あるいは長崎が、皆さんいつもおっしゃってい

る歴史文化、そこにもっと磨きをかけることだ

と思うんです。素材はあっているけれども、じ

ゃ、例えば昔これがありましたということで終

わっている部分がたくさんあるわけよ。もっと

そういうものを顕現化して、行って見たいと思

わせる、そこのターゲットにするというような

そういう仕掛けがない。 

 先ほど、吉村(庄)委員の質問の中に、部長は

各部にまたがってどうこうという話があったけ

れども、そういう意味で観光振興課だけで、あ

るいは文化観光国際部だけで、そこのマターで

やることを探して汗をかくということだけで、

「観光立県長崎」、「人を呼んで栄えるまち長

崎」というそこにつなげていくという話だと、

なかなか難しいと思うんだよ。 

 今、長崎のめがね橋周辺のところ、ああいっ

た町屋を整備しましょうと言っているけれども、

じゃ、進んでいるかというとなかなか進まない

ですよ。というのは、そういう腹をくくった事

業メニューがつくり出されてないからです。推
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進をする上で武器は持たないですよ。そういっ

たところに本当にリスクを負っても取り組むと

いうことを県と市町が一緒になって頑張ってや

っていく、こういう取組こそが私は大事だと思

っているんだけれども、どうお考えですか。 

【松川文化観光国際部長】 髙比良委員の今のご

意見、私も全く同感でございます。 

 実は、庁内ですが、観光まちづくりというの

は、観光振興課だけが担うのではなくて、土木

部もあれば環境部も産業労働部も、それぞれに

その視点で長崎県はこれで食べていくんだとい

う、食べていく大きな産業の一つであるという

ことで意識をしていくことは大事だと思ってお

ります。これは農林部、水産部でも同じだと思

います。 

 そういった意味で、今、政府の方でも観光立

国ということで、そういう動きの中で、例えば

環境部でも、今まで国立公園は保護が中心でご

ざいましたが、これからは利活用、いかに外国

人を呼び込むかというように視点も変わってま

いりましたし、土木部においても観光をテーマ

にした事業を展開するという形がだんだん出て

きています。まだまだ緒についたばかりであり

ますが、こういった動きを全庁的な動きにして、

やはり観光まちづくり、先ほど、21世紀まちづ

くり推進補助金のお話がございましたが、イベ

ントから地域の顔づくり、まちづくり、なかな

かこの補助金だけでは少のうございますから、

都市計画の事業だとか、そういったいろんな施

策を組み合わせて魅力あるまちづくりを進めて

いく、これが観光まちづくりの王道ではないか

と私は思っているところでございます。 

【髙比良委員】 大変ふりが大きくて、言うは易

し行うは難しという部分はあるんだけれども、

ただ、全庁的な総合力で観光の振興ということ

に取り組んでいく、そこの旗振り役ということ

を文化観光国際部として、さらにウィングを広

げて、具体的な取り組み方の原動力となる装置

づくりもしながら頑張ってもらいたい、そのこ

とを強くお願いをしたいと思うんです。 

 2点目に、高品質、高付加価値なサービスの

提供などによって観光消費額の増大につなげま

すとあります。これもだから、具体的にどうい

うことに重点を置いてやっていくのか。 

【浦観光振興課長】 高付加価値、高品質な観光

の提供ということで、一つには、まずは既存の

観光素材、コンテンツ、あるいは提供している

サービスのいわゆる特別感をつくり出していく、

そういうことで付加価値を高めていくというこ

とで、要は一般的にはまだ公開されていないも

のを特別に公開させていただくとか、もしくは

今までなかった、例えば飛行機での夜間飛行、

そういった新たなコンテンツをつくり出してい

って一つの魅力として打ち出すとか、そういう

付加価値の高いコンテンツ、旅行商品的なもの

をどんどんつくっていこうということで、この

間の本会議でも一般質問がございましたけれど

も、特に富裕層に受けるような、そういった旅

行商品を、今既に20以上候補としてはつくって

おりますけれども、そういったものをこれから

富裕層を扱う旅行会社と一緒になって磨き上げ

ていって、具体的な商品につなげていく。そう

することで、より消費単価の高いお客様を呼び

込んでいこうというのが一つございます。 

 もう一つは、当然その受け入れとなる宿泊施

設の質も高めていかないといけないと思ってお

りますので、そういったところについては旅館、

ホテル側に、そういった県としての考え方もし

っかりお伝えしながら、食事一つにしても、よ

り地元の食材等を使った付加価値の高い食事を
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提供するとか、そういったサービスの質を高め

ていきながら、旅行商品、コンテンツ、それか

ら受け皿、そういったところの底上げを図りな

がら、付加価値を高めていって、旅行消費額を

高めていこうと、そういう仕掛けを今考えてい

るところでございます。 

【髙比良委員】 観光消費額を増やすということ

は、換言すれば観光の第一受益者がもうかる仕

組みをつくるということでしょう。そしたら、

要するに観光客というのは何に金を落とすか。

アクセスに金を落とす、泊まるのに金を落とす、

食べるのに落とす、買うのに落とす、あるいは

体験するのに落とす、そういう話だよね。 

 そうすると、今言った中で、一番伸びしろが

多いのは何かという話になると、私は食べるこ

とに金を落とすということが一番だと思ってい

るんです。それはインバウンドでの動機づけの

中でも出てくる話なんだけれども、京都と長崎

では観光消費額が4倍違うというふうによく言

われる。公式な統計ではないかもしれないけれ

ども、そういったことはよく言われる。何に一

番消費額の差があるのかというと、食べること

に使っているんですよ。それは、ただ単に食べ

させるということではなくて、まさに空気に金

を落とさせる、雰囲気に金を落とさせるという

ような食べさせ方をするから、料理単価が高い

ものでも、そこは構わず消費をすると。全体を

演出するわけですよ、言ってみれば。そういう

もてなしの仕方というか、商品のつくり方とい

うことが一番大事だと思っているんです。この

辺は、だから今、コンテンツづくりという話が

あったけれども、関係者の中でそういうやり方、

商品を徹底してつくるということに、追及をも

っと徹底してやってもらう。その仕掛けづくり

をやってもらいたいと思うんですよ。 

 それから、もう一つ新しいマーケットをつく

るということですよ。ないもの、泊まるんだっ

たら、泊まることが得をしますよと、さっき夜

景の話はしたけれども、大変お得になるんです

よという仕掛けをつくる。朝のことも含めて新

しいマーケットをつくる。 

 あるいは、いろいろ宿泊についての客単価は

どうかということもあるかもしれんけれども、

まずはそういう仕掛けが一番大事だと思ってい

るんです。観光消費額を伸ばすという意味、観

光の第一受益者がもうかるという仕組み、そこ

から徹底してするべきだと思っているんです。

この辺についても、ぜひ施策の中に含まれる事

業のパッケージとして検討してもらいたいと思

うんです。 

 特に、外国の富裕層に対しては、長崎の本当

にちゃんぽん、皿うどん、卓袱、それにとどま

らない長崎のグルメざんまいと言われるような

ものをしっかりつくって売り出していく、これ

が一番大事だと思っているんです。ぜひご検討

をお願いしたいと思っています。 

 3点目ですが、「『明治日本の産業革命遺産』

と併せて、国内外への価値発信力を高める」と

ありますよね。「キリシタン関連遺産の登録実

現と併せて」というふうにあるんだけれども、

この価値発信力を高めるというのは、具体的に

どういうふうにしていくんですか。 

【山本(由)委員長】 しばらく休憩します。 
 

― 午後 ４時 ４分 休憩 ― 

― 午後 ４時 ５分 再開 ― 
 

【山本(由)委員長】 委員会を再開します。 

【村田世界遺産登録推進課長】 国内外への価値

発信力を高めるということでございます。 

 これにつきましては、まずは世界遺産センタ
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ーの中で、情報発信をどのようにしていくかと

いうことが大切になってくるのであろうと考え

ております。 

 「明治日本の産業革命遺産」につきましては、

全体の取りまとめといいますか、検討を国の内

閣官房でやられておりまして、その中でどうい

う形で情報発信をしていくかということを今検

討されているところでございます。 

 それから、「長崎と天草地方の潜伏キリシタ

ン関連遺産」につきましては、平成26年度に基

本構想の策定をしておりまして、その中で機能

を3つ掲げまして、一つは調査研究、それから

情報発信、それから機運の醸成という3つの機

能を役割として持たせるということが基本構想

の中に定められております。 

 その中で、価値を深めていく調査研究につき

ましては、歴史文化博物館の方で役割を担わせ

ようということでありますけれども、その情報

発信でありますとか、機運醸成の部分につきま

しては、長崎市内の3つの候補地が示されてい

るところであり、その3つといいますのが県庁

舎跡地、それから駅の周辺、それから大浦天主

堂の周辺ということで、その中でそれぞれ大き

なプロジェクトが動いているという状況でござ

いまして、その状況を見極めながら、場所につ

いては決めていくということになるんですが、

当面はまだ、世界遺産センターでございますの

で、世界遺産登録を見据えた形で整備を進めて

いくことにはなろうかと考えております。一番

理想なのは、世界遺産が登録される時に、この

世界遺産センターについても一緒に整備ができ

ればよろしいのですが、先ほど申し上げました

ような状況もございますので、情報収集をしな

がら検討を進めているところでございます。 

 ご質問の価値発信力を高めるということは、

そういうふうな世界遺産センターの検討を含め、

発信力を高めていくということで考えていると

ころでございます。 

【髙比良委員】 何を言いたいか咀嚼をしてくれ

て、答えが返ってきたなというふうに思ってい

ます。議論したいことはいろいろたくさんある

んだけれども、持ち時間が20分だから、限られ

ているのでこれ以上話はできないのだろうけれ

ども、世界遺産センターの整備構想、これにつ

いては着実に、計画的にしっかりやっていただ

いて、キリスト教の分もいいんだけれども、や

っぱり「明治日本の産業革命遺産」、これはや

っぱりなんでそこに普遍的な価値があるのかと

いうことについてはしっかり訴えていって、そ

ういった先人が果たした役割に倣って長崎が技

術をもっと磨いていこうとか、産業振興につな

げようというか、そういうことにまちづくりと

してつながっていく、こういったことにもつな

げていくようなそういうコンテンツをつくって

もらいたいと思っているんです。整備構想は着

実に進めてもらいたい、このことを最後にお願

いしたいと思っています。 

【山本(由)委員長】 ほかにございませんか。 

【坂本(智)委員】 私も世界遺産でございますが、

世界遺産は遺産でも世界記憶遺産のことについ

て、説明資料（追加1）の2ページの中ほどに載

っております。「朝鮮通信使関連資料の平成29

年のユネスコ記憶遺産登録を見据えた情報発信

や云々」とあります。 

 ご案内のとおり、今年の3月末に日韓両国の

関係者の方々が、韓国の方でユネスコ本部に提

出をいたしております。ぜひひとつ世界記憶遺

産に登録がなされるように、今、日韓の関係者

が鋭意努力をいただいているところでございま

す。聞くところによりますと、先月の中頃、ユ
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ネスコ本部ですか、パリに日韓の関係者が行か

れて、最近、地元対馬の市長と会いましてお伺

いしましたところ、いい感触をつかんできまし

たというようなお話を聞いておりますが、県か

らもどなたか行かれたと聞いているんですが、

国際課ですか。せっかくの機会ですから、どう

いう報告が上がってきたのか、お知らせくださ

い。 

【大安国際課長】 委員からご指摘がありました、

先般、パリにありますユネスコの方で、韓国の

文化財団と対馬の縁地連絡協議会等を含めてＰ

Ｒ活動ということでパリでの展示等を行ってＰ

Ｒをされたところでございます。これにつきま

しては、そこに県も、文化観光国際部の職員が

行ってＰＲ活動の応援という形で支援させてい

ただいたというところでございます。 

 その中では、ＰＲ活動とともに、ユネスコの

本部も訪れたり、またユネスコ韓国代表部、ま

たは日本代表部の方にもお会いしてお話をされ

たということでお伺いをいたしております。 

 そういった中で縁地連絡協議会の方からお聞

きしておりますのは、その審査の状況につきま

しては、どの段階というのはなかなか公にでき

ないということでございますが、しっかりと行

われているということで現地の方からお聞きし

ているところでございまして、来年の夏頃の登

録を目指してということでお伺いしております

ので、しっかり進んでいくよう、我々県として

もできることをやっていきたいと考えておりま

す。 

【坂本(智)委員】 率直な感想でございますが、

よくここまできたなと、たどり着いたなという

ことを、今、私は本当に感じておりまして、そ

れぞれ日本側の縁地連絡協議会の松原理事長、

あるいは先ほどお話がありました韓国の釜山の

文化財団の初代の代表であります姜南周先生ほ

か、歴代の代表の方々に深く敬意を表する次第

であります。 

 何としてでも、この世界記憶遺産に登録をし

ていただくべく、まだまだ時間がございますの

で、県も一緒になってご協力をいただきたい。 

 なったらのお話はどうなのかなと思いますが、

ぜひひとつ頑張っていただいて、これは世界記

憶遺産に登録がなされた後、来年、恐らくこの

委員会に所属しているか、してないかわかりま

せんので、ご検討いただきたいと思うんです。

ご案内のとおり、対馬市は県と合築で博物館を

つくるようになっております。そこに恐らく朝

鮮通信使の関連の資料も並ぶんだろうと思いま

すが、県都長崎市に朝鮮通信使とは何ぞやとい

うことで博物館なりに、美術館よりも博物館な

んでしょうか、世界記憶遺産に登録されたなら

ば、常設展を設けていただきたいと思うんです。 

 先ほどご審議がありましたエアソウルの就航

率のお話もありましたけれども、やはり韓国か

らもお客様が長崎にお見えになる、そして周遊

ルートの一つとして博物館でその朝鮮通信使と

は何ぞや、どういうことだったということを子

どもから大人までが見ることができる、触れる

ことができる。対馬にあれば一番いいのかもし

れませんが、あえて県都長崎市にそういった資

料も置いて、国の内外から長崎市にお客様とし

ておいでになっていただいて、その資料を見て

いただくということも非常に重要なことではな

いかなと。観光振興という観点からも、あるい

は学術振興という視点からも大変重要なことだ

と思いますので、なったならばということで答

えもしにくいのかもしれませんが、部長、そこ

はいかがですか、協議をしていただきたいと思

うんですがね。 
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【古謝文化振興課長】 長崎市にあります長崎歴

史文化博物館でございますけれども、今既に一

つの部屋を朝鮮半島との交流ということで設け

させていただいておりまして、今でも朝鮮通信

使はメーンに、今はたしかレプリカですけれど

も、絵巻の展示をさせていただいております。

世界記憶遺産に登録されましたら、しっかりそ

のことも展示の中で情報発信していきたいと考

えております。 

【坂本(智)委員】 最後にしますが、朝鮮通信使

につきましては、佐賀県立の名護屋城博物館が

非常に熱心に展示をなさって、今ちょっと休館

になっておりますけれども、リプレースするん

でしょう。そこに負けないように、ぜひひとつ

長崎でも頑張っていただきたいと、そのことを

要望しておきます。 

【山本(由)委員長】 ほかにございませんか。 

 委員長を交代します。 

【里脇副委員長】 山本(由)委員長、どうぞ。 

【山本(由)委員長】 私から1項目だけお聞きし

ます。 

 島原半島ジオパークの関係ですけれども、実

は島原半島ジオパークは、日本ジオパークであ

り、日本で初めての世界ジオパーク、ご存じの

とおりだと思うんです。今回、日本ジオパーク

の再認定審査がありまして、4年間の認定が受

けられなかったんです。2年間の条件付きの認

定という形になりました。 

 この内容としては、ジオパークを使ってこの

地域をどうしていきたいのかというのが、関係

者の中で十分認識をされていないこと、それか

ら、ガイド団体の組織が不十分であるという指

摘を受けています。もちろん、一義的には、こ

れは島原半島ジオパーク協議会の問題ではある

んです。それから、このジオパーク自体は、県

の所管としては自然環境課、環境部という形に

なりますが、当然これは観光資源の一つでもご

ざいますので、まず、観光の所管としての今回

の条件付き再認定についての見解をお聞きした

いんです。 

【浦観光振興課長】 今、ジオパークの再認定の

お話がございましたけれども、課題を幾つか指

摘をされているということで認識をしておりま

す。今、委員長言われましたように、所管は環

境部の方になりますけれども、例えばナショナ

ルパークの今回の満喫プロジェクトでも国への

申請は環境部が所管と言いながら、観光もしっ

かり関わっていった経緯もございますので、当

然観光振興という視点からも、私ども協力とい

いますか、関われる部分につきましてはしっか

り関わっていきたいと思っております。 

【山本(由)委員長】 ジオパークというのは、去

年、ユネスコの中で世界遺産と同じジャンルと

いうか、分類というか、位置づけに格上げをさ

れているんですね。今までは支援プログラムだ

ったのが正式ブログラムになったと。 

 ジオパーク自体というのは、もともと世界遺

産が観光を目的としているものではなくて、保

全とかそちらの方を目的としているのに対して、

ジオパークというのは地域活性化に使ってくだ

さいよと、観光にも使ってくださいよというこ

とで分類がされているわけです。だから、そう

いう意味で観光にもっと利用しないといけない。

これが利用できていないというのは、もう地元

の大きな反省ではあるんですけれども。今度、

2年以内に劇的に変化をしてくださいよという

のが条件になっています。 

 ご承知のとおり、来年には世界ジオパークの

認定が控えています。今回の日本ジオパークが

こういう結果になったことに対して、非常に地
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元としては危機感を今持っていて、私も何らか

の形で関わっていかなければいけないと思って

いるんですけれども、その中で今、観光振興課

長、先ほど部長がおっしゃったみたいに、第一

義的には環境部ですよで、そのジオパークの中

核施設である雲仙岳災害記念館は企画振興部の

地域づくり振興課ですよという形になってしま

って、観光も入ってくださいよといった時に、

今、どうしても縦になってしまうんですね。 

 だから、このジオパークに関する会議に関し

ても県から参加をされていますけれども、地域

づくり推進課の形で参加、あるいは振興局が参

加をされているというんですけれども、ここに

観光であったり、そこのところもきちんと入っ

ていただいて、全体として盛り上げていくのに

県としてぜひご協力いただきたいと思っており

ますので、部長から一言いただいて終わります。 

【松川文化観光国際部長】 今回の日本ジオパー

クの認定については、大変私どもショックを受

けております。これは環境部所管ではございま

すが、私も満喫プロジェクトを一緒になって取

り組んだということもありますし、これから島

原半島ジオパーク、しっかりと各部連携して、

次なる認定をしっかりとれるように進めないと

いけないと思っております。そのために、やは

り利活用の問題、このことにつきましては地元

の3市とも十分私ども一緒になって、環境部と

ともに入ってまいりたいと思います。 

【山本(由)委員長】 よろしくお願いします。あ

りがとうございました。 

【里脇副委員長】 委員長を交代します。 

【山本(由)委員長】 ほかにありませんか。 

【八江委員】 一般質問でお願いしていた関係で

お尋ねだけしておきたいと思います。 

 文化人のことで、あれは新県庁舎の記念とし

てＰＲ大使、あるいは名誉大使などを指名をし

て、長崎県と連携しながらお役に立っていただ

くようことはできないかと、こう申しておった

わけですけれども、文化人と言えば文化振興関

係じゃないと、県庁舎建設委員会に私は物申し

ましたけど、それはセレモニーの時の話であっ

て、実際は文化振興の中で、長崎県の中に文化

人というのがどういう人がおられるかというの

は選定をしながら、そして、その中からどの方

をどうするかと。文化人というばかりではなく

て、アスリートも含めてのことになると思いま

すけれども。 

 例えば、内村選手が長崎県の何とか名誉大使

というようなこと、そういったことなどを含め

て、さだまさしは音楽の世界だとか、役所広司

は演劇の部門だとか、そういったことがあって

長崎県人だということがわかるように。今まで

県がしていた長崎奉行などは、県外から長崎に

来られた方が帰る時には長崎奉行として、これ

から長崎県をよろしくというのと同じように、

そういうものはどうかなということを文化振興

課は黙って聞いておったのか、それとも、それ

は私への質問ではないからと思って聞いていた

のか、それはわかりませんが、それが一つ。 

 もう一つは、国際課の方にはこの前、知事に

東南アジアに来年あたりは計画しながら、2回

目の訪問をしながら、交流事業もしくは経済交

流等、経済に特化しながら進めていかないとな

らないでしょうという時に、前向きに取り組む

ような話をされたのかなと思ったりし、そして

また、ベトナムのクアンナム省と提携をした。

そうしたら、その省内の中には、例えば長崎市

とか佐世保市とかと関係する、福建省と同じよ

うに厦門だなんだということで交流都市を推進

したらどうかということ、その2つのことをお



平成２８年１１月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（１２月１３日） 

- 198 - 

尋ねしたいと思います。いかがなっているので

しょうか。 

【古謝文化振興課長】 長崎奉行というのは、県

にいらっしゃった国の方が帰られる時に与える

もの、それは今もございますけれども、例えば

観光大使やＰＲ大使といった〇〇大使というの

は、県では制度がございません。これにつきま

しては、今、広報課の方で県全体で統一的な称

号について検討されておりまして、それが創設

された時には文化人、あとは観光分野を含めて

どういった方が対象になるかについては、文化

観光国際部でしっかり選定をしたいと思ってお

ります。 

【大安国際課長】 委員からご指摘がありました

ベトナムとの交流の関係でございますけれども、

これにつきましては、先般、知事も申し上げま

したけれども、今年度においてクアンナム省の

方からは、今のところ2月が有力と考えている

んですが、クアンナム省が本県の方に来て、ま

たさらなる友好交流を深めていくということを

考えているところでございます。 

 また、市町につきましては、関係市について

の、私どもとしてはいろんな交流の幅を広げて

いくという意味では、市町もいろんな友好交流

を深めていただきたいということで、これはベ

トナムのみならず、ほかのところも含めていろ

んな案件があった時には市町へ常に投げかけを

して、友好交流という形でどうですかという話

はさせていただいております。今回のベトナム

につきましても、同様な形でこの交流の輪が、

幅が広がっていくという観点で市町の方とはや

りとりを今後ともやっていきたいと考えている

ところでございます。 

【八江委員】 国際県長崎と、そして、国際とい

う名前が文化観光国際部と、国際部とつけてい

るのは、九州、あるいは日本で何カ所あるのか

わかりませんけれども、部をつくっていく以上

は、国際交流、国際親善、あるいは貿易、経済

交流を含めて、もっともっと活発にやってほし

いという思いがありますし、我々は先進県だと

思っているけれども、いろいろ調べてみれば、

ほかの県はもっとやっているところが非常に多

いというのを時々感じることがありますから、

そこに追い越されないようにというか、あるい

はまた、ぐっと先頭を切ってやってほしいと思

いますので、その点は部長、ひとつよろしくお

願いします。活動を徹底的にやってほしいと。 

 それから、文化のことについても、今言われ

た、頼まれたという意味よりも、文化人という

のは文化振興の方が名前はわかるわけですから、

今から線引きをしておいて、いつでもあなた方

がそれに応えられるように、それだけをしてほ

しいと思います。併せて部長に答弁していただ

いて終わりたいと思います。 

【松川文化観光国際部長】 海外のアジア国際戦

略の展開につきましては、本県は、中国、韓国

につきましては県議会の率先した取組もござい

まして、先導しておりますが、他の地域につい

ては、ややもすれば後れをとるような面もない

とは言えないと思っております。今の八江委員

のご指摘にしっかりと応えるように、東南アジ

ア方面もベトナムを中心に今展開を進めており

ますので、今後とも引き続き支援してまいりた

いと思っております。 

 また、先ほどの文化人の関係でございますが、

これは文化観光国際部の物産ブランド推進課で

もブランド大使というのを設けておりましたが、

これは県全体で県産品のＰＲ云々だけではなく

て、県全体をＰＲする大使というものをつくっ

た方がいいのではないかということで、一旦こ
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の事業をそのために取りやめております。そう

いったこともありまして、文化振興課長が答弁

しましたように、秘書広報局の中でどういうあ

り方がいいのか検討が進められていると聞いて

おりますので、私どもとしましては、そうした

中でどういった方が適切なのかということはし

っかりと、いつでも出せるような状態、またい

つでもぱっとお名前を出してもお願いできない

と一緒ですので、そういった方々とのコミュニ

ケーションといいますか、つながりというもの

をしっかりつくっていくということを進めてま

いりたいと思っているところでございます。 

【山田(博)委員】 2回目なので10分ということ

でありますので、大変申し訳ございませんけれ

ども、的確な答弁をぜひお願いしたいと思いま

す。 

 実は、先日、地元の五島に行きましたら、産

業祭りをやっておりました。物産ブランド推進

課長、七福という芋を五島の新たな特産物をつ

くるということで頑張っていまして、後日で結

構ですから、どういうふうな状況で今取り組ん

でいるかというのを調査して、ご報告いただけ

ませんでしょうか。大変頑張っていますので、

県当局の力もぜひおかりしたいという要望を承

っておりますので、どういったことができるか、

市と県と話をしながらですね。 

 物産ブランド推進課長をテレビを見て、ぜひ

永橋課長に来てもらって五島の七福という芋で

つくった焼き芋なり、かんころもちをぜひあな

たに食べてもらいたいと言っていましたから。

あなたは大変人気者じゃないですか。大変結構

なことだと思いますよ。それだけ県民の皆さん

方から頼りがいのある課長だと思われていると

いうことで、ぜひこれからも頑張っていただき

たいと思います。 

 続きまして、孫文・梅屋庄吉と長崎プロジェ

クトですけれども、これは今まで大体どれだけ

の費用をかけて、効果が上がっているのかとい

うのをお尋ねしたいと思います。 

 それと、文化振興課長が調査するには時間が

かかるでしょうから、先ほど話が出ておりまし

た朝鮮通信使の関連資料、平成29年のユネスコ

の記憶遺産登録を見据えとありますけれども、

これは大体あれですか、記憶遺産に何とかかか

ろうというところまできているのか、きてない

のか、もう一度お尋ねしたいと思います。 

【古謝文化振興課長】 孫文・梅屋庄吉と長崎プ

ロジェクトの事業費でございますけれども、こ

れは2月の議会、そして6月の議会でも委員会の

方に資料で提出をさせていただいているところ

でございます。 

 その際、提出させていただいた資料ですけれ

ども、平成22年度から事業をしておりまして、

平成27年度までで3億1,200万円の事業費を計

上しております。 

 これに基づきます経済波及効果につきまして、

産業連関表等を使いまして試算したところ13

億1,900万円という数字が出ております。 

【大安国際課長】 朝鮮通信使関連資料のユネス

コ記憶遺産の登録でございますけれども、これ

につきましては、先ほど申しますとおり、3月

に申請が民間団体の方から行われまして、その

後につきましては、ユネスコの中の事務局長が

指名します登録委員会とか国際諮問機関、こう

いったところでの審査を経まして、最終的には

その意見をもってユネスコ事務局長が決定を行

うということでございます。 

 現段階におきましては、その審査の過程の中

にあるということでございまして、通常でいき

ますと、来年の夏頃の登録の決定ということが
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予定されている段階でございます。 

 現段階においては、その審査そのものはそう

いう形で、その過程にあるということで行われ

ているところでございまして、私どもとしまし

ては、登録が行われると信じてやっているとこ

ろでございます。 

【山田(博)委員】 文化振興課長への質問の仕方

がちょっとまずかったですね。 

 この総事業費がそれだけかかって、その効果

が約13億円と言われますけれども、今後、孫

文・梅屋庄吉と長崎プロジェクトというのは、

どのように展開をしていくのか、その将来性を、

総事業費と経済波及効果を踏まえた上でお答え

いただきたいと思います。 

 国際課長、ユネスコの記憶遺産登録を見据え

て今やっていますけれども、どちらかというと

世界遺産登録に一生懸命やっているわけですね。

私たちも一生懸命さが伝わってくるわけです。

この記憶遺産というのは、来年の夏を見据えて

しているということですけれども、これは国際

課が窓口なんですか。文化観光国際部では、国

際課ですか。改めて、それをお尋ねしたいと思

います。 

【古謝文化振興課長】 孫文・梅屋のプロジェク

トでございますけれども、今申し上げた、これ

まで使ってきた約3億円という中で一番大きか

ったのは、平成25年度のミュージアム整備事業

の際に1億5,000万円ほど使っております。その

後、平成27年度は2,300万円という事業費でご

ざいます。 

 これまで、複数年にわたって、この孫文・梅

屋庄吉の顕彰事業を行ってきました結果、国

内・国外ともに梅屋庄吉の認知度が一定上がっ

てきているものかと思っております。 

 例えば、県内で言いますと、読書感想文コン

クールを毎年やっているんですけれども、本年

度は67校、280作品集まりまして、昨年度から3

倍の増加となっております。 

 また、国外に対しましても、今年、孫文の生

誕150周年でございまして、中国側ではさまざ

まな事業、また番組制作が行われたんですけれ

ども、日本に来る際は長崎にもよくお越しいた

だきまして、テレビ局等の取材がたくさんあっ

ておりました。そうした意味では非常に効果が

出てきているのではないかと思っております。 

 今後につきましては、新たな箱というのは当

然整備しないわけですけれども、今あるミュー

ジアムをしっかり運営していって、また、再来

年は梅屋庄吉の生誕150周年ということになり

ますので、それに向けて、今ある取組を改善し

ながら続けていくということになろうかと思い

ます。 

【大安国際課長】 朝鮮通信使の記憶遺産への登

録関係でございますけれども、こちらにつきま

しては先ほど申し上げましたけれども、申請自

体は民間団体による申請ということで行われて

いるところでございます。 

 県としましては、それに対しまして、例えば

情報発信であるとか、ＰＲとか、そういった側

面で、その申請主体であられる朝鮮通信使縁地

連絡協議会との連携を図りながら行っていると

ころでございまして、そこにつきましては国際

課の方で対応させていただいているところでご

ざいます。 

【山田(博)委員】 民間団体がユネスコの記憶遺

産登録に向けて頑張っていて、これは大変大き

な貢献度ですよ。それで、もうちょっと、私た

ちも深く反省しておりますけれども、これをも

っとバックアップというか、ＰＲを、頑張って

いますよということを文化観光国際部長、支援
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というのを、民間がやっているから行政はあん

まりタッチしないではなくて、これは大変大き

な貢献度だと思いますよ。相撲で言うと金星と

いうか、すごいことだと思うんですよ、私は。

文化観光国際部長、民間団体がここまでやって

いて、バックアップがどっちかというと足りな

いんじゃないかと思うんですよ。その反省とい

うか、今後、どういった支援をしていくかを含

めて、ぜひ。国際課としてはいろいろ大変だと

思うんですよ。ほかの部署もあって、あれもし

ないといかん、これもしないといかんというこ

とで大変かもしれませんけれども、人員の問題

もあるかもしれませんけれども、ぜひバックア

ップをしてもらいたいと思うんです。それにつ

いて、見解を聞かせていただきたいと思います。 

【松川文化観光国際部長】 朝鮮通信使のユネス

コ記憶遺産登録に向けては、まさしく朝鮮通信

使縁地連絡協議会の松原理事長が本当大変なご

尽力をされ今日までこられています。このこと

に対しまして、県としまして大変な敬意をもっ

ているわけでございます。 

 県としまして、これまで何をやってきたかと

申しますと、その縁地連絡協議会の活動に対す

る財政的支援ももちろん行ってまいりましたが、

先ほど国際課長が答弁しましたように、例えば

外務省との調整とか、また、いろんな会議がご

ざいます。会議においては、我々がオブザーバ

ーとして出まして、そういった部分での情報を

収集しながら、先ほど申し上げた国との調整、

そういったものをさせていただいておりますし、

今回、パリの方でも地元市、縁地連絡協議会等

がパリの日本文化センターの方でＰＲをすると

いうことでございましたので、県としても職員

を派遣して、一緒になってＰＲ活動をさせてい

ただいたところであります。 

 来年いよいよ登録ということになりましたら、

これはやはり全世界に向けて釜山市、また、対

馬市、関係自治体とともに、これを大きく発信

して地域の活性化につなげてまいりたいと考え

ているところでございます。 

【山田(博)委員】 私は、この総務委員会に2年

間所属させていただきまして、当初、文化観光

国際部というのは、どちらかというと、私の感

覚としては地味な感じがあったわけです。しか

し、いろいろな議論を2年間させていただいて

痛感したのは、ここの部署というのは大変重い

部署だと。これが単なる文化観光ではなくて、

これがえらい経済波及効果をもたらすと。昔で

言ったら、土木部が花の部だったと私は思うん

ですよ。しかし、今は違うんですから。この文

化観光国際部がいかに地域に経済波及効果をも

たらすかと。観光振興にしてもそうですよ。だ

から、皆さん方がいかに重責を担っているか、

また、重い責任感を持っているか十分わかりま

したので、ぜひこれからも頑張っていただきた

いと思っております。 

 特に、最後に孫文・梅屋庄吉と長崎プロジェ

クトでありますけれども、今、日中関係が中央

では、いろんな新聞報道で尖閣問題があります

けれども、ぜひ文化振興課長、このプロジェク

トで日中間の交流を深めるようにぜひ頑張って

いただきたいと思っております。もちろん、私

の地元の五島のこともしっかりとよろしくお願

いしたいと思います。 

 以上をもって終わります。 

【山本(由)委員長】 ほかに質問はございません

か。 

【西川委員】 山田(博)委員の梅屋庄吉関連事業

に関連して申し上げますが、先ほど台湾から16

万2,000人、中国から6万人の県内宿泊者がある
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と聞きました。 

 そういう中で、皆さんは大変仕事がしにくい

かもわかりませんが、実は梅屋庄吉じゃなくて、

孫文を今でも崇拝しているのは台湾の人ではな

いか。義理人情に厚い台湾の人は、世界三大、

または四大博物館と言われる故宮博物院の正面

に孫文の座像があります。古謝課長、今年、台

北に行った時に見られましたか。 

 そういうふうに、中国は共産党ですから、案

外古き良き、また井戸を掘った人に対してのこ

ともすぐ忘れるんじゃないかと私は心配してい

るんですね。そういうことで、台湾の人はもっ

と、長崎には梅屋庄吉という孫文の独立運動に、

辛亥革命に協力したんですよということを台湾

でＰＲしたら、もっと長崎の像を見に来る。そ

ういうこともあって増えるんじゃないかと思い

ますが、この梅屋庄吉と孫文関連の事業の考え

方を、もうこれ以上中国でやってもあんまり効

果はないですよ。だから、台湾でやる考えを持

たれないですか、どうですか。 

【古謝文化振興課長】 台湾の方にも孫文の記念

館がございまして、今年度は実施していないん

ですけれども、過去に館長サミットという形で

長崎に世界の孫文関係の記念館をお招きした時

は、台湾も含めてお呼びしております。そのお

付き合いがありましたので、4月に台湾に行っ

た際も私は協議というか、お礼と挨拶に行って

まいりました。 

 今、孫文・梅屋プロジェクトで海外での展示

というのは、中国も含めて検討はしておりませ

んが、今後、そういう機会があれば台湾を含め

て、別にそれを排除することなく検討したいと

思います。 

【山本(由)委員長】 ほかに質問はございません

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)委員長】 それでは、ほかに質問がな

いようですので、文化観光国際部関係の審査結

果について整理したいと思います。 

 しばらく休憩します。 
 

― 午後 ４時４１分 休憩 ― 

― 午後 ４時４１分 再開 ― 
 

【山本(由)委員長】 委員会を再開します。 

 これをもちまして、文化観光国際部関係の審

査を終了いたします。 

 本日の審査はこれにてとどめ、明日は午前10

時から委員会を再開し、危機管理監、総務部及

び秘書広報局関係の審査を行います。 

 本日は、これをもって散会いたします。 

 お疲れさまでした。 
 

― 午後 ４時４２分 散会 ― 
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１、開催年月日時刻及び場所 

  平成２８年１２月１４日 

自   午前１０時 ２分 

至   午後 ５時 １分 

於   第 1 別館第 1 会議室 

 
 

２、出席委員の氏名 

委員長(分科会長) 山本 由夫 君 

副委員長(副会長) 里脇 清隆 君 

委 員 八江 利春 君 

 〃   吉村 庄二 君 

 〃   坂本 智徳 君 

 〃   山田 博司 君 

 〃   髙比良 元 君 

 〃   浅田眞澄美 君 

 〃   西川 克己 君 

 〃   川崎 祥司 君 

 〃   前田 哲也 君 

 
 

３、欠席委員の氏名 

な   し  

 
 

４、委員外出席議員の氏名 

な   し  

 
 

５、県側出席者の氏名 

危 機 管 理 監 西浦 泰治 君 

危 機 管 理 課 長 陣野 和弘 君 

消 防 保 安 室 長 園田 秀昭 君 

 
 

総 務 部 長 上田 裕司 君 

総 務 部 次 長 相川 一洋 君 

総 務 部 参 事 監 
（県庁舎担当） 

髙宮 茂隆 君 

総 務 文 書 課 長  
（ 参 事 監 ） 

徳永 一俊 君 

県民センター長 田中紀久美 君 

県庁舎建設課長 赤尾 聖示 君 

県庁舎建設課建設監 藤川 康博 君 

人 事 課 長 松尾 誠司 君 

新行政推進室長 伊達 良弘 君 

職 員 厚 生 課 長 三田  徹 君 

財 政 課 長 前田 茂人 君 

財 政 課 企 画 監 鳥谷 寿彦 君 

管 財 課 長 橋口 俊哉 君 

税 務 課 長 萩本 秀人 君 

情 報 政 策 課 長 大庭 茂雄 君 

総務事務センター長 大串 正文 君 

 
 

秘 書 広 報 局 長 木村伸次郎 君 

秘書課長（参事監） 木山 勝己 君 

広 報 課 長 土井口章博 君 

 
 

林 政 課 長 （ 参 事 監 ） 佐藤 義高 君 

 
 

企 画 振 興 部 長 辻本 政美 君 

 
 

文化観光国際部長 松川 久和 君 

 
 

会 計 管 理 者 新井 忠洋 君 
 
 

監 査 事 務 局 長 辻  亮二 君 
 
 

人事委員会事務局長 大串 祐子 君 
 
 

労働委員会事務局長(併任) 大串 祐子 君 
 
 

議 会 事 務 局 長 山田 芳則 君 
 
 

警 務 部 長 壱岐 恭秀 君 
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６、審査の経過次のとおり 

 

― 午前１０時 ２分 開議 ― 
 

【山本(由)分科会長】 分科会を再開いたします。 

 これより、危機管理監、総務部及び秘書広報

局関係の審査を行います。 

 まず、分科会による審査を行います。 

 予算議案を議題といたします。 

 危機管理監より、予算議案説明をお願いいた

します。 

【西浦危機管理監】 おはようございます。 

 危機管理監関係の議案について、ご説明いた

します。 

 「予算決算委員会総務分科会関係議案説明資

料」の「危機管理監」の1ページをご覧くださ

い。 

 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第131号議案「平成28年度長崎県一般会計補正

予算（第4号）」のうち関係部分、第137号議案

「平成28年度長崎県一般会計補正予算（第6号）

のうち関係部分であります。 

 はじめに、第131号議案「平成28年度長崎県

一般会計補正予算（第4号）」のうち関係部分

についてご説明いたします。 

 歳出予算は、合計で1,015万3,000円の減とな

っており、これは、危機管理監職員の給与費に

ついて、関係既定予算の過不足の調整に要する

経費であります。 

 次に、第137号議案「平成28年度長崎県一般

会計補正予算（第6号）」のうち関係部分につ

いてご説明いたします。 

 歳出予算は、合計で184万4,000円の増となっ

ており、これは、危機管理監職員の給与改定に

要する経費であります。 

 以上をもちまして、危機管理監関係の説明を

終わります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。 

【山本(由)分科会長】 次に、総務部長より、予

算議案説明をお願いいたします。 

【上田総務部長】 総務部関係の議案について、

ご説明をいたします。 

 「予算決算委員会総務分科会関係議案説明資

料」の「総務部」をお開きください。 

 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第131号議案「平成28年度長崎県一般会計補正

予算（第4号）」のうち関係部分、第137号議案

「平成28年度長崎県一般会計補正予算（第6

号）」のうち関係部分でであります。 

 はじめに、第131号議案「平成28年度長崎県

一般会計補正予算（第4号）」のうち関係部分

についてご説明いたします。 

 歳入予算は合計で、8億7,217万3,000円の減

となっております。 

 この内訳は、繰入金10億567万3,000円の減、

県債1億3,350万円の増であります。 

 歳出予算は合計で、22万6,000円の増となっ

ております。 

 これは、総務部職員の給与費について、関係

既定予算の過不足の調整に要する経費でありま

す。 

 次に、第137号議案「平成28年度長崎県一般

会計補正予算（第6号）」のうち関係部分につ

いてご説明いたします。 

 歳入予算は合計で、11億3,744万5,000円の増

となっております。 

 この内訳は、繰入金11億3,744万5,000円の増

であります。 

 歳出予算は合計で、2,279万7,000円の増とな
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っております。 

 これは、総務部職員の給与改定に要する経費

であります。 

 以上をもちまして、総務部関係の説明を終わ

ります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。 

【山本(由)分科会長】 次に、秘書広報局長より、

予算議案説明をお願いいたします。 

【木村秘書広報局長】 秘書広報局関係の議案に

ついて、ご説明いたします。 

 「予算決算委員会総務分科会関係議案説明資

料」の「秘書広報局」の1ページをお開き願い

ます。 

 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第131号議案「平成28年度長崎県一般会計補正

予算（第4号）」のうち関係部分、第137号議案

「平成28年度長崎県一般会計補正予算（第6

号）」のうち関係部分であります。 

 はじめに、第131号議案「平成28年度長崎県

一般会計補正予算（第4号）」のうち関係部分

について、歳出予算は合計で、3,050万8,000円

の増となっており、これは、知事・副知事及び

秘書広報局職員の給与費について、関係既定予

算の過不足の調整に要する経費であります。 

 次に、第137号議案「平成28年度長崎県一般

会計補正予算（第6号）」のうち関係部分につ

いて、歳出予算は合計で、234万9,000円の増と

なっており、これは、知事・副知事及び秘書広

報局職員の給与改定に要する経費であります。 

 以上をもちまして、秘書広報局関係の説明を

終わります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。 

【山本(由)分科会長】 ありがとうございました。 

 以上で説明が終わりましたので、これより予

算議案に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

【吉村(庄)委員】 総務部でお尋ねしますが、ほ

かのところも含めて、それぞれの部門の給与改

定それから過不足の調整、こういうものが人件

費を中心にしてあっています。後の第142号議

案「職員の給与に関する条例等の一部を改正す

る条例」と当然関係ありますけれども、予算が

出ましたからお尋ねしますけれども、長崎県の

職員の賃金は、今度の補正で給与改定の条例が

出ていますが、そういうものについての補正で、

いつも比べられるラスパイレス指数がどういう

状態になっているのか、97 ぐらいなのか、も

っと上なのか、もっと下なのか、そこら辺につ

いて具体的にお知らせ願いたい。 

【松尾人事課長】 今の長崎県の賃金の水準とい

うようなことで、国においては、ラスパイレス

指数ということで比較する指数を公表している

ところでございます。本県については、国との

比較の中では 98.1 ということで、全国 39 位の

給与水準となっているところでございます。 

【吉村(庄)委員】 39 位というのは、賃金の全

国都道府県のところの順位ですね。 

 それで、国はいろんな指導をしているのです

が、賃金について、ほかの市町の自治体に対し

てもですが、県は、トップランナー方式につい

ては、実情に応じて考えなければいけないと。

トップランナー方式というのは、簡単に言うと、

見直しとかをやったところについては地方交付

税の算定の時に加味をする、あるいは逆に、そ

ういうところについて努力していないところは

マイナスにするとか、そういうものがトップラ

ンナー方式ということになって、私たちは、そ

れをものすごく問題だと思っているし、県も、
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そういうところについては実態に応じたやり方

をしてもらわなければ困ると、こういうふうな

ことで政府に対する要望はしてあることは承知

をしております。 

 ラスパイレス指数が 98.1、それで 39 位と。

これは総務部長、意見だけ言っておきますが、

私は、もう少し考えられていいんじゃないかと。

もちろん県民所得はどうだという話をすると

40 位から下だ、こういう状況ですから、必ず

しも高いのがいいとは言いませんけれども、国

家公務員が100としたら98.1、それから全国都

道府県全体の中で 39 位と。これはやっぱり半

分ぐらいは考えていただく必要はあるんじゃな

いかと思いますが、いかがですか。 

【上田総務部長】 地方公務員の給与の制度でご

ざいますけれども、地方公務員法によりまして、

民間、国、他の県との均衡を図っていくという

ことが給与決定の原則となっております。これ

を実現していきますために、地方公務員制度の

中に人事委員会制度というものを法的に位置付

けをして、そこで調査をした結果、人事委員会

が任命権者に対して勧告を行うという法律構成

になっております。そういった意味では、人事

委員会の勧告に基づきまして、この間、今回は

プラスですけれども、マイナスの勧告も出てお

ります。そういった流れの中で、平成 18 年、

給与構造改革で、地域の水準に合わせていくと

いう制度改革がございました。そういったもの

を適正に運用してきております。その結果、現

在の状況になっているものと思っておりますの

で、基本的には、現在、民間、国に準じた形で

適正に運用しているというふうに考えておりま

す。 

【吉村(庄)委員】 そういうシステムになってい

ることは私も十分承知しています。しかし、あ

なた方だって、人事委員会が勧告をしたりして、

いろんな話をする時に、もっと高かった時には、

ラスパイレス指数がこんなに高いのだから、

100 を超えたら総務省の指導もある、そういう

状況の中で、ラスパイレス指数というのは非常

に大きな要素だと、今までもそういう言い方で

やってきているけれども、基本は、国家公務員

に対する人事院の勧告、それから県については

人事委員会の勧告、こういうところできちっと

やられていることについては、それなりの一定

の理解を示しますが、98.1 という数字、39 位

という数字については、私は、要望としておき

ますが、もう少し考えていただく必要がある、

全体的に人事政策としても、人事制度というの

はそこだけではございませんけれども、非常に

重要なポイントですから、というふうに思って、

意見だけ述べさせていただきます。 

【山田(博)委員】 人事課長に、私も県議会議員

として 4 期目になって、10 年ということで、ま

だまだ勉強不足もたくさんあるものですから、

お尋ねしたいことがあるんですけれども、今回

の人事委員会勧告があって、給与を上げること

になったわけですね。上げる時には、皆さん、

こういうふうに財政が厳しい中でも勧告があっ

たから上げると。人事課長、今度は下げるとな

ると、人それぞれの人生設計とかがあるわけで

すね。私も、今、ベストセラーになっている田

中角栄先生の生涯の生きざまというか、政治活

動の本を拝見させていただいていると、日本の

将来を担う子どもたちの現場で頑張っている先

生方の給料が安いということで、あの人は、給

料を上げているわけです。政治家として、なる

ほどなと。 

 私は、そこで転じて、皆さん方も、地域の皆

さん、県政のために頑張っているわけですね。
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その中で、人事委員会勧告が出たから上げるの

はあるとしても、下げる時は、県の職員、学校

の先生、警察も全部下げるわけです。今回そう

なりましたけれども、一律そうするとなってい

るんですか。地方自治法でどういうふうにされ

ているか、予算に関連してお尋ねしたいと思い

ます。 

【松尾人事課長】 給与改定の考え方でございま

すけれども、先ほど総務部長からもお話しさせ

ていただいたように、人事委員会勧告というこ

とで、均衡の原則、国、他県等の状況を踏まえ

て、第三者機関である人事委員会が民間等の調

査を行った上で、公民較差がある場合について、

その改定を勧告していただいて、任命権者のほ

うで判断します。従来、そういった形でプラス

改定であれば、人事委員会の勧告でございます

ので、本県職員については全て一律に対象とな

って引き上げがありますし、マイナス勧告の時

も 4 年前ぐらいにありましたけれども、そうい

った時も同じような形でマイナスの改定を一律

で行っている状況でございます。あくまでも人

事委員会勧告に基づいた形での対応です。一方

で、そうしながらも、給与のカットというふう

なことはさらなる収支改善の中で平成 27 年か

ら行ってきたところはございます。そこはまた

別途、財政状況等々を勘案しながら、任命権者

のほうで判断した結果として、そういう措置を、

これはあくまで時限的な形でやらせていただい

たということでございます。基本的には、公務

員の給与というのは、第三者機関である人勧に

基づいた形で、その勧告を受けて措置するとい

うことをベースに考えております。 

【山田(博)委員】 人事課長、私がお尋ねしてい

るのは、給与を、人事委員会勧告が出て、ある

程度、見習ってしなければいけないというのは

わかるんです。私が言っているのは、例えば、

下げなければいけないということで出ましたら、

下げなければいけないと。それはわかりました

と。かといって、教育現場で働いている先生方

の意識高めるようなことはどうかと。危険を顧

みず、消防とか、自然災害とか、災害で頑張っ

ている消防署の職員とか、全部下げなければい

けないという決まりがあるのかどうかというの

をお尋ねしたいんです。わかりやすく言うと、

勧告が出たから教員とか警察の人たちも給料を

下げなければいけないようになっているのかど

うかと私は聞いているわけです。そして、ルー

ルがあるのかです。ルールがあるんだったら、

地方自治法でうたっているのかどうか。 

【松尾人事課長】 基本的には、地方公務員法の

中で、職員の給与については、第三者機関であ

る人事委員会が民間との均衡を踏まえて、そこ

の公民較差をどう埋めるかというふうな形の調

査結果を示されますから、それを人事委員会の

勧告として県知事に勧告されます。これは公務

員が労働基本権の制約の代償措置という形で、

過去から踏まえた制度でございますので、そう

いったルールにのっとった形で勧告があって、

その勧告を受けて、任命権者が判断して、マイ

ナス勧告であればマイナス勧告という形で関係

の知事部局の職員、教育部局の職員、警察の職

員、全て該当して対象となっていくということ

でございます。 

【山田(博)委員】 地方自治法で全部一律にしな

ければいけないというルールになっているんで

すか。私がお聞きしているのは、それだけなん

です。 

【上田総務部長】 これは基本的には、先ほど人

事課長が申し上げたとおりでございますけれど

も、その勧告の内容が、例えば、行政職の給料
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表、教育職の給料表あるいは警察の給料表、そ

の給料表は国とも連動している部分がございま

す。そういった意味で、勧告の内容が、教育職

給料表も含めて、いわゆる格差を解消する措置

を行うべしという勧告が出る場合には、それに

従って、全ての対象の給料表の改定を行ってい

くという趣旨でございます。 

【山田(博)委員】 そういうことなんですね。 

 私は、基本的に、地域におきましては地域の

独自性というものがあるわけです。国から人事

院勧告、第三者機関から給料を下げろと言われ

たから、教育関係の先生方とか、警察行政も下

げろと言われたからといって「はい、わかりま

した」というのは、私はどうかと思っているん

です。皆さん方も頑張っているんですよ。皆さ

ん方は、下げろと言ったら、「はい、下げなさい」

と言っているわけじゃないんですよ。こういっ

たものは、やっぱり地域の独自性というものは

考えなければいけないんじゃないかと思ってい

るんです。実際皆さん方も頑張ったら給料をや

れるでしょう。勧告したから、一概に全部下げ

なさいと言うのはどうかと思っているわけです。

長崎県の職員は日本全国の県職員に比べたら頑

張っているから、勧告が下げたら「はい、わか

りました」で下げるというのも、勧告があった

としても、そこはそことして置いておいてとい

うふうな考えもこれからはとるべきじゃないか

と思っているわけでございまして、余りこれ以

上言うと、財政の問題もあるから、ここで終わ

りたいと思います。ありがとうございました。 

【山本(由)分科会長】 ほかに質疑はありません

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)分科会長】 ほかに質疑がないようで

すので、これをもって質疑を終了いたします。 

 次に、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)分科会長】 討論がないようですので、

これをもって討論を終了いたします。 

 予算議案に対する質疑・討論が終了しました

ので、採決を行います。 

 第131号議案のうち関係部分及び第137号議

案のうち関係部分は、原案のとおり、それぞれ

可決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)分科会長】 ご異議なしと認めます。 

 よって、予算議案は、原案のとおり、それぞ

れ可決すべきものと決定されました。 

 しばらく休憩いたします。 
 

― 午前１０時２１分 休憩 ― 

― 午前１０時２２分 再開 ― 
 

【山本(由)分科会長】 委員会を再開いたしま

す。 

【山本(由)委員長】 次に、委員会による審査を

行います。 

 議案を議題といたします。 

 危機管理監より所管事項説明をお願いいたし

ます。 

【西浦危機管理監】 危機管理監関係の所管事項

について、ご説明いたします。 

 「総務委員会関係議案説明資料」及び「総務

委員会関係議案説明資料（追加1）」の「危機

管理監」部分をお開きください。 

 今回、ご報告いたしますのは、原子力安全連

絡会の開催について、原子力防災訓練の実施に

ついて、玄海原発3・4号機新規制基準適合性審

査について、平成28年度緊急消防援助隊九州ブ

ロック合同訓練の実施について、第25回全国消
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防操法大会について、平成29年度の重点施策、

事務事業評価の実施について、施策評価の実施

についてでございます。 

 説明資料、危機管理監の1ページをご覧くだ

さい。 

 原子力安全連絡会の開催についてでございま

すが、九州電力玄海原子力発電所から30キロメ

ートル圏内にエリアを有する松浦市、佐世保市、

平戸市、壱岐市において、原子力発電所に関す

る防災対策や玄海原子力発電所における安全対

策等の情報の共有化と意見交換を行うため、去

る9月21日（平戸市）を皮切りに9月27日（佐世

保市）まで、順次、長崎県原子力安全連絡会を

開催いたしました。 

 参加した皆様からは、原子力災害時に利用す

る避難道路の整備を求める意見、また、避難先

の住民にも十分な協力を得られるよう、事前に

訓練内容を説明すべきとの意見等をいただきま

した。 

 安全連絡会でいただいたご意見については、

今後の原子力防災対策に反映してまいります。 

 原子力防災訓練の実施についてでございます

が、去る10月10日、玄海原子力発電所での事故

発生を想定した原子力防災訓練を佐賀県、福岡

県と実施いたしました。 

 今回の訓練には、自衛隊、海保、警察、消防

など85機関が参加し、松浦市、佐世保市、平戸

市及び壱岐市の住民の方々約650人が、長崎県

地域防災計画に基づき、30キロメートル圏外の

避難所等に避難していただくとともに、情報伝

達訓練、緊急時モニタリング訓練及び緊急被ば

く医療訓練などを関係機関と連携して実施いた

しました。 

 今後、今回の訓練を十分に検証し、その結果

を地域防災計画と防災対策に反映させてまいり

ます。 

 説明資料2ページをお開きください。 

 玄海原発3・4号機新規制基準適合性審査につ

いてでございますが、去る11月9日、原子力規

制委員会は玄海原子力発電所3・4号機に関し、

新規制基準に適合していると認められるとして

審査書案を了承しました。 

 今後、国民への意見募集を行い、予定どおり

審査が進むと原子炉設置変更許可となりますが、

設置許可に至った場合は、地域住民に対して国

及び九州電力から原発の安全性を含め、十分な

説明を行っていただきたいと考えております。 

 九州電力には、県民の安全・安心のため、引

き続き万全の措置を講じられるよう求めてまい

ります。 

 平成28年度緊急消防援助隊九州ブロック合

同訓練の実施についてでございますが、去る11

月5日から6日にかけて、雲仙市国見町多以良港

埋立地をメイン会場に、平成28年度緊急消防援

助隊九州ブロック合同訓練を消防庁との共催に

より実施いたしました。 

 本訓練は、緊急消防援助隊の消火・救助技術

や指揮・連携活動能力等の向上を図ることを目

的に、平成8年度以降、全国を6ブロックに分け

て毎年実施されており、今回の訓練には、九州

各県消防機関、陸上自衛隊等計16機関、約1,300

名が参加しました。 

 今後とも、大規模災害等に対し迅速かつ適切

に人命救助活動等を実施できる体制を確保する

ため、関係機関等との連携強化に取り組んでま

いります。 

 説明資料3ページをお開きください。 

 第25回全国消防操法大会についてでござい

ますが、去る10月14日、長野市において、消防

団員の技術向上と消防団の活性化を図ることを
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目的として第25回全国消防操法大会が開催さ

れ、本県代表として初出場した大村市消防団は、

日頃の訓練の成果を遺憾なく発揮し、小型ポン

プの部において準優勝に輝きました。 

 追加1の1ページをお開きください。 

 平成29年度の重点施策でございますが、平成

29年度の予算編成に向けて「長崎県重点戦略

（素案）」を策定いたしました。 

 危機管理監においては、総合計画に掲げる「安

心快適な暮らし広がる長崎県」の実現のため、

どのような災害が発生しようとも、県民の命を

守るための必要な取組を重点的に実施いたしま

す。 

 その他の項目につきましては、記載のとおり

でございます。 

 以上をもちまして、危機管理監関係の説明を

終わります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。 

【山本(由)委員長】 ありがとうございました。 

 次に、総務部長より総括説明をお願いいたし

ます。 

【上田総務部長】 総務部関係の議案について、

ご説明いたします。 

 「総務委員会関係議案説明資料」、「総務委

員会関係議案説明資料（追加1）」、「総務委

員会関係議案説明資料（追加4）」の「総務部」

をお開きください。 

 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第141号議案「職員の退職手当に関する条例の

一部を改正する条例」のうち関係部分、第142

号議案「職員の給与に関する条例等の一部を改

正する条例」のうち関係部分、第143号議案「合

衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機

関等の所有する自動車に対する自動車税の徴収

の特例に関する条例の一部を改正する条例」、

第144号議案「長崎県税条例の一部を改正する

条例」、第145号議案「ながさき森林環境税条

例の一部を改正する条例」、第146号議案「長

崎県行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律に基づく個人番

号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

の一部を改正する条例」、第154号議案「当せ

ん金付証票の発売について」であります。 

 はじめに、条例議案についてご説明いたしま

す。 

 第141号議案「職員の退職手当に関する条例

の一部を改正する条例」のうち関係部分につい

てであります。 

 この条例は、雇用保険法の改正により、雇用

保険の適用範囲や求職活動の内容が見直された

ことに伴い、国家公務員退職手当法が改正され

たため、国に準じ、所要の改正をしようとする

ものであります。 

 次に、第142号議案「職員の給与に関する条

例等の一部を改正する条例」のうち関係部分に

ついてであります。 

 この条例は、10月7日に行われた県人事委員

会の職員の給与等に関する報告及び勧告や国家

公務員の取扱いの状況等を踏まえ、職員の給与

改定等を実施するため関係条例を改正しようと

するものであります。 

 なお、これら2件につきましては、後ほど人

事課長から補足説明をさせていただきたいと存

じます。 

 第143号議案「合衆国軍隊の構成員等、契約

者又は軍人用販売機関等の所有する自動車に対

する自動車税の徴収の特例に関する条例の一部

を改正する条例」についてであります。 

 この条例は、在日米軍関係者が所有する自動
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車に対する自動車税について、納税者の納税機

会を拡大し、窓口での収納事務を改善するため

の所要の改正をしようとするものであります。 

 第144号議案「長崎県税条例の一部を改正す

る条例」についてであります。 

 現在、本県は、総合交通体系や文化スポーツ

施設などの都市基盤の整備、充実に要する費用

に充てるため、条例で定めることにより可能と

なる超過課税制度を用いて、法人県民税法人税

割において標準税率3.2％を0.8％上回る超過税

率4％を適用しております。 

 この条例は、依然として総合交通体系や文化

スポーツ施設などの都市基盤の整備、充実に対

する財政需要があることから、超過課税を引き

続き5年間延長するために本県税条例について

所要の改正をしようとするものであります。 

 第145号議案「ながさき森林環境税条例の一

部を改正する条例」についてであります。 

 この条例は、森林の公益的機能に鑑み、森林

の保全と森林をすべての県民で守り育てる意識

の醸成を目的に、平成19年度から県民税均等割

への超過課税として導入している「ながさき森

林環境税」を引き続き5年間延長するため、所

要の改正をしようとするものであります。 

 なお、この件につきましては、後ほど林政課

長から補足説明をさせていただきたいと存じま

す。 

第146号議案「長崎県行政手続における特定

の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報

の提供に関する条例の一部を改正する条例」に

ついてであります。 

この条例は、行政手続における特定の個人を

識別するための番号の利用等に関する法律第9

条第2項に基づく個人番号の利用及び第19条第

9号に基づく特定個人情報の提供に関する事項

の追加等に伴い、所要の改正をしようとするも

のであります。 

次に、事件議案についてご説明いたします。 

第154号議案「当せん金付証票の発売につい

て」。 

 この議案は、当せん金付証票法第4条第1項の

規定により、平成29年度の宝くじの発売総額を、

115億円以内に定めようとするものであります。 

 次に、議案外の報告事項についてご説明いた

します。 

（契約の締結の一部変更について） 

 平成26年9月定例会で可決されました長崎県

庁舎議会棟新築工事について、地方自治法第

180条の規定に基づく軽易な事項として専決処

分させていただいたものであります。 

 次に、議案外の所管事項についてご説明いた

します。 

 今回ご報告いたしますのは、事務事業及び公

共事業評価の実施について、施策評価の実施に

ついて、地方創生の推進について、新県庁舎建

設工事の進捗状況等について、ふるさと納税に

ついて、長崎ゆかりの交流会の開催について、

平成29年度の重点施策について、熊本地震への

対応についてであります。 

 4ページをお開きください。 

 まず、事務事業及び公共事業評価の実施につ

いてでありますが、本年度の事務事業評価は、

新たな総合計画の推進のため、効果的、効率的

に寄与する仕組みとなるよう、事業群単位で構

成する事業をひとまとめにして評価する事業群

評価制度に見直しを行い実施したところです。 

 本年度の事業評価において、1、平成28年度

事務事業の評価863件、2、指定管理者制度導入

施設の評価51件、3、平成29年度当初予算に向
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けた公共事業に係る新規事業箇所の事前評価

69件を実施し、公表いたしました。内容につい

ては、お配りしている資料のとおりであります。 

 その概要についてでありますが、平成28年度

事務事業の評価においては、160件の事業群評

価調書により、863件の評価を実施いたしまし

たが、そのうち315件（36.5％）の事業が平成

29年度に向けて「拡充」「改善」「統合」「縮

小」「廃止」のいずれかの見直しを検討いたし

ております。 

 このうち総務部関係分につきましては、4件

の評価を実施いたしましたが、その評価の概要

等については、お配りしている資料のとおりで

あります。 

 今後、県議会における議論を踏まえながら、

さらなる事業等の見直しなどに取り組んでまい

りたいと考えております。 

 次に、6ページをお開きください。 

 新県庁舎建設工事の進捗状況等についてであ

りますが、10月末時点における行政棟建築工事

の進捗率は約50％、警察棟建築工事の進捗率は

約57％、行政棟及び警察棟建築工事における県

内企業の下請け状況は約53％となっておりま

す。 

 今後は、新庁舎への移転に向けたネットワー

ク整備や、移転業務に関する手続きを進めると

ともに、引き続き、平成29年末から30年1月の

移転実施に向けて、工事等の進捗を図ってまい

ります。 

 次に、ふるさと納税についてであります。 

 「ふるさと長崎応援寄付金」いわゆる「ふる

さと納税」につきましては、全国的に寄付額が

増加している中、本県の寄付金額の順位は全都

道府県中34位となっております。 

 そこで、ふるさと納税を通じた、本県の魅力

の全国への発信と更なる歳入確保を目指して、

庁内関係各課による検討を行い、寄付金の使途

や寄付者への返礼品について見直すことといた

しました。 

 なお、この件につきましても、後ほど税務課

長から補足説明をさせていただきたいと存じま

す。 

 次に、「総務委員会関係議案説明資料（追加

1）」の「総務部」をお開きください。 

平成29年度の重点施策についてであります。 

 総務部の予算編成における主な基本方針とい

たしましては、「長崎県行財政改革推進プラン」

を着実に推進し、「事業・業務プロセスの見直

し」「より効果的・効率的に事業・業務を実施

する職員の人材育成」「県政の将来に向けて持

続可能かつ安定的な行財政運営の具体化」に向

けて取り組みます。 

 また、県税収入を確保するため、市町との連

携を継続し、未収額の解消に努めるとともに、

財政構造改革のための総点検を実施し、早期に

着手が可能なものについては、速やかに実施し

てまいります。 

 最後に、「総務委員会関係議案説明資料（追

加4）」の1ページをお開きください。 

熊本地震への対応についてでございます。 

 熊本県からの協力依頼に応じまして、一時避

難として、旅館・ホテルによる受け入れ支援を

実施してきたところでありますが、熊本県の各

市町村において応急仮設住宅等の整備が進み、

熊本県内の避難所が11月18日をもって全て閉

鎖されたことにより、旅館・ホテルを避難所と

して提供する必要がなくなった旨、先般、熊本

県から通知がありました。 

 これに伴い、本県においても本受け入れ事業

を終了いたしました。長崎県旅館ホテル生活衛
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生同業組合並びに県内の旅館・ホテルの皆様の

ご協力をいただき、これまで1,000人近い方々を

受け入れることができましたことは、被災者の

方々への大きな支援につながったものと考えて

おります。 

 なお、県営住宅等への受け入れにつきまして

は、現在継続をいたしておりまして、11月末現

在で22世帯55名の方々が入居されているとこ

ろであります。 

 その他の事項並びに詳細につきましては、記

載のとおりであります。 

 以上をもちまして、総務部関係の説明を終わ

ります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。 

【山本(由)委員長】 ありがとうございました。 

 次に、秘書広報局長より所管事項説明をお願

いいたします。 

【木村秘書広報局長】 秘書広報局関係の所管事

項について、ご説明いたします。 

 「総務委員会関係議案説明資料（追加1）」

の「秘書広報局」の1ページをお開き願います。 

 県外に向けたふるさと情報等の発信強化につ

いてでございます。 

 本県の魅力を全国に向けて発信するため、「な

がさきにこり」の発行、インターネットやソー

シャル・ネットワーキング・サービスの活用、

首都圏や関西圏を中心としたパブリシティ活動

などに取り組んでまいりました。 

 加えて、若者の県内就職対策として、県外の

大学に進学した学生等に対して、県内企業の紹

介やふるさと情報の発信などを行う事業が、国

の交付金事業として採択されたことから、広報

課において、本県のふるさと情報を発信するス

マートフォン用アプリの開発に取り組むなど、

本県へのＵＩＪターンや交流人口の拡大につな

がるよう、当アプリを最大限に活用し、県外に

向けた本県の魅力やふるさと情報の発信をさら

に強化してまいります。 

 次に、平成29年度の重点施策についてであり

ます。 

 平成29年度の予算編成に向けて「長崎県重点

戦略（素案）」を策定いたしました。このうち、

秘書広報局の予算編成における基本方針及び主

要事業についてご説明いたします。 

 知事・副知事の秘書事務を適正に執行すると

ともに、「長崎県広報戦略」に基づき、各種広

報媒体の特性を活かし、ターゲットに即した情

報発信を行うなど、「元気な長崎県づくり」に

努めてまいります。 

 また、主要事業といたしましては、本県の魅

力やふるさと情報を、スマートフォン用のアプ

リを通し、県外に向けて発信してまいりたいと

考えております。 

 以上をもちまして、秘書広報局関係の説明を

終わります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。 

【山本(由)委員長】 ありがとうございました。 

 次に、人事課長及び林政課長より補足説明を

求めます。 

【松尾人事課長】 今回、ご審議をお願いしてお

ります人事課所管の条例のうち、第141号議案、

職員の退職手当に関する条例等の一部を改正す

る条例案について、補足してご説明したいと思

います。 

 お手元の「平成28年11月定例県議会総務委員

会説明資料」の1ページをお開きいただきたい

と思います。 

 この条例は、雇用保険法の改正に伴いまして、
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国家公務員退職手当法が改正されましたもので

すから、国に準じ所要の改正を行うものでござ

います。 

 初めに、雇用保険法の改正の概要でございま

す。2点ご説明いたします。 

 まず、1番でございまして、高年齢求職者給

付金、いわゆる失業等給付の支給対象拡大とい

うふうなことでございます。 

 民間企業におきましては、これまで、65歳以

降に雇用された者は、原則として雇用保険の適

用除外でございましたけれども、今回の改正に

より、65歳以降に新たに雇用された者、これを

「高年齢被保険者」という呼び方をいたします、

についても、雇用保険を適用いたしまして、離

職して求職活動をする場合には、その都度、高

年齢求職者給付金（失業等給付）が支給される

こととなりました。 

 次に、2番、求職活動費の拡充でございます。 

 これまで、受給資格等が公共職業安定所の紹

介により往復300キロメートル以上の遠隔地に

おいて求職活動をする場合に交通費等を支給し

ておりましたが、今回の改正により、名称を求

職活動支援費に改めまして、距離要件を往復

200キロメートルに緩和することとなりました。

また、面接に際しての子どもの一時預かりを利

用する場合の費用等についても新たな支援の対

象となっております。 

 2ページをお開きいただきたいと思います。 

 こういうふうな改正を受けまして、職員の退

職手当条例の該当部分の改正についてのご説明

でございます。 

 公務員につきましては、雇用保険法がもとも

と適用除外となっておりますが、公務員であっ

ても退職後に失業している場合は、雇用保険法

による失業等給付と同等の水準は保障する必要

があることから、民間企業における失業等給付

に相当するものとして、職員の退職手当に関す

る条例において「失業者の退職手当」に関する

規定を設けております。今回の雇用保険法の改

正に伴いまして、先ほど申し上げました高年齢

求職者給付金、求職活動費に対応する部分、以

上について条例で改正が必要になったというふ

うなことで、国に準じ、所要の改正を行うもの

でございます。 

 実施時期につきましては、国の施行日と同じ

平成29年1月1日から適用したいと思っており

ます。 

 以上で、第141号議案の内容についての補足

説明を終わります。 

 引き続きまして、第142号議案でございます。 

 3ページをお開きいただきたいと思います。 

 この条例は、10月7日に行われました長崎県

人事委員会の職員の給与等に関する報告及び勧

告並びに国家公務員の給与の取扱いの状況を踏

まえ、本年度及び次年度以降の給与改定を行う

ため関係条例を改正しようとするものでありま

す。 

 まず初めに、平成28年度の給与改定のところ

でございます。1番に、職員の給与に関する条

例等の一部改正というふうなことでございます。

職員の給料表及び諸手当について、県の人事委

員会勧告に基づきまして、国に準じ改正するも

のでございます。 

 給料表につきましては、各給料表の水準を国

家公務員の俸給表の改定に準じまして、平均

0.2％、在職者平均では0.14％の引き上げを行う

ものでございます。 

 次に、諸手当でございますが、医師の初任給

調整手当につきましては、最高支給額を41万

3,300円から41万3,800円に引き上げるもので
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ございます。 

 横長の4ページをご覧いただきたいと思いま

す。 

 期末・勤勉手当のことでございます。年間の

支給月数を引き上げるというふうなことで、そ

の内容は記載のとおりでございまして、一般職

員と部次長級である特定幹部職員については、

現行の年間4.2月を0.1月分引き上げまして年間

4.3月分とするものでございます。 

 5ページを見ていただきたいと思います。 

 2番に、一般職の任期付職員の採用等に関す

る条例の一部改正ということでございます。高

度の専門的な知識、経験等を有する者の任期を

定めて採用する特定任期付職員の給料表及び期

末手当の支給月数についても0.1月分を引き上

げるものでございます。 

 続きまして、3番目でございます。知事及び

副知事の給与及び旅費に関する条例の一部改正

についてでございます。 

 知事、副知事、教育長及び常勤の監査委員の

期末手当の支給月数につきましては、国の指定

職俸給表適用者、国の事務次官等でございます

けれども、の改定に準じ0.1月分を引き上げるも

のでございます。 

 これら平成28年度の給与改正の実施時期に

つきましては、平成28年4月1日から適用したい

と考えております。 

 なお、期末・勤勉手当につきましては、人事

委員会勧告があった10月時点において、6月期

分は既に支給されていたことから、平成28年12

月期分は平成28年12月1日から、平成29年度以

降の分は平成29年4月1日から適用したいと考

えております。 

 6ページをご覧いただきたいと思います。 

 続きまして、平成29年度以降のその他の改正

についてご説明いたします。 

 1番、職員の給与に関する条例等の一部改正

の扶養手当の見直しのことでございます。 

 民間企業及び公務員における配偶者に係る手

当をめぐる状況の変化等を踏まえまして、扶養

手当の見直しを行うものでございます。 

 具体的には、配偶者に係る手当額1万3,000円

を他の扶養親族に係る手当額6,500円と同額ま

で減額することとし、一方で、子に要する経費

の実情や我が国全体として少子化対策が推進さ

れていることに鑑み、配偶者に係る手当額を減

額することにより生ずる原資を用いて、子に係

る手当額を1万円に引き上げるものでございま

す。 

 なお、扶養手当は、職員の扶養親族を有する

ことにより生ずる生計費の増嵩を補助するため

に支給されるという手当の趣旨から、一定以上

の給与水準にある行政職9級相当の職員は、子

以外の扶養親族に係る手当は不支給としまして、

行政職8級相当の職員は、3,500円まで減額する

こととしております。 

 これらの見直しにつきましては、受給者への

影響をできるだけ少なくする観点から、平成29

年4月1日から段階的に実施したいと考えてお

ります。 

 以上で第142号議案の内容について、補足説

明を終わります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。 

【佐藤林政課長】 ながさき森林環境税について、

補足説明をさせていただきます。 

 「ながさき森林環境税についての基本的な考

え方」の資料をご覧ください。 

【山本(由)委員長】 しばらく休憩します。 
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― 午前１０時５１分 休憩 ― 

― 午前１０時５１分 再開 ― 
 

【山本(由)委員長】 再開します。 

 お願いします。 

【佐藤林政課長】 「ながさき森林環境税につい

ての基本的な考え方」の1ページをお開きくだ

さい。 

 森林環境税は、全ての県民は森林からさまざ

まな恩恵を受けていることから、森林整備に係

る費用の一部を県民の皆様に広く、薄く負担し

ていただき、森林を社会全体で支える新たな仕

組みとして、平成19年度から創設をいたしてい

るところでございます。 

 2ページをご覧ください。 

 税を財源とした事業の構成でございますが、

未整備森林を対象とした伐捨間伐を行う未整備

森林緊急整備など、主に5つの事業を行ってお

ります。 

 右側の表は、平成24年度から平成28年度まで

の事業規模でございます。右側下段の合計の欄

でございますけれども、事業総額は27億2,000

万円で、そのうち国庫補助金が7億6,000万円、

森林環境税が19億2,000万円となっております。 

 3ページから4ページに、5カ年間の事業進捗

状況を記載しております。3ページの一番上の

未整備森林緊急整備、その下の環境保全林緊急

整備が未達成ということになっております。 

 未整備森林緊急整備につきましては、木質バ

イオマスなどの需要が高まったことで、これま

で伐捨間伐により整備を行っていた未整備森林

の区域においても搬出間伐が行われたことから、

進捗率は91％にとどまっているところでござ

います。 

 また、環境保全林緊急整備についても、森林

所有者や境界の確定、測量等の調査に不測の時

間と費用を要したため、進捗率が30％にとどま

っているところでございます。 

 4ページの県民参加の森林づくりについてで

ございますが、税事業としての進捗は32％とい

うことになっておりますけれども、これは国が

森林ボランティア団体等への支援を平成25年

度から実施しておりまして、その国の事業を森

林ボランティアの皆さんが活用しているという

こともございまして、森林環境税の事業はやや

未達成というような形になっておりますが、国

の事業と合わせますと、平成27年度までに215

団体に取り組んでもらっておりまして、約3万

4,000人の方が森林ボランティア活動に参加を

しているということでございます。 

 このほか、林内路網緊急整備、しまの間伐促

進、市町提案型のふるさとの森林づくりは、目

標以上の実績見込みとなっております。 

 続いて、8ページをご覧ください。 

 環境重視の森林づくりの成果と課題でござい

ますが、左上の棒グラフのように、間伐を実施

したことによりまして整備された森林は年々増

加しており、下の円グラフのように、平成26年

度末で約52％に当たる4万6,500ヘクタールが

整備済み森林となっております。今後は、残り

の未整備森林について、計画的な整備が必要に

なっていると考えております。 

 右に課題を整理いたしておりますが、引き続

き未整備森林の解消を進める必要があり、路網

整備等によるコスト縮減が不可欠となっており

ます。また、里山林の整備を推進するためには、

市町、地域住民との連携が必要と考えていると

ころでございます。 

 今後とも、国庫補助等を活用しながら、なが

さき森林環境税を継続して取り組んでいく必要
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があると考えているところでございます。 

 9ページをご覧ください。 

 県民参加の森林づくりの成果と課題について

ですが、左上のグラフのとおり、森林ボランテ

ィア活動人数は増加しており、今後は、右側中

段に記載のとおり、森林ボランティアに対する

継続的な支援や子どもたちへの森林学習・木育

の実施、木とふれあう機会の創出など、継続し

て取り組む必要があると考えているところでご

ざいます。 

 10ページをご覧ください。 

 平成28年10月7日から11月7日まで、ながさき

森林環境税に関するパブリックコメントを実施

したところでございます。18名の方々からご意

見をいただいておりますが、その中には、森林

環境税の延長に対する反対というものはござい

ませんでした。 

 主な意見といたしましては、森林教育や木育、

公共建築物の木造・木質化の取組を進めること

や里山林や竹林の整備に対する支援、森林ボラ

ンティア活動への支援などがございました。 

 11ページをご覧ください。 

 新たな施策の方向性でありますけれども、「環

境重視」と「県民参加」の2つの視点から施策

を継続していく必要があると考えております。 

 右側のほうになりますが、方向性といたしま

しては、未整備森林の整備に加え、里山林・荒

廃竹林の整備や県産材の利用促進、子どもたち

への森林教育、情報発信、広報の強化等を重点

的に取り組んでいきたいと考えております。 

 これらの施策を進めていくために、ながさき

森林環境税をさらに5年間延長したいと考えて

いるところでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

 よろしくご審議くださるようお願いいたしま

す。 

【山本(由)委員長】 ありがとうございました。 

 以上で説明が終わりましたので、これより議

案に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

【川崎委員】 今、説明をいただいた森林環境税

のことです。継続をしていくことに関しては、

パブリックコメント等も、問題なしということ

でしたので、いいと思うんですが、説明いただ

いた 9 ページ、成果と課題にも書かれています

けれども、いわゆる教育的分野における活用、

例えば、子どもたちへの森林教育・木育、こう

いったことが取り組むべき課題ということで挙

がっているのですが、この間に、こういったこ

とをやりましたよという事例があったら、ご紹

介いただきたいと思います。 

【佐藤林政課長】 子どもたちへの森林教育とい

いますか、森林学習でございますけれども、こ

れまで、県民参加の森林づくりという事業の中

で、市町が取り組んで子どもたちへの学習をや

っていただいているもの、あるいは小学校がク

ラス単位で森林の現地でふれあいをしながら学

んでいく、そういったことの事業に森林環境税

で支援をさせていただいているところでござい

ます。特に、市町が率先して取り組んでいると

いうところもございまして、そういったところ

につきましては、我々からも、さらに取組を広

めていただくように、日頃から連携をとらせて

いただいているところでございます。 

【川崎委員】 市町でやるということがあって、

事業に係る経費とかもそうでしょうが、例えば、

よく県産材の利活用ということで、いろんな建

築物とかについては利用促進ということもある

のでしょうが、先般、東京のおもちゃ美術館に

行かせていただいて、そこはとにかく木にふれ
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あう機会をつくっていこうということで、手の

込んだおもちゃでもなかったのですが、大き目

の、人が乗ってもいいぐらいのものを、けがし

ない程度に木でつくった遊具とかを配置して、

親子でふれあうスペース、空間があるんです。

いろんな効果を話していただきましたけれども、

まず一番の効果は、子どもが泣かないといいま

す。泣く子がいないと。これは非常にそういっ

た成果があるのかなと。楽しく愉快に遊んでい

る光景は確かにそうです。あと、お父さん、お

母さんたちが子どもたちを遊ばせてしまうと、

ついつい自分の世界に入って、スマホをずっと

眺めることがあるらしいのですが、そういった

ケースもほとんど見られないと。木を使った空

間の活用というのは、さまざま教育的分野、あ

と親子のつながりを強めていくということでは

非常に効果があるということをご説明いただき

ました。 

 まさに、こういった取組を促進することが、

ある意味、森林環境税をもっともっと知ってい

ただくという意味で非常に有効かなと思うんで

す。そういったことを働きかけていくというこ

とが大事かと思いますが、お考えを聞かせてい

ただきたいと思います。 

【佐藤林政課長】 森林、林業に対する理解を深

めていただく、そういったことの重要な最初の

出発点は、やはり実際に木を見る、あるいは触

れる、そういったことが必要であろうと思いま

す。特に、小さい時からそういった環境の中に

育つということが、将来、森林、林業について

の理解、あるいは森林、林業に携わってみたい

というところまで持っていければというふうに

我々も考えているところでございます。 

 そんな中で、今、委員が東京の例も出されま

したけれども、非常にいい取組をされておりま

して、そこの多田館長さんは、一度長崎県に来

て講演もしていただいたところでございます。

我々といたしましても、子どもたちに安心して

触れてもらう場を提供するということがまず一

つだろうと思っておりまして、木のおもちゃと

かをつくっている業者さんは県内にそんなにお

られないという現状もございまして、そういっ

た方々を、どういうふうにして増やしていこう

かという点もご相談をしておりますし、そうい

う場をどこにつくっていこうか、どういう機会

を増やしていこうかということは、今後、教育

機関の方々、市町も当然入ってまいりますけれ

ども、協議をしながら、森林環境税も次の 5 年

間では、そこを重点的に取り組むべきではない

かというご意見もございますので、それを踏ま

えて、我々としても、協議を進めながら、積極

的に進めてまいりたいと考えています。 

【川崎委員】 今も前向きなご答弁でしたので、

それでよしとしますが、少し具体的なこと、今

からいろいろな建築物が予定されていると思う

んですが、積極的に木の活用ということをＰＲ

するとともに、今おっしゃられたような教育の

観点から大事な分野だと思いますので、そこは

出発点ですから、とにかく具現化をしていただ

きたいと思いますので、よろしくお願いしま

す。 

【山田(博)委員】 議案の順を追っていろいろと

お聞きしたいと思いますので、よろしくお願い

したいと思います。 

 まず、第 143 号議案「合衆国軍隊の構成員等、

契約者又は軍人用販売機関等の所有する自動車に

対する自動車税の徴収の特例に関する条例の一部

を改正する条例」におきまして、まずこの改正

に当たった背景を詳しく説明していただけます

か。 
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【萩本税務課長】 米軍、いわゆるＹナンバー、

アメリカ合衆国軍隊で働いている軍人さんたち

の自動車税ですけれども、今、定めている条例

につきましては、4 月中に自動車税を納付して

いただく納付期限を定めております。 

 実情としまして、今、県北振興局で実務をと

ってもらっているんですけれども、4 月中に基

地もしくは米軍住宅に日にちを定めて集合徴収

という形で出向いております。その中で、ここ

しばらく尖閣諸島の問題がありまして、米軍さ

んたちの演習機会が多くなりまして、4 月中に

徴収をする機会がひどく厳しくなってきました。

Ｙナンバーの台数も、ここ数年、毎年大体 150

台ずつ増えております。平成 27 年度の実績で

いいますと、約 2,300 台ほどあります。その中

で、佐世保市さんの条例が 5 月末までという形

になっており、一緒に集合徴収に行っているも

のですから、佐世保市さんの条例と、一般の自

動車税の納付期限も 5 月になっておりますので、

それとの整合性を合わせて、5 月末までにとい

う形で今回、条例を組み直ししたいと。 

 それと、今、証紙を手書きで処理しているん

ですけれども、これをパソコン処理にして電算

化して事務の効率化を図ろうという形で、その

2 点を今回、条例の提案とさせていただいてお

ります。 

【山田(博)委員】 税務課長、こういった現状と

いうのは、いつからわかっていたんですか。今

年からわかったんじゃなくて、これは前からわ

かっていたんですね。その点をお答えください。 

【萩本税務課長】 自動車税の納付期限の見直し

があったのが昭和 49 年です。その当時までの

自動車税の納付期限は、4 月と 11 月の 2 回に分

けての分割納付という形になっておりました。

その当時のＹナンバーの課税台数が 400台とい

う形で、課税台数が少なかったものですから、

4 月中の調整が十分できたという形で、見直し

をしてこなかったというのが現状でございます。

先ほど言いましたけれども、ここ数年、毎年 150

台ずつ増えてきていると、そういう形で 4 月中

の対応が難しくなってきたものですから、今回、

見直しをお願いしたいという形で提案しており

ます。 

【山田(博)委員】 昭和 49 年ぐらいには 4 月と

11 月だったわけでしょう。それで、その当時は

アメリカ軍隊の車とかが少なかったから 4 月に

したと。今になったら増えてきたから、佐世保

市とあわせて 5 月末にしたらということでござ

いますね。 

 本来であれば、これはもうちょっと早く対応

すべきじゃなかったかと思うわけです。昨日今

日わかったわけじゃないからですね。私も佐世

保市選出の県会議員じゃありません、私は五島

だけれども、五島だったら、なぜ早くしないの

かといって提言したかもしれませんけれども、

ぜひ今後はこういったことのないように、しっ

かり注意していただきたいと思うんですが、今

回改正して、4月中から5月末にしたわけでしょ

う。5月末にしていいんですけれども、今、尖

閣諸島とかとありますけれども、例えば、有事

があった緊急の時に、特例とかを設けてするの

か。自動車税をうっかり忘れて、好意でやって

いるものと、わざと、人もいろいろといるわけ

です。有事があって、払いたくても払いに行け

ない人もいるわけですから、そういったものは

特例を設けてされているのかどうかを含めてお

答えいただけますか。 

【萩本税務課長】 先ほどの演習関係につきまし

ては、4月に演習に行く計画がある方について

は、現状では、3月中に前納という形で納めて
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いただくようにお願いしております。 

 先ほど言われた有事の場合、県税条例の中で

は、災害、今度の熊本地震、ああいうものがあ

った場合は、地域性とか、個別申請とかという

形で納付期限は延長という対応をしています。

有事があれば、実際対応不可能となると思いま

すので、その時は、それなりの対応は必要だと

思っております。今、個々具体的にそこまで想

定した条例になっておりませんけれども、その

時は、それなりの対応を今後考えていきたいと

思っています。 

【山田(博)委員】 税務課長、そうなった時はそ

れなりで考えますと、危機管理監、あれはどう

なんですか。それは税務課長は危機管理がなっ

てない。税務課長、しっかりやってもらわなけ

ればいけないですよ。しかし、アメリカ合衆国

相手ですから、大国ですから、大国を相手にす

るのは大変ご苦労もあると思いますけれども、

いずれにしたって、私が言いたいのは、これだ

けの実情があるというのであれば、もっと早く

対応すべきじゃなかったかということで、これ

からもしっかりと取り組んでいただきたいと思

っています。 

 恐らく、旧条例で、納入するほうも集めるほ

うも大変だったと思いますよ。今回、手書きだ

ったものを電子化するということで、今は電子

化の時代なのに、いまだに手書きをしていたと

いうことは、なぜそういうふうにしていたのか

というのが不思議なぐらいで、しかし、税務課

長になってから一歩前進ということは、高く評

価したいと思っております。 

 有事の時はどんなにするかというのは、その

時考えるということでありますけれども、危機

管理を持ってこれから頑張っていただきたいと

思っております。 

 続きまして、第144号議案のお尋ねをしたい

と思うんですが、県民税で、前の分は大体3年

ぐらいになっていて、今回は4年に延ばしてい

るんです。前は、県民税の法人税率の特例とし

て、平成26年10月から平成29年12月31日まで

にしているわけですね。今回は、税率は別とし

まして、期間がちょっと違うんです。なぜこう

いうふうになったのか説明していただけますか。 

【萩本税務課長】 前回の見直しは、平成25年1

月1日から平成29年12月31日までに事業年度が

終了する期間を対象としております。 

【山田(博)委員】 私が言いたいのは、前回はこ

の期間にしているけれども、今回は平成30年1

月1日から平成34年12月31日までにしているわ

けですね。期間の長さも違うし、この期間まで

にする理由というのを逆に知りたいんです。 

【萩本税務課長】 前回の見直しも今回の見直し

も、期間としては5年間という形の認識でおり

ます。 

【山田(博)委員】 定例議会の条例議案のこの中

を拝見して私は言っているんです。この中の附

則の事業年度分と書いているわけです。説明資

料の第4号の資料の80ページに書いているんで

す。その中に、前は平成26年10月1日以降に開

始し、平成29年12月31日までに終了となってい

るわけです。これからは平成30年1月1から平成

34年の12月31日までにするわけです。それを言

っているわけです。聞きたいのは、期間が違う

んじゃないか、なぜ今回のは平成34年12月31

日にするかと、その2点なんです。 

【萩本税務課長】 ただいまのご質問ですけれど

も、改正前が平成26年10月1日以後という開始

日になっていますけれども、これは平成26年度

の税制改正におきまして税率が変わりまして、

5.0％から3.2％に税率が引き下げられたことに
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よりまして、平成26年に一部改正を実施してい

るために期間が短くなっているという形で、当

初のもともとの改正は、先ほど言いました平成

25年1月1日からという形です。ですから、平成

25年1月1日から平成26年10月1日まで、超過課

税しておりますので、5.0％に0.8を足した5.8％

を適用しているわけです。税率が平成26年10月

1日から見直されたことによりまして100分の4

に変わったという形です。だから、当初の一部

改正も基本は5年間だった、今回も新たに5年間

です。 

 そういう見直しをしないように、今回、税制

改正があって税率が変わるたびに、この条例を

改正する必要がありますので、標準税率が変わ

った場合は、その税率に見直しますという形で

新しい条文の書きぶりを変えたといったものが

今回の提案です。 

【山田(博)委員】 それでは、5年ということに

なっていますけれども、大体その5年というこ

とでこういった条例改正になるわけですか。5

年したら、またこれを変えなければいけないよ

うになるわけですか。それだけ率直な疑問があ

るわけですから、お答えいただけますか。 

【萩本税務課長】 この条例は、全国46都道府

県で、1県は、静岡県さんが県民税の税割に対

する超過課税は実施していないわけですけれど

も、静岡県さんの場合は、法人事業税のほうで

超過課税をしているという形での対応になって

いますけれども、他県につきましても5年で見

直しをされているという形です。何で5年かと

いいますと、特定財源という形で目的をつくり

まして税制を見直してきているんですけれども、

一定期間、成果の検証もしなければいけないし、

今後どういうふうな見直しが適当かというのを

5年間、法定外目的税につきましても、大体5年

間程度の一定期間を設けて見直してほしいとい

う国からの指針もあっておりますので、5年と

いう形で定めをしております。 

【山田(博)委員】 続きまして、ながさき森林環

境税、第145号議案についてお尋ねしたいと思

うんですが、私も地元で、森林環境税に伴うい

ろんなイベントに参加して、これは大変有意義

な税だと思って賛成しているわけなんですが、

その中で1つだけ、この条文の中に、以前は「定

める額」となっているわけです。今回は「規定

する税率」とあるんです。率直に、これはどう

いうふうに違うのか。私も総務委員会は今期は

これで最後になるものですから、しっかりと勉

強させていただいて、これからも県民の負託に

応えられるように頑張っていきたいと思います

ので、税務課長、ぜひしっかりとお答えいただ

いて、勉強させていただきたいと思いますので、

よろしくお願いします。 

【萩本税務課長】 「定める額」から「規定する

税率」と今回変更していますけれども、これは

今回見直しに当たりまして、法制班と協議をし

た結果、「税率」という言葉を使ったほうが適

切だろうという指導もありまして、誤解を招く

可能性があるので、「率」としたほうが誤解を

与えないと。結局、一般の納税者の方に誤解を

招かない適切な表現として何が一番いいかとい

う形になった時に、「額」から「税率」という

形の表現に変えたというのが今回の見直しの理

由です。 

【山田(博)委員】 確かに誤解を招くようなこと

になってはいけませんから、それはいいと思い

ます。確かに誤解がないように、県民の皆さん

方に、こういった書き方というのは結構だと思

います。 

 もう一つお尋ねしたいのは、以前は平成28年
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度までだったんですね。今度は平成33年度まで

延ばすと。逆にお尋ねしているのは、なぜ平成

33年度までにするのかと。皆さん方から、ぜひ

頑張っていただきたいとパブリックコメントも

あったわけですね。反対する意見はなかった。

逆にお尋ねしますが、なぜ平成33年度にしたの

か、何でもっと延ばさなかったのですか。 

【萩本税務課長】 先ほど、法人県民税の超過課

税の話でも、5年間という話がありましたけれ

ども、税金を投入して森林整備を行っておりま

す。その一定の成果をきちんと見直す必要があ

る、今後の動向についても、どういう形で新た

な、資金使途として一番使い勝手がいいのかと

いう見直しもある、森林整備がいつまで続くか

という形の必要性も、ある程度の一定期間を設

けなければならないと。これは37の府県で導入

されていますけれども、他県でも5年間という

のが基本になっておりますので、平成19年度に

導入しまして5年間、2回目も5年間、今回も5年

間の一定の期間を設けて、今後の必要性につい

て改めて検証する必要があると思いまして、5

年間としました。 

【山田(博)委員】 では、林政課長、お尋ねしま

す。林政課長、木というのは5年で育ちますか。

20年30年、長期的プランでやらなければいけな

いでしょう。総務部長もよくわかっているんで

すよ。総務部長も林政課長をしておって、農林

部長になって、今、総務部長になっているわけ

ですから。総務部長も林政課からいって、森林

のあり方とかを十分勉強して、それで今日まで

来ておられるわけです。林政課長、私は、5年

と言わず10年、20年ぐらい長期プランでやって

もらわなければいけないと思っているんです。

税務課長が何で5年にこだわるのか。税務課長

が言っていることはごもっともです。わかるん

です。しかし、森林というのは5年やなんかで

そんなに整備できるものじゃないんですよ。ど

うですか、林政課長。森林組合の人に聞いたら、

そう思っておりますね。これは率直なんですよ。

お答えください。 

【佐藤林政課長】 森林を植栽して、育って、木

材になるまで、大体40年から50年はかかります。

ですから、長い期間、森林の整備をしていく必

要はあろうかと思っております。ただ、県民の

皆様から500円の超過課税ということでいただ

いているということの我々としての責任もござ

います。そういうことで、5年ごとに区切るこ

とで、その間の課題を検証して、県議会も含め

てでございますけれども、県民の皆さんにお示

しをして、まだまだ続けたほうがいいというご

判断を皆さんからいただきたい、そういうこと

を考えて、5年という一つのサイクル、これは

他県もやっているということを今、税務課長が

おっしゃいましたけれども、それもあわせて考

えて、5年ごとに区切りながら、その都度検証

して、皆さんからまたご理解をいただき、引き

続き続けていく、こういった形が一番いいので

はないかと考えて、今回、5年というふうに考

えたところでございます。 

【山田(博)委員】 税務課長といろいろと協議し

て、こういったものがいいと。私は、税務課長、

言っておきますよ。さっき林務課長が言ったで

しょう。木は5年とかなんかで育たないんです

よと、40年50年かかるんです。ですから、この

税というのは5年じゃだめなんです。20年、30

年、40年ぐらいしっかりとやっていただきたい

と思っております。私も八江会長と一緒で議員

の10年表彰をいただきました。地元に帰ったら、

君も大分成長したなというお言葉をいただきま

して、やっぱり県議会議員も10年20年しないと



平成２８年１１月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（１２月１４日） 

- 223 - 

なかなか一皮二皮むけないんですよ。そういっ

た意味もありまして、この税というのはしっか

りと応援していただきたいと思っております。

税務課長が言っていることは十分理解できます

けれども、これからもしっかりと応援していた

だきたいと思います。 

【前田委員】 第145号議案です。今、税務課長、

林政課長から、37府県において実施されている

ということで、この森林環境税の内容について

も、私も十分評価するところであります。 

 ただ、逆に言うと、10県が実施されていない

ということで、森林が少ない都道府県なのかな

という思いもいたしておりますが、財政課長に

お聞きしたいんですけれども、これは特定目的

税じゃないですか。他県においては、森林環境

税は今、37府県というご披露があったわけです

けれども、この森林環境税的なもの以外に、ど

んな特定目的税というのがあるのかご承知され

ていますか。 

【前田財政課長】 例えば、東京都では、宿泊に

関する税を上乗せしてとっていたり、そういっ

たケースはあったかと思いますが、ほとんど森

林環境税が多うございまして、それ以外の例と

いうのは余りないと認識しております。 

【前田委員】 目的の中にもうたわれていますけ

れども、特定目的税、その最後のところに、そ

の恩恵を享受している県民が広く薄く負担する

ことが妥当であるということで、結局、特定目

的税を設定する時には、当然、広く県民の方に

求めるんだということだと思うんですけれども、

そういうことを考えた時に、県として、特定目

的税を何を定めようかとした時に、森林環境だ

けじゃなくて、ほかの課題についても特定目的

税をかけてもいいんじゃないかというのが私は

あるのではないと思っているんです。例えば、

人口減少もしくは少子化対策みたいなもので、

これもあまねく広く県民に求めていいのかなと

も思ったりしていて、例えば、大阪府だったら

産業振興の法定外税があります。 

 そう考えた時に、さっき山田(博)委員からも

言われましたが、この森林環境税というものは、

これが3期目の継続になりますけれども、多分、

この趣旨からすると、時限的ではあり、ずっと

続いていくのかなという気がいたしております。

そうした時に、特定目的税を課したい部分はあ

るんだけれども、何を優先的に議論していくか

というのは、今後その辺の考え方については、

どのようにお考えでしょうか。 

【前田財政課長】 厳しい財政状況の中で、税も

含めて収入確保の道筋を探っていくということ

は非常に重要なことと思っております。ただ、

税について言いますと、なかなか他の県で導入

している例が少ないという中では、しっかりと

慎重な検討をした上で、導入を考えていくとい

うことが必要であると思っております。 

 どういった項目というのは、いろいろ意見が

あろうかと思いますが、例えば、子育ての関係、

産業振興の関係でありますとか、いろんなパタ

ーンがあると思っておりますので、しっかりと

研究はしていきたいと思っていますが、なかな

か一朝一夕でできる議論ではないと思っており

ますので、そういった検討を踏まえてまた考え

ていきたいと思っています。 

【前田委員】 県民に幾つも特定目的税を求める

ということはなかなか難しいと思っていて、そ

うした中で、本当に大事でありますこの森林環

境税というのは、私は継続には全く異論はない

のですが、しかし、これがあるがゆえに、ほか

の特定目的税の検討ができないということであ

ってはいけないと思っていて、まさしく財政課
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長が言われた子育て、子ども、人口減少ですね、

当然これは高齢の方から見ても、将来の自分た

ちを支えていくという意味では、あまねく広く

の方が負担するというのは一つ理にかなうのか

なと思っている中で、本会議やいろんな議論を

見る中で、子どもにもっとお金をかけたいんだ

けれども、財源が厳しいんですという答弁が必

ず返ってきます。そういうことを考えた時に、

この議案はもちろん賛成いたしますが、今おっ

しゃったような慎重な検討を前提としながらも、

特定目的税を何を導入していこうかということ

については、これはもしかすると森林環境税の

部分を一財で持ってでも、ほかの分を特定目的

税にすべきじゃないかというような議論も今後

出てくると思うので、そのことについては鋭意、

時間をかけて一度検討していただきたいという

ことを要望しておきますし、そのお考えがある

のかどうか答弁いただきたいと思います。 

【上田総務部長】 いわゆる特定目的税あるいは

法定外特定目的税を検討する際には、現行の国、

県の政策でどこまでできるのか、あるいはそれ

以上に県が独自にやる部分はどこがあるのかと

いうのをしっかり整理していく必要があろうと

思っております。今回の森林環境税につきまし

ても、制度当初には、そういう慎重な検討を加

えた上で進んできた経過があろうと思っており

ます。そういった意味では、森林環境税以外の

目的税、これは私も必要なものは検討していく

必要があろうと思っております。ただ、先ほど

財政課長が申し上げましたように、その検討に

当たりましては、県民のご理解をいただく上で

は、合理性をしっかり担保していく必要があろ

うと思っております。過去、産廃税を目的税で

やってきた経過もございます。そういった意味

では、検討の間口を私は閉ざすつもりはござい

ません。ただ、慎重な検討が今後必要だという

ふうに考えております。 

【前田委員】 今回の税も5年をスパンとしてい

ますから、未来永劫ということじゃないので、

周期を5年と見るなら、そのスパンの中で、本

当に今やらなければいけないということを後に

延ばすことで、その課題の解決がまた難しくな

ったと、そういうことがないように、今ある中

で慎重な検討は求めますけれども、今何が必要

かという中で、そこは余り時間かけずに、タイ

ムリーなところでそういう検討をしてほしいと

いうことも要望しておきます。 

【吉村(庄)委員】 議論を聞いていて、総務部長、

今たまたま出てきましたけれども、いわゆる目

的税が、森林環境税が他県にどうだと。目的税

についてはいろいろ県民に、長崎県でする時が

中心でしょうけれども、慎重な検討をしていか

なければいけないし、理解を求めなければいけ

ないということです。長崎県で産廃税があった

わけでしょう。これは終わったんですか。目的

をどの程度達成したかというのもされていると

思うんですが、そういう意味では、私は、5 年

間と言うが、森林の問題を考えた場合には 5 年

ではおさまらないというふうに思いますけれど

も、先ほど税務課長からもありましたが、この

資料を見てみますと、それぞれの事業が達成率

がどうかと、そういう事業のあり方がどうだっ

たのかというのもあるでしょうけれども、必ず

しもいい結果ばかりじゃないですね。目的を達

しているところもあるし、オーバーしたところ

もある。そういうことですから、この間に、均

等割に 500 円プラスをして納付してもらうと、

こういうふうにしてやるということについては、

先ほどの話でも、途中の 3 年間、4 年間ずっと

しているうちに、評価もしていただきたいと思
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うんです。 

 それで、私は、まず第145号議案の分は、資

料にもありましたように、ながさき森林環境税

で、その部分は純然たる目的税、こういうふう

に理解しますが、第144号議案は、スポーツ施

設など都市基盤の整備、充実に要する費用に充

てるためとしてありますから、「条例で定める」、

これは法律にあると思うんですが、条例で超過

課税制度をしてよろしいということについて、

この条例ができている、これは理解しますが、

「費用に充てるため」と書いてあります。これ

は純然たる意味で目的税なんですか。 

【萩本税務課長】 第 144 号議案の税収につい

ては、一般財源と考えております。 

【吉村(庄)委員】 そうしたら、こういう書き方

が悪いとは言わないけれども、「費用に充てる

ため」、これは条例に定める超過課税制度を用

いてと書いてあるところがあるのですが、実際

問題としては、スポーツとか、都市基盤整備に

充てるから、一般財源ということであれば、ま

だほかにもっと挙げるということですから、一

般財源ということであれば、一般財源であれば

理解をしますが、説明のあり方として、どうか

なという感じはしておりますが、了解をさせて

いただきたいと思います。 

【山田(博)委員】 それでは、154 号議案「当せ

ん金付証票の発売について」、要するに、宝くじ

ですね。財政課長、これは発売総額の以前の条

例の金額は 125 億円だったですか。それで間違

いないかどうか、まずお尋ねしたいと思います。 

【前田財政課長】 平成 27 年度までは発売限度

額、今回であれば 115 億円ということでお願い

しておりますが、125 億円で設定しておりまし

た。 

【山田(博)委員】 125 億円と。実際売れている

金額は大体どれぐらいですか。お答えいただけ

ますか。 

【前田財政課長】 平成 27 年度の実績で、約 93

億円になります。 

【山田(博)委員】 宝くじの発売金額が平成 27

年度の実績で 93 億円ですね。これが長崎県に

入るのが、私が言うよりも財政課長が言ったほ

うが信憑性が高いですから、お答えいただきた

いと思います。 

【前田財政課長】 93 億円に対する売上収益金

が約 37 億円であります。 

【山田(博)委員】 93 億円売って 37 億円が長崎

県に入ると。これは大変大きな財源の一つとい

うことで私は理解するわけでございますが、財

政課長、これは間違いないかどうか、それをお

答えいただきたいと思います。 

【前田財政課長】 非常に大きな財源となってお

ります。防災ヘリコプターとか、そういったも

のの経費に充てさせていただいております。 

【山田(博)委員】 それで、去年が 125 億円をず

っと目標にしておったけれども、実際は 93 億

円と。財政課長、何年間ずっと続けて大体 93

億円ぐらいしか今のところね。財政課長が来て

から、私が買ってくださいと言ったよりも、あ

なたが宝くじを買ってくださいと言ったら、絶

対売れると思うんだけれども、いずれにしたっ

て、過去何年間、平均してどれぐらい売上があ

るかというのをお答えいただけますか。 

【前田財政課長】 細かい数字はあれなんですけ

れども、大体 93 億円近辺、92 億円の時だった

り、ちょっと大きい時は 95 億円ぐらい、そう

いったところを推移しております。 

【山田(博)委員】 これは多分、財政課長が財政

課長になってから若干増えてきたんじゃないか

と私は思うんですけれども、宝くじのお金は長
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崎県にとっては、1年間の売上が大体93億円に

対して37億円に入ると。これは大きな財源の一

つということで財政課長から話があったわけで

す。そうしますと、これがたくさん売れるよう

に努力しなければいけないということは間違い

ございませんね。いかがですか。 

【前田財政課長】 そのとおり、売上向上に向け

て努力をしていく必要があると考えております。 

【山田(博)委員】 そうすると、宝くじが93億円

から94億円、94億円から95億円売れるようにな

ったらいいわけですね。目標はどんどん、どん

どん高くしなければいけないわけですね。今回

の議案というのは、去年が125億円、来年が115

億円ということは、売上を頑張らなければいけ

ないと言いながら、目標を下げているわけです

ね。そういう形に私は捉えるんですけれども、

財政課長、違うんですね。財政課長、ぜひそれ

を聞かせていただきたいと思うんです。 

【前田財政課長】 昨年度は110億円で限度額を

設定させていただいておりまして、このたび、

5億円ほど増額をしております。 

【山田(博)委員】 すみません、去年は110億円

だったんですか。私は125億円と聞いていたも

のですから。それを下げたんじゃなくて、上げ

たんですね。上げたんだったら、私もこんな質

問をしないんです。お答えください。 

【前田財政課長】 すみません、説明が不十分だ

ったと思うんですが、平成27年度までは125億

円で設定させていただいていまして、平成28年

度、今年度分から110億円ということで、実績

から大分乖離していたものですから、その時に

減額の修正をさせていただいたわけです。それ

から、来年度に向けてプラス5億円ということ

で、そういった流れでございます。 

【山本(由)委員長】 その辺のところ、125億円

とお聞きしていたものですから、今のご説明で

すと、平成27年度までが125億円で、平成28年

度で一回110億円に下げて、今度、平成29年度

で115億円に上げるというのが事実ですね。わ

かりました。 

【山田(博)委員】 財政課長、上げたり下げたり

忙しいですね。125億円でやればよかったんで

すよ。わかりました、今回そういうふうに設定

したということですね。平成26年度は125億円

あったものを110億円に下げて、今回、財政課

長が来て、それではいかんと、目標を高く持っ

てやろうじゃないということで5億円アップし

たと。 

 ではお尋ねしますけれども、目標額を最初あ

ったものを下げて、下げたのをまたちょっと上

げたということでありますけれども、一遍下げ

たものを上げるには、やっぱりそれ相当の販売

促進というのは戦略戦術を考えた上でやってい

ると思うわけです。5億円上げるには、どうい

った戦略戦術を考えているかというのをお答え

いただけますか。 

【前田財政課長】 宝くじについては、来年度か

らビンゴ5という新しいくじの発売を予定して

おります。そのほか、宝くじについては、県単

独というのもあるのですが、全国で、例えば、

ジャンボ宝くじの金額を今まで8億円だったも

のを10億円にしましょうとか、そういった形で

販売戦略を組み立てて、全体の広報も、今、テ

レビでいろいろやっていますけれども、そのタ

レントであったり、その見せ方をどうしたりと

か、あとは各販売店に対しての販売促進の対策

とか、そういったものをやっております。そこ

ら辺を来年度に向けて引き続き強化して、目標

を引き上げて達成していきたいということで考

えております。 
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【山田(博)委員】 財政課長、この販売店は、ど

こで売っているんですか。私も県庁に行ったら

生協さんのところに行って、ああ、売っている

なと。財政課長、今、どこに販売店というのを

しているのか、お尋ねしたいと思います。 

【前田財政課長】 長崎駅前も、少し歩くとチャ

ンスセンターという形で個店が路上にあるかと

思います。あと浜町のみずほ銀行の前にもある

かと思います。郊外の大型店舗の中に、例えば、

イオンとか、そういったところにも併設されて

いる場合もあります。あと銀行ＡＴＭでもロト

6みたいな選ぶくじは買えたり、郵便局でも販

売していたり、いろいろ店舗網は広くございま

す。そこでぜひ購入をいただきたいということ

で働きかけをしております。 

【山田(博)委員】 税務課長、宝くじを買ったこ

とはありますか。どこで売っているか、税務課

長は知っていますか、お答えください。 

【萩本税務課長】 私は駅前の売店で買っており

ます。 

【山田(博)委員】 失礼しました、知っていまし

たね。 

 財政課長、お尋ねしますけれども、これは長

崎県全体で、離島とかでも、宝くじというのは

夢と希望を与えるものですね。違いますか。そ

れはどうですか、お答えいただきたいと思いま

す。 

【前田財政課長】 宝くじの当せん金を希望にし

てご購入される方がたくさんいらっしゃると考

えております。 

【山田(博)委員】 答えになってないんですけれ

ども、財政課長、これは離島とかでも、長崎県

全域、県内漏れなく購入できるようになってい

るかなっていないか、お尋ねしたいと思います。 

【前田財政課長】 漏れなくご購入できるように

なっております。ネットでもお申し込みいただ

ければ販売できるようになっております。 

【山田(博)委員】 私もこの総務委員会に2年お

ったんですけれども、大変勉強になりまして、

私は農水経済委員会とか、文教厚生委員会にい

ましたけれども、相談で聞くことが多かったで

すけれども、この委員会は、自分から勉強しな

ければいけないというのを痛感しました。大変

勉強になりました。大変鍛えていただきました。 

 財政課長、宝くじというのは夢と希望を買う

わけですね。私はそう思うわけです。宝くじを

買うことによって、それが地域の皆さんの手助

けになるんですよというＰＲをぜひしていただ

きたい。私も宝くじを買うかというと、私は政

治家ですから、宝くじで夢と希望を売るんじゃ

なくて、私はつくるほうをやりたいと思ってい

るんです。財政課長、これからもしっかりと宝

くじの収益を拡大するよう、販売促進を頑張っ

ていただきたいと思っております。ありがとう

ございました。 

【山本(由)委員長】 ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)委員長】 ほかに質疑がないようです

ので、これをもって質疑を終了いたします。 

 次に、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)委員長】 討論がないようですので、

これをもって討論を終了いたします。 

 議案に対する質疑・討論が終了しましたので、

採決を行います。 

 第141号議案のうち関係部分、第142号議案の

うち関係部分、第143号議案乃至第146号議案、

及び第154号議案は、原案のとおり、それぞれ

可決することにご異議ございませんか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)委員長】 ご異議なしと認めます。 

 よって、各議案は、原案のとおり、それぞれ

可決すべきものと決定されました。 

 しばらく休憩します。 
 

― 午前１１時４７分 休憩 ― 

― 午前１１時４７分 再開 ― 
 

【山本(由)委員長】 委員会を再開いたします。 

 次に、提出のあった「政策等決定過程の透明

性等の確保などに関する資料」について、説明

を求めます。 

【陣野危機管理課長】 「政策等決定過程の透明

性等の確保及び県議会・議員との協議等の拡充

に関する決議」に基づき本委員会に提出いたし

ました危機管理監関係の資料について、ご説明

いたします。 

 まず、県が箇所付けを行って実施する個別事

業に関し、市町並びに直接・間接の補助事業者

に対し内示を行った補助金につきましては、該

当ございません。 

 1,000万円以上の契約案件のうち、本年9月か

ら10月に契約いたしました案件は、資料1ペー

ジから3ページに記載のとおり、長崎県防災ヘ

リコプター航空機保険契約とほか1件で、合計2

件となっております。 

 決議・意見書に対する処理状況につきまして

は、該当ございません。 

 知事及び部局長等に対する陳情・要望のうち、

本年9月から10月に県議会議長宛てにも同様の

要望が行われたものは、松浦市からの要望とほ

か3件で、合計4件となっており、それに対する

県の取扱いは、資料4ページから9ページに記載

のとおりでございます。 

 附属機関等会議結果報告につきましては、該

当ございません。 

 以上をもちまして、危機管理監関係の説明を

終わります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。 

【徳永総務文書課長】 「政策等決定過程の透明

性等の確保及び県議会・議員との協議等の拡充

に関する決議」に基づき本委員会に提出してお

ります総務部関係の資料につきまして、ご説明

いたします。 

 資料の1ページをお開き願います。 

 1,000万円以上の契約状況の一覧でございま

す。平成28年度9月から10月までの実績は計5

件であり、1ページに、各契約の内容を一覧で

お示ししております。 

 また、2ページから8ページにかけまして、入

札結果一覧表を添付いたしております。 

 9ページをご覧ください。 

 陳情・要望に対する対応状況でございますが、

知事及び部局長等に対する陳情・要望のうち、

本年9月から10月に県議会議長宛てにも同様の

要望が行われたものは、長崎市長からの長崎市

政に関する要望など計3件となっており、それ

ぞれに対する県の取扱いは、9ページから15ペ

ージまでに記載のとおりでございます。 

 16ページをご覧ください。 

 最後に、附属機関等会議結果報告でございま

すが、9月から10月までの実績は、長崎県公益

認定等審議会など計4件となっております。 

 それぞれの会議の結果につきましては、17ペ

ージから20ページまでに記載のとおりでござ

います。 

 以上で資料の説明を終わらせていただきます。 

 よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。 



平成２８年１１月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（１２月１４日） 

- 229 - 

【木山秘書課長】 「政策等決定過程の透明性等

の確保及び県議会・議員との協議等の拡充に関

する決議」に基づき本委員会に提出いたしてお

ります秘書広報局関係の資料について、ご説明

をいたします。 

 提出資料の1ページをお開きください。 

 附属機関等会議結果報告でございますが、本

年度9月から10月までの実績は、表の下段に記

載いたしておりますが、10月20日開催の長崎県

広報外部評価委員会の1件となっております。 

 会議の結果につきましては、2ページに記載

のとおりでございます。 

 説明は以上でございます。 

【山本(由)委員長】 ありがとうございました。 

次に、税務課長より補足説明の申し出があっ

ておりますので、これを受けることにいたしま

す。 

【萩本税務課長】 議案外の所管事項で、ふるさ

と納税の見直しについて、補足して説明させて

いただきます。 

 お手元に、裏表カラーの印刷物を配付してい

ると思いますけれども、よろしくお願いいたし

ます。 

 ふるさと納税につきましては、ふるさと納税

を通じた本県の魅力の全国への発信と、さらな

る歳入確保を目指して、寄附金の使い道及び返

礼品について全体的な見直しを行い、去る12月

7日午前零時からリニューアルを実施いたして

おります。 

 まず、表面の寄附金の使い道につきましてで

すけれども、県外の方が本県を応援したいと思

っていただけるような内容及び表現に改めてお

ります。具体的には、「長崎と天草地方の潜伏

キリシタン関連遺産」の未来への承継や若者の

長崎県内への就職を促進する取組、離島の学校

の維持・魅力化への取組などの項目について、

個々の取組の具体的な内容を記載しております。 

 次に、裏面の返礼品につきましては、返礼品

を通じて長崎県の魅力を全国に発信するため、

長崎県らしいもの、県のＰＲ（誘客）につなが

るものであるかを基本に、庁内関係各課と協議、

検討し、決定いたしております。長崎県らしい

ものといたしまして、本県の認証農産加工品で

あります「長崎四季畑」や認定水産加工物の「平

成長崎俵物」、県の重点ＰＲ商品、長崎県特産

品新作展受賞商品、国・県指定伝統工芸品、長

崎和牛、長崎県産米などの中から選定し、充実

を図りました。また、県のＰＲ（誘客）につな

がるものといたしましては、従来のＪＲやバス

等の乗車券や施設入館券に加え、今回新たに、

歴史・文化や旅の魅力を伝える書籍類を追加い

たしております。具体的には、県企画のガイド

ブックであります「旅する長崎学」をはじめ、

長崎遊学や長崎の風景写真集セット、長崎刺繍

の煌きなどを加え、充実を図っております。こ

れにより、返礼品の数は従来の39品目から121

品目へと大幅に増えております。 

 これらの見直しの結果、見直し前の本年4月1

日から12月6日までの寄附は件数で269件、金額

で581万円に対しまして、12月7日から11日まで

の寄附額は実績で、これは申し込みベースです

けれども、276件、537万円となっております。

また、昨年12月1カ月の実績283件、464万円と

比べましても、その効果が上がっているものと

考えております。 

 これからも随時検討を加えていきながら、本

県の魅力を全国へ発信するとともに、さらなる

歳入の確保に努めてまいりたい思っております。 

 以上で説明を終わります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願いいたし
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ます。 

【山本(由)委員長】 ありがとうございました。 

 しばらく休憩します。 
 

― 午前１１時５５分 休憩 ― 

― 午前１１時５５分 再開 ― 
 

【山本(由)委員長】 再開します。 

 午前中の審議はこれにてとどめ、午後は、1

時30分より再開をいたします。 

 しばらく休憩します。 

 

― 午前１１時５６分 休憩 ― 

― 午後 １時３１分 再開 ― 

 

【山本(由)委員長】 委員会を再開します。 

 まず、陳情審査を行います。 

 配付しております陳情書一覧表のとおり、陳

情書の送付を受けておりますので、ご覧願いま

す。審査対象は38、39、43です。 

 陳情書について、何かご質問はありませんか。 

【山田(博)委員】 午後から早速なんですけれど

も、今朝のニュースを見ましたら、オスプレイ

の事故があったわけです。このオスプレイの事

故は、私の地元の五島市から陸上自衛隊誘致に

関して、大変水を差すような事件事故になって

いるわけです。五島というところは国境のしま

でございまして、災害に関して自衛隊の力をい

ただきたいと。この前の熊本の震災で、オスプ

レイが大変な活躍をしたということを自衛隊関

係者の講演でお聞きしたところなんです。とこ

ろが、ああいった事件事故があれば、五島市に

来ております陸上自衛隊の誘致に関して、何ら

かの影響が出てくるんじゃないかと。地元の人

は、ぜひ陸上自衛隊をやってもらいたいと、そ

の中に、災害対策をしっかりやってもらいたい

というのがあるわけです。その災害対策の一翼

を担って、熊本の震災でオスプレイをやってい

たわけです。そのオスプレイの事件事故が、あ

あいったことになったわけです。 

 そこで、この陳情に関してお尋ねしますけれ

ども、今、県当局として、どのように捉えてい

るかというのを、実は、昼休みの時間帯、五島

の人から電話がかかってきたんですよ。陸上自

衛隊を私たちは誘致したいと頑張っているんだ

けれども、災害にオスプレイが有効だとお聞き

しているけれども、どうなっているのかと不安

の声が来たものですから、お聞きしているわけ

でございまして、ぜひ現状、県当局でどのよう

な考えを持っているか、お聞かせ願いたいと思

います。 

【陣野危機管理課長】 山田(博)委員からお話が

ありましたオスプレイの不時着水の話でござい

ます。経過を申し上げますと、13 日、昨日の

21 時 30 分頃、沖縄県の名護市の東海岸沖合で

オスプレイが不時着水をしたということでござ

います。事故原因はまだ不明ということでござ

います。乗組員、搭乗人員の 5 名は無事で、う

ち 2 人がけがをされていると伺っております。 

 国の対応でございますけれども、日付が変わ

りますけれども、昨日の夜中の 2 時に、稲田防

衛大臣からは、在日米軍司令官に対して、電話

でではございますけれども、事故に係る原因究

明と情報提供と、安全が確認されるまではオス

プレイの飛行停止を申し入れたと伺っておりま

す。この申し入れに基づきまして、アメリカの

ほうも現在、オスプレイは、安全が確認される

までは運航停止をすると伺っております。 

 先ほど申し上げましたように、事故原因がま

だ正式に明らかにされておりませんので、県と

いたしましては、まず事故原因の究明を早急に

していただきたいと考えておりますとともに、
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事故の原因とか、こういった情報提供につきま

しては、九州防衛局に、速やかに県にも情報提

供していただくようにお願いしているところで

ございます。 

 事故原因の詳細がわかっておりません段階で

ございますので、それ以上の対応というのは、

今のところ申し上げようがありませんけれども、

いずれにしても、情報提供はきちんとしていた

だくようにお願いしているところでございま

す。 

【山田(博)委員】 私は、熊本の震災におきまし

てオスプレイが有効にされたとお聞きしており

まして、それは大変よかったなと。離島ですか

ら、私たちのふるさとの壱岐、対馬、五島の国

境のしまで、ああいった自然災害とか、あとい

ろんな有事の時に有効だと思っていたんですけ

れども、あの事件をすると、今、陸上自衛隊誘

致として私の地元が大変盛り上がっている中で、

水を差すような状態でございますので、情報提

供をしっかりとやっていただきたいと思いま

す。 

 それに加えて、オスプレイというのが長崎県

内で何かに活用されたなり、飛行されたことが

あるのかどうか、それも含めて、お尋ねしたい

と思います。 

【陣野危機管理課長】 オスプレイにつきまして

は、アメリカの海兵隊に配属されておりまして、

今、沖縄の普天間に配属されているところでご

ざいます。そういった関係で、佐世保にも米軍

の基地がございますので、通常、普天間から山

口県の岩国に飛行しますが、その途中で、佐世

保に赤崎貯油所がございますので、これまで十

数回赤崎に立ち寄ったという事例がございます。

また、今年度になりまして、9 月 1 日に実施さ

れた佐世保市の防災訓練におきまして、自衛隊

を通じてアメリカ海兵隊のほうに市が依頼しま

して、オスプレイを活用した佐世保市の防災訓

練が実施されたと伺っております。また、自衛

隊と米軍での合同の演習の際にも、オスプレイ

を活用した訓練を実施したということが今年度、

2 度ほどあっているところでございます。本県

に関しましては、そういった飛来事例がござい

ます。 

【山田(博)委員】 私の地元でも、朝も昼も電話

がかかってきて、どうなっているんですかと、

大変心配しておりまして、沖縄の普天間から岩

国に来る時、赤崎貯油所に来ると。そうすると、

ルートとすると、長崎県内を飛行するわけです

ね。その飛行ルートは県としては把握されてい

るわけですか。そのあたりをお尋ねしたいと思

います。 

【陣野危機管理課長】 米軍の訓練の一環という

ことでございますので、飛行ルートについては

公開されておりません。ただ、飛来する際には、

九州防衛局から県に対しまして、先ほど申し上

げましたように、赤崎貯油所に飛来するという

情報は事前に入ることになっておりますが、飛

行ルートそのものは、軍事上の機密もあるので

しょうか、公開されていないところでございま

す。 

【山田(博)委員】 オスプレイに対して賛成する

人、オスプレイという機体を使用するのを反対

する人、また賛成する人、いろいろいらっしゃ

るわけです。その中で、いずれにしたって、こ

の事故は大変な影響がありまして、私の地元で

は、さっき言ったように、有事の際とか、災害

の時に、陸上自衛隊の誘致の中で、特に、災害

とかの時、有効活用ということで聞いておりま

したので、大変水差すような状況になっており

ますので、今後、先ほど言ったように、原因究
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明をするまでは飛行は中止してもらうというこ

とは、先ほど、佐世保市は国に倣ってすると言

っていましたが、県もそういったことで、もち

ろん考えなりは一緒だということで理解してい

いのですか。 

【陣野危機管理課長】 先ほど私が申し上げまし

たように、稲田大臣から在日アメリカ軍司令官

のほうに申し入れを行いまして、アメリカのほ

うも、既に安全が確認されるまでは運航停止す

るということで意思表明をされているというこ

とをお伺いしています。私どもも、オスプレイ

自体は、これまでのヘリに比べまして、移動速

度も速いですし、移動距離も大きく範囲が広が

るということで、そういった意味では、これま

での機種に比べると、災害時での行動とかは有

効と考えておりますが、まずその前提としては、

安全な運航というのが第一義と考えております

ので、そういう点では、佐世保市とも同じ考え

でございます。 

【山田(博)委員】 ぜひ、そういった観点に基づ

いて、本題に移りますけれども、現在、陸上自

衛隊の誘致におきまして、新設される水陸機動

団 3 個連隊のうち 2 個は佐世保市の相浦駐屯地

に配備されるということになっております。今、

1 個連隊が配置先が決まっていないということ

でありますけれども、状況を詳しく説明してい

ただきたいと思います。 

【陣野危機管理課長】 お尋ねの水陸機動団の編

成でございますが、防衛省におきましては、3

個連隊を編成するということになっております。

このうちの 2 個につきましては佐世保に編成す

るということになっております。これは国の中

期防衛力整備計画に基づきまして、3 個連隊の

うちの 2 隊を平成 26 年度から平成 30年度まで

に整備するということになっております。です

から、残りの 1 つにつきましては、平成 31 年

以降の整備ということになろうかと思いますの

で、そういった際には、私どもも、今、2 つ佐

世保に配備されておりますが、もう一つもぜひ

長崎県内に配備していただきたいと考えており

まして、今、要望しているところでございま

す。 

【山田(博)委員】 長崎県内ということでありま

すけれども、危機管理課長、県内の自治体で、

陸上自衛隊の誘致を明確にした自治体というの

は今まであったかないか、あったとすれば、ど

こがあったかというのをわかる範囲内でお答え

いただきたいと思います。 

【陣野危機管理課長】 県内の要望でございます

けれども、佐世保市におきましても当然ござい

ますが、今回、五島市という形で、正式に要望

いただいたのは、離島からは初めてでございま

す。 

【山田(博)委員】 そうしますと、県の対応とし

ては、人口減少や地域活性化の観点から、自衛

隊誘致については有効であると考えており、五

島市の要望について、国へ働きかけを行ってい

きたいと考えておりますとありますけれども、

五島から初めて来たんですね。危機管理課長、

水陸機動団 3 個連隊が平成 30 年までですから、

あと実質 2 年しかないわけです。この中で、五

島市からこういうふうに来ているので、それを

しっかりと頑張っていくということで理解して

いいのですか。ほかのところから来たからとい

って、ほかのところを応援するということにな

ったらいけませんよ。つまり、私が言いたいの

は、ぶれちゃいかん、それを言うんです。危機

管理課長、私は県議会議員として、衆議院解散、

総選挙をやりますけれども、出るか出ないかは

別として、それとは関係なく、よろしくお願い
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したいと思います。 

【陣野危機管理課長】 今回の五島市の要望でご

ざいますが、こういった要望があっていること

については以前からも承知しておりました。要

望書という形では、今回正式に出てきています

けれども、そういった形で、私どもも国や九州

防衛局に要望に行く際には、五島市において、

自衛隊の誘致をしたいという意思があるという

話は、今年になってからずっと、九州防衛局お

会いするたびに申し上げています。そういった

ことから、五島市でのこういった要望につきま

しては、随時お伝えしながら、五島市とも一緒

になって取り組んでまいりたいと考えておりま

す。 

【山田(博)委員】 これは五島市の商工会議所の

才津会頭が熱心に今まで取り組んできまして、

今でも熱心に取り組んでいただいているんです。

才津元商工会議所会頭はじめ、今の商工会議所

会頭、野口市長さんも頑張っておりますので、

ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

【川崎委員】 陳情の 39 番の 25 ページ、「高

度情報化施策の推進について」の中の 2 点目に、

「すべての世帯で超高速ブロードバンドサービ

スが利用可能となるよう、条件不利地域におけ

るＦＴＴＨ整備について」という要望がありま

す。同じような趣旨でありますが、43 番の対

馬市においても、やはり 10 ページのところに、

高速通信インフラの整備の陳情が来ておりま

す。 

 高速インターネットということは必要最低限

のインフラかなと思っていて、企業誘致だった

らなおのこと、これがないと企業は恐らく出て

こないでしょう。それぐらい重要なインフラだ

と認識をしております。今後、高齢者対策でも、

インターネットを使ったＩｏＴの推進も県も予

定をしているでしょう。 

 そういった中において、この必要性について

は認識をするところでありますが、このように

離島の地域から要望が上がっているということ

は承知をしておりますけれども、まず全体がど

ういうふうになっているのか、県の全体の状況

と、そして今後どういうふうに推進をしていく

ような考えなのか、説明をいただきたいと思い

ます。 

【大庭情報政策課長】 資料を配付させていただ

いてよろしいでしょうか。 

【山本(由)委員長】 しばらく休憩します。 
 

― 午後 １時４５分 休憩 ― 

― 午後 １時４６分 再開 ― 
 

【山本(由)委員長】 再開します。 

【大庭情報政策課長】 今お配りさせていただい

た資料が本県内の超高速ブロードバンドの整備

状況でございます。超高速ブロードバンドの定

義といたしまして、固定系、これは光ケーブル

によるインターネットの配信、それから移動系、

スマホの 4ＧなどのＬＴＥの電波、無線でござ

います。超高速ブロードバンドについて、固定

系、光ケーブルの部分が、今、川崎委員がおっ

しゃった高齢者対策、企業誘致とかにかかわり

ますので、ここの部分をご説明させていただき

ます。 

 真ん中に「固定系（光ケーブル等）のみ」と

いう枠がございますけれども、ここの赤、オレ

ンジ、黄色の市町が固定系の整備が若干遅れて

いるところでございます。赤の平戸市につきま

しては、平成 29 年度までに、ほぼ 100％の整

備が民設民営、ＮＴＴによる整備で完了する予

定でございます。それから、オレンジの東彼杵

町につきましては、11 月からＮＴＴのフレッ
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ツ光のサービスが始まっていますので、現時点

では、ほぼ 100％になっている状況でございま

す。まだ松浦市、西海市、小値賀町、新上五島

町が光ケーブル、固定系が遅れているという状

況にあります。そういった中で、超高速ブロー

ドバンドの整備につきましては、住民の利便性

向上だけではなくて、医療、教育、産業振興、

企業誘致など、さまざまな効果が期待されてお

りまして、特に、固定系の光ケーブルによるブ

ロードバンドの整備が求められているという現

状があります。 

 こうした整備を具体的に県としても検討、調

整しているところでありますが、市町が公設公

営による整備を行うと、初期投資の部分では、

本土で 2 分の 1、離島で 3 分の 2 の国の補助金

が使えますので、初期費用の比較だけすると有

利になるのですが、その後のランニング費用と

か、寿命が大体 10 年と言われていまして、10

年後のリプレースの費用、こういったものを全

部考慮しますと、公設公営による整備よりも、

民設民営による整備のほうが現実的ではないか、

有利ではないかというのが現状としてございま

す。こうした現状を踏まえまして、民設の場合

の通信キャリア事業者、それから市町の皆様を

集めて説明会を繰り返し開催しております。そ

して、各現場の状況等も詳細な把握に努めてい

るところでございます。 

 また、それと同時に、国に対しまして、民設

民営の整備につきましても財政支援措置を新設

していただくよう、政府施策要望ですとか、全

国都道府県情報管理主管課長会議、そういった

機会を見つけまして、何度もお願いを繰り返し

ているところでございますので、結論を申し上

げますと、一番早い整備の方法としては、民設

民営のやり方が現実的ではないかと考えており

まして、そのやり方につきましては、平戸市さ

んや佐世保市さんが既に実行している面もござ

いますので、そういった担当者からノウハウを

いろいろいただきながら、ほかの市町にもお伝

えすることで、進めていこうとしているところ

でございます。 

【川崎委員】 こういった地図を示していただく

と非常にわかりやすいのですが、今おっしゃっ

た民設民営のほうが今後のことを考えると有利

だということでありましたし、国に支援を求め

ているということでありました。おっしゃるよ

うに、佐世保での成功事例等も踏まえて、しっ

かりと情報を共有して進めていただければと思

うんですが、やはりスピードアップしないとい

けないんでしょうね。人口減少ということが離

島を含め郡部では大変厳しい中において、企業

誘致もということを促進される中において、こ

ういったものが障壁になっていけば、スタート

ラインにもつけないという状況かと思いますの

で、しっかりと推進をしていただきたいと思い

ます。 

【山田(博)委員】 情報政策課長にお尋ねしたい

と思います。陳情番号の 39 番にありますテレ

ビ自主共同受信施設組合の支援とテレビ中継局

のフェージング対策についてとありますけれど

も、情報政策課として現在、テレビの難視地域

とか、フェージング状況、要するに、テレビが

映りにくい状況の地域がどれだけあるかとか、

そういったものを把握しているか把握していな

いか、まずそれをお尋ねしたいと思います。 

【大庭情報政策課長】 10 月に県下全市町に対

しまして、地上デジタル放送の受信障害地区に

ついて照会をかけさせていただきました。今回

の調査におきましては、市町において、各支所

等にも聞き取りを行っていただいて詳細を確認
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してほしいというお願いをして、丁寧な調査を

行ったところでありますが、季節に影響される

ものもあり、地形的な要因であっても一時的な

障害とかもあって、なかなかその全容を完全に

把握できるところまでは至っておりません。そ

の照会の結果を申し上げますと、県内の 6 市町、

対馬市、小値賀町、佐世保市、五島市、壱岐市、

新上五島町において、受信障害を確認しており

ます。 

【山田(博)委員】 情報政策課長、原因までわか

っているんだったら言ってくれませんか。 

【大庭情報政策課長】 原因について 1 つ 1 つ

見ていったんですけれども、ほとんどが大気の

状態など気象条件などによって変動して発生す

る、いわゆるフェージングという現象が原因と

見られる受信障害でございます。 

【山田(博)委員】 わかりました。 

 情報政策課長、テレビというのは災害時とか

の情報伝達として有効な手段ということで私は

理解しているわけですが、情報政策課長の見解

を聞かせていただきたいと思います。 

【大庭情報政策課長】 災害時には、テレビもラ

ジオもインターネットも含めて非常に重要な手

段で、テレビはその中でも最も重要な手段であ

ると認識しております。 

 今回、こういった地区をある程度、詳細に把

握をしましたので、11 月 22 日に開催をされま

した長崎地上デジタル放送技術連絡会議にこの

状況を報告いたしまして、放送通信に関係する

技術者の皆様が集まる会議なんですけれども、

その中で、さらにこの具体的な対策がないのか

というのを再度検討していただくようにしてお

ります。例えば、小値賀・宇久エリアにおきま

して、外国からの混信が原因でありますフェー

ジングに伴う受信障害が発生しているんですけ

れども、これにつきましてはリパックという周

波数を少しシフトさせるという対策がございま

して、この対策でかなり改善が見込めるという

ことで、今年度中に小値賀・宇久を何とかした

いと。その次のステップとして、リパックで改

善できるエリアがないかとか、その辺を具体的

に今、検討していただいているところでござい

ます。 

【山田(博)委員】 実は、情報政策課長、この総

務委員会に来てから、私も地域をずっと回って

いたら、やはり五島の三井楽にいながら中国語

や韓国語が聞こえるんですよと。私は言われた

んですよ、「山田(博)さん、ここは五島ですけ

ど、韓国なんですよ」と。この人は人をからか

っているのかと思って聞いていたら、ラジオを

聞かされて、韓国語とか中国語が聞こえるわけ

です。そういったことを情報政策課長に言って、

情報政策課長は、各市町にそういった照会をし

て調査していただいたと。情報政策課長、私は

本当にあなたに対して敬意を表したいと思いま

すよ。1人の県議会議員の声を、県議会議員と

いったって私も4回連続当選させていただいて

いるわけです。県民の負託を受けてやっている

わけです。その中で、情報政策課長は委員会の

委員の皆さん方の発言をしっかりと重く受け止

めて調査して、しま1つ1つやっていただいたと。

総務部長、今までこういったことはなかったん

です。情報政策課長、あなたは本当にすばらし

い。大変感謝しています。これからもぜひ頑張

っていただきたいと。これは総務部長の教えが

よかったのだろうから、情報政策課長、私は残

念なのは、宇久・小値賀があったわけです。次、

五島市が来るかというと、まだ来ないと。ここ

に次、来年は五島が来ますと言ったら百点満点

だったんです。来年は私がいないものだから、
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いずれ何かの機会で、ひょっとしたら別の委員

会で聞くかもしれませんから、引き続きこの対

策はぜひお願いしたいと思っております。それ

で、情報政策課長、引き続きやっていただきた

いと思っております。 

 本来であれば、地域の細かい情報を提供して

もらいたいと言ったんですけれども、なかなか

難しいのは、私も実際やってみました。そうい

った中で取り組んでいただいたことに敬意を表

して、決意を述べていただいて、情報政策課長

に対する質問は終わりたいと思いますので、よ

ろしくお願いします。 

【大庭情報政策課長】 引き続き、地域の情報を

つぶさに把握をいたしまして、改善につなげて

いこうと考えておりますので、よろしくお願い

します。 

【山田(博)委員】 ぜひよろしくお願いします。 

 これは危機管理課長、自然災害とかにおきま

して、テレビというのは大変重要なのはわかっ

ていると思うんです。部は違っていても、こう

いうふうにやっていただいている同じ県庁マン

がいるということを十分認識しながら、ぜひこ

れからも頑張っていただきたいと思っておりま

す。 

 陳情で最後に、身体障害者の方から来ていま

す自動販売機の設置についてですけれども、こ

れは確かに地方自治法が一部改正されて、自動

販売機の設置が、障害者の団体のを配慮しなさ

いということでありますけれども、今、自動販

売機の設置というのは、どのような形で形成さ

れているかをお答えいただけますか。 

【橋口管財課長】 自動販売機につきましては、

平成19年度に地方自治法の改正がございまし

て、これまでの目的外使用許可に加えまして、

行政財産の貸し付けというのがこれに加わって

いるというところでございます。120台程度の

貸し付けを含めて、自動販売機を設置している

ところでございます。 

【山田(博)委員】 管財課長、これは大変難しい

ところですね。片方では入札をして、片方は、

ある程度の配慮をしなければいけないと。これ

は管財課長の手腕にかかっているわけですね。

これはそういうことですか。不平不満が出ない

ように、既に決まったことに、一遍決まったこ

とに、ああでもない、こうでもないと言ってい

たら大変なことになるわけです。管財課長、そ

ういうことでしょう。だから、それは事前に、

そういうことがないようにしなければいけない

わけですけれども、それについては、どのよう

にされているのか、お尋ねしたいと思います。 

【橋口管財課長】 基本的に、私ども、ファシリ

ティマネジメントの一環として知恵を絞りなが

ら、これまで有効活用が可能と思われるところ

につきましては、いわゆる貸し付け、自動販売

機あるいは広告の掲出など、県の歳入増に努め

るようにしております。また、身体障害者福祉

法22条による努力義務、配慮規定というものが

ございますので、それは個々の案件で、その2

つの面がございますけれども、そこを考えなが

ら進めていきたいと考えております。 

【山田(博)委員】 そういうことは管財課長、い

ろんな配慮をしながら、ここに置いたらいいん

じゃないかと調整しながら、管財課としては自

動販売機をやっていくと。私は、こういった団

体の方の配慮をしていただきたいと。がしかし、

ほかのメーカーさんから、何であそこばかり配

慮するのかとかいう不満が出ないように、そこ

は管財課長がしっかり皆さん方にご理解、ご協

力をいただくようにすると。 

 私は最後にお尋ねしますけれども、一遍決ま
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ったことを、不満が出たからといって変更する

ことはないでしょう。それはあったら大変です

よ。ないですよね。それだけ確認です。一遍決

まったことを、ああでもない、こうでもないと

言われたら変えるということは大変なことです

から。そうしたら、何のためにしたかわかりま

せんから。その前に、事前にいろいろな調整を

してやるのがあなたの務めであるわけですから、

法律の規則もあるわけでしょうから、そこにつ

いては再度確認したいと思います。 

【山本(由)委員長】 しばらく休憩します。 

 

― 午後 ２時 ２分 休憩 ― 

― 午後 ２時 ３分 再開 ― 

 

【山本(由)委員長】 再開します。 

【橋口管財課長】 自動販売機、いろんな団体か

らご要望をいただいておりますが、そこはファ

シリティマネジメント、それからそれぞれの法

律、そういった分の趣旨を踏まえながら、適切

に実行してまいりたいと思っております。 

【山田(博)委員】 陳情・要望で、貸付制度を導

入しながらやっているということで、私が言う

ことは、一遍決まったことを、きちんとそれを

遂行してもらいたいということです。ぜひ頑張

っていただきたいと思います。 

【山本(由)委員長】 ほかに、質問はありません

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)委員長】 ほかに質問がないようです

ので、陳情につきましては、承っておくことと

いたします。 

 次に、議案外の所管事務一般に対する質問を

行うことといたします。 

 まず、「政策等決定過程の透明性等の確保な

どに関する資料」について、質問はありません

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)委員長】 それでは、「政策等決定過

程の透明性等の確保などに関する資料」につい

ての質疑を終わります。 

 次に、議案外所管事務一般について、ご質問

はありませんか。 

【吉村(庄)委員】 危機管理監のところです。先

ほど山田(博)委員から、オスプレイの問題があ

りました。私は 9 月定例県議会で知事に対して、

佐世保市が防災訓練にオスプレイを使われた問

題を含めて聞きました。今日は、今度のような

事故を捉えて、何といっても安全性が第一と、

こういう表現がありましたから、それはそれと

して受け取りますが、9 月定例県議会でした時

に知事は何とおっしゃったかというと、安全性

については国と国との間で確認をしてあるから、

そういうふうに承っておりますと、こういうこ

となんです。その時にも、訓練中にずっと事故

あるいは死亡事故なんかがあっているんです。

今はまだ訓練ですから。昨年の 5 月でしたか、

ハワイにおける墜落事故についてもお尋ねをし

ました。こういう事故等が続いている。それか

ら、試作段階では、これは未亡人製造機とも言

われているという話も私はしたと思うんですが、

試作時点から、ずっと事故が起こっている中で、

一挙に 2 桁の数字の死亡者とか、あるいは 2 桁

近い、例えば 7 人死亡とか、こういう事故がず

っと起こっているんです。そういう中で、佐世

保市の朝長市長はそれについて、役に立つから

ということで使われたという話だったんだけれ

ども、そういう状態で使うということについて

どうなのかと、こういうことも聞きましたら、

その時は、防災訓練の実施者が判断したことだ

ろう、こういう話もあったんですが、今日の事
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故を受けて、どういう認識をされているのです

か。ぜひ聞かせてください。 

【陣野危機管理課長】 9 月定例県議会におきま

して、吉村(庄)委員から、一般質問でオスプレ

イの話があっておりました。その時も知事から

ご答弁さしあげておりますけれども、オスプレ

イにつきましては、開発段階でさまざまな事故

が起きておりますし、導入後も事故が起きてい

るというのは承知しております。 

 国におきましては、米軍とも調整した上で、

機体そのものには問題ない、安全性は確認され

ていると。そういった中で、事故におきまして

は、操縦ミスとか、そういうものがあったため

に起きたということで、そういうものにつきま

しては、米軍のほうにおきましても、マニュア

ル化をしたり、研修を施すということで、一定

の安全対策はとられているという形で、政府に

おきましては、一定安全性を確認しているとい

うことでの答弁でございます。 

 昨日の事故につきましては、先ほども山田

(博)委員からのご質問でご答弁さしあげました

けれども、事故原因がまだ究明されておりませ

ん。発生したばかりですので、どういった形で

の問題があったのかというところを改めて究明

する必要があろうかと思います。そういったも

のがないと、なかなか今後の問題がどうなのか

というところはコメントできないところでござ

いますが、先ほども申し上げましたように、政

府においては、一定機体の安全性は現時点では

確認しているところでございますけれども、今

回の事故がどういった原因なのか、果たして天

候なのか、操縦ミスなのかというところがまだ

明確にされておりませんので、そこを見てから

の判断になろうかと思います。 

【吉村(庄)委員】 昨年のハワイ沖の 5 月のもの

も米軍の発表は、誤って砂地に着陸したような

感じの人為的なミスとしているのですが、これ

は砂が多かったところに着地しようとしたら、

吸い上げてエンジンの中に入り込んで、エンジ

ンが機能しないような状態になってです。だか

ら、原因について、操縦士が着陸地点を誤った、

人為的と、発表もそうでしたから、あなたたち

は、こういうふうに受け取られているかもしれ

ませんが、今、機体云々という話がありました

が、機体というよりも、機能のところに欠陥が

あるということは明確になっているんですよ。

そういう認識は当然していただかなければいけ

ないと私は思っているんです。 

 それから、熊本で災害に使われたですね。こ

の時も見られておったですか。ものすごい風圧

が来て、例えば、避難する人たちは、そこの近

くにおれないで、一定のところにおって、これ

は普通のヘリコプターと違いますから。自衛隊

の大型ヘリコプターなどともその風圧が違いま

すので、そういう状態だったんです。私も、熊

本県庁に行って、いろんな聞き方をしましたが、

担当の危機管理防災企画監の方は、自衛隊出身

でしたから、大変役に立ったと、こういうお話

はありましたけれども、誰が見たって、熊本県

庁の職員さんも、役に立ったという意味では、

ぱっと答えが返ってくるような状況ではなかっ

たんです。だから、そういうところをしっかり

考えていただかないと。 

 さっきの山田(博)委員に対する離島の防災で

も、それは役に立つほうがいいでしょうけれど

も、必ずしも役に立つばかりじゃなくて、人為

的なミスじゃなくて、機能に欠陥があるという

状態が何件が解明されているわけですから、こ

ういうところについて、私は認識を改めていた

だく必要があると思うんです。 
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 それからもう一つは、あれの日本国内におけ

る飛行訓練については、低空の問題その他が起

きて、日米の間で一定の了解事項があるんです。

これは細かく言いませんが、その中には、ルー

トの問題を含めて、実は、日本とアメリカとの

関係の中で、ルートの問題も、どういう地域を、

どういうふうに回るのかと、それは大まかなこ

とですけれどもあるんですけれども、佐世保に

10 回以上も来て、そのルートについて何も情

報がないと、こういう状態というのは非常に問

題ある形になっていると私は思うんです。 

 そこで、今日の話は、安全性が大事であると

いうのは当然ですけれども、この前の私に対す

る知事の発言が、先ほどもおっしゃったように、

日米で確認されているから安全だと、安全性に

ついては確認されているというふうに承ってお

りますと、こういう非常に他人事のように聞こ

えるんです。そういう状態では、私は問題が残

ると思いますし、それから、実戦に行っている

かどうかというのは私も詳しくは知りませんが、

そういう話は聞いておりません。まだ訓練中だ

と。沖縄もそうですけれども、日本国内でも、

岩国に行った場合でも、訓練中である。戦地で

使われるということになると、実戦の時に、さ

っきの話のように、下が砂が多いか少ないかと

いうようなことを考えるような余地はないと思

いますよ。そんな時に、砂地だったからエンジ

ンの中に砂じんが入ってどうだと、こういうこ

とをやっぱり考えていただかなければいけない

と思いますが、私が後段で言ったところについ

て、どういう認識をお持ちですか。この安全性

の問題について、欠陥があるということについ

て、認識を改めて示してください。 

【陣野危機管理課長】 先ほど来、委員となかな

か考えがすり合っていないと思っておりますけ

れども、私どもも専門ではございませんけれど

も、国において、きちんと専門的なところを検

証した上で、機体については安全性に問題はな

い、そういった形で、米軍の事故につきまして

も、操縦の中でのミス等が原因だということで

伺っております。 

 今回の事故につきましては、先ほど来申し上

げておりますけれども、原因がまだわかってお

りません。果たして、委員は機能とおっしゃい

ますけれども、機体なのか、操縦ミスなのか、

どういった訓練をしていた中での事故が起きた

のかというところも詳細わかっておりませんの

で、そういった中では、9 月定例県議会でも知

事が答弁したような答えになりますけれども、

今のところ、政府といたしましては、オスプレ

イにつきましては一定の安全性は確認している

と、これは専門的な検証を踏まえた上での確認

でございます。ただ、昨日の事故がどういった

ことで起きたかというのは十分検証した上で、

そういった中で新たなことが見つかれば別です

けれども、今の時点では、そういった認識でご

ざいます。 

【吉村(庄)委員】 アメリカ政府と日本政府との

関係については、ほかのところでも言われてい

るんですけれども、ほとんどアメリカが言った

ことについて、日本のほうはそれを聞いている

と、こういう状況がずっと続いてきていますか

ら、そういうことばっかりしていたら、例えば、

長崎県がそういうことの国の方針だけにきちっ

としていただくということになれば、長崎県民

の本当の安全と生命を守れるかどうか、ここら

辺は私は非常に問題が残ると思います。そうい

うところで、オスプレイの問題について、私た

ちは今後、知事に対して一定の見解を求めてい

きたいと思っています。 
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 第一、去年のハワイの事故が、砂を吸い込ん

で墜落したなんて、こんなことが許されますか。

戦闘地帯に行くということでつくられたオスプ

レイ、訓練でこういう状態ですから。私たちは

経験ないけれども、戦地に行った時は、どんな

ところでも運ばなければいけないわけでしょう。

すなわち、砂があるかないかというのは初めは

わからないわけですから。というようなことを

私は考えております。 

 だから、今、国内をあちこち低空飛行なんか

をしていますが、その情報についても佐世保市

議会で市長は、そういうことについては一定の

ところで情報の開示を求めるということを答弁

しているんですけれども、私は、県はそういう

ところについて非常に無関心だと思っています。

こういう状況ではいけないと私は思いますが、

そういう情報という問題について、危機管理監、

一定の考え方を示してください。 

【西浦危機管理監】 委員からは、情報の提供と

いうことでお話がありました。私がこちらに着

任いたしまして、すぐ第 1 回目のオスプレイが

飛んでまいりまして、その際からの方針として、

きちっと確立しておりますことは、私どもは九

州防衛局に対して、速やかな情報提示をお願い

したいと、事前情報を提供してもらいたいとい

うことを、その時点から申し入れをきちっと行

っております。それ以後、オスプレイの動向に

つきましては、逐一私どものほうにメールで送

信があるようになっております。したがいまし

て、本県に、例えば赤崎の貯油所に飛来すると

いった予定がある場合には、事前に九州防衛局

のほうから情報も入りますし、その時点で私ど

もは、報道のほうにもその旨、お知らせをして、

県民の皆様にも、きちんと情報提供するといっ

たことでやってきておりますので、引き続き、

九州防衛局からの連絡を受けながら、連携をし

ながら、情報提供を求め、県民の皆様方にもき

ちんと公表していくというスタンスは今後とも

とっていきたいと考えております。 

【吉村(庄)委員】 佐世保に何回も来ていますか

ら、その時の情報の伝達については私もチェッ

クをいたします。しかし、直前というのがもの

すごく増えてきているんですよ。そういう状況

で一体どうなのかということと、それから日本

政府とアメリカ政府の間で、米軍とのと言った

ほうがいいですか、そういうところの中で、飛

行のし方についても、例えば、人家が集中して

いる都会のようなところではどうするんだと、

こういう決め方があるんです。これはどういう

取り決めになっているか、あなたたちが知って

いる範囲の資料を後で求めます。 

 そして、それに今、合致しているかどうかで

す。ここで 1 つ 1 つ言うつもりはございません

が、私は、必ずしも合致していないと思います

よ。 

 ぜひオスプレイの問題については、自衛隊が

買って佐賀空港に配備すると。十ウン機という

数字が出ていました。佐賀県知事もどういうふ

うにするかというようなことあたりが出てきて

います。それから、岩国には沖縄から配備をす

ると。もう既に配備をして訓練をやったと、こ

ういう状況もありましょうけれども、オスプレ

イの取扱いについては、もっと真剣に、もっと

神経をとがらせてやるべきだと私は思いますか

ら、申し上げておきたいと思います。 

 それから、危機管理監で、玄海原発との関係

で訓練をずっとやりましたね。それで、今まで

もいろんな話がありますし、事前の連絡会とか

を関係のところでやられていますが、そういう

ところできちっと課題として出てきているのは、
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避難の経路と時間です。例えば、鷹島地区の青

島から、佐世保を通って川棚に来るのに、一体

訓練の時には幾ら想定をしながら、実際にそれ

が守れるかどうか、こういう問題は依然として

あるというのは、それぞれの自治体、佐世保で

もそうなんですけれども、例えば、東彼杵町、

川棚町、こういうところについてあるので、こ

ういうところについて一体どうなのかというの

を本当に真剣に考えてもらわないと。それには

佐賀県の県道がかかわっているんです。 

 それからもう一つ、空路、ヘリコプターとい

う意味では、壱岐から福岡に行くのがあったで

しょう。これはこの前は、天候が悪かったため

に中止になりました。では、天候が悪い時の避

難体制というのはどうするのかと。だから、壱

岐でもシェルターを云々という話は当然あると

思いますが、そういう課題がある。 

 そのほかにもう一つは、前回、訓練の時、介

護老人施設か、平戸から佐世保まで連れてこら

れたと。これは同じ経営者のところです。だか

ら、しやすかったかどうかという問題はあるけ

れども、避難計画をきちっとつくって、訓練を

して、そしてそれが具体的に皆さん方の全体的

な訓練の中でどう活きるかと、こういうことを

考えると、私はまだまだ課題があると思うんで

す。避難時間の問題、経路の問題、天候による

避難という問題、それから病院も含めて施設の

皆さん方、こういうところに私は課題が残って

いると思いますが、その課題を解決するのに、

どういうふうにしていきますか。 

【陣野危機管理課長】 今年度、10 月 10 日に原

子力防災訓練を実施したところでございます。

この訓練につきましては、委員からお話があっ

たように、現在、避難計画をつくっております

内容につきまして、訓練を通しまして、どうい

った形で実施するのか、課題はないのかという

のを抽出することを目的といたしまして実施し

たところでございます。 

 そうした中で、委員からお話がありましたよ

うに、壱岐につきましては、通常、南部から北

部へ避難ということでございますけれども、万

が一のことも考えまして、福岡県への広域避難

というのも今回、訓練で実施したところでござ

います。移動の際には、自衛隊のミサイル艇を

使った海路の移動と自衛隊のヘリコプターを使

った空路での移動を実施したところでございま

す。そうした中で、委員からお話がありました

ように、当日、天候、風が特に強うございまし

たので波が高かったということもございまして、

安全を考慮して念のためにということで、自衛

隊の判断で、ミサイル艇の出動が停止されたと

いうことでございます。ヘリコプターにつきま

しては、壱岐から北九州空港へ、今回初めて北

九州地区への避難を実施いたしまして、ヘリコ

プターにつきましては、予定の時刻で北九州空

港に到着いたしまして、福岡県の苅田町に避難

できたということでございます。 

 そうした形で、今回の課題といたしましては、

1 つは、先ほど申し上げましたように、しけの

場合に、ミサイル艇ではなかなか避難が難しい

ということもございますので、例えば、さらに

大型の艦艇を出した自衛隊の艦船の使用という

のも今後検討していかなければならないかと考

えております。 

 また、避難に当たりましてもう一つの課題は、

委員からもご指摘ございましたけれども、高齢

者の方とか、福祉施設の方をどう避難させるの

かという検討がございます。これにつきまして

も、平戸市につきましては、佐世保のほうに避

難するということで計画しておりますけれども、
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そうした中で、今回は、陸路でバスで行くとい

うこれまでの避難に加えまして、海上保安部の

船を使いまして海路の避難も実施いたしました。

こうした中では、陸路と海路で一定同じ時間で

避難できたということでございますので、そう

した意味では、海路の避難というのも検証でき

たと思います。 

 ただ、こういった訓練を実施しておりますけ

れども、委員からお話がありますように、原子

力安全連絡会でもいろんな住民の皆様からのお

話を聞く中、実際に避難する時に、渋滞が発生

して時間がかかるのではないかというご意見も

ございます。そうした意味では、避難経路を設

定しておりますけれども、別の避難経路をつく

ったら、どうやって時間が短縮できるのか、今

後も、そういったさまざまな訓練を通しまして、

予定している避難時間をどう短縮していくのか

という訓練を実施していきたいと思います。 

 また、委員からお話がありましたように、松

浦市の鷹島地区につきましては、鷹島肥前大橋

を通りまして、佐賀県の県道を通っていかなけ

ればならないという形でございます。そうした

形で佐賀県の県道等を通りますと、佐賀県の中

で二里大橋のところで渋滞が発生するというと

ころも予測しておりますので、こういった渋滞

解消をどうするのか、また筒井万賀里川線とい

う佐賀の県道がございますけれども、ここが非

常に狭くてカーブが多いということで、こちら

は住民の皆様もかなり懸念されているところで

ございます。こうした形につきましては、基本

的に広域な話になりますので、私どもも内閣府

等に対し、国において両県の調整をしていただ

けないかという要望もしているところでござい

ます。 

 いずれにいたしましても、今回、避難計画を

策定しておりまして、国においても承認はされ

ているところでございますが、これで終わりと

いうわけではなくて、訓練を通しまして、さま

ざまな検証を実施しながら、より迅速で安全な

避難の手段を模索していきたいと考えておりま

す。 

【吉村(庄)委員】 危機管理のところで、避難の

問題は非常に大きな課題でありますから、十分

努力をしていただきたい。道路とかについて一

定考えられているのは知っています。それから、

天候によるとヘリコプターは飛んだということ

ですけれども、天候によると飛ばない。船も、

大きなものを持っていったって、天候によって

は不安と、こういうことになりますから、ぜひ

お願いします。 

【髙比良委員】 ふるさと納税の促進のための対

策について議論したいと思うんです。まず、改

めて、ふるさと納税制度に係る本県の昨年度の

収支の状況について報告してください。 

【萩本税務課長】 平成 27 年度の収支ですけれ

ども、寄附金額の受け入れが 884 件で 1,660 万

円、県民税の税額控除が 3,370 万円しておりま

して、交付税措置とかいろいろありまして、引

きまして、補塡後の減収額は840万円発生して

おります。それと、事務的経費として420万円。

差し引き 400 万円の黒字となっております。 

【髙比良委員】 黒字。3,370 万円、差し引き

800 万円のマイナスで、事務費が 420 万円、そ

れで黒字が400万円。ちょっと合わないですね。 

【萩本税務課長】 すみません、県民税の控除額

が 3,370万円ありますけれども、75％減収補塡

されます。減収補塡額は 2,530 万円ありますの

で、補塡後の減収額は840万円発生しておりま

す。1,660 万円から、経費が 420 万円で、減収

額は840万円ありますので、差し引き400万円
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の黒字になります。 

【髙比良委員】 減収補塡で助けられているとい

う感じじゃないですか。実際の収入というか、

入ってこなかった、そういう減少から見た時に、

減収補塡に助けられているという感じじゃない

のか。 

 そこで、もう少し、ふるさと納税を活用して

いただいて、寄附のお願いをしていきたいとい

うことで、今回見直しをした。それで、まず使

途の見直しをしましたということで、さっきの

説明の中で、1 から 6 まで挙がっているわけで

すね。争奪戦はあるんですけれども。 

 そこで、これを見せてもらうと、内容的には、

1 つは、本県の課題、すなわちマイナスの改善

についての協力のお願いというジャンル、2 か

ら 5 までがそうだと思うんです。逆に、本県と

しての言ってみれば能動的な取組についてのお

願いと、そういうジャンルのものが 1 と 6。そ

ういう 2 つが混在をしているわけです。 

 それで、課題解決については、それぞれ着実

に取り組んでいかなければいけないということ

はもちろんなんだけれども、県外に住む本県の

出身者が、ふるさと納税というものを行うとい

うのは、私は、いわばふるさとに対する愛着と

いうか、愛郷心の発露として、そういう行動に

移るんだというふうに思うんです。ですから、

それはマイナスの軽減ということよりは、むし

ろ、長崎県の出身者として、長崎にもっと輝い

てもらいたい、長崎に、ますます誇りがあるも

のであってほしいというような気持ちが根っこ

にあって、したがって、長崎の素材に磨きをか

けて全国に発信しようという取組、そういった

ものを、より応援したいという気持ちになって、

ふるさと納税につながってくるんじゃないかと

私は思うんです。 

 そういう意味で、1 とか 6 というような、さ

っき言っています長崎の輝きをもっと増すもの

に力を入れて、メニューとして整理してはどう

かというふうに思うんです。全体として、もう

一度、再考してみてはどうかと思うんだけれど

も、まず、その辺についての考えを聞かせても

らいたい。 

【萩本税務課長】 ふるさと納税自体の最初の発

足、制度ができた趣旨といいますのが、長崎県

で生まれて、育って、小学校、中学校、高校に

進学しまして、県外の大学に進む、その場で、

都市部で就職をすると。結局、納税する段階に

なりましたら都市部に納税してもらう、子ども

にかかった費用というのは地方が負担していた

と。納税する段階になった時には、結局、自分

が生まれ育った故郷には納税ができないと。そ

のはざまをどうにかできないかという形で、こ

の制度ができたと私は認識しております。 

 そういう中で、今回、1 から 7 まで使途につ

いて提案したわけですけれども、今回重点的に

見直したのは、長崎県が困っていること、弱い

点、本当の課題を解消するために、県外在住の

方に積極的に打っていこうという形での見直し

をいたしました。今回見直した結果として、寄

附額も増えてきております。 

 また、来年以降につきましても、どういうと

ころが寄附が募っていただけなかったのかとい

うのを見直しながら、今後、積極的に事業、使

い道についても見直していきたいと思っており

ます。 

【髙比良委員】 私が言っていることが伝わって

なかったような答弁なんだけれども、困ってい

ることに助けてください、力をかしてください

というような立ち方での訴えよりは、長崎県と

して、こんなことにもっと磨きをかけて、全国
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に誇り得るものを能動的につくっていくから、

あなたもそれに参加をしてくれませんかという

訴え、そういう呼びかけのほうが、より食指を

伸ばしやすいのではないか、だから 1 とか 6 に

挙げている世界遺産、あるいはスポーツの有名

な人云々だとか、そういうふうなジャンルのも

のをもう少し増やすと、関心がさらに高まるの

ではないですかと言っているんです。どうです

か。 

【萩本税務課長】 長崎県を積極的に打っていく

ためには、長崎の誇りも大切になってきますの

で、そこにもう一つ、先ほどから髙比良委員が

言われていますように、輝きを増せるような施

策を今後は積極的に取り入れて、頑張っていき

たいと思っております。 

【髙比良委員】 そういう方向性のもとに、さら

に拡充をする、あるいは見直すといったことは

フレキシブルにやってもらいたいと思うんです。

ほかでも、そういう輝きを増すということにつ

いては、いろんな事業としてやろうとしている

わけですから、そういったものを積極的に取り

入れるという方向で再検討してもらいたいと思

うんです。 

 それと加えて、返礼品の見直しなんだけれど

も、かなり拡充をしたといったことで、それに

伴って実績も増えてきたというような話なんだ

けれども、それはそれでいいことだと思うんで

すが、例えば、ふるさとを離れている皆さんに、

一度長崎に帰ってきてみませんか、あるいは盆

とか正月に長崎に帰ってくる時に、こういう長

崎のよさを特別な仕掛けの中で味わってみませ

んかというような呼びかけをプレゼンできるよ

うなものをそろえるとすれば、私は、もっと高

まると思うんですよ。そういう意味で、物だけ

じゃなくて、金額に応じたところで、例えば、

ＪＲ、バスだとか、あるいは島鉄、松浦鉄道、

ＯＲＣ、そういうことを入れているというのは

いいことだと思うんですが、今言った、長崎で

味わえる仕掛けというもので追加をしてみては

どうかと思うんです。 

 例えば、この例がいいのかどうかわかりませ

んが、長崎のおしゃれな料亭での食事券とか、

ハウステンボスの入場券、高級なホテルの宿泊

の割引券、あるいはプレミア付きのくんちの入

場券、雲仙での宿泊とゴルフのセットの割引券、

そんな長崎に帰ってきて、リッチな気分を味わ

うというか、楽しめる、そういったものを入れ

ると、さらに関心が高まるんじゃないかと提案

なんだけれども、どうですか。 

【萩本税務課長】 今朝のテレビのニュースでふ

るさと納税を取り上げられていまして、そこの

中で、今、物の返礼じゃなくて、そこに行って

実体験ができるもの、今日は、ろくろで湯飲み

をつくるとか、そういう体験の話があっていた

んですけれども、今は、そういう物から体験型

にも移っているところの提案が増えてきており

ます。そういう形で、今、ＪＲ福岡～長崎間と

か、バスの高速 4 枚回数券とかを提供している

んですけれども、そこの利用もいっぱいありま

す。あと、先ほど言われました宿泊付きのゴル

フパックとか、そういうことも考えられるのか

なと、今、内部でも検討しているところです。

ただ、県として、地域性、県全体を網羅しなけ

ればいけませんので、その辺には今後十分注意

して、県全体の発展につながるような返礼の見

直しをしていきたいと思っております。 

【髙比良委員】 工夫次第でこれは伸びると私は

思っているんです。まさに知恵出し勝負だと思

っています。長崎から出て行った若い人たちも

たくさんいるので、逆にいえば、長崎のファン
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はものすごく多いと思うんです。そういうもの

にある意味、がめつく、いろいろ知恵を出し、

工夫をして頑張ってもらいたい。期待していま

す。 

【前田委員】 せんだって、新県庁舎を視察させ

ていただきました。ありがとうございました。 

 見た感想としては、質の高い施設ができるん

だろうなと思うのと、しっかり仕事をしている

現場の方々を見る中で、ああいう大型工事に地

元の特に若い技能者がかかわっていくことが技

術の習得の学びに本当にいい経験になっている

んだろうと思っています。進捗は順調というこ

とですので、無事故で、施設の完成を待ちたい

と思います。 

 そういう観点に立って、順調にできているん

でしょうが、今後、施設面またソフト面含めて、

どういうふうな入札、そういうものが行われる

のか、その一覧を資料としていただき、それか

ら質問をさせてもらいたいと思います。 

 その間に、前回の委員会で質問した売店の公

募の件で、改めて質疑をさせていただきたいと

思います。 

 総務部長、議会人ですから、やっぱり意見が

たがえることはあると思います。だから、是々

非々で臨むべきだと私は思うんだけれども、そ

の中で大事なことは、意見が違っても、お互い

にやっぱり信頼関係を持って議論するというこ

とは大事なんだろうなと思います。 

 そういう意味で 1 つ残念なのは、前回の 9 月

29 日の総務委員会終了後、担当の課の方が私

のほうに説明したいということで来ました。な

ので、私は、私の説明よりも、まずは疑問を持

たれている事業者の方のところに先に行ってく

ださいという話をして別れました。 

 それで、相手方にも確認をしたのですが、9

月 29 日の総務委員会終了後、そういうやりと

りをして、担当課が訪ねて行ったのは 10 月 20

日、３週間ぐらいあいてから、かなり遅く訪問

していると。 

 その時に、いろいろ疑問に思っていることを

最終的には口頭だけでは伝え切れないだろうと

いうことでメモをお渡しして、メモでの、その

ことについて回答いただけますかということを

言ったけれども、持ち帰って検討しますという

ことで、それで 10月 20日から全く音沙汰がな

く、2 回目の担当所管が相手先に説明したのは

11 月 24 日、本会議開会前日。内容に入る前に、

そういうあり方、もしくは私が質問しているの

だから、その後の経過については私にだって、

こういうやりとりをしましたと報告があってし

かるべきじゃないですか。私は全くその後、報

告を受けていません。そういう意味において、

すみません、前回と全く認識が変わっていない

ので、重なる質問になろうかと思いますが、お

許しをいただきたいと思います。 

 前回の公募の要項の資料をすみませんが委員

の皆様にもう一度、配付していただけませんか。

公募の要項の資料を配付してくれとお願いして

いたので、用意しているのだったら事務方、配

ってください。 

【山本(由)委員長】 しばらく休憩します。 
 

― 午後 ２時３９分 休憩 ― 

― 午後 ２時３９分 再開 ― 
 

【山本(由)委員長】 再開します。 

【前田委員】 今回質問したいのは大きく 2 つ

です。1 つは、公正かつ透明性の高い審査が行

われたのかということと、もう一つは、決定事

業者の評価、いわゆる審査そのものに対しての

疑問であります。 
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 前回の質疑の中で、これは総務部長からも言

われましたけれども、業務提携、どこにも書か

れていないじゃないかということで、書かれて

なかったら、それは不可じゃないかということ

に対して、総じた答弁としては、してはいけな

いということで要項には書いてないからいいん

だという答弁、やりとりしましたよね。総務部

長、そこは改めて確認しますが、変わっていま

せんか。 

【上田総務部長】 公募要領には資格を載せてお

りますので、その資格を満たしていれば、参加

資格があるというふうに考えております。 

【前田委員】 私が話したのは、提携が許される

ということが書いてないですかということで、

資格じゃないです、提携。その提携は、担当課

長も総務部長も当時の答弁の議事録を読んでほ

しいんですけれども、だめだというふうには書

いてないからいいんだということで答弁されて

いるんです。間違いないですね。 

【上田総務部長】 そのとおりでございます。 

【前田委員】 全庁的なことにかかわることなの

で、もう一度、確認しますけれども、そのお考

えは変わっていないんですよね。通常は、行政

がいろんなことをやる中で、書かれてないこと

は通常不可じゃないですか。書いてないことが

いいというのはどこから来るのかなと思って、

これは全庁にまたがる話なので、それ以降も、

じゃ、認識としては変わっていないんですね。 

【上田総務部長】 いわゆる業務提携は、一般的

にいろんな形の業務提携があり得ることでござ

いますので、禁止事項にはいたしておりません。

いわゆる資格としての禁止事項にいたしていな

いところでございます。 

【前田委員】 資格としての禁止事項ということ

で、少し脇にそれたような議論になっています

が、そうじゃなくて、まず、要項に業務提携が

書かれていないですよね。そうしたらお尋ねし

ますけれども、提携がいいということが全く書

かれていないのに、よく申請で臨めたなという

話を前回しましたよね。それで、今の話を、書

かれていないけれどもいいんだという話になっ

てくると、この公募要項の中に、一定期間、質

問を受け付ける期間がありますよね。一切ここ

の相談というのは電話とか、会って直接という

のは受け付けませんと、全て質問としてホーム

ページで受け付けますので出してくださいと。

その質問した内容を公募者全体で共有できるよ

うに、どんな質問が来たかというのもホームペ

ージで閲覧できるようになっているんです。そ

の回答も、個々に回答するんじゃなくて、その

質問に対しては、その回答もホームページでや

っているんです。私は、公平公正でそれはいい

と思っているんですよ。でも、その中に、提携

していいんでしょうかということは質問として

は挙がっていないじゃないですか。ということ

は、やっぱりこの公募要項の中にも書いてない

し、質問も挙がっていない。一方で、この公募

要項の中には、フランチャイザー、フランチャ

イジーについて細かに求めており、誓約書の提

出も求めているんですよ。それなのに、一方で

は、提携というのはどこにもないのに、そんな

こと、普通民間では考えられないでしょう、と

いう話を前回しました。したんですけれども、

そこについてはお答えなくて、書いてないから

いいんだという答弁だったんだけれども、じゃ、

聞きます。 

 とられたところ、生協の担当者の方が、結局、

自分たちは業務提携出していいんだという認識

に立って出していると思うんですけれども、そ

の職員の方、担当の方が、どうして業務提携で
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いいんだという判断をしたのかということを、

私は直接聞けないので、管財課を通じて聞いて

くれと言いましたけれども、どんな回答であり

ましたか。 

【橋口管財課長】 提携でございますけれども、

これは私どもも、提携というものは特定の分野

を限定しながら、企業間同士が独立性を保ちな

がら協力関係を結ぶということと認識をいたし

ます。これはいろんな提携から、次には資本の

提携あるいは合併というふうにそれぞれ進化も

しくは進んでいくものだと考えておりますが、

業務提携につきましては、どの企業でも、取り

組んでいるものと認識しております。（「委員長、

すみません、質問に答えてください」と呼ぶ者

あり） 

【山本(由)委員長】 質問に・・・ 

【橋口管財課長】 現在、どこの企業でも業務提

携は実際に行っているというのが現状でござい

ますから、それは特段質問しなくても、できる

というふうに応募者のほうがご判断をされたと

お聞きしております。 

【前田委員】 そうしたら、応募者のほうの独自

の判断でやったという理解でいいですか。 

【橋口管財課長】 はい、そうです。 

【前田委員】 そうですか。考えられないです

ね。 

 そうしたら、質問を変えます。提携であるこ

とを知ったのはいつですか。 

【橋口管財課長】 選定委員会におきまして、企

画提案の中に提携先企業等の提案が載っており

ましたので、そこで知りました。 

【前田委員】 提携で今回申請されているという

ことを知ったのは、審査会の中で知ったという

ことですね。ということは、プレゼンの中だと

いう理解をいたします。 

 そうしたら、その段階で提携先がどこかとい

うことまで知られましたか。 

【橋口管財課長】 審査会におきましては、応募

者の方、そういった部分についての名称、これ

は伏せるような形で審査をしております。どこ

の企業さんが応募してきたかというのは審査員

にはわからないような形で審査をしておりま

す。 

【前田委員】 それでは、提携先がわからないと

いう中で、提携をしているということだけの事

実を知って審査に臨んだということですが、一

方で、県庁舎の出店公募要項の中には、応募者

がコンビニエンスストア等のフランチャイジー

として単独で応募する場合は、出店決定の際に

は、フランチャイザーが運営をバックアップす

る旨を記載した誓約書を提出しなさいというこ

となんです。ということは、業務提携先とは、

業務提携契約書なるものは存在するのですか。 

【橋口管財課長】 企画の提案においては、その

ようにお伺いしていますけれども、実際の契約

関係については、私どものほうでは把握をいた

しておりません。 

【前田委員】 ですから、審査の時には、提携先

もわからないし、どんな提携内容というのもわ

からない中で審査をされたということなんです

が、そうなってくると、そもそもの提案が本当

に実行できるかどうかというのは何をもって判

断するのかなと思うんです。そこについては前

回も答弁出ていたので省略しますが、そういう

状態の中で、その提案している内容が本当に実

行性があるのか、もしくは提案者、今回の場合

は生協ですよね、もしくはその提携先がどこか

わからない、相手がどこかは後日わかったんで

しょう、コンビニエンスストアだということを。

提携先もわからない中で、本当にその提案して
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いることが実行できるかなんて全く判断きかな

いじゃないですか。ほかのところは、事前に事

務方の中で書類の中で、フランチャイザーとフ

ランチャイジーがあって、その片方の中に大手

のコンビニエンスストアが入ってきているか大

体わかりますよね。そういうところは非常に疑

問であります。そういう疑問がありますという

ことを 1 つお伝えしておきたいと思います。 

 その上で、現在の生協の売店の評価について

お尋ねをしたいと思いますが、長年、目的外使

用ということでお貸ししている、職員の福利厚

生のためというふうにお聞きしておりますけれ

ども、今も生協と県の間で、何か運営における

協定書なり、契約書というものは存在します

か。 

【橋口管財課長】 生協には職員の福利厚生を目

的として使用許可を行っております。使用許可

でございますので、こちらのほうから今回の公

募のように何かの仕様等を提示して、それを行

っているというわけではございません。あくま

でも公有財産の使用許可ということでございま

す。 

【前田委員】 いわゆる完全にお任せした状態だ

と思います。 

 そうした中で、今の売店の運営の状況もしく

は商品管理の状況について、今自体は県として、

どのような評価をされますか。 

【橋口管財課長】 福利厚生を目的として庁舎の

使用許可を行っております。職員が必要とする

品目について対応をいただいているということ

もございますので、一定職員の福利厚生に寄与

していただいているものと評価をいたしており

ます。 

【前田委員】 売店だから職員の福利厚生に寄与

するのは当たり前で、評価するということは、

ここの公募の要項の中の要は、評価の中にある

ような安全・安心とか、いろんなところでクレ

ームが出た時の処理、そういう時にどんな対応

をするかということのほうが大事だと思うんで

す。それで、先週の土曜日の長崎新聞に載って

いましたけれども、レストランの奥で昼間、弁

当やパンを売っていますよね。あそこにおいて

牛乳を売っていたということで、牛乳とか生魚、

生肉というのは、保健所に申請をして、図面と

かを出して、保健所に見に来てもらって売らな

ければいけないという食品衛生法上で決まって

いることをしていなかったということで、指導

するということで、今、牛乳は撤去されていま

すよね。こういう記事が出ておりました。 

 その中でお聞きしたいのは、レストランの奥

のあそこの施設の目的外使用を県が認めたのは

何年からですか。 

【橋口管財課長】 公募用紙としては 5 年間の

保存がありますので、その 5 年前ということは

確認できております。そこまででございます。 

【前田委員】 目的外使用で出したのは昭和にさ

かのぼってという話をしているんじゃないので、

そこは本当はしっかり記録があるべきだと思う

んですが、新聞記事によると、10 年ぐらい前

から販売していましたということです。という

ことは、概ねその頃に多分、目的外使用を出し

ていると思うんです。 

 弁当とかパンの販売というのは、食品衛生で、

許可申請ではなくて届け出でいいとなっていま

す。それは県の条例でも書かれていることです

が、平成 23 年に生協は長崎市の保健所に対し

て、そういう許可申請、届けをやっています。

ということは、5 年間近く無許可、無届けで営

業をされていたということがまず推察されると

ころであります。 
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 それと、現状の売店の中を見せていただくと、

商品管理にも問題があると思っていて、例えば、

おにぎりとかの中に、保管する場合は冷蔵庫ま

たは 10 度以下で、消費期限内にお召し上がり

くださいという注意書きがあるにもかかわらず、

常温のところに置いてあるようなおにぎりもあ

ります。また、レジにおいては、基本的に、今

は求めなければレシートを渡しませんよね。そ

うした時に、後々、何か食べて体調不良があっ

た場合、もしそれを仮に生協に言ったとしても、

レジで何を買ったか明細がないわけですから、

何を買ったか、どの食料品が原因だったかとい

うのが特定できないんです。 

 私は何でそんなことを聞いているかというと、

さっき言ったような食品衛生法に対する認識並

びに現在の商品管理、レジの問題もろもろ含め

て、今の生協の状態というのは、大変申しわけ

ないけれども、決してレベルが高いというもの

じゃないんです。そう考えた時に、審査に戻り

ますけれども、今回、審査の内容で高評価をと

ったということは、むしろ、生協さんではなく

て、業務提携していたコンビニエンスストアさ

んのほうがきっと能力が高いわけなんですよ。

お聞きしたいのは、だから私は聞くのは、生協

さんと業務提携をしたところの仕事の役割分担

というか、そういった契約書がないと審査でき

ないじゃないですかということと、どうしてそ

の仕事が本当にできるかというのを担保できる

のでしょうかと思っているわけです。 

 それで、大変だったんですけれども議会事務

局に全国を調べてもらいました。全国で十数件、

この 10 年間ぐらいに公募が行われております。

公募をせずに非公募でコンビニエンスストアに

したところは 2 件あって、そのほかの十数件に

ついては、長崎県同様、職員組合とか互助会、

そういうところがやっていたものが、そのほと

んどがコンビニエンスストアに公募の中では切

り替わっています。ということは、やはり売店

の機能としていえば、そちらのほうが非常に提

案能力というか、もちろん商品管理のプロです

ので、どちらもプロかもしれませんので、もろ

もろ考えた時に、やっぱり強いということなん

ですよ。 

 そのことよりも一番の問題は、業務提携とい

うことがこの中に書かれていないのに、なぜか

事業決定したところだけが業務提携で出してき

た、その業務提携先の中身の仕事のすみ分けが

全くわからない中で審査をしてしまっている。

そして、最終的には、そこが 1 番だったという

ことで決定したということは、非常にやっぱり

不可解じゃないですか。いかがでしょうか。 

【橋口管財課長】 それぞれの応募者の方からい

ただいた企画提案でございますけれども、決定

した生協さんにおきましては、提携先企業とい

うのを明記して、そこの中でお互いの役割とい

うのを企画提案の中で記載をされ、そういう説

明をいただきました。ほかのコンビニエンスス

トアさんにおかれましても、業務提携やいろん

な提携という部分におきまして、例えば、ＡＴ

Ｍ、提携した銀行において、キャッシュカード

が使えることであるとか、あるいはゆうちょで

ありますとか、宅配の部分でありますとか、各

種の提携が行われていると思います。今のコン

ビニさんにおきましては、ごく自然に実行され

ているということがありますから、特にそこの

部分の提携というふうな提案という中では記載

をされていらっしゃいません。業務提携とかも

含めたところで全体を企画提案していただいて

いるということでございます。 

 繰り返しになりますが、生協さんにおかれま
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しては、自分のところに加えまして、いろんな

提携企業とタイアップしていくという部分を企

画提案の中で陳述されていらっしゃいましたの

で、それについて選定委員会で評価をし、決定

したということでございます。 

【前田委員】 まだ足りないので、2 回目で質問

を続けさせていただきます。 

【山本(由)委員長】 しばらく休憩します。 

 3 時 5 分から再開をします。 
 

― 午後 ２時５６分 休憩 ― 

― 午後 ３時 ５分 再開 ― 
 

【山本(由)委員長】 委員会を再開します。 

 議案外所管事務一般について、質問はありま

せんか。 

【山田(博)委員】 私も県議会議員として 4 期目

でございまして、10 年たったわけです。地域

の皆さん方からたくさんの要望をいただいてき

ているわけです。まだ議案外でいろいろ質問し

たかったわけですけれども、しかし、先ほどの

前田委員の話を聞いたら、なるほどな、ごもっ

ともなところがあるなと。何だ、そうだったの

かと思ったわけです。 

 そこでお尋ねしますけれども、管財課長、前

田委員から前回の委員会の時に、中身の状況を

ほかのところにお知らせしなさいという話があ

りましたね。そこを今、最後、前田委員から言

われたことを時系列でずっと細かく説明してい

ただけませんか。前田委員がはしょって言った

から、前田委員が言ったら、なるほどなと思っ

て聞いているわけです。それをお答えいただけ

ませんか。どういうふうに質問して、それであ

なたたちがどういうふうに動いたかというのを

きちんとお答えいただきたいと思います。 

【橋口管財課長】 前回の総務委員会以降でござ

いますけれども、応募いただいたところをまず

1社、10月 6日に訪問させていただきまして、

そこで公募内容について、口頭で、評価された

点でありますとか、そういった分をご説明申し

上げました。そして、今後、企画提案書の公表

でありますとか、業務提携について、いろんな

議論をしていた中で、それぞれの応募者のほう

のご意見を徴取いたしたところであります。こ

の 10 月 6 日に訪問した会社におきましては、

企画提案書は公表は差し控えていただきたい、

公表しないでいただきたいという要望でありま

すとか、私どもが行いました公募につきまして、

「特に意見、異論というものはございません。

公共団体が行う使用許可につきましては、全国

の事例を承知しておりますので、特にそれにつ

いて意見はございません、異論はございませ

ん。」ということでありました。 

それから、10 月 20 日、別の会社のほうを訪

れまして、同様に、公募選定の結果内容であり

ますとか、今後の選定、公表などについてお伺

いをいたしました。こちらの会社におかれまし

ては、企画の提案書については、決定されたと

ころは、ここは出したほうがいいんじゃないか

と、企画提案書もオープンにしたほうがいいん

じゃないかということのご意見をいただいたと

ころでございます。その時に幾つかの質問をい

ただきましたので、それにつきましては庁内で

いろんな検討でありますとか、外部の弁護士に

相談をいたしました。先方にアポイントをとり

ましたが、大変ご多忙であり、スタッフ、チー

フの方が、長崎だけではなくて、福岡のほうか

らいらっしゃるということもあって、調整に 2

～3 週間かかったということでありまして、も

う一度、11 月 24 日にお伺いいたしまして、い

ろいろご質問いただいた点について、口頭では
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ございましたけれども、検討結果をお知らせし

たと、そういう流れでございます。 

【山田(博)委員】 そうすると、前回の 9 月の委

員会の時に、管財課長、前田委員から指摘を受

けて、内容を各参加した業者さんのほうに行っ

て説明してきなさいということで行ったという

ことで理解していいんですか。各会社に行った

のは、前田委員から言われて行ったのか、なぜ

そういうふうにしたのか。先ほど、前田委員の

指摘があって、そういうふうに行ったと私は理

解したわけです。それは間違いないかどうか。

どういうことで行ったのか、しっかりと明確に

お答えいただけますか。 

【橋口管財課長】 今回の選定につきまして、私

どもは、その選定の中身、選定の要領につきま

しては、基本的に、行政財産の目的外使用とい

う範囲におきましては、それは一つの県のほう

の考え方で実施しており、それに問題があった

とは思っておりません。ただし、フランチャイ

ザーとか、フランチャイジーとか、他県でも同

様でございますけれども、非常にわかりにくい

表現になっております。私どもが申し上げたい

のは、使用許可におきましては、あくまでも許

可を出したところが運営をする、つまり、名義

貸し、そういった問題が生じないということで

ございます。コンビニエンスストアさんが行っ

ているフランチャイズというのは、なかなか特

殊なフランチャイズパッケージというものでご

ざいますが、商号、商標とか、経営上のノウハ

ウ、仕入れ、システム、そういった部分を一括

のパッケージとして、本部が加盟店さんのほう

に貸し与える、そして加盟店さんがロイヤリテ

ィーとして使用料を払う。そこから、見た目に

は、本部が直営で運営の場合でも、加盟店さん

が運営の場合でも、全く同一に見えるわけであ

ります。 

【山本(由)委員長】 管財課長、質問に。 

【橋口管財課長】 そういった部分を含めまして、

私どもが今後の選定も含めましての参考として

意見を徴取したものであります。 

【上田総務部長】 さきの 9 月定例県議会にお

きます当委員会での前田委員のご議論の中で、

選定の結果の公表のし方について、非常に不親

切ではないか、該当した選定したところだけの

名前しか出ていない、点数も出ていない。そう

いうことでは、選定から漏れたところから疑義

が出ている、そういうお話がございました。 

 これは公募要領の中で公表のし方というのは

定めております。その制限はありますけれども、

疑義を持たれているというお話がございました

ので、それでは今回の選定を受けたところが、

どういう点の評価があって選定をしてきたとこ

ろですということを、その選定の手続も含めて、

しっかりご説明をする必要があろうということ

で、さきの委員会でも、どういう方法があるか

検討した上で、説明にお伺いをしたいという答

弁を私がしたと思っております。その流れの中

で、担当課長のほうに、説明にお伺いするよう

に、それと 9 月定例県議会の際には、企画提案

書そのものも全面的に公開すべきじゃないのか

というお話もございました。ただ、これは著作

権の関係がございますので、応募された業者さ

ん方の意向を確認しないとこれはできません。

そういうこともございましたので、その点も含

めて、お伺いをさせに行ったということでござ

います。その上で、相手さんと連絡をとりなが

ら、相手さんが伺ってもいいという日にちにお

伺いをしたというふうに私は報告を受けており

ます。 

【山田(博)委員】 限られた時間なので、私も真
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剣にやっているのだから、ちゃんと短くしても

らいたいんだ。 

 要は、前田委員から言われて、それで行った

かどうかということを聞いているんですよ。イ

エスかノーかで答えていただければいいんです

よ。どうですか、それだけ。 

【上田総務部長】 基本的には、その議論を踏ま

えて説明に行かせたわけでございます。 

【山田(博)委員】 それで、管財課長、議論があ

って行ったということは、私は、大変いかがな

ものかと。そこの内容で、どういったことを言

ったかというのは大変なことなんですよ、また

言った、言わないで。これは個人情報があるわ

けです。その中で、企画とか、私が記憶がある

のは、前田委員が言ったのは、当選したところ

の会社とどこどこが違うのかと、それを説明し

なさいという記憶があったわけです。そうなる

と、そういったことを含んで説明に行ったんじ

ゃないかと私は言っているわけです。管財課長、

それだけイエスかノーかでお答えください。 

【橋口管財課長】 口頭ではございますけれども、

それぞれのところの評価された点についてはご

説明をいたしました。 

【山田(博)委員】 前田委員が指摘されているこ

とは、疑義があるから、ちゃんと対応しなけれ

ばいけないというのはわかるんです。がしかし、

それを行って、当選したところのことはこうで

した、負けたところのはこうでしたとか、これ

を言うのはいかがなものかとなるんですよ。私

は、前田委員が言うように、公共事業の入札に

おいては、指名競争入札があったと。指名が漏

れなかったらどんなになるんですかといったら、

私に教えてくれた小山田先生が、教えられませ

んと、業者が自分のところに来たら教えますと

なっているんだ。公共事業というのは、こうな

っているんだよ。管財課長、長崎県の公共事業

とか、いろんな入札というのは、公共事業の土

木部が模範にされているでしょう。それじゃな

いか、イエスかノーかお答えください。 

【橋口管財課長】 そのように考えております。 

【山田(博)委員】 だから、本当はだめなんだよ。

幾ら県議会議員が、4期したろうが、10年しよ

うが 20 年しようが、これはそんなことは関係

ないんだよ。公共事業の入札結果を県議会議員

が教えてくれと言ったら、教えられない。そう

したら、業者が聞きに来よったら、あなたのと

ころはなぜだめなんですかと初めて教えますと。

業者には。そこの会社が、自分のところがだめ

だったのは教えると言っているんですよ。しか

し、指摘されたからといって、これは逸脱した

と私は思うわけです。 

 それと、委員の皆さん方に、委員長、先ほど

前田委員から言われて配った「長崎県庁舎売店

出店者公募要項」とあります。皆さん、これを

見てください。この 12 ページの 2 番、「応募

申込書等の取扱い」とあるんです。ここに何と

書いているかと。（2）のア、「応募申込書等

に記載された個人情報は、出店者に関する審査、

選定及び決定その他の出店手続を実施する目的

以外に、応募者に無断で使用することはありま

せん。」と書いている。これは誰が書いたのか、

つくったのかと言っているんだ。これは誰がつ

くったのですか。 

【橋口管財課長】 管財課のほうで作成をいたし

ております。 

【山田(博)委員】 管財課長がつくった。この手

続とか書類を守らないといけないというのは長

崎県内なんです。そうすると、長崎県というと、

この県庁舎の売店の担当課はどこですか。 

【橋口管財課長】 管財課のほうが担当いたしま
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す。 

【山田(博)委員】 そうでしょう。自分でルール

をつくって、それで応募者の皆さん方はやって、

どうでしたかと。こうなりましたと。それで、

結果はこうなりました、決まったんですと。そ

れが国会議員や県議会議員、どれだけの実力者

から言われても、決まったら、この要項で皆さ

ん、納得したんでしょう。それは納得して、決

定したんでしょう。それを幾ら実力者だ何だろ

うが、言われたからといって、「はい、わかり

ました」といって、公共事業の入札では、そん

なことはないのだから。総務部長も、先ほど前

田委員が言われたけれども、確かに前例とか何

かあると言うけれども、私は、少なくとも、県

議会議員 4 期 10 年していますけれども、初め

て聞いたよ、これは。だから、総務部長も、あ

なたはどんと構えればいいんだよ。びくともし

ちゃいかんのだよ。この要領をつくって、これ

でいいんですかといって、「はい、わかりまし

た」、皆さん、参加しているのだから。それで

決定したのだから。禁止事項をしちゃいかんと、

そういうふうになっているんです。それ以外の

ことをやっていること自体で、総務部長、あな

たは私よりも行政経験、わかっているのだから、

しっかりとやっていただきたいよ、私は。前田

委員がああいった指摘をするのはいいんですよ、

それは議員ですからね。しかしながら、何度も

言いますけれども、公共事業の入札に当たって

は、こんなことは絶対あり得ないのだから。私

もやっていますけれども、私に教えるのがこう

だとかいって絶対言わないよ、私は。なぜかと

いうと、逮捕されるから。私は逮捕されたくな

いもの。33 歳の時、私は公職選挙法違反で逮

捕されたことがあるんですよ。誰の国会議員の

秘書をしていたと、皆さん、ご存じであるかも

しれませんけれども、その時、後援会の人も言

っていたんだ。世のため人のため一生懸命頑張

ることはいいけれども、しかし、人に迷惑をか

けることはしてはいかんと。それを約束すれば、

これから応援すると言ったんです。だから、私

はやっているんだ。 

 だから、総務部長、私はしっかりやっていた

だきたい。どうですか、見解を聞かせていただ

けますか。 

【上田総務部長】 基本的には、ここの公募要領

の中に、問い合わせには応じないとしておりま

すので、今、委員がご指摘のとおりだと思って

おります。ただし、前回の委員会の際に、選定

経過、選定された者を最初から決めつけて手続

をしたのではないのかという疑義の声があると

いうお話がございました。これは信用性、信頼

性にもかかわることでございますので、企画提

案書をそのままお見せするということは、その

中でもせずに、どういう点が評価されたという

ことをご説明しに行く、それも、どういう点が

評価されたか説明をしてもいいかというのも、

選定された業者さんのほうにも了解をいただき

ながら、その上で行かせたわけでございます。

ある意味では、ぎりぎりの判断で出向かせて、

説明をさせていただいた次第でございます。 

【山田(博)委員】 総務部長、あなたの立場は十

分わかります。しかし、私は政治家として、吉

村(庄)委員とか一緒にしていたけれども、なぜ

改革 21 から出て行ったかと。私は、こんなや

つらと一緒にやれないから出て行ったんだ。隣

の吉村(庄)委員とは今でも親しくしていますよ。

私は、そういったやからとは一緒にやれないか

ら今、1 人で頑張っているんですよ。だから、

総務部長、私だって頑張っているんだよ。頑張

ってほしいよ。ぎりぎりだと言うけれども、私
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は、これ以上これが続くのであれば本会議場で

も何でもやるよ。 

 私は、県議会議員というか、政治家を目指し

たのは 13 歳だから。しっかりとやってもらい

たいよ。本来であれば、もっとたくさん言いた

いことはあったんだけれども、書類を用意して

おったけれども、これをさっき読んで、この話

をしていたら、私は、しっかりやってもらいた

いわけだ。 

 総務部長、お尋ねしますけれども、もし今後

続くのであれば、全庁的に土木部と全部話をし

てもらいたい、こんなやり方をするのであれば。

総務部だけがこんなことはいかんわけだから。

危機管理監、今、公共事業だって、特殊知能暴

力集団とかを排除するため、危機管理監が中心

になってもらっているんだから。闘っているん

だから。私も闘っているんですよ。何回刑事告

発とか、訴えられていますか。しっかりやって

いただきたいよ。総務部長、私はあなたを買っ

ているんですよ。総務部長、そういうことで、

ぜひ頑張っていただきたいと思うんです。 

【川崎委員】 公共施設等総合管理計画に反映し

ようとする老朽化比率について、お尋ねしま

す。 

 一般質問で、公会計の質問の中で、部長答弁

から、老朽化比率を精緻に把握し、他県との比

較もできますし、長期的な視点に立った施設の

あり方検討に活かすという答弁がございました。

とりわけ、そのための固定資産台帳の策定であ

り、そしてその固定資産台帳に掲載をする減価

償却情報、これをもって施設の老朽化の見極め

を行っていく、そういうことを今後策定する公

共施設等総合管理基本計画の中にこの老朽化比

率を盛り込んでいこうというお話であったと承

知をしております。 

 この老朽化比率ですが、正確に、詳細に、ど

ういったものなのか、また計算をどういうふう

にしていくのかということをお尋ねしたいと思

います。 

【前田財政課長】 老朽化比率ですけれども、わ

かりやすく言いますと、分母にその資産の全体

の価値、分子に、その資産が減価償却が進んで

いきますので、その進んだ減価償却の累計額を

置いて、その時点において、どれほど初期投資

した段階から老朽化が進んでいるのかというの

を示す指標であります。例えば、300 億円の県

庁舎を建てます時に、法定耐用年数が 50 年だ

とすると、毎年 50 分の 1 ずつ償却をしていく

形になります。今の庁舎であれば、もう 50 年

過ぎていますので、資産老朽化比率という意味

では、ほぼ 100％になります。例えば、新別館

のイメージで言いますと、仮に調達価格が 120

億円ぐらいあったとして、今、平成 6 年度に建

ってから 21 年ぐらいたっているわけでありま

す。耐用年数が 50 年なので、今の資産の老朽

化比率でいえば大体 40％ぐらいになると、そ

ういった形で、資産それぞれの全体の老朽化の

ペースがどの段階にあるのかというのを見られ

るような指標ができるというものでございま

す。 

【川崎委員】 計算は、資産を分母にして、累計

の減価償却額が分子に来てというご説明でした。

省令に示す耐用年数でこれを計算していくとい

うことでしたけれども、くしくも今、例に挙げ

られた現庁舎は、もう 50 年は優に過ぎている

わけで、正確な計算は別にあるとしても、ほぼ

100％というのはそうでしょう。しかし、老朽

化比率が 100％達成したとしても、現に、この

ように使用しているわけです。今からこういっ

た資料を策定していこうとされるわけですが、
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省令で示す耐用年数で試算したものが本当に精

緻なデータということが言えるかという疑問な

んです。 

 既に現庁舎で 100％達成しているのに使って

いる。建て替えが進んでいるから、来年は引っ

越しをするのでしょうが、かといって、来年こ

の建物が倒壊するかといえば、そうでもないわ

けで、老朽化比率を求めた時に、どうしても実

態と乖離する部分があると思うんです。これを

本当に活用していくということを考えると、も

っともっと現実に近づけていかなければ、余り

意味がないデータになってしまうのかなと思っ

ています。せっかく固定資産台帳を整備されて、

今から、こういったものをもとに長期の施設の

管理のあり方について検討していく上で、既に

こういった疑問が湧いてくるんです。 

 そうしますと、今後、公共施設等総合管理計

画に反映する老朽化比率については、いま一度、

踏み込んだ形で議論していただいて、使えるデ

ータとして議会、また県民に示していただきた

いと思いますが、いかがでしょうか。 

【前田財政課長】 ご指摘の点については、国の

ほうで研究会があるので、そこでも議論されて

おります。省令で全国一律の耐用年数で設定す

るというのは、公会計として、横並びで自治体

の状況を把握する上ではやはり必要だというこ

とと、その数字を使わないで、実際どれぐらい

耐用年数があるのかというのを実態を踏まえて

計算するということになると、各自治体がばら

ばらの数字を使わざるを得ないということの制

限がある中で、公会計としては、どうしても耐

用年数は一定の同じもので設定せざるを得ない

というふうな見解に立っておられるようでござ

います。 

 一方で、この問題が公会計と、施設をしっか

り管理していくというふうな 2 つの問題がある

んですけれども、施設をしっかりと管理してい

くという上では、省令の耐用年数と実際の耐用

年数というのはやっぱり変わってきますので、

そこは実際の耐用年数がどれぐらいになるのか

というものをしっかりと考えて、それに応じて

長期の財政計画といいますか、これぐらいの時

期に、これぐらいの負担が出てくるのかという

のを見込んだ上で、全体の投資のバランスなり、

水準化なりを考えていくということが必要だと

思っていますので、短期的にどこまでできるか

というのは、まだこれから検討だと思っている

のですが、実態の耐用年数を考えながら、個別

の公共施設の管理計画をしっかりと考えていき

たいと思っています。 

【川崎委員】 ぜひ、後段おっしゃった部分につ

いては議論を進めていただきたいと思います。

今、中長期の財政計画の中において、施設のメ

ンテナンス費、維持管理費については、一定の

数式のもとに盛り込んでおられるのでしょうが、

私は、固定資産台帳ができて、精査をしていく

と、恐らく、今後とんでもない維持管理費が出

てくるんじゃないかと見ているんです。そうす

ると、もっと長い長期も長期、そう考えていく

と、恐ろしいぐらいのことになりはせんかなと

いう危惧を持っています。かといって、それを

避けて通るわけにもいきませんから、これが現

実的に使い物になるデータにしていくという意

味では、いま一度、しっかりとその辺の計算の

方法、あり方については議論をしていただきた

いと思います。 

 一方で、公会計ですから、他県との比較とい

うことについても、一定のルールじゃないとそ

れは比較できないでしょうから、それはそれと

してあろうかと思いますが、余り意味がないよ
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うなものに一生懸命頑張ってもどうかなと思い

ますので、その点は指摘をさせていただきたい

と思います。 

 次の質問ですが、これは宿題で残しておきま

したけれども、6 月に、三菱自動車に関する不

正の問題で、税への影響についてお尋ねをさせ

ていただきました。その後、データが出てくれ

ば、お知らせをいただきたいと思います。 

【萩本税務課長】 今回の三菱自動車に関する燃

費不正につきましては、まず軽自動車の分が自

動車取得税で影響が出ております。三菱自動車

より総務省を通じてデータをいただいておりま

して、今現在、把握できている数値ですけれど

も、三菱の対象車で 1,267 台、日産関係で

3,812 台。不足税額として、三菱で約 1,300 万

円、日産関係で約 4,100 万円、トータル 5,400

万円程度の影響が出る見込みです。あと普通自

動車税も新たに燃費不正が出ているんですけれ

ども、今現在、総務省と三菱のほうで精査中で

すので、今のところ、まだ正式な把握はできて

いないのですけれども、自動車取得税で、全国

で約 5 億円、自動車税で、全国で約 2 億円の影

響が出るという回答を受けています。 

【川崎委員】 5,400 万円程度、いわゆる今まで

税が免除されていたということですから、これ

を回収するということになるわけですね。回収

手法がどうなのかということと、例えば、既に

廃車をした車が出てきているかもしれませんが、

そこはどのようにカバーをしていくのか、お尋

ねいたします。 

【萩本税務課長】 まず、自動車取得税の不足額

をどう回収していくかという手続論ですけれど

も、まずは 7 月下旬から、三菱、日産のほうが

取得者、ユーザーに補償金の申請手続にあわせ

まして、取得税の場合は、納税義務者本人が申

告書を出して、それで納税額が確定するもので

すから、委任状をとって、委任状によって三菱

が代理で取得申告書を出すという形の手続が必

要になってきます。その補償金の手続の中に委

任状を同封しまして、それを回収していって、

三菱のほうが運輸支局に手続をとって、県のほ

うに申告をしてくるような形の流れになってき

ます。今のところ、今月中に 1 回目の三菱の分

の500台の申告書が提出されるようになってお

ります。その分の税額は大体527万円で、これ

が今後毎月続きまして、税の場合は決算が 5 月

ですけれども、5 月ぐらいまでには軽自動車の

自動車取得税については、ほぼ 100％近い事務

が完了できるのかなと思っています。 

 あと 1 点、廃車の件につきましては、中古車

販売として所有者が移った分というのは把握し

ておりますけれども、まだ廃車したという資料

は今のところいただいておりませんので、その

対象はないのかなと思っています。 

【川崎委員】 対象がないのかなという想定でし

ょうから、それは突っ込んで聞いてみてくださ

い。 

 それと、普通車についてはまだ今からという

ことでしたけれども、明らかになったら、ぜひ

お知らせをいただきたいと思います。 

 同じく税のことで、ふるさと納税、先ほども

議論がありまして、県も寄附金の考え方、リニ

ューアルをして、スタートは非常に好調である

というご報告もいただきましたが、1 点、先ほ

ど髙比良委員からも、長崎の魅力ということを

もっともっとお伝えをしていって、そして長崎

を応援したいと言っていただくようなことをど

うかということで、返礼品についてもご意見が

ありましたが、全く同感でございまして、そう

いった中で、いろいろ調べていきますと、ガバ



平成２８年１１月定例会・総務委員会・予算決算委員会（総務分科会）（１２月１４日） 

- 257 - 

メントクラウドファンディングというものがあ

るんです。これもインターネットで見ますと、

かなりの件数、取り組み事例がありました。こ

れは自治体が取り組むクラウドファンディング

ですよね。プロジェクトの名が全て自治体であ

るから非常に安心がある、そういった取組であ

ると。これですけれども、県レベルでやってい

る事例がどこかありますでしょうか。 

【萩本税務課長】 他県での事例といたしまして

は、佐賀県で、ＮＰＯ支援という形で、ＮＰＯ

法人を支援する形でのクラウドファンディング

事業をされている取組や、福井県で、「福井県

民衛星プロジェクト」という事業名で、宇宙開

発事業を支援しようという形での取組、また神

奈川県では、神奈川県本庁舎建設 88 周年記念

事業として、「本庁舎『キングの塔』を輝かせ

よう」という取組、佐賀県が件数的には多いん

ですけれども、県としては、3 県が取組を実施

されているということで把握しております。 

【川崎委員】 県レベルでも取組があるというこ

とですね。佐賀は積極的にやっているというお

話でした。 

 これもインターネットでの情報ではあるもの

の、これは県ではありませんでしたが、例えば、

東京の墨田区が、すみだ北斎美術館のオープン

に向けた取組が紹介されていまして、今年度は

1 億円の目標、これに対して既に 5,160 万円ほ

ど応募があって、達成率が 51％強というとこ

ろでありましたが、オープンしたんだと思いま

すけれども、こういった形で非常に多くの方が

賛同されているという実績もありました。よく

よく見てみますと、これは平成 26 年から取り

組んでいるということで、既に累計で 5 億円を

突破したと、非常にすごい反響だったと思いま

す。しかも、それも墨田区がやっているという、

そのレベルでした。 

 こういった魅力あるもの、必要とするものに

訴求していくと、賛同される方もたくさん出て

こられるのだなという証左でありますし、ぜひ

県も参考にしながら取り組んでいくべきかと思

いますが、そのご意思はございますでしょう

か。 

【萩本税務課長】 委員からお話があったとおり、

本県の魅力をさらに輝かせるものとして、すみ

だ北斎美術館につきましては、5 億円以上、毎

回 1 億円の目標を立てて、ほとんど 1 億円以上

の寄附をいただいているという形で、寄附者の

意向と私たち提案する側の意向がマッチングで

きれば、すごい寄附がいただけるのかなと。フ

ァンディングですから、どっちかといったら株

主優待みたいな感じで、年間に関してフリーパ

スで入館できるとか、そういうサービス、だか

ら返礼品もないような事業提案ですので、県か

らすれば、すごくいい制度かなと思っています。

長崎県の魅力をさらに発信できるような取組を

事業関係各課と連携を強めまして、どういうも

のが提案できるのか、今後研究していきたいと

思っています。 

【川崎委員】 長崎は新幹線も計画をされ、そし

て県庁舎跡地もいろいろ議論をされている中に、

長崎県としても、参考にしていく非常にいい機

会だと思うんです。いろんな角度から横断的に

検証していって、ぜひ取り組んでいただければ

と思います。これもふるさとの思いから、他県

では、このような形で実績もたくさんあってい

るわけですので、挑戦をしていただきたいと思

います。 

 最後にもう 1 点、危機管理監にお尋ねをいた

します。先日、長崎県、長崎市そして長崎大学

同席の上、ＢＳＬ－4 の推進の表明がございま
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した。まだ細かい点はこれからだと承知をいた

しますが、非常に必要な施設であるということ

については国も認め、国も全面的なバックアッ

プ、もしくは責任を持って進めていくという形

でのプロジェクトだと認識をしております。 

 ただ、一方で、住民の皆様からの不安がある

のも事実でしょう。どういったことが想定をさ

れるのかということについては、当然、危機管

理監の目からも見て準備をしておくべきことか

と承知をいたしております。ＢＳＬ－4 につい

て、危機管理監の認識をお尋ねしたいと思いま

す。 

【陣野危機管理課長】 川崎委員からお話があり

ましたように、ＢＳＬ－4 につきましては、長

崎大学の坂本キャンパスに設置するということ

で、去る 11 月 22 日に、長崎大学と県と市、3

者の協議で建設についての容認がされたという

ことでございます。 

 その協議の中では、委員からお話がありまし

たように、世界最高水準の安全性を確認するこ

とと、地域との信頼関係を構築すること、そし

て国と連携したチェック体制を構築することを

要請して、それが対応するということの確認が

とれたということで、容認という形になったと

お伺いしております。 

 また、国におきましても、ＢＳＬ－4 につき

ましては、先ほど申し上げましたが、世界最高

水準の安全性を備えた施設整備に必要な予算を

確保したり、国の主導による第三者のチェック

体制を構築したり、あってはならないことです

が、万が一の場合には、国が責任を持って専門

家を派遣する等ということを表明しておりまし

て、国家プロジェクトの一つとして進めていく

ということにされております。 

 そういった形でございますから、川崎委員か

らご指摘ございましたように、こういった万全

の安全対策はもちろんとっていただかなければ

なりませんけれども、そういったことにつきま

して、きちんと地域住民の皆さんに情報を提供

すること、安全対策は万全をとっていることと

いう話と、あってはなりませんけれども、万が

一の場合には、きちんとした危機管理体制がと

れていること、県とか市、警察、消防等にも直

ちに情報が伝達されまして、きちんとした対応

を事前に検討しておくことも重要かと思います。

そうした意味では、今後、国、大学、県、市で

協議していくこととなると思います。これにつ

きましては窓口は福祉保健部になりますけれど

も、当然、地域住民の安全という観点もござい

ますので、私たち危機管理監も一緒に入ってい

くことになろうかと思います。場合によっては、

私どものほうから自衛隊への派遣要請というの

も当然想定されますけれども、いずれにいたし

ましても、私たちも一緒に協議に入りながら、

より万全な体制をとり、地域住民の皆さんにき

ちんと情報が提供できるよう、私たちも協議に

参加してまいりたいと存じます。 

【浅田委員】 危機管理課にご質問させていただ

きたいのですが、さきの一般質問の中で、学校

に対する非構造部材の耐震化についての質問が

ありました。今、県としては、私立も公立も、

いろんな形で学校の耐震に力を入れているとこ

ろでありますが、そんな中での非構造部材、非

常に重要だなと思って私も聞いておりました。 

 学校はその時に教育長から答弁があったんで

すけれども、まず、危機管理課として、その後、

この問題に関して、どのような協議がなされた

かをお知らせください。 

【陣野危機管理課長】 学校の非構造部材の耐震

化というお話でございます。東日本大震災の時
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もそうですし、熊本地震も同じですけれども、

特に、学校とか体育館が避難所になりまして、

そうした中で大きな地震があった時に、天井が

落ちたりとかいう事態がございました。そうし

たことから、耐震化を進めるという形で、現在、

関係部局で検討しているところでございます。

そうした中で、私どもも庁内でも見直しの検討

会議を進める中では、耐震化を進めてくれとい

う話でやっているところでございます。 

 今のところ、学校とか、そういう文教施設、

体育施設等につきまして、非構造部材の耐震化

を進めるようになっているのですが、一方で、

それ以外の施設、例えば、これは市町の所管に

なりますけれども、公民館の耐震化が実は、今

年の3月時点で64.5％と、学校施設よりも耐震

化率が遅れております。そういった形で、まず

それらの施設の耐震化を進めるという話を市町

にもしているところでございます。ただ、公民

館等につきましては、申しわけございません、

非構造部材の耐震化率までは統計がございませ

ん。ただ、建物そのものも耐震化が進んでいな

いという状況ですので、同じような状況ではな

いかと思います。そうした中では、こういった

さまざまな施設の耐震化を進めなければならな

いと思います。 

 ただ、公民館につきましては、地震以外の風

水害での指定というのもございますので、その

辺の避難所の指定そのものは市町の権限になっ

ております。そうした意味では、例えば、公民

館そのものを耐震化するのか、耐震化している

施設を避難所に指定し直すのか、そこはまた市

町のいろいろなご判断はあろうかと思いますが、

いずれにいたしましても、こういった問題は熊

本地震以降さまざま指摘されておりますので、

機会を捉えて市町にも協議してまいりたいと存

じます。 

【浅田委員】 私も東北にも熊本にも何回も行っ

ているわけですけれども、私自身も正直言って、

ここはすごく盲点だったなと思ったんです。あ

の時、質問していた松島議員もそうおっしゃっ

ていたぐらいで、しかしながら、県民の方は、

近くでどこに逃げるのかというと、学校、公民

館、そして大きな公共施設、例えば、アリーナ、

アリーナかぶとがににしても、各地域でありま

す。そういうところの耐震化だけではなく、こ

こも調べておかないと、逃げたはいいが二次災

害に見舞われることがあると思います。これは

もちろん各市町の問題かもしれません。 

 今までも私は、防災士も取った、いろんな流

れの中で、危機管理に関しては何度もご質問を

している中で、大きな学校の耐震をやっている

けれども、停電とかに備えているかというと、

いろんな施設がそれができていなかったという

のが浮上してきた、というのがまだまだいっぱ

いあるわけです。ありがたいことには、長崎は

ここ最近、すごく大きなというものにはなって

おりませんけれども、やっぱり各自治体を見習

って、いかなる時にも県民の命を守るというこ

とが重要なことでありますので、私は、市町の

状況というもの、こういう指定されているとこ

ろの現状というのは、しっかりと県民にお示し

をする必要性があると思いますが、いかがでし

ょうか。 

【陣野危機管理課長】 浅田委員がお話しのよう

に、これまで私ども長崎県におきましては、ど

ちらかというと台風とか、風水害に備えた対策

ということで、そういった意味で、近くの公民

館等を避難所に指定しながらやっておりました。

そういった中では、一定風水害の避難というこ

とで、なかなか長崎のほうで地震が起きるとい
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う認識がないということもございますでしょう

が、そういった形での耐震化というのが遅れて

いたというのが現状でございます。 

 そうした中で、東日本大震災、熊本地震等も

踏まえて、学校の耐震化は一定かなり進んでき

たかと思いますが、非構造部材の問題等もクロ

ーズアップされてきておりますので、そうした

中で、さまざまな問題が生じて、こういう課題

があるというのは、委員がおっしゃいますよう

に、県民の皆様、市町の皆様にもお示ししてい

くことが必要かと思います。 

 そうした中で、今後、私ども、県内の各市町

にも個別に回らせていただいて、こういった問

題がありますけれども、その後どうですかとい

う形で、いろいろご相談しながら、耐震化等い

ろんな課題につきまして、取組を進めていただ

きたいと考えておりますので、そういった機会

を捉えて、さまざまな問題提起はしていきたい

と考えております。 

【浅田委員】 課長がおっしゃるように、長崎は

風水害に関して力を入れていた。ただ、非構造

部材というのは、吊り天井で、地震が起きた時

だけの問題ではなくて、窓枠、サッシとか、そ

ういったものも大きくかかわってきます。その

場合には、長崎は大きな台風とかもありますか

ら、サッシであったり、天井だけではないとこ

ろの問題、逆に風水害のほうこそが非常に危な

いのではないかと思うんです。そういう意味で

は、地震が少ないからではなく、長崎に照らし

合わせてでも私は必要だと思います。私は、こ

こは県民の命を守るという意味で、ちゃんとし

たご答弁をいただきたいと思っているのですが、

いかがでしょうか。 

【西浦危機管理監】 委員がおっしゃられること

は非常に重要なことだろうと思います。今回の

熊本地震を受けまして、各部局とも、地震に対

する対策について、今、一生懸命検証している

ところでございます。これは県だけではござい

ません、市町の防災担当の部署におきましても、

そういったことで検証を進めているところです。

先ほど来の話からしますと、避難所について、

総合的な視点から検証していくということが大

事だろうと思いますし、避難所にした場合、地

震や風水害に対して大丈夫なのか、非構造部材

はどうか、あるいはそこに備蓄として備えるも

のはこれでいいのか、非常電源も含めまして、

総合的な検討を市町も始めているところでござ

います。したがいまして、先ほど危機管理課長

からも話しましたけれども、私たちも、耐震化

を進めるということも非常に重要ですけれども、

そういったいろんな観点からの避難所の指定に

ついて、適正に見直しが行われるように市町と

も協議してまいりたいと考えております。 

【浅田委員】 今、危機管理監からしっかりとし

たご答弁をいただきました。 

 これに関しては、情報発信の観点から、この

委員会には広報課もありますし、いろんな形で

そのあたりをしっかりと補完して、県民の命を

守っていくということをやっていただければと

思います。 

 もう 1 点だけお伺いしたいのですが、今回の

補正のほうにも出ていましたＮなびとかの活用、

これから大学生をもっともっと県内に定着させ

る、雇用を生むという観点の中で、広報課の中

で、アプリの開発が計上されております。この

点に関して、詳しく教えていただけますでしょ

うか。 

【土井口広報課長】 浅田委員お尋ねのアプリの

件についてでございますが、情報ツールの多様

化など、広報を取り巻く環境も変化する中、ス
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マートフォンの利用者が増加しておりまして、

アプリを使った情報の入手が、特に、若い人た

ちを中心に増えているのが現状かと思っており

ます。 

 アプリとは、アプリケーションの略でござい

まして、スマートフォンの中のゲーム、メール、

動画再生機能など、特定の目的を達成するため

のソフトウエアということで、スマートフォン

を自分好みに応じて便利に、自分らしく使って

いる若者が増えているかと思います。 

 このような状況に対応するために、長崎県の

ふるさと情報に特化いたしましたアプリを開発

いたしまして、県外に進学されました大学生を

含む県外にいる本県出身者や、また本県ゆかり

の方々と本県との結びつきがなくならないよう

に、地域のお祭りやイベントなど、さまざまな

情報を随時発信いたしまして、ふるさと長崎県

を懐かしんでいただく、ひいては本県の観光と

か、若者の地元への就職やＵＩＪターンにつな

がることを期待するところでございます。 

【浅田委員】 今も長崎県のホームページとかで

いろんな長崎の情報を発信していますよね。ス

マートフォン、ホームページにしても、いろい

ろたくさんの情報ツールがあります。フェイス

ブックもある、ツイッターもある。それと大き

くどう違うのか。長崎県のふるさとを感じてい

ただくといっても、今もたくさんあるんです。

そうすると、正直言って、私もよくパソコンを

活用していく中で、逆に混乱をするというか、

見づらかったり、肝心な情報が探せなかったり、

似たようなものが随所にあったりというのを、

せっかく予算をかけるのであれば、簡略化する

ことも大事でありますし、集中してお知らせす

るというのが、どの程度のアプリなのかという

のを今の説明を聞いてもなかなかわからないん

ですけれども、その開発状況というのは、どう

いう感じで進められていますでしょうか。 

【土井口広報課長】 我々が目指しますアプリと

いうのは、先ほど申しましたように、長崎県の

情報に特化した内容の開発を計画いたしている

ところでございます。基本的には、アプリの場

合は、ダウンロードしていただく時に、男女と

か、年齢、どういった分野にご興味があるとか、

そういった属性を入力していただきますけれど

も、我々が発信する情報、例えば、若い女性に

ぜひ見ていただきたいというようなものであれ

ば、そういった属性を活用しながらピンポイン

トで、「プッシュ通知」という表現をいたしま

すけれども、スマホの画面の表面に出てくるよ

うな機能を兼ね備えた方法でアプリを開発する

ように計画いたしております。 

 いずれにしろ、このアプリを使うと長崎県の

いろんな情報が入手できるという特化した内容

となっておりますので、そういった意味では、

広くＰＲをしながら、多くの人にダウンロード

していただくように、ＰＲをしていきたいと考

えているところでございます。 

【浅田委員】 わかったような、わからないよう

な感じのところもあるのですが、いずれにして

も学生の雇用に限らず、いろんな方々への魅力

発信になるものと期待をしていますし、わかり

やすいものになるということを期待を込めて、

この分野は応援したい部分でございますので、

できれば、もっと若い人たちの声を取り入れて

いただく、活用している世代の声を取り入れて

いただいて、しっかりと特化したものにしてい

ただければということを要望して、終わりたい

と思います。 

【山本(由)委員長】 しばらく休憩します。 
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― 午後 ３時５７分 休憩 ― 

― 午後 ３時５７分 再開 ― 

 

【山本(由)委員長】 再開します。 

【前田委員】 時間が限られているので、まず聞

きたいことを聞きます。 

 公募用紙の 2 ページ目に、「出店にあたって

の基本的な考え方」ということでいろいろ項目

が挙がっています。先ほど私が、今の生協の売

店としての評価を求めたわけですが、私のほう

から、安全管理や事故があった時の対応等、こ

こで言うエ、従業員の教育・訓練、キ、食品衛

生管理について、事故防止の体制及び事故への

対応策、ク、利用者からの要望・クレーム等へ

の対応がなかなか今、できていないんじゃない

かということを指摘させていただいておりま

す。 

 なおかつ、先ほども述べましたけれども、た

かだか牛乳であれ、県が定めた食品衛生に関す

る条例に対して条例違反をしていたということ

は明らかであります。 

 そしてなおかつ、管財課がどこからかわから

ないと言われていた目的外使用、レストランの

奥ですけれども、少なくとも 5 年間以上は届け

出がない中で営業していたということがはっき

りする中で、最後の 14 ページにある「応募に

あたっての留意事項等」の中の 8 番、要は、選

定の対象からの除外、特に、一番重いと思うの

は条例違反でありますけれども、そういう事業

者が今回決定したということに対して、これは

取り消しができるんじゃないですか。総務部長

の見解を求めます。 

【上田総務部長】 今回、牛乳の販売の取扱いに

つきまして、食品衛生の関係で指摘がなされ、

違反ということで、直ちに是正がされたところ

でございます。そういった意味では、取扱いが

十分ではなかったということについては非常に

残念に思っております。 

 ただ、この「応募にあたっての留意事項等」

の例えば 8 番の「著しく社会的信用を損なう行

為」、ここの部分につきましては、いわゆる本

当に社会的信用が失墜するような、そういった

行為だろうと思っております。今回の場合につ

きましては、監督庁であります市のほうにおい

て、口頭での注意、それと是正措置、これでそ

の後の措置はありませんということでございま

すので、軽微なところでとどめていただいたの

ではないかと思っております。そういった意味

では、ここには該当をしないというふうに考え

ております。 

【前田委員】 県庁の売店ですよ。県が定めた食

品衛生に関する条例に違反していたんですよ。

軽微なものであろうがあるまいが、そういう判

断になるのかなと思いますし、現状において、

先ほど言ったように、安全管理や事故の時の対

応、利用者から要望、クレーム等には、レシー

トも発行しないということも含めて、対応でき

ていない、はっきりわかっているじゃないです

か。そして、長年にわたって届け出をしていな

かったという過去における事実もあるわけです

よ。それでも軽微だから問題ないという総務部

長の答弁には、いささかびっくりします。それ

でいいのかなと、身内に甘いのかなという意識

を持たざるを得ません。 

 言っても仕方がないので、それはそういう意

見であったということで、8 ページを見てくだ

さい。「応募の手続等」のスケジュール、手続

の流れがありますけれども、総務部長、何遍も

答弁を求めてすみません、この応募の文章を読

んで、業務提携がいいということは書いてない
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のは明らかでありますが、総務部長がこれをお

読みになって、一般的に、業務提携で出してい

いんだというご理解はされますか。 

【上田総務部長】 業務提携という概念にかかわ

らず、ここに掲げているのは、応募に当たって

必要な資格を挙げているところでございます。

その資格として、これは禁じたほうがいいとい

うものであれば、ここに掲上するものでありま

す。ただいまの業務提携という概念につきまし

ては、一般的に通常あり得ることでございます

ので、ここには含めていないというふうに私は

理解しております。 

【前田委員】 資格だけじゃなくて、手続や条件

についてたくさん書いてあります。さっきから

何度も資格と言うけれども、資格だけじゃない

んです、手続とか条件等についてここに全部書

かれているんです。だから、何度も言っている

ように、これが書いていることが全てじゃない

ですか、書かれていないことは、むしろ不可じ

ゃないですかと私は言うんだけれども、書かれ

ていないのだからいいんだということを前委員

会から引き続き答弁しているわけで、そういう

答弁をしていいのですかと、全庁的なことにも

影響しますよねという指摘をさせてもらってい

ますが、先ほどは、応募された事業者の方々も

一般的に提携ってやっているのだから大丈夫だ

という判断をしたということでお話を聞いたと

言いましたよね。ならば、8 ページにある手続

の流れ、これは別にこの案件だけに対して特例

のものじゃなくて一般的事例だけれども、この

質問書の受け付け並びに質問への回答というの

は要らないじゃないですか。書かれていないこ

とがオーケーだったら、そういうことになるで

しょう。書かれていなくても大丈夫かなという

ことで、ここで質問をするんでしょう。だから、

私は何度も言うように、事前に何か電話や面会

等をして相談を受けたんじゃないですかという

疑義を持っているわけです。しかし、それは否

定するわけだから。そして、仮に、それが事実

であるならば、この 14 の中で、不正な働きか

け、不正に接触したということになるから、取

り消しに該当するわけです。 

 だから、一般的に考えて、書かれていない提

携がいいという判断は、事業者自身も個人では

できないし、しかも、それもあなた方も書かれ

ていないことを出されていいという判断をしな

いでしょう。 

 そして、もっと驚くべきことは、提携の事実

があったことを審査のプレゼンの時に初めて知

りましたと。でも、その審査は、それを知って

からも、書かれていないことで提携できていな

いにもかかわらず、その審査も粛々とオーケー

ということの判断の中で進められたというのは

明らかにおかしくないですか。もう一遍、答弁

を求めたいと思います。 

【橋口管財課長】 審査会におきまして、応募要

項に適正に応募のほうを進めたというふうに考

えております。 

【前田委員】 普通は、そういう事実が出てきた

ら、その中で、その時に協議するはずですよ。

全く書かれていないことが出てきているのだか

ら。それでもそれが流れているということ。そ

して、これを言ってもせんないですけれども、

審査員の 7 名のうちの 5 名が県の職員さんです

ね。だから、本当はそれぞれの方々の評価とい

うのも出してほしいんだけれども、そこはなか

なか難しいでしょうから、もう求めませんけれ

ども、しかし、やっぱり誰が考えても解せない

としか思えないんです。 

 もう一度聞きますけれども、食品衛生法上に
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なっていたけれども、軽微なもので、是正され

たからオーケーなんだということは、これはほ

かの庁内の業務の案件も含めて全てに言えるん

ですけれども、そういう判断でいいんですか。

総務部長、もう一度聞きます。 

【上田総務部長】 ここの許可の取り消しあるい

は除外につきましては、これはしっかりと厳格

に対応していく必要があろうと思っております。

そういう中で、これを判断する際には、その該

当事項がどの程度の違反行為としての状態かと

いうのを当然考えなければいけないと思ってお

ります。そういった意味では、今回の部分につ

きましては、口頭指導でとどまっているという

ことにつきましては、軽微なものというふうに

考えているところでございます。ここで言う著

しく社会通念上信頼を損ねるというところまで

は至らないというふうに考えているところでご

ざいます。 

【前田委員】 過去において、5 年以上長期にわ

たり届け出がしてなかったという事実について

もそうなんですか。 

【橋口管財課長】 平成 23 年度の営業の届けで

ございますが、これは市のほうが、戦後間もな

く営業している業者さんについては営業届を出

されていない方が多かったということで、平成

23 年に市の保健所が調査を行い、その中に昭

和 26 年に設立された生協さんの本店売店は該

当したということで、これにつきましても平成

23 年度、指摘を受けまして、速やかに届を出

し、保健所からのそういう要請について早急に

対応したことにより、届け出が出されていなか

った状態での営業については、保健所の処分等

はなかったものとお聞きをしております。 

【前田委員】 食品安全に関する条例は平成 13

年に制定されていることをお伝えしておきたい

と思いますし、先ほど、応募先のほうに行った

ことに対する、いけないんじゃないかというご

指摘もあったけれども、応募先について、説明

した際に、業務提携であったことをお伝えした

のかなというのも 1 つ疑問があります。そうす

れば、異論がありませんという対応もまた変わ

ったんじゃないのかなと思う中で、書かれてい

ないからいいんだという今回の理事者の正式な

答弁というのは、極めてこれからのことに対し

て問題がある答弁だと認識をしておりますし、

今回の審査の過程においては、職員さんが 5 名

入っていたこと等、そして個々の採点を出さな

いということを含めまして、大変疑義があると

言わざるを得ないということで、今後また本会

議等で追及をしたいと思います。 

【吉村(庄)委員】 幾つか申し上げたいのですが、

質疑は後のほうにしたいと思います。危機管理

監それから危機管理課長、ＢＳＬ－4 について、

世界最高の安全基準とかと、こういう話をされ

ているという話なんですが、安全性というもの

を世界最高のというのは私はないと思いますよ。

なぜかというと、ＢＳＬ－4 は、日本に東村山

の国立感染研究所と理化学研究所の 2 つあった

んです。これは全部国立、国が直接関与してい

る。これは長い間、地元の住民の理解の問題も

あるけれども、いろんな問題があって稼働して

いなかったんです。それで、やっと東村山市が

地元の住民の理解を得て、市長などの見解も含

めてずっとやっていく中で、安全性については

きちっと求めると。それは国のほうも一生懸命

やるよと、こういうことなんです。世界最高の

安全性確立が県、大学なんかでできると私は思

いませんから、研究とかを通じて国ができると

言うなら、国立理化学研究所で始めておってい

いんですよ。始めていないじゃないですか。そ
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して一方では、長崎大学では、日本トップクラ

スのものをつくるとかといって、世界最高の安

全をと言う。そういう意味で、危機管理監、こ

れは担当は違うところでしょうけれども、私は、

認識が非常に問題ありと、こういうことを言っ

ておきたいと思うんです。 

 なぜ理化学研究所のＢＳＬ－4 施設が稼働し

ていないのか。長崎大学で言っているような条

件があるとするならば、しているはずです。も

うかなり長いですよ。東村山市に至っては、私

の記憶では、たしか 20 年ぐらいそんなことを

していないのですから。あなたたちとしては、

万一の時の防災、そのことで一生懸命やられる

というのは私はわかりますが、担当のところは

あるわけですから、それだけ言っておきます。 

 あと、具体的なことでお尋ねをしたいのです

が、まず財政のところです。昨日の新聞でした

か、今日の新聞でしたか、特別交付税が長崎県

内の自治体、県も、去年とという意味から減っ

ているという話がありました。これはどういう

事情なのですか。わかっている範囲でお答えく

ださい。 

【前田財政課長】 特別交付税については、措置

されるメニューが示されておりまして、今回は、

それに応じたものを積み上げた結果、前年度よ

り減ったというものでございます。大きな要因

は、航路、船に対する補助制度が、燃油費が下

がったということで、その補助額自体が下がっ

たということで、全体としての措置額が落ちた

という形でございます。 

【吉村(庄)委員】 じゃ、減ったことについて、

特段の問題があるというよりも、私もメニュー

を幾つか知っていますし、佐世保でいえば、例

えば、基地関係があるから云々という問題もあ

りますし、それぞれの地域にそれぞれの課題が

あるわけです。例えば、西海市でいえば、ＬＣ

ＡＣを佐世保から持っていったためにどうだと

かいうものもありますから、それはそれなりに

理解をしますが、特別問題があって、こういう

ような状況になったというふうには理解をしな

いでいいのかどうかということで、それと同時

に、特別交付税は別ですけれども、今年の交付

税の見込みと、来年度、再来年度ぐらいの地方

交付税の見通しについて聞かせてください。 

【前田財政課長】 今回の特別交付税の額につい

て問題があったかどうかということですけれど

も、全く問題はありません。必要な額をメニュ

ーどおり計上して、この額になったということ

でございます。 

 来年度以降の地方交付税の見通しであります

けれども、現在、来年度の地方交付税について

は国で大きな折衝がなされております。国税の

税収がかなり落ちてきているということの背景

がありまして、地方交付税の全体を決める地方

財政計画についても、かなり厳しい折衝をして

いるところでございます。最終的な形がどうな

るかというのはまだわからないのですけれども、

全国知事会含めて、地方一般財源の確保という

ことで、最後まで気を許すことなく働きかけを

やっていきたいと思っております。見通しがど

うなるかは、その結果次第だと思っておりま

す。 

【吉村(庄)委員】 国の地方財政計画は大体年明

けてから出てくると思いますから、私たちも注

視をしておきたいと思うんですが、いつも言っ

ているように、地方財源が足りないから財源対

策、臨時財政対策債でやって、後年度、負担を

するよと、こういうシステムというのは地方交

付税のあり方からいって問題だということを私

はずっと言ってきましたから、それについては
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皆さん方も一定の理解はして、地方交付税は基

本的にはこうあるべきだ、こういうことで政府

に対しても要望されておりますから、それはそ

れとして受け止めておきたいと思います。 

 これはまた危機管理監ですが、玄海原発の 3

号機、4 号機再稼働の話があっているんです。

これは地元の新聞でも報道されたのですが、多

分共同通信の調査とかということになっている

のですが、もちろん地元の立地県は当然ですし、

それから周辺、30 キロメートル以内とか、こ

ういうところでは地元同意をとることについて

拡大をしてくれと、こういうものが出てきてい

ますね。報道によると、28 自治体の中で 17 自

治体はそういうことを要望している。ここら辺

の受け取り方はどういうふうになっています

か。 

【陣野危機管理課長】 玄海原子力発電所の 3

号機、4 号機につきましては、現在、国のほう

で審査が行われているところでございます。去

る 11 月 9 日に原子力規制委員会から審査書案

が示されまして、パブリックコメントが 12 月

9 日まで開始されておりました。その後、パブ

リックコメント等の意見を集約いたしまして、

年明けぐらいに許可が出るのではないかと思い

ます。その後、地元同意の手続ということで報

道等あっておりますが、これまでの伊方原発も

しくは川内原発等におきますと、基本的に、地

元同意手続というのは立地自体のところで行わ

れているところでございます。これにつきまし

ては特に法律で定められているわけではなくて、

安全協定なり、これまでの慣例によって、そう

いった形になっているところでございます。 

 そういった形で、特に私ども長崎県、また福

岡県につきましては、周辺自治体、30 キロメ

ートル圏内ということで、避難計画もつくりま

して避難をするということが義務付けられてお

りますことから、同意につきましては、ぜひ自

分たちの声も届けてもらいたいというお声があ

っているかと考えております。私どもも、こう

いった手続につきましては、きちんと国のほう

で手続を明確にしてもらいたいという要望はし

てきたところでございます。 

 今後、国のほうから最終的に許可が出ました

ら、そういった形での地元同意のお話があろう

かと思いますけれども、そういった中では、そ

ういったご意見を伝えてまいりたいと存じま

す。 

【吉村(庄)委員】 今の答弁は、30 キロメート

ル圏内を持っている、松浦市の鷹島では 10 キ

ロメートル云々と、そういうものを念頭に置き

ながら、地元同意の拡大を要望しているという

この取材、こういうところでの考え方について

は、一定長崎県としても、言えばわかると、そ

ういうところまで言っていない。だから、今、

国でいろいろなことをやっているけれども、少

なくとも、例えば 30 キロメートル圏内にある

ところについては、地元同意をやっぱり図るべ

きだと、こういうふうな長崎県としての意見を

持っていると理解していいですか。 

【陣野危機管理課長】 まず、同意という手続が

どういった形でされるのかというのがまだ明確

に示されていないところでございます。そうい

った形で、私ども、30 キロメートル圏内の自

治体の住民の皆様が、きちんとした説明をいた

だいて、きちんと理解されることが必要という

ことをこれまで国にも申し上げてきたところで

ございます。 

 今後の手続につきましては、国のほうで進め

られておりますけれども、地元では、きちんと

説明してもらいたいという意見があっていると
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いうことはずっと伝えておりますので、今後、

そういった形での意見は申し上げていきたいと

思います。ただ、手続等につきましては、国の

ほうでどう考えられているのか、今後またご意

見を聞いた上で、考えていきたいと考えており

ます。 

【吉村(庄)委員】 危機管理監、今の点について、

長崎県としては十分理解をして云々というのは、

例えば、立地じゃなくても、30 キロメートル

圏内ではそういう話は言っているということで

すから、地元同意というのは、説明をして「わ

かった」となるまでのことを国がやってもらう

と、こういう考え方に長崎県として立つべきだ

と思いますが、いかがですか。 

【陣野危機管理課長】 先ほどからお話ししてお

りますけれども、今のところ、これまでは立地

自治体、佐賀の原発でいいますと玄海町と佐賀

県の同意が必要というふうな流れで来ておりま

す。先日、アンケートもございました。私ども

は、その結果も見させてもらっておりますので、

各自治体のお考えもよくわかっております。確

かに周辺自治体も同意を求めるべきだというお

考えをお持ちなのはよくわかっているつもりで

ございますけれども、県の立場といたしました

ら、まず周辺自治体にも同意を求めるべきだと

いうところまでの意見は持っておりません。そ

うではなくて、そういった同意を求めることに

つきましても、今は法定もございませんので、

きちんと手続を明確にしてもらいたい、システ

ムをつくってもらいたいということを申し上げ

るのが第 1 番目でございまして、私どもとした

ら、あとは地域の住民の方に、安全であること

をきちんと国のほうで責任持って説明をしてい

ただきたいと、その 2 点を申し上げているとい

うところでございます。 

【髙比良委員】 政策評価の中で、施策評価が分

厚い資料で配付されています。大分ご苦労され

たというふうに思っていますが、施策評価に踏

み込んだということは、従来の事業評価だけで

はなくて、アカウンタビリティーの観点からは

大変な進歩だというふうに、まず評価をしたい

と思っているのですが、その中で幾つか申し上

げたいし、審議もしたいと思っているんです。 

 これをずっと見させてもらったけれども、基

本的に、施策を構成する数個の事業パッケージ

の中から幾つかの事業を抽出して、今後のある

べき取組の方針というか、あり方というものを

整理している。それとあわせて、ベンチマーク

について、未達成の部分について今後どうやっ

ていくかと、そういうことが記載をされていて、

今言ったその２つが中心です。 

 それで、ベンチマークについては、基本的に、

達成状況がどうかという前に、それそのものの

適切性というものは見なければいけないと思う

んです。指標として、定量的な目標値として、

今挙げているものが本当に施策を推進するため

に必要な事業の中で、よりわかりやすい、適切

な、あるいは評価に値する指標かどうかという

ベンチマークそのものの適切性をまずはチェッ

クをする必要があると思います。これは当然ア

ウトカムであることは全部配慮するというぐら

いのことでやってもらいたいと思うんですが、

ベンチマークはそうなんだけれども、私は基本

的に、施策評価というのは、施策を構成する事

業のパッケージそのものの適切性の検証あるい

は考察とあわせて合目的性による判断を行うこ

とが重要だし、それこが施策評価の意義だとい

うふうに認識をしているんです。そういう意味

では、今ずっとやっているみたいに、パッケー

ジの中から幾つから抽出して、それについて評
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価をするということよりは、そうではなくて、

個々の事業の施策への寄与度とか、あるいは有

効度、優先度とか、こういったものを一定のフ

ォーマットのもとに評価をして、施策予算の配

分されたパイの中で、どれに手厚く配分をする

のか、どこをちょっと薄くするのか、あるいは

実施の順や年次をどうするのか、個々の事業の

ロットをどうするのか、スクラップ・アンド・

ビルドをどうするのか、よく言う選択と集中の

観点からどう取り組むか、そういったことにつ

なげていく、そういうことが本来のあり方では

ないかと思うんです。今やっているのは、言っ

てみれば事業評価の一定の集合体に終わってし

まっているんじゃないかと思うんです。まず、

この辺についてどう考えるのか。 

【鳥谷財政課企画監】 今回やりました事務事業

評価は、委員もおっしゃったように、事務事業

を事業群単位で行ったというものでございます。

委員がおっしゃったように、施策評価というも

のは政策企画課で所管しているんですけれども、

3 年に 1 度、本年度、別の資料であったと思う

んですけれども、事後と途中で施策自体のあり

方を考えるためにやっているもので、我々がや

っている事務事業評価は、総合計画を推進して

いくために、事務事業をどう有効なものに変え

ていくかという、これは資料としてお付けして

いるのは抜粋でして、個別の評価調書は大量に

なるものでホームページに掲載しているんです

けれども、1 つ 1 つの事業について、事業費で

ありますとか、成果指標の達成状況を見て、今

後の方向性をする時に、事業群全体として、こ

の事業とこの事業、みんな同じ目標に立ってや

っているものですから、どれを優先してやって

いくか、そういうところまであわせて評価する

という形で今回、見直しを受けたものございま

す。 

【髙比良委員】 施策評価そのものは 3 年に 1

回、企画振興部政策企画課で実施をしますとい

う話です。今回ずっと資料をつけてもらってい

るのは、そうではなくて、総合計画の関係で、

そこにぶら下がっている事業について評価をや

ったというスタンスなのですか。 

 やり方はそれでいいのかもしれないけれども、

基本的には、事務事業評価で重箱の隅をつつく

ようなものはやめてしまって、一定の施策事業

に限定した中でやりましょうということでやっ

てきた。その中で、今みたいなやり方に立って

いるんだろうと思うんだけれども、大事なのは

やっぱり施策評価です。施策評価をする中で、

さっき言った個々の事業の意味合いというもの

を検証していく、あるいはそれに基づいて入れ

替えをしていく。言ってみれば、ゼロベースで

事業を見直すという、そこが施策評価の真骨頂

だと思っているんです。そういう意味では、総

合計画にぶら下がるところの事業についての評

価というのも、言って見れば施策評価につなが

る話だろうと思うんです。 

 そうであればこれ以上議論をしませんが、大

事なことは、個々の事業をそのまま取り上げて、

言ってみれば、その現状維持、改善とか、そう

いう評価になっている、それがだめだとは言わ

ないけれども、そういうことよりは、もっと大

事なことは、総合計画であれ、まち・ひと・し

ごとであれ、事業群のパッケージが適切なのか、

有効なのかということを見ていく、そういうふ

うなパッケージの枠組みを見直すという意味で

の一定の総合計画にぶら下がる事業群の評価で

あったり、施策評価であったり、これは相通ず

ると思いますから、前者が財政課であれば、そ

ういう観点からぜひ取組を進めてもらいたい、
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要望しておきます。今、意見を言わせてもらっ

たことについてのコメントだけもらいたいと思

います。 

【上田総務部長】 今回、事業群評価制度、施策

評価と事務事業評価、その事務事業評価の中を

事業群評価に変えたという趣旨は、まさしく委

員のご意見のとおり、施策を構成する幾つかの

事業群、その事業群の中を構成する各事業、ま

ずその事業のいわゆる優劣といいますか、貢献

度といいますか、こういったものを群として議

論して、一定の指標で見たいという思いでやっ

たところでございます。最終的には、今、委員

ご指摘のように、その施策の部分、これは今度

は事業群の固まりになってまいりますので、そ

ういった意味では、今回こういう形ですけれど

も、企画振興部のほうとも施策評価のよりよい

あり方については、引き続き協議をしていきた

いと考えているところでございます。 

【山田(博)委員】 2 回目は地域のことをしっか

りと質問したかったんですけれども、ほかの委

員さんのお話を聞いたら、これは総務部長、や

っぱりもう一回しなければいけないと思ったわ

けです。 

 総務部長、今回、県庁舎の売店の中で、要項

を拝見させてもらったんです。その中で、これ

はインターネットを見ている県民の皆さん方も、

ぜひご理解いただきたいのが、13 ページに「出

店者の公表」とあります。これは「審査結果の

通知後、速やかに出店者を県のホームページで

公表します。選定結果の内容についての問合わ

せには応じません。」と書いてあります。まず

お聞きしたいのは、誰がつくったのか、なぜこ

ういうふうな規定をしたのか、その 2 つをお答

えいただけますか。 

【橋口管財課長】 今回の公募というものは、先

ほども申し上げましたが、行政財産、庁舎の目

的外使用許可というものでございますので、他

の建設工事でありますとか、各種契約、そうい

うものとは異なり、知事が有する裁量権の中で

行う行政行為ということになりますので、国や

先行して公募をしている他の都道府県を参考と

しながら、県でホームページでの公表と、選定

の内容につきましては、こういう表現にさせて

いただきました。 

【山田(博)委員】 端的に言います。管財課長、

私もいろいろしていますけれども、要は、地方

公務員法、守秘義務違反とあるわけで、職務上

知り得たことをいろいろしゃべっちゃいけない

と。あと個人情報もあるから、しゃべっちゃい

かんと。その 2 点もあるから、これをつくった

かつくっていないか、それをお答えください。 

【橋口管財課長】 その件については、後ほど確

認させていただきたいと思います。 

【山田(博)委員】 管財課長、職務上知り得たこ

とを、結果内容をぺらぺら、ぺらぺらしゃべる

のがいいか悪いか、それだけお答えください。 

【橋口管財課長】 守秘義務、これは非常に重要

なことだと考えております。 

【山田(博)委員】 総務部長、私は、この結果は、

選定結果の内容については応じないというのは、

審査の公平性だとかあって、個人情報、地方公

務員法、この 2 つもあって、応じてはいけない

ということで理解しているわけです。管財課長

は、よく理解していない。総務部長、長年経験

もあるでしょうから、それについて、もう一度、

総務部長の見解を聞かせていただきたいと思い

ます。 

【上田総務部長】 出店者の公表、ここにつきま

しては守秘義務と申しますよりも、選定委員会

そのものを非公表でやっておりますので、これ
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も他県や国に準じてやっておりますので、そう

いった流れの中で、その選定経過あるいは評価

なりについての問い合わせには応じないという、

こういう規定になっているのだと考えておりま

す。 

【山田(博)委員】 それで、先ほど前田委員が言

ったけれども、審査員の中にも県の職員がいた

としたら、この選定結果は非公表であったけれ

ども、それをああだこうだしゃべったら、職務

上知り得た問題なのだから、本来だったら、こ

れはしゃべっちゃいけないんだよ。言っておき

ますけれども、県の皆さん、インターネットを

聞いている皆さん、以前、がんばランドという

問題があった。これも全く同じだったんですよ。

当時の副知事は、このがんばランドの結果に基

づいて、反対者がいろいろおったから、その時

の県会議員と一緒に職員に言って説明しました

と認めたんです。だから、地方公務員法違反じ

ゃないかとその当時答えたんだ。私は、その時、

それ以上責めなかったんだ。またここで同じこ

とをするのかと危惧しているわけです。 

 私は、言っておきますけれども、幾ら県議会

議員や国会議員だろうが、皆さん方は志を持っ

て県庁へ来たんだ。県庁へ来て頑張って、今の

役職にあるんですよ。それを県議会議員だろう

が、国会議員だろうが、言って圧力かけて、公

務員法違反だとか守秘義務違反をさせて、言語

道断だよ。場合によると、私は、本会議じゃな

くて、法的手段をとるよ。私はそこまでやりた

いと思いますよ。（「議事進行」と呼ぶ者あり）

ちょっと待て、私はしゃべっているんだ。いい

ですか、私はそこまで、今回の問題は大きな問

題になっているんですよ。だから、皆さん方は

ぜひ堂々と、これを皆さんがつくったのだから。

それでやっているのだから。先ほど議事進行で

いろいろ言うけれども、私はまともなことを言

っているんだ。 

 そういうことで、この中に個人情報も含まれ

ているというから、これは大切な問題なんです

よ。だから、総務部長、胸を張って堂々と頑張

ってくださいよ。誰が聞いたって、見たって、

総務部長、あなたが言っていることはごもっと

もなんだから。何か見解がありましたら、どう

ぞ。 

【上田総務部長】 そういった守秘義務等々には

しっかり留意をしながら、かつ規定にはこうあ

りますけれども、しっかりとした説明あるいは

理解が得られるよう、ぎりぎりの努力を続けて

いきたいと考えております。 

【山田(博)委員】 総務部長、そういったぎりぎ

りの判断とあるけれども、私たち議員というの

は、行政のチェック機関とあるかもしれません

けれども、その中で、お互いに立場はあるわけ

だから、お互いの立場を理解しながらやってい

かないといけないわけです。今回、私は、はっ

きり申し上げて、ここまで発展するというのは

びっくりした。これは委員長、副委員長、自民

党の方々もいらっしゃいますけれども、ここま

で来るのであれば、この問題をどうするか、委

員長、副委員長で議論してもらいたいですよ。

中身を精査して、別の日程をつくってするなら

するで、考えてやっていただきたいと思うんで

す。 

 本来であれば、私は危機管理課長に、登山の

届け出をどのようにしたら安全で登山できるか

とか、財政課に、私がこの前、五島から帰って

きた時に、ある高校が、全国大会に行くという

ことで募金活動をしておったわけです。私は、

募金活動をしなくてもいいように全国大会に行

けるような環境をつくってあげたい。あの光景
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を見て、募金をお願いしますと。税務課長、今

回ふるさと納税でメニューをつくっていますよ

ね。ぜひこのメニューをどんどん活用して集め

てもらいたいと思うんです。私は離島の県議会

議員とかいって離島の学校の維持、魅力化の取

組ばかりしてくれと言っているわけじゃないん

です。長崎県の県民の皆さん方が、ぜひふるさ

と納税で長崎県に住んでよかったと思われるよ

うに、しっかりと頑張っていただきたいと思っ

ております。 

 私もこの委員会の 2 年間で大変勉強になりま

した。皆さんが鍛えていただいたことを感謝し

て、これからも残り任期の 2 年間、しっかりと

頑張っていきたいと思います。ありがとうござ

いました。 

【前田委員】 議事進行。今の山田(博)委員の発

言の中に、ある特定の国会議員や県議会議員が

職員に圧力をかけて云々という発言がありまし

たが、名指しこそしないものの、前後の話を類

推すると、私のことを指しているものと思われ

ます。ですから、発言の訂正を求めるものであ

ります。 

【山田(博)委員】 私が、あなたが委員であれば、

どこがどうなっているかを示していただきたい。

別にあなたのこと言ってないだろうが。 

【前田委員】 そうであれば、お時間がかかりま

すが、議事録の提出を求めるものであります。 

【山本(由)委員長】 しばらく休憩します。 
 

― 午後 ４時３７分 休憩 ― 

― 午後 ４時４２分 再開 ― 

 

【山本(由)委員長】 再開します。 

【山田(博)委員】 前田委員が誤解しているみた

いですから、そうじゃないんだよと言いたいわ

けでございますので、それで前田委員から、委

員長、副委員長に、議事録を起こしてやってく

れと言うから、私は待ちます。がしかし、あと

は委員長、副委員長でどうするかでしますけれ

ども、基本的には、そこまで言われたんだから、

私は待ってもいいんですよ。あとは委員長、副

委員長がどのようにするか、きちんとした形で

議事録に残るようにやっていただきたいと思い

ます。 

【山本(由)委員長】 わかりました。それでは、

今日ということではなくて、後刻、正副委員長

のほうで確認をさせていただきまして、対応を

協議したいと思っておりますので、ここでおさ

めさせてください。 

【川崎委員】 今、売店のことでずっと議論を聞

かせていただきました。当然、申込書を読んで

申し込みをされるわけでしょうが、書いてある、

書いてないの先ほどの議論もありましたけれど

も、事細かに書いてあるなと思っているんです。

先ほどの応募資格のところもそうですけれども、

やれる範囲のことを書いてあると理解をするの

ですが、そうしますと、フランチャイザー、フ

ランチャイジーを特に詳しく書き込んであるわ

けで、先ほどの業務提携ということについては、

類するものというのは、判断もあるのかもわか

りませんけれども、やはり疑義がある分につい

ては質疑応答があってしかるべきじゃないかと

思うんです。やはりこういうふうに詳しく書い

てある以上は、ここに書いてないことは、やれ

ない部分であるというふうなことがやっぱり一

般論からすれば、そういうふうに見えるんです。

要するに、申し込み側からすれば。 

 そういったことから、この要項のあり方につ

いても、今後のこともありますので、もっとし

かるべき誤解を与えないようなものにつくり上

げていくべきだと思いますが、いかがでしょう
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か。 

【橋口管財課長】 今回、初めて行政財産の目的

外使用の公募というものを行いました。実際に

公募が行われている国や他県の事例を参考にし

ながら、これを作成したものでございます。た

だし、一定そういうところで疑義、やや不明な

ところもあったかと思いますので、この件につ

きましては、今後とも検討課題として、その辺

は変えていくように検討を進めていきたいと考

えております。 

【山本(由)委員長】 ほかに質問はありません

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)委員長】 それでは、以上で議案外所

管事務一般についての質疑を終了します。 

 次に、公明党会派から「地域防災力の向上と

災害に強い防災拠点の整備を求める意見書

（案）」の提出があっております。 

 ここで改めて、川崎委員より、意見書提出に

ついての趣旨説明をお願いします。 

【川崎委員】 「地域防災力の向上と災害に強い

防災拠点の整備を求める意見書（案）」を提出さ

せていただいております。 

 ポイントを申し上げます。東日本大震災、熊

本地震をはじめ、土砂災害、大水害等各地で想

定を超える大規模な自然災害が発生し、甚大な

被害が相次いでいます。したがいまして、迅速

な復旧・復興とともに、安全・安心な国づくり

に資する防災・減災対策は喫緊の課題であると

認識をいたしております。よって、政府に、地

域防災力の向上と災害に強い防災拠点の整備を

図るために、以下の 4 点について求めていきた

いと考えております。 

 まず 1 点目は、被災者支援システムの全自治

体への完備・普及や学校区単位での自主防災コ

ミュニティの組織化や訓練の実施等地域防災力

の向上を図っていくこと。 

 2 点目には、大水害から住民の命と暮らしを

守るための自治体の枠を超えた流域ごとのタイ

ムラインの作成や避難行動に直結するハザード

マップの作成、適切な避難勧告・指示発令のた

めの体制構築を図っていくこと。 

 3 点目に、災害に強い防災拠点の整備として、

スマートフォンなどで家族の安否や緊急連絡を

得られるようにするための公衆無線ＬＡＮの設

置や、災害時におけるトイレ機能確保のための

マンホールトイレの整備を促進していくこと。 

 最後、4 点目に、子どもや女性、高齢者や障

がい者が、避難所生活でつらい思いをすること

がないよう避難所の環境整備や防犯体制を強化

していくこと。 

 以上 4 点について政府に求めたいと考えてお

ります。 

 委員各位の賛同をいただきますよう、よろし

くお願いいたします。 

【山本(由)委員長】 ただいま説明がありました

「地域防災力の向上と災害に強い防災拠点の整

備を求める意見書（案）」について、ご質問・ご

意見はありませんか。 

【髙比良委員】 ３番目の緊急連絡のところなん

だけれども、これは行政情報の緊急連絡も含む

のですか。 

 それと、マンホールトイレというんだけれど

も、私は不勉強でこれはよくわからないんです。

どういう形で、どう有効なのか、そこを説明し

てください。 

【川崎委員】 先ほどの委員会でも議論があった

ように、さまざまな災害に関する情報というこ

とは、テレビ等が有効ということもありました。

避難所に行けばテレビもなかったりしますし、
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そういった意味でいけば、スマートフォンで行

政情報を得るということも非常に大事かと思い

ますし、今、安否を確認するいろんなアプリも

できていると思いますので、そういった意味で、

通信ができる環境整備ということで、公衆無線

ＬＡＮを求めていきたいというのが 1 点ありま

す。 

 マンホールトイレというのは、避難所もさる

ことながら、家庭でも排せつができないような

状況の時に、マンホールといっても、道路にあ

る大きなマンホールではなくて、汚水、排せつ

物を流すための口といいますか、そういったも

のを整備しないとこれが実現できませんので、

そういったマンホールの整備、ですから口が比

較的小さいもの、そこに機材を設置して、排せ

つを行うといったものを求めていく、そのため

のインフラ整備ということでございます。 

【山本(由)委員長】 ほかに、ご質問・ご意見は

ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)委員長】 それでは、しばらく休憩い

たします。 
 

― 午後 ４時４９分 休憩 ― 

― 午後 ４時４９分 再開 ― 

 

【山本(由)委員長】 再開いたします。 

 ほかにご質問等もないようですので、意見書

の提出について採決を行います。 

 提案がありました意見書については、提出す

ることに、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)委員長】 ご異議なしと認めます。 

 よって、「地域防災力の向上と災害に強い防災

拠点の整備を求める意見書」については、提出

することに決定されました。 

 なお、文案の作成等についてはいかがいたし

ましょうか。 

〔「正副委員長一任」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)委員長】 それでは、正副委員長にご

一任願います。 

 それでは、危機管理監、総務部及び秘書広報

局関係の審査結果について、整理したいと思い

ます。 

 しばらく休憩いたします。 
 

― 午後 ４時５０分 休憩 ― 

― 午後 ４時５０分 再開 ― 

 

【山本(由)委員長】 委員会を再開いたします。 

 これをもちまして、危機管理監、総務部及び

秘書広報局関係の審査を終了いたします。 

 引き続き、分科会長報告及び委員長報告の取

りまとめなどの委員間討議を行います。 

 理事者退席のため、しばらく休憩いたします。 
 

― 午後 ４時５１分 休憩 ― 

― 午後 ４時５２分 再開 ― 

 

【山本(由)委員長】 委員会を再開いたします。 

 今定例会で審査いたしました内容について、

12 月 19 日の予算決算委員会における総務分科

会長報告及び 12月 21日の本会議における総務

委員長報告の内容について協議を行います。 

 審査の方法についてお諮りいたします。 

 協議につきましては、本委員会を協議会に切

り替えて行うことといたしたいと存じますが、

ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)委員長】 ご異議ないようですので、

そのように進めることといたします。 

 それでは、ただいまから委員会を協議会に切

り替えます。 
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 しばらく休憩いたします。 
 

― 午後 ４時５３分 休憩 ― 

― 午後 ４時５３分 再開 ― 

 

【山本(由)委員長】 委員会を再開いたします。 

 総務分科会長報告及び、総務委員長報告につ

いては、協議会における委員の皆様の意見を踏

まえ、報告させていただきます。 

 次に、閉会中の委員会活動について協議した

いと思いますので、しばらく休憩いたします。 
 

― 午後 ４時５４分 休憩 ― 

― 午後 ４時５４分 再開 ― 

 

【山本(由)委員長】 委員会を再開いたします。 

 閉会中の委員会活動について、何かご意見は

ありませんか。 

〔「正副委員長一任」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)委員長】 それでは、正副委員長にご

一任願いたいと存じます。 

 委員改選前の定例会における委員会は、本日

が最後となりますので、閉会に当たり理事者の

出席を求めております。 

 理事者入室のため、しばらく休憩いたします。 
 

― 午後 ４時５５分 休憩 ― 

― 午後 ４時５５分 再開 ― 

 

【山本(由)委員長】 委員会を再開いたします。 

 委員改選前の定例会における委員会は、これ

が最後となりますので、閉会に当たりまして一

言ご挨拶を申し上げます。 

 本年 2 月に委員長を仰せつかりまして、約 1

年間、大変多くの部局を抱える総務委員会、そ

れから内容的にも非常に濃い委員会におきまし

て、定例の通常の委員会審査はじめ、決算審査

や県内外の視察など、里脇副委員長をはじめ委

員の皆様、大変ありがとうございました。なか

なかなれないことが多くてご迷惑をおかけした

部分があるかと思いますけれども、おかげさま

でここまで何とか務めさせていただきました。

本当にありがとうございました。 

 それから、理事者の皆様にも同じく、的確な

答弁等で進行にご協力をいただきまして、あり

がとうございました。 

 一言ずつだけ感想を述べさせていただきたい

と思うんですけれども、警察におかれましては、

犯罪の発生率の低さ、それから検挙率の高さは

全国で 9 月現在 3 位ということで、非常に高い

評価がある一方で、今回の委員会でも出ました

ように、事故が多いというふうなことがありま

す。それから、認知症の問題それから特殊詐欺

の問題等ありますので、引き続き、よろしくお

願い申し上げます。 

 それから、各種委員会におかれましては、そ

れぞれ人事、労働でありましたら働きやすい環

境づくり、それから優秀な人材が集まってくる

ような形の体制づくりということをぜひよろし

くお願いいたします。 

 それから、会計管理者におきましては、委員

会の中でも出ましたけれども、いわゆる基金の

一元化等、資金の運用も含めまして、財務の改

善のために、ぜひよろしくお願い申し上げます。 

 それから、文化観光国際部におかれましては、

特に今回、今年の世界遺産の一旦取り下げ、そ

れから再申請というふうな形で非常に慌ただし

く動きましたけれども、今回でも皆さんからた

くさん意見が出ましたとおり、再来年の本登録

に向けて、基金の造成も含めまして、引き続き、

最後まで無事に登録ができるように、今後とも

よろしくお願いいたします。 

 それから、企画振興部におきましては、新幹
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線の問題、それから国境離島新法の問題、非常

に大きな問題を抱えております。本県の経済浮

揚それから活性化に資するように、引き続きよ

ろしくお願い申し上げます。 

 それから、総務部におきましては、今、県庁

舎が来年の 11 月という予定で進んでおります。

確実な工期で完成をしますようにお願いをした

いということと、地方公会計の問題、それから

公共施設等総合管理計画のバージョンアップの

問題、財政の問題、いろいろ抱えておりますの

で、引き続き、本県の財政改善のためにもご尽

力のほど、よろしくお願い申し上げます。 

 それから、危機管理監につきましても、原発

の問題、それから熊本地震の問題等、大変お疲

れさまでございましたけれども、まだ予断を許

さないところがございますので、引き続き、よ

ろしくお願い申し上げます。 

 最後になりますけれども、委員並びに理事者

の皆様には、健康に十分留意をされまして、さ

らなるご健勝、ご活躍をお祈り申し上げまして、

閉会のご挨拶とさせていただきます。 

 本当にありがとうございました。（拍手） 

 次に、理事者側を代表して、総務部長にご挨

拶をお願いいたします。 

【上田総務部長】 閉会に当たりまして、総務委

員会所属の各部局を代表いたしまして、お礼の

ご挨拶を申し上げます。 

 山本(由)委員長、里脇副委員長並びに各委員

の皆様方におかれましては、多くの部局が属す

る総務委員会において、幅広い分野にわたり、

終始熱心にご審議をいただき、大変貴重なご意

見、ご提言を賜りましたことに対しまして、厚

く御礼を申し上げます。 

 この間、地域防災力の向上、高齢者の交通事

故防止対策、特殊詐欺被害防止対策、世界遺産

登録の推進、観光の推進、九州新幹線西九州ル

ート（長崎ルート）の推進、県庁舎の整備、県

庁舎跡地活用、航空路線対策、地方公会計制度

などについて、熱心なご議論を賜りました。 

 その中でも、「長崎と天草地方の潜伏キリシタ

ン関連遺産」につきましては、7 月の国の文化

審議会において、本年度のユネスコへの国内推

薦候補として再選定され、9 月には暫定版推薦

書が国からユネスコへ提出されました。改めま

して、各委員の皆様方に対しまして、これまで

のご支援とご協力に心から感謝を申し上げます。 

 来年 1 月には、正式な推薦資産として閣議了

解が得られるよう、推薦書の熟度を高めるなど

準備に万全を期するとともに、平成 30 年度の

登録実現に向けて、関係県、市町一丸となって

全力を傾注してまいりますので、今後とも県議

会並びに関係者の皆様のご支援とご協力を賜り

ますようお願いを申し上げます。 

 また、九州新幹線西九州ルート（長崎ルート）

につきましては、11 月 18 日に開催された国土

交通省の軌間可変技術評価委員会において、フ

リーゲージトレインの不具合対策につきまして、

検証走行試験等の実施及びコスト削減の検討に

取り組み、平成 29 年初夏を目途に取りまとめ

た上で、改めて、当委員会により耐久走行試験

の再開を判断する等の報告がなされました。 

 県としましても、新幹線の整備効果の早期発

現に向け、これ以上、大きな遅れが生じること

がないよう、国において、しっかり対応してい

ただくことを機会を捉えて要請してまいります

とともに、今後とも重大な関心を持って、フリ

ーゲージトレインの開発状況を注視してまいり

ます。 

 さらに、新たな県庁舎の整備につきましては、

平成 29 年 11 月の完成を目指して建設工事を進
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めており、今後、新庁舎のスタートにおいて、

業務に支障が生じないよう情報システムや什器

の整備などに取り組むとともに、庁舎の運用や

管理のあり方について検討してまいります。 

 このほかにも課題は山積しておりますが、本

委員会において賜りました貴重なご意見、ご提

言を今後の施策に活かしながら、県民の皆様に

具体的な成果をお示しできるよう、職員一丸と

なって取り組んでまいります。 

 最後になりますが、委員の皆様方におかれま

しては、ますますのご活躍、ご発展をご祈念申

し上げまして、簡単ではございますが、お礼の

ご挨拶とさせていただきます。 

 本当にありがとうございました。（拍手） 

【山本(由)委員長】 それでは、これをもちまし

て総務委員会及び予算決算委員会総務分科会を

閉会いたします。 

 大変お疲れさまでした。 
 

― 午後 ５時 １分 閉会 ― 

 

 

 



総務委員会委員長　　山本　由夫

１　議　　案

件　　　　　　　　　　　　　　　　名 審査結果

第 １４１号 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例（関
係分） 原案可決

第 １４２号 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（関係
分） 原案可決

第 １４３号
合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等の
所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する
条例の一部を改正する条例

原案可決

第 １４４号 長崎県税条例の一部を改正する条例 原案可決

第 １４５号 ながさき森林環境税条例の一部を改正する条例 原案可決

第 １４６号
長崎県行政手続における特定の個人を識別するための番
号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特
定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例

原案可決

第 １４７号 長崎県の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する
条例（関係分） 原案可決

第 １４８号 長崎の教会群とキリスト教関連遺産基金条例の一部を改
正する条例 原案可決

第 １４９号 長崎県警察関係手数料条例の一部を改正する条例 原案可決

第 １５２号 公の施設の指定管理者の指定について 原案可決

第 １５３号 和解及び損害賠償の額の決定について 原案可決

第 １５４号 当せん金付証票の発売について 原案可決

番　　　号 

記

総 務 委 員 会 審 査 結 果 報 告 書

　本委員会に付託された事件について審査の結果、下記のとおり決定したので報告する。

平成２８年１２月１４日

　　　　議長　　田中　愛国　　様
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件　　　　　　　　　　　　　　　　名 審査結果番　　　号 

第 １６３号 和解及び損害賠償の額の決定について 原案可決

計　　１３件（原案可決　１３件）

－278－
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